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会 議 録 

会議の名称 平成 30 年度第１回子ども・子育て会議 

開催日時 平成 30 年６月１日 開会 14 時 00 分  閉会 16 時 30 分  

開催場所 つくば市役所 ６階 全員協議会室 

事務局（担当課） こども部こども政策課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

橋本 佳子、岡野 玲子、鈴木 美穂、中嶋 信美、千代原 

義文、江原 孝郎、飯田 浩之、橋本 佐由理、舘野 正弘、

橋本 幸雄、浦里 晴美、中井 聖、河村 和恵、遠藤 知

昭、ヘイズ 紀子、栗栖 和恵、浅野 英公子、折本 ちは

る、髙橋 晃雄 

その他 毛塚副市長 

事務局 

 

（こども部）中山部長、松本次長、飯泉政策監 

（こども政策課）安曽課長、飯村課長補佐、柳町課長補佐、 

川又係長 

（幼児保育課）松浦課長、中村課長補佐、鈴木統括保育士 

（こども育成課）冨田課長補佐 

（子育て相談室）鈴木室長 

（学務課）中山次長、間中課長、大口課長補佐 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ３名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 

 

(１)（仮称）つくば保育の質ガイドラインの策定について 

(２)つくば市子ども・子育て支援プラン進捗評価について 

(３)民間保育所等選定会議の結果報告について 

会議録署名人  確定年月日 平成  年  月  日 
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会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 委嘱状交付 

４ 協議事項 

５ 報告事項 

６ その他 

７ 閉会 

 

＜審議内容＞ 

(１)（仮称）つくば保育の質ガイドラインの策定について 

 ア 事務局説明 

   配布資料に基づき説明。 

 イ 発言 

飯田会長：ガイドラインについてご説明がありましたが、ご意見・ご質

問をうけていきたいと思います。前回の子ども・子育て会議で出まし

た意見に対して回答がなされました。これにつきましていかがでしょ

うか。 

髙橋委員：柱建てにこだわっているわけではないのですが、柱建てする

とチェックポイントがつくということがありましたので、各保育園の

方でもチェックができるようにすればいいのかなという風に考えた次

第です。保育士不足というのは雇用条件の問題と労働環境の問題があ

るのだと思うのですね。特に、保育園については、ブラックとは言い

ませんけれども、過去の習慣がそのままずっと来てしまっているよう

なイメージがすごく強いですね。例えば、事務作業なんかに追われて

休憩時間がとれないだとか、保育以外の事務作業はサービス残業なの
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で賃金が支払われないとか、子どものための制作物が持ち帰りになっ

て賃金が支払われないとか、有休がとりづらいとか、制限付きの社内、

要するに園内ですけれど、ルールを作ってしまって、明確に労働基準

法に違反しているというものが現実的に問題になっているわけです

ね。本来そういうことがありませんかというのを各保育園の方にチェ

ックしてもらいたいという気持ちがありました。ただ、そこまででき

ないということであれば、最低限として、事業者の責務として、労働

基準法を理解し順守すると、これくらいは最低入れてもいいのではな

いかと思っています。 

飯田会長：最後に一つご提案いただいておりますけれども、労働基準法

を理解し順守するということですね。これがご提案だと思うのですが、

この点につきまして事務局からございますでしょうか。これから先検

討の機会もあろうかと思いますが、今の時点で。 

事務局（幼児保育課）：今のご意見をワーキング会議・策定会議の中で

今後検討させていただきたいと思います。 

飯田会長：ほかいかがでしょうか。 

橋本（幸）委員：どうしてもこだわりたくなるのが、資料ナンバー１の

２の６の「タイトルの「保育」を「保育等」としていただきたい」と

いうところなのですが、「今後検討していきたい」とあり、この回答

だとどういうものかという思いがあります。保育と言っていると、保

育所、保育だけにこだわりがいってしまうのではないかという思いが

でてきます。昨日あたり、保育の無償化というのが新聞を飾っており

ますけれど、保育園無償化とは言っておりませんよね。単なる保育云

々だけではなくて、今、国では就学前教育の充実を非常に力強くうた

っております。それで、今、保育、保育所という問題は、どうしても、

つくばも 116 人待機児童がいるということでありますけれども、待機
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児童がいるところは限られているところでありまして、これから待機

児童というのは限りなく落ち着いてくるところ。場所によってはずっ

と永遠に続く問題だと思いますけれども、国の子どもたちの大半は、

待機児童の中の環境に浴さないところにいる。ましてや、つくばでも

保育所に行っている子もいるし、幼稚園に行っている子もいるし、新

制度の認定こども園に行っている子どもたちもいます。今大事なこと

は、保育以外、幼保からみた保育も大事でありますけれども、幼児教

育という視点からみていく子育ても大事だと思います。ここで、保育

の質のガイドというと、ここのタイトルを見ただけで、みなさんどち

らをみますかということなのです。もしかしたら、これは時代に逆行

しているようなタイトルになってしまうのではないかと思います。飯

田先生ともずっと長い間おつきあいしておりますけれども、結局この

新制度というものが、今この時間をかけてここまできているわけです

よね。そういった長い先のこともとらえて、このタイトルをつけてい

く必要が、私はあると思います。 

飯田会長：非常に悩ましい問題をご提示いただいていると思います。指

針の中では１頁に、「質の高い保育・幼児教育（以下「保育」という）」

とところで対応しているということですが、それでは駄目だというお

話ですね。タイトルが表にでるもので、「せめて等を」という、本当

はもっと別の言葉を当てたいという気持ちがあるのではなかろうかと

思いますけれども。タイトルですけれども、少し大きな問題ですね。 

橋本（佳）委員：タイトルも含めて、先ほどの髙橋委員の労働条件のこ

とについても意見があったので両方です。タイトルですけれども、そ

もそもこの保育の質ガイドラインを作るというきっかけになりました

のは、待機児童対策ということで様々な主体の保育形態の事業所が参

入してくると。企業もあれば、従来型の保育園もあるし、昔でいえば
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無認可といっていたところも認可外保育園というような位置づけでや

っていこうというのが新しい方針かと思いますが、その中で受け入れ

る、子どもを育てるという意味においては、どんな保育園、どんな形

態の事業所であっても、子どもの育ちを保障することをしなければい

けないと。そういう中で、様々な規制緩和の中で、事業所が一気に入

り込んできましたので、それの中でも、今までの保育の質を守らせる

という意味での保育の質のガイドラインということと私は理解してお

りますので、乳幼児に限定してしまっておりますけれども、ここはそ

ういった意味での点検をできるような保育の質を保つガイドラインと

いう、そういう認識で私はとらえているということが一つ、全体的な

子育て支援というか、そういったものについては、また子ども・子育

て支援プランの中の枠の中で、もっと広範囲なそういったことをしっ

かり位置付けるものがあってしかるべきだし、学童期になれば学童ク

ラブのガイドラインというものが国からでておりますけれども、質に

関したガイドライン的なものはないので、そこはしっかりと学齢期の

育ちを保障するという観点のものも今後は必要になるのかなというこ

とも考えています。一つはそれ。先ほどの労働条件のことで、私もこ

こは少し項目が不足しているなと思いました。いろいろな項目にチェ

ックする欄があるのですが、ここに運営体制というチェック項目が入

っておりません。私は世田谷区のガイドラインを非常にいいものと思

って、みてきたのですけれども、そのガイドラインではしっかりとチ

ェック項目が入っておりましてね、いくつかあるのです。もっと具体

的なチェック項目を入れるということも一つ事業所に位置付ける、意

識を確認させる上でいいのかなということで、いくつか項目がありま

すけれども、職員のワークライフバランスに関する視点を持ち具体的

な取組が実施されているかとか、職員の自己啓発やリフレッシュのた
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め労働環境、人員配置、時間の保障などが整えられているかとか、給

与水準、休暇、休息、そういったことも項目に入っていますし、雇用

条件、就業規則が明確かとか、そういったことがわかりやすくチェッ

ク項目に入っているのですけれども、こういったチェック項目を私は

この中に入れてほしいなという意見をちょうど出したいと思ったの

で、まずそこを意見として添えたいと思います。 

飯田会長：まずは、最初の案件の方からいきましょうか。労働条件等と

役割の部分ですね、そちらから話をすすめて、それに関わるご意見は。

チェック項目を置くか置かないかということでございますが、保育全

体に関わる条件整備といいますか、外的な保育の質を支えるところと

いう部分になろうかと思いますが、その部分に関して各保育所が自己

点検するような姿勢を示すかどうかということですね。事務局の方か

ら何か議論があったのではないかと思いますけれども。策定会議、ワ

ーキンググループで、何かございますか。 

事務局（幼児保育課）：ただいま髙橋委員からお伺いしました労働基準

に関係してというところですが、こちらはやはり、17 頁になりますが、

市の責任と役割というところで市の役割が出ておりますので、その中

で同じような形で、事業者の役割を追記した方がよいのではないかと

いう意見がございまして、このような追記をいたしました。今回、細

かく労働基準、事業主のチェック項目が必要というご意見につきまし

ては、今後、ワーキング会議、策定会議の中で検討させていただく形

をとりたいと思います。 

飯田会長：わかりました。市の責任と役割、それと対の形でもって事業

者の役割、全体としての構成を明確にしているというお答えだったか

と思います。まだチェック項目とするかどうかの検討の余地はあるよ

うですので、引き続きご検討いただければと思います。こういう考え
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方についていかがでしょうか。タイトルではなくて、チェックを保育

所の中で自己点検でやっていくということの実行性ですね。その辺に

つきまして、保育所の方から、舘野委員さんなにかご意見ありますか。 

舘野委員：労働時間に関する臨時特例法がでているのですよね。だから、

その点については、だんだん職員の処遇改善ということで、児童票と

か日誌、週案、月案、そういうものをパソコンで各自クラスにもって

いって利用、できるだけ短縮をしております。できるだけ、保育士体

制、労働状況を緩和する施策を。 

飯田会長：ガイドラインの中にチェック項目の形で入れた方が実行性が

あるのか、事業者の役割として入れることがいいのか。 

舘野委員：私は事務局案に賛成しております。 

浅野委員：先ほど髙橋委員がおっしゃったようなチェック項目を導入す

ることに私は賛成いたします。といいますのは、やはりこのガイドラ

インというものがどのような形で活用されるかということを考えまし

た時に、ひらがなの文章ではなかなか目には入ってこないというのが

多くの人間だと思います。でも、「お、これチェック」と思ったら、

やはりそこは目のいくところだと思うので、そういう実行性を持たせ

るために、やはりチェック項目が必要かと思います。加えて、大変失

礼なのですが、市役所の中でも担当というのは年々人事で変わってい

くものだと思うのですね。そういうことも含めますと、全ての書いて

あることをチェック項目にしてもいいくらいではないかと私は感じま

す。 

飯田会長：難しい答えになってくるかと思います。保育の質ガイドライ

ンの性格もありますので。これにつきまして、あらためてワーキング

の方でご検討いただけるかと思います。タイトルですけれども、タイ

トルについてはいかがでしょうか。この保育のガイドラインとは何か
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というところの見方が、若干ずれているようですので、その辺の確認

をしたいと思います。 

橋本（幸）委員：やはりどういわれても、保育の質ということになると、

いわゆる保育所のみになってしまいます。「つくば市幼児施設におけ

る保育の質」ということならば、どの施設にもタイトルから入ってい

けますけれども、中をめくってみないとそこがでてこないというのは

失礼ですよ。やはり、保育所だけの考え方ではなくて、すべての施設

というか、便宜上、幼稚園、保育所、認定こども園という施設があり

ますけれども、やはり最終的にはどれも同じでないといけない。そう

した時に、統一された名称がでてきたらそれでもいいと思いますけれ

ども、まだ統一された名称が出てきてないわけですから、保育にこだ

わってしまうことに、私は反対します。 

飯田会長：私の見解といいますか、これまでの議論を考えますと、新し

い事業所が保育所を開設しようという場合に、延々と議論いたしまし

たね。その時に一番でてきたものが、保育の質というキーワードだっ

たかと思います。保育施設の保育の質は大丈夫なのだろうかという議

論をする中で、その流れが強くて保育のガイドライン、橋本（佳）委

員のお考えの中で出てきたものだと思うのですね。 

橋本（幸）委員：それであれば、既存の保育施設に対して求めることで

はなくて、新たにつくば市に参入する保育施設はこのガイドラインを

守りなさいという、そちら向けのガイドラインでいいのではないかと

思います。 

飯田会長：いかがでしょうか。それに尽きるものではないというところ

が大事だと考えておりますけれども。保育等、そこに教育が入ってく

るわけですけれども。 

千代原委員：橋本（幸）委員の意見に賛成です。保育というものを考え
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ますと、まず一番最初に皆さん考えますのは、保育園かなと思ってし

まうのですね。そうすると、保育園だけでなくて今おっしゃいました

教育、そして生活の場、遊びの場、というものを考えると、私が活動

しています児童館もそちらの保育に該当すると思うのですね。それな

らば、等という言葉を使う、保育と限定させないで、等という言葉を

いれるべきではないかと思います。ただ、橋本（佳）委員のおっしゃ

る本物の広いグローバルな視野という点で、児童館が含まれてくるの

かなと思いますので、そういう点もあわせて考えると、やはり等とい

うのは入れた方がいいのではないかと私は思います。 

飯田会長：どのくらいの範囲を対象に考えるのか、無制限に広がってい

きます。 

千代原委員：範囲の問題になってきます。 

飯田会長：範囲の問題になってきます。今の学童のような保育もこの保

育の対象になるのかですね、ガイドラインの。この辺は少し大きな問

題です。 

髙橋委員：ガイドライン策定の趣旨のところに、質の高い保育・幼児教

育を以下保育と書いてありますよね。要するにここが、保育というも

のが、保育・幼児教育ということですよね。という解釈。等を入れる

のではなく、初めからつくば保育・幼児教育の質ガイドラインでいい

のではないですか。その方が趣旨からいえば合うわけで、等という言

葉は申し訳ないけれども、趣旨の中には入っていないですからね。 

飯田会長：そうしますと内容的にいかがですか。タイトルから外れてく

る部分が。 

髙橋委員：趣旨の中でそれを保育と言っているわけですね。 

飯田会長：ガイドラインの中に入れるべき内容のところはいかがでしょ

うか。また広がってくるような気もするのですけれども、これに尽き
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るものではないようなものが入ってくるように思います。 

舘野委員：児童福祉法からいうと、幼保と教育となっている。一体化し

たものなのですね。ですから、幼保と教育というものをぜひですね、

整合性をもって、プラスアルファになってきますけれども、幼保と教

育というものをぜひ入れていただきたい。 

橋本（佳）委員：この保育の質にこだわるものでもありませんし、テー

マについてはまた事務局に、今いろいろな案がでたのを、事務局に一

任して少し考えていただいて、こればかりやっていると中身にいきま

せんので、まずはその意見を参考に私は事務局レベルでも少し考えて

もらいたいなと。中身の方も色々気になりますので。 

飯田会長：それではそのようにしたいと思います。本当に悩ましい問題

です。保育と教育の関係は。 

事務局（幼児保育課）：タイトルについて色々なご意見をいただきあり

がとうございます。こちらのタイトルなのですけれども、橋本（幸）

委員がおっしゃったように、こちらの策定会議、それからワーキング

会議に教育局も入っています。やはり小学校との連携というものが、

今見直しがかかっていると思いますので、今回 16 頁をご覧いただきた

いのですが、前回はなかったと思いますが、小学校、義務教育学校も

教育局からの意見をもらって追記しております。保育、教育、幼稚園、

認定こども園の部分も含めて考えております。タイトルなのですけれ

ども、保育等の等がふさわしくないのではないかということで、今回

の回答には今後検討していきますと記載してありますが、違うネーミ

ングを考えるのも一つではないかという意見もありまして、保育・幼

児教育ということではなく、違うネーミングという意見もありますの

で、その辺も踏まえて今後検討させていただきたいと思います。 

飯田会長：名案がでるのを期待しております。何か思いつくものがあり
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ましたら事務局にお伝えください。それでは、それ以外のところでい

かがでしょうか。 

ヘイズ委員：一般企業の会社員からしますと、どうしても実行性という

ものが気になるのですね。実際にこれをどのように使って、どのよう

に活かして、PDCA ということにおきましても、実際どうやって浸透し

ているものなのか、測るのか、どれくらい効果があったのかというも

のを数値としてみないと意味がないと思うのですね。例えば、今です

けど、実際にプランを作成したり、施策をとったりということがあっ

た場合に、何か施設にはインセンティブがある方策とか、何かこれを

実行力のあるものに、効力という意味ではなく、浸透させるようにす

るための何かプランはあるのでしょうか。 

飯田会長：いかがでしょうか。お願いいたします。 

事務局（幼児保育課）：今ご意見いただいた件については、ワーキング

会議の中には現場の保育士、幼稚園教諭が参加しておりますが、その

ような中では、日々の保育の振り返りとして先生が使う形も考えてお

ります。こちらのガイドラインには、行政、それから事業主、地域の

方が一緒に保育の質を保つ、子どもに関わってくというような部分が

ございますので、その辺につきましては、市民にも周知しまして、そ

の中で幼児に関わっていく、保育の質を確保し、向上していくような

形を考えております。 

飯田会長：ガイドラインの活用のところ、自己評価に活用していきます

という趣旨で作られているということでございますが、いかがでしょ

うか。 

中井委員：自己点検、本当は点検してそれをどう現場に生かして今後進

めていくのかみたいなところまでやっていく、実際やっていくのだと

思うのですけれども、実際自己点検ということで終わってしまうと、
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こういったものを渡しておしまいみたいなことになってしまうイメー

ジがあります。保護者の立場から言うと果たしてこれを現場では使っ

ているのかということが、義務ではなくていいと思うのですけれど、

任意で、例えば市の方にこれを使って点検しましたよという報告をあ

げていただいて、それをホームページなどで公開するという、別にチ

ェックリストの中身を公開するとかではなくて、点検したかしなかっ

たかとか、保護者とこのガイドラインについて共有したかしなかった

かということを任意で報告をあげていただいて、報告のあったところ

について公開するというような、そのくらいはあってもいいのかなと

いう気がしていますが、いかがでしょうか。 

飯田会長：活用事例というのがいくつかでてきて、それがホームページ

等で出るとよろしいですよね。そうすると、こういう使い方もあるの

だと保護者と保育所が一緒になりながら、場合によってはそこに行政

が入りながら、質を高めていく営みが生まれてくると、これは一番い

いような形だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

橋本（幸）委員：自己点検・自己評価というのは、学校の中で、学校評

価の中で実際もうされていることだと思います。さらに、この追い打

ちをかけられて、保育所の方でやっているかどうかはわからないです

けれども、第三者評価なんていう評価も私たち学校教育の方が進んで

いるかと思うのですけれども、いずれにしても自己点検・自己評価を

する、そしてこのチェック項目を見ただけでは非常に曖昧、というか

漠然としていて、やったかやらないかのチェック機能しかもっていな

いということは、果たしてそれでもってきちんと自己評価できるのか、

非常に悩ましい難しいところだと思います。それで、潜在保育士もい

らっしゃることでありますが、もう二度と保育士なんかやりたくない

というのが、潜在保育士の中にたくさんいて、潜在保育士を掘り起こ
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すにしても、これまでの職務経験とかでもって、いかにこの現場が大

変か、さらにもっと追い打ちをかけてくるのかとか、それを解消する

にはたくさんのお金と時間を用意してもらわないともっと質を上げる

こと、職場環境を守ることはできないのだと思いますね。自己点検・

自己評価、これはもう少し詳しくやるのか、こんな漠然としたもので

いいのか、というような、これで何かやった気になってしまうのか、

行政側の自己満足になってしまうのか、というような、ちょっとさっ

と読んでみただけでは感じます。11 頁の小学校・義務教育、どうして

も幼稚園の立場からお話ししてしまいますけれども、保幼小の円滑な

接続ということが 20 年くらい前にあったのですけれど、それが結局失

敗してまたもう一度きちんと国のほう、県もそうですし、市もそうだ

と思いますが、それを今構築しようとして２，３年前から動いている

わけでありますけれども、その時に単なるここに書いてある交流とか

連携とか、あるいは情報交換そんな甘いことでいいのですかというこ

とを感じるわけです。今日、学務課も来ていると思いますけれども、

この辺の表記の仕方、表現の仕方はもう少し突っ込んだ表記にしない

と従来通りの保幼小の、あの頃は保幼小と言わなかったですけれども、

幼小の連携というか関連みたいなことで終わってしまうのではないか

というような気がして仕方ないのであります。 

飯田会長：それぞれどの程度踏み込んだ書き方をするかということを個

別に色々でてくると思います。今の点につきましては、改めてご検討

いただければと思います。どういう表記でするのが適切であるかとい

うこともご検討いただければと思います。 

栗栖委員：先ほどのどのように使うかというお話で、かつて保育士を経

験した者の立場から言いますと、特にこの（３）、保育環境につきま

しては、個人の保育士ではどうしようもないことかなと思います。保
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育士一人ひとりももちろんポリシーだとか保育の理念とかあるのです

が、各保育園や幼稚園が決めている保育目標とか保育理念というもの

があると思いますが、保育士個人がどうにもできない部分が、この（３）

６頁を読んでいるとあるのではないかと思いました。環境とか、ルー

ル、例えば、複数担任しているところでしたら、複数担任での内々の

ルール、園で決められていない、このようにやりましょうというルー

ルが、担任が代わるごとに変わってしまったりとか、そういうことも

過去の経験ではありました。少し難しいのではないかなと思うところ

が、今これをみて思いました。あと、小学校や義務教育学校との連携

に関するところなのですが、私も交流ですとか情報交換では正直小学

生の親としては物足りないというか、個人的な体験談になるのですけ

れども、小学校の中で息子がトラブルを起こし揉めました。先生に聞

いたら、お互いに話をして謝って終わりましたと聞いたのですけど、

子どもに話を聞いたら全く納得していないとか、簡単に言うと、保育

園からそういう風に謝ったら許してあげる、お互いの言い分とかはさ

ておき、そういう文化でやってきた子どもたちは、結局内容を理解し

ない、問題の本質を考えないまま、謝って終わりという子たちを私の

中では多くみています。そういうところで、やはり幼児、乳幼児の保

育・教育の中でも心の教育ですとか、人間的な教育というところをも

う少し小学校の教諭や保育士、幼稚園教諭と交流をもっていただいて、

問題点とかどういう保育をしているかというところを情報交換すると

ころが必要かなと思いました。 

飯田会長：かなりここのところは議論がでてきそうなところですね。小

学校・義務教育学校とその前の保育施設がどのように接続しているの

かという問題というのは、これを超えて大きな問題としてあるわけで

すので、それにつながるといいますか、視野に入れながら書き込んで
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おく必要があると思います。教育局からもいらしておりますので、そ

このところをうまく調整しながらその先につながるような形にです

ね、小学校・義務教育学校と保育施設との間の接続ということを視野

に入れながらの何か文言を工夫していただけるかと思うところです。

他いかがでしょうか。 

橋本（佳）委員：具体的な提案をしたいと思いますが、17 頁の先ほどか

ら保育の質の具体性ところがでておりましたけれども、これについて

もしっかりとチェックした後どうするかという観点に立った時に、運

営体制のところのチェック項目のことも今お話ししましたけれども、

それ以外に保育の質の向上のためにそれぞれが求められることという

形で具体的に書いたり足していくところが非常に短くすぐ終わりにな

っているのが少し物足りないなと思いました。市の責任と役割、事業

者の役割というのがあるのですけど、私が調べたところは項目がきち

んと保育の質の向上のためのそれぞれ求められることという位置付け

の中で、事業者、保育施設職員、保護者、地域、そして市という項目

に分けて、留意事項を書いてあるやり方があります。そういった意味

でいえば、保育施設任せでなく、親たちも子どものための保育園、保

育の専門性を理解するとか、保護者同士がつながって子育てに関する

情報を共有していくとか、いろいろな項目がありますけれども、市は

市できちんと専門性を高めるための機会の提供とか、事業者、職員、

保護者、地域をつなげていくとか、保育の質の向上や取組を支援して

いくという責任が明確に書かれております。世田谷です。それに付け

加えて、私がすごいと思ったのは、保育の質を確保・向上していくた

めの向上委員会というのがあります。これはできる前から設置はされ

ていたようですけれども、そこがこのガイドラインを使ってチェック

をし、向上していくための課題とか、そういったものをしっかりと調
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べています。つくば市でも先々そういう体制までいけば、私はヘイズ

委員や中井委員がおっしゃったような、もっと明確になっていくし、

実質的に質を向上していくという意識付けが事業所にも、そして私た

ち地域、議員、役所にもそれぞれが共有できる。これは決して運営し

ている施設をチェックして監督するものではないのですね。あくまで

も子どもを真ん中において、子どもの発達を保障する観点なので、そ

ういったところもう少し工夫がいるという風に指摘をしたいと思いま

す。 

飯田会長：その辺もご検討いただくことにしたいと思います。他いかが

でしょうか。 

髙橋委員：16 頁の義務教育学校との連携とかですね、例えば、保育園の

方から保育要領を送るというのがあるのですが、小学校からですね、

いろいろな形式のものがバラバラでくるのですよ。各保育園に来年度

の卒園生に対して、いろいろなものを書いてくださいというのがバラ

バラの形式のものがくるんですよ。同じ公立の小学校、つくば市の中

でありながら、いろいろなフォーマットが来るんですよ。結局それが、

本来で言うと、公立は連携なんかはですね、市の責務として連携の音

頭を取ってもらわないと、我々としては、いろいろなフォーマットが

来たりとかですね、或いは保育要領を送ってくださいというものもあ

れば、こちらが送るまではなにも言わないところもあったりですね。

保育園とか幼稚園の努力だけではできない部分がすごくたくさんあっ

て、それこそが市の責務というものになってくるわけですから、それ

をもう少し明確にしてほしい。あともう一つ、この前の園長会議の時

も揉めましたけど、県からの補助金の委細についてもきちんと情報が

伝わってこない。だから我々がすごく大損とは言いませんけれども、

そういうことをやってしまったりするわけで、情報提供だとか或いは
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園独自の努力だけではできないものについては、市がきちんと対応し

ますというものをですね、やはりこの中のいろいろなチェック項目を

みていると、どう考えても単独の園では難しいものがたくさんありま

すから、そういうものを市の責務のほうに入れてもらえると少し違っ

てくるかなと思いますけどね。 

飯田会長：個別のことを書くということは、それはまた保育のガイドラ

インとは別の話で十分対応できるかと思いますが、その幼稚園と保育

所、小学校・義務教育学校という施設の間をつなぐ場合のできるだけ

効率的且つ合理的につなぐような努力が必要だということでよろしい

でしょうか。 

髙橋委員：市の責務のところが、この行数で、これでいいんですかとい

う話ですよ。はっきり言えばね。問題点はわかっているのですから。 

飯田会長：ここで出されているようなご意見を踏まえて、より充実させ

ていくようにしていきたいと思います。せっかく作りますので、でき

るだけ充実したものになると同時に実行性のあるものにという風に考

えていますので。 

中嶋委員：髙橋委員にご質問したいのですけれども、先ほど事務局から

ガイドラインの意見に対して回答があったんですね。３番目のところ

ですけれども、この回答で本当によろしいのかということですね。普

通に読むと、状況に応じたというところは、考慮すると、国の基準を

守らなくても状況によってはいいのかなととれるのですけど。 

髙橋委員：保育指針に沿った上でということ。 

中嶋委員：ガイドラインを作るというのは、要するに指針を守らないと

ころがあるからガイドラインを作るのですよね。みんな守っていれば

ガイドラインはいらないですからね。 

髙橋委員：たしかにそうは言えますけど。 



様式第１号 

中嶋委員：ここは国の基準を順守した上でと入れた方がいいのではない

か。 

髙橋委員：意見のところで、要するに市の公立保育園の１歳児が４人に

対して保育士１人だということなので、民間の保育園についてもそう

いう配置ができるような形をとっていただきたいと、保育の質を上げ

るためには必要なんではないですかということに対しての回答と思っ

ています。予算がかかることなので、なかなかはいと言えなかったの

だろうなと思うのですが。 

飯田会長：私もそのように理解しております。一律に書くわけにはいか

ないということで、月齢や状況に応じた保育士の配置が必要。そのた

めの予算措置等は考えていかなければならなくなるということだと思

います。 

橋本（佳）委員：とりわけ一番つくば市が本当にすすんでいるとてもい

いことですよね。公立保育園民営化問題がおきた時も、ヘイズ委員も

そのときいらっしゃいましたけれど、本当に保育の質に信頼があって

守られてきたという中身の一つでもありますが、私もこだわって書く

ようにと書きましたけれども、上記に同じと冷たく書いてありますが、

私もそれでどうしたものかということで、みてみたら確かに世田谷区

は１対５なんですよね、１対５とは書いてないのだけれども、別枠で

取組ということで別にガイドラインの中の資料的なところで書き込ん

でありました。保育運営に関する区独自の基準を主な項目や取組とい

うことで、その中で国基準はこうだけれど、世田谷は１歳児５人に対

して保育士１人っていう風な、そういう書き方がありました。せっか

くガイドラインを作るのには、国基準以上のことをしていたからこそ、

ガイドラインを作るべきだろうと私も提案したわけで、そういった意

味では、そういう書き方をしておくということは非常に大事だし、プ
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ラスね、そこは市が積極的に予算をつけてやっていくかに今後関わっ

ていくわけだから、そういうものも含めてしっかりとそこはガイドラ

インにかかなくても違う形で載せていただいて、その方向で市は民間

の事業者に協力をしていくと。そういう役割をさせたいということで、

ぜひそういう形での書き込みを検討していただきたいと思います。 

飯田会長：当然この過程で世田谷のことは調査されているわけですので、

お手元に世田谷のガイドラインがあると思います。もう一度そこを参

照してそこから学べるものを入れるような作業をしていただければと

思います。 

橋本（幸）委員：16 頁とか、やはり載っていまして、先ほど小学校・義

務教育学校うんぬんのところ、どうしてもこだわりたくなってしまう

のですが、書いている順序が違うのではないかと思う。要するに、交

流、職員間の積極的な情報交換とあって、先ほど栗栖委員も言ってい

ましたけれども、子どもたちのどういうトラブルがすごく生じてしま

うのか、その生じたものをどういう風に処理していったのか、とても

大事なことなのですね。それが、例えば、保育指針の中できちんと取

り組まれていたり、それから幼稚園教育要領に取り込まれていたり、

新しい制度の幼保連携こども園の要領に盛り込まれていたり、それか

ら学校の学習指導要領の中にもそういったことがきっと書かれている

のだと思います。結局、量の問題ではなくて、教師はこの質をどうや

って担保していくかということを学ばなければいけないと思うのです

よね。結局、幼児施設はどういう風な方法論でもって幼児教育・保育

をしているのか、小学校以上の先生はどのようなことに基づいていわ

ゆる学習指導をしているのかということを、お互いが理解しあうこと

で初めて分かち合う、質が高くなっていく。そういう指導方針とか要

領にかかれていることをきちんと重視していれば、質はおのずから上
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がっていくのだと思うのですね。ですから、やはり量のことばかりで

はなくて、その質を担保していくという方策もきちんと平行してやっ

ていかないと、ただ形だけの問題になって、中に存在しているやり方

をちょっとどうなんでしょうかと思うのです。だから、研修制度の充

実もきちんとしていかないといけないと思うのです。処遇改善等にお

いて、保育士たちの給料もたいへんなお金をいただけるようになって

いるのですけれども、ただではいただけないのですね。きちんと研修

を積んだ実績がないと、給料に反映しないわけですよね。これはみな

さんよくご存じだと思うのですけれども、いかに研修が大事かという

ことを問われているところでありますけれども、なにかその辺が薄い。 

飯田会長：教育局も今日いらっしゃっておりますので、小学校の研修の

問題にも関わってくるかと思います。教育局から何かこの辺の保育施

設等の連携の問題でご意見はありますでしょうか。保育指針に関して

ですね。 

事務局（学務課）：実際にはその部分になると教育指導課がメインにな

ろうかと思いますので、持ち帰らせていただいて検討させていただき

ます。 

飯田会長：遠藤委員なにかそういう点で御示唆となるようなことがあり

ますでしょうか。 

遠藤委員：私はときどき保育所・幼稚園のほうにいかせていただいて、

園長先生・先生方と話し合いをする機会はあるのですが、なかなか担

任レベルで幼稚園・保育所に行ってお話をするということはないので

すが、幸いにして本校は幼稚園・保育所が非常に隣接しているもので

すから、保育所の先生方、幼稚園の先生方が子供さんを連れてよく学

校に来てくれる。一緒に活動を学校でやってくれているのですね。こ

の前も新学期が始まったので、給食の準備を小学生はどうやっている
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のだろうと来てくれまして、４年生と一緒に給食の準備をして、小学

校ではこういう風にやっているんだよねということを勉強してみんな

で仲良く給食を食べていって、運動会の応援等にも来てくれて、非常

にいい交流をしながらやっているところです。これは非常に隣接して、

非常に場所がいいからできるのですが、もう一つ逆にいま出ています

ように先生方が幼稚園や保育所に行って、その生活の様子を、保育の

様子…。 

橋本（幸）委員：生活だけではなくてですね、何に基づいて生活してい

るのか、何に基づいて学びあっているのか、その元になるものを知ら

ないで表面だけ見てきてもこれは従来通りの幼小連携で単なる行き来

で終わってしまうと思うのですね。それがまずいということで、きち

んとそれぞれの指導書を学びあいましょうというのが、今度の保幼小

の連携で、これは国から、文科省から、そして県の義務教育課を通し

て各市町村にきているわけです。毎年、つくば市でも去年、一昨年か

11月に校長先生やきっと先生も出たことがあるのだと思いますけれど

も、その話をしているはずなのですが、まだその段階なのですかとい

うことが非常に疑問でならない。ガイドラインを作るのは保育だけで

はなくて、やはりそういうことをきちんと盛り込まないと、質を言っ

ているわけですから、何の質なのですかということですよね。質には

両方ありますから、それがきちんとここにうたわれないようなガイド

ラインは中途半端だと思います。結局、保育所・幼稚園・認定こども

園、いわゆる幼児施設或いは行っていない子どもたちもいるわけです

から、その子たちは必ず小学校に行くわけです。その小学校に行った

ときにどうやってこの子どもたちを理解して、学習につなげていくか

ということが、結局よくされていないために先ほどのような問題が起

こって小１プロブレムという問題がなかなか解消できない。いじめの
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問題、それから落ちこぼれの問題、そういったものをなくすためにき

ちんと保幼小の連携をやっていきましょうということで、２年くらい

前からきちんと立ち上げてやっているはずなのですね。 

飯田会長：その内実を示すような文言を入れていただければと思います。

それと同時にこの問題は、このガイドラインを離れて本当は議論、別

立てでもって本当は議論しなければいけないことだと。この会議でで

すけれどね。ガイドラインの中だけでは尽くせない問題があろうかと

思います。そのことも念頭に置きながら、他いかがでしょうか。 

ヘイズ委員：意見の９番の浅野委員のところにまとめられているのです

が、前回私がこれを拝見した時に非常に第一印象が悪かったんですね。

今回も、例えば、保育士を追い込んでいるのではないかとか、これが

できてないからガイドラインというのを作ったのでしょ、という意見

があったりとか、少しイメージが良くないのですよね。橋本委員の熱

い思いですとか、前向きにつくばのブランドというか、クオリティを

保ちましょうという前向きなものを出発点として作られているのに、

ちょっと今印象が悪いのです。例えば、世田谷の例でおっしゃってい

た対象をきちんと分けて保育士が追い込まれているように感じないよ

うにしていただくとか、先ほど会長がご提案されていた具体例、具体

例の中で１対４というところはできているところもあるんだよという

ことを示していただいて、努力がきちんとできているし、「クオリテ

ィが高いんだよ、つくばいいんだよ」ということを入れていただくこ

とで、もう少し前向きにとらえてくださるし、つくば市に転居しよう

と考えてくださっている方がこれを見た時にですね、同じように保育

士が精神的に追い込まれているなと思ってしまうとか、潜在保育士と

か、できてないからこんなの作ったんでしょと思われてしまうのが非

常に残念だと思うのですね。だから、ぜひ、できている事例ですとか、
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後は施設ですとか保育士が競って自慢したくなる、事例に挙がりたく

なるような、そうするとつくば市のブランドもさらに上がりますし、

お互いウィンウィンというか、そういった目的で、視線で、全体像の

フレームワークを作っていただいたほうがいいのではないかなと。も

ったいないと思います。 

飯田会長：そういうことにつながる言葉をちりばめるといいますか、入

れておくとこの先が見えてくるのではないかと思いますね。ガイドラ

インの策定の趣旨等の中で。今のご意見を踏まえながら、より先が見

えるし、今のつくば市のいいところはいいということを示せるような

ものになってくると思います。少しこれの全体像は文章を見直してい

ただければと思います。 

橋本（佳）委員：全体をざっとみさせていただいて、とても中身的には

悪くないという風に思っていて、足りないところを具体的に私は指摘

をしてきましたけれども、もう２点あるのですね。それは 13 頁なので

すが、健康管理のところなのですが、薬の管理という項目が入ってい

ませんが、こういったものはどうなのでしょうね。投薬は医師の指示

に従って、みなさんもちろんやっているのでしょうけれど、いろいろ

な事業所が入ってきているので、その辺の意識を高める意味でこれだ

けきっちりと薬も扱ってやっているのだよということを知らせる意味

でも薬の管理に関する項目は必要ではないかなと思いました。それか

ら、隣の 14 頁です。安全管理も非常に大事で、うつぶせ寝での、乳児

の死亡事故・ヒヤリハットということもありますけれども、午睡時の

SIDS の防止という観点の項目が入っていませんけれども、こういう午

睡の時の、もちろん現場はうつぶせ寝しているのを点検して返す作業

に苦労されているのはもちろん知っています。しかし、いろいろな事

業所がきていますので、改めてこういう手間をかけてうつぶせ寝だの
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死亡事故を防いでいますということをいろいろな事業所に知らせる意

味でも、ここは私はやはり一人ひとりの専用の布団が用意されるとか、

当たり前のことだけれども、午後のチェックを行い、うつぶせ寝で寝

ているときは体位を変えるなど、SIDS 防止の取組を行っているような

項目を入れた上で、ヒヤリハットの報告があった際にはというのがね、

入ったほうがより安全に対しての市の姿勢が明確になるかなと思うの

ですが。その２点がちょっと足りないかなということで。 

飯田会長：またそういうところもあるかと思います。７月２日にワーキ

ング会議が予定されているようですね。そこで検討することになると

思いますので、いろいろ出てくるのは良いことですので、それが文言

として入るかどうかは別として、検討していただくということはこの

段階であっても続けたいと思いますので、事務局のほうに何かお気づ

きのことがありましたらお寄せいただければと思います。 

 

(２)つくば市子ども・子育て支援プランの進捗評価について 

 ア 事務局説明 

   配布資料に基づき説明。 

 イ 発言 

飯田会長：いかがでしょうか。わかりにくいところもあろうかと思いま

すが、初めての委員にとっては何でしょうというようなところで戸惑

っていらっしゃるかもしれません。使っていただいた資料の２－２の

ところ、資料５頁が出発点になろうかと思います。今日帰る時に点検

・評価シートというものが配られるわけでございます。それをご覧い

ただいて、質問があれば質問をお寄せいただく、その質問をお寄せい

ただくときのフォーマットがその次の頁にある６頁でございます。そ

して、その質問の回答を受けながら、点検・評価シートの進捗状況の
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A とかローマ数字の１とかっていうものでありますが、これが原課評

価ですので、これを適正であるかどうかの判断をいただきたいという

ことでございます。その判断のフローチャートがされております。２

－２の１頁でございます。原課評価が適正であるかどうか、適正であ

る場合には、付すべき意見がなければとりたててお返事をする必要は

ございません。付すべき意見がある場合には、あるという風にして、

この資料の７頁、つくば市子ども・子育て支援プラン評価意見シート

というところで事業番号を書き、適正意見ありに丸をつけてその意見

を書いていただきたいということでございます。さらに、要改善と書

かれておりますが、適正でない場合にそれは評価を変える必要がある

だろう、上に書いても結構ですけれども、下に書いても結構です。こ

れは原課評価として適正でない、甘すぎる或いは厳しすぎるというよ

うなことがありましたら、要改善ということで事業番号を書き、要改

善のところに丸をつけ、意見を付すのにこう変えることが必要だろう

ということを書いていただくというやり方でございます。そして、そ

れを返していただく、その時に全体を見ていただくのはあまりにも、

もちろん見ていただきたいのですけれども負担が大きすぎるというこ

ともございまして、分担が決められているわけでございます。分担表、

４頁の分担表のほうに基づきつつ、特にこの部分をという風に申し上

げておきたいと思います。特に、この部分をきちんと見て評価してい

ただきたいということでございます。よろしいでしょうか。それぞれ

期限がございますので、期限までにお知らせいただければと思います。

質問等も改めて調べていただいたりする部分もございますので、その

辺も事務局に負担をおかけしますが、非常に丁寧に答えていただいて

おりますので、今年もきちんとした評価ができるのではないかという

風に思っております。そこの評価結果は次回のこの会議でもって検討
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し、結論を出し、市のホームページ等で公表し、市民のみなさまにお

知らせする。同時に、市の中でそれぞれ課に持ち帰っていただきまし

て、今後の対応をお考えいただくということでございます。子ども・

子育ての施策が十分に実行性をもっていく、そしてつくばの子ども・

子育ての状況を改善させていくということに大事な評価でございます

ので、ぜひあえて厳しい目で見ていただいてお願いしたいと思います。

もちろん、あたたかい目でも見ていただきたいと思います。こんなと

ころはよくできているねというコメントも歓迎いたします。よろしい

でしょうか。 

全委員：異議なし。 

 

(３)民間保育所等選定会議の結果報告について 

 ア 事務局説明 

   配布資料に基づき説明。 

 イ 発言 

飯田会長：いかがでしょうか。御質問ございますでしょうか。 

江原委員：２件の保育所について、定員と、連携とか、医師は決まって

いますか。 

事務局（幼児保育課）：県の方に意見書を提出した段階ですので、そち

らはまだ決まっておりません。 

江原委員：もし医師の確保が必要な場合には、つくば市医師会の方に問

い合わせてくださいということでお願いします。 

橋本（佳）委員：結果のところの図面の一部修正、それから保育士の確

保についての付帯意見について中身をお知らせください。 

事務局（幼児保育課）：図面の一部修正ですが、こちらは当初会議に提

出いただいたものが、建物の縦と横の表示が逆になっていた、長方形
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の建物が横長でなく縦長の状態で、図面の提出がございました。そち

らは修正いただきまして、きちんとしたものをご提出いただいており

ます。もう一つの保育士の確保ということでございますが、こちらに

つきましては31年4月の開所に向けまして環境をきちんとするという

ことで保育士の確保をしていただきたいというような意見がございま

した。 

橋本（佳）委員：保育士の確保については、そのあと継続的にきちんと

確認していくということでよろしいですかね。 

事務局（幼児保育課）：認可に向けてその辺は確認させていただきたい

と思っております。 

飯田会長：県の方にあげていくときにはきちんとしておりませんと認可

されませんので。当然ながら。 

髙橋委員：認可に向けた手続きについては、ぜひとも透明化を図ってい

ただきたい。 

橋本（佳）委員：案件１と２とありますが、わかばのきらめき保育園、

みどりの保育園、わかばの分園とかありますけれども、保育のニーズ

という点でこれは妥当だという判断になっているのでしょうか。 

飯田会長：これは私の方からお答えすべきことだと思います。当然なが

ら、子ども・子育て会議でご審議いただいているプラン、昨年度は見

直しをしておりますので、その見直しとの整合関係というものを踏ま

えながら審議いただきました。 

橋本（佳）委員：プルメリア訪問介護株式会社はつくば市で初めて企業

の株式会社の保育園ができたと。ははそノですけれども、それが開所

してから１年、２年目になるのですか。次の保育園を建てるというこ

とになりましょうけれども、そういった意味での実績等について、判

断のところではどうだったのでしょうか。 



様式第１号 

事務局（幼児保育課）：ははそノ森保育園につきましても実績がござい

ますので、特別問題等、そのようなご意見はございませんでした。で

すので、こちらに承認いただいた状況になっております。 

橋本（佳）委員：参考までに株式会社が運営する保育園はつくば市に何

園になるのでしょうか。 

事務局（幼児保育課）：現在、ははそノ森プルメリア訪問介護で実施し

ている園、それから今回ご報告申し上げたこちらの２園。３園になり

ます。 

橋本（佳）委員：できるならば、法人の経営する保育園が参入していた

だけることを私はね、望んでいたわけですけれども、保育の質ガイド

ラインが出来上がっていく中で、企業の保育園の参入に関して、市の

受け入れるところとしては、位置づけをどういう風に考えていくのか

という話は全然なく、待機児童対策なのでくれば、通れば受け入れる

と。そういう関係、そういう風になっていくのでしょうか。今度３園

ですよね。法人と企業とその中で保育の事業をしていくというところ

の目的がね、全く違う中でしかもそんなに保育園は儲かる施設ではな

い、儲けをもちろんだしてはいけないわけだけれども。その辺のとこ

ろについての配慮してほしいというのも含めて少しご意見いただきた

いのですが。 

事務局（幼児保育課）：今回、こちらの選定会議でかけさせていただき

ましたプルメリア訪問介護はつくば市でははそノ森を運営しておりま

す。そのような実績もございます。それから、ニチイ学館ですが、つ

くば市では今回初めてでございますが、全国展開されておりまして、

その辺も調査の上、今回選定会議にかけさせていただきました。 

飯田会長：よろしいでしょうか。報告案件でございますので、これで終

わりたいと思います。 
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(３)その他について 

 ア 事務局説明 

  配布資料に基づき、子ども・子育て支援プランの中間年度見直し、子ど

も・子育て会議開催スケジュール案について説明。 

 イ 発言 

飯田会長：女性の就業率或いは人口の伸び率のところでの修正の指導を

受けたということでございます。よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

 

 ウ 事務局説明 

  配布資料に基づき、子ども・子育て会議開催スケジュール案について説

明。 

 エ 発言 

飯田会長：何か質問ございますでしょうか。８月７日ご予定いただきた

いと思います。２つとも大きな案件でございますので、多少時間がか

かるかなと思っております。よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

 

飯田会長：それでは、本会議における審議を終了いたします。ありがと

うございました。 

 

以上 
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１  ガイドライン策定の趣旨  

近年、保育需要の増大と家族形態や就労状況の変容などを背景に、保護者の保育

ニーズもますます多様化しており、市には、子ども・子育てを支える基盤の量的拡大

に加えて、多様な保育ニーズへの対応が求められています。  

保育事業が多様化し実施主体も多元化する中で、市内全ての保育所（園）、幼稚園

及び認定こども園など（以下「保育施設」という。）において、子どもたちの育ちに

十分配慮しながら、質の高い保育・幼児教育（以下「保育」という。）を計画的かつ

確実に子どもたちに提供するためには、保護者、事業者、地域、行政などが共有し、

相互に連携・協力していく仕組みづくりが不可欠です。  

このガイドラインは、平成 29 年７月から「（仮称）つくば保育の質ガイドライン

策定会議」を開催し、ワーキング会議での現場の保育士や教諭の方の意見や「（仮称）

つくば保育の質ガイドライン」アンケート結果などを踏まえ議論し、作り上げたもの

です。  

また、本ガイドラインは、子どもを中心とした保育を実践するため、行政や事業者

の果たすべき責任と役割を定めることはもとより、保育現場での環境構成や検証に

いかしていただき、保護者の参加・参画を推進することや、地域の資源を生かしなが

ら包括的にささえていく仕組みを構築することにより、保育の質の向上を目指すも

のです。  

                                          

２  ガイドラインの活用方法  

本ガイドラインは、保育士をはじめ、職員の方々一人一人に日々の保育で活用し

ていただくとともに保護者、事業者、地域、行政などが果たすべき責任と役割を広く

共有し、保育施設における保育の内容や取組について理解を深めていただくために

活用していきます。  

また、市が目指す保育の具体的な確認項目をチェックボックス形式で挙げており

ます。チェックボックスは、保育に関わる全ての職員が、各保育施設の守るべき基準

だけでなく、安心の子育て環境を実現し、保育の質を向上させていくための自己評価

に活用していきます。  

 

 

 

 

 

 

【権利の保障】  

全ての子どもは、権利を尊重されなけれ

ばならないことを職員全体で理解し、十

分配慮しましょう  

 

レ  

チ
ェ
ッ
ク
！ 



2 

 

３  ガイドラインの位置づけ  

  

保育の質のガイドラインは、保育需要の増大やますます多様化する保育ニーズに対応   

し、安心の子育て環境を実現するに当たり、つくば市の保育の質を高めるための指針と  

なるものです。今後も、保育を取り巻く環境や状況の変化に合わせ、更新していくことと  

します。  

 

※位置付けイメージ  
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                         

                          

                

                                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法、学校教育法  等  

保育所保育指針  幼稚園教育要領  

幼保連携型認定こども園教育・保育要領  

保育の質ガイドライン 

保育目標・保育課程  等  

指導計画・保育マニュアル  等  

保 育 実 践 

つくば市未来構想  

子ども・子育て 

支援法 

つくば市戦略プラン 

つくば市子ども・子育て支援プラン 

各保育施設独自 

の保育理念 
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４  つくば市の保育の目指すもの  

 

 

「安心して子育てができるまち・つくば」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの権利 

職員に求めら

れる資質 

保育環境 

支  援  

安全管理 

保育内容 

全ての子どもが安心し

て、心身共にのびのび

と生活できる保育 

権利 

子ども一人一人に寄り

添い、発達課程に応じた

必要な保育や援助 

子どもが安全に

生活できる保育

環境 

明日の保育に 

つながる保育計画 

生活と遊びの中で、生命の保

持・情緒の安定・健康な心と

体・社会性を身につけるため

の基礎を培う 

安全で安心な食事の提供 

おいしく楽しく食べられる

環境づくり 

子どもたちが元気に健

康な生活を送るための

配慮・援助 

安心・安全 

・危機管理 

保護者・地域と連携した

子育て支援 

   

～安心の子育てを実現するために～  
  
  つくば市の保育において、質の向上を図るために、６つの大きな柱
を立て、子どもに関わる一人一人がこの柱に掲げる各確認項目の留
意・向上に努め、６つの柱がつながることによって、安心の子育ての
実現を目指していきます。  

安心の子育て

の実現 



4 

 

 (1) 子どもの権利  

    全ての子どもが安心して、心身共にのびのびと生活できる保育を行います。  

 

子どもの権利とは、全ての子どもが心身共に健康に、自分らしく育つための権利で

す。子どもの権利条約では、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参

加する権利」の４つの権利が記されています。子どもが置かれている環境はそれぞれ

違っても、子どもたちには、最善の保育を受ける権利があります。  

子どもの気持ちに寄り添い、子どもの尊厳を尊重し、健やかな成長を見守り、支え

ながら、保育を行っていく必要があります。  

また、子どもの人権を著しく傷つける虐待の防止や予防についても努めていきま

す。  

①  人権の尊重  

【権利の保障】  

 全ての子どもは、権利を尊重されなければならないことを職員全体で理解  

し、十分配慮しましょう。  

 

 

【保育の権利】  

 子どもが何を求めているかを把握し、子どもにとって最善の保育を心がけま  

しょう。  

 

 

【子どもへの配慮】  

子どもの良さを積極的に見つけ、誉めたり、励ましましょう。  
 

 

【個人情報の保護】  

 個人情報保護について、職員全体で理解し、守りましょう。  
 

 

【差別の禁止】  

子どもの生活習慣や文化の違いを知り、認め合う心を育てましょう。  
 

 

【性的差別の禁止】  

子どもの服装、遊び方、役割など、性の違いに対して、固定的な概念を植え  

付けない配慮をしましょう。  

 

 

【子どもの養護】  

 特別な支援を必要とする子どもの保育について配慮をしましょう。  
 

 

  

②  虐待などの防止と早期発見  

【日常生活での気づき】  

 常に子どもの身体的・心理的状態を把握するよう心掛けましょう。  
 

 

【虐待の防止】  

 子どもに対し、威圧的、命令的、否定的な言葉遣いや叩く、つねるなどの体罰  

は絶対にやめましょう。  

 

 

【虐待の早期発見】  

子どもの受け入れ・見送り時に保護者との対話の中で、子どもや保護者の様子  

を把握しましょう。  

 

 

  ★子どもの様子に異変を感じたとき、傷や痣を発見したとき、子育てに関する悩みがある  

保護者がいたときなど、子育て相談室にご相談ください。☎029-883-1149、1150 



5 

 

(2) 職員に求められる資質  

子ども一人一人に寄り添い、発達過程に応じた必要な保育や援助を行います。  

 

保育の質の確保・向上を実現する基本は、保育施設に勤務する職員一人一人の資質

です。  

平成 29 年８月に実施した「 (仮称 )つくば保育の質ガイドライン」アンケート調査

結果においても、「保育の質」にとって重要だと思われる項目について、職員及び保

護者共に「保育者の人数」、「保育者の資質」、「保育内容の質」が多い回答となり

ました。（※P19 参照）  

保育施設は、質の高い保育を展開するため、絶えず、一人一人の職員についての資

質向上及び職員全体の専門性の向上を図るよう努めなくてはなりません。  

また、全ての職員は、子ども一人一人の違いを認められる価値観及び倫理観、かつ

保育者としての責任を持って保育に当たり、常に自己評価に基づく課題などを踏ま

え、保育技術や知識を高める意欲がなくてはなりません。  

つくば市の保育施設では、全ての職員が職務への責任感を持ち、子ども一人一人を

大切に思う、温かい心を持つ人間性と専門性の向上に努め、保護者と寄り添い、子ど

もや保護者から信頼され尊敬される職員であることを目指します。  

 

【全ての職員の倫理観】     

保育所保育指針、幼稚園要領などの理解、職員間での助言指導などをし、保

育者・教育者の自覚（命を守る仕事の意識）を持ち保育に取り組みましょう  

常に危機管理意識を持ち行動をしましょう。  

 

 

【自身のスキルアップ】  

職務内容に応じた研修受講、他園などとの交流等、自身の保育の振り返りを  

行いましょう。  

 

 

【職員間のコミュニケーション】  

 様々な事項を理解できるよう、信頼関係を築き組織として保育の質の向上を  

図りましょう。  

 

 

【保育の中での自然体験】  

 自然を生かして楽しむことにより、子どもが豊かな心を育んでいけるよう自  

然と関わる取組をしましょう。  

 

 

【子どもに寄り添う保育】  

 積極的に子どもに関わり、子どもと関わることを喜び、一緒に楽しみ保育を  

行いましょう。  

 

【子どもの個性に合わせた保育】  

 一人一人の発達過程を理解し、個々の成長・発達に合わせ、先を見通した援  

助をしましょう。  

 

【保護者との信頼関係】  

 保護者の気持ちに寄り添い、共に子どもの成長を喜び、発達を支援し、保護

者からの相談、保護者への助言を行いましょう。  
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(3) 保育環境  

    子どもが安全に生活できる保育環境を整えます。  
  

   教育・保育施設は、人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊

かなものとなるように、計画的に環境を構成し工夫して保育を行います。  

子どもたちは、適切に整えられた環境の下、生活や遊びを通して様々な力を身に

付けていきます。自らを取り巻く環境に主体的に関わり遊ぶことで心身の発達が促

され、人間として尊重され愛されることにより人への信頼感が育まれていきます。  

職員は子どものための保育環境を構成するとともに、常に確認を怠らず、子ども

の健康に気を配り、子どもが安心して安全に過ごせる環境を整えます。  

つくば市では、子どもたちの安全な生活と、成長に合わせた環境の整備を行って

いきます。    

【安全・安心な室内の環境】  

施設内（保育室・調理室・トイレなど）の清掃、おもちゃなどの子どもたち

が使用する備品類を常に消毒することで、いつも清潔が保たれるようにしま

しょう。  

 

 

【適切な室内の環境】  

室内の温度、湿度、換気、音などの環境は、常に適切な状態に保持をしまし  

ょう。  

 

【施設内外の死角を作らない配慮】  

子どもたちの安全のため、保育者からの死角を作らないように配慮しましょ  

う。  

 

 

【子どもの成長に合わせた配慮】  

 子どもの成長に合わせた玩具、遊具、絵本を子どもの手の届く場所に適切な  

量で用意し、子どもが自由に遊び、主体的に遊びを展開できるよう配慮をし  

ましょう。  

 

 

【人的配置による保育環境の整備】  

適正な保育士の配置と、特別な支援を必要とする子どもがいれば加配保育を  

配置するなどして、集団保育が安全で情緒の安定した生活となるように保育  

環境を整えていきましょう。  

 

【労働環境の整備】  

地域の保育や子育て支援を担う子育て支援員（※注１）の育成を図り、保育  

者の労働環境を整えていきましょう。   

 

【外遊の取組】  

 園庭や園外での活動により、のびのびと体を動かす楽しさや自然物との関わ  

りを通し、季節を感じられるように環境を整えていきましょう。  

 

【乳幼児に必要な保育環境】  

はいはいや、つたい歩きができる安全な空間を、保育室の広さや間取りを考  

慮して確保しましょう。（０・１歳）  

 

【遊びに適した空間作り】  

 友だちと好きな遊びができる空間や、一人でじっくりと遊びを楽しむことが  

できる空間の設定をしましょう。  

 

 

 （※注１）  

子育て支援員とは・・・「子育て支援員研修」の全科目を修了し、「子育て支援員研修修了証      

書」の交付を受けたことにより、子育て支援員として子育て支援分野の                  

各事業に従事する上で必要な知識や技術等を習得したと認められる者。 
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(4) 保育内容  

 ①  保育計画  

   保育の全体的な計画を実践し、日々の保育を振り返り、子どもの生涯に渡る生き

る力の基礎を培い、社会や世界の状況を視野に入れ、社会に求められる資質や能

力を育み、明日の保育につながるよう努めます。  

 

保育施設における保育の特性は、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るため

に保育者などが行う援助や関わりである「養護」と子どもが健やかに成長し、その活

動がより豊かに展開されるための発達の援助である「教育」との「養護と教育の一体

的な展開」であり、子どもの気持ちをしっかりと受け止め、子どもの育ちを踏まえ援

助していくことが大切です。保育者は、子どもと生活を共にしながら、子どもの全て

を受け止め、その心身の状態に応じたきめ細やかな援助や関わりをしていくことを

基礎とし、子ども一人一人が生きる力の基礎となる心情、意欲、態度を身に付けてい

けるように保育を展開します。  

保育の内容は、０歳から６歳までの子どもの年齢に応じた発達の特徴を見通し、各

保育施設の保育理念や保育方針、地域性等を反映させながら保育計画を立て、計画に

基づく保育を展開し、日々の保育を振り返り評価することにより、明日の保育に反映

されることを繰り返すことが、保育の質の向上につながります。  

計画された保育は、子どもの主体性を尊重し、その時々の子どもの状態に応じた応

答的な環境の構成や援助を行うことが重要です。職員の適切な援助によって、子ども

が自らやってみようとする意欲や興味関心、好奇心、探究心等の心情、考える力や認

識力が培われ、自信や自己肯定感が育まれていきます。  

つくば市では、これらを踏まえ、子どもが生涯にわたる生きる力の基礎を培う保育

を実践できるよう、保育施設の職員自らが保育の質を高めていくことが目標です。  

   

【「子どもの最善の利益」の考慮】  

保育施設の理念、保育の方針や目標、指導計画などに基づいて保育に当たり

ましょう。  

 

 

【子どもの成長の道筋の計画】  

 各保育施設の独自性や創意工夫された保育内容での保育計画を立て、応答的  

な援助を行いましょう。  

 

【様々な環境の子どもへの保育】  

 子どもの個々の発達や地域の特性、年齢別、家庭環境をもとに計画を立て、

保育に反映しましょう。  

 

 

【子どもの成長過程の見守り】  

 児童票、保育日誌、施設日誌、保健日誌、幼稚園指導要録などで子どもの成  

長を記録しましょう。  

 

 

【異年齢児との交流の場】  

 相互作用を通しての体験として、異年齢児との触れ合いや交流の場を計画し  

ましょう。  
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②  生活と遊びの中の保育  

生活と遊びの中で、生命の保持・情緒の安定、健康な心と体・社会性を身につける   

ための基礎を培います。  

 

 保育施設の子どもたちは、日々の遊びを通し言葉や数、自然現象や科学に対する興

味関心、表現する力を身に付けていきます。  

子どもの表現は、遊びや生活の様々な場面で表出されているものであることから、

それらを積極的に受け止めることが、様々な表現の仕方や感性を豊かにする経験と

なります。  

また、「 (仮称 )つくば保育の質ガイドライン」アンケート調査結果では、「保育の

中で望むもの」の項目について、職員及び保護者共に「自然体験を多く取り入れてい

る」が多い回答となりました。（※P20 参照）  

つくば市では、豊かな自然を日常的に感じながら、職員の適切な援助のもとで様々

な体験をし、子どもの好奇心や探究心を育てていきます。  

また、保育者や家族、周囲の大人との温かい言葉やスキンシップなどの触れ合いに

よって、子どもが人に対し慈しみを持ち、未来に向かって生きる力の基礎を培うこと

を援助していきます。  

 

     ア   1 歳未満児  

 乳児期の発達については、視覚、聴覚等の感覚や運動機能が著しく発達し、特定   

の大人との愛情豊かな応答的な関わりを通じ、情緒的な絆が形成される特徴があり

ます。  

また、この時期の保育については、心身の機能の未熟さに伴う疾病の発生が多いこ

とから、一人一人の発育及び発達状態や健康状態についての適切な判断に基づく保

健的な対応も必要であり、養護における「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わる

保育の内容との一体性をより強く意識し、保育を行うことが重要です。  

つくば市では、保護者との信頼関係を築きながら、保育士、看護師、栄養士、調理

員、嘱託医などの専門性をいかした素早い対応をし、子どもが健やかに伸び伸びと育

つ基盤を培います。  

 

【保育士、看護師、栄養士、調理員、嘱託医等との連携】  

専門性を生かした素早い対応をしましょう。  
 

 

【生命の保持、情緒の安定】  

一人一人の発育及び健康状態を把握し、表情豊かに優しく語りかけ、保育に  

あたりましょう。  

 

【視覚、聴覚の発達の支援】   

玩具の種類や色、大きさを工夫し、音の大きさ採光、換気に配慮をしましょ

う。  

 

 

【健康に伸び伸びと育つ】  

 発育に応じての体を動かす機会の確保や工夫をし、子どもが自ら体を動かす  

意欲を育てる様々な取組をしましょう。  

 

 

【保護者との信頼関係】   

保護者からの相談などに対し、助言及び支援に努めましょう。  
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イ  １歳以上３歳未満児  

     １歳以上３歳未満児については、歩き始めから、歩く、走る、跳ぶなどへと基本的   

な運動機能が次第に発達し、排泄の自立のための身体的機能も整うようになります。 

また、指先の機能も発達し、食事、衣類の着脱も保育士などの援助の下、自分で行

うようになり、発声も明瞭になってくるため、語彙も増加し、自分の意思や欲求を言

葉で表出できるようになります。  

このように、自分でできることが増え、自我が形成され、子どもが自分の感情や気

持ちに気付くようになる重要な時期であり、保育士などは、子どもの生活の安定を図

りながら、生活と遊びの中で、自発的な活動を尊重し、温かく見守るとともに、愛情

豊かに、優しく応答的に関わることが必要となってきます。  

つくば市では、個別の対応を大切に子どもが他の友だちや保護者、保育士などの温

かい関わりにより、豊かな感性や表現する力を養い、明るく伸び伸びと生活できるよ

う援助します。   

 

【保育士、教諭、看護師、嘱託医等との連携】  

専門性を生かした対応に努め、子どもの健康な成長の見守りをしましょう。  
 

 

【身近な人との触れ合い】    

 保育士等や他の友達との関わり、周囲の大人との関係等、人と関わる力が  

養われるよう援助をしましょう。  

 

【健康な心と体】  

 子どもが明るく伸び伸びと生活し、自ら体を動かすことを楽しめるよう取組  

をしましょう。また、子どもの気持ちに配慮した触れ合いを行いましょう。  

 

 

【自然環境との触れ合い】  

 身近な生物や自然との日常的な関わりをもち、生命の尊さに気付く経験につ  

ながる様なやりとりをし、周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わ  

り、生活に取り入れていこうとする力を養う取り組みをしましょう。  

 

 

【言葉表現の重要性】  

保育士等の言葉の役割の重要性に留意し、子どもの気持ちや経験等の言語化  

の援助を行いましょう。  
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     ウ  ３歳以上児  

 ３歳以上児については、運動機能の発達により、基本的な動作が一通りできるよう

になるとともに、基本的生活習慣の自立、語彙の増加、知的興味や関心の高まりに加

え、仲間と遊び、仲間の一人という自覚が生じ、集団的な遊びや協同的な活動も見ら

れるようになります。３歳以上児の保育においては、これらの発達の特徴を踏まえ、

個の成長と集団としての活動の充実を図ることが大切です。  

また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（健康な心と体、自立心、協同性、

道徳性、規範意識の芽生え、社会生活との関わり、思考力の芽生え、自然との関わり・

生命尊重、数量・図形、文字等への関心・感覚、言葉による伝え合い、豊かな感性と

表現）を念頭におき、卒園後の、「学びの接続」を意識しながら、生活と遊びの中で、

主体的で協同的な活動の充実をより意識的に図っていくことが重要です。  

子どもは環境を通して遊びの中で様々な体験をし、自身の体や気持ちをコントロ

ールする力や挑戦する力、豊かな感性を表現する力など、生涯に渡る生きる力の基礎

を培い、人として成長していきます。子どもにとっての遊びとは、意欲や想像力を身

に付け、学びの基礎を培うものです。  

つくば市では、保育施設内外の人材、行事、施設等の地域の資源を積極的に活用し、

豊かな体験・経験を通して保育内容が充実し、子どもの社会性を培う援助をしていき

ます。  

 

【身近な人との触れ合い】  

地域との交流や社会と関わることができる取組をし、生活を通して親や祖父  

母等の家族の愛情に気付き、家族を大切にしようとする気持ちが育つように  

努めましょう。  

 

 

 

【健康な心と体】   

様々な遊びを通して、心と体の発達を促進し、体を動かすことへの楽しさや

体の大切さを子どもたちが知る工夫をしましょう。  

 

 

【協働への意識】   

友達と協力しやり遂げる活動を通し、子ども同士が互いに思いを伝え合い、  

折り合いを付ける経験から規範意識の芽生えを育て、個の成長と集団として  

の活動が充実するよう取り組みましょう。  

 

 

 

【自然環境への好奇心や探究心】   

園内外での様々な形態での自然体験を行い、自然に触れ合うことで五感での  

様々な体験を通し、自然の性質や仕組み、不思議さなどを子どもたちが気付

く様にしましょう。  

 

 

 

【自ら健康な生活をつくる力】    

 子どもが明るく伸び伸びと行動し、健康や安全に必要な習慣や態度を身に付  

け、見通しをもって行動できるよう援助をしましょう。  

 

 

【自立心、人と関わる力】  

自ら行動する力を育て、自分の力で行動する充実感を味わい、保育士等や友

達と共に過ごす喜びを持てる保育を行いましょう。   
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【日本文化の理解】  

日本の文化や伝統行事、伝統的な遊びに親しみ、日本文化を理解するととも

に異なる文化に触れ、文化の比較をしながら国際理解の意識の芽生えとなる

活動の取組を行いましょう。  

 

 

【豊かな感性や表現する力】  

身近な環境の中で出会う感動を共有し表現する力を養い、言葉で表現する力  

や自己表現を楽しめるよう工夫をしましょう。  

 

 

【状況に即した保育】  

幼児教育において育みたい資質・能力について、子どもの実態や取り巻く状  

況の変化などに即して展開できるよう、保育などの計画や評価の在り方につ

いて、職員間で検討しながら進めましょう。  

 

【就学を意識した保育】  

友達と学ぶための社会性を培い、知る楽しみや好奇心、学びに向かう基礎で  

ある自尊感情を育む工夫をしましょう。  

 

 

【小学校、義務教育学校（※）との交流・連携・接続】  

小学校を訪問したり、小学生と交流する機会を設け、子どもが小学校の生活  

に対する見通しを持てるようにし、子どもの生活や育ちについて小学校への  

接続ができるよう、小学校と連携を持ち、情報交換をする場などを設ける工  

夫をしましょう。  

 

 

 

（※）義務教育学校とは、小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して行う学校  
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③  食育  

安全で安心な食事を提供し、おいしく楽しく食べられる環境を整えます。  

 

食べることは、生きることの源であり、保育施設における食育は、健康な生活の基

本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことが目標となっています。

「食」を通して健康な心と体、いのちを大切にしていく力、人と関わる力、様々な伝

統や文化、食の素材に関わり作物の栽培や調理に関心を持つ力を育てていくことを

食育の視点に盛り込むことが必要です。  

保育施設での給食は、「大量調理施設衛生マニュアル」（厚生労働省）に基づき施

設の規模や設備にあった衛生管理を行い、鮮度の良い衛生的な食材を選定し、旬の食

材も取り入れながら、栄養価を考え献立を作成しています。  

また同時に、保育施設での食事は、食事をする環境を整え、保育者が子ども一人一

人に合わせて丁寧に関わることが大切です。  

つくば市では、保育施設が食育計画などに基づき食育を推進し、子どもが「食」に

対しての興味・関心や食事のマナー、感謝の気持ちなど様々なことを学ぶ環境を整え

ていきます。  

 

【食を育む力の育成】   

 食育に関する方針や目標の計画を立て、栄養士、調理員、保育士の情報交換

を行いましょう。  

 

 

【食の安全確保】  

衛生管理マニュアルや給食業務マニュアルなどを作成し、衛生点検表による  

毎日の点検や衛生管理などを徹底しましょう。  

 

【ゆとりのある食事空間】    

 ゆとりのある食事時間を確保し、採光等の環境のほか、子どもが扱いやすい  

食器を準備するなど、食事にふさわしい環境を整えましょう。  

 

 

【食育環境】  

子どもたちが友達や職員との食事中の会話を楽しみ、一緒に食べる喜びを感  

じながら食事ができる環境を作りましょう。  

 

 

【食育活動】  

 低年齢児から、発達に合わせて子どもが主体的に参加できるような計画を作  

成し、計画に基づいた食育活動（栽培・作物の収穫及び調理・食文化への関  

心など）を行いましょう。   

 

【地産地消・季節の食事内容等への工夫】  

 つくばで収穫された食材での食事の提供や季節にあった食材での食事の提供  

に努めましょう。  

 

【個々に合った食事の提供】    

アレルギー対応については、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

」などに基づき、アレルゲン食品の確認、献立の確認、食事提供時の留意点

誤食した場合の対応方法など、医師の診断に基づいた保護者との定期的な話  

合いを行い確認しましょう。  

 

【家庭との連携】  

 子どもの食事の様子や、食育への取組について保護者へ伝えたり、家庭から  

の食生活に関する相談にも応じ、家庭と連携・協力し食育を進めましょう。  
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④  健康  

子どもたちが元気に健康な生活を送るために配慮・援助を行います。  

 

保育施設では、一人一人の子どもの健康の保持及び増進が重要となります。  

特に乳幼児期は、抵抗力が弱く様々な病気にかかりやすい時期です。そのため日々

健康観察を行い、衛生管理に気を配り、子どもたちが快適かつ元気に過ごせるよう援

助しなければなりません。  

同時に、保育施設は集団の生活の場であるため、感染症の早期発見と早期対応に努

めなくてはなりません。健康診断の結果や予防接種の予定、流行している感染症状況

等を保護者に知らせるなど、日頃から保護者とともに子どもの健康管理を行う必要

があります。  

また、子どもが、自らの体や健康に関心をもち、心身の機能を高めていくことも大

切です。  

つくば市では、子どもたち一人一人が健やかに成長し、健康に過ごせるよう安全な

環境の下で心と体を十分に動かし生活できる基盤づくりに努めます。  

 

【保健マニュアルなどの徹底】  

職員全員に保健マニュアルなどの周知を徹底しましょう。また、保菌検査な

どを実施し、結果を適切に管理しましょう。   

 

 

【子どもの健康管理】  

既往歴、予防接種の把握など、保護者との情報共有を行いましょう。  
 

【日常の健康管理】  

一日の子どもの生活リズムを把握し、一人一人のペースや体調に合わせ、健

康に過ごすことができるよう配慮をしましょう。  

 

 

【健康・安全習慣】  

健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身につけられるよう、年齢や発達に

応じ、子どもが理解できるように工夫し援助をしましょう。  

 

 

【特別な支援を必要とする子の保育】  

 子どもの状況に応じた環境の整備を行い、保護者や医療機関と連携し、保護

者と共に考える姿勢に努めましょう。  
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 (5) 安全管理  

    安心・安全・危機管理に努めます。  

 

保育に関わる全ての職員は、常に危機管理意識を持って、子どもの健やかな育ちを

支援する安全な環境を整備していく責務があります。  

職員は子ども一人一人を十分に理解し、発達の段階で起こりうる事故などの可能

性を念頭におき、職員全員で施設内外での事故の予防に努めます。  

つくば市では、危機管理、日常の教育・保育における安全管理、防災、防犯などへ

の取組を強化し、子どもたちを皆で守るという意識の下、安全管理を行っていきま

す。  

 

【事故や災害などへの適切な対応】   

事故や災害、不審者などに対応する危機管理マニュアルを作成し、全職員で

共有し理解をしましょう。   

 

 

【個人情報の管理】  

個人情報の管理について、全職員で共通認識し適切な管理を行いましょう。  
 

【事故等の情報共有と再発防止】  

事故報告、ヒヤリハット報告があった際には、職員間で情報共有し、再発防  

止に向けて話し合いを行い迅速な対処をしましょう。  

 

 

【定期的な防災訓練と新たな危機への対応】  

  定期的な防災訓練に加え、Ｊアラートなどに対応した訓練も定期的に行いま

しょう。  

 

 

【室内外の安全確認】  

室内の安全確認と園庭の遊具の点検、園庭の害虫駆除も定期的に行い、安心  

して保育が行える環境整備に努めましょう。  
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(6) 支援  

  保護者に寄り添いながら、保護者・地域と協力して保育を行います。  

 

核家族化の進行や就労形態の多様化、地域の子育て力の低下により、子育てを取り

巻く環境は大きく変化しており、多くの家庭で子育てについての不安や負担、孤立感

が高まっています。特につくば市では、近年、子育て家庭を中心に他市町村からの転

入が増加しており、その傾向が高いと推測されます。  

このような状況のなか、保育施設は、日常の保育に加えて、保護者自身の子育てを

組織として支援することが重要であると考えます。  

つくば市の保育施設は、保育の意図や子どもの状況などについての情報を保護者

に積極的に提供するとともに、子どもの成長の喜びを保護者と共有し、悩みや不安の

解消に努め、保護者の子育ての意欲向上の一助となるよう支援していきます。  

また、保育施設の入所（園）児童以外の子どもに対する地域の子育て支援の拠点と

なるよう、園庭の開放や相談などの事業を実施するとともに、地域の方々との交流を

推進し、地域全体で子育てを支援する環境づくりに務めます。  

 

①  保護者支援  

【保護者への情報提供】  

 施設だより、保健・給食だよりなどを定期的に発行するほか、ホームページ  

などにより、保育方針や日々の様子等を保護者に提供しましょう。  

 

 

【保護者とのコミュニケーション】  

 送迎時の会話、連絡帳のやり取り、保護者面談などにより、日頃から子ども  

の状況について保護者とのコミュニケーションを図りましょう。  

 

【課題の共有】  

 保護者からの要望・御意見等に誠実に対応するとともに、保護者アンケート  

 等を実施することにより、保護者と課題を共有し、改善に努めましょう。  

 

 

【保護者同士の交流、連携の機会の提供】  

 保護者懇談会の開催や行事運営への保護者の参加等により、保護者同士の交  

流や共同活動の機会を提供し、親睦を深める取組を行いましょう。  

 

 

【支援が必要な家庭への配慮】  

 経済的困窮、養育困難、育児不安などを有する保護者の情報を把握し、対応  

に配慮するとともに、必要な助言や支援を行いましょう。  

 

【保護者支援における役割分担】  

 施設の長や担任その他の職員それぞれが保護者支援における役割を分担し、  

情報を共有しながら、組織として対応しましょう。  

 

【行政との連携】  

  ひとり親、特別な支援を必要とする子ども、養育困難家庭などに対する支援

制度を理解するとともに、必要に応じて行政へつなげたり、助言をするなど

の支援をしましょう。  
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②地域と連携した子育て支援地域の子育て支援  

【地域における子育て支援の拠点】  

  地域の子育て家庭を対象に、行事、相談、講座、施設や園庭の開放などに積

極的に取組を行いましょう。  

 

 

【地域住民との交流】  

  昔あそびや農業体験等幅広い世代の住民参加型の行事を実施し、地域住民と  

子どもとの交流の推進をしましょう。  

 

【小学校、義務教育学校と保育施設との連携】  

 地域の小学校などと連携し、子ども同士の交流や職員間の積極的な情報交換

を行うことにより、円滑に小学校などへ接続できる取組を行いましょう。  
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 (7) 保育の質向上のために、求められるもの  

   保育の質の向上のため、事業者、保育施設職員、保護者、地域とともに、保育の質の  

維持及び向上に取り組んでいきます。  

       

①  運営体制  

保育の質を確保し、日々保育の中心となるのは人材です。保育施設の職員が安   

心して保育に従事するには、運営事業者の健全な運営が不可欠です。  

「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」アンケート調査結果において、「保  

育の質」にとって重要だと思われる項目について、保育施設の保育士及び教諭か   

らの回答は「保育者の人数」が一番多く、それに次いで「保育者の資質」、「保

育内容の質」が多い結果となりました。（※P19 参照）  

この結果からも、職員の経験年数や年齢に応じてバランス良く、必要な人数を  

配置することは、職員の保育への意欲や自己啓発への取組を支え、保育の質の向

上につながります。  

これらを踏まえ、質の高い保育を展開するため、月齢や状況  

に応じた保育士配置などの保育体制の整備などに努めていくことが必要です。  

 

 

②  市の責任と役割  

市は、子どもの安全と適正な施設の運営を担保し、全ての利用者が保育施設を  

安心して利用できるよう努める責任があります。  

現在、市内には様々な保育施設があり、それぞれの特性や特色をいかした保育  

を提供しています。数多くの子どもたちが保育を受け、多くの家庭が安心して子  

育てができる環境を確保するために、全ての保育施設でより良い保育が展開され  

るよう様々な支援を行っています。  

また、認可保育園などの整備及び運営事業者の決定に当たっては、「保育所保   

育指針」及びつくば市の保育方針や市の地域性を理解した上で、保育の質を維  

持・向上できる事業者であることを基本とし評価・審査を行っていきます。  

「保育の質ガイドライン」の策定によって、更なる保育の質向上の契機とな  

り、全ての子どもの健やかな育ちの実現へつながることが重要です。  

市は、保育の質ガイドラインを明示することにより、事業者、保育施設職員、  

保護者、地域の方々とともに連携・協力し、子どもを中心とした保育の質の向上   

を図ることができる保育環境を提供していきます。  
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③  事業者の役割  

保育の質を確保するため、保育者の確保や保育施設の職員が安心して保育に従

事できるよう、社会保障や雇用条件などの労働条件が整備されていることが重要

です。  

また、絶えず一人一人の職員についての資質向上や職員全体の専門性の向上を   

図るよう努めていくことも必要です。職員のキャリアパスを見据え、それぞれの

職位や職務内容に応じた体系的な研修機会の充実と、組織的な実施体制の構築など

を図っていくことが必要です。  

 

 

おわりに  

 

 「つくば保育の質ガイドライン」は、市の目指す「安心して子育てができるまち・

つくば」を実現するため、つくば市の保育の質の向上を目指し、保育現場で活用され

ることを目的に作成したものです。  

保育関係者にとっては、日々の保育で大切にすることを確認するものであり、保護

者に向けて、お子様が受ける保育内容をわかりやすく示し、知らせていくものです。  

各保育施設では、全職員でガイドラインを共有し、日々の保育の振り返りに活用

し、保育の質の向上に努めます。  

市は保育の実施責任のある自治体として、保育施設との連携を密にし、保育の質の

向上に向け、必要な支援を行います。  

また、子どもを中心とし、保護者、事業者、地域、行政などの多くの方をつなぎ、

保育の質の向上への取組を支援します。  
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【資料１】  
（仮称）「つくば保育の質ガイドライン」アンケートについて   

 
 

１  目的  
国が定める保育所保育指針等に基づき、市の目指す「安心して子育てができる  

    まち・つくば」の実現に向けた基本的な指針となるガイドライン策定のため、アン  
ケートを実施。  

 
 

２  対象  
    (1) 市内保育園、市内幼稚園、市内認定こども園、市内小規模保育事業所  85 カ所  
     （全て公立・民間）  
  (2) 各保育施設等・幼稚園の保育士等及び教諭  各５名  
    各保育施設等・幼稚園の保護者  各５名  
  (3) 保護者対象者については、抽出による。  
 
 
３  アンケート実施期間   平成 29 年８月１日から８月 21 日まで（21 日間）  
 
 
４  アンケート回答率  

対象者  総数 (人 ) 回答者 (人 ) 回答率 (%) 

保育士等及び教諭  421 383 91.0% 

保護者  425 276 64.9% 

計  846 659 77.9% 

 
 
  ５  アンケート内容  

①保育の質にとって重要なもの  

  
保育者の

人数  

保育室の

面積・園

庭の面積  

遊具等施

設・設備  
保育時間  

保育者の

資質  

保育内容

の質  

保育サー

ビスの種

類  

家庭や地域

との連携・

交流  

その他  

保育士及

び教諭  
27% 3% 5% 2% 26% 26% 2% 8% 1% 

保護者  22% 6% 4% 6% 24% 25% 3% 9% 1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②保育の中で望むもの   

その他

1%

家庭や地域との

連携・交流

9%

保育サービス

の種類

3%

保育内容の質

25%

保育者の

資質

24%
保育時間

6%

遊具等施

設・設備…

保育室の面積・

園庭の面積

6%

保育者の人

数・配置

22%

保護者

その他

1%

家庭や地域との

連携・交流

8%

保育サービス

の種類…

保育内容の質

26%

保育者

の資質

26%
保育時間

2%

遊具等施

設・設備

5%

保育室の面

積・園庭の面

積…

保育者の人

数・配置

27%

保育士等・教諭
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自然体験を

多くとりい

れている  

伝統文化の

体験を多く

取り入れる  

知的な教育

を取り入れ

る  

スポーツ等

を取り入れ

るなど体力

向上  

幼児自らが

遊びをつく

り出すこと  

その他  

保育士及

び教諭  
37% 6% 6% 11% 37% 3% 

保護者  33% 6% 12% 22% 22% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③あなたの園、お子さんが通っている園では、小学校に就学してからのことを意識した
保育を行っていると思いますか。  
(保護者 )  

民間保育所等 (注１  公立保育所  民間幼稚園  公立幼稚園  その他 (注 2 

思う  61％  45％  82％  50％  50％  

思わない  ４％  ７％  ０％  4％  17％  

どちらとも  

いえない  
35％  48％  18％  46％  33％  

注１ ) 民間保育園、認定こども園、小規模保育事業所  
注２ ) 保育所及び幼稚園が不明な保護者  
 
 
 
(保育士等・教諭 )  

民間保育所等  公立保育所  民間幼稚園  公立幼稚園  

思う  80％  47％  68％  93％  

思わない  0％  ６％  4％  ０％  

どちらとも  

いえない  
20％  47％  28％  ７％  

 
 
 

その他

3%

幼児自らが遊びをつ

くり出すこと

37%

スポーツ等を取

り入れるなど体

力向上

11%

知的な教育

を取り入れ

る

6%

伝統文化の体

験を多く取り

入れる

6%

自然体験を多く取

り入れている

37%

保育士等・教諭

その他

5%

幼児自らが遊びを

つくり出すこと

22%

スポーツ等を取

り入れるなど体

力向上

22%

知的な教育を取り入れる

12%

伝統文化の

体験を多く

取り入れる

6%

自然体験を多く取り

入れている

33%

保護者
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④小学校との連携・接続のあり方についての考え   

  

幼児が運動

会等の小学

校主体行事

に参加する  

幼児が小学

校の日常活

動や授業に

参加する  

小学生が保

育所・幼稚

園等主体の

行事に参加

する  

教員と保育

者との日常

的な総合交

流  

小学校入学

後の指導に

生かすため

の情報交換

の機会を増

やす  

小学校教員

が保育所・

幼稚園等の

保育を参観

する  

その他  

保育士及

び教諭  
16％  17％  4％  18％  28％  15％  2％  

保護者  44％  15％  7％  ８％  19％  5％  ２％  

             

 
⑤  あなたは「保育のガイドライン」は、幼稚園、保育園等でどのように活用できると  
 思いますか。（一部抜粋）  
 

・つくば市の保育理念、保育方針を知ることができる。そのことから保育者一人ひとり  

の資質等も向上し、保護者も安心して子どもを預けることができる。  

 

・保育の質や子どもの安全がより確保されるのではないかと思う。  

 

・園ごとの特色は残しつつ、最低限のレベルが確保されることを内外にアピールでき  

る。他市、他県に在住の保護者への移住のきっかけにすることもできるのでは。  

 

・研修や勉強会等に役立つ。  

 

・各園の研修、認可・認可外を問わず保育施設の監査、保護者・地域の方に向け保育施  

設への理解資料に活用。                   
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【資料２】  

つくば保育のガイドラインワーキング会議及び策定会議経過  

 

  

年  月  日  

 

主な内容  

１  平成 29 年６月１日  つくば市つくば保育の質ガイドライン策定会議開催要項施行  

２  平成 29 年７月３日  第１回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

３  平成 29 年７月７日  第１回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

４  平成 29 年７月 10 日  第１回子ども・子育て会議  

５  平成 29 年７月 20 日  先進地視察（千葉県松戸市）  

６  平成 29 年７月 27 日  先進地視察（東京都世田谷区）  

７  
平成 29 年８月 1 日～

21 日  
(仮称 )つくば保育の質ガイドラインアンケート調査実施  

８  平成 29 年９月 14 日  第２回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

９  平成 29 年９月 19 日  第２回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

10 平成 29 年９月 20 日  第２回子ども・子育て会議  

11 平成 29 年 10 月 19 日  第３回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

12 平成 29 年 10 月 23 日  第３回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

13 平成 29 年 10 月 26 日  第３回子ども・子育て会議  

14 平成 29 年 10 月 29 日  「つなげよう！つくば de 外遊び」参加  

15 平成 29 年 11 月 15 日  第４回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

16 平成 29 年 11 月 17 日  第４回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

17 平成 29 年 12 月 18 日  第５回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  
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18 平成 29 年 12 月 22 日  第５回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

19 平成 30 年１月 29 日  第６回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

20 平成 30 年２月７日  第６回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

21 平成 30 年２月 20 日  第４回子ども・子育て会議  

22 平成 30 年３月 19 日  第７回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

23 平成 30 年３月 23 日  第７回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

24 平成 30 年 5 月 11 日  第 8 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

25 平成 30 年 5 月 17 日  第 8 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

26 平成 30 年 6 月 1 日  平成 30 年度第１回子ども・子育て会議  
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【資料３】  

（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議メンバー（平成 29 年度）  

 

 

構  成  

 

氏   名  

 

所    属  

 

議  長  

 

 

飯泉  省三  

 

こども部長  

 

副議長  

 

 

新井  隆男  

 

教育局長  

 

会員  

 

 

中山  由美  

 

こども部次長  

 

〃  

 

 

松浦  智恵子  

 

こども部幼児保育課長  

 

〃  

 

 

安曽  貞夫  

 

こども部こども政策課長  

 

〃  

 

 

鳴海  秀秋  

 

こども部こども育成課長  

 

〃  

 

 

木村  徳一  

 

教育局次長  

 

〃  

 

 

間中  和美  

 

教育局学務課長  

 

〃  

 

 

中山  猛  

 

教育局教育指導課長  
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（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議メンバー（平成 30 年度）  

 

 

構  成  

 

氏   名  

 

所    属  

 

議  長  

 

 

中山  由美  

 

こども部長  

 

副議長  

 

森田  充  

 

教育局長  

 

会員  

 

 

松本  茂  

 

こども部次長  

 

〃  

 

 

松浦  智恵子  

 

こども部幼児保育課長  

 

〃  

 

 

安曽  貞夫  

 

こども部こども政策課長  

 

〃  

 

 

鳴海  秀秋  

 

こども部こども育成課長  

 

〃  

 

 

大久保  克己  

 

教育局次長  

 

〃  

 

 

間中  和美  

 

教育局学務課長  

 

〃  

 

 

根本  智  

 

教育局教育指導課長  
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（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキングメンバー（平成 29 年度）  

 

 

構  成  氏   名  所    属  

リーダー   柳町  優子        こども部幼児保育課長補佐  

サブリーダー   岡田  健一  こども部こども政策課長補佐  

〃   冨田  克江  こども部こども育成課長補佐  

〃   町井  浩美    こども部子育て相談室長  

メンバー   株木  文男  教育局学務課長補佐  

〃   伊藤  直哉  教育局教育指導課長補佐  

〃   諸岡  幸江  
こども部上郷保育所主任主査  

(公立保育所 )  

〃   益子  暁子  
つくばこどもの森保育園主任保育士  

（民間保育園）  

〃  藤ケ崎  郁子  
松代幼稚園教頭  

（公立幼稚園）  

〃  橋本  睦子  
栄幼稚園副主任  

（民間幼稚園）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキングメンバー（平成 30 年度）  

 

 

構  成  氏   名  所    属  

リーダー   中村  銀華        こども部幼児保育課長補佐  

サブリーダー  鈴木  晴代  統括保育士  

〃   柳町  優子  こども部こども政策課長補佐  

〃  飯村  修  こども部こども政策課長補佐  

〃  鈴木  加代子  こども部子育て相談室長  

〃  冨田  克江    こども部こども育成課長補佐  

メンバー   大口  勝也  教育局学務課長補佐  

〃   大久保  文子  教育局教育指導課長補佐  

〃   諸岡  幸江  
こども部作岡保育所長  

(公立保育所 )  

〃   益子  暁子  
つくばこどもの森保育園主任保育士  

（民間保育園）  

〃  藤ケ崎  郁子  
松代幼稚園長  

（公立幼稚園）  

〃  橋本  睦子  
栄幼稚園副主任  

（民間幼稚園）  

 

 

 

 

 



「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」子ども子育て会議での意見

対応ページ

5

6

3

4

高橋委員

高橋委員

子どもの権利条約等がしっかりと明記されたことについては、評価した
いと思う。

橋本（佳）
委員

安心して子育てができるつくばの一番根本となる労働者である保育士さ
んの権利、事業者の義務を明記する。

委員名

高橋委員

　　意　　見

1

2

子ども達への最良の保育環境を提供するためには、保育士が健康的に且
つ安心して働ける労働環境が必要であることから、保育士の労働環境を
６つの柱に入れていただきたい。

ガイドライン（案）P17のアンケート結果について、保育士の人数が一
番多い結果であったのに、保育士の人数ではなく、保育士の質を上げる
ことの話になっている。アンケートの結果をどう見ているのか。１歳児
については、公立だけでなく、民間でも１対４で対応する形にする等、
ガイドラインの中でうたっていただきたい。

つくば市独自の保育の質である「１歳児の１対４」、「看護師の配置は
独自でつけ、保育士にはカウントしない」を民間の皆さんに市が責任を
もって広げていく観点にたち、ガイドラインに明記していただきたい。

橋本（佳）
委員

橋本（幸）
委員

上記に同じ

今後検討していきます。タイトルを「保育」→「保育等」と入れていただきたい。

2018.5.21更新

P18

P18

P17

P17

Ｐ１

回　答

民間事業者の運営体制（就労規則等）が様々であることから、
柱よりも、ガイドライン（案）P17の「①運営体制」、「②市
の責任と役割」に続き、労働環境について[③事業者の役割」を
設けます。

上記に同じ

保育士配置について、民間保育園においては国の基準（1対６）
を遵守し、状況に応じて手厚くするなど保育士の配置を変えて
いるため、配置人数を明記せず、「月齢や状況に応じた保育士
配置が必要」といった表現にします。

資料№１-２



「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」子ども子育て会議での意見

対応ページ委員名　　意　　見

2018.5.21更新

回　答

資料№１-２

10

7

8

9

保育、幼稚園の連携を促進させていただくガイドラインにしていただき
たい。

自己チェックではなく、管理者としての責任、市としてどうするのかを
示すべき。

活用の仕方として、保育園、幼稚園に配り、各保育園の責任者や、保育
士・幼稚園教諭の方が確認するのを前提に、それをいかす、出し合う
場、振り返る場を共有できる場があればなお良い。

来栖委員
上記に同じ

橋本（幸）
委員

佐口委員

保育の定義として「保育と幼児教育」を明記します。
ガイドラインの範囲については、「保育施設」という表現か
ら、より具体的な表現（保育所（園）、幼稚園および認定こど
も園など）にします。

各保育施設の連携に加え、小学校、義務教育学校と連携し、接
続を意識した取組が実施されるよう、ガイドライン（案）P16
の「小学校との連携」を「小学校や保育施設との連携」に変
え、内容を追記していきます。

ガイドラインは、保育関係者にとっては、日々の保育で大切に
することを確認するものであり、保育者に向けて、お子様が受
ける保育内容を分かりやすく示し、知らせていくものです。ま
た、各保育施設では、職員全員で、ガイドラインを共有し、
日々の保育の振り返りに活用し保育の質の向上に向け必要な支
援を行います。子どもを中心として、保護者、事業者、地域、
行政などの多くの方をつなぎ、保育の質の向上への取り組みを
支援します。

浅野委員

ガイドラインがどこに適用されるのか明確にしていただきたい。保育の
定義をきちんと行う。

P1
P18

P1

P16

P1
P18



 

 

 

平成 30 年度（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定までのスケジュール（案） 

 

 

５月 11 日  第８回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

５月 17 日   第８回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

・・・・・・・・・・・・実  施  済  み・・・・・・・・・・・・・・・・ 

６月１日  平成 30 年度第１回子ども・子育て会議 

７月２日  第９回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

７月 11 日  第９回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

８月７日  平成 30 年度第２回子ども・子育て会議 

８月 日  第 10 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

８月 日   第 10 回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

10 月 日 庁議（パブリックコメント実施について協議） 

  11 月 日 パブリックコメント実施 

１月 日  第 11 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

１月 日   第 11 回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

２月 日  平成 30 年度第３回子ども・子育て会議 

３月 日  庁議（策定について審議） 

        

平成 31 年４月   ガイドライン策定 

   

 

 

 

 

 

 

資料№１-３ 



≪これまでの取組（平成 29 年度）≫ 

 

６月１日  つくば市つくば保育の質ガイドライン策定会議開催要項施行 

７月３日  第１回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

  ７月７日  第１回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

７月 10 日  第１回子ども・子育て会議 

７月 20 日   先進地視察（千葉県松戸市） 

７月 27 日  先進地視察（東京都世田谷区） 

８月１日～21 日 （仮称）つくば保育の質ガイドラインアンケート調査実施 

９月 14 日  第２回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

９月 19 日  第２回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

９月 20 日   第２回子ども・子育て会議 

10 月 19 日   第３回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

    10 月 23 日  第３回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

  10 月 26 日  第３回子ども・子育て会議 

10 月 29 日 「つなげよう！つくば de 外遊び」参加 

11 月 15 日  第４回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

11 月 17 日  第４回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

12 月 18 日  第５回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

12 月 22 日  第５回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

１月 29 日  第６回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

２月 ７日  第６回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

  ２月 20 日  第４回子ども・子育て会議 

  ３月 19 日  第７回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

３月 23 日   第７回つくば保育の質ガイドライン策定会議 

 



           資料２－１  

 

つくば市子ども・子育て支援プランの進捗評価について 

 

１ 進捗管理（点検・評価）の目的 

  つくば市子ども・子育て支援プラン第６章（P103～）では、事業の着実な実施

を図るために、PDCA サイクル（後述）による、定期的な進捗管理を行うこととし

ています。 

  当会議において、毎年１回、事業の進捗状況についての点検・評価を実施する

ことにより、事業の着実な実施を図るとともに、必要に応じて事業の見直しが図

れるよう、評価結果について事務局（こども政策課）を通じて各担当課へとフィ

ードバックし、市民へ公表します。 

 

２ 進捗管理の概要 

〈以下、プラン P104・105 抜粋〉 

（２）事業の進捗管理                                                       

 この計画は、事業の着実な実施を図るために、つくば市子ども・子育て会議のもと

で次の方針により事業進捗管理を行います。                      

①ＰＤＣＡサイクルの実施                                                

  後期行動計画では、ＰＤＣＡサイクルを実施し（注）、年 1 回事業全体の進捗

管理を行い、適宜、事業の継続的な改善を図ると共に、必要な見直しを行ってき

ました。 

  この計画においても事業進捗管理はＰＤＣＡサイクルの実施を基本方針とし、

年 1 回程度定期的に事業進捗状況を点検・評価し、必要な場合、目標等の見直し

を行い、事業の進捗を図ります。                                 

（注）ＰＤＣＡサイクル：Ｐ＝プラン（この計画の具体的な事業方針等）、Ｄ＝ドゥ（実行）、Ｃ＝

チェック（点検・評価）、Ａ＝アクション（見直し）。このサイクルは、個々の事業ごとにＰ→

Ｄ→Ｃ→Ａと回り、再度、見直し後のＰにもどり、事業方針の改善点を把握し、新たなサイクル

を回していくことにより、事業の継続的な改善を図る（充実させる）ことを年度ごとに繰り返し

ていきます。 

 



②事業評価                                                                

  ＰＤＣＡサイクルの実施にあたって必要な事業及び計画の評価は、次項の評価

方針にしたがって実施します。評価に必要な点検資料は事務局が整備します。 

 

 

 ＜ＰＤＣＡサイクルの概念図＞                                                   

                                                                                 

 

 

（３）施策の点検・公表                                                     

①事業評価の公表                                                         

 毎年 1 回、事業の進捗状況についての点検・評価結果を市民に公表します。 

②公表の方法                                                             

 公表は市のホームページ等により行います。                             

                                                                           

２ 事業及び計画の評価方針                                                

（１）個別事業の評価方針                                                  

①評価の基準                                                             

  個別事業の進捗状況を、次の 4 段階の「評価基準」により、Ａ～Ｄの評価を行

います。特に、重点事業及び数値目標設定項目については、達成状況の検討を行

います。                                                         

 

 

 

①Plan(計画) 
目標設定や具体的な事

業計画を策定する 

②Do(実行) 
計画にしたがって実行

する 

③Check(評価) 
計画の達成状況を点

検・評価する 

④Action(見直し) 
事業を継続するか，内

容の変更・改善を行う 

 ⑤新たな計画へ 



プランに目標値がある事業 プランに目標値がない事業 

A：計画を先行して進んでいる 

B：計画どおりに進んでいる 

C：計画から遅れが生じている 

D：計画の見直し等の必要性が 

  生じている 

 

A：例年より拡充している 

 （新たな取組を追加等） 

B：例年どおり継続している 

C：例年より縮小して実施している 

D：未実施 

 

 

②今後の方針                                                             

プランに目標値がある事業 プランに目標値がない事業 

ⅰ：計画を前倒ししていく 

ⅱ：計画どおりにすすめていく 

ⅲ：計画の変更を行う 

  （計画の拡充or縮小） 

ⅳ：事業の中止・廃止 

  （目的の達成等） 

 

ⅰ：例年より拡充していく 

 （新たな取組を追加等） 

ⅱ：例年どおり継続していく 

ⅲ：例年より縮小して実施していく 

ⅳ：事業の中止・廃止 

  （目的の達成等） 

 

 



資料 ２-２  

 

つくば市子ども・子育て支援プランの点検・評価の審議について 

 

平成 29年度事業の点検・評価の審議にあたっては、以下の方法で行います。 

１ 評価の判断 

   担当課による自己評価（原課評価）が適正かどうか審査し、適正でない場合は「要

改善」として、会議の意見を付します。なお、「適正」の場合であっても、参考意

見を付すことができることとします。 

 

 〈評価の判断のフロー〉 

 

原課評価は適正か 

注：原課評価とは、点検・評価シートの進捗

状況（A～D）、今後の方針（ⅰ～ⅳ）を指し

ます。 

 

                      適正である             適正でない 

 

 

付すべき意見はあるか 

 

 

                        

 

      ない      ある 

 

 

《適正》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《適正(意見あり)》 

（会議における付帯意見を付

します。） 

 

 

 

 

 

 

 

《要改善》 

（会議における評価及び具体的

な改善意見を付します。） 

 

  

  

  

  

  

 

  

  



２ 評価の審議方法 

  評価の審議にあたっては、全部の事業について、あらかじめ各委員のグループご

とに担当事業の割り当てを行った上で、後日送付する「つくば市子ども・子育て支

援プラン点検・評価シート」の内容をご確認いただいき、「要改善」及び「適正（意

見あり）」と判断する事業、特に審議が必要な事業、その他審議に必要な事項につ

いて、次回会議開催前に各委員から報告を頂き、評価シートとともに会議資料とし

ます。 

  次回会議においては、報告のあった事業について、委員全員でご審議の上、最終

的にご承認いただいたものを、子ども・子育て会議の評価結果とします。 

 

３ 評価結果のフィードバック 

  当会議において出された評価結果について、事業を所管する各担当課へフィード

バックを行います。各担当課において評価結果を参考に事業の見直しを図り、必要

に応じて次年度予算への反映等を行います。 

「要改善」と付された事業については、翌年度の進捗評価の際に、どのような改

善を行ったか、反映方法等を確認します。 

また、「適正（意見あり）」と評価された事業については、当会議として次年度

以降の展開を観察し、担当課においても観察を受けていることを理解してもらうこ

ととします。 

 

４ 点検・評価のスケジュール 

  当会議での、本案件に関する全体審議は、次回（第２回）会議において、行いま

す。委員の皆様におかれましては、次回会議までの間、以下のスケジュールにて、

各委員による個別事業の点検・評価をお願いします。 

 
項目 

 
期日又は期限 

 
 点検・評価シートの送付 

 
 平成30年６月１日（金） 

 
 評価シート質問票の提出 

 
 平成30年６月15日（金）まで 

 
 評価・意見シートの提出 

 
 平成30年７月６日（金）まで 

 
 次回会議 
 

 
 平成30年８月７日（火）※予定 
 



  備考 

  １ 質問書については、提出を受けてから各課に照会した上で、概ね１週間前後で回答させ

ていただきます。 

  ２ 質問書、意見シートの提出方法は、メール又は FAXとさせていただきます。 

      メールアドレス：wef043@city.tsukuba.lg.jp 

      FAX番号：029-828-5624 

    ※どちらも利用されていない場合は、事務局にご相談ください。 

    ※質問書、意見シートのデータ版（Exel）をご希望の方は、送付しますのでメールにて

お申し出ください。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業区分 担当委員名

橋本　佳子　委員

中嶋　信美　委員

橋本　佐由理　委員

浦里　晴美　委員

松本　義明　委員

栗栖　和恵　委員

髙橋　晃雄　委員

岡野　玲子　委員

千代原　義文　委員

舘野　正弘　委員

中井　聖　委員

遠藤　知昭　委員

浅野　英公子　委員

鈴木　美穂　委員

江原　孝郎　委員

橋本　幸雄　委員

河村　和恵　委員

ヘイズ　紀子　委員

折本　ちはる　委員

事業全般 飯田　浩之　委員

１　子ども・子育て支援の総合的な推進
　（事業No1－29）

２　すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備
（事業No30－55）

３　どの子もかがやくきめこまかな事業の充実
４　安心して子育てできる地域の環境作り
（事業No56－91）

５ 点検・評価を行う事業の割振りについて
　　点検・評価を行う事業数が多大であることを考慮し、あらかじめ、各委員を以下の３つのグ
ループに分けて、それぞれ点検・評価を行っていただく担当事業を指定します。なお、担当外
の事業であっても、点検・評価の実施又は意見を述べることを妨げるものではありません。



（参考）

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 1

1

1

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 2

1

1

1

A

今後の方針

ⅰ

基本施策 教育・保育施設の整備

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 教育・保育の一体的整備

【目標値】創設4園（定員360人増）
【実績値】
学園保育園創設（90人）
わかばキラメキ保育園創設（90人）
万博公園どろんこ保育園創設（90
人）
ははそノ森保育園創設（90人）
学園みらい保育園拡充（50人）
かつらぎ第二保育園拡充（10人）
計　創設4園，拡充2園（420人増）

保育の受け皿の拡充を図る
ことができた。

平成29年４月1日時点におけ
る待機児童は114人であり，
待機児童解消に向けて保育
ニーズの高い地域を中心に
今後も更なる整備を行う必要
がある。

事業
内容

保育を必要とするすべての子どもの入所希望に対応して，待機児童の解消を図ると共に，集団
保育を通した心身共に健全な児童の育成を目指して保育所整備を推進します。地域における
子育て支援施設として，公立・私立のそれぞれの特徴をいかした役割分担を勘案して整備を図
ります。

前年度
評価結果

活動実績 成果 課題 進捗状況

事業名 保育所
計画記載
ページ

Ｐ.43

担当課 幼児保育課 - -

適正(付帯意見あり)

　保育ニーズの高い地域を中心に，待機児童の多い低年齢児の定員
枠を確保できるような体制をつくっていく必要がある。
　補助金の増額等も含めて，保育にかかわる職員の確保に努める必要
がある。

活動実績 成果 課題 進捗状況

事業名 幼稚園
計画記載
ページ

Ｐ.43

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 教育・保育施設の整備

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 教育・保育の一体的整備

事業
内容

幼児教育に対する多様化した市民ニーズに対応するため，公立・私立の特徴をいかし，保護者
が選択できるよう，それぞれの役割分担を図ります。

適正(付帯意見あり)

公立幼稚園の特徴とは何か，公立幼稚園の果たす役割とは何なのか，
入園児童を増やすことができるのか，そのためにはどうしたらよいのか，
公立幼稚園のあり方，役割の見直しが必要であり，引き続き検討を続け
られたい。

特になし 特になし

公立幼稚園の入所児童数が
少なく，私立幼稚園の入所
児童数とのバランスが図れて
いない。

B

今後の方針

ⅱ

前年度
評価結果

※重点事業

※重点事業

1



つくば市こども政策課子育て支援係　宛て

FAX番号：０２９-８２８-５６２４

メールアドレス：wef043@city.tsukuba.lg.jp

事業№

※　６月15日（金）までに市に御提出ください。質問等が無い場合は提出不要です。

つくば市子ども・子育て支援プラン評価シート質問票

委員氏名

回答送付先
（メールアドレス又はFAX）

連絡先電話番号

＜以下に質問内容を記入してください＞



つくば市こども政策課子育て支援係　宛て
FAX番号：０２９-８２８-５６２４

メールアドレス：wef043@city.tsukuba.lg.jp

事業№ 評価　（いずれかに○）

適正（意見あり）・要改善

適正（意見あり）・要改善

適正（意見あり）・要改善

適正（意見あり）・要改善

適正（意見あり）・要改善

適正（意見あり）・要改善

適正（意見あり）・要改善

適正（意見あり）・要改善

備考

1　記入蘭が足りなくなった場合は，適宜コピー等で対応してください。
2　「適正」で意見のない場合は記入不要です。
3 　7月6日（金）までに市に御提出ください。意見等が無い場合は提出不要です。

つくば市子ども・子育て支援プラン評価・意見シート

委員氏名

意見



つくば市子ども・子育て支援プラン掲載事業一覧

担当課 事業№
評価
シ

ートP

プラン
P

1

1

1

① 保育所 幼児保育課 1 1 43

② 幼稚園 学務課 2 2 43

③ 認定こども園 幼児保育課 3 3 43

2

① 小規模保育事業 幼児保育課 4 4 43

② その他の地域型保育事業 幼児保育課 5 5 43

2

1

① 時間外保育事業 幼児保育課 6 5 45

② 放課後児童健全育成事業 こども育成課 7 6 45

③ 子育て短期支援事業 子育て相談室 8 7 45

④ 地域子育て支援拠点事業 こども政策課 9 8 45

⑤ 一時預かり事業（保育所等・幼稚園） 幼児保育課 10 9 45

⑥ 病児・病後児保育事業 幼児保育課 11 9 45

⑦ ファミリーサポートセンター事業 こども政策課 12 10 45

⑧ 利用者支援事業 幼児保育課 13 11 45

⑨ 乳児家庭全戸訪問事業 健康増進課 14 12 45

⑩ 養育支援訪問事業 健康増進課 15 13 45

⑪ 妊婦検診事業 健康増進課 16 14 45

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 幼児保育課 17 14 45

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 幼児保育課 18 15 45

2

① 障害児保育事業 幼児保育課・特別支援教育推進室 19 16 46

② 放課後子ども教室事業 こども育成課 20 17 46

③ 児童館の活用事業 こども育成課 21 18 46

④ 教育・保育施設での体験保育・地域交流事業 幼児保育課・学務課 22 19 46

⑤ 休日保育事業 幼児保育課 23 19 46

3

1

① 教育・保育施設等での相談事業 幼児保育課 24 20 48

② 家庭児童相談員 子育て相談室 25 20 48

③ つくば市教育相談センター 教育相談センター 26 21 48

施策及び事業名

子ども・子育て支援の総合的な推進

教育・保育施設等の一体的整備

教育・保育施設の整備

地域子ども・子育て支援事業

地域子育て支援事業の充実

地域型保育事業の整備

相談事業・情報提供の充実

多様なニーズに応える子育て支援事業

相談事業

※
重
点

※
重
点

※
重
点

資料 ２－３

1 ページ



担当課 事業№
評価
シ

ートP

プラン
P

施策及び事業名

④ スクールカウンセラー・スクールサポーターの配置 教育相談センター 27 21 48

2

① つくば市子育て支援情報システム こども政策課 28 22 48

② つくば子育てべんり帳 こども政策課 29 23 48

2

1

1

① 乳幼児の健康診査 健康増進課 30 24 52

② 予防接種 健康増進課 31 25 52

③ 子育てにかかわる各種講座・教室の開催 健康増進課 32 26 52

④ 乳幼児の発育・栄養相談 健康増進課 33 26 52

2

① 母子健康手帳の交付・妊婦健診の実施 健康増進課 34 27 52

② 保健師によるハイリスク妊婦への支援事業 健康増進課 35 28 52

③ 妊婦のための各種講座の開催 健康増進課 36 29 52

3

① 各種子育て支援事業を通した食育の推進 健康増進課 37 29 53

② 幼児の食育体験活動の推進 幼児保育課・学務課 38 30 53

③ 小中学校児童の食育の推進 健康教育課 39 31 53

4

① 小児救急医療体制の充実 健康増進課 40 32 53

② つくば市バースセンター事業の整備 健康増進課 41 32 53

2

1

① 科学教育推進事業 教育指導課 42 33 55

② 自然体験活動の推進 生涯学習推進課 43 34 55

③ 多文化理解を深める体験活動 教育指導課 44 35 55

2

① 子どもの読書活動推進 教育指導課 45 36 55

② 子どものための読み聞かせ事業 中央図書館 46 36 55

③ スポーツ活動の充実 スポーツ振興課 47 37 56

3

① 放課後子ども教室推進事業 こども育成課 48 38 56

② 放課後児童健全育成事業（※1-2-1-②再掲） こども育成課 49 39 56

③ 青少年の居場所づくり 生涯学習課 50 40 56

3

1

放課後の居場所づくり

家庭の教育力の向上

家庭や地域連携による教育・子育て支援

すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

情報提供事業

出産・小児医療の充実

次世代の健康づくり

食育の推進

妊婦の健康管理のための支援

子どもの文化・スポーツ活動の振興

乳幼児の健康管理のための支援

体験活動の機会の充実

健やかな育ちのための学習の機会の充実

2 ページ



担当課 事業№
評価
シ

ートP

プラン
P

施策及び事業名

① 家庭の教育力の向上 生涯学習推進課 51 41 57

2

① ボランティア活動の推進 社会福祉課・生涯学習推進課・教育総務課 52 42 58

② 子育て支援員の活用 こども政策課・幼児保育課・こども育成課 53 43 58

③ 子どもや子育て支援サークルの支援 こども政策課 54 44 58

④ 子育てしやすいコミュニティづくりの推進 こども政策課 55 45 58

3

1

1

① 乳幼児のための健康診査 健康増進課 56 46 62

② 乳幼児のための発達支援 健康増進課・障害福祉課 57 47 62

2

① 障害児通所支援事業 障害福祉課 58 48 62

② 障害児短期入所事業 障害福祉課 59 49 62

③ 障害児日中一時支援事業 障害福祉課 60 49 62

3

① 障害児就学指導 特別支援教育推進課 61 50 63

② 特別支援教育就学奨励事業 学務課 62 50 63

③ 特別な支援を必要とする幼児の教育・保育施設での受入れ 幼児保育課・特別支援教育推進室 63 51 63

4

① 障害児福祉手当 障害福祉課 64 52 63

② 特別児童扶養手当 障害福祉課 65 53 63

③ 在宅障害児福祉手当 障害福祉課 66 53 63

2

1

① あかちゃん訪問事業 健康増進課 67 54 65

② 相談事業 子育て相談室 68 55 65

2

① 児童虐待防止啓発事業 子育て相談室 69 56 65

② 要保護児童に対する関係機関の連携 子育て相談室 70 56 65

3

1

① 児童手当 こども政策課 71 57 67

② 子どもの医療費助成制度 医療年金課 72 58 67

2

① 幼稚園就園奨励事業 幼児保育課 73 59 67

② 就学金支給事業 教育総務課 74 60 67

児童の就学に対する支援

子育て家庭への経済的な支援

子どもと子育て家庭のための経済的な支援

就学等の支援

障害のある子どもの福祉サービス

児童虐待防止の啓発

児童虐待の発生予防

地域の連携による子育て支援

障害の早期発見・早期療育

障害のある子どもへの支援

児童虐待防止対策の充実

経済的支援

どの子もかがやくきめ細かな事業の充実

3 ページ



担当課 事業№
評価
シ

ートP

プラン
P

施策及び事業名

③ 要保護等児童就学援助事業 学務課 75 61 67

3

① 母子・父子家庭に対する手当等の支給 こども政策課 76 61 67

② ひとり親家庭への医療費助成制度 医療年金課 77 62 68

③ ひとり親家庭への相談事業 こども政策課 78 63 68

4

1

1

① 仕事と家庭の両立を促進するための啓発 男女共同参画室・こども政策課 79 64 72

2

① 一般事業主行動計画の普及促進及び子育てしやすい職場づくりのための啓発 産業振興課 80 65 72

3

① 父子手帳の配布 健康増進課 81 66 72

② 父親の育児参加のための各種講座の実施 こども政策課 82 67 72

2

1

① 子どもを守る110の家 生涯学習推進課 83 68 74

② 防犯・環境美化サポーター活動の推進 防犯交通安全課 84 68 74

③ 青少年相談員 生涯学習推進課 85 69 74

2

① 交通安全教育指導員による交通安全教室の開催 防犯交通安全課 86 69 74

② 幼児２人同乗用自転車購入費の補助 こども政策課 87 70 74

3

① 子どもの防災訓練・防災教育 幼児保育課・学務課 88 70 74

3

1

① つくば市あかちゃんの駅事業 こども政策課 89 71 75

2

① 子どもの遊び場整備事業 こども育成課 90 71 76

② 公園・遊び場の点検・整備事業 公園・施設課 91 72 76

安心して子育てできる地域の環境づくり

ひとり親家庭への支援

仕事と家庭が両立できる働き方の支援

地域の身近な遊び場・公園の整備

子育て中でも外出しやすい環境の整備

子育てしやすい生活環境の整備

子どもを災害から守る防災活動の推進

交通安全の推進

子どもを犯罪の被害から守る活動の推進

子どもの安全を守る地域づくり

父親の子育て参加促進

子育てにやさしい職場づくりの支援

働き方の見直しと意識啓発

4 ページ



 資料３－１  

 

報告事項（２）民間保育所等選定会議の結果報告について 

 

 下記のとおり選定会議が開催されましたので，御報告いたします。 

 

                                       記 

                                        

１ 日  時  平成 30 年３月 14 日(水) 10:00～12:00 

２ 場  所  つくば市消防庁舎３階 消防団会議室 

３ 選定委員  別紙のとおり（資料３－２） 

４ 議  題  平成 31 年４月開園予定の新設保育施設について 

（１）事業者：プルメリア訪問介護株式会社 

        設置予定地：つくば市みどりの中央 18 番６（資料３－３） 

        施設規模：定員 120 人 

    （２）事業者：株式会社ニチイ学館 

        設置予定地：つくば市みどりの中央 11 番４，５他（資料３－３） 

        施設規模：定員 60 人 

５ 結  果  近隣住民説明の実施、図面の一部修正、保育士の確保について 

        付帯意見を付け、一同承認。 



資料３－２ 

つくば市民間保育所等選定会議会員名簿 

平成 30年３月 14日現在 

分野 氏名 所属 

学識経験者 飯田 浩之 筑波大学人間系 

主任児童委員 河村 和惠 つくば市主任児童委員連絡会 

行政 飯泉 省三 つくば市こども部 

同 新井 隆男 同 教育局 

同 鈴木 傳司 同 総務部 

同 小泉 邦男 同 財務部 

同 小田倉 時雄 同 保健福祉部 

 



みどりの駅周辺地図

案件（２）

案件（１）

みどりの学園

義務教育学校

わかばキラメキ保育園

みどりの保育園

わかば分園

資料３－３



資料 ４

回 日程 審議内容

第１回 6月1日 　次第のとおり

第２回
8月7日
（予定）

･平成29年度つくば市子ども・子育て支援プランの進捗評価について
・（仮称）つくば保育の質ガイドラインについて

第３回 10月中旬
・ニーズ調査について
・その他

第４回 2月
・（仮称）つくば保育の質ガイドラインについて
・ニーズ調査の集計結果及び見込み等について
・その他

※上記は，現時点での予定であり，日程，内容が変更となる場合があります。

平成30年度つくば市子ども・子育て会議　開催スケジュール（案）



様式第１号 

会 議 録 

会議の名称 平成 30 年度第２回子ども・子育て会議 

開催日時 平成 30 年８月７日 開会 13 時 30 分  閉会 16 時 30 分  

開催場所 つくば市役所 ６階 全員協議会室 

事務局（担当課） こども部こども政策課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

橋本 佳子、岡野 玲子、鈴木 美穂、中嶋 信美、千代原 

義文、江原 孝郎、飯田 浩之、舘野 正弘、浦里 晴美、

中井 聖、河村 和恵、松本 義明、ヘイズ 紀子、栗栖 

和恵、浅野 英公子、折本 ちはる、髙橋 晃雄 

その他  － 

事務局 

 

（こども部）中山部長、松本次長、飯泉政策監 

（こども政策課）安曽課長、飯村課長補佐、柳町課長補佐、 

川又係長 

（幼児保育課）松浦課長、中村課長補佐、寺田係長 

（こども育成課）鳴海課長、冨田課長補佐 

（子育て相談室）鈴木室長 

（教育局）森田局長、中山次長 

（学務課）間中課長、大口課長補佐 

（教育指導課）根本課長 

（生涯学習推進課）伊藤課長 

（障害福祉課）根本課長 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ５名 

非公開の場合はそ

の理由 
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議題 

 

(１)平成 29 年度つくば市子ども・子育て支援プラン進捗状

況評価について 

(２)(仮称)つくば保育の質ガイドライン策定について 

(３)学園保育園分園設置について 

会議録署名人  確定年月日 平成  年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 協議事項 

４ 報告事項 

５ その他 

６ 閉会 

 

＜審議内容＞ 

(１) 平成 29 年度つくば市子ども・子育て支援プラン進捗状況評価について 

 ア 発言 

飯田会長：つくば市子ども・子育て支援プランに記載された全 91 事業に

ついては、毎年進捗評価を行うことになっております。まず事業ごと

に担当課が自己評価をしておりますので、その評価が妥当であるか妥

当でないかを判断するのがこの会議の役割でございます。妥当である

場合には適正、妥当でない場合には要改善ということをご指摘いただ

くことになっております。事前に委員のみなさまからいただきました

ご意見をまとめた資料 1-1「平成 29 年度つくば市子ども・子育て支援

プランの進捗状況に係る各委員からの事前評価・意見一覧」に沿って

会議として評価・意見をわかりやすく付してまいります。評価結果は、

ホームページ等でも公開することになりますので、委員の皆様のご協
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力をお願いしたいと思います。なお、平成 29 年度つくば市子ども・子

育て支援プラン進捗状況評価については、五十嵐市長から当会議あて

に、諮問書が提出されておりますので、申し添えます。それでは審議

に移ります。ここからの進め方ですが、事前に提出いただいたご意見

が非常に多くなっております。71 事業に及んでおります。会議の時間

の都合上、「要改善」のご意見をいただいた事業を中心に審議を進め

てまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

飯田会長：また、一つの事業ごとに、事前評価・意見に対する担当課の

意見を伺った上で、委員の皆様からのご意見をいただき、会議全体の

意見をまとめさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

飯田会長：評価の結果を公表することになっております。その公表の仕

方でございます。できる限り委員の皆様方の意見はそのまま公表して

まいりたいと思いますが、ご意見の中には質問に類するようなものも

入っておりますし、非常に個別的な事情に関わるようなことも入って

おります。一つ一つ審議し、意見をとりまとめてということをやれれ

ばいいのですが、時間がとることができませんので、意見の最終的な

とりまとめ、文言、表現等につきましては、私にご一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

飯田会長：それでは、そのようなことを前提にしながら、今日の会議を

すすめさせていただきます。 

 

（事業 No.1 保育所） 

飯田会長：担当課からこの意見に対しての見解を伺いたいと思います。 
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（幼児保育課からの説明） 

 

飯田会長：ただいまの説明につきまして、ほかの委員からご意見等はご

ざいますか。何か補足はございますか。 

舘野委員：つくば市は待機児童が一番だということを言ったのですけれ

ども、たしかにそうなのですが、これからの長いスパンで考えていか

ないと。これから 10 年、15 年先はどうなってくるのかなと。やがて

つくば市も保育所が林立して余ってくるところが出てくるのではない

かなと。幼稚園もしかりなのですけれども。今、一番重要視されてい

るのは何であるかというと、保育士の確保ができないということなの

です。できていれば、子どもたちを入れてあげられるのですよ。でき

てないからこそ、保育所の確保がないからこそ待機という名前がつい

てしまう。ですから、それより大事なのは保育士の確保が先決問題な

のかなと思っているのです。いかにして保育士を確保するかというの

をもう少し深めて、つくば市の方でも待機児童対策には保育士の確保

の運用についてはもう少し緩やかな運用の仕方があってもいいのかな

と。子育て支援員を保育士してみなすとか、柔軟的な運用を図ってい

ただければ、受け入れができるのではないかなと思っている。その辺

はこの時期にきても募集してもなかなか集まらないというのが保育界

の現状でございます。ぜひ、ここにいる委員さん方の意見をもう一回

聞きたいと思っています。 

飯田会長：舘野委員からのご意見の中では、「現在の人的資源を有効に

活用することを検討し」ということが書かれております。また、栗栖

委員からは保育士の確保ということも指摘されております。この意見

の中で、この会議としての意見になっているかと思いますが、なにか

皆さんの方から。 
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髙橋委員：この部分の前年度の評価結果のところで、保育士等の処遇改

善助成金ですね、これについての効果・あり方についての検討が必要

という付帯意見があるのですが、こちらの検討状況はどちらにでてい

るのか。 

飯田会長：前年度この会議でつけた意見の中にある部分ですね。保育士

処遇改善助成金について、その効果・あり方について検証はという意

見につきましてですか。活動実績というところに前年度の事業の報告

がありますので、この部分に補足する形でご説明いただくことになろ

うかと思います。 

事務局（幼児保育課）：保育士の確保という面でございましたが、つく

ば市におきましては、昨年度 29 年度から保育士処遇改善の助成金の広

報をしております。こちらにつきましては、助成対象の方、各保育園

の方にアンケート調査を実施しております。そのアンケートをもとに

検証をすすめていきたいと思っております。保育士確保につきまして

は、家賃補助を実施していること、それからハローワークとタイアッ

プいたしまして、民間と公立の保育施設の見学ツアーを実施しており

ます。こちらの見学ツアーを今年度１度実施いたしましたが、その中

で保育士が就職したいという希望がございまして、１名ですが確保で

きている状況になっております。 

飯田会長：今のような現状でございます。アンケートもしながら検証を

すすめている、あるいは確保方策をいくつかとっているということで

ございます。 

橋本委員：保育士不足による待機児童解消がすすまないというのは全国

的な大きな問題で、一番の問題は保育士の確保ができないというのは、

舘野委員のおっしゃるとおりです。そういった中で、各自治体が上乗

せとか色々やっておりますけれども、根本的に保育士の処遇をどうし
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ていくかという大きい問題をしっかりととらえながら自治体でどうし

ていくかという政策がすすめられていると思っています。３万円の上

乗せ補助については、文教福祉常任委員会でも一年経過してどうだっ

たのかということで、民間のみなさんと話し合いを重ねる中で一定効

果があると話は伺っております。職員のスキルが上がったとか、正規

の職員になれたとか、一定の効果がありますが、いかんせんそれだけ

では解消できないということが先ほど舘野委員がおっしゃられたこと

だと理解しておりますので、引き続き、ここについては議会の中でも

またどんな方法があるかということを、提案していかないといけない

なと思っているところです。保育所というのは、民間も公立も両方の

意味であると思うのですが、公立保育所の位置づけが非常に低くなっ

ているかなと感じています。非常に老朽化もしておりますし、公立保

育所の充実を図ることで、一番待機の多い乳児の待機の解消にもなる

という風に感じているところです。公立保育所となりますと、募集を

かければ保育士もかなりくるという関係もありますけれども、県内で

一番、116 名というトップなのですよね。水戸がだいぶ解消されて 5

位か 6 位くらいに下がったかと思うのですけれども、そこはしっかり

と対策を取る意味で、今は公立保育所の役割が非常に大きいのではな

いかと感じているところですので、そこら辺の文言がしっかりと、公

立の方にも光があたるようなものが書き加えられれば、さらにいいの

かなと感じております。適正ということで、付帯意見ということにし

ましたけれども、そのような意見です。 

舘野委員：茨城県の保育対策事業として、ACCS などのメディアを使って

ねばーる君という運動をしているのですけれども、事務局からお話し

いただけますか。茨城県の保育士確保の対策事業として、民間の力を

入れて、民間もそこに入って待機児童対策の、就職のポストを作って
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いるということを聞いております。 

飯田会長：メディアを使っての募集といいますか、キャンペーンといい

ますか、そういうキャンペーンがなされているのですね。 

事務局（幼児保育課）：県の方の保育士確保の事業としまして推進され

ているのは、今年度潜在保育士の状況、それから県の社会福祉協議会

の方で潜在保育士の登録と活用について推進事業としては聞いてい

る。 

舘野委員：ねばーる君についてなのですけれども、うちのかつらぎ保育

園が県の子ども子育て支援課の方から何人かきて、ねばーる君の撮影

をやったのですね。その撮影をして、県の保育課の方で園長研修会を

やって、ねばーる君の内容について報告があって、メディアで映した

のですね。そこから紹介された人は一か月間無料で保育所で雇用でき

るということで、うちでも採用しました。たくさん応募が民間からあ

った中でＡという会社が落札して、その応募された保育士を紹介する

事業を始めたのですね。これはもう動いておりますので、ぜひこうい

う事業について、この場で紹介してもらえればよかったなと思ってい

る。 

事務局（幼児保育課）：いま舘野委員がおっしゃいました保育人材バン

クの保育士を雇用して、一か月間雇用が県の社会福祉協議会の方から

人件費が支払われるという事業については把握しています。 

舘野委員：資料はないですか。そういうのもぜひ委員の方は知らないの

で、ぜひ配ってもらって、こんなものあるのだなというのもぜひ把握

してもらいたいなと思っている。 

事務局（幼児保育課）：県の方からの「保育士の人材バンクの件につい

て」になります。チラシがございますので、情報共有ということでチ

ラシを配布させていただきます。 
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飯田会長：評価でございますが、要改善というのは原課評価、各課がさ

れている評価を改めて見直すという意味をもっております。幼児保育

課の方からは進捗状況Ｃ、今後の方針ⅱということになっております。

この修正の必要でしょうか。特に修正の必要がなければ、「適正・意

見あり」という評価になりますが、よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

飯田会長：要改善の意見がでておりますけれども、適正ということで計

画通りに進めていくということでこの会議の結論といたしたいと思い

ます。 

 

（事業 NO.2 幼稚園） 

飯田会長：担当課から説明をお願いいたします。 

（学務課からの説明） 

 

髙橋委員：つくば市が考えている幼児教育の役割分担なのですが、具体

的にどのような役割ごとに分けて考えていらっしゃるのでしょうか。

事業内容の中で役割分担を図りますとあるのですが、認定こども園で

すとか幼稚園ですとか、それぞれの役割を考えていらっしゃると思う

のですが、位置づけというものを。 

事務局（学務課）：役割分担につきましては、今現在でいうと、幼稚園

を例にとりますと、公立の方は２年保育ということをやらせていただ

いていますし、民間の方では３年というようなことをやられておりま

すので、その辺の役割を含めてということで書かせていただきました。 

橋本委員：役割分担のところで申し上げますと、つくば市の公立幼稚園

は旧来型の幼稚園の運営をしています。当然、家庭で仕事をしないで

子育てをしたいというご家庭のための公立の幼稚園ということで立ち
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上がっておりますので、今は認定こども園とか色々なものがでており

ますけれども、そういった意味では旧来型の幼稚園でおこなっている

ということです。働くお母さんたちが増えたという中で、需要は減っ

ているという風にも見られますけれども、片方でやはり子育てをゆっ

くりしたいという風に考える親御さんからすれば、この幼稚園の在り

方は大変子育てに役立つという位置づけに、選択肢の一つとしてはあ

るのかなという風には私自身としては感想を持っているところです。

延長保育とか、幼稚園を２歳で一時預かりとか出ておりますけれども、

公立幼稚園が早くから３年保育を実施していたのであれば、２歳児の

受け入れを考えていくということもできたのかなと思いますが、長い

間３年保育をしないでおりますので、急に２歳児からというのは非常

に難しいという風に私は思っております。３歳児保育から始めて公立

幼稚園の在り方をしっかり堅持していくことが公立の果たす役割だと

いう風に思っておりましたので、要改善ということで「３年保育の実

現を」という風に書かせていただきました。なかなか公立幼稚園の先

生たちが発言する場がありませんので、どういう保育をしているかと

いうのが見えなくて、子どもの数が減っているのは要するに魅力がな

いのじゃないかという感想をお持ちかもしれませんが、家庭の子育て

に困難を抱えているお家のお子さんを預かって、お母さんが精神的な

疾患があってご飯が作れないとか、起きれなくて幼稚園のバスに間に

合わないということであれば、保育園の職員がお家にいって連れてく

るとか、園長先生が電話をかけて今日はどうするのとやるとか、それ

ぞれ非常に困難な家庭のお子さんをサポートするために現場では力を

尽くしているという風なことも聞いておりますし、また、地域の老人

会のみなさんとか地域で陶芸とか色々なことをしているところとつな

がって呼んできて、そこで踊りを教えるとか陶芸をするとかお花を教



様式第１号 

えてもらうとか、そういったことにも力を入れて頑張っているのが、

もともと公立はそういう風にしてやってきて地域に根差したわけです

が、それをずっとしてきているというところだと、このことを言う人

がいないので私が代弁をしますけれども、そういった役割だというこ

とを改めて代弁したいという風に思います。 

髙橋委員：橋本委員は、要改善の方でみますと、公立幼稚園を３年保育

が望ましいというお考えで、先ほどの市の考え方というのは、民間が

３年で公立は２年だということが役割分担であるということですよ

ね。そうなってくると、先の話で申し訳ないのですが、進捗状況は計

画通り進んでいるのではなくて、計画の見直しが必要であるという風

に橋本委員はお考えという風に考えてよろしいですか。 

飯田会長：学務課の方でも３年保育の検討を始めていらっしゃるのです

よね。すでにそこのところは検討を始めているとさっきご報告があり

ました。 

橋本委員：３年、２年だけではなく、旧来型の保育園と旧来型の幼稚園

の在り方は、共働きをしている子どもさんを預かるのが保育園、ご家

庭で子どもをみているお子さんを預かるのが幼稚園という役割分担が

ありました。それで、今までは民間の幼稚園もそういう役割で、同じ

役割でやってきたわけですよね。その中で２年保育と３年保育という

ことでの役割分担といえば、それは当たっていますけれども、今は幼

稚園も認定こども園とかいろいろな形に変えておりますので、旧来型

の公立保育園や幼稚園というのは今たぶんないんじゃないかと思うの

ですね。だからそういった意味では選択肢の一つと、そういう風に私

は捉えているところです。だから、昔と今との比較の仕方が現実に合

っていないということで、お話をした。 

飯田会長：橋本委員は、要改善、方針はⅰということをだされています
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ので、計画を前倒ししていくというご提案でございますね。進捗状況

としてはＢということでよろしいけれども、方針はⅰにという風に書

かれておりますので、その方針の部分でより検討を進めてくださいと

いうメッセージだと私は受け止めたのですが。 

橋本委員：そういう風な髙橋委員の意味合いで言えば、たしかにそうだ

と思います。そういうことだと思います。改善という意味ではなく、

Ｄということになります。ただ、事務局の方は３年保育を検討してい

るというので、だから私はそこにはそうはしなかったのだけれど。 

飯田会長：非常につけにくいスケールでございまして、色々な要素を含

んでしまってわかりにくいところではなかろうかと思います。今、計

画が進んでいるということ、計画の見直しが始まっているということ

で、それも含めてお考えいただきたいと思います。原課評価はＢで計

画通り進んでいる。昨年度はもっと頑張ってほしいという風な、Ｂと

出されたものをＣに直した記憶がございますけれども、この１年間で

その見直しを進めてきたということでＢということになったのだと思

います。その辺につきましては、よろしいですか。見直しということ

は言えないだろうなという話になりますとＣということになりますけ

れども、Ｂで。それで、評価の言葉がこれでいいかどうかというのは

多々問題がありますけれども、計画を前倒ししていくという橋本委員

の意見がございます。この前倒しの意味はおそらく計画の見直しをし

てくださいということのような気もするのですけれども。 

橋本委員：アンケートで把握をするというのが、すごいゆっくりだなと

思って。やってほしいという、そういった意味合いも含めて。要する

に、保護者とかそういう人たちの実態を把握するという欄がありまし

たよね。これは一刻も早くということで早急に進めるようにという意

味で、私は書いているということになるのですが。 
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飯田会長：ここの結論をださなければいけません。公表していきますの

で。計画通りに進めていくのか、あるいは計画をさらに促進するのか。

計画通り進んでおりますので、進めていただければと。 

浅野委員：橋本委員のほうからもアンケートの状態が非常にゆっくりで

あるというようなご指摘をいただいたのですが、私も保護者としてそ

のように感じました。保護者というのは本当その一瞬ですので、今３

年保育といわれたら「来年からもうそういうのがあるの？」という期

待を持ってしまうものなのですね。そういう風にはいかないというの

は頭ではわかるのですが、そうだとしましたらどのような、いわゆる

ロードマップですよね。今年はこういう風に意見を聞きます、その結

果どういう風にデータを公開して、次はどのようにすすむのかという

ことがちょっとここでは見えづらいので、どのような考えでいらっし

ゃるか、この場で確認させていただけないでしょうか。 

飯田会長：その前にお断りをしておきます。非常に厄介なところなので

すが、幼稚園はこのプランで目標値がある事業ということになってい

るものですから。計画でニーズ量を算出し、そのニーズ量に従って、

そのニーズ量が満たされているかどうかというようなこともこの会議

の審議の対象になっているのですね。幼稚園の場合ですと、ニーズ量

に対して確保量は上回っておりますね。上回っておりますので、そう

いう意味では順調に計画が進んでいることになってしまうのですね。

ただ、見直しという点で考えますと、もう少しその在り方も含めて検

討してくださいということになると計画が進んでいるとは言えないな

という。スタンダードが色々混ざっております。その辺も含めてちょ

っとお考えいただければと思います。非常に評価がやりにくいと思い

ます。何を評価しているのかということが次第によくわからなくなっ

てきているというのが実情でございます。 
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事務局（学務課）：先ほどご説明させていただきましたとおりに、今年

度中にまずは保護者の方と先生方のご意見をいただくというようなこ

とで考えています。昨年もこの会議で申し上げた記憶があるのですけ

れども、実際に施設面でのどれだけ整備が必要だというのもあるもの

ですから、まずはその辺も含めて検討していきたいというところで、

前進したと考えているところであります。 

飯田会長：検討を速めていただくということには、たしかに必要なこと

だと私も考えております。それでは進捗状況はＢで、今後の方針はⅱ

でこの会議として結論を出していきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

他委員：異議なし。 

飯田会長：付帯意見ありになってしまいますけれども、もう一歩踏み込

むかどうかですね、この会議として。 

橋本委員：ニーズ的には足りているということであれば、公立でいうと

ころの３歳児は保育しておりませんので、お家で待っているお子さん

がいるということは、保育所的には言わせれば待機児童がいるという

そういった考え方になるのですよね。そこら辺の見方をどういう風に

見ていくのかという一つの視点が欠けているのかなと。数字で言うな

らば、３年保育を待っている親御さんがいるのは事実。そうすれば、

そのお子さんは待機児童だというような、そういった位置付けが必要。

そういう位置付けが必要かなと思う。 

飯田会長：この辺につきましては進捗状況についての質問で、充足状況

を示していただいたところです。今日、質問への回答がでてきており

ます。後ろの資料１－２のところをみますと、幼稚園の定員に対する

公立幼稚園の園児数というところがございます。充足率がでておりま

すけれども、定員を大幅に下回る状況ということがみられるわけです
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ね。そういう意味では、幼稚園は幼稚園で伝統的で大事なことはたし

かですけれども、その中でそこを何か工夫すればここの充足率を上げ

ていくことができる。言ってみれば、待機しているお子さんをこうい

うところで保育できる。幼稚園に預けたい。しかしもう少し早くから

保育をしてほしいというような保護者の皆さんへのニーズに応えるこ

とができるのではないか。その辺のところの検討をいち早くお願いし

たいという前回の評価の会議の結論でもありますし、お願いしてきた

ところですので、それを踏まえてご意見をいただければと思います。

前回の評価の会議はそんな雰囲気の中で終わったのですね。 

中井委員：橋本委員もおっしゃっていたように、３年保育に対するニー

ズというところについて拾い上げきれていないところがあるのではな

いかと思うと、例えばアンケートを実施されるということなのですが、

その対象者が幼稚園の先生方であったり、保護者とおっしゃっている

のが果たして幼稚園に今在園中のお子さんの保護者なのか一般的な保

護者を指しているのかちょっとわからない。できれば今２歳児を抱え

ている、これから幼稚園を検討されるような一般のお母さん・お父さ

ん保護者の方たちもアンケートの対象にしないときちんとしたニーズ

がすくい上げられないのではないかなと思います。そう思うと、アン

ケートの対象者も検討の余地があるのではないかと考えます。 

事務局（学務課）：先ほど申し上げた通り、先生方と保護者を考えてい

ましたが、今のご意見を参考にさせていただければと思います。 

飯田会長：ぜひお願いしたいと思います。充足という点ではニーズ量を

確保するだけの量が供給できているということ。そして、計画の幼稚

園の３年保育を含めての見直しというものも着手されて進められてい

るということで、Ｂ・ⅱ。当然ながら意見の中には早急に検討を進め

ていただきたいということが書いてありますし、Ｂ・ⅱで結論といた
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したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

飯田会長：特に３年保育を中心にしての見直し、その部分を早急にすす

めていただきたいということでございます。適正配置の問題が一方で

進んでおりますので、そちらとの兼ね合いもあろうかと思いますけど

も、逆にそれを加速化させるくらいの方向でもってやっていただけれ

ばと思うところです。 

 

（事業 NO.3 認定こども園） 

飯田会長：担当課からお願いいたします。 

（幼児保育課からの説明） 

 

飯田会長：量的な指標があるところですので、量的な指標から見る限り

は計画通り進んでいるということでございます。 

橋本委員：新しい制度の中で幼稚園が乳児も預かっていくという流れの

中でスタートしてみてどうだったのかということを事務局のほうでは

どのように把握されているのか、それともまだ今のところは様子を見

ているのか、そこら辺の様子がよくわからないのです。働いている方

からは大変だというような話も聞こえたりもするのですよね。働いて

いる先生方の大変さというのも聞こえたりしているものですから、そ

こら辺の状況をもしつかんでいればお話していただきたいということ

と、認定こども園を進めていくにあたって、より良い制度というので

すか、安心して預けられる保育園に成長させていくために何かあるの

か、そこら辺をお聞かせいただきたい。 

事務局（幼児保育課）：認定こども園に移行された後、正確な検証はま

だ実施されておりません。現場の先生方につきましては、資格的なも
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の、幼稚園教諭の免許とか保育士の資格、その辺の資格取得の点とか、

課題は考えられるかと思われます。 

飯田会長：保育士の資格と幼稚園教諭の免許と２つが関わる施設なもの

ですから、内部的には非常に大変な運営が迫られているところかと思

います。もちろん保育士の人員の確保も含めてですね。これにつきま

して何かご意見ありますでしょうか。要改善と舘野委員さんがされて

おりますけれども、原課評価を変える必要はございますか。 

舘野委員：特にないです。 

飯田会長：よろしいですか。認定こども園につきましては、進捗状況Ｂ、

今後の方針ⅱということで確定いたしたいと思います。ご承知の通り

にこの計画は来年度いっぱいをもって満期を迎えます。その後、32 年

度からは新しい計画が進みますので、その中で保育所・幼稚園・認定

こども園をどのように配置していくかということはきちんと考えてお

かなければいけない。そのためにこそ、認定こども園なるものがどの

ような成果を上げ、どのような課題を抱えているのかということも、

検討していく必要があろうかと思います。その辺も担当課を中心にし

てご検討いただくと同時に、この会議の中でもきちんと議論していき

たいと思うところでございます。 

 

（事業 NO.4 小規模保育事業） 

飯田会長：担当課の方から説明をお願いいたします。 

（幼児保育課からの説明） 

 

飯田会長：委員のみなさんからご意見ありますでしょうか。 

橋本委員：若干厳しい意見をつけました。小規模保育園を否定するわけ

じゃないのですよ、もちろんね。ただ、３歳児の受け入れというとこ
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ろでうまくいっていないっていうのも思っております。それから前年

度の実績が予想以上に 40 人が 74 人に増えたということで言えば超過

達成という風に私はみたのですけれども、それでも待機児童は減らな

かった。なので、私は小規模保育園を拡充して増やしていって、果た

して本当にこのつくばの現状から言って待機児童対策に本当になりう

るのかっていう、ちょっとそこら辺の気持ちもあって書きました。漏

れ聞くところによると、水戸は１位２位を争っていたところからぐっ

と下がったということで、あそこは小規模を増やしていく中で解消が

できたということもちょっと聞いているのですが、つくばは水戸と同

じにはいかないだろうと。子どもの増え方が違うので。そういった意

味で、小規模も適正に増やしていくべきかなということでこんな意見

を書いたわけです。 

飯田会長：私は前向きな言葉を使ってしまいましたので、ここのところ

で少し見解が相違してくるかもしれません。待機児童の解消以外にも

小規模であるが故のメリットという、規模の小さいところで子どもた

ちを預かるメリットも含めて。ただ、連携のところが非常に大きな課

題かなという風に思っております。おそらく保護者のみなさんにして

みると、２年を終わった後３年目どうなるのだろうか、できれば一貫

して同じ園に通わせてあげたいという気持ちもある。しかし、小規模

保育は２年である。その後にうまくつながるかどうかがネックでもあ

るし、課題が大きいところかなと思っているところです。意見は割れ

ておりますけれども、いかがでしょうか。一つにまとまらなければ、

両論併記のような意見でも構わないかなと思います。 

髙橋委員：小規模保育園をやっていますので。連携園のことについて、

細かいことがわからないと思うのですが、２歳児が６人の定員の場合、

６人分の提携先を探すわけですよね。提携となった園は６人分の定員
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を空けておかなければならないというね。そんな理不尽な話はないわ

けですよ。なので、これから民間の保育園にお願いしてもそんなこと

できないのは当たり前の話であって、ですからうちの場合はそのため

に企業型を作ってしまいましたけれども、形式的には市立の保育園で

それを受け入れて、提携してやってもらうしかないだろうけれど、実

際、キャパシティの上限になってくるのかなという風に考えています。 

飯田会長：連携園の確保が確実であればいいですけれども、そこの部分

は。市立の方との連携についてお答えがありましたね。市立で引き受

けていく。連携先として市立を選定することもありうるというような。

そこいかがでしょうか。確認しておきたいと思いますけれども。 

事務局（幼児保育課）：公立保育所も連携先として検討をすすめている

ところです。 

飯田会長：そこをきちんといけば、一番大きな問題はクリアできるかな

と思います。意見が分かれているところもあり、両論併記のような形

になってしまうかもしれませんが、いかがでしょうか。要改善とあり

まして、橋本委員は縮小ということですけれども。これを会議として

出すかどうかということでございます。現状で進めていくのか、或い

は縮小する方向で考えてくださいというような。次期の計画に関わっ

てまいりますので。 

橋本委員：何しろこれでみると超過達成していたものですから、それに

もかかわらず待機児童が県内１位になったということで、私は小規模

保育所よりは保育所を作らなければということで書きました。髙橋委

員のお話を伺ったりする中で厳しすぎたかなという風にも思いまし

た。 

飯田会長：わかりました。それでは数字としては達成しておりますので、

進捗状況はＡ、今後の方針はⅱで、次期の計画に、そこまでに何か動
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きがあるかもしれませんけれども、次期の計画に渡していくようなこ

とを考えたいと思います。よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

 

髙橋委員：先ほど要改善ところのみ検討するという話だったのですが、

要改善が入っていないその他の地域事業のところでちょっと話といい

ますか、企業主導型も含まれると思うので話をさせていただきます。

実は本年度７月末に企業主導型の申し込みの締め切りだったのです

ね。それまでの間、私のところに市内の大手の流通グループも含めま

して、約７社から相談がありました。私のところはコンサルティング

やっている部分もあるのですが、その結果ですね、全部企業主導型の

申請をすると 380 人くらいになるのですよ。定員が。全部認められる

とかなりの定員利用になるわけで、そうするとつくばの保育の量の問

題とかにも非常に関わってくると思います。企業主導型の場合、国の

方にですね、申請を出す場合に、事前に市との間でこういう企業主導

型で作りますよという相談しなきゃならないという項目がありますの

で、現状と相談を受けている定員だとか、もしわかれば教えていただ

けると、要はどれくらいの企業主導型が今後できる可能性があるのか

というのがわかると思います。企業主導型っていうのは、企業の子ど

もしか入れないという風に考えているかもしれませんが、まったく関

係ありませんから。どちらかというと企業主導型をやっているのは、

自分サイドの子どもを入れるのではなくて、新たな保育事業として企

業主導型をやるということなのですよ。わかりますか。要するに、認

可保育所は作りづらい、小規模はこういう会議を通さないとできない。

なので、企業主導型という名前で保育園を作れば補助金がとれるわけ

ですから。四分の三は建物に対して補助金がでますので、ものすごく
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作りやすいのですよ。つくば市がいくら色々セーブをしてもですね、

内閣府にもっていけば、安倍政権だからどんどんできてくるわけで。

なので、ちゃんと数を把握しておかないと、つくばの保育の質或いは

量を考えていく時にこれが大きなファクタになってくると思うのです

よ。今まで認可外を無視してやってきましたけれど、今後は認可外と

かの話ではなくて、かなりの大きなボリュームになってくると思いま

すので、市が関わる内容かどうかは別として見ておく必要があると思

います。 

飯田会長：市の方で多様な事業者を参入させていく、参加させていくと

いう風な主旨の記載があったかと思いますが、何か相談を受けている

ということはございますか。 

事務局（幼児保育課）：企業主導型につきましては、成果のところをご

覧いただきたいのですが、地域型保育事業所の認可申請はでてはいな

い状況になっております。ただ、企業主導型の保育施設を設立するに

あたりましては、こちらで相談等の受付はしております。 

髙橋委員：ボリュームとしてはどうなのですか。 

事務局（幼児保育課）：申請件数の方ですが、申請は児童育成協会の方

にしていただくことになっております。つくば市の方でも申請件数は

把握しているのですけれども、児童育成協会の方では申請件数は非公

表ということになりますので、申し訳ありませんが差し控えさせてい

ただきたいと思います。 

橋本委員：企業主導型は現実つくばにも何園かありますよね。その中で

指導が入っているような企業主導型の保育園はありますか。 

髙橋委員：協会から直接くるので、市の方にはたぶん何も連絡がないで

す。 

事務局（幼児保育課）：県の育成協会の方でも監査は入るのですが、こ
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ちらで特別指導が入っているというようなことはこちらで伺っており

ません。社会福祉課の方でも施設監査ということで、一緒に監査は入

っておりますので、そこの部分は把握していない状況です。 

橋本委員：企業主導型の方にも行くのですか。 

事務局（幼児保育課）：監査の方は行っております。 

飯田会長：企業主導型と市の関わりはないですよね。認可外保育施設と

なっていればありますけれども。認可外になっていて市が関わるとい

うことですね。 

事務局（幼児保育課）：監査は２種類ございまして、企業主導型そのも

のの運営ということで、こちらは児童育成協会の方でやる。市の方で

先ほど入ったというのは、認可外保育施設という立場で入っておりま

す。 

橋本委員：おさえていないということはないということですか。 

事務局（幼児保育課）：そのような把握はございません。 

橋本委員：あとで資料を提供します。 

飯田会長：あとで情報提供されるようですので、個別に対応をお願いい

たします。 

 

（事業 NO.6 時間外保育事業） 

飯田会長：担当課の方から説明をお願いいたします。 

（幼児保育課からの説明） 

 

飯田会長：いかがでしょうか。舘野委員が要改善ですけれども。進捗状

況がＣで今後の方針ⅱでございますので、事実上、今後少し増やして

いく必要があると思います。Ｃ・ⅱということでよろしいでしょうか。

原課評価のままで。特にご意見がなければ。 
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橋本委員：舘野委員が公立は 19 時で、民間は 20 時くらいまでやってい

るからとおっしゃるのは、要は、民間が受け入れられない現状からみ

て、公立がそこまで延ばせば少しは移動していくじゃないかという意

味でおっしゃったのでしょうか。担当の方は選択肢のお話だったので

すけれど。選択肢ということで舘野委員がそうかわかったということ

ならいいのだけれども。どう意味合いでこれを出されたのかちょっと

わからなかったのもので。 

飯田会長：民間が 20 時で公立が 19 時ですと、その 1 時間の差が大きい

かどうか。 

舘野委員：つくば市内の認可園は８時までやっているところもあるので

すよ、実際。もう少し、８時とはいかないまでも、もう少し時間の延

長があってもいいのではないかなと思っているのですけれども。ここ

へは、民間保育協議会の委員の方々に集まってもらって、話し合いの

結果、代表としてきているものですから。話し合いをしてきました。

その中でそういう意見がでたのです。 

飯田会長：それでは原課評価のとおりＣ・ⅱということで会議の結論と

いたしたいと思います。 

 

（事業 NO.7 放課後児童健全育成事業） 

飯田会長：担当課の方から説明をお願いいたします。 

（こども育成課からの説明） 

 

飯田会長：実際クラブの数は目標値を達成しているけれども、待機児童

がでてしまっている。であるが故に、Ｃという評価をされているとい

うことでございます。何かご意見ございますでしょうか。 

栗栖委員：平成 29 年度に春日児童クラブの保護者会の会長を務めており
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ました。今年度から公営にしていただいたということで、最初この話

を聞いたとき、役員・保護者みな両手を上げて喜んでいたのですが、

いざ 30 年度が始まろうとした時に、30 年度の会長からは全くうまく

いっていないという苦情というか、泣きを聞きました。具体的に言う

と、これまでは役員の方で運営していたので、役員でしていたイベン

トとか、希望者を募って業者さんにお弁当希望数を注文して届けても

らっていたのですけれども、そういうことがうまくできなくなってし

まった。あとは指導員さんに制約が多くなってしまったので、今まで

指導員さんにお願いしていた現金の取り扱いですとか、書類の取り扱

いですとか、そういうことが難しくなってしまった。結果的に公営に

してもらってよかったのだろうかという話を聞いています。点検・評

価シートの成果の中で公営化についてとあります。市長の方針で公約

をすすめていくという風に伺ったような気はしますが、お願いになる

のですけれども、公営化を推進するということであれば、その後スム

ーズに運営できるという体制を整えてから進めていただきたいなとい

う風に保護者として思いますのでよろしくお願いいたします。 

飯田会長：要改善で意見を書かれていますが、もう一歩踏み込んで、公

営にしたとしても運営しやすいような仕組みを作っていただきたいと

いうことがその後に続くわけですね。ご意見として承っておこうと思

います。 

浅野委員：外から見ていますと、公設公営で学校の中にできたというの

は評価すべきことではないかなと思います。私は放課後こども教室の

コーディネーターとして茎崎地区に行っておりますけれども、茎崎第

一・第二いずれも学校の中にクラブができるようになって、非常に下

校の安全確保ができるようになったかなと。その点では非常に評価す

るものです。ただ、栗栖委員もおっしゃったように、内部的な役員の
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負担とか逆にやりにくくなったとか、その辺りは検証していただきた

いと思います。もう１点、ちょっと気がかりなのは、民間事業者が多

くなっていることで、民間、いわゆる民設民営の事業者の評価・監査、

そういったものはどのように行われるのか、行われているのか、その

辺を確認させてください。と言いますのは、放課後、学校に大抵の民

間の児童クラブはお迎えがくるのですね。車で行くという形なのです

が、一つそういうことをしていない、子どもたちが自分で行くことに

なっている、そういうクラブがありまして、クラブ側の事情もあるの

でしょうけれども、あまり安全ではない道を通っていきます。354 を

通っていきます。ということなので、その辺の指導なんかもあわせて

市としてはどのようにしていらっしゃるのか確認させてください。 

飯田会長：個別の案件になってしまいます。個別の案件ということでは

なくお答えいただければと思います。民設民営の部分ですね。民間の

部分について、行政としてどのように対応していくかということでご

ざいますが。 

事務局（こども育成課）：民間児童クラブは、県内においても 44 市町村

ある中でですね、36％は民間児童クラブは全くないというところで、

その中で市にある民間児童クラブは現在 41。2 位の市においては 16 ク

ラブということで、格段に民間児童クラブが多く、人口増というつく

ば市の特色の中でですね、民間児童クラブにおいては参入の方をこち

らでも支援させていただいてやっているところでございますが、なに

ぶん、保育所と違ってまだまだ歴史が浅い部分があってですね、そこ

の指導という部分、大きな事故とか、そういったものの日々の事故に

おいては報告がありますけれども、実際に児童クラブに行くまでの、

ワゴン車以外で徒歩で行かれるところの危険性に関しては、今のとこ

ろまだ着手できていないという現状でございます。 
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飯田会長：今後の課題が多いところだと私も認識しております。いかが

でしょうか。この部分につきまして、原課評価がＣ・ⅱでございます

が。 

千代原委員：育成課さんはきちっと対応されている。ちゃんと計画も立

ててそれに対する自課の目標立てて、実績も出されていると。ただ、

人口がちょっとびっくりするくらい増加してきていると。それは想定

外の増加と。これもしょうがないかと思っています。ただ、その中で

うまく限られた予算の中でうまくされているのかなということで、私

は要改善としましたけれども、すごく評価をしています。 

飯田会長：方針を拡充に橋本委員がされているところが一つ提案として

あるのですが、拡充しようにもなかなか難しい。面積の問題がひっか

かっておりますので、これをどういう風にクリアしていくのか。現状

でもかなり難しい状況になると思いますが、拡充にする必要はござい

ますか。今のⅱでいくのかⅲでいくのかということですけれども。 

橋本委員：そもそもこの児童クラブは、クラブの中の質の問題、職員の

配置の問題、様々な問題がすべて入り込んでおりますので、公設公営

といえども本当に質が高いのかというと、これは全く言い切れない。

なぜならば、資格を持っている人が来るということが、かつては保育

士が入っていたりしていましたけれども、これが崩れているじゃない

かという風に思うのと、異動してしまう。それから正規の職員を少な

くする中、臨時職員を雇うけれど、なかなかきてくれない。そういっ

た面の充実が必要だというのも含めての拡充なのですよね。もちろん

増やしていかなければ、ギュウギュウ詰めのキャパになりますので、

健全育成を図るという意味での法律にも反するという事態になってい

る意味で、私はそういう風なことで書いたのですけれども。問題山積

という意味で書きました。 
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飯田会長：問題山積ですので、今後の課題について、この会議でもそれ

だけについて議論する必要があるようなところだと思いますが、いか

がでしょうか。私の方で判断させていただきたいと思います。拡充が

実際に可能であるかどうかという問題があるにしても、少し力をいれ

て課題の洗い出しが必要だということで、ここのところは今後の方針

はⅲでもってお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

飯田会長：それではここの修正をお願いいたします。今後の方針はⅲで

ございます。進捗状況はＣでございます。 

 

（事業 NO.21 児童館の活用事業） 

飯田会長：担当課として説明をお願いいたします。 

（こども育成課からの説明） 

 

飯田会長：担当課の方から進捗状況をＣにするという変更でございます。

なお課題があるということでＣ。方針の方はこれまで通り進めていく

ということでございますが、橋本委員が方針をⅰとつけておりますが

いかがでしょうか。Ｃのⅱでよろしいでしょうか。橋本委員の職員体

制のところですね。職員体制のところを担当課の方も課題だと踏まえ

てＣに下げられたわけなのですが。評価としてはＣ・ⅱで。先ほどの

放課後健全育成事業と絡めながらこの施設をどのように使うかってい

うあたりは、つくばに限らず、色々なところで課題にされていようか

と思います。児童館をどのように活用していくのかの議論を深める必

要を感じております。よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 
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（事業 NO.23 休日保育事業） 

飯田会長：担当課の方から説明をお願いいたします。 

（幼児保育課からの説明） 

 

飯田会長：ご意見ございますでしょうか。今１園での実施でございまし

て。実績は、平成 29 年度は 573 名、平成 28 年度は 449 名ということ

で、一昨年に比べれば昨年の方が利用状況が増えているということで

ございます。舘野委員が要改善でだされておりますけれどもいかがで

しょうか。評価を変える必要があるのかどうか。 

舘野委員：休日保育事業は一か所しかやっていないですよね。休日保育

事業については、労働基準法もありますので、前にやっていた保育所

もあるのですけれども、労働基準監督署から査察が入りまして、最低

２名ほどおかなければならない。２名以上保育士を置いてくださいと

いう指導を受けてからやめになってしまいまして。それから新しい保

育所ができてきて、そこはそれ以上の人数をつけてやっているようで

ございます。しかしながら、土曜日・日曜日に働く人がいるのですよ

ね。日曜日に働くというお母さんがいるので、その人たちのためにも、

もう少し増やしてもらいたいという話が私どもの方にきているのです

けれども。１か所のみという現状でございます。 

事務局（幼児保育課）：民間保育施設１施設ということで、１施設実施

しておりますので、計画通りということでＡという形で進捗評価をし

ております。 

飯田会長：目標があるところなのでＡでということになろうかと思いま

すけれども、次期計画の時にどう考えるかというのが課題になってこ

ようかと思います。働き方も変わってまいりますので、その時代時代

に即応するような形での対応が必要になると思います。次期計画に意
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見を残す形で現時点ではＡという。 

舘野委員：適正規模・適正配置ということがあるので、適正なところに

あればいいのだけれども、自分の居住地とずっと遠い。一か所しかな

いので、そこまで行く間にも 40 分、50 分もかけていくしかないので

すよ。適正配置に重点を置いてもらいたい。 

飯田会長：次期計画に預ける形で申し訳ないのですけれども、そこのと

ころの検討が課題になってこようかと思います。また新たにニーズ調

査も行われると聞いております。場所の数だけの問題ではないという

ことは十分承知しておりますが、現時点ではＡのⅱという形でこの会

議の結論にしたいと思います。よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

 

（事業 NO.42 科学教育推進事業、事業 NO.44 多文化理解を深める体験活動、 

事業 NO.45 子どもの読書活動推進） 

飯田会長：それぞれ教育指導課ということもございますし、要改善を出

されている方が浅野委員ですので一括してよろしいですか。一括して

説明をお願いいたします。 

（教育指導課からの説明） 

 

飯田会長：要改善にされていますが、どこをどのような評価に変えると

いうことでしょうか。 

浅野委員：45 番につきましては、こどもの読書活動推進については拡充

をお願いしたいという意味で要改善とさせていただきました。その他

の 42 と 44 につきましては、私の方が要改善の意味を広く捉えすぎて

いたかなということで、適正で付帯意見ありということに変えさせて

いただいたほうがいいかなと、先ほどからの議論を聞いていまして思
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いました。45 番の司書教諭補助員の、できれば規模に関わらず、全校

配置ということについてはどうぞ早急にご検討いただきたいと思いま

す。 

飯田会長：学校が絡みますけれども、松本委員、学校サイドからこうい

う事業についての見解はございますでしょうか。実施しているサイド

なわけですけれども。 

松本委員：だいぶ時間数も増えたので、有り難く思っています。さらに

小さい学校も全員毎日勤務できれば、さらに図書教育が推進されるの

ではないかと。 

栗栖委員：某義務教育学校の現状なのですが、子どもの話で、ようやく

夏休み前に図書室が使えるようになったと聞きまして、２者面談の時

に図書室を見させてもらったのですが、たしかに司書教諭の方かわか

らなかったのですが、先生と呼ばれる方が一人いらっしゃいました。

図書室が義務教育学校の割には小さいなと。中学校と小学校を足した

広さではないなとハード面で思いました。あと、並んでいる本の数が、

まだ始まったばかりなので少ないのは当然かもしれないのですけれど

も、「四か月待ってこれ？」という子どもの不満を理解できる感じだ

ったのですね。もちろん司書教諭だったり、補助員だったり、人の配

置というものも大事かと思います。そこが整えばもっとさらに本の充

実もするだろうし、読書活動が子どもができる時間も増えるかと思う

のですけれども。現状なのですが、週１回の業間休みのみ、学校の空

いている５日間のうち、１回だけ 20 分だけ使えるということなのです

ね。週に 20 分しか今使えない状況だと聞いています。貸出ができない

と聞いています。本があるのに読めない状況なのですね。配置もそう

ですし、もう少し学校の中でうまく、多目的室にも図書を入れて子ど

もたちがわっと大勢になって混乱しないような設備の整え方も必要か



様式第１号 

なと思いますので、ぜひ人の配置だけでなくて、スケジュールとかも

一緒に考えていただきたいなと思います。 

飯田会長：栗栖委員は公募委員でありますので、色々と詳しい情報が利

用者サイドからあがってまいりますので、今の意見等も踏まえてご対

応いただければと思います。個別の案件も色々でてこようかと思いま

す。今の案件も、スタートしたばかりですので、この先どうなるかわ

かりませんけれども、有効に利用できるように進んでいけばと思いま

す。いかがでしょうか。浅野委員からは子どもの読書推進活動につい

てはより積極的に進めていただきたいということで、計画をより拡充

していくという見解をだしてほしいということですけれども、よろし

いでしょうか。 

髙橋委員：施設を改善しても、マンパワーをつけても、読書に対する学

校の考え方が、或いは市の考え方かもしれませんが、変わらない限り、

利用率は増えないですよね。少なくとも私が小学校の頃は放課後いつ

も使えたし、昼休みはいつも使えたわけで。そもそも学校として、或

いはつくば市として、子どもの読書をどう考えるのっていうもっと基

本のところを考えないと。今のお話を聞いている限りだといくら進め

たって子どもの読書は増えないですよね。となってくると、どう考え

てもこれは計画の見直しが必要だと思います。 

松本委員：たぶん週１回というのは何か理由、登録が終わっていないか

何か。うちも登録が終わらなくて貸出できない間は学級文庫を。秀峰

筑波なので、閉校になった学校から本を学級にもってきて学級文庫と

いうことで。読書タイムを設けていまして、県の方も読書を推進して

いますので、学校で読書活動をないがしろにしているということは考

えられないと思いました。 

飯田会長：図書館との協力というのも進んでおりますね。図書館も一所
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懸命やっていらっしゃるなと私はみているのですけれども。学校図書

室の利用について何か情報がありましたら。 

事務局（教育指導課）：規模の点で色々な学校がございますので、学園

の森以外にも教室の子どもの数と図書室の大きさのアンバランスとい

いますか、貸し出しの部分については週何回とか決められたときに貸

し出しをするという学校は他にもあるかなと思っておりますので、教

室の部分もさらに図書室以外に広げてやれるような環境が整えばいい

かと思います。その辺も検討していきたいなと思います。 

飯田会長：各学校レベルでその辺のところは議論していただきたいなと

思うところです。よろしいでしょうか。先ほどご提案がありました子

どもの読書活動推進のところ、ⅰにということですけども、いかがで

すか。これをⅰにしても対応できないというようなことがなければ、

より積極的な姿勢を示したいと思いますが。 

事務局（教育指導課）：先ほどもお話ししたのですが、今年度かなり拡

充をしておりますので、その形でやっていただいても結構です。 

飯田会長：これは昨年度の評価ですので、今年度にはすでに改善されて

いる部分もございます。 

 

（事業 NO.48 放課後子ども教室推進事業） 

飯田会長：担当課の方から説明をお願いいたします。 

（こども育成課からの説明） 

 

飯田会長：進捗状況Ｃで、今後の方針ⅱでございますが、要改善とあげ

ていらっしゃる浅野委員、千代原委員いかがでしょうか。特にこの評

価を変える必要があるかどうか。これも、この会議で、昨年度も行動

計画どうなっているのだということを申し上げた記憶がございまし
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て、それも踏まえてＣという風につけられているのだと思います。継

続して検討していただきながら次期のプランの中に組み込むというこ

とで、現時点ではＣ・ⅱということでよろしいでしょうか。意見がな

ければそうしたいと思います。非常に難しいところだと思います。学

校、教育委員会と両方にまたがるところです。 

橋本委員：放課後子ども教室事業のほうで、意見ということで教室のこ

とも書いているのですけれども。今、担当からも今後の課題という話

がありましたけれども、私の意見としては、放課後子ども教室と放課

後児童クラブは目的が異なっているので、居場所としての活用はして

いきたいけれど、一体ではなく連携型が望ましいのではないかと考え

ているということを書きました。今、試行的にやっている放課後子ど

も教室はどちらかというとボランティア頼みでやっております。それ

はやっぱり継続性が心配です。一転、児童館の中では児童館活動とし

て今も企画していますよね。児童館の企画をしつつ、参加しつつ、児

童クラブに行くという連携の方式を既存の児童館はやっていると思い

ますので、そういったところを充実しつつ、児童館のないところでは

どういう風にしていくかという基本的なスタンスが必要かなと。そう

いう意味で言えば、秀峰筑波の保健センターの跡のところが、２階を

市がボランティアじゃなく職員を雇って、一般来館と。そして、下は

児童クラブをやっていると。そこら辺の事業がどういう風にいくかと

いうところを非常に期待したいなと。モデル的な事業として思ってい

ますので、そこではこれからしっかりと目的・計画をもって進めてい

けばいいのかなと思います。 

飯田会長：新しいモデル的なところも含めて色々な設定の仕方がござい

ます。連携する或いは一体化する、一体化の仕方も色々な形がありま

すので調査研究が必要なところかと思います。それを踏まえて行動計
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画のほうにつなげていっていただければと思います。次期の子ども・

子育て会議の一つの大きな課題になってくるかと思います。それでは、

Ｃのⅱということでここは結論を出したいと思います。 

他委員：異議なし。 

 

（事業 NO.51 家庭の教育力の向上） 

飯田会長：担当課の方からお願いいたします。 

（生涯学習推進課からの説明） 

 

飯田会長：評価を変える必要がありますでしょうか。家庭教育は非常に

難しいところ。行政としてどこまで何ができるのかという、尽きない

議論になってくるところ。 

浅野委員：事業の形として、私も提案という形で述べさせていただいた

のは、この事業そのものが、各学校単位では非常に行き詰った状態に

なっている学校が多いというのを現実として直視して、でも何か学び

たい、そういうことは非常に要望が高い。のであれば、講演かなにか

を広域で市が主導となってやっていただく方がいいと思うのです。や

り方というか、それを改善していただく。結局やっている学級数を減

らすとか、そういう意味でも改善ということになるし、そのあたりを

ちょっと改善する。 

飯田会長：改善というよりは見直しという意味が強いかと思います。学

校としてはいかがですか。家庭教育学級は生涯学習との絡みもありま

すので、学校との連携といいますか、試されるケースでありますね。 

松本委員：保護者にとってはそういう機会が、すごく勉強の機会という

ことで。問題は、内容ですかね。家庭教育学級の内容によって人が集

まったり、集まらなかったりすると思うので。ただ、保護者同士が横
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のつながりができるには、大切な機会だとは思うのですが、ただ負担

があるのも事実です。人を集めなくてはならないという、これを開く

から参加者を集めなくてはならない、無理やり集めているような状況

もあるのは確かです。 

中井委員：広域化というようで、講演会のようなものに変えていった方

がというようなお話もあったのですけれども、私は小学校・中学校の

家庭教育学級で性教育に関するお話をさせていただく機会が増えてい

るのですけれども、家庭の教育力の向上を目指すのであれば、地域の

保護者同士が色々な情報交換であったりとか、ディスカッションをす

るような機会を通じて、親同士のネットワークを作りながら、家庭の

子どもの育ちを底上げしていくような、そういった機会に家庭教育学

級がなっているのかなと思うと、やはり家庭教育力の向上ということ

はまずは地域の学校を核にしてという形がふさわしいのではないかな

という風に実感しています。性教育って一言で言っても、その地域の

学校、或いはそこに集っている保護者の方たちによって、様々なリク

エストをいただきます。ディスカッションのテーマにしても、ワーク

のやり方にしても。そういった様子を見ていると大規模な講演会とい

うことよりは、テーマによるのかもしれませんけれど、こういったス

タイルの学びの場というのはぜひ継続していっていただけたらなと思

います。 

飯田会長：意見が分かれますので、一律に結論を出すことは不可能かと

思います。 

橋本委員：お母さんたちが地域で自分たちが考えて高めていくという場

はとっても大事なのだけれども、何を題材にして高めていくかという

選択ができているのか。得てして、人を集めるために趣味的なものを

企画して集めていくとすれば、本来の趣旨とはずれていくわけですよ
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ね。そこら辺のところで、現実お母さんたちが自らそういったものを

選んで組み立てられることができるかできないかというところも地域

を見極めて、せっかく教育局に移ったわけですから、助言していきな

がら育てるということをしない限りは変わっていかないのかなと、思

います。今、現実的に中身を変えようと努力している中で、お母さん

の中では戸惑いの声を私なんかは聞いているわけですよ。教室の数を

減らされるんじゃないかとか、中身を好きにできなくなるみたいな。

そんなのも聞くのだけれども、好きにやるのもいいのだけれども、そ

の好きの中身は本当に教育を高めるものなのかというところを、せっ

かく教育局が入ったのだから、うまくやっていただければと思います。

それから、私は中井委員がおっしゃったような性教育なんかは親たち

じゃとても思いつかないでしょうから働きかけて増やしていくよう

な、そういうことをしていかないとちょっと難しいのかなと感じまし

た。 

松本委員：本校の場合は、家庭教育学級委員長等が社会教育指導員とよ

く相談して、前年度の経験等を踏まえて計画的にやっている。社会教

育指導員の役割が大きいのではないかなと思っています。 

飯田会長：評価としてはいかがですか。原価評価を変える必要があるか

どうか。Ｂのⅱでよろしいですか。それではＢのⅱ、原価評価のまま

で進めたいと思います。 

他委員：異議なし。 

 

（事業 NO.53 子育て支援員） 

飯田会長：担当課の方からお願いいたします。 

（こども政策課からの説明） 
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髙橋委員：今年度も一人ですね、子育て支援員の方を雇用しております。

20 時間の研修と実地が 2 日間やっている方ですので、しかも、保育士

の定員プラスアルファで協力していただいているので、ものすごく力

があるのですよ。浅野委員の意見に、どのような場面で、というのが

ありますが、たしかにこども政策課が主管になっていますが、保育所

としてはものすごく大事なマンパワーだと思っていますので、これは

ぜひとも増やしていただきたいなという気持ちです。 

飯田会長：特に評価を見直す必要はございませんか。今後の方針がⅰに

なっております。今年は研修がつくば市で開かれるということで、多

くの方が研修を受けられて、ご活躍いただける可能性があるかと思い

ます。なおかつ市として、どういった研修の仕組みが必要であるかの

検討もされるようですので、Ｂのⅰという形で結論をだしたいと思い

ます。 

 

（事業 NO.55 子育てしやすいコミュニティづくりの推進） 

飯田会長：担当課の方からご発言いただければと思います。 

（こども政策課からの説明） 

 

飯田会長：千代原委員、要改善とされているのはよろしいですか。よろ

しいようですので、Ｂ・ⅱということで。 

髙橋委員：こちらは補助金事業なのですか。 

事務局（こども政策課）：くすのき会は市と協定を結んで事業をしてお

ります。 

飯田会長：先ほどからでていますコミュニティワークというのは、私が

くすのき会とは別の方向でやらせていただいているものです。これは

アイラブつくばの助成をいただいて、進めさせていただいておりまし
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て、子育てしやすいコミュニティを下から作っていこうという動きで

ございます。 

 

（事業 NO.58 障害児通所支援事業） 

飯田会長：担当課の方から説明をお願いいたします。 

（障害福祉課からの説明） 

 

千代原委員：私のところに２、３名相談しに来られた方がいて、果たし

て私自身の子どもが入ることができるのかどうかわかりづらい。エン

トリーの方法が、例えば、トイレに行けるのか、食事ができるのか、

そういうのを記入する項目がある。そういうのを見せられて、これ全

然普通にできるのだけど、この方法だったら、この質問の仕方だった

ら、果たして入れるのかなという相談があった。 

事務局（障害福祉課）：事業の内容についてということですね。放課後

等デイサービスについては、医師の診断書があれば受給できることに

なっております。後で医師の診断書に基づいて、職員が面接を行って

おりますので、その中でお聞きすることはあると思うのですが、事業

自体を受けられないということはないです。 

千代原委員：一番懸念しているのは、エントリーできないんじゃないか

なという。質問事項を見ている限り。状況として、質問の内容がけっ

こう重い内容なので、うちの子どもはそこまででもないからできない

んじゃないか、という心配だった。 

事務局（障害福祉課）：障害児通所支援事業に関しましては、身体に障

害のある方、精神障害のある方、また発達の気になるお子さん等をお

持ちの方が、お子さんの成長を促すということで専門的な支援を受け

るために行っている事業ですので、少しでもそういうご心配があって、
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医師の診断等があればエントリーできまして、サービスを受けること

ができます。そういうご意見が委員からあったということは、私ども

の窓口の説明不足というところもあるかと思いますので、そちらにつ

いては十分注意して対応させていただきたいと思います。 

飯田会長：そうすると、これは特に評価を変えるという意味での要改善

ではございませんね。 

 

飯田会長：要改善のところがたくさんでてきていましたけれども、要改

善というのは必ずしも評価を変えてくださいという意味での要改善で

はなく、個別具体的なことも含めて、ここがこう変わるといいのだけ

れど、というご意見だったかと思います。少し個別的な話に広がって

しまったかもしれませんけれども、この会議も細かな意見でありなが

ら、大事なことを拾っていく場ではありますので、ご容赦いただけれ

ばと思います。評価をつけていただいておりますので、ここで審議し

ていただいたことをもとにして公表の方に向けて進んでいきたいと思

います。冒頭に申し上げました通り、意見の表現等につきましては私

にお任せいただければと思います。 

他委員：異議なし。 

 

(２) （仮称）つくば保育の質ガイドラインの策定について  

 ア 事務局説明 

   配布資料に基づき説明。 

 イ 発言 

飯田会長：前回出された意見については、資料２－２にありますように

ご対応いただいております。なお、ご意見があろうかと思いますけれ

ども、ご確認いただくと同時に、今後の予定を見ますとワークショッ



様式第１号 

プがございます。その後に、それを踏まえて、10 月 25 日にこの会議

でご報告いただきます。この時に、再度、ご意見をうかがうことは可

能でございますね。そして、最終的には２月ですね、２月の第４回の

子ども・子育て会議で報告していただいて、承認するという予定でご

ざいますので、今日のところは、一つは、すでに出されたご意見につ

いての対応をご確認いただく、それと同時に今後まだご意見をいただ

く機会があるということで、なおお考えいただきたいということ。そ

して、３番目にワークショップのお願いでございます。子ども・子育

て会議は意見を聴取する立場になりますので、ワークショップの中に

入るのではなく、ぜひご参加いただいて、どんな意見がどんな形で出

されるかということを、幅広く把握していただければと思います。ぜ

ひご参加ください。よろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

 

(３) 学園保育園分園設置について 

 ア 事務局説明 

   配布資料に基づき説明。 

 イ 発言 

飯田会長：ご質問ございますか。報告案件ですので、この会議で報告・

了承ということでよろしいでしょうか。 

江原委員：分園の方では、嘱託医と調理員の配置予定なしとなりますけ

れども、本園の嘱託医がいるということですね。 

事務局（幼児保育課）：そのようになります。 

飯田会長：それでは、報告・了承したということでこの件は終わりたい

と思います。 
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(４) その他について 

 ア 事務局説明 

  今後の子育て会議開催スケジュール案について説明。 

 イ 発言 

飯田会長：次期の策定に向けての動きが出てきております。国の指針に

そのまま沿うのではなく、調査等に入る会社に丸投げするのでもなく、

この会議が主導してこのプランを立てていくということが大きな課題

ですので、今日のプランの評価のことを踏まえながらお考えいただけ

ればと思います。 

 

飯田会長：それでは、これで第２回子ども・子育て会議を閉じさせてい

ただきます。長時間ありがとうございました。 

 

以上 

 

 

 



平成 30年度第２回つくば市子ども・子育て会議 

                                                                                 

   

日 時  平成 30年８月７日（火） 

                    午後１時 30分から３時 30分まで 

場 所  市役所６階全員協議会室   

 

 

＜次 第＞ 

 

 １ 開   会 

 

 ２ 挨   拶 

 

 ３ 協 議 事 項 

  (1)平成 29年度つくば市子ども・子育て支援プラン進捗状況評価について 

  (2)（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定について 

 

 ４ 報 告 事 項 

  (1)学園保育園分園設置について 

 

 ５ そ の 他 

 

 ６ 閉   会 

 



№ 組織等 氏　名 役職等 ※選出区分

1 議会 橋本　佳子 市議会議員 (1)

2 保育園保護者会 岡野　玲子 つくば市保育所・園父母の会連絡協議会 会長 (2)

3 幼稚園PTA 鈴木　美穂 つくば市立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 会長 (2)

4 小・中学校PTA 中嶋　信美 つくば市ＰＴＡ連絡協議会 会長 (2)

5 児童クラブ 千代原　義文 つくば市学童保育連絡協議会 会長 (2)

6 小児医療 江原　孝郎 つくば市医師会 (3)

7 学識経験者 飯田　浩之 筑波大学人間系 准教授 (3)

8 民間保育園 舘野　正弘 つくば市民間保育協議会 会長 (4)

9 民間幼稚園 橋本　幸雄 つくば市私立幼稚園・認定こども園協議会 会長 (4)

10 浦里　晴美 つくば市地域活動連絡協議会 会長 (5)

11 中井　聖 特定非営利活動法人ままとーん 代表理事 (5)

12 主任児童委員 河村　和恵 つくば市主任児童委員連絡会 会長 (5)

13 公立中学校長 松本　義明 つくば市立小中学校長会 副会長 (6)

14 公立小学校長 遠藤　知昭 つくば市立小中学校長会 会長 (6)

15 ヘイズ　紀子 こどもの保護者，子育て支援に関心がある市民等 (7)

16 栗栖　和恵 〃 (7)

17 浅野　英公子 〃 (7)

18 折本　ちはる 〃 (7)

19 髙橋　晃雄 〃 (7)

計19名

　つくば市子ども・子育て会議委員

任期：平成30年２月20日～平成32年２月19日

子育て支援団体

公募

※選出区分（条例第3条第2項の規定に基づく次の各号に掲げる委員の分類）

　(1) 市議会議員，　(2) 子どもの保護者，　(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者，
　(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者，　(5) 子ども・子育て支援に関する各種団体の代表者
　(6) 関係行政機関の職員，　(7) その他市長が必要と認める者



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

要改善

つくば市の保育所などへの入所申込者は、増加し、30年４月現在116人～
119人と言われています。希望通りに入所できなかった児童数は最大と
なっている。

基本的には、現在ある人的物的資源を有効に活用することを検討し、そ
れが困難である時は、はじめて保育施設の新設を考えるべきです。
つくば市内では、公立保育所、幼稚園が、併設され、数メートルしか離れ
ていない場所に設置されているところがあります。
保育所で０歳児から２歳児までを保育して、３歳児から幼稚園で保育する
形にする。つまり幼稚園の定員の空いているところに、保育所の３歳児以
上を入れるようにすれば、保育所側でこれまで０歳児から５歳児までを例
えば定員90名で預かっていたところが、０歳児から３歳児までで90名とな
るので、単純に考えると倍の乳幼児枠を確保することができます。
中心部の数箇所の保育所・幼稚園だけでもこれを行えば、待機児童の相
当部分は解消できてしまうのではないか。このやり方はコストがかからな
いことです。
大切なのは、今後つくば市の乳幼児数が数十年に渡って増加する見込み
はないということです。子供は沿線開発で増加するのは十数年位で、これ
からは、少子高齢化社会になりますので、新設はできるかぎり避けるべき
で、減少局面に転じたときは、傷口が大きくならないような対応を今のうち
にしておかなければなりません。

公立保育所の土曜日開設時間が13時くらいまでなのはなぜか。
利用ニーズの実態調査を求める。また、乳児0歳1歳の受入れ枠を増やす
ことで、待機児童が半減できる。できないのであれば、民間委託などして、
早急に改善を図るべき。

舘野正弘

適正（付帯意見あり）
情報公開と業者選定方法の透明性を高めるなど保育業者が安心してつく
ば市に参入できる環境づくりが必要。

髙橋晃雄

適正（付帯意見あり）
施設の整備に見合う保育士の確保策を具体的に考案する必要がある。
保育士あっての保育所ということを忘れてはならない。

栗栖和恵

適正（付帯意見あり）
・公立保育所も待機児童解消のために乳児枠の拡充をして欲しい。
・保育施設の誘致は「保育の質ガイドライン」を活用しホームページで公
募し保育環境を守る

橋本佳子

平成29年度つくば市子ども・子育て支援プラン進捗状況に係る各委員からの事前評価・意見一覧 資料１－１

保育所1 幼児保育課 1



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

要改善

保育需用は、今後も増加傾向にあり、一定水準の傾向にありますが、保
育所整備を進める一方、保育所（園）幼稚園のニーズなどの中長期的な
将来推計を行い、施設の適正配置に関する方針を示していくことが、必要
であります。公立も同様平成29年３月に幼保連携型認定こども園教育保
育要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針が改訂され、「幼児期の教育
保育において育みたい資質能力」及び「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」を明確に位置づけされています。これらに基づき各園の方針や特
色を大切にしながら、就学前の子供の豊かな育ちを支援していくことが求
められ、さらに保育士の質の向上を図るための研修が求められる。

公立幼稚園の基本運営形態が、今の利用ニーズと反逆している為、利用
者が激減している。早朝・延長保育等の実施など行うだけで待機児童が
減らせる。公立でできないのであれば、民間委託すべき。

舘野正弘

要改善
認定こども園が設置され始めていることから、公立幼稚園のあり方を早急
に検討するべき。

中嶋信美

要改善

・公立幼稚園の３年保育を希望する声は根強い。
　充足率を上げるためにも実現してほしい。
　幼少連携・育児困難家庭への支援に期待
・幼稚園教諭・保護者の意見は集約しているのか
＊方針は１に

橋本佳子

適正（付帯意見あり）

　公立幼稚園の役割の再検討、教育・保育形態・定員・配置等の見直しに
関して、より積極的な検討が必要であると思われる。定員の充足状況も、
ほぼ、これまで通りであり、改善の効果があまり認められない。「新制度」
のもとで、公立幼稚園においてなすべきことは何か。待機児童解消のた
めに公立幼稚園が果たせる役割は何か等々、早急な検討が必要である
と考えられる。

飯田浩之

2 幼稚園 学務課 2



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

要改善

認定こども園は、保護者が働いているいないに関わらず、利用でき、保護
者の就労状況が変化した場合でも通い慣れた園を維持して利用できると
いう大きな特徴がある。保育需用が増大する中で、既存の幼稚園から認
定こども園への移行を促進することは、低年齢児の待機児童対策又は３
歳児以降の入所対策としては、有効であると考えています。

舘野正弘

適正（付帯意見あり） 保育所との違いを明確にし、市民へ周知する努力が必要 中嶋信美

適正（付帯意見あり）
・新しい制度であり乳児保育についての検証、現場の声を聴くなどが必要
・教育ニーズの充足を図り幼児教育の充実をはかることが出来たのか、
現場の声や保護者の反応は

橋本佳子

適正（付帯意見あり） 市立保育園も対象とするなど連携先の確保に市の支援が必要。 髙橋晃雄

要改善

・3歳児の受け入れ先に課題が残る。
・待機児童解消の効果も含め新しい制度であり検証も必要
・必要性を見極め適宜、設置をしてほしい
＊方針は111（縮小）

橋本佳子

適正（付帯意見あり）

　連携施設の確保に関して、市としての見守り・支援が、引き続き、必要で
ある。
　「更なる整備が必要」とされている通り、次期計画において前向きに検討
することが必要な事業ではないかと思われる。

飯田浩之

5
その他の地域型保
育事業

幼児保育課 適正（付帯意見あり）
自治体の関与・責任から外れる施設なので慎重にして欲しい。基本は自
治体の責任である保育所で対応してほしい 橋本佳子 5

4 小規模保育事業 幼児保育課

3 認定こども園 幼児保育課 3

4



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

要改善

 公立幼稚園と同様、公立保育所の延長保育時間が短い為、共働き家族
のニーズにあっていない。特に市内中央にある公立保育所は、20時くらい
までの開所が必要。無理なのであれば、民間委託し、多様なニーズにこ
たえられる施設にするべき。

舘野正弘

適正（付帯意見あり）
時間外保育事業に対する県の補助金は、保育士の時間外労働ありきの
補助金であり、容認できない。県が是正しないのであれば、市の単独事
業とすべきである。

髙橋晃雄

適正（付帯意見あり）
・受け入れ側の負担軽減、保育士の確保のために
市の支援が求められる

橋本佳子

適正（付帯意見あり）
　進捗の遅れに対応すべく、既存の園での実施の可能性を探ったり、必
要となる保育士の確保に努力したり、なお、一層の取組みが必要。

飯田浩之

要改善

子供は、遊びによって楽しみながら世界を広げ挑戦と成功によってバラン
ス良く心身の能力を発展させていくとともに友達とのルールを守りコミュニ
ケーションをとりながら協調性や社会性を養うところです。近年スマート
フォンや携帯用ゲーム機の普及により室内での１人遊びが気軽になって
来ました。都市化によってかつての子供の遊びが空き地の減少、公園で
のボール遊びが制限されるなどから遊びの場所を提供する為に何かをし
なければならない。
子供が安心して遊べる所づくりが必要であります。
共働き家庭などを対象に放課後施策の状況は保護者が就労などにより
昼間家庭にいない児童を対象にした児童クラブを各小学校に設置してほ
しい。共働きの増加によりH24年の児童福祉法の改正により対象が概ね
１０歳未満の児童から小学６年生まで引き上げられたことに伴う高学年の
受入れなどが課題です。土曜日や夏休みなど長期休業期間中の開所時
間の繰り上げなどソフト面の充実があげられる。

放課後、既存の学校を開放し、民間児童クラブが運営することが他市町
村にできて、なぜつくば市はできないのか。待機児童を早急に解消する方
法は、規制緩和でいくらでもできるはず。改善を求める。

舘野正弘

7

6 5

6
放課後児童健全育
成事業

こども育成課

時間外保育事業 幼児保育課



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

適正（付帯意見あり）
民間事業者に対する国・県の補助金を拡充して、事業者の負担軽減を図
るべきである。

髙橋晃雄

要改善
公営化された児童クラブの役員から「市や（運営担当の）児童館職員との
連携がうまくできておらず、民営の時より混乱している」と聞いている。公
営化の後に保護者の負担が軽くなったとは言いづらい状況である。

栗栖和恵

要改善

・計画そのものが実態にそっているのか、計画通りでよいのかの検証が
必要
・指導員の確保に対する市の積極的な支援・事業内容の点検、質の向上
に市が責任を持ってほしい
＊方針は111（拡充）

橋本佳子

要改善

①潜在的な待機児童を含めて現状の把握・調査をするとともに、待機児
童の解消を行うべき。昨年度の総合プランの付帯意見から、引き続き「待
機児童」を減らす方向の「拡充」に努めるとともに、「充実」のための公設
民営の児童クラブの公営化が必要。待機児童数：吾妻西児童館13名、桜
南29名。
②平成32年度改正に対応できるように公設公営の児童館の新築改修を
するべき。ＴＸ沿線沿いでは人口増加に伴い、公共施設が不足している。
他の施設との均衡を検討し、適正配備を検討するべき。
③小学校の教室を有効利用するべき。人口増加に伴う問題と相まって、
空き教室の不足も懸念されるが、積極的に利用できるものは利用すると
いうスタンスで検討してほしい。
④児童館の環境改善。指導員の適正な配置および処遇改善。吾妻西児
童館では指導員の退職に加え、春日学園第一・第二が公営化したこと
で、指導員の先生方も定期的にそちらに応援に行くことになり、指導員が
不足。長期休みの際の早朝からの受け入れも検討をすべき。
⑤ 児童クラブ申請方法の改善。児童館間の審査の公平化。児童館に申
請書提出するので悪い言い方をするなら握りつぶされてしまう。申請書の
提出先はこども課にすべき。

千代原義文

適正（付帯意見あり）

　待機児童の解消、施設の改修等、改善に向けた努力が引き続きなされ
ることに期待する。
　民間児童クラブの誘致に関しては、積極的に進めると同時に、事業者の
選定をより適切に行うことが重要だと思われる。

飯田浩之

7 6
放課後児童健全育
成事業

こども育成課



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

適正（付帯意見あり）
本事業の職員配置の件で、拠点と出張広場の重なっている日は、各2名
を職員配置しなければならないのは保育士不足の現状とても厳しい。実
態に合わせた、職員配置と基準緩和をする必要がある。

舘野正弘

適正（付帯意見あり）
桜の子育て総合支援センターのような「誰でもいつでも」という施設をTX
沿線の若いファミリーが多い場所にあればと思う。予約制だったり、週１～
２回開場では利用しづらい。

栗栖和恵

適正（付帯意見あり）
　既に目標値を達成しているものの、研究学園、万博記念公園、みどり野
など、ＴＸ沿線における親子の居場所の不足を補うべく、次期計画を前倒
しして、新規拠点の設置を検討することも必要であるように思われる。

飯田浩之

適正（付帯意見あり）

一時預かり事業は、待機児童数を減らすことができる事業の一つ。保育
士以外の子育て支援員等を増やす取り組みを行政が積極的に取り組
み、待機児童を一人でも減らせる必要性がある。東京都等は充実してい
るので参考にして欲しい。

舘野正弘

適正（付帯意見あり）
・保育所に入所できない定期の利用で埋まるというのは本来の事業の目
的が果たせないということ。施設の整備、保育士の確保に公立が積極的
に取り組む必要がある。

橋本佳子

適正（付帯意見あり）
　公立保育園・幼稚園における受入れの可能性を、引き続き、検討してい
ただきたい。

飯田浩之

適正（付帯意見あり）
共働きが増え、核家族が多いつくば市では、この事業は必須。本事業が
普及しない理由は、看護師不足や看護師給与水準が高い為雇用に結び
つかない所にある。市独自の補助等が必要。

舘野正弘

適正（付帯意見あり）
訪問方病児病後児保育について市民ニーズ調査や検討を進めてはどう
か

橋本佳子

10
一時預かり事業
（保育所等・幼稚
園）

幼児保育課 9

8

病児・病後児保育
事業

幼児保育課 911

9
地域子育て支援拠
点事業

こども政策課



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

適正（付帯意見あり）
保育コンシェルジュには、保育情報提供だけでなく、施設利用調整中の保
護者と保育施設の橋渡し役となることが必要。

髙橋晃雄

適正（付帯意見あり） 電子メールでの相談も受け付けるべき 中嶋信美

適正（付帯意見あり）

　「利用者支援」と「地域連携」の２つに柱からなる「基本型」での実施も視
野に更なる充実が求められる。「基本型」での実施においては、「地域連
携」を視野に、「子育て総合支援センター」のあり方を再検討することが必
要だと考えられる。

飯田浩之

適正（付帯意見あり） 訪問達成率を100%にするには産院との連携が必要。 中嶋信美

適正（付帯意見あり）
訪問した家庭と職員がその後も連絡を取り、何かあれば対応できるような
関係づくりが理想。産後うつで誰かに相談したいとき、訪問してくれた保健
師に頼りたい気持ちがあった。

栗栖和恵

適正（付帯意見あり） 　引き続き、100％の訪問率達成を目指していただきたい。 飯田浩之

適正（付帯意見あり）
訪問した家庭と職員がその後も連絡を取り、何かあれば対応できるような
関係づくりが理想。産後うつで誰かに相談したいとき、訪問してくれた保健
師に頼りたい気持ちがあった。

栗栖和恵

適正（付帯意見あり）

　母子保健型利用者支援事業（母子健康包括支援センター事業）、乳幼
児全戸訪問事業、妊婦検診事業等、関係する事業を一体的に実施するこ
とで、「切れ目のない支援」が実現することを期待する。そのためにも、関
係職種との連携、既存の社会資源の活用に努められたい。

飯田浩之

13 利用者支援事業
こども政策課

幼児保育課
11

14

15 養育支援訪問事業 健康増進課

12

13

乳児家庭全戸訪問
事業

健康増進課



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

適正（付帯意見あり）

障害児保育事業は、どの保育施設にも該当する事業。しかし、医師の診
断書がない理由や看護師又は専門職員の雇用に繋げられない賃金問題
の理由で、受け入れられないことが多い。補助金月額9万円ではなく18万
円へ増額しないとしっかり雇用は難しい。

舘野正弘

適正（付帯意見あり）
市の単独事業である民間保育園の加配保育士補助金が月額10万円で
は、人件費をカバーできないので増額が必要。

髙橋晃雄

適正（付帯意見あり）
加配保育士に限らず、全職員に研修を。園によって障害児への理解に差
があるように思う。

栗栖和恵

適正（付帯意見あり）

・障がいを持つ子供の対応は一定の資格が必要
　と考える。正規職員を増やす努力や民間への支援が求められる。
・医療的ケアー児の訪問保育への補助が新設されている。検討をされた
い

橋本佳子

適正（付帯意見あり）
　変動するニーズに対応できるよう、介助員の確保も含めて、余裕のある
支援体制の整備が必要であると考えられる。

飯田浩之

適正（付帯意見あり）
実施回数180回は、各学校で180回実施したという意味なのか、延べ180
回なのかわかりにくい。延べ180回なら1校あたり6回程度であり、放課後
の居場所づくりという目的はほとんど達成できていないことになる。

中嶋信美

適正（付帯意見あり）
児童館のない地域に住む子どもの居場所づくりの整備をすすめる必要が
ある。学校図室の開放や空き教室にて遊びの場の開催など。

栗栖和恵

適正（付帯意見あり）
・放課後子供教室と放課後児童クラブは目的が異なっている。居場所とし
ての活用は否定しないが連携型が望ましい。・ボランティア頼みでは継続
性が心配。児童館のないところでの良い活用方法に期待したい

橋本佳子

適正（付帯意見あり）
　秀峰筑波児童クラブの専用施設での一体的な取組みを継続すると同時
に、他の教室のあり方についても継続して検討していただきたい。

飯田浩之

20
放課後子ども教室
事業

こども育成課

19 障害児保育事業

幼児保育課

特別支援教育
推進室

16

17



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

要改善

・児童館の職員体制の改善を望む。正規職員での保育士配置が崩れて
いる。
・児童館事業や児童クラブの事業の内容を目的に照らして点検・指導の
できる正規職員の配置が必至
＊方針は１

橋本佳子

適正（付帯意見あり）
研究学園など児童館が設置されていない地域での児童館にかわる活動
が必要。

髙橋晃雄

適正（付帯意見あり）

①昨年度の付帯意見と同様に、引き続き職員の質の向上を図る必要が
ある。また、放課後児童指導員の確保をしっかり行っていただきたい。
②職員のメンタルチェックをしっかり取り入れる必要がある。労働時間に
関係なく、チェックを実施するよう検討していただきたい。

千代原義文

適正（付帯意見あり）
　児童クラブ室の増築を契機に、施設を有効活用すべく、つくば市におけ
る児童館のあり方や果たすべき役割を再検討することが必要であると思
われる。

飯田浩之

22
教育・保育施設で
の体験保育・地域
交流事業

幼児保育課

学務課
適正（付帯意見あり）

　事業推進のためには、施設職員が、関連施設・諸機関、さらには地域に
目を向け、その現状を理解していることが求められる。施設職員の意識変
革、理解の促進を図るような研修機会の充実に努められたい。施設職員
の過剰負担にならないようにすることも重要。

飯田浩之 19

要改善

共働き家庭や核家族などで、休日などの勤務をやむを得ず働く家庭を対
象とした保育サービスは、残念ながらつくば市にはない。最低でも中央地
区に3カ所くらい配備する必要がある。利用者ニーズの把握に努め、実態
調査を求める。

舘野正弘

適正（付帯意見あり）
公立保育園で土日開園、平日休園(園ごとに休園日をずらす)など、サー
ビス業に対応した保育を実施すれば、民間保育園との役割分担が可能と
なる。

髙橋晃雄

適正（付帯意見あり） 非常に重要な事業である。体制強化が必要。 中嶋信美

適正（付帯意見あり）
　重要な事業であり、件数や内容に応じた相談体制が取れているかどう
か、常に見守っていくことが重要だと考えられる。

飯田浩之

休日保育事業 幼児保育課23

2025 家庭児童相談員 子育て相談室

21 児童館の活用事業 こども育成課 18

19
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26
つくば市教育相談
センター

教育相談センター 適正（付帯意見あり） 非常に重要な事業である。体制強化が必要。 中嶋信美 21

27
スクールカウンセ
ラー・スクールサ
ポーターの配置

教育相談センター 適正（付帯意見あり） 常勤職員を各校に最低１名配置してほしい。現状では予約が取りづらい。 栗栖和恵 21

29
つくば子育てべん
り帳

こども政策課 適正（付帯意見あり） ホームページからのダウンロードによる配布もおこなうべき 中嶋信美 23

30 乳幼児の健康診査 健康増進課 適正（付帯意見あり）
今年からの健診時の臨床心理士同席の試みは大変よいと思います。障
害福祉課とも連携して保護者がより相談しやすい、ハードルが下がる対
応をしていただきたい。

浅野英公子 24

31 予防接種 健康増進課 適正（付帯意見あり）

医学的には抗体価を正しく知ることが必要。特に麻疹など、生年によって
接種状況が異なる疾患、また今後助成を検討するおたふく風邪のような
不顕性感染も多くみられる疾患については、抗体検査の助成を行うのは
どうでしょうか。つくば市としても状況が適切に把握できると思います。

浅野英公子 25

34
母子健康手帳の交
付・妊婦健診の実
施

健康増進課 適正（付帯意見あり）
　母子健康包括支援センターの設置、母子保健コーディネーターの配置
による、切れ目のない、きめ細かな事業の展開に期待する。 飯田浩之 27

35
保健師によるハイ
リスク妊婦への支
援事業

健康増進課 適正（付帯意見あり）
実際どのようなケースがあり、支援が行われたかを医療機関にフィード
バックし、医療機関への周知の徹底を測るとよいのではないかと思う。

浅野英公子 28

適正（付帯意見あり）
平成28年度の活動実績に民間14園実施とあるが、ほぼ全国が食育活動
を行っているので、調査方法の明確化が必要。また、37番事業と類似し、
無駄な為、いずれかに簡素化することを求める。

舘野正弘

適正（付帯意見あり）

幼稚園に関しては私立幼稚園についての実態調査を行うこと。
学校に関しては、子供達のあまり好きではない「ゴーヤ」を決まり切った形
で植えても、「食の大切さ」を体験させることにはあまりつながらないので
はないかと思う。何を植えるか、それをどう料理するかまでを生徒に考え
させ、体験させることができるはずだと思う。それは本当の意味での総合
学習であり、単に「食育」ではない。理科や社会の時間でもあり、算数にも
なる。もちろん家庭科も含む。

浅野英公子

38
幼児の食育体験活
動の推進

幼児保育課

学務課
30
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41
つくば市バースセ
ンター事業の整備

健康教育課 適正（付帯意見あり）

バースセンターでの出産件数が少ないように思います。あらゆるリスクを
排除できた妊婦のみに認められると聞いていますが、もう少しひろめられ
ないかと思います。私自身、高齢初妊婦でしたが、（多分バースセンター
の実地調査期間に設けられた）助産師外来を受診し、さまざまな相談に
乗っていただき、大病院にも関わらずとてもよい状態での出産でした。

浅野英公子 32

42 科学教育推進事業 教育指導課 要改善

昨年指摘されている科学フェスティバルのマンネリ化について今年も改善
が見られない点が要改善。児童生徒が自ら考える要素が少ない。完全に
イベント化しており、中学生科学部の一部の生徒以外は単発参加にとど
まっている。小中一貫のプログラムなのでしょうが、このような交流イベン
トの多さがつくば市の教職員の多忙化に拍車をかけている一因ではない
でしょうか。再考を要すると思います。

浅野英公子 33

44
多文化理解を深め
る体験活動

教育指導課 要改善

集会ではなく、つくば市においてはどこの小学校でも必ず在籍している外
国籍の児童生徒の保護者、知人などに直接暮らしのことを聞いたり、通
年カリキュラムでないと児童生徒には響かない。一例を挙げると今年吾妻
小学校では修学旅行前の６年生を対象に「鎌倉で外国人と話そう」という
テーマでAET３名を招いての集会（この事業にあたるかは不明）が行われ
たが、観光地で不用意に「外国人」に話かけることの安全性も含め、疑問
である。

浅野英公子 35

45
子どもの読書活動
推進

教育指導課 要改善

読書を推進するのであれば、中学校に司書教諭補助員を配置してほし
い。また小学校への配置も全校全日を実現してほしい。各校の司書教諭
はベテランの先生で知識はあっても他業務で忙殺されて図書館での指導
を行える状況にない。この事業においては、隣接の土浦、牛久両市に大
きく遅れをとっていることを自覚し、進めるべきであると考える。

浅野英公子 36

46
子どものための読
み聞かせ事業

中央図書館 適正（付帯意見あり）

子どもの通う学校では毎年子ども向け（小４）ブックトーク、また保護者向
けのブックトークもあって充実しているが、学校差が大きいように思う。そ
れは学校側にも情報が届いていないのではないかと思う。できる人員に
限りがあるのは確かであるが、若い司書を養成し、さらに活動を広げて
いってほしい。

浅野英公子 36
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要改善 別紙のとおり 浅野英公子

要改善
①前年度と同様の付帯意見だが、基本的な考えを確立し行動計画策定
において進捗が見られない。
②行動計画の策定と制度設計を進めてほしい。

千代原義文

適正（付帯意見あり）

　全体に、進行の遅れが見て取れる。次期「子ども・子育て支援プラン」に
盛りこむ予定の「放課後子ども総合プランに係る行動計画」を見据えて、
現状の把握、課題の洗い出し、ノウ・ハウの蓄積等を行っておくことが必
要であると思われる。

飯田浩之

適正（付帯意見あり）

公設公営が増えていることを評価します。本来親の働き方改革が先かと
思いますが、現に「放課後の保育に欠ける児童」は私たち大人が作り出し
たわけですから希望者全入が理想。また事業４８との連携を深めることも
必要。

浅野英公子

適正（付帯意見あり）

子ども部の取り組みに関して、一定の評価が見出せたと判断する。待機
児童問題に関して、適正に対応をしていると判断する。特にＴＸ沿線沿い
の人口問題増加は、今後公的施設の不足の問題を露呈するも、適正予
算の中で対処していると判断する。

千代原義文

適正（付帯意見あり）

先日中学生対象に「居場所をつくろう」という会の申し込みが配布されまし
た（別紙添付）が、当事者である中学生には響きにくい呼びかけのようで
した。夕方、土日などにはセンター地区のフードコートは中学生がかなり
たくさんいます。がっつり食べているわけでもなさそうですので、そこが彼
らの居場所なのでしょう。そうした当事者の声をまず聞き、どういう場所に
いつ行けたらよいか、を考えてもらうのはどうでしょうか。

浅野英公子

適正（付帯意見あり）

　事業実施上の課題も大きいものと思われる。
　「青少年の居場所づくり」については、地域交流センターの事業として行
うのが適切であるのかどうかも含めて、抜本的に検討し直すことが必要で
あると思われる。次期「子ども・子育て支援プラン」における位置づけも視
野に、対象となる青少年、支援者、市民の意見を聴取するなどして、調
査・研究を進めておくことが求められている。

飯田浩之

48
放課後子ども教室
推進事業（放課後
子ども総合プラン）

こども育成課

50

49

38

40

39

青少年の居場所づ
くり

生涯学習推進
課

放課後児童健全育
成事業※1-2-1(№
7)再掲

こども育成課
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適正（付帯意見あり）

中学校における家庭教育学級は保護者の参加者数が小学校に比べ激
減するため、７年生保護者だけではなく、（内容的には、8,9年生の親こそ
受けてほしい内容のものもあるため）8,9年生保護者も参加可としてはどう
か。

折本ちはる

要改善 別紙のとおり 浅野英公子

適正（付帯意見あり）

　各学校において組織されている家庭教育学級への参加者が限られてい
る（特に中学校）。現「家庭教育学級」が、家庭の教育力の向上のための
方策として、実質、どのように機能しているのか、家庭の教育力向上の方
策としての是非や可否も含めて、改めて見直すことが求められているよう
に思われる。
　乳幼児家庭教育学級については、つくば市独自の展開を遂げてきたこ
とを踏まえて、今後のあり方を検討することが重要。

飯田浩之

52
ボランティア活動
の推進

社会福祉課
生涯学習推進
課
教育総務課

適正（付帯意見あり）
ボランティアの世代交代がうまくいっていないとの見方がある。子育て・子
育て支援を支えるサークル・団体、人々のネットワークの構築・充実が求
められる。

飯田浩之 42

53
子育て支援員の活
用

こども政策課
幼児保育課
こども育成課

要改善

どのような場面でどのようにこうした人材を活用していくのか、というビジョ
ンが先にあって、そのための養成であるべきではないでしょうか。県に制
度があるからやってみる、というのではなく、昨年の課題にもあったとお
り、まずニーズ調査から始め、必要な人材を育成する、という順序ではな
いかと思います。

浅野英公子 43

54
子どもや子育て支
援サークルの支援

こども政策課 適正（付帯意見あり）
　子育て総合支援センターが、地域の子育て支援ネットワークの拠点にな
り得ているかどうか、現体制においてなり得るかどうか、センターの在り方
の再検討が必要であると考えられる。

飯田浩之 44

51
家庭の教育力の向
上

生涯学習推進
課

41
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要改善

目的効果をしっかり検証してほしい。子育てのコミュニティーがしっかりで
きていれば、待機児童問題や各種保育園・幼稚園の職員の処遇改善にも
大きく影響が出てくるはず。児童クラブの先生方の募集をしてもなかなか
来ないことや、保育園・幼稚園の雇用確保等もあわせて検証を望ぞむ。

千代原義文

適正（付帯意見あり）

　「くすのき会」を一つのモデルとしながらも、それとは別の形での「コミュ
ニティづくり」を模索することが課題。市民から提案や活動を引き出すため
に、また、市民の提案や活動を具体化するために、行政としてなすべきこ
とを市民とともに考えることが大切であると思われる。

飯田浩之

適正（付帯意見あり） フォロー基準が適正であったかの検証はされていますでしょうか？ ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
5歳児健診の早期導入をお願いしたい。
事業No61の5歳児健診との連携を検討して欲しい

江原孝郎

適正（付帯意見あり）
28年度のシートにペアレント・トレーニングの件で課題となっていたが、解
決されたか

橋本幸雄

適正（付帯意見あり）
啓発活動について、他の事業と連帯を検討いただいてはいかがでしょう
か。

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり） 親・子ども・学校への発達障がいの啓蒙活動を行ってほしい。 千代原義文

57
乳幼児のための発
達支援

健康増進課
障害福祉課

55
子育てしやすいコ
ミュニティづくりの
推進

こども政策課

56
乳幼児のための健
康診査

健康増進課 46

45

47
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適正（付帯意見あり）
啓発活動について、他の事業と連帯を検討いただいてはいかがでしょう
か。

ヘイズ紀子

要改善

①放課後児童デイの申し込みの方法に関して、わかりにくいという声が聞
こえてきている。エントリーの方法を他の自治体も参考にしながら、改善を
してほしい。
②放課後児童デイの職員に対する研修制度に関して、市独自に充実した
ものにしたほうがいい。全国的に様々な問題が発出している今、制度の
抜けているところを洗い出し、安全と質の向上を検討するべき。

千代原義文

適正（付帯意見あり）
　支援件数の増加に見合う質の確保がなされているかどうか。支援の質
に目を向ける段階に至っているように思われる。

飯田浩之

適正（付帯意見あり） 事業所不足の改善策はあるのか。又その改善の課題はあるのか。 橋本幸雄

適正（付帯意見あり）
緊急時利用のニーズが具体的にどれくらいあったか調査されていますで
しょうか。

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり） 事業所不足解消の早期実現をしてほしい 江原孝郎

適正（付帯意見あり） 事業所不足の改善策はあるのか。又その改善の課題はあるのか。 橋本幸雄

適正（付帯意見あり）
身体障害児と重度心身障害児のニーズが具体的にどれくらいあったか調
査されていますでしょうか。

ヘイズ紀子

61 障害児就学指導
特別支援教育
推進室

適正（付帯意見あり） 事業No56の5歳児健診との連携を検討して欲しい 江原孝郎 50

60
障害児日中一時支
援事業

障害福祉課

58
障害児通所支援事
業

59
障害児短期入所事
業

障害福祉課 49

49

障害福祉課 48
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適正（付帯意見あり）
人間確保にどのような抜本的な改善策が図られたのか。
人材確保は、どこの職種でもむずかしいが。

橋本幸雄

適正（付帯意見あり）
募集要項の緩和で募集が増えると期待する理由は？
つくば市で保育士、幼稚園教諭が集まらない理由を調査し具体的な対策
をとるべきでは。都内とはまた違った問題やニーズがあるのでは。

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
支援を必要とする児の支援の必要ない兄弟の受け入れ優先を検討して
欲しい。

江原孝郎

64 障害児福祉手当 障害福祉課 適正（付帯意見あり）
事務手引きが十分でないならば、つくば市内の解釈を文書化して一律の
審査ができるようにすべきと考えます。

ヘイズ紀子 52

65 特別児童扶養手当 障害福祉課 適正（付帯意見あり）
周知方法について、他の事業と連帯を検討いただいてはいかがでしょう
か。
事業No６５と６６は扶養手当と福祉手当ですが、同じもの？

ヘイズ紀子 53

66 在宅障害福祉手当 障害福祉課 適正（付帯意見あり） 事業No６５と６６は扶養手当と福祉手当ですが、同じもの？ ヘイズ紀子 53

適正（付帯意見あり） 課題に対する改善案に期待します。 ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
妊産婦健診と連携して要注意妊婦の抽出と経過観察の制度化を実現し
て欲しい。

江原孝郎

63

特別な支援を必要
とする幼児の教
育・保育施設での
受入れ

特別支援教育
推進室

幼児保育課

67
あかちゃん訪問事
業

健康増進課

51

54



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

適正（付帯意見あり）

子どもを市政策の中心に置いているつくばとしては、全国標準よりも手厚
い初動体制（相談対応）とフォローアップを期待したい。相談室へのアクセ
スのしやすさ（SNS,メールなどの活用）、子どもがアクセスしやすい環境を
ご検討ください。

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
　事業番号25と同様、件数や内容に応じた相談体制がとれているかどう
か、常に見守っていくことが重要であり、体制の強化・充実について、更に
検討を重ねることが大切である。

飯田浩之

適正（付帯意見あり） 啓発活動が課題である事業が多いので、連帯を検討ください。 ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
啓発の深化を図るために、人の集まりやすい場所にて、（市役所や駅、
ショッピングモールなど）人目に付きやすい場でのポスター掲示を行って
はどうか。

折本ちはる

適正（付帯意見あり）
情報共有の態勢を構築されたのは良かったと思うが、事例から学んだこ
とを改善案としてフィードバックしたり、過去事例を関係者で共有できるよ
うなシステムができたらなおよい

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
　個別のケースに多方面から対応できるよう、関係諸機関が日常的に情
報交換したり、連絡調整したりするなかで、連携体制の維持・強化に努め
られたい。

飯田浩之

71 児童手当 こども政策課 適正（付帯意見あり）
かなりの高確率で開封されているはずなので、現況届の送付封筒に各種
手当のリストや啓発が必要な事業のリストを同封してはどうか。

ヘイズ紀子 57

73
幼稚園就園奨励事
業

幼児保育課 適正（付帯意見あり） 事業No７１と連帯して周知してはどうか。 ヘイズ紀子 59

適正（付帯意見あり）
財源が寄附頼りなのが疑問。貧困からの脱却に一番重要な教育機会の
提供を是非市主導で検討いただきたい。選定項目を明確にし、勉学意欲
が明確であれば市民の賛同を得やすいのでは。

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり） つくば市として、原資を予算化する必要がある。 橋本幸雄

適正（付帯意見あり）
財源の確保ができ、事業の継続が図れるようになったことを評価したい。
引き続き、財源の確保に努められたい。

飯田浩之

69
児童虐待防止啓発
事業

子育て相談室

68 相談事業 子育て相談室

70
要保護児童に対す
る関係機関の連携

子育て相談室

74 奨学金支給事業 教育総務課

56

55

56

60



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

75
要保護等児童就学
援助事業

学務課 適正（付帯意見あり）
「子どもの貧困」が社会問題化するなかで、経済的支援以外の支援にも
目を配りながら、漏れのない支援に留意されたい。

飯田浩之 61

76
母子・父子家庭に
対する手当等の支
給

こども政策課 適正（付帯意見あり）
事業番号75と同様、「子どもの貧困」が社会問題化するなかで、経済的支
援以外の支援にも目を配りながら、漏れのない支援に留意されたい。

飯田浩之 61

78
ひとり親家庭への
相談事業

こども政策課 適正（付帯意見あり）
具体的に成果が上がってる事業なので、更に資源を追加することで更な
る成果を期待したい。家庭訪問事業、赤ちゃん訪問事業とは連帯している
のでしょうか？　７１と連帯して周知してはどうか。

ヘイズ紀子 63

適正（付帯意見あり）
事業所単位の開催を検討してはどうか。上司と共に参加し共通言語を持
つことでより高い効果が期待できると考える。

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
参加人数の増加を図るため、開催後の報告を行うことで興味喚起を行っ
てもよいのではないか。

折本ちはる

80

一般事業主行動計
画の普及促進及び
子育てしやすい職
場づくりのための
啓発

産業振興課 適正（付帯意見あり）

実際に育児休業等の整備されている事業所リストや紹介を市のウェブ・
広報誌等で紹介などすることで事業所側が競って育児休業を整備する・
促すようなメリットを提供し、同時に育児休業を取得しても良い環境やマイ
ンドセットを市民に醸成する事でつくば独自の育児文化を構築し、つくば
市のイメージアップにもつながるのでは。

ヘイズ紀子 65

適正（付帯意見あり）
普及啓発活動に関し、サロン開催後の報告や配布された父子手帳の内
容に関する案内など周知を図っていただきたい。

折本ちはる

適正（付帯意見あり） 父子手帳のホームページでの公開と定期的見直しをお願いします。 江原孝郎

適正（付帯意見あり）
参加者を更に増すには、父親の参加しやすい日時や条件を検討する必
要あり。

橋本幸雄

適正（付帯意見あり）

参加人数の記載がなく、参加促進が課題のように見受けられるが、元々
の課題（正しい知識の普及と意識の醸成）に対する事業の有効性を検討
し、有効でないとなった場合は課題解決方法を見直すべき。有効であるな
らば継続を。

ヘイズ紀子

79
仕事と家庭の両立
を促進するための
啓発

男女共同参画
室
こども政策課

健康増進課81 父子手帳の配布

64

66

6782
父親の育児参加の
ための各種講座の
実施

こども政策課



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

適正（付帯意見あり）

「子どもを守る110番の家」のタクシー版があり、茨城も参画しているようで
す。https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a01_safety/child/110house.html
つくば市内のタクシー事業者に積極的に協力していただいてはいかがで
しょうか。（すでに対応いただいていたら捨て置きください。）

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり） ステッカーの劣化現象が見られるので、２年に１度は交換の必要あり 橋本幸雄

適正（付帯意見あり） 事業内容の文言で、「幼児教育・保育施設」とした方がいい。 橋本幸雄

適正（付帯意見あり） 自転車利用時のヘルメット着用の広報もお願いします。 江原孝郎

87
幼児２人同乗用自
動車購入費の補助

こども政策課 適正（付帯意見あり） 事業No７１と連帯して周知してはどうか。 ヘイズ紀子 70

適正（付帯意見あり） 事業内容の文言で、「幼児教育・保育施設」とした方がいい。 橋本幸雄

適正（付帯意見あり）
救急救命訓練は検討されていますか？私自身７年生の時に受けた訓練
で弟を救助した経験があるので是非検討頂きたい。

ヘイズ紀子

89
つくば市あかちゃ
んの駅事業

こども政策課 適正（付帯意見あり） あかちゃんの駅を知らせるステッカーがわかりずらいとの声を聞く 橋本幸雄 71

適正（付帯意見あり） 周知対象が区会なのであれば、区長経由で周知すれば済むのでは？ ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
事業の周知方法の一つに、各地区自治会でのお知らせ、報告の配布を
提案する。

折本ちはる

適正（付帯意見あり） 事業No91とほぼ同一事業なので連携して環境整備に当たって欲しい。 江原　孝郎

86
交通安全教育指導
員による交通安全
教室の開催

防犯交通安全
課

90
子どもの遊び場整
備事業

69

70

71

68

こども育成課

88
子どもの防災訓
練・防災教育

幼児保育課
学務課

83
子どもを守る110番
の家

生涯学習推進課



事業
№

計画記載事業名 担当課 評価 意見 委員名
H29進捗
状況掲

載ページ

適正（付帯意見あり）
プレーパークの活動は「つくば市民活動のひろば」で拝見し、とても良いと
思っていました。是非継続してください。

ヘイズ紀子

適正（付帯意見あり）
遊具の点検・整備の他、樹木の剪定も防犯や事故の防止の為、定期的な
実施を願う。

折本ちはる

適正（付帯意見あり） 事業No90とほぼ同一事業なので連携して環境整備に当たって欲しい。 江原孝郎

適正（付帯意見あり）
　公園・遊び場については、安全・安心の観点からの管理に留意するとと
もに、子どもの遊び、子どもの発達等の観点からの有効活用についても
検討することが望まれる。

飯田浩之

7291
公園・遊び場の点
検・整備事業

公園・施設課



事業 No.48 放課後子ども教室推進事業 

評価 要改善 

今年度（平成３０年度）放課後子ども教室コーディネイターを拝命しています。担当校以外にいくつ

かの学校にサポーターとして回り、またその前は保護者として子どもの参加の様子を見ていての意見

です。 

この事業は全面的な枠組みの再構築が必要と考えます。 

もともとこの事業はすべての子どもの放課後の居場所作りのための施策として文部科学省が推進して

いるものですが、全国でさまざまな形で試行錯誤が繰り返され、「ただ１つの解」は存在していません。 

私自身、これまでは児童館の有無くらいしか違いを意識していませんでしたが、いくつかの学校を回

り、これほどまで下校の状況、学校施設などの状況が違うことを目の当たりにし、この事業は学校単

位、地域主体で取り組むべきであることを痛感しているところです。 

以下、現在の形態でどういう課題があるかを立場別に述べ、次に提案を述べます。 

子ども 

まず参加の可否が親の都合で（送迎ができるなど）決定され、また単発イベントなのでチラシ一枚で

子ども自身がそのイベントのイメージを具体的に描くことが難しい。学校の規模によっては、児童ク

ラブ所属の児童は参加できない、などの制限もある。 

また実質活動時間がわずか 40 分程度であるので、「セットされた」「決められた」範囲での活動しか

できない。例えば、もっとお絵かきをやりたい、もっとこの遊びをやりたい、と言ってもほとんどの

場合叶えられず、「次」へ行くことが求められるため、子どもたちにとっての「遊び」（＝放課後の解

放感）が途切れてしまっている。また、人数が多いためか全員が「先生」の指示に「集中」すること

が求められており、これは「放課後」ではなく、「６時間目の特別授業」と言ってもよい形になって

いる。さらに、各イベントはほとんどの場合単発であるので、子どもの魂に残るものがあまりないの

ではないか、と危惧する。（帰宅してもう一度やってみたいと思っても、材料などかなり出来上がった

形で与えられているので、自分で組み立ててやってみることがまずできない） 

保護者 

前述の保護者送迎が求められる学校の場合、保護者都合での参加となり、また申し込みの保護者と送

迎の保護者が異なっている場合など、複雑な事象が発生している。一部の学校ではまだ懇談会時の開

催となっている。懇談会時の開催は保護者にとっては合理的である一方、学校の状況がわかっている

保護者参加がないことは、コーディネイターにとっては負担になり、保護者は「イベントなのね、楽

でいい」というお任せになってしまう。多くの保護者に参加してもらうことはコーディネイターとし

てはとても助かるし、本来的なあり方の一つだと思う。 

学校 

学校によって開催回数が全く異なる（年１〜１０回）。 

多くの学校にとって年数回のイベント。その度にコーディネイターや市と連絡を取り、参加票を集め、

名簿に落とし、提出するという作業は学校にとってはオプションの負担であるととらえられがちであ

る。教職員の多忙さを知っているので、コーディネイターとしてもいきおい「とにかく続けることが



大切だから」と「もっとこういう形にできないか」という提案がしにくい状況になっている。当日も

「放課後」の位置付けであるため、学校の教職員が参加することはほとんどなく、安全責任などの位

置付けが曖昧である。もっとも今の形で担任の先生が参加すれば、それはいよいよ「特別授業」とな

って児童には窮屈なものになることも考えられる。 

 

市職員・コーディネイター 

上記のような学校によって全く異なる状況のなかで、申し込みチラシの作成、実施計画から報告まで

の確認などはすべてつくば市の職員が行っており、その労力は大変なものである。名簿、申し込み用

紙は個人情報保護の観点からすべて単発でシュレッダー処理され、データとして積み上がることはな

い。私は、つくば市が放課後子ども教室の実績について、放課後はすべての子どもに毎日あるはずな

のに「全体で年何回、何人参加」と報告することに強い違和感を覚えていたが、現在のやり方では市

の立場でこのような形での事業捕捉にならざるを得ないことをようやく理解できた。 

一方、コーディネイターは手当があるとは言っても、講師の手配、学校との連絡、名簿作成、サポー

ター募集とその集約など求められている事務作業、責任は膨大である。参加者も毎回変わるので、子

供が把握できず、この立場に立つと、現在の枠組みでは、安全という観点から自由な放課後の保証は

とても不可能であることが理解できる。ベテランのコーディネイターも何人もいるので、もっと違う

形で力を発揮できるのではないかと思う。 

今年は学園単位で担当チームを組み、１名がコーディネイターであるが、コーディネイター以外のメ

ンバーはコーディネイターに準ずる業務をこなしているにも関わらず、当日は保護者やほかのサポー

ターと同じ扱いである。 

また、担当校の配置において、自分の子どもが通ったり、住まいの近い地域を担当しているコーディ

ネイターはあまりおらず、遠くへの配置となっている。いろいろな学校を見るようにという人事の意

図もあろうが、サポーターとして各校への参加はできるのだから、地域主導の事業という意味でも来

年は見直していただきたい。 

協力推進員（講師）も、現在の体制ではなるべく細かく準備をして（その労力は本当に大変なもので

あると思う）簡単な作業だけで同じ結果が得られるものしか企画できないのは仕方がないと思う。逆

に、現在協力いただいている数名の献身的な講師ができなくなればたちまち事業が滞ってしまうこと

になる。 

以上のように、関係者どの立場をとっても、「健やかな育ち」からは程遠い現状にある。 

 

大至急各学校の条件を洗い出し（児童館の有無、下校体制など）、各校１名のコーディネイターを選出

し、地域サポーターをもっと広く募った形での放課後の居場所作りという枠組みに変更することを提

案する。回数としては、いきなり毎日はハードルが高いので、月単位、週単位で例えば「○曜日は学

校にいられる日」という形からスタートすればよいのではないか。 

具体的には 

 児童館が隣接している学校ではスタッフを増やし、児童クラブ以外の児童も校庭での外遊びなど



自由な遊びが保証されるようにする。 

 学校図書館を開放する。 

 児童館がない学校では決められた教室、スペースでの宿題、補習などを実施する。 

 

など、さまざまな形が考えられる。何をするか、についても学校によりニーズが異なるのであるから、

保護者、児童へのアンケートを実施し、教職員も参加して決定していく必要がある。学校施設を使用

するにあたっては責任の所在などいくつかクリアすべき課題があるが、実際にそれらをクリアして使

用している自治体が県内外に多くあることから、つくば市で不可能なほど特殊事情があるとはいえな

いのではないか。そしてすべての学校が同じ条件ではないのだから、同じ事業を同じ回数実施するこ

とが「公平」ではなく、家庭の条件などを勘案せずとも、子どもが望む場所に居られることがこの事

業の根幹であることを念頭に改善に取り組んでいただきたい。 

以上 

２０１８．７ 子ども子育て会議市民委員 浅野英公子 



事業 No.51 家庭の教育力の向上 

要改善 

全地域の保護者対象の「家庭教育セミナー」は一定の参加者があり、継続すべきと考える。

ただし、開催日をに土日を加えるなどの工夫がほしい。むしろ、「家庭教育学級」事業は学校

ごとではないこうしたセミナー主体に移行する必要があるように思う。 

この意見を書くにあたり、担当課より、29年度の各学校の家庭教育学級参加者数のデータを

いただいた。この表をもとに分析してみると（別表添付）相互保育で学級（講座）参加を主

目的とする「乳幼児学級」全員参加を前提としている公立幼稚園を除くと、参加者が非常に

少ない学校が目立つ。参加者数を学級生（人数）に活動回数を乗じた数で割った単純な参加

率でみると、一部の学校でなぜか２倍以上の数字となっている（学級生が 1 年生という建前

だが全学年の保護者参加を認めている例などがあると思われる）一方、その数値が２０％を

切っている、つまり延べ人数であっても参加者が学級生総数の 1/5 以下という学校が多い。

学園地区では 5％という学校すらある。さらに、参加できる人は何度も参加している実態があ

ると思われる。平日の昼間という設定、しかも多くの学校では決まった曜日での開催となっ

ており、限られた参加者しか見込めないのが現実である。専業主婦が多かった時代の名残り

の形態であるといっても過言ではない。1年生の保護者交流を目的に謳っている学校もあるが、

参加者が限られる中ではその目的を達成するのは困難であり、多忙な時代、せっかく参加す

るのであれば、もう少し積極的な学校活動への参加のほうがよいのではないかと考える。 

仕組みにおいても、各学校単位の場合、PTA 主体となるため土日開催などは難しい。懇談会

や授業参観と連動した設定にする試みも一部の学校で行われているようであるが、参加者増

には残念ながらつながっていないようである。 

内容としては、例えば子どものネットリテラシーに関する講座など、すべての保護者にとっ

て必要と思われる内容も多く企画されており、日程が合えば参加したいと考える保護者も多

いはずである。 

したがって、小中学校の保護者対象のセミナー、あるいはワークショップを開催するのであ

れば、市全域の保護者対象、またはいくつかの地域に分けた保護者対象で実施する形に変更

することが、より多くの保護者の参加、また関心を得られるのではないかと思う。 

2018.7 こども子育て会議市民委員 浅野英公子 



 資料１－３

事業No. 担当課 質問内容 回答

２　幼稚園 学務課 - -

　園による定員充足状況は、公立幼稚園のニーズを見る一つの指標か
と思います。地域による違いも気になるところです。また、公立幼稚園が
果たすべき役割を考える際の資料にもなろうかと思います。昨年度の評
価においてもお示しいただいていますが、可能であれば、保育所も含め
て、公立各園の定員と入所児童・入所児数をお示しください。
　昨年度の評価において「要改善」とされたところであり、検討が必要と
の意見が付されたところです。「平成30年度までにつくば市学校等適正
配置計画の見直しを行う」との回答もいただいています。「見直し」の現
状についてお教えください。

公立幼稚園の在籍人数及び充足率は別紙のとおりです。
適正配置計画の見直しに際しては、今後20年程度の人口推計等を委託す
る予定ですが、入札に向けて準備をしているところです。

４　小規模保育事業 幼児保育課 - -

　小規模保育事業については、連携施設の確保が大きな課題になって
いたかと思います。経過措置は平成32年３月までではありますが、それ
ぞれについて、連携施設の確保ができているかどうか、把握していらっ
しゃいましたら現状をお教えください。また、それぞれの園における定員
の充足状況もお教えください。

平成30年６月１日現在、市内全５施設のうち３施設は連携施設を確保してい
ます。
また、定員の充足状況については、２施設で定員枠の100%、３施設で80%以
上の受け入れを行っています。

６　時間外保育事業 幼児保育課 - -
1　目標値63箇所の根拠と実績値57箇所は市内すべての施設という意
味なのか。
2　受入れを行う際の態勢の要件はあるのか。

1　当初の計画で見込んでいた教育・保育施設数が63施設であり、その全て
が時間外保育を行うとした目標値です。また、57施設は市内全ての施設で
はありません。
2　民間保育所等及び小規模保育事業ともに、基準配置（0歳児3人につき1
名、1・2歳児6人につき1名、3歳児20人につき１名、4・5歳児30人につき1名）
により職員を配置することとされています。ただし、民間保育所等では、保育
士の数は2名を下ることはできないとされています。

７　放課後児童健全育
成事業

こども育成課 - -

　待機児童解消のためにご努力いただいているところかと思います。に
もかかわらず、待機児童が多いとのことですが、どの程度の待機児童数
になっているのか、お教えください。行っていただいた中間年度見直しを
踏まえて、進捗状況と今後の方針について、今一度、確認させていただ
ければと思っています。

平成30年５月１日現在での児童クラブの待機児童数は84人で、前年度の同
時期の待機児童数213人から129人減少しています。待機児童解消の進捗
状況としては、児童館で実施する児童クラブ室の増築を予定しており,今年
度、谷田部、竹園西、栄、吉沼、上郷児童館の５つの児童館の敷地内で建
築設計業務委託を行う予定です。その他の児童館については、公共施設の
利用では吾妻小学校の余裕教室を改修し夏休みから児童クラブ室として利
用する準備を進めています。今後、増設が必要な施設については、学校の
余裕教室の転用、公共施設の利用、施設の建築などによる計画を作成し、
併せて民間児童クラブの誘致も推進していきます。

10　一時預かり事業（保
育所等・幼稚園）

幼児保育課 - -

　目標値をなかなか達成できていない状況にあるように思います。主な
原因は、保育士不足でしょうか。それとも、待機児童が出ていることから
の影響等、別の理由があるのでしょうか。理由を把握していらっしゃると
したら、その理由をお教えください。

原因は、保育士と保育室の不足によるものであると考えています。

平成29年度つくば市子ども・子育て支援プラン進捗状況に係る質問事項の一覧及び回答



事業No. 担当課 質問内容 回答

13　利用者支援事業 こども政策課 幼児保育課 健康増進課

1　「特定型」「基本型」「母子保健型」の説明
2　つくば市母子健康包括支援センターの役割とコンシェルジュとの関係
3 つくば市母子健康包括支援センター（母子保健型）の設置等、昨年度
の評価における意見に対応する形でご対応くださり、ありがたく思いま
す。「切れ目のない支援」が必要となるなか、参考までにこのセンターの
具体的な業務について、お教えください。「センター」の設置の成果につ
いて、「成果」の欄に記載されていることを超えて、特段に記すことがあり
ましたらお示しください。

1「特定型」は、主として市町村の窓口で、子育て家庭等の保育サービスに
関する相談に応じ、地域における保育所や各種の保育サービスに関する情
報提供や利用に向けて、保育コンシェルジュが行う支援をいいます。
「基本型」は、地域子育て支援拠点等の身近な場所で、当事者の目線に
立った、寄り添い型の支援及び地域における、子育て支援のネットワークに
基づく支援をいいます。
「母子保健型」は、主として市町村保健センター等で保健師等の専門職が、
妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な相談
に応じ、母子保健サービス等の情報提供等を行う支援をいいます。

2　母子健康包括支援センターの役割は、妊娠期から子育て期にわたるまで
の母子保健や育児に関する相談支援により、切れ目ない支援を行うことで
す。相談時に保育所等の質問があれば、保育コンシェルジュにつなげます。

3　母子保健センターの具体的な業務
・保健師等の専門職を配置し、妊娠届出時の面接等の機会を通し妊娠期か
ら子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。ま
た、必要な支援につなぐための相談等を行う。
・妊娠８か月ごろに初妊婦及び特定妊婦に対し、電話相談を行う。
・必要に応じて支援計画を作成する。
・支援計画に策定されたサービスについては、本人、家族、関係機関との調
整のうえ、必要な支援が提供されるように連絡・調整を行う。
・関係機関とのネットワークをつくり、妊産婦や家族の支援ニーズをふまえた
情報の連携を整備をする。

18　多様な主体が本制
度に参入することを促進
するための事業

幼児保育課 - - 調査、研究の内容を教えてください。
民間事業者からの相談に対し、事業への参入の可能性を探り、適切な指
導・助言を行っている。

19　障害児保育事業 幼児保育課 特別支援教育推進室-

　この間、介助員の不足が問題となっていたかと思います。適正配置に
て対応され、入園希望の障害児全員について受入れを行うことができた
とのことですが、今後の見通しとして、なお、介助員を必要となる状況が
あり得るのか、回答が難しいかと思いますが、見通しをお知らせくださ
い。

　各年度における障がい児介助員の必要数は、特別な支援や配慮を必要と
する幼児の人数だけではなく、当該児の疾患・障がいの状況等、また、各園
における一般職員（幼稚園教諭）の配置状況等も含めて総合的に判断する
必要があり、将来的な見通しを具体的に数値化することは困難です。
　一方で、変動するニーズに可能な限り即応するためには、任用に関する資
格要件（現在幼稚園教諭資格を求めている）の緩和等の対応が必要であ
り、昨年度から引続き検討をしておりますが、現在任用している職員の賃金
に与える影響等も踏まえて慎重に進める必要があると考えております。

20　市内小学校等の余
裕教室を活用して、市民
のボランティアの協力を
得ながら、放課後等の
児童の安全・安心な居
場所づくりを放課後児童
クラブと連携して推進し
ます。

こども育成課 - -

１　児童館の一般来館児への事業と放課後子ども教室での事業の違い
は何ですか。
２　担当課を「教育指導課」から「こども育成課」に変更したことによって
事業の実施に変化がありましたでしょうか。変更の成果がありましたら、
その点についてもお教えください。

１　児童館での事業は、地域の子ども達（一般来館児童を含め）の遊びの拠
点となる児童館で、子ども同士が遊びを通じて健康を増進し、情操を豊かに
することを目的としています。放課後子供教室は主に学校施設を活用し、地
域の方々の協力のもと、子ども達に学習やスポーツ、文化芸術活動、地域
住民との交流活動などの機会を提供することで、放課後などを安全・安心に
過ごす取組を推進する事業です。
2　放課後児童健全育成事業と放課後子供教室の両事業がこども部の所管
となり、今年度から開所した秀峰筑波児童クラブの専用施設で放課後児童
クラブと放課後子供教室との一体型な取組を実施しています。専用施設の１
階で放課後児童クラブを実施し、２階で放課後子供教室「しゅうほう交流ひろ
ば」を実施しています。児童クラブ専用施設での一体的な実施は初の試みと
なり、利用者も増えている状況です。また、児童館での放課後子供教室の
開催を増やしていく予定となっています。



事業No. 担当課 質問内容 回答

21　児童館の活用事業 こども育成課 - -

１　①昨年の付帯意見の中に、職員の疲弊の文言が入っていますが、職
員のストレスチェックに関して、労働安全衛生法第１３条に事業所ごとの
職員の健康管理をする旨記載がありますが、つくば市の本案件に関す
る取組について教えてください。
　昨年度の評価において、受入状況が超過状態であることが問題となっ
ていたかと思います。今回の評価では、その点に言及がありませんが、
現状はいかがでしょうか。
②また同法６６条の１０において、心理的負担の程度を把握する旨の記
載がありますが、つくば市の児童館職員の心理的負担の調査はおこ
なったかどうか教えてください。子どものさることながら、先生方に対する
ケアーの位置づけと市としての先生方への配慮に関する問題です。持続
可能な児童館運営をするうえで絶対に避けて通ることが出来ない部分の
ですので、対処と取組に関する質問をさせていただきます。
２　昨年度の評価において、受入状況が超過状態であることが問題と
なっていたかと思います。今回の評価では、その点に言及がありません
が、現状はいかがでしょうか。

1　①職員の健康管理については、産業医による職場巡視を実施していま
す。児童館施設の職場巡視については、29年度に吾妻西児童館で実施し、
30年度に谷田部児童館で実施を予定しています。
　　②つくば市では、正職員及び週29時間以上勤務の臨時職員に対して、
心理的負担の調査として、毎年１回ストレスチェックを実施しています。

2　受入状況の超過状態の解消については、、今年度、谷田部、竹園西、
栄、吉沼、上郷児童館の５つの児童館の敷地内で建築設計業務委託を行う
予定です。その他の児童館については、施設の増設や公共施設の利用な
どを計画しており、一般来館者と児童クラブ員で超過状態となっている児童
館の過密状態を解消していきます。更に、民間誘致も積極的に推進し定員
の拡大に努めていきます。

23　休日保育事業 幼児保育課 - -
　民間１園での実施ですが、利用状況（利用者数等）が分かりましたらお
示しください。

平成29年度は573人、平成28年度は449人です。

25　家庭児童相談員 子育て相談室 - -
　児童福祉法の改正で、児童相談所から市町村への事案が送致される
ようになったかと思います。平成29年度において、送致されてきた事案
はありましたでしょうか。

平成29年度において、市町村送致事案はありませんでした。ただし、茨城県
で送致の基準を定めた対応要領の制定作業に時間が必要だっため、県南
地区では送致に先駆けて、児童虐待案件のうち軽微な案件（面前ＤＶによる
心理的虐待）のみ児童相談所から市町村へ調査依頼という形式での案件
が４件ありました。その他、日常的に児相と連携しての見守り等の対応をし
ております。

26　つくば市教育相談セ
ンター

教育相談センター- -

①活動実績に関して、トータルの相談件数を教えてください。
②不登校に関する問題は、非常に内容が深いものになりますが、不登
校になるその手前の不登校防止の活動は何かされているかどうか教え
てください。また学校との連携方法はどう行っているのか教えてください。
③②で事悪く不登校になってしまった場合の原因発見とその対処、ＰＤＣ
Ａへの展開はどうしているのか教えてください。
④県の教育センターとの連携行っているのか教えてください。
⑤この問題は一人で悩んでいる生徒を可能な限り発見することから始ま
ると思いますが、教育相談センターとして、学校の教職員に対して教育
指導を行っているか教えてください。

①平成29年度相談件数　１５６６件
②不登校防止の活動・・・県及び市にてスクールカウンセラー，学校生活サ
ポーターを配置し，子どもたちの心のケアを行っている。
　　学校とはケース会議を行い，効果的な対応のための役割分担をしてい
る。
③各学校において，関係機関，各学校の関係職員でケース会議を開き，ア
セスメント，対応を検討している。
④必要に応じて保護者の承諾を得て連携を図っている。連携先：いじめ体罰
サポートセンター，各学校，児童相談所，その他の関係機関
⑤学校生活アンケートの実施及び考察，生徒指導関係職員の研修会，学校
訪問による助言指導の実施。

28　つくば市子育て支援
情報システム

こども政策課 - -
　　アクセス数が、前年度に比べて急激に伸びています。伸びた理由は、
お分かりになりますでしょうか。やはり、携帯への対応でしょうか。

複雑にレイアウトされていたページをスマートフォンでパソコンと同じレイアウ
トにするとともに周知を行いました。その結果、アクセス数が伸びたと推測さ
れます。



事業No. 担当課 質問内容 回答

30　 乳幼児の健康診査 健康増進課 - -

1.乳児健診の未受診者９６名のうち１６名の居所確認とありますが、他の
８０名は未確認、つまり市内に住所がありながら不明なのでしょうか。そ
れとも転居などによるものなのでしょうか。「確認」「未確認」の定義を教
えてください。

2①事業内容に関して、疾病や障がいの早期発見に努めると記載があり
ますが、特に発達障がいについて、例えば定期健診等の面談の中で発
達障がいと明らかに認められる状況であるにも関わらず、保護者が認め
ないという状況の場合の対処の方法を教えてください。
　②またその場合、病院等の紹介を行うことがあるのかどうか教えてくだ
さい。
　③市として発達障がいの啓蒙活動は行っているのか教えてください。そ
の際、ⅰ学校の先生、ⅱ学校の生徒、ⅲ保護者、ⅳ健常者の４者がある
と思いますが、それぞれの啓蒙活動はどうされているか教えてください。
　④受診後のフォローの記載がありますが、障がい児全般にかかること
ですが、フォローの仕方やタイミング等適宜適切な行われ方であったか
どうかの精査はされているかどうか教えてください。指導する側の研修・
勉強会等の開催は行っているかどうか教えてください。

１　未受診者96名のうちの80名については、予防接種履歴、丸福の利用、
保育所入所中または保育所入所予定により、対象児の居所の確認ができ
ています。残りの16名については、家庭訪問により確認を行いました。
「確認」とは、健康増進課や市関係部署により、居所が確認できたということ
です。
「未確認」とは、いずれの方法をとっても市として居所を確認できない場合で
す。
平成29年度各健診において、未確認のケースはありませんでした。
２　①乳児健診は医療機関に委託しています。幼児健診にあたる１歳半健
診、３歳健診における発達障がいのチェックは、医師・歯科医師・保健師・管
理栄養士・保育士等や今年度から加わった臨床心理士が担当しています。
保護者が記入した問診内容や幼児との会話、絵本や積木を利用したやりと
りを通して確認を行っており、必要な方には、健診後にも電話で連絡し、保
健センターで行っている発達相談や、集団遊びを中心としたのびのび子育
て教室に参加していただいています。その流れの中で、保護者の方々は、
お子さんの発達障がいを徐々に受容していくご様子がみられます。
　②保護者の方のご希望があれば健診時も相談先として複数の病院をご紹
介することは可能ですが、まずは前述のような電話相談や発達相談、教室
に参加していただき、その結果必要に応じて病院等を紹介しています。
　③乳幼児の健康診査においては、発達障がいの啓蒙活動は行っていませ
ん。
　④受診後のフォローについてですが、健診時に保護者の方と相談しフォ
ローの仕方やタイミングについて決定しています。保護者によってすぐに相
談を希望される場合はその場で発達相談の予約を入れる事もあります。ま
た様子をみたいという保護者の方は、お電話や来所相談を随時行う形で
フォローしています。指導する側の研修・勉強ですが、健診に携わる専門職
が、統一した問診や相談がおこなえるようマニュアル化しています。年に複
数回、研修会を開催しマニュアルの追加や修正を行いながら学習を行って
います。
　

31 予防接種 健康増進課 - -

1　活動実績には定期接種と任意接種のものが混在しています。各接種
に関するつくば市の助成（この単年度でかまいません）を教えてくださ
い。
２　今後助成を検討するおたふくかぜ、また小児インフルエンザについて
接種実績を教えてください。

１○定期接種（予防接種法によって対象疾病、対象者及び対象期間等が定
められた予防接種、接種料金無料）
　　種類：ヒブ、小児肺炎球菌、Ｂ型肝炎、四種混合、BCG、麻しん風しん、
水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん
○任意接種（予防接種法に基づかない予防接種、保護者がかかりつけ医と
相談し受けるかどうか決める予防接種、接種料金一部助成）種類：小児イン
フルエンザ（対象者は、1歳以上中学３年生、助成金額1回あたり1,000円）
　Ｂ型肝炎（対象者は、４歳未満で定期接種の該当にならなかった児。助成
金額1回あたり3,000円）
※B型肝炎の定期接種はH28.10月から始まった事業ですが、救済措置とし
て期間限定で助成しています。
２　・小児インフルエンザ予防接種助成実績：延べ件数　29,266人
　　・おたふくかぜ接種実績：助成事業を行っていないため、未把握です。

35 保健師によるハイリ
スク妊婦への支援事業

健康増進課 - -

1　延人数が書かれていますが、実人数は何人ですか。また、可能であ
ればカテゴリー（若年者、高齢初妊婦など）別の人数を教えてください。
2　若年者とはどの年代を指しますか。また、これらの見守りに経済的条
件（生活保護受給者など）は含まれていますか。

１　家庭訪問　実6人
　　　 　　   　　延8人
　　電話連絡　実48人（若年妊婦、シングル、高齢初妊婦、精神疾患）
            　  　延48人（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　）
２  10代を対象とします。生活保護受給者だからということだけではなく、経
済的な問題で日常生活に困難さがあるかどうか、母子健康手帳交付時把握
し、ご本人の要望や必要に応じて継続支援となります。



事業No. 担当課 質問内容 回答

49放課後児童健全育成
事業
※1-2-1(No7）再掲

こども育成課 - -

つくばエクスプレス沿線沿いの人口増加問題と相俟って、子どもの人口
増加問題も発生おられる点につき、特に学童保育の円滑な実施のた
め、専用施設の新築や学校の教室の利用をしていただき、誠にありがと
うございます。さて、成果の中にあります、教育局と協議し、学校施設の
借用を受けて定員枠の拡大を図ったと記載がありますが、教育局との協
議内容の詳細を教えてください。また、その協議の中で話しあったと思わ
れますが、今後の人口増加に伴う、この地区の学童不足問題の対処方
法について教えてください。これは現在は待機児童が発生していないと
考えられますが、今後確実に子どもが増えますので、そういった待機児
童が発生した時の対処方法を事前に検討しておく必要があるからです。
特に、この地区において待機児童が発生した場合、現在の待機児童の
比ではないと考えられるからです。よろしくお願いします。

　教育局とは、学園の森及びみどりの学園義務教育学校において、平成30
年度の１年間、学校施設内の多目的室の借用ができないかどうか協議を
し、借用を受けるに至りました。
　その後、学校長と協議し、借用できる多目的室の指定、児童クラブ室とし
て使用する場合の出入口の決定、利用できる時間等を詳細に取り決め、高
学年用の児童クラブ室として４月から使用することとしました。
　学園の森・みどりの学園学校区の児童クラブ不足問題につきましては、学
校側も増加する学級数に対する教室の確保が必至であり、学校施設の借
用は困難であることから、市が平成30年度中に児童クラブ室を新たに建設
し定員増を図るとともに、引き続き民間児童クラブの誘致を積極的に推進し
ていくことで解決していきます。

50　青少年の居場所づく
り

生涯学習推進課 - -
昨年度の評価では、「再検討が必要」との意見が付されたかと思いま
す。それを受けて、再検討に向けた動きがありましたら、お教えください。

今年度、より自主的に活動できる事業とするために市内在学の高校生、中
学生を対象に企画を募集し、実施することを検討しております。
・チラシ配布：市内県立高校1年～3年生、中学校・義務教育学校７年～9年
生
・募集期間：6月26日（火）～7月20日（金）
・企画会議：７箇所地域交流センター（筑波・大穂・豊里・松代・竹園・茎崎・
吾妻）で予定

51 家庭の教育力の向上 生涯学習推進課- -
家庭教育学級の延人数が書かれていますが、実人数は何人ですか。
平日の開催、土日祝日の開催数を教えてください。

１　別紙のとおり参考情報を添付します。

２　平日の開催は386回開催しております。土日祝日の開催については、土
曜日のみ14回開催しております。

53 子育て支援員 こども政策課 幼児保育課 こども育成課
子育て支援員はすでに募集、認定されていますか。またどういう場所で
の活動を想定していますか。

昨年度は、県が市外で実施した子育て支援員研修（県社会福祉協議会へ
委託）を市のホームページ等で募集し、つくば市にお住まいの方も受講し、
認定されています。
（地域型保育：18名、一時預かり事業：8名、利用者支援基本型：7名）
今年度は、県子育て支援員研修がつくば市内でも開催される予定です。
認定された支援員は、保育所、子育て拠点等での活動を想定しています。

57　乳幼児のための発
達支援
63　特別な支援を必要と
する幼児の教育・保育
施設での受入れ
79　仕事と家庭の両立を
促進するための啓蒙

健康増進課 障害福祉課 -

１　①担当課が複数の場合、どのように分担と連携をはかっているので
しょうか
　　②担当課、部署名が変わったところはありますか。

２　No57　障害福祉課の専門職職員の構成はどのようになっています
か。

３　No57　２８年度のシートにペアレント・トレーニングの件で課題となって
いたが、解消されたか

1①随時、各課担当者間での情報共有し、事業の確認あるいは関連箇所の
すり合わせなどして連携している。
　②昨年度、市民部文化芸術課にあった生涯学習係が、平成30年度に生涯
学習推進課となり、教育局へ移行した。
 No20放課後子ども教室事業はH28年度：教育指導課→H29年度：こども育
成課に変更。

２　作業療法士6名　理学療法士3名　言語療法士3名　臨床心理士3名　発
達臨床心理士1名の計16名

３　ペアレント・トレーニングについての課題は解消した。市の福祉支援セン
ターの待機が多いことについては大きな変化はないが、民間の療育機関
（児童発達支援事業所）が増加したことから、福祉支援センター待機の間に
も民間の療育を利用することができるようになってきている。



事業No. 担当課 質問内容 回答

58障害児通所支援事業 障害福祉課 - -

１　障がい時通所支援決定者471名となっておりますが、
①実際相談にきて申し込みをした数量を教えてください。全国的にの放
課後デイに関する問題が発生してと騒がれていますが
②セルフプランを684名作成したと記載がありますが、その後の現場のＰ
ＤＣＡに関しての取組の指導は市としてどのようにしているのでしょう
か？
③②でＰＤＣＡができていない事業所に対して、定期的な内部監査のよう
なものをしているのでしょうか？
④③で問題があった場合の市の対処方法を教えてください。
⑤市として④の問題事業所の処分はどのようになっているのでしょう
か？各質問よろしくお願いします。

２　「成果」の欄に、「障害児通所支援給付決定者471名に対して、684名
の計画相談支援計画書（セルフプランを含む）を作成することができた」
とあります。事業の具体的なことが分かっていませんで申し訳ありません
が、給付決定者471名に対して計画書作成の人数が684名となっていま
す。「セルフプランを含む」からでしょうか。記載方法が、何となく、不自然
に思えます。

１
①障がい児通所支援については、少しでも発達状況が気になる児童が利用
できるサービスとなっておりますので、利用申込みがあった全員に対して、
支給決定をしております。
②障がい児通所支援の利用事業所は、利用契約後、保護者の同意を得
て、利用児童ごとに個別支援計画を作成し、計画に基づくサービスの提供を
行っております。半年に一度、計画の見直しを行い、児童の発達状況に応じ
てサービスを提供していくことになっております。茨城県及び市では、指導監
査の際に個別支援計画の内容を確認しており、必要に応じて、当該計画の
提出を求めております。
③障がい児通所支援の事業所に対しては、定期的に茨城県と市での合同
による指導監査を実施しております。
➃障がい児通所支援の事業所に対し、茨城県及び市での指導監査実施
後、改善すべき事項等があった場合は、茨城県から文書又は口頭での指導
が行われております。市では、県の指導内容に従い、給付費等の請求事項
が伴う場合、過誤調整による給付費の返還を求めております。
⑤障がい児通所支援の事業所において、明らかに不適切な運営及び重大
な不正請求があった場合は、茨城県にて行政処分（勧告・命令・取消）が行
われております。

２ 障がい児通所支援の支給決定者471名と報告させていただきましたが、
正しくは684名となります。訂正させていただきます。
　障がい児通所支援は、利用を希望する障がい児の方全員に支給決定させ
ていただいております。計画についても、支給決定の際に必要なものとなり
ますので、セルフプランを含めた684名分の計画書について提出されており
ます。

59　障害児短期入所事
業
60　障害児日中一時支
援事業

障害福祉課 - - 事業所不足の改善策はあるのか。また、その改善策の課題はあるか。

障がい児の短期入所事業及び日中一時支援事業については、通常の障が
い児はもちろん、重度心身障がい児や医療的ケアが必要な児童など、個々
の障がい児にあった事業所を増やしていく必要があるため、県と連携して新
規事業所の参入促進を行っていくとともに、既存の事業所に対し、様々な情
報提供等を行い、開設に向けた支援を行っていきます。

62　特別支援教育就学
奨励事業

学務課 - -
　「活動実績」の欄に記載されている人数、金額ともに増加傾向にありま
す。理由は背景を把握されていましたら、お教えください。

つくば市内全体の児童・生徒数が増加していることや、保護者の特別支援
教育への理解が深まり、全国的にも増加傾向にあります。

63　特別な支援が必要
な幼児の教育・保育施
設での受入れ、障害児
保育を実施するため、職
員配置等の体制整備を
図ります。

特別支援教育推進室幼児保育課 - 人員確保にどのような抜本的な改善策が図られたか。

　具体的な改善策として、任用に関する資格要件（現在幼稚園教諭資格を
求めている）の緩和を昨年度から引き続き検討しているが、現在任用してい
る職員の賃金にも影響を与える可能性を含むため、各園からのヒアリング
等を実施するなど慎重に進める必要がある。また、限られた人員を効果的
に配置できるよう、本年度当初の配置と同様に、各園からの要望聴取や保
育状況の実地調査などを今後も継続的に行っていく予定である。

74　奨学金支給事業 教育総務課 - -
「Ｈ29末で奨学金基金の残額がなくなった」そうですが、これからも事業
を継続していくために支給する基金をどのようにして募り、また現時点で
どの程度確保できているのでしょうか

　市内の企業等から寄附金を募り、約800万円を確保しました。これにより、
今後も本事業を継続していきます。

75　要保護等児童就学
援助事業

学務課 - -
前年度に比べて、人数、金額ともに増加しているようです。経済的に困
難な家庭が増えているとみてよろしいでしょうか。

近年の実績をみると、右肩上がりの数字になっておりますが、制度の周知な
どの背景も考えられるため、一概には経済的に困難な家庭が増えていると
は断言できません。
また、金額が増えている背景としては、昨年度より国の基準を参考に、新入
学児童学用品費を増額したことも影響していると考えられます。



事業No. 担当課 質問内容 回答

81　父子手帳の配布 健康増進課 - -

１　父子手帳の内容はどの様なものですか。また、何部ぐらい配布してい
るのでしょうか。
２　「活動実績」の欄に記載されている337人に配布がなされたということ
でしょうか。昨年度の評価と記載方法が変わっていることもありますが、
参加数と配布数の関係など、少々、分かりにくいような気がします。質問
というよりもお願いになるのかもしれませんが、いま少し、分かりやすくし
ていただいた方がよろしいかと思います。

１　父子手帳の内容ですが、①妊娠について（母体内での赤ちゃんの成長と
それにともない夫としての家事等サポートに関する提案）、②出産について
③子育てについて（赤ちゃんの発達、沐浴の仕方、離乳食、遊び、事故予防
について）父として記入できるページ等で40ページ、A6サイズ（A5の半分）の
大きさです。マタニティサロン育児編に参加した夫へ320冊、妊婦へ13冊の
333冊配布しています。
２　活動実績の337人は、マタニティサロン育児編に参加した夫320人とマタ
ニティサロン講演会に参加した夫17人を合わせた延参加者数です。次年度
に向けて、わかりやすい記載を検討します。

9 0　子どもの遊び場整備事業 9 1　公園・遊び場の点検・整備事業こども育成課 - -
9 0 ， 9 1 の違いは点検のみですか。
両者を統一することは無理なのでしょうか。

№90は、こども育成課における、区会等が行う子供の遊び場の遊具の設置
及び修繕に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業とな
ります。
No91は、公園・施設課が担当しています。長寿命化計画に基づき子育て家
庭が利用しやすい公園づくりの視点から、点検・整備をする事業となります。



事業No2幼稚園　参考資料

平成30年５月１日現在

園児数 クラス数 園児数 クラス数 園児数 クラス数

大穂 18 1 27 1 45 2 140 32.1%

上郷 33 2 24 1 57 3 140 40.7%

谷田部 86 3 63 2 149 5 175 85.1%

島名 29 1 33 2 62 3 105 59.0%

手代木南 17 1 13 1 30 2 210 14.3%

二の宮 31 2 40 2 71 4 210 33.8%

桜 21 1 29 1 50 2 210 23.8%

竹園東 27 1 34 1 61 2 210 29.0%

吾妻 12 1 24 1 36 2 210 17.1%

桜南 13 1 27 1 40 2 210 19.0%

竹園西 12 1 25 1 37 2 140 26.4%

筑波 20 1 31 1 51 2 140 36.4%

東 21 1 17 1 38 2 140 27.1%

松代 43 2 62 2 105 4 140 75.0%

高崎 20 1 26 1 46 2 210 21.9%

岩崎 4 1 11 1 15 2 210 7.1%

計 407 21 486 20 893 41 2,800 31.9%

充足率

公立幼稚園園児数

園名
年少 年長 合計

定員



事業No2幼稚園　参考資料（保育所入所児童数）

平成30年６月１日現在
認可定員 利用定員 入所児童数

市立大穂保育所 120 120 99
市立上郷保育所 90 90 59
市立今鹿島保育所 90 90 56
市立上横場保育所 135 135 104
市立真瀬保育所 90 90 86
市立稲岡保育所 60 60 47
市立手代木南保育所 120 120 103
市立二の宮保育所 140 140 127
市立松代保育所 135 135 116
市立上ノ室保育所 60 60 42
市立上境保育所 60 60 41
市立上広岡保育所 70 70 57
市立竹園保育所 125 125 117
市立並木保育所 110 110 87
市立吾妻保育所 125 125 124
市立桜南保育所 135 135 111
市立北条保育所 60 0 0
市立小田保育所 60 60 37
市立沼田保育所 90 90 60
市立作岡保育所 60 60 50
市立高見原保育所 60 60 69
市立城山保育所 60 60 56
市立岩崎保育所 60 60 65



平成29年度家庭教育学級調査(3月末現在）
No

学級の人数 活動日
活動
回数

参加人数
(延べ人
数）

対象学年

例 ＊＊交流センター ＊＊＊ ＊＊＊＊＊　＊＊ 76 5/21，6/25，7/6，9/25，11/26，１/28 6回      648人 1年生

1 幼稚園 大　穂　幼稚園 61人 5/16,7/7,10/24,2/1 4回 381 年少・年長
2 小学校 前　野　小学校 25人 6/22,9/7,11/16,2/16 4回 117 １年生
3 小学校 吉　沼　小学校 30人 6/13,10/4,2/23 3回 61 １年生
4 祖父母 吉沼小学校祖父母 28人 5/19,10/14,2/23 3回 51 全学年
5 中学校 大　穂　中学校 174人 6/6，9/2，12/16 3回 40 7年生
6 幼稚園 上　郷　幼稚園 51人 5/31，7/1，11/28 3回 375 全学年
7 小学校 上　郷　小学校 44人 7/8，9/14，12/15 3回 115 １年生
8 小学校 今鹿島　小学校 29人 7/14,10/27,2/15 3回 97 １年生
9 小学校 沼　崎　小学校 102人 6/23，7/7，9/21，10/27，12/8 5回 137 １年生
10 中学校 豊　里　中学校 163人 6/21,9/26,12/14,2/22 4回 211 7年生
11 乳幼児 谷田部　乳幼児 34人 5/18,5/25,6/1,6/8,6/15,6/22,6/29,9/7,9/14,9/21

,9/28,10/5,10/12,10/19,10/26,11/2,11/9 17回 1,232
12 幼稚園 谷田部　幼稚園 125人 5/30，7/11，9/26，12/4 4回 526 年少・年長
13 小学校 谷田部　小学校 869人 7/4，9/27，12/12 3回 134 全学年
14 小学校 谷田部南小学校 84人 9/29，11/18 2回 178 全学年
15 小学校 柳　橋　小学校 121人 5/10,7/5,10/24,12/6 4回 121 1年生
16 中学校 谷田部　中学校
17 乳幼児 松　代　乳幼児 31人 5/23，30，6/6，13，20，27，7/4，11，9/12，19，

26，10/3，10，17，24，31，11/7 17回 1,058
18 幼稚園 手代木南幼稚園 26人 6/1,9/20,10/27,1/26 4回 44 年少・年長
19 幼稚園 松　代　幼稚園 119人 6/2,9/14、15,11/2、9,12/13 6回 325 年少・年長
20 小学校 手代木南小学校 55人 6/29，10/20，11/17 3回 171 1年生（講座によっては全学年）

21 小学校 松　代　小学校 112人 6/17，10/16，12/1 3回 112 全学年
22 中学校 手代木　中学校 151人 7/7，2/16 2回 58 １学年
23 乳幼児 二の宮　乳幼児 26人 5/16，5/23，5/30，6/6，6/13，6/20，6/27，7/4，

7/11，9/5，9/12，9/19，9/26，10/3，10/10， 17回 993
24 幼稚園 二の宮　幼稚園 82人 6/22，9/12，12/12 3回 221 年少・年長
25 幼稚園 　東　　幼稚園 33人 6/15,9/21,11/16,2/5 4回 153 年少・年長
26 小学校 二の宮　小学校 117人 6/30,9/22,11/8,2/27 4回 389 1年
27 小学校 　東　　小学校 378人 7/3,10/16,12/11 3回 132
28 中学校 谷田部東中学校 550人 7/6,10/19,11/20,2/2 4回 79 全学年
29 乳幼児 島　名　乳幼児 36人 5/24，31，6/7，14，21，28，7/5，9/6，9/13，20，27，

10/4，11，18，25，11/1，15 17回 1,287
30 幼稚園 島　名　幼稚園 62人 6/13,9/21,11/14,2/9 4回 103
31 小学校 真　瀬　小学校 29人 6/20,10/20,11/7,2/8 4回 40 1学年
32 小学校 島　名　小学校 133人 6/16，10/17，12/15 3回 86 1学年
33 中学校 高　山　中学校 86人 7/6，2/21 2回 55 7学年
34 幼稚園 　桜　幼稚園 57人 5/18，6/27，7/8，10/30，11/28，1/25 6回 507
35 小学校 　栄　　小学校 42人 6/23，10/20．12/14 3回 352 １学年
36 小学校 九　重　小学校 46人 7/5，9/12，12/5 3回 93 １学年
37 中学校 　桜　　中学校 280人 6/7，7/7，11/22 3回 51 全学年
38 乳幼児 栗　原　乳幼児 31人 6/9，6/16，6/23，6/30，7/7，7/14，9/1，9/8，

15，22，29，10/6，13，20，27，11/10 16回 992
39 小学校 栗　原　小学校 37人 6/12,11/9,2/27 3回 52 1年
40 小学校 大曽根　小学校 109人 6/28，10/19，1/27 3回 226 １年生
41 小学校 　要　　小学校 42人 6/21,10/18,12/13,2/21 4回 60 １，２年生
42 乳幼児 竹　園　乳幼児 34人 5/26,6/2,6/9,6/16,6/23,6/30,7/7,9/1,9/8,9/15,9

/22,9/29,10/6,10/13,10/20,10/27 16回 1,127
43 幼稚園 竹園東幼稚園 47人 7/14，10/24，2/21 3回 134
44 幼稚園 竹園西　幼稚園 47人 4/21,6/21,10/17,12/13 4回 218
45 小学校 竹園西　小学校 626人 7/10,9/21,10/26,12/8 4回 151 全学年
46 小学校 竹園東　小学校 531人 6/28,10/24,12/15 3回 78 全学年
47 中学校 竹園東　中学校 568人 7/5，11/6 2回 37 全学年
48 乳幼児 並　木　乳幼児 28人 5/24，5/31，6/7，6/14，6/21，6/28，7/5，9/6，9/13，

9/20，9/27，10/4，10/11，10/18，10/25，11/1，11/8 17回 1,013
49 幼稚園 桜　南　幼稚園 58人 7/7，10/31，11/16，1/31，2/26 5回 310
50 小学校 並　木　小学校 324人 6/6,7/10,9/29,1/23 4回 171 全学年
51 小学校 桜　南　小学校 406人 6/20，10/26，12/12 3回 54 1-5年
52 中学校 並　木　中学校 406人 6/26,10/28,12/14 3回 212 全学年
53 乳幼児 吾　妻　乳幼児 28人 5/18，25，6/1，8，15，22，29，9/7，14，21，28，

10/5，12，19，26，11/2，11/9
17回 980

54 幼稚園 吾　妻　幼稚園 45人 6/26，10/4，11/27 3回 184
55 小学校 吾　妻　小学校 421人 5/16，6/27，28，10/3，11/28 5回 151 全学年
56 小学校 葛　城　小学校 84人 6/21,9/19,11/15,2/7 4回 314 全学年
57 中学校 吾　妻　中学校 273人 6/19，9/22，11/30 3回 51 全学年
58 小学校 北　条　小学校 29人 6/14,9/22,1/19 3回 174 １学年
59 小学校 田　井　小学校 8人 6/21，9/6，12/16 3回 48 １学年
60 小学校 小　田　小学校 10人 6/23,10/20,1/18 3回 50 １学年
61 小学校 筑　波　小学校 8人 6/6,9/12,11/27 3回 48 １学年
62 中学校 筑波東　中学校 69人 7/7,12/8,2/2,2/17 4回 295 ７学年
63 幼稚園 高　崎　幼稚園 46人 5/15，6/19，10/23，12/11 4回 104
64 小学校 小野川　小学校 279人 6/3，9/14，12/8 3回 61 全学年
65 小学校 茎崎第一小学校 550人 6/28，7/11，10/18，12/4 4回 94 全学年
66 中学校 高　崎　学　園 312人 5/10，9/25，12/4 3回 58 8年生
67 乳幼児 茎　崎　乳幼児 16人 5/23，5/30，6/6，6/13，6/20，6/27，9/5，9/12，

9/19，9/26，10/3，10/10，10/17，10/24，10/31， 17回 628
68 幼稚園 岩　崎　幼稚園 30人 6/23,7/7,9/15,11/8,12/21 5回 212
69 小学校 茎崎第二小学校 128人 6/15,10/5,2/8 3回 46 全学年

70 小学校 茎崎第三小学校 173人 6/12，9/20，1/23 3回 53 全学年

71 中学校 茎　崎　中学校 196人 6/7，9/21，12/19 3回 60 全学年

72 乳幼児 春日乳幼児 23人
5/26，6/2，6/9，6/16，6/23，6/30，7/7，9/1，

9/8，9/15，9/22，9/29，10/6，10/13，10/20，

10/27，11/10
17回 806 全学年

73 幼稚園 筑　波　幼稚園 53人 6/14，7/7，11/2 3回 309 全学年

74 小中学校 春　日　学　園 1433人 7/4，9/25，10/26，12/4 4回 207 全学年

75 中学校 筑波西　中学校 49人 6/19，10/27，12/7 3回 161 7年生

76 小学校 　菅　間　小学校 10人 7/7，10/6，12/9 3回 29１学年(1部全学年)

77 小学校 作　岡小学校 24人 7/7，9/29，12/8 3回 61１学年(1部全学年)

78 小学校 田水山小学校 21人 7/7,9/15,11/10,2/15 4回 139１学年(1部全学年)

計 12,003 400回 20,243

入力
（事業実績報告書を参考に記入)

豊里交流センター
８４７-８４４４

松代交流センター
８５２－３２０３

所　属 校種別 学　　級　　名

大穂交流センター

51　家庭の教育力の向上（家庭教育学級の参加者人数）

小野川交流センター
８３８－０５０２

谷田部交流センター

茎崎交流センター
８７６－３３１１

文化芸術課

文化芸術課

竹園交流センター
８５１－３０８５

並木交流センター
８５１－３０８４

吾妻交流センター
８５２－５８９２

筑波交流センター
８６７－３１３５

二の宮交流センター
８５２－５４８８

島名交流センター
８４７－６０６１

桜交流センター
８５７－３３１１

栗原交流センター
８５７－２６８４

備考

入力
（閉級報告
書参考に記

入のこと）
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平成 31 年 3 月  

        つくば市長  五  十  嵐 立 青  

 



つく ば市 の魅 力あ る 保育 環境  
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１  ガイドライン策定の趣旨  

近年、保育需要の増大と家族形態や就労状況の変容などを背景に、保護者の保育

ニーズもますます多様化しています。市には、子ども・子育てを支える基盤の量的拡

大に加えて、多様な保育ニーズへの対応が求められています。  

保育事業が多様化し実施主体も多元化する中で、市内全ての保育所（園）、幼稚園

及び認定こども園など（以下「保育施設」という。）において、子どもたちの育ちに

十分配慮しながら、質の高い保育・幼児教育（以下「保育」という。）を計画的かつ

確実に子どもたちに提供するためには、保護者、事業者、地域、行政などが共有し、

相互に連携・協力していく仕組みづくりが不可欠です。  

このガイドラインは、平成 29 年７月から「（仮称）つくば保育の質ガイドライン

策定会議」を開催し、ワーキング会議での現場の保育士や教諭の方の意見、保護者、

保育士、教諭、保育事業者などを対象とした「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」

アンケート結果、「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」ワークショップでの意見

などを踏まえ議論し、作り上げたものです。  

本ガイドラインは、子どもを中心とした保育を実践するため、行政や事業者など

の果たすべき責任と役割を定めています。また、保護者の参加・参画を推進すること

や、地域の資源を生かしながら包括的にささえていく仕組みを構築することにより、

保育の質の向上を目指すものです。  

                                          

２  ガイドラインの活用方法  

本ガイドラインは、保育士をはじめ、職員の方々一人ひとりに日々の保育で活用

していただくとともに、保護者、事業者、地域、行政などが果たすべき責任と役割を

広く共有し、保育施設における保育の内容や取組について理解を深めていただくた

めに活用してください。  

市が目指す保育の具体的な確認項目は、チェックボックス形式で挙げています。

保育に関わる全ての職員が、各保育施設の守るべき基準だけでなく、安心の子育て環

境を実現し、保育の質を向上させていくための自己評価や研修、保育施設の運営状況

の監査などにも活用してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

チ
ェ
ッ

ク
！ 

レ  
【権利の保障】  

子どもの権利について、職員全体で理解し、十分配慮しましょう。 
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３  ガイドラインの位置づけ  

  

保育の質のガイドラインは、保育需要の増大やますます多様化する保育ニーズに対応   

し、安心の子育て環境を実現するに当たり、つくば市の保育の質を高めるための指針と  

なるものです。今後も、保育を取り巻く環境や状況の変化に合わせ、更新していくことと  

します。  

 

※位置付けイメージ  
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                         

                          

                

                                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法、学校教育法  等  

保育所保育指針、幼稚園教育要領  

幼保連携型認定こども園教育・保育要領  

保育の質ガイドライン 

保育目標・保育課程  等  

指導計画・保育マニュアル  等  

保 育 実 践 

つくば市未来構想  

子ども・子育て 

支援法 

つくば市戦略プラン 

つくば市子ども・子育て支援プラン 

各保育施設独自の保育理念 
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４  つくば市の保育の目指すもの  

 

 

「安心して子育てができるまち・つくば」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

子どもの権利 

職員に求めら

れる資質 

保育環境 

支  援  

安全管理 

保育内容 

全ての子どもが安心し

て、心身共にのびのび

と生活できる保育 

権利 

子ども一人ひとりに寄

り添い、発達課程に応じ

た必要な保育や援助 

子どもが安全に

生活できる保育

環境 

明日の保育に 

つながる保育計画 

生活と遊びの中で、生命の保

持・情緒の安定・健康な心と

体・社会性を身につけるため

の基礎を培う 

安全で安心な食事の提供 

おいしく楽しく食べられる

環境づくり 

子どもたちが元気に健

康な生活を送るための

配慮・援助 

安心・安全 

・危機管理 

保護者・地域と連携した

子育て支援 

   

～安心の子育てを実現するために～  
  
  つくば市の保育において、質の向上を図るために、６つの大きな柱
を立て、子どもに関わる一人ひとりがこの柱に掲げる各確認項目の
留意・向上に努め、６つの柱がつながることによって、安心の子育て
の実現を目指していきます。  

安心の子育て

の実現 
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 (1) 子どもの権利  

    全ての子どもが安心して、心身共にのびのびと生活できる保育を行います。  

 

子どもの権利とは、全ての子どもが心身共に健康に、自分らしく育つための権利で

す。子どもの権利条約では、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参

加する権利」の４つの権利が記されています。子どもが置かれている環境はそれぞれ

違っても、子どもたちには、最善の保育を受ける権利があります。  

子どもの気持ちに寄り添い、子どもの尊厳を尊重し、健やかな成長を見守り、支え

ながら、保育を行っていく必要があります。  

また、子どもの人権を著しく傷つける虐待の防止や予防についても努めていきま

す。  

①  人権の尊重  

【権利の保障】  

 子どもの権利について、職員全体で理解し、十分配慮しましょう。  
 

 

【保育の権利】  

 子どもが何を求めているかを把握し、子どもにとって最善の保育を心がけま  

しょう。  

 

 

【子どもへの配慮】  

子どもの良さを積極的に見つけ、誉めたり、励ましましょう。  
 

 

【個人情報の保護】  

 個人情報保護について、職員全体で理解し、守りましょう。  
 

 

【差別の禁止】  

子どもの生活習慣や文化の違いを知り、認め合う心を育てましょう。  
 

 

【性的差別の禁止】  

子どもの服装、遊び方、役割など、性の違いに対して、固定的な概念を植え  

付けない配慮をしましょう。  

 

 

【子どもの養護】  

 特別な支援を必要とする子どもの保育について配慮をしましょう。  
 

 

  

②  虐待などの防止と早期発見  

【日常生活での気づき】  

 常に子どもの身体的・心理的状態を把握するよう心掛けましょう。  
 

 

【虐待の防止】  

 子どもに対し、威圧的、命令的、否定的な言葉遣いや叩く、つねるなどの体罰  

は絶対にやめましょう。  

 

 

【虐待の早期発見】  

子どもの受け入れ・見送り時に保護者との対話の中で、子どもや保護者の様子  

を把握しましょう。  

 

 

  ★子どもの様子に異変を感じたとき、傷や痣を発見したとき、子育てに関する悩みがある  

保護者がいたときなど、つくば市子育て相談室にご相談ください。☎029-883-1149、1150 
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(2) 職員に求められる資質  

子ども一人ひとりに寄り添い、発達過程に応じた必要な保育や援助を行います。  

 

保育の質の確保・向上を実現する基本は、保育施設に勤務する職員一人ひとりの資

質です。  

保育施設は、質の高い保育を展開するため、絶えず、一人ひとりの職員についての

資質向上及び職員全体の専門性の向上を図るよう努めなくてはなりません。  

また、全ての職員は、子ども一人ひとりの違いを認められる価値観及び倫理観、か

つ保育者としての責任を持って保育に当たり、常に自己評価に基づく課題などを踏

まえ、保育技術や知識を高める意欲がなくてはなりません。  

つくば市の保育施設では、全ての職員が職務への責任感を持ち、子ども一人ひとり

を大切に思う、温かい心を持つ人間性と専門性の向上に努め、保護者と寄り添い、子

どもや保護者から信頼され尊敬される職員であることを目指します。  

 

【全ての職員の倫理観】     

保育所保育指針、幼稚園要領などの理解、職員間での助言指導などをし、保

育者・教育者の自覚（命を守る仕事の意識）を持ち保育に取り組みましょう  

常に危機管理意識を持ち行動をしましょう。  

 

 

【自身のスキルアップ】  

職務内容に応じた研修受講、他園などとの交流等、自身の保育の振り返りを  

行いましょう。  

 

 

【職員間のコミュニケーション】  

 様々な事項を理解できるよう、信頼関係を築き組織として保育の質の向上を  

図りましょう。  

 

 

【保育の中での自然体験】  

 自然を生かして楽しむことにより、子どもが豊かな心を育んでいけるよう自  

然と関わる取組をしましょう。  

 

 

【子どもに寄り添う保育】  

 積極的に子どもに関わり、子どもと関わることを喜び、一緒に楽しみ保育を  

行いましょう。  

 

【子どもの個性に合わせた保育】  

 一人ひとりの発達過程を理解し、個々の成長・発達に合わせ、先を見通した  

援助をししょう。  

 

【保護者との信頼関係】  

 保護者の気持ちに寄り添い、共に子どもの成長を喜び、発達を支援し、保護

者からの相談、保護者への助言を行いましょう。  
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(3) 保育環境  

    子どもが安全に生活できる保育環境を整えます。  
  

   教育・保育施設は、人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊

かなものとなるように、計画的に環境を構成し工夫して保育を行います。  

子どもたちは、適切に整えられた環境の下、生活や遊びを通して様々な力を身に

付けていきます。自らを取り巻く環境に主体的に関わり遊ぶことで心身の発達が促

され、人間として尊重され愛されることにより人への信頼感が育まれていきます。  

職員は子どものための保育環境を構成するとともに、常に確認を怠らず、子ども

の健康に気を配り、子どもが安心して安全に過ごせる環境を整えます。  

つくば市では、子どもたちの安全な生活と、成長に合わせた環境の整備を行って

いきます。    

【安全・安心な室内の環境】  

施設内（保育室・調理室・トイレなど）の清掃、おもちゃなどの子どもたち

が使用する備品類を常に消毒することで、いつも清潔が保たれるようにしま

しょう。  

 

 

【適切な室内の環境】  

室内の温度、湿度、換気、音などの環境は、常に適切な状態に保持をしまし  

ょう。  

 

【施設内外の死角を作らない配慮】  

子どもたちの安全のため、保育者からの死角を作らないように配慮しましょ  

う。  

 

 

【子どもの成長に合わせた配慮】  

 子どもの成長に合わせた玩具、遊具、絵本を子どもの手の届く場所に適切な  

量で用意し、子どもが自由に遊び、主体的に遊びを展開できるよう配慮をし  

ましょう。  

 

 

【人的配置による保育環境の整備】  

適正な保育士の配置と、特別な支援を必要とする子どもがいれば加配保育を  

配置するなどして、集団保育が安全で情緒の安定した生活となるように保育  

環境を整えていきましょう。  

 

【労働環境の整備】  

地域の保育や子育て支援を担う子育て支援員（※注１）の育成を図り、保育  

者の労働環境を整えていきましょう。   

 

【外遊の取組】  

 園庭や園外での活動により、のびのびと体を動かす楽しさや自然物との関わ  

りを通し、季節を感じられるように環境を整えていきましょう。  

 

【乳幼児に必要な保育環境】  

はいはいや、つたい歩きができる安全な空間を、保育室の広さや間取りを考  

慮して確保しましょう。（０・１歳）  

 

【遊びに適した空間作り】  

 友だちと好きな遊びができる空間や、一人でじっくりと遊びを楽しむことが  

できる空間の設定をしましょう。  

 

 

 （※注１）  

子育て支援員とは・・・「子育て支援員研修」の全科目を修了し、「子育て支援員研修修了証      

書」の交付を受けたことにより、子育て支援員として子育て支援分野の                  

各事業に従事する上で必要な知識や技術等を習得したと認められる者。 
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(4) 保育内容  

 ①  保育計画  

   保育の全体的な計画を実践し、日々の保育を振り返り、子どもの生涯に渡る生き  

る力の基礎を培い、社会や世界の状況を視野に入れ、社会に求められる資質や能力

を育み、明日の保育につながるよう努めます。  

 

保育施設における保育の特性は、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るため

に保育者などが行う援助や関わりである「養護」と子どもが健やかに成長し、その活

動がより豊かに展開されるための発達の援助である「教育」との「養護と教育の一体

的な展開」であり、子どもの気持ちをしっかりと受け止め、子どもの育ちを踏まえ援

助していくことが大切です。保育者は、子どもと生活を共にしながら、子どもの全て

を受け止め、その心身の状態に応じたきめ細やかな援助や関わりをしていくことを

基礎とし、子ども一人ひとりが生きる力の基礎となる心情、意欲、態度を身に付けて

いけるように保育を展開します。  

保育の内容は、０歳から６歳までの子どもの年齢に応じた発達の特徴を見通し、各

保育施設の保育理念や保育方針、地域性等を反映させながら保育計画を立て、計画に

基づく保育を展開し、日々の保育を振り返り評価することにより、明日の保育に反映

されることを繰り返すことが、保育の質の向上につながります。  

計画された保育は、子どもの主体性を尊重し、その時々の子どもの状態に応じた応

答的な環境の構成や援助を行うことが重要です。職員の適切な援助によって、子ども

が自らやってみようとする意欲や興味関心、好奇心、探究心等の心情、考える力や認

識力が培われ、自信や自己肯定感が育まれていきます。  

つくば市では、これらを踏まえ、子どもが生涯にわたる生きる力の基礎を培う保育

を実践できるよう、保育施設の職員自らが保育の質を高めていくことが目標です。  

   

【「子どもの最善の利益」の考慮】  

保育施設の理念、保育の方針や目標、指導計画などに基づいて保育に当たり

ましょう。  

 

 

【子どもの成長の道筋の計画】  

 各保育施設の独自性や創意工夫された保育内容での保育計画を立て、応答的  

な援助を行いましょう。  

 

【様々な環境の子どもへの保育】  

 子どもの個々の発達や地域の特性、年齢別、家庭環境をもとに計画を立て、

保育に反映しましょう。  

 

 

【子どもの成長過程の見守り】  

 児童票、保育日誌、施設日誌、保健日誌、幼稚園指導要録などで子どもの成  

長を記録しましょう。  

 

 

【異年齢児との交流の場】  

 相互作用を通しての体験として、異年齢児との触れ合いや交流の場を計画し  

ましょう。  
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②  生活と遊びの中の保育  

生活と遊びの中で、生命の保持・情緒の安定、健康な心と体・社会性を身につける   

ための基礎を培います。  

 

 保育施設の子どもたちは、日々の遊びを通し言葉や数、自然現象や科学に対する興

味関心、表現する力を身に付けていきます。  

子どもの表現は、遊びや生活の様々な場面で表出されているものであることから、

それらを積極的に受け止めることが、様々な表現の仕方や感性を豊かにする経験と

なります。  

また、「 (仮称 )つくば保育の質ガイドライン」アンケート調査結果では、「保育の

中で望むもの」の項目について、職員及び保護者共に「自然体験を多く取り入れてい

る」が多い回答となりました。（※P20 参照）  

つくば市では、豊かな自然を日常的に感じながら、職員の適切な援助のもとで様々

な体験をし、子どもの好奇心や探究心を育てていきます。  

また、保育者や家族、周囲の大人との温かい言葉やスキンシップなどの触れ合いに

よって、子どもが人に対し慈しみを持ち、未来に向かって生きる力の基礎を培うこと

を援助していきます。  

 

     ア   1 歳未満児  

 乳児期の発達については、視覚、聴覚等の感覚や運動機能が著しく発達し、特定   

の大人との愛情豊かな応答的な関わりを通じ、情緒的な絆が形成される特徴があり

ます。  

また、この時期の保育については、心身の機能の未熟さに伴う疾病の発生が多いこ

とから、一人ひとりの発育及び発達状態や健康状態についての適切な判断に基づく

保健的な対応も必要であり、養護における「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わ

る保育の内容との一体性をより強く意識し、保育を行うことが重要です。  

つくば市では、保護者との信頼関係を築きながら、保育士、看護師、栄養士、調理

員、嘱託医などの専門性をいかした素早い対応をし、子どもが健やかに伸び伸びと育

つ基盤を培います。  

 

【保育士、看護師、栄養士、調理員、嘱託医等との連携】  

専門性を生かした素早い対応をしましょう。  
 

 

【生命の保持、情緒の安定】  

一人ひとりの発育及び健康状態を把握し、表情豊かに優しく語りかけ、保育

に  

あたりましょう。  

 

【視覚、聴覚の発達の支援】   

玩具の種類や色、大きさを工夫し、音の大きさ採光に配慮をしましょう。  
 

 

【健康に伸び伸びと育つ】  

 発育に応じての体を動かす機会の確保や工夫をし、子どもが自ら体を動かす  

意欲を育てる様々な取組をしましょう。  

 

 

【保護者との信頼関係】   

保護者からの相談などに対し、助言及び支援に努めましょう。  
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イ  １歳以上３歳未満児  

     １歳以上３歳未満児については、歩き始めから、歩く、走る、跳ぶなどへと基本的   

な運動機能が次第に発達し、排泄の自立のための身体的機能も整うようになります。 

また、指先の機能も発達し、食事、衣類の着脱も保育士などの援助の下、自分で行

うようになり、発声も明瞭になってくるため、語彙も増加し、自分の意思や欲求を言

葉で表出できるようになります。  

このように、自分でできることが増え、自我が形成され、子どもが自分の感情や気

持ちに気付くようになる重要な時期であり、保育士などは、子どもの生活の安定を図

りながら、生活と遊びの中で、自発的な活動を尊重し、温かく見守るとともに、愛情

豊かに、優しく応答的に関わることが必要となってきます。  

つくば市では、個別の対応を大切に子どもが他の友だちや保護者、保育士などの温

かい関わりにより、豊かな感性や表現する力を養い、明るく伸び伸びと生活できるよ

う援助します。   

 

【保育士、教諭、看護師、嘱託医等との連携】  

専門性を生かした対応に努め、子どもの健康な成長の見守りをしましょう。  
 

 

【身近な人との触れ合い】    

 保育士等や他の友達との関わり、周囲の大人との関係等、人と関わる力が  

養われるよう援助をしましょう。  

 

【健康な心と体】  

 子どもが明るく伸び伸びと生活し、自ら体を動かすことを楽しめるよう取組  

をしましょう。また、子どもの気持ちに配慮した触れ合いを行いましょう。  

 

 

【自然環境との触れ合い】  

 身近な生物や自然との日常的な関わりをもち、生命の尊さに気付く経験につ  

ながる様なやりとりをし、周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わ  

り、生活に取り入れていこうとする力を養う取り組みをしましょう。  

 

 

【言葉表現の重要性】  

保育士等の言葉の役割の重要性に留意し、子どもの気持ちや経験等の言語化  

の援助を行いましょう。  
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     ウ  ３歳以上児  

 ３歳以上児については、運動機能の発達により、基本的な動作が一通りできるよう

になるとともに、基本的生活習慣の自立、語彙の増加、知的興味や関心の高まりに加

え、仲間と遊び、仲間の一人という自覚が生じ、集団的な遊びや協同的な活動も見ら

れるようになります。３歳以上児の保育においては、これらの発達の特徴を踏まえ、

個の成長と集団としての活動の充実を図ることが大切です。  

また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（健康な心と体、自立心、協同性、

道徳性、規範意識の芽生え、社会生活との関わり、思考力の芽生え、自然との関わり・

生命尊重、数量・図形、文字等への関心・感覚、言葉による伝え合い、豊かな感性と

表現）を念頭におき、幼児教育から小学校教育への「学びの接続」を円滑に行うため

に策定する接続カリキュラムを意識しながら、生活と遊びの中で、主体的で協同的な

活動の充実を図っていきます。  

子どもは環境を通して遊びの中で様々な体験をし、自身の体や気持ちをコントロ

ールする力や挑戦する力、豊かな感性を表現する力など、生涯に渡る生きる力の基礎

を培い、人として成長していきます。子どもにとっての遊びとは、意欲や想像力を身

に付け、学びの基礎を培うものです。  

つくば市では、保育施設内外の人材、行事、施設等の地域の資源を積極的に活用し、

豊かな体験・経験を通して保育内容が充実し、子どもの社会性を培う援助をしていき

ます。  

 

【家族とのつながりを育む】  

家庭での生活を通して親や祖父母等の家族の愛情に気付き、家族を大切にし

ようとする気持ちが育つように努めましょう。  

 

 

 

【地域との関わりと社会性】  

積極的に散歩や保育施設外保育を実施し、地域の環境や、様々な行事を通し

て社会性を育む取組をしましょう。  

 

【健康な心と体】   

様々な遊びを通して、心と体の発達を促進し、体を動かすことへの楽しさや

体の大切さを子どもたちが知る工夫をしましょう。  

 

 

【協働への意識】   

友達と協力しやり遂げる活動を通し、子ども同士が互いに思いを伝え合い、  

折り合いを付ける経験から規範意識の芽生えを育て、個の成長と集団として  

の活動が充実するよう取り組みましょう。  

 

 

 

【自然環境への好奇心や探究心】   

園内外での様々な形態での自然体験を行い、自然に触れ合うことで五感での  

様々な体験を通し、自然の性質や仕組み、不思議さなどを子どもたちが気付

く様にしましょう。  

 

 

【自ら健康な生活をつくる力】    

 子どもが明るく伸び伸びと行動し、健康や安全に必要な習慣や態度を身に付  

け、見通しをもって行動できるよう援助をしましょう。  
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【自立心、人と関わる力】  

自ら行動する力を育て、自分の力で行動する充実感を味わい、保育士等や友

達と共に過ごす喜びを持てる保育を行いましょう。   

 

 

【日本文化の理解】  

日本の文化や伝統行事、伝統的な遊びに親しみ、日本文化を理解するととも

に異なる文化に触れ、文化の比較をしながら国際理解の意識の芽生えとなる

活動の取組を行いましょう。  

 

 

【豊かな感性や表現する力】  

身近な環境の中で出会う感動を共有し表現する力を養い、言葉で表現する力  

や自己表現を楽しめるよう工夫をしましょう。  

 

 

【状況に即した保育】  

幼児教育において育みたい資質・能力について、子どもの実態や取り巻く状  

況の変化などに即して展開できるよう、保育などの計画や評価の在り方につ

いて、職員間で検討しながら進めましょう。  

 

【就学を意識した保育】  

友達と学ぶための社会性を培い、知る楽しみや好奇心、学びに向かう基礎で  

ある自尊感情を育む工夫をしましょう。  

 

 

【小学校、義務教育学校（※１）との交流】  

小学校を訪問したり、小学生と交流する機会を設け、子どもが小学校の生活  

に対する見通しを持てるようにしましょう。  

 

 

【小学校、義務教育学校（※１）との連携】  

子どもの生活や育ちについて小学校、義務教育学校への接続が円滑にできる

よう、小学校と連携を持ち、情報交換をする場などを設ける工夫をしましょ

う。  

 

【小学校、義務教育学校（※１）への接続】  

保幼小接続カリキュラム（※２）を作成し、就学を見通して、学びに向かう

基礎である自尊感情を育むこと、友達と一緒に学ぶための社会性を培うこと

、知る楽しみや好奇心を大切にすることなどを基本として保育を行いましょ

う。  

 

 

 

（※１）義務教育学校とは、小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して行う学校  

（※２）接続カリキュラムとは、幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るために作られ    

るカリキュラムのことです。小学校教育に向かう幼児期の全体的な計画（教育課程を  

含む）【アプローチカリキュラム】と、幼児教育との円滑な接続を意識した小学校入学  

時の教育課程【スタートカリキュラム】を合わせ、幼児期と児童期の「学び」をつなぎ  

ます。  
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③  食育  

安全で安心な食事を提供し、おいしく楽しく食べられる環境を整えます。  

 

食べることは、生きることの源であり、保育施設における食育は、健康な生活の基

本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことが目標となっています。

「食」を通して健康な心と体、いのちを大切にしていく力、人と関わる力、様々な伝

統や文化、食の素材に関わり作物の栽培や調理に関心を持つ力を育てていくことを

食育の視点に盛り込むことが必要です。  

保育施設での給食は、「大量調理施設衛生マニュアル」（厚生労働省）に基づき施

設の規模や設備にあった衛生管理を行い、鮮度の良い衛生的な食材を選定し、旬の食

材も取り入れながら、栄養価を考え献立を作成しています。  

また同時に、保育施設での食事は、食事をする環境を整え、保育者が子ども一人ひ

とりに合わせて丁寧に関わることが大切です。  

つくば市では、保育施設が食育計画などに基づき食育を推進し、子どもが「食」に

対しての興味・関心や食事のマナー、感謝の気持ちなど様々なことを学ぶ環境を整え

ていきます。  

 

【食を育む力の育成】   

 食育に関する方針や目標の計画を立て、栄養士、調理員、保育士の情報交換

を行いましょう。  

 

 

【食の安全確保】  

衛生管理マニュアルや給食業務マニュアルなどを作成し、衛生点検表による  

毎日の点検や衛生管理などを徹底しましょう。  

 

【ゆとりのある食事空間】    

 ゆとりのある食事時間を確保し、採光等の環境のほか、子どもが扱いやすい  

食器を準備するなど、食事にふさわしい環境を整えましょう。  

 

 

【食育環境】  

子どもたちが友達や職員との食事中の会話を楽しみ、一緒に食べる喜びを感  

じながら食事ができる環境を作りましょう。  

 

 

【食育活動】  

 低年齢児から、発達に合わせて子どもが主体的に参加できるような計画を作  

成し、計画に基づいた食育活動（栽培・作物の収穫及び調理・食文化への関  

心など）を行いましょう。   

 

【地産地消・季節の食事内容等への工夫】  

 つくばで収穫された食材での食事の提供や季節にあった食材での食事の提供  

に努めましょう。  

 

【個々に合った食事の提供】    

アレルギー対応については、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

」（厚生労働省）などに基づき、アレルゲン食品の確認、献立の確認、食事

提供時の留意点誤食した場合の対応方法など、医師の診断に基づいた保護者

との定期的な話合いを行い確認しましょう。  

 

【家庭との連携】  

 子どもの食事の様子や、食育への取組について保護者へ伝えたり、家庭から  

の食生活に関する相談にも応じ、家庭と連携・協力し食育を進めましょう。  
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④  健康  

子どもたちが元気に健康な生活を送るために配慮・援助を行います。  

 

保育施設では、一人ひとりの子どもの健康の保持及び増進が重要となります。  

特に乳幼児期は、抵抗力が弱く様々な病気にかかりやすい時期です。そのため日々

健康観察を行い、衛生管理に気を配り、子どもたちが快適かつ元気に過ごせるよう援

助しなければなりません。  

同時に、保育施設は集団の生活の場であるため、感染症の早期発見と早期対応に努

めなくてはなりません。健康診断の結果や予防接種の予定、流行している感染症状況

等を保護者に知らせるなど、日頃から保護者とともに子どもの健康管理を行う必要

があります。  

また、子どもが、自らの体や健康に関心をもち、心身の機能を高めていくことも大

切です。  

つくば市では、嘱託医（園医）との連絡体制を確立し、子どもたち一人ひとりが健

やかに成長し、健康に過ごせるよう安全な環境の下で心と体を十分に動かし生活で

きる基盤づくりに努めます。  

 

【保健マニュアルなどの徹底】  

職員全員に保健マニュアルなどの周知を徹底しましょう。また、保菌検査な

どを実施し、結果を適切に管理しましょう。   

 

 

【子どもの健康管理】  

既往歴、予防接種の把握など、保護者との情報共有を行いましょう。  
 

【日常の健康管理】  

一日の子どもの生活リズムを把握し、一人ひとりのペースや体調に合わせ、

健康に過ごすことができるよう配慮をしましょう。  

 

 

【健康・安全習慣】  

健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身につけられるよう、年齢や発達に

応じ、子どもが理解できるように工夫し援助をしましょう。  

 

 

【特別な支援を必要とする子の保育】  

 子どもの状況に応じた環境の整備を行い、保護者や医療機関と連携し、保護

者と共に考える姿勢に努めましょう。  
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 (5) 安全管理  

    安心・安全・危機管理に努めます。  

 

保育に関わる全ての職員は、常に危機管理意識を持って、子どもの健やかな育ちを

支援する安全な環境を整備していく責務があります。  

職員は子ども一人ひとりを十分に理解し、発達の段階で起こりうる事故などの可

能性を念頭におき、職員全員で施設内外での事故の予防に努めます。  

つくば市では、危機管理、日常の教育・保育における安全管理、防災、防犯などへ

の取組を強化し、子どもたちを皆で守るという意識の下、安全管理を行っていきま

す。  

 

【事故や災害などへの適切な対応】   

事故や災害、不審者などに対応する危機管理マニュアルを作成し、全職員で

共有し理解をしましょう。   

 

 

【個人情報の管理】  

個人情報の管理について、全職員で共通認識し適切な管理を行いましょう。  
 

【事故等の情報共有と再発防止】  

事故報告、ヒヤリハット報告があった際には、職員間で情報共有し、再発防  

止に向けて話し合いを行い迅速な対処をしましょう。  

 

 

【定期的な防災訓練と新たな危機への対応】  

  定期的な防災訓練に加え、Ｊアラートなどに対応した訓練も定期的に行いま

しょう。  

 

 

【研修の取組】  

救急救命訓練（ＡＥＤ）、アレルギー対応研修などにも積極的に参加しまし  

ょう。  

 

【乳幼児突然死症候群（SIDS）の防止】  

午睡の際は、睡眠チェックを行い、うつぶせで寝ている時は体位を変えるな

ど乳幼児突然死症候群（SIDS）防止の取組を行いましょう。  

 

【室内外の安全確認】  

室内の安全確認と園庭の遊具の点検、園庭の害虫駆除も定期的に行い、安心  

して保育が行える環境整備に努めましょう。  
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(6) 支援  

  保護者に寄り添いながら、保護者・地域と協力して保育を行います。  

 

核家族化の進行や就労形態の多様化、地域の子育て力の低下により、子育てを取り

巻く環境は大きく変化しており、多くの家庭で子育てについての不安や負担、孤立感

が高まっています。特につくば市では、近年、子育て家庭を中心に他市町村からの転

入が増加しており、その傾向が高いと推測されます。  

このような状況のなか、保育施設は、日常の保育に加えて、保護者自身の子育てを

組織として支援することが重要であると考えます。  

つくば市の保育施設は、保育の意図や子どもの状況などについての情報を保護者

に積極的に提供するとともに、子どもの成長の喜びを保護者と共有し、悩みや不安の

解消に努め、保護者の子育ての意欲向上の一助となるよう支援していきます。  

また、保育施設の入所（園）児童以外の子どもに対する地域の子育て支援の拠点と

なるよう、園庭の開放や相談などの事業を実施するとともに、地域の方々との交流を

推進し、地域全体で子育てを支援する環境づくりに務めます。  

 

①  保護者支援  

【保護者への情報提供】  

 施設だより、保健・給食だよりなどを定期的に発行するほか、ホームページ  

などにより、保育方針や日々の様子等を保護者に提供しましょう。  

 

 

【保護者とのコミュニケーション】  

 送迎時の会話、連絡帳のやり取り、保護者面談などにより、日頃から子ども  

の状況について保護者とのコミュニケーションを図りましょう。  

 

【課題の共有】  

 保護者からの要望・御意見等に誠実に対応するとともに、保護者アンケート  

 等を実施することにより、保護者と課題を共有し、改善に努めましょう。  

 

 

【保護者同士の交流、連携の機会の提供】  

 保護者懇談会の開催や行事運営への保護者の参加等により、保護者同士の交  

流や協働活動の機会を提供し、親睦を深める取組を行いましょう。  

 

 

【支援が必要な家庭への配慮】  

 経済的困窮、養育困難、育児不安などを有する保護者の情報を把握し、対応  

に配慮するとともに、必要な助言や支援を行いましょう。  

 

【保護者支援における役割分担】  

 施設の長や担任その他の職員それぞれが保護者支援における役割を分担し、  

情報を共有しながら、組織として対応しましょう。  

 

【行政との連携】  

  特別な支援を必要とする子どもなど、養育困難家庭に対する支援・就学制度

を理解するとともに、必要に応じて行政へつなげたり、助言をするなどの支

援をしましょう。  
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②地域と連携した子育て支援  

【地域における子育て支援の拠点】  

  地域の子育て家庭を対象に、行事、相談、講座、施設や園庭の開放などに積

極的に取組を行いましょう。  

 

 

【地域住民との交流】  

  昔あそびや農業体験等幅広い世代の住民参加型の行事を実施し、地域住民と  

子どもとの交流の推進をしましょう。  
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５   保育の質向上のために、求められるもの  

   保育の質の向上のため、事業者、保護者、地域、行政などとともに、保育の質の維持  

及び向上に取り組んでいきます。  

 

(1) 事業者の役割と運営体制  

保育の質を確保し、日々の保育を支えているのは人材です。  

保育の質を確保するためには、保育者の確保や保育者の育成、社会保障や雇用条  

件などの労働条件が整備されていることが重要です。また、保育施設の職員が安   

心して保育に従事するには、運営事業者の健全な運営が不可欠です。  

「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」アンケート調査結果においても、

「保育の質」にとって重要だと思われる項目について、保育施設の保育士及び教

諭からの回答は「保育者の人数」が一番多く、それに次いで「保育者の資質」、

「保育内容の質」が多い結果となりました。（※P19 参照）  

 

①  保育者の確保  

アンケートの結果からも、職員の経験年数や年齢に応じてバランス良く、必要   

な人数を配置することは、職員の保育への意欲や自己啓発への取組を支え、保育   

の質の向上につながります。これらを踏まえ、質の高い保育を展開するため、月   

齢や状況に応じた保育士配置などの保育体制の整備などに努めていくことが必要  

です。  

 

②  保育者の育成  

絶えず一人ひとりの職員についての資質向上や職員全体の専門性の向上を図る   

よう努めていくことが重要です。事業者は、職員のキャリアパスを見据え、それ   

ぞれの職位や職務内容に応じた体系的な研修機会の充実と、組織的な実施体制の  

構築などを図っていくことが必要です。  

 

③  労働条件の整備  

事業者は、保育施設の役割や社会的責任を遂行するために、法令を遵守し、職員  

の雇用条件や、就労規則等を明確にします。職員が安定して働き続けることができ  

る労働条件（給与水準・休暇制度・休憩時間等）を整備し、保育士が働きやすい職  

場にしていきます。  
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(2) 保護者の役割  

      家庭と保育施設の相互理解は、子どもの家庭での生活と保育施設での生活の連続     

性を確保し、育ちを支えるために欠かせないものです。家庭と保育施設がお互いに  

理解し合い、子どもに関する情報の交換を細やかに行うことや、子どもへの愛情や  

成長を喜ぶ気持ちを伝え合うことなどが必要です。  

保護者は、保育施設における子どものための保育や保育の専門性を理解し、保育  

施設職員と子どもの育ちを共有し、子育てに見通しや希望を持ち、保育施設の保  

育に、積極的に協力、参加しましょう。  

 

(3) 地域の役割  

子どもを中心にして、保育施設や保護者と一緒に地域全体で、充実した子育ての  

   環境づくりに努めましょう。  

 

(4) 市の役割  

市は、子どもの安全と適正な施設の運営を担保し、全ての利用者が保育施設を  

安心して利用できるよう努めます。  

現在、市内には様々な保育施設があり、それぞれの特性や特色をいかした保育  

を提供しています。市は、数多くの子どもたちが保育を受け、多くの家庭が安心   

して子育てができる環境を確保するために、全ての保育施設でより良い保育が展  

開されるよう様々な支援を行っています。  

 また、認可保育園などの整備及び運営事業者の決定に当たっては、「保育所保   

育指針」及びつくば市の保育方針や市の地域性を理解した上で、保育の質を維  

持・向上できる事業者であることを基本とし評価・審査を行っていきます。  

「保育の質ガイドライン」の策定によって、更なる保育の質向上の契機とな  

り、全ての子どもの健やかな育ちの実現へつながることが重要です。  

市は、保育の質ガイドラインを明示することにより、事業者、保育施設職員、  

保護者、地域の方々とともに連携・協力し、子どもを中心とした保育の質の向上   

を図ることができる保育環境を提供していきます。  
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おわりに  

 

 「つくば保育の質ガイドライン」は、市の目指す「安心して子育てができるまち・

つくば」を実現するため、つくば市の保育の質の向上を目指し、保育現場で活用され

ることを目的に作成したものです。  

保育関係者にとっては、日々の保育で大切にすることを確認するものであり、保護

者に向けて、お子様が受ける保育内容をわかりやすく示し、知らせていくものです。  

各保育施設では、全職員でガイドラインを共有し、日々の保育の振り返りに活用

し、保育の質の向上に努めます。  

市は保育の実施責任のある自治体として、保育施設との連携を密にし、保育の質の

向上に向け、必要な支援を行います。  

また、子どもを中心とし、保護者、事業者、地域、行政などの多くの方をつなぎ、

保育の質の向上への取組を支援します。  
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【資料１】  
（仮称）「つくば保育の質ガイドライン」アンケートについて   

 
 

１  目的  
国が定める保育所保育指針等に基づき、市の目指す「安心して子育てができる  

    まち・つくば」の実現に向けた基本的な指針となるガイドライン策定のため、アン  
ケートを実施。  

 
 

２  対象  
    (1) 市内保育園、市内幼稚園、市内認定こども園、市内小規模保育事業所  85 カ所  
     （全て公立・民間）  
  (2) 各保育施設等・幼稚園の保育士等及び教諭  各５名  
    各保育施設等・幼稚園の保護者  各５名  
  (3) 保護者対象者については、抽出による。  
 
 
３  アンケート実施期間   平成 29 年８月１日から８月 21 日まで（21 日間）  
 
 
４  アンケート回答率  

対象者  総数 (人 ) 回答者 (人 ) 回答率 (%) 

保育士等及び教諭  421 383 91.0% 

保護者  425 276 64.9% 

計  846 659 77.9% 

 
 
  ５  アンケート内容  

①保育の質にとって重要なもの  

  
保育者の

人数  

保育室の

面積・園

庭の面積  

遊具等施

設・設備  
保育時間  

保育者の

資質  

保育内容

の質  

保育サー

ビスの種

類  

家庭や地域

との連携・

交流  

その他  

保育士及

び教諭  
27% 3% 5% 2% 26% 26% 2% 8% 1% 

保護者  22% 6% 4% 6% 24% 25% 3% 9% 1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他

1%

家庭や地域との

連携・交流

9%

保育サービス

の種類

3%

保育内容の質

25%

保育者の

資質

24%
保育時間

6%

遊具等施設・

設備

4%

保育室の面積・

園庭の面積

6%

保育者の人

数・配置

22%

保護者

その他

1%

家庭や地域との

連携・交流

8%

保育サービス

の種類

2%

保育内容の質

26%

保育者

の資質

26%
保育時間

2%

遊具等施

設・設備

5%

保育室の面積・

園庭の面積

3%

保育者の人

数・配置

27%

保育士等・教諭
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②保育の中で望むもの   

  

自然体験を

多くとりい

れている  

伝統文化の

体験を多く

取り入れる  

知的な教育

を取り入れ

る  

スポーツ等

を取り入れ

るなど体力

向上  

幼児自らが

遊びをつく

り出すこと  

その他  

保育士及

び教諭  
37% 6% 6% 11% 37% 3% 

保護者  33% 6% 12% 22% 22% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③あなたの園、お子さんが通っている園では、小学校に就学してからのことを意識した
保育を行っていると思いますか。  
(保護者 )  

民間保育所等 (注１  公立保育所  民間幼稚園  公立幼稚園  その他 (注 2 

思う  61％  45％  82％  50％  50％  

思わない  ４％  ７％  ０％  4％  17％  

どちらとも  

いえない  
35％  48％  18％  46％  33％  

注１ ) 民間保育園、認定こども園、小規模保育事業所  
注２ ) 保育所及び幼稚園が不明な保護者  
 
 
 
(保育士等・教諭 )  

民間保育所等  公立保育所  民間幼稚園  公立幼稚園  

思う  80％  47％  68％  93％  

思わない  0％  ６％  4％  ０％  

どちらとも  

いえない  
20％  47％  28％  ７％  

 
 

その他

3%

幼児自らが遊びをつ

くり出すこと

37%

スポーツ等を取

り入れるなど体

力向上

11%

知的な教育

を取り入れ

る

6%

伝統文化の体

験を多く取り

入れる

6%

自然体験を多く取

り入れている

37%

保育士等・教諭

その他

5%

幼児自らが遊びを

つくり出すこと

22%

スポーツ等を取

り入れるなど体

力向上

22%

知的な教育を取り入れる

12%

伝統文化の

体験を多く

取り入れる

6%

自然体験を多く取り

入れている

33%

保護者
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④小学校との連携・接続のあり方についての考え   

  

幼児が運動

会等の小学

校主体行事

に参加する  

幼児が小学

校の日常活

動や授業に

参加する  

小学生が保

育所・幼稚

園等主体の

行事に参加

する  

教員と保育

者との日常

的な総合交

流  

小学校入学

後の指導に

生かすため

の情報交換

の機会を増

やす  

小学校教員

が保育所・

幼稚園等の

保育を参観

する  

その他  

保育士及

び教諭  
16％  17％  4％  18％  28％  15％  2％  

保護者  44％  15％  7％  ８％  19％  5％  ２％  

             

 
⑤  あなたは「保育のガイドライン」は、幼稚園、保育園等でどのように活用できると  
 思いますか。（一部抜粋）  
 

・つくば市の保育理念、保育方針を知ることができる。そのことから保育者一人ひとり  

の資質等も向上し、保護者も安心して子どもを預けることができる。  

 

・保育の質や子どもの安全がより確保されるのではないかと思う。  

 

・園ごとの特色は残しつつ、最低限のレベルが確保されることを内外にアピールでき  

る。他市、他県に在住の保護者への移住のきっかけにすることもできるのでは。  

 

・研修や勉強会等に役立つ。  

 

・各園の研修、認可・認可外を問わず保育施設の監査、保護者・地域の方に向け保育施  

設への理解資料に活用。                   
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【資料２】  

つくば保育のガイドラインワーキング会議及び策定会議経過  

 

  

年  月  日  

 

主な内容  

１  平成 29 年６月１日  つくば市つくば保育の質ガイドライン策定会議開催要項施行  

２  平成 29 年７月３日  第１回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

３  平成 29 年７月７日  第１回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

４  平成 29 年７月 10 日  第１回子ども・子育て会議  

５  平成 29 年７月 20 日  先進地視察（千葉県松戸市）  

６  平成 29 年７月 27 日  先進地視察（東京都世田谷区）  

７  
平成 29 年８月 1 日～

21 日  
(仮称 )つくば保育の質ガイドラインアンケート調査実施  

８  平成 29 年９月 14 日  第２回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

９  平成 29 年９月 19 日  第２回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

10 平成 29 年９月 20 日  第２回子ども・子育て会議  

11 平成 29 年 10 月 19 日  第３回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

12 平成 29 年 10 月 23 日  第３回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

13 平成 29 年 10 月 26 日  第３回子ども・子育て会議  

14 平成 29 年 10 月 29 日  「つなげよう！つくば de 外遊び」参加  

15 平成 29 年 11 月 15 日  第４回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

16 平成 29 年 11 月 17 日  第４回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

17 平成 29 年 12 月 18 日  第５回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  
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18 平成 29 年 12 月 22 日  第５回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

19 平成 30 年１月 29 日  第６回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

20 平成 30 年２月７日  第６回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

21 平成 30 年２月 20 日  第４回子ども・子育て会議  

22 平成 30 年３月 19 日  第７回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

23 平成 30 年３月 23 日  第７回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

24 平成 30 年 5 月 11 日  第 8 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

25 平成 30 年 5 月 17 日  第 8 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

26 平成 30 年 6 月 1 日  平成 30 年度第１回子ども・子育て会議  

27 平成 30 年７月２日  第９回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

28 平成 30 年７月 11 日  第９回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

29 平成 30 年 8 月 7 日  平成 30 年度第 2 回子ども・子育て会議  
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【資料３】  

（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議メンバー（平成 29 年度）  

 

 

構  成  

 

氏   名  

 

所    属  

 

議  長  

 

 

飯泉  省三  

 

こども部長  

 

副議長  

 

 

新井  隆男  

 

教育局長  

 

会員  

 

 

中山  由美  

 

こども部次長  

 

〃  

 

 

松浦  智恵子  

 

こども部幼児保育課長  

 

〃  

 

 

安曽  貞夫  

 

こども部こども政策課長  

 

〃  

 

 

鳴海  秀秋  

 

こども部こども育成課長  

 

〃  

 

 

木村  徳一  

 

教育局次長  

 

〃  

 

 

間中  和美  

 

教育局学務課長  

 

〃  

 

 

中山  猛  

 

教育局教育指導課長  
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（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議メンバー（平成 30 年度）  

 

 

構  成  

 

氏   名  

 

所    属  

 

議  長  

 

 

中山  由美  

 

こども部長  

 

副議長  

 

森田  充  

 

教育局長  

 

会員  

 

 

松本  茂  

 

こども部次長  

 

〃  

 

 

松浦  智恵子  

 

こども部幼児保育課長  

 

〃  

 

 

安曽  貞夫  

 

こども部こども政策課長  

 

〃  

 

 

鳴海  秀秋  

 

こども部こども育成課長  

 

〃  

 

 

大久保  克己  

 

教育局次長  

 

〃  

 

 

間中  和美  

 

教育局学務課長  

 

〃  

 

 

根本  智  

 

教育局教育指導課長  
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（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキングメンバー（平成 29 年度）  

 

 

構  成  氏   名  所    属  

リーダー   柳町  優子        こども部幼児保育課長補佐  

サブリーダー   岡田  健一  こども部こども政策課長補佐  

〃   冨田  克江  こども部こども育成課長補佐  

〃   町井  浩美    こども部子育て相談室長  

メンバー   株木  文男  教育局学務課長補佐  

〃   伊藤  直哉  教育局教育指導課長補佐  

〃   諸岡  幸江  
こども部上郷保育所主任主査  

(公立保育所 )  

〃   益子  暁子  
つくばこどもの森保育園主任保育士  

（民間保育園）  

〃  藤ケ崎  郁子  
松代幼稚園教頭  

（公立幼稚園）  

〃  橋本  睦子  
栄幼稚園副主任  

（民間幼稚園）  
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（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキングメンバー（平成 30 年度）  

 

 

構  成  氏   名  所    属  

リーダー   中村  銀華        こども部幼児保育課長補佐  

サブリーダー  鈴木  晴代  統括保育士  

〃   柳町  優子  こども部こども政策課長補佐  

〃  飯村  修  こども部こども政策課長補佐  

〃  鈴木  加代子  こども部子育て相談室長  

〃  冨田  克江    こども部こども育成課長補佐  

メンバー   大口  勝也  教育局学務課長補佐  

〃   大久保  文子  教育局教育指導課長補佐  

〃   諸岡  幸江  
こども部作岡保育所長  

(公立保育所 )  

〃   益子  暁子  
つくばこどもの森保育園主任保育士  

（民間保育園）  

〃  藤ケ崎  郁子  
松代幼稚園長  

（公立幼稚園）  

〃  橋本  睦子  
栄幼稚園副主任  

（民間幼稚園）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」子ども子育て会議での意見

対応ページ

1 表紙

2 P17、18

3 P17

2018.7.9更新

委員名 回　答

【事業者の役割の部分の充実】

保育士不足というのは雇用条件と労働環境があると考える。
例えば事務作業におわれて休憩がとれないとか、サービス残業とか、こどものた
めの制作物がもちかえりになっていたり、有休がとれない,というイメージがある。制
限つきのルールをつくってしまって労働基準法に違反しているものを各保育園に
チェックしてもらいたいと考えていた。最低限、事業者の責務として労働基準法を
理解し、遵守するをいれたほうがよい。

高橋委員
P17「事業所の役割」の部分の、（労働条件の整備）に「保育所の役割
や社会的責任を遂行するために、法令を遵守し」を追加していきます。

　　6/1子ども子育て会議意見

【タイトルを検討してほしい】

・「保育」だけでなく、「保育等」としてほしい。「つくば保育・幼児教育の質ガイドラ
イン」でいいのでは。
・幼稚園、保育所、認定こども園などがあるが、統一した名称がないので、「保
育」では反対。
・質の高い保育・教育と書いているので、保育というのは単純に言えば保育・幼児
教育ということになる。
・初めから保育・幼児教育とすればよいのでは。
児童福祉法からいくと、幼保と教育となっている。幼保と教育といれてもらいた
い。

橋本（幸）委
員
千代原委員
高橋（晃）
舘野委員

・タイトルについては、一部変更又は、別のものも検討していきます。
・違うネーミングを付け、サブタイトルに「つくば保育の質ガイドライン」や
「つくば保育・幼児教育の質ガイドライン」を付けるなども検討していきま
す。

【17ページ、１８ページを充実してもらいたい】

世田谷のガイドラインを参考にして、17ページ、１８ページの充実をお願いした
い。
事業者、保育施設職員、保護者、地域、市という項目に分けて、留意事項を書
いてあるやり方がある。保育施設任せではなく、保護者は、保育の専門性を理解
するとか、保護者同士がつながって子育てに関する情報を共有していくとか、市
は専門性を高めるための機会を提供するとか、事業者、職員、保護者、地域を
つなげていくとか。

保育の質を確保・向上していくための向上委員会を先々は設置してほしい。

橋本（佳）委
員

Ｐ１７，１８に、「保育の質向上のために、求められるもの」として、事業
者、保護者、地域、行政の役割をそれぞれ追記しました。保護者や地
域の役割については、チェック項目よりも、文章で書く方がよりわかりや
すいとのワーキング会議での意見があり、Ｐ１７，１８については文章で記
載しました。

資料 2-2
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4 P17、18

5 全体

6
P17
P18

【運営体制にチェック項目を追加してほしい】

運営体制とかにチェック項目がない。世田谷区のガイドラインがいいものだとずっ
とみてきたが、その中ではしっかりと入っている。具体的なチェック項目をいれると
いうことが事業所に意識を確認させるうえでよいのかなと就業委規則が明確化と
かチェック項目に入っている。そういうことを入れて欲しかったので意見を添えた
い。

橋本（佳）委
員

Ｐ１７，１８に、「保育の質向上のために、求められるもの」として、事業
者、保護者、地域、行政の役割をそれぞれ追記しました。保護者や地
域の役割については、チェック項目よりも、文章で書く方がよりわかりや
すいとのワーキング会議での意見があり、この部分については文章で記
載しました。

【すべての項目にチェック項目を追加してほしい】

チェック項目を入れることに賛成します。このガイドラインがどのように活用される
かということを考えると、ひらがなの文書は、入ってこないが、チェックとなっている
と目に入ってくる。チェック項目が必要かと思う。市役所の中でも担当というのは
年々人事で変わっていくものであることを考えると、すべての項目をチェック項目
にしてもよいのではないかと考える。

浅野委員
ガイドラインの性格上全てにチェック項目を設けることは難しいことでは
ないと思いますが、保育の現場を考えると精査が必要と考えます。

【市の責務が短い、足りない。充実させてもらいたい。】

16ページの義務教育学校との連携とか、例えば、保育園保育容量、形式がばら
ばらのものが来る、いろんなことをかいてくださいというものが、いろんなフォーマッ
トでくる。市の責務として、連携の音頭をとってもらわないと、保育要領を送ってく
れとかあるが、保育園・幼稚園の努力だけではどうしようもないところがあって市
の責務として明確にしてほしい。県からの補助金の情報についても、情報がこな
い。情報提供だとか、園独自の努力だけではどうにもならないものについては、市
がきちんと対応していくなど、市の責務にいれていただくなど市の責務が数行に
なっている。幼稚園と保育所、小学校、義務教育学校など施設の間をつなぐ場
合の効率的かつ合理的につなぐような努力が必要。市の責務が短い、足りない。
充実させてもらいたい。

高橋（晃）委
員

【市の役割】の中で、「全ての保育施設でより良い保育が展開されるよう
様々な支援を行っています。」との記載がありますが、内容について検
討していきます。
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7 P11

8 P11

9 P11

10 P11

11

【Ｐ１６「小学校、義務教育学校との保育施設との連携」の部分について】

保育に関する研修がいかに大事かということが薄い。従来通りの幼保小連携で
単なる行き来で終わらないような書き方で盛り込んでいただきたい

橋本（幸）委
員

Ｐ11の【小学校、義務教育学校との交流・連携・接続】について、それ
ぞれに内容を記載しました。

Ｐ11の【小学校、義務教育学校との交流・連携・接続】について、それ
ぞれに内容を記載し、接続については、保幼小接続カリキュラムについ
て記載しました。

【保幼小の接続について明記してもらいたい。】

われわれ幼稚園の立場から考えてしまうと、円滑な接続という話が失敗して、そ
れを構築しようとして２～３年前からやっている。情報交換とか連携とかそんな甘
いことでよいのかということがある。その辺の表記はもっと突っ込んだ書き方にしな
いと、幼小の連携の関連でおわってしまうのではないかという気がして仕方ない。
保幼小の接続について、突っ込んだ言い方にしてもらいたい。

橋本（幸）委
員

栗栖委員
Ｐ11の【小学校、義務教育学校との交流・連携・接続】について、交流
や連携についても記載しました。

【効果測定の方法について】

実効性ということが気になる。どうやって効果をはかるのかというものを数値として
みないと意味がない。PDCAということにおいて、効果を図る数値としてみないと意
味がない。施設にはこれを実行力のあるものとして、浸透させるようなプランがあ
るのか。

ヘイズ委員
ガイドラインを作ってすぐに効果が出てくるものではないと思うので、少し
期間を置き、定期的にアンケートなどで効果を確認していくことなど検討
していきたいと思います。

【保幼小の接続について明記してもらいたい】

乳幼児の保育教育の中でも心の教育、人間的教育を小学校の教諭や保育士・
幼稚園教諭の方と交流をもっていただいて、情報交換することが必要かなと思い
ます。

【保幼小の接続について明記してもらいたい】

福祉法からいうと、幼保と教育になっている。プラスアルファになってきますけれ
ども、幼保と教育というものをぜひ入れていただきたい。

舘野委員
Ｐ11の【小学校、義務教育学校との交流・連携・接続】について、それ
ぞれに内容を記載しました。
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12

13 P1

14 P１

15 P17

16 Ｐ1

【1対4の表記について】

１対４について、世田谷では、「資料」の部分に国の基準は１対６だが、世田谷は
１対５だということを書いている。ガイドラインに書かなくても違う形でのせていただ
いて、その方向をするために、市は、民間の事業者に協力をしていくとか、そうい
う役割をさせたいとかぜひそういう形での書き込みを検討してほしい。

橋本（佳）委
員

保育士配置について、公立保育所の1対4は明確に定められていない
内容であることと、民間保育園においては国の基準（1対６）を遵守し、
状況に応じて手厚くするなど保育士の配置を変えているため、配置人
数を明記せず、「月齢や状況に応じた保育士配置などの保育体制の整
備などに努めていく」といった表現にしていきます。

【つくば市のブランドや良い点を記載してほしい】

このガイドラインはできていないから作ったような、保育士を追い込んでいるような
印象を受ける。できている事例や施設、保育士が競って自慢したくなる事例など
や、もっとつくばのクオリティの高さやブランドを入れて欲しい。

ヘイズ委員

ガイドラインの前段のページの中につくばらしさを入れる等検討していき
ます。

【効果測定の公表について】

自己点検ということで終わってしまうと、渡しておしまいとなってしまうイメージが
あって、本当に使っているのか疑問がある。点検したかしなかったかぐらい、保護
者と共有したかということを任意で出したものをホームページで公開するというの
はいかがか。

中井委員

【チェック、自己点検・自己評価について】

自己点検・自己評価は学校の中で実際やっている。さらに追い打ちをかけられ
て、第三者評価もあって、いずれにしても自己点検・自己評価をする、チェック項
目をみただけではやったかやらんかのチェック項目しかない。・・・・・もう少し詳しく
やるのか漠然としたものでよいのか、行政側の自己満足になってしまうのでよいの
か、と感じてしまう。

橋本（幸）委
員

チェック項目については、「できたかどうか」を評価するだけのものではな
く、チェック内容を軸に、保育士同士がお互いの保育観を理解し合い、
より良い関わりや環境設定などを考え合う、見直しのきっかけになって
欲しいと考えています。

ガイドラインの性格上、自己点検したかや、保護者との共有状況をホー
ムページでお知らせすることは現時点では考えていませんが、各保育
施設が施設内で自主的に公表して、保護者などと情報共有していただ
ければと思います。

【全体の考え方　誰向けに作るのか】

既存の保育施設に対して求めることじゃなくて、新たにつくば市に参入するそうい
う保育施設はこのガイドラインを守りなさいという、そちら向けのガイドラインでいい
じゃないかと思います。

橋本（幸）委
員

ガイドラインは、新規参入施設も含め、既存の保育施設の保育の質の
向上を目指すものと考えています。
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17
P13
P14

18

【P13、Ｐ14の部分に追加してほしい】

Ｐ13④健康に、薬の管理を入れてほしい
P14（５）安全管理に、うつぶせ寝をしているときなどの体位を変えるや、SIDS防
止の取組を行っているような項目を入れた方がいい。

橋本（佳）

薬の管理については、民間の保育施設では実施していない場合もあり、
強制することができないため、記載はしないこととします。
ＳＩＤＳの防止については、P14（５）安全管理のチェック項目に追記して
いきます。

【メール】
・保護者の責務、育児の気づきを促すようなものがよい
・ＰＤＣＡサイクルを取り込む
・効果成果の公表
・現場で活用したくなるもの
・保護者も読みたくなるシンプルでわかりやすいもの

浅野委員

・保護者の責務、育児の気づきを促すようなものがよい。
　　→保護者の役割の項目を設け、記載していきます。
・ＰＤＣＡサイクルを取り込む
　　→ガイドラインであるため、全体の方向性などを記載している。定期
的にアンケートなどで効果を確認していくことなど検討していきたいと思
います。
・効果成果の公表
　　→ガイドラインの性格上、自己点検したかや、保護者との共有状況
をホームページでお知らせすることは現時点では考えていませんが、各
保育施設が施設内で自主的に公表して、保護者などと情報共有してい
ただければと思います。
・現場で活用したくなるもの
　　→ワーキング会議でも現場の保育士や教諭の意見を取り入れて活
用しやすいものを目指しています。
・保護者も読みたくなるシンプルでわかりやすいもの
　　→ワーキング会議や、策定会議、子ども子育て会議での委員の御
意見を取り入れ、シンプルでわかりやすいものを目指しています。
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【メール】
（４）健康　で次の一文の加筆を提案します。
　　　嘱託医または園医と連絡体制が確立している。
（５）安全教育　について次の文を提案します。
　　　「安全対策委員会」の設置がなされ活動している。
（６）支援
　　②地域と連携した子育て支援　において次の文を加える
　　発達障害児の疑いのある児についてつくば市教育局との連携が保たれている
か。

江原委員

【メール】
（４）健康　で次の一文の加筆を提案します。
　　　P13に「嘱託医や園医との連絡体制が確立し」を追加していきま
す。

（５）安全教育　について次の文を提案します。
　　　「安全対策委員会」の設置は、各保育施設での判断で設置するも
ので、全保育施設への設置を強制することができないため、記載しな
い。

（６）支援
　　②地域と連携した子育て支援　において次の文を加える
　　発達障害児の疑いのある児についてつくば市教育局との連携が保た
れているか。
　　　➡P15に「行政との連携」に「特別な支援を必要とする子ども」につ
いての記載があります。



Ｈ30（仮称）つくば保育の質ガイドラインスケジュール（案） 

2018.７.17時点 

 

７月２日（月）  第９回（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

        時間：13：30～15：30 場所：301 

７月 11日（水） 第９回（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議 

        時間：13：30～15：30 場所：防災会議室 1 

 

８月７日      平成 30 年度第２回子ども・子育て会議で協議 

 

８月 ９日（木） ワークショップ（201会議室 19：00～21：00） 

 

９月 12日（水） 第 10回（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

９月 14日     広報誌掲載締切日 

９月 21日（金） 第 10回（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議 

９月最終週      部長説明、市長報告 

10月５日     庁議案件提出期限 

10月 23日    パブコメ前庁議  

11月       11月市報に掲載・パブコメ開始（11/2～12/3）  

１月 ９日（水） 第 11回（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキング会議 

１月 16日（水） 第 11回（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議 

２月        平成 30年度第４回子ども・子育て会議で報告 

３月        庁議審議後ガイドライン策定 

         プレス発表・ＨＰにアップ 

平成 31年４月  施行予定 
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【日 時】 平成 30 年 8 月 9 日（木）19：00 から 21：00  

【場 所】 つくば市役所庁舎２階 201 会議室 

【対象者】 児童の保護者、保育事業者、保育士、一般市民の方など 定員 60 人 

※御参加いただく場合には、お手数ですが、下記QRコードからお申込みください。

（お申込みは、平成 30 年８月３日（金）まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップ 

【申し込み方法】 

スマートフォンの場合は左の QR コードを読み込んでお申込

みください。その他の場合は、下記 PC用直接リンク URL又

は電話にてお申し込みください。 

 

【お問合せ・お申込み】つくば市こども部幼児保育課 

電話 029-883-1111（代） 

FAX：029-828-5796 

Email：wef041@city.tsukuba.lg.jp         

 

 

近年、つくば市においては、保育需要の増大と家族形態や就労状況の変容などを背景に、保育ニ

ーズはますます多様化しています。現在つくば市では、「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」を

策定しており、市内全ての保育所（園）や幼稚園などにおいて、質の高い保育・幼児教育（以下「保

育」という。）を計画的かつ確実に子どもたちに提供していくための仕組みづくりを考えています。 

他のまちとは違う、つくばらしさとは何か、つくばらしさを活かした保育とはどんなものか、を

一緒に考えてみませんか？ 

 

PC 用直接リンク URL は 

https://s-kantan.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8032 

tempSeq=8032 

 

 

ぜひ御参加 

 ください！ 
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報告案件 学園保育園分園設置について 

 

 つくば市遠東で認可保育所「学園保育園」を運営している社会福祉法人筑波匠仁

会が、研究学園において「学園保育園分園」を設置します。 

 詳細は、下記のとおりです。 

 

                                       記 

                                        

１ 開設予定地：つくば市研究学園五丁目（別紙参照） 

２ 事 業 者：社会福祉法人 筑波匠仁会 

３ 開 設 予 定：平成 31 年４月 

４ 利 用 定 員：定員 12 人（１歳児：６人、２歳児：６人） 

５ 運 営 基 準：以下のとおり 

項目 運営基準 学園保育園分園 

設置主体 保育所を経営している法人 社会福祉法人 筑波匠仁会 

平成 29 年度～学園保育園を運営 

定員規模 原則 30 人未満 12 人（１歳６人、２歳６人） 

職員配置 保育所と同じ配置基準 

嘱託医及び調理員は本園に配

置されていれば置かないこと

ができる。 

保育士 4.4 人 

嘱託医と調理員は配置予定なし。 

本園との距離 通常の交通手段で 30 分以内 車で約８分（約 2.7km） 

設備 保育所と同じ設備基準 

調理室及び医務室は本園にあ

れば設けないことができる。 

保育室２部屋 約 32 ㎡、約 16 ㎡ 

調理設備を設置。給食は本園から

搬入する。 

 



様式第１号 

会 議 録 

会議の名称 平成 30 年度第３回子ども・子育て会議 

開催日時 平成 30 年 10 月 25 日(木) 

開会 13 時 30 分 閉会 15 時 30 分 

開催場所 消防庁舎 ３階多目的ホール 

事務局（担当課） こども部こども政策課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

橋本 佳子、岡野 玲子、鈴木 美穂、中嶋 信美、千代原 

義文、江原 孝郎、飯田 浩之、舘野 正弘、浦里 晴美、

中井 聖、河村 和恵、松本 義明、ヘイズ 紀子、栗栖 和

恵、浅野 英公子、折本 ちはる、髙橋 晃雄 

その他  － 

事務局 

 

（こども部）中山部長、松本次長、飯泉政策監 

（こども政策課）安曽課長、飯村課長補佐、柳町課長補佐、 

（幼児保育課）松浦課長、中村課長補佐 

（こども育成課）鳴海課長、冨田課長補佐 

（子育て相談室）鈴木室長 

（教育局）森田局長、中山次長 

（学務課）間中課長、大口課長補佐 

（業務受託者）株式会社名豊 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

（１）（仮称）つくば保育の質ガイドラン策定について 

（２）第二期つくば市子ども・子育て支援事業計画策定に伴

うニーズ調査について 

（３）平成 29 年度つくば市子ども・子育て支援プラン進捗

状況評価について 
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会議録署名人  確定年月日 平成  年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 協議事項 

４ 報告事項 

５ その他 

６ 閉会 

 

＜審議内容＞ 

（１）（仮称）つくば保育の質ガイドラン策定について 

 ア 事務局説明 

   配布資料に基づき説明。 

 イ 発言 

飯田会長：この間の経緯とそこで行われた変更点、協議の結果及び今後

の日程についてご説明頂きました。ご覧いただいて特に変更があった

部分でのご意見はございますでしょうか。 

浅野委員：今の説明にありました、概要版を保育士に公開するというこ

とについて、もう少し説明をお伺いしたいのと、この資料を頂いて、

このガイドラインの向いている先はどこかという事を、もう一度確認

させてください。といいますのは、これだけ大きなものを「各保育士

さんが守る」というよりも、それぞれの園に関わる管理者の方が「自

分の保育園ではどうだろう」「自分の幼稚園ではどうだろう」とチェ

ックするための道具ではないかと個人的に思っております。ここのと

ころを「各保育士に守れ」といわれてもなかなか難しいです。園の方

針というのがあります。そこを、どのような形で誰が使うものなのか
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をもう一回明らかにして下さい。よろしくお願いします。 

飯田会長：もう一回ということですのでよろしくお願いします。 

事務局（幼児保育課）：ただ今の質問でございますが、このガイドライン

は保育の現場の保育士さんをはじめ地域の皆さん、行政が連携し、子

育てをしていくというような形で活用して頂くものとして考えており

ます。概要版については、委員が今おっしゃったように現場の保育士

さんのチェック項目を主としたものとして作成していきたいと考えて

おります。 

飯田会長：見てのとおり、後ろの方に事業者、保護者、地域、行政とはい

っておりますので、対象は幅広く設定されていると思います。それと

同時に、概要版の中にチェック項目を入れていくということですが、

全部そのままですと大変ですので、どのような観点から選ばれたもの

が概要版になってきますでしょうか。 

事務局（幼児保育課）：チェック項目につきましては、こちらのガイドラ

インの中のものを、すべてチェックして頂くような形としています。

また、概要版は現場で使いやすいものとして考えております。 

飯田会長：使いやすいという点では、保育士の皆さんを視野に入れての

概要版が作られていると理解しております 

浅野委員：実際に保育士さんはどのタイミングでチェックするのでしょ

うか。 

飯田会長：使い方に関わる議論だと思いますけどもワーキング或いは策

定会議のほうで、検討がありましたらおっしゃって頂きたいです。 

事務局（幼児保育課）：ワーキング会議には現場の保育士さんも参加し

て頂いてますが、その中で保育の振り返りとして、お使い頂けるよう

にと考えております。 

橋本（佳）委員：現場の保育士さんが振り返りをするには丁寧な良いチ
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ェック項目だと思いました。計画を立てたり、指導書を書いたりする

ときに必ずこういうものが基本になった、基本的なものが入っている

という事で、良く出来たなと感じております。一番気になっていたの

は市の役割とか事業所の役割をどういうところから見つけ出して活用

するのかです。18 ページ（４）市の役割、「認可保育園などの整備及

び運営事業者の決定に当たっては「保育所保育指針」や市の地域性を

理解したうえで、保育の質の向上に取り組む事業者であることを基本

とし評価・審査を行っていきます。そのためにこそガイドラインを活

用します。」としっかりと書かれていますので、踏み込んだもの、まだ

まだ踏み込めるものがあると思いますが、しっかりと選定にあたって

の評価基準のなかでガイドライン、そして保育園で目指していくチェ

ック項目を「評価している」と書いてあるので私は良いものが出来た

なと感じております。 

飯田会長：ありがとうございます。よろしいでしょうか。このガイドラ

インにつきましては、これからパブリックコメントが始まります。パ

ブリックコメントにも委員の皆様のご意見を頂ければと思います。こ

の会議で審議するから控えるのではなく、市民の一人として忌憚のな

い意見を更に重ねてお伺いできると思っております。使い方のほうは

課題があると思いますけれども、すべてを一回で、或いは毎日のよう

にということでは無いと理解しております。時と場合に応じて「特に

ここはこうしておくか」と振り返らなくてはいけないところを選びな

がらチェックしたり、或いは「この時点ではこの部分をきちっとチェ

ックする必要があるね」とチェックしてみたり、いろいろなものが網

羅されていますので、特性を生かしながら活用の段階で、様々な工夫

をして頂ければと思っているところです。それと同時にチェック項目、

ガイドライン自体をどういう方が利用するのかという所にも関わって
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くると思いますが、つくば市に保育所、保育施設を設置しようとする

場合には、ガイドラインの全体を視野に入れての設置を心掛けなくて

はならないわけでございます。ガイドラインは指針であると同時に最

低基準のようになっていけばよろしいのではないかと考えておりま

す。私自身の立場で今はこのように考えておりますので、お含みおき

を頂きましてパブリックコメントでご意見をいただければと思いま

す。 

浅野委員：最後に確認させてください。このガイドラインが策定された

暁には、まず、すべての子どもを預かる施設、認可・認可外の管理者に

対しての研修から始まるのでしょうか。使い方についてです。これだ

けのものを作って「仏を作って魂を入れず」のようなことになるのを、

危惧しております。そうならないようにどのようにしていかれるのか、

お伺いします。 

飯田会長：活用しないことにはガイドラインになりません。ご説明をお

願いいたします。 

事務局（幼児保育課）：こちらは全ての認可保育園、認可外保育施設、す

べての保育施設で活用して頂くことで考えております。施設長の皆様

への研修については、今後検討させて頂きたいと思います。 

飯田会長：ぜひご検討をお願いします。「公立私立を問わず」が、前提に

なっておりますのでお含みおき頂ければと思います。 

中井委員：この段階まできて意見するのは心苦しいのですが、３ページ

に概念図があります。ガイドラインが共同して目指すもの「安心の子

育てができる」とあります。つまり安心して子育てができるというの

は、親側の目線であって、これが目指すのは子どもの育ちではないの

かと。この主体は、ガイドラインは何のために作られているのか、こ

の部分は重要だと思います。「親が安心できればそれでいいのか」と、
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そういうことでは無いと思いまして意見させて頂きます。 

飯田会長：担当課としてのご見解はございますでしょうか。私の見解で

すが、保育のガイドラインということに合わせてのタイトルかなと理

解しているのですが。この理解は誤ってますでしょうか。保育のガイ

ドラインなので「安心の子育てができるつくば」となっていて、更に

その上に伸ばしていきますと、「子どもが安心して育つつくば」があ

るというように、上にもう一つ付けたくなる気持ちは多少ございます。

保育のガイドラインで安心して子育てができる、その場を通じて子ど

も達が安心して育っていけるというところに繋がっていく。これがこ

のガイドライン、さらには「子ども・子育て会議」が目指すところであ

ってほしいなと思う所です。保育園や保育施設だけではなく地域全体

でもって、子ども達がどう育つかの願いの中で会議や施策が行われて

いく、その一つとしてガイドラインがあると、私は理解していました。 

中井委員：そうだとは思うのですけど、この図を見ていると、下の方に、

全ての子どもが安心して育つがあって、上のほうに伸びているように

見えました。これが下位のほうに見えてしまいましたので、ひょっと

して主体と客体が逆かなと、見えてしまったので、先生のおっしゃる

ことは良くわかりますので、そのあたりはあえて書くところでは無い

のかもしれません。 

飯田会長：子ども・子育てを考える上では大事なところではあると思い

ます。修正するということを前提にしてのパブリックコメントですの

でご検討頂ければと思います。こういう大枠のところも含めて、理念

のところは大事なところになります。それでは、この案件につきまし

てはパブリックコメントにまわしていく、そして、そのパブリックコ

メントについても委員の皆様から多くのご意見を頂きたいと確認して

終わりたいと思います。 
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（２）第二期つくば市子ども・子育て支援事業計画策定に伴うニーズ調査について  

 ア 事務局説明 

   配布資料に基づき説明。 

 イ 発言 

飯田会長：まず、資料の２－１の大枠についてご意見を頂きたいと思い

ます。 

ヘイズ委員：前回の依頼件数と回収率をお伺いしたいです。 

事務局（こども政策課）：前回の回収率は約 50％です。 

飯田会長：依頼件数を就学前と就学児童と二つに分けておりますが、別々

に教えて頂ければと思います。 

事務局（こども政策課）：前回のアンケートは就学前の子どものご家庭

には 3,000 件、就学児童のご家庭については 1,000 件でございます。 

飯田会長：私の手元の資料ですと、就学前が 53.2％、就学児童が 52％で

すので、52％を多少超えた数値となっております。今回就学前と就学

児童共に 2,000 件ですので、就学前を 1,000 件減らし、就学児童を

1,000 件増やしたという事ですけども、その理由をご説明願えますか。 

事務局（こども政策課）：前回の調査では、就学前の子どもの家庭に重点

を置きまして、件数を 3,000 とし、就学児童については 1,000 件でし

た。今回の調査は「新放課後子ども総合プラン」の量の見込みの算出

も目的でございますので、件数的には同じにして各 2,000 としていま

す。 

飯田会長：このような状況となっております。私も社会調査を専門とす

る者ですので、いろいろと悩ましいものを感じております。回収率が

54％というのはいかがなものかと議論の対象になると思っておりま

す。実はこの手の調査は回収率が下がりつつあるのが現実でございま
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して、10 年、30 年前には 60％をこえるような回収率できたのが、50％

確保出来れば良いという状況です。ただ、偏りがあるのが一番怖いで

す。ニーズがあるにもかかわらず答えてくださらないことが起こって

きますと、この調査で把握したいものが把握できないことになってし

まいますので、特に回収についての偏りを名豊さんの方でチェックを

して頂く、その後に市でチェックして、偏りがないかどうかを確認し

て頂きたいと思います。エビデンスベースで政策を進めるのは大事で

すが、それが偏っていては施策の方も偏ってしまいますので、その辺

のチェックが大事だと思います。子ども会議でもそこのところを重視

していきたいと思っております。後は、就学前児童の件数 3,000 を

2,000 に減らして大丈夫なのかというところです。統計的な誤差を生

むのではないかというところは、推計をきちんと名豊さんのほうでし

て頂くことが必要かと思います。細かくタイプを分けていろいろとニ

ーズ量を算出していく、かなり難しい調査ですのでよろしくお願いし

ます。 

折本委員：質問ですが、つくば市は農村地区と市街地でニーズの差があ

ると思いますので、その割合はどのように考慮されているのか教えて

ください。 

飯田会長：この後に予定されております質問紙にも関わりますので、そ

ちらを含めて議論を進めたいと思いますが、地区の設定についてご説

明をお願いいたします。 

事務局（株式会社名豊）：地区につきましては、今回のニーズ調査に基づ

いて、それぞれの地域ごとに量の見込みを算定する形になっておりま

す。つくば市の地域性を考えますと、農村地域とつくばエクスプレス

の沿線の地域と人口に偏りがございますので、市全域から無作為で抽

出してしまいますと、人口の多い地区の回答が多くなってしまうとい
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うことが想定されますので、地域で偏らないように、人口が少ない地

域の方からも一定の意見が吸い上げられるように、大きく市内を５つ

くらいの圏域に想定しまして、配布件数をそれぞれの人口に完全に比

例させる訳では無いですが、人口が少ない地域に多めに配るようなこ

とで人口の分布に比例して回答が偏らないように様々な地域から意見

が拾えるような形で、配布の方は考慮していきたいと考えております。 

飯田会長：確認でもありますが、現行のプランは、北部エリア、北西エリ

ア、中央部エリア、西部エリア、南部エリアと５つのエリアに分けて、

それぞれのニーズ量を算出しながら確保方策を考えていく仕組みでし

たが、今回のニーズ調査とそれに基づく確保方策の進め方はどのよう

に考えているのかお願いいたします。 

事務局（株式会社名豊）：今回のニーズ量の設定につきましても、圏域を

区切る単位は、今後見直す可能性はありますが、前回の計画を踏襲し

て、ある程度市内をいくつかの区域に分けて、それぞれの地域ごとに

ニーズを出していくという考え方に沿って進めていきたいと思いま

す。 

飯田会長：つくば市の人口分布の変化もございますので区切り方は変わ

ってくるかもしれないけども、いくつかの区域を区切りその中での保

育のニーズ量を算出し、それを踏まえてこの会議で確保方策を検討す

るということになります。他はいかがでしょうか。調査表の方に踏み

込んでくださっても結構です。ここで、この質問をこう変えましょう

という議論をしましても時間がかかりますので、この項目を入れたら

どうですか、或いは、ここのところは少し変える必要がありませんか

というご意見を頂きたいです。 

栗栖委員：これを読むと、子ども子育てを支援する事業計画のニーズ量

の見込みの算定をするためにアンケートするという事ですね。参考資
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料の１の５ページ、対象事業が 11 項目ありますけれど、新規のサービ

スにこのようなものがほしいというような、住民のアイデアを書ける

欄を設けると、思ってもいなかったような事業・サービスが出て来る

のではないかと思います。自由記載としてしまうと埋もれてしまうよ

うな気がしますので、例えば「こんなサービスが欲しい」というもの

を一つ書く項目を設定して頂けたらいいなと思います。あと、この 11

項目のこれは、保育とか教育の施設に関してという事ですが、例えば

産後ケアですとか、障害児を持つ保護者に対する支援、施設の入所と

か利用とかではなく、生まれた赤ちゃんとお母さんをその日から支援

するようなサービスなどの子育て支援事業は含まれないのかなという

ことをお聞きしたいです。 

飯田会長：私の説明不足で、ニーズ量の調査・確保方策だけを強調いた

しましたので、そのようなご質問になったと思います。重点事業に関

わること以外のところをカバーする調査をするのかというご質問とし

て理解してもよろしいでしょうか。 

事務局（こども政策課）：子ども・子育て支援プランの中の項目となって

おりますので、それを含めた形でのニーズ調査です。 

事務局（株式会社名豊）：補足をさせて頂きます。元々、国が示しており

ます「子ども・子育て支援事業計画」は、特定のサービスのニーズ量を

算定して、その量に対する確保を、それぞれの市町村が確保していく

という性格になっております。ですので、ニーズ調査自体も、ニーズ

の算定に関係する設問を、国のほうが入れてくださいと指定をしてき

ておりますので、それが中心になってございます。ただ、つくば市の

計画は、先ほどの説明にもありましたけども国が示しております、子

ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援対策推進法の市町村行動

計画、こちらと一体化して計画を作っております。次世代育成支援対
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策推進法の市町村行動計画につきましては、保育サービスの量の見込

みや確保方策に留まらず発達に支援が必要な子どもの施策とか、子育

てをしていく環境づくり、子ども・子育てに関わる全般を包括的に扱

う計画になっております。それに鑑みまして、一例ですけども、就学

前の児童の保護者の方への調査項目の 19 ページ以降のところに、「つ

くば市の子育て環境支援対策について」という設問項目を設けており

ます。保育サービスに限らずつくば市の子育て施策全般に対してどう

いった要望があるか、紙面に限りありますので、限られた項目にはな

ってございますが、保育のサービス以外のニーズ、市民の方の意向を

捉える設問を部分的に設けて調査を実施していきます。 

飯田会長：19 ページの「つくば市の子育て環境や支援対策について」が、

それに当たるということですね。 

中嶋委員：調査の実施方法を聞いていましたが、その方法ですと人口の

少ない地域の方の意見が強く反映されるような印象を受けたのです

が、どうでしょうか。 

事務局（株式会社名豊）：ご指摘のとおり、ある程度人口の少ない地域の

方の意見が多めに拾われる形にはなってきます。今後、集計にあたり

ましてはそれぞれの地域ごとでの集計結果を出していきます。各地域

ではどれくらいの回答数があったのかについてデータとしてきちんと

集計していきながら、全体集計の中に、特定の地域の意向が強く反映

されることにはならないように、それぞれの地域ごとでの集計結果も

算定していく形で、集計結果の地域性も公表できるように取りまとめ

をしていきたいと考えております。 

中嶋委員：本当につくば市全体のニーズに沿ったものになるのかどうか

です。要するに人口の多い地域の人達の意見があまり反映されなくて、

少ないところに住んでいる人たちの意見が強く反映されると、いつま
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でたっても変わらない、となりかねないなと思いました。もう少し見

直しをして頂きたいです。 

飯田会長：地区ごとのニーズ量を出していく、地区が基本になってくる

ということだと理解しています。ただ、地区ごとに数値を出していく

と回答者数が小さくなってしまいますので誤差が大きいものになって

しまうところもあり、有効票数を確保しなければならない。難しいと

ころです。 

千代原委員：回収にインターネットを使うというのはどうでしょうか。

紙媒体ですとお金がかかります。回収するのも郵送代がかかります。

インターネットだとお金がかからないです。それは難しいのですか。 

飯田会長：郵送か、インターネットかは議論のある所です。お願いいた

します。 

事務局（こども政策課）：インターネットでというお話がありましたが、

現時点では前回を踏襲する形でやっていきたいということで、インタ

ーネットは考えていません。 

千代原委員：回収の費用もそうですし、私自身手で書くのは面倒くさが

りなので、インターネットでしたら早いので良いと思ったのと、ハン

ドメイドで入力集計するよりは早く正確にできると思ったのです。 

飯田会長：今回は郵送ですることに決めておりますが、議論のある所で

すので、いかがでしょうか。 

浅野委員：保護者としての意見ですが、これがうちに来て、これを開け

て、これを書いて、これを入れて、これをポストに持っていくとする

と５つの作業をすることになりますね。それだけのことを「するか」

と言われたときに皆さんはしますか。スマホだったらやるんですよ。

ＱＲコードがあって、「スマホで答えてください」とあったら答える

と思います。確かに大事な事ですが、このことに携わっている私が「期
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限までに提出するか」と言われたら、自信がないです。時間的なこと

も気になります。例えば自由記述を除いたら、「何分くらいでできま

すよ」という記述があると、回答率は上がるかもしれないです。アン

ケートに答えるには「30 分程度かかります」ですと「や～めた」とな

ってやらないです。私はズボラな親だから、これはどうなのだろうと

思うのですけど、この辺はどうでしょうか。 

栗栖委員：クレオ再生のアンケートは、市民であれば誰でもができるも

のだと思いますが、インターネット回答の割合がすごく多かったよう

です。紙で提出するものは年齢が高い方に多かったようで偏りがあり

ました。ただ、今おっしゃったように子育てしている保護者の方はと

てもいそがしいので、紙を開いて「よしやるぞ」というより、何かの待

ち時間のような少ない時間にスマホを開いて「ピピピ」とできるほう

が、時間の活用ができると思います。是非ご検討頂けたらと思います。 

中井委員：私自身もこれを見たときに、自分はどうかと考え、確かにイ

ンターネットでアンケートができたらいいなと思いました。ただ、つ

くば市で今イベントで使っているシステムなどは、登録が必要ですし、

時間がかかると途中でタイムアウトになってしまって、せっかく途中

まで答えたのに結局送信できないとか、ネットだとスムーズなのかと

いうとそうでもないところがあったりもします。次は５年後くらいに

なるのかなと思うのでその時にはもっと良くなっているとは思いま

す。インターネットを使えばいいかというと、セキュリティ的な問題

も含めて、乗り換えるにはまだ検討しなくてはいけないことが多いと

感じています。 

飯田会長：インターネットで実施されている自治体はどれくらいありま

すか。 

事務局（株式会社名豊）：過去にお手伝いしたところで、インターネット
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での回答を導入している例は無くはないです。が、多くの自治体が紙

でやっているのが実情ではあります。とりわけこの「子ども・子育て

支援のニーズ調査」につきましては、回答項目が一般に行う市政調査

に比べて、非常に多く煩雑であることからも、インターネットでは回

答用のフォームといいますか、回答用のページが組みづらい事情もあ

って、現状では多くの自治体が郵送での調査としています。 

飯田会長：おそらくそうだと思います。回答が枝分かれするところが沢

山ありますので、システムが複雑になると思います。それよりも一番

気にかかるのは分量でございます。国が要求しているニーズ及び確保

量は最終的に国に挙げていく事になりますね。それを算定するために、

これだけの分量が必要なのでしょうか。私どもが行っている調査です

と分量は通常Ａ４でこの半分、８ページが限界だと言われています。 

事務局（株式会社名豊）：こちらのニーズ調査につきましては、５年前に

国が提示してきました調査表のひな形が、すでに 20 ページほどになっ

ていました。実際には設問すべてが国に報告するニーズ量の算定には

必要ではなかったものですから、５年前のつくば市の調査でも不要な

項目を削って実施しました。今回につきましてもできるだけ不要なと

ころは削りつつ実施したいと思っています。ただ、やはり５年間やっ

てきた中で、新しく「新放課後子どもプラン」のニーズ量を把握する

こともありますし、前回のニーズ量の算定の課題も踏まえて独自に市

として聞いておきたいことも出てきております。そういったところを

新たに追加しましたので、結果として今の分量になっているという状

況です。 

飯田会長：市として、削る方策はございますでしょうか。なかなかお答

えになりにくいかとは思いますが。 

事務局（こども政策課）：アンケートの中身につきましては、国の方から
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標準設問として設定されているものもございます。それをすべて網羅

する必要はないですけども、その中で必須項目としてどうしても入れ

なくてはいけないものがあります。それ以外に、今回はつくば市の特

性にあった項目を、どうしても付け加えなくてはいけないこともござ

いますので、あまり時間はないし、バッサリ切るというわけにはいか

ないですけども検討いたします。 

飯田会長：回収率を上げるためにもぜひお願いします。国が示す数値を

出すためだけでなく、つくば市の子育て支援の方策に密着した項目を

入れていきたいという思いも致しております。最終的にもしご意見を

伺うとしたらいつまで待てるでしょうか。委員の皆様のすべての意見

を入れられるとは限りませんが、そうした項目もご指摘頂くとしたら

スケジュール的に可能でしょうか。スケジュールを考えますとあまり

無理はできないと思いますが。 

事務局（こども政策課）：来月の中旬に実施したいと思っています。でき

れば今月いっぱいまででお願いしたいです。 

飯田会長：１日から３日あればと思いますが。ご意見を頂きたいところ

でございます。 

館野委員：色々な調査が保育園に来ます。厚生労働省、総務省、国交省の

アンケート調査がきます。「もう一回出してください」とか「なんで出

さないの」とか言われて再回答した例もあります。やる方としては「ぜ

ひ回答してください」という趣旨でやっていますので、回答してもら

いたい気持ちはわかります。確かにこれよりも厚いものもきます。開

けて見ると、大変字が細かくなっておりますので「これをやるのかな」

と思うと「もっと他に仕事があるんじゃないか」と思ってしまって、

途中で面倒になります。面倒では無いのは８ページから 10 ページくら

いだと思います。若い人は iPhone、iPad でするのも良いと思います。
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保育園では今 iPad の時代で、出席簿、連絡票なども iPad です。あま

りにも書類が多いです。 

飯田会長：同じ思いなのは確かなのですが。削れない項目が多く入って

いますので、そこを最低限におさえて取り組みをお願いしたいと思っ

ています。 

高橋委員：国のフォーマットで、絶対に必要なものとそれ以外のものと

解ると思いますが、国が必要なものは削ることはできないと思います。

どこが国の主張しているもので、どこがしていないものなのかがわか

らないと話にならないと思います。 

飯田会長：そこの区別ですが、ある程度はできると思います。 

高橋委員：そこは削ってもいいのではないかと議論できますよね。 

事務局（株式会社名豊）：調査表には、国が示している必須の設問と、そ

うではない設問が混ざっています。 

高橋委員：国が必要としている問の番号だけ教えてください。 

事務局（株式会社名豊）：国の必要としている項目だけでもかなりあり

ます。国以外で申しますと、お手元の資料、就学前児童の保護者の方

で、２ページ目の問９－１、３ページ目の問 12「子育てに関する情報

入手」、４ページ目の問 13 から 18 までの一連の設問、５ページ目の

問 19 から 22、６ページ目の問 23－３、問 23－６、７ページ目の問 24

－３、「日常生活の移動手段」、８ページ目の問 24－６、問 27、問 27

－１、問 27－２、こちらの育児休業の質問は国の示している項目です

が必須ではないです。10 ページ目の問 27－３も同様でございます。問

の 28、これは市が独自で設定している設問でございます。続きまして

11 ページ目、問 29－４、こちらも国の指定項目ではありますが必須で

はないものでございます。12 ページ目の問 31、32 です。ここからは必

須の設問が続きます。 
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飯田会長：問の 32 は今回、新しく求められているのでしょうか。 

事務局（株式会社名豊）：問 32 は国の大きな取り組みではございますが、

特に国から「具体的に示されたもの」ではありません。独自に設定し

た項目でございます。続きまして 16 ページ目、問 41、国が示した項目

ですが必須ではないです。18 ページ目の問 45、45－１、46、19 ページ

目の問 47、問 48 以降から最後のところまでは、独自設問の項目になっ

てございます。このように独自の設問を入れさせて頂いております。

検討事項としては、国の必須の項目だけにしてしまいますと、保育サ

ービスの量の見込みに関わるものだけになってしまって、それ以外の

市民の方の意向は把握しづらいです。このあたりの兼ね合いで設問を

検討する必要があるところでございます。 

飯田会長：必須項目だけにしますと味気無い感じがします。これからの

子ども・子育てを考える資料として、不十分な調査になってしまいま

すね。 

高橋委員：確かに聞いた方がいいかなというところが沢山あるという気

持ちはあります。もう一つですが、回収率が下がるという問題がある

と思います。それはそもそも何のために使うかと申しますと、当然、

保育の量を決めるためです。ところが保育の量を決めても、それに追

いつかない現状がございます。現状を踏まえられると回収率は下がる

のです。皆さんが考えていることを調べるのは、果たして意味のある

ことなのかなという気がします。 

飯田会長：ありがとうございます。悩ましさを共有したような気がしま

す。なんとも申し上げられない所ですけれども、ニーズ量の算出とい

う点では、必要だと捉えております。このニーズ量がそのまま確保方

策に繋がるわけではなくて、確保方策を作るうえでは、つくば市独自

の状況を加味していかなければいけないかと思います。将来の人口を
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予測して、その人口に対して必要としている人の割合をかけて数値を

出していくのですけれども、人口推計そのものも 100％確実なのかと

いうとけっしてそうでは無いわけでございます。今回も、国の指針で

は大きく人口の変動が起こる場合については、微妙な書き方をしてい

まして、「そのことを考慮すること」とされていたと思います。この調

査もニーズ量のみによって確保方策を考えていくものでは無いという

のが、私の理解でございます。つくば市として将来の姿をどのように

描いていくかということが大事であって、国が示している項目以外の

項目も聞いておいて、その結果も次のつくば市の計画に活かしていく

調査になるということでございます。この提案を基本にしながら、精

査して減らすべきところは減らして頂く。ここは確実に残す、という

判断をしていきたいと思っております。そのために来週月曜日くらい

までに忌憚のないご意見を頂いて、あとは名豊さん、市の担当課、あ

とは私に任せていただきたい。よろしいでしょうか。 

橋本（佳）委員：就学前の保護者の方のアンケートの 17、18 ページ目の

「放課後」のところですが、児童館、放課後子ども教室、児童クラブと

ざっくりとした説明がなされています。問の 45 ですが「一体的に運営

が行われるとしたら、希望する頻度は次のどれにあたりますか」とい

う風に、就学前のお母さんたちに聞いているのですが、今、現実に受

けている人に聞いていれば、それぞれの答えはあっているでしょうが、

そうでないとすると「一体的に運営が行われるとしたら」という非常

に漠然とした聞き方で、正しく調査できているのか。放課後子ども教

室は地域の方々とボランティアの協力を得て行うもの、児童クラブは

専門の指導員のもとで毎日開かれるもの。それがどういう形になるの

か。子ども教室が広がっていない現状から言えば、毎日開かれて、ど

こでもやっているような状況はありません。このような状況をもとに
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働いているお母さん、働いていないお母さんが、「一体型」と言われ

て、どう回答していいのか非常にわかりにくいと思いました。もちろ

ん逆にこの項目が必要なのかとも感じました。問 45―１も同様です。

これは事務局が考えたのかと思ったので、何をイメージして入れたの

か聞こうと思ったのです。 

飯田会長：名豊さんのほうで入れてくださった項目ですか。協議の中で

入れられたのですか。 

事務局（株式会社名豊）：市と協議しながらという事ではございますが、

他市の事例で、こういったニーズの聞き方をしているところがあって、

我々からご提案させて頂きました。協議しながら決めていった形です。 

橋本（佳）委員：何をイメージして答えているのか、回答をもらいたいく

らいです。「こうだったらいいね」という聞き方をすればいいのです

が。つくばでは児童館があって、そこは一般来館と放課後児童の子ど

も達の場になっている。児童館が無いところもある。つくば市は他の

自治体と違うスタートをしていると思います。児童館の無いところで

お母さんたちの要求が高いです。現状をしっかりと抑えているのであ

ればいいのですが、「国が奨めるやり方」というのは非常にわかりに

くいと思いました。 

飯田会長：放課後子ども教室については総合プランを作ることになって

いましたが、そちらのからみが出て来ると思います。今後の学童保育

の具体的な運用は、「放課後子ども教室」のこれからをどうするのか

ということに深く関わってくると思います。それについての何かビジ

ョンがあって、この設問ができているのかどうかということでござい

ます。いかがでしょうか。 

事務局（こども育成課）：放課後子ども総合プランについてです。市町村

の行動計画については任意であったということで、急遽策定されたも
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のでして、細かいニーズとはいえ今回、子ども・子育て支援プランに

盛り込みたいと、その様に考えております。アンケートを実施するこ

とでございますが、確かに橋本委員がおっしゃる標準的な設問という

事ですが、9 月 14 日付で受理したばかりの「新放課後子ども総合プラ

ン」を入手しております。国の指針では「放課後子ども教室」と「児童

クラブ」の一体的な運営ということになっていますが、橋本委員がお

っしゃるように、つくば市には児童館が各地域に 11 もございますの

で、児童館があり児童クラブの人数によって児童館を専用したり、活

用したりと、他市とは異なった特色がございますので、それに応じた

質問に変更・修正したいと考えております。 

飯田会長：この調査の中に入れ込むことには変わりないですね。「新放

課後子ども総合プラン」のために調査を計画しているということでは

ないですね。 

事務局（こども育成課）：すべてで実施できているところは、ほぼほぼ無

いです。該当するような選択肢を、こちらから提示していくことは、

ふさわしくないという判断はあります。 

飯田会長：必要不可欠なものでしょうか。総合プランとの関わりが非常

に深い質問だと思います。この質問が無いと「総合プラン」のほうで

困ることが出て来るということでしょうか。橋本委員のご指摘は、削

除はできないのかということですが。 

事務局（こども育成課）：そこも踏まえて検討したいと思います。 

橋本（佳）委員：逆に言えば、小学生の保護者の方に聞いてもらえれば答

えられると思います。これはこれで一定の調査の資料としては役立つ

と思います。就学前はどうなのかということで質問しました。 

飯田会長：ご検討頂ければと思います。これからのつくば市の計画で生

かしていけるものは盛り込んだ方がよいが、逆に拙速的に盛り込んで
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誤解を与えるようなことにならないように注意もしなくてはなりませ

ん。ビジョンを考えていくのに参考になる資料の調査にしたいなと思

いがしております。ご検討頂ければと思います。 

中井委員：就学前児童のアンケートは、全体的に、出産して間もない方

が受け取られた場合わからないことだらけだと思います。これだけの

アンケートにご協力頂くことでもあるので、サービス、支援があるの

だと知って頂く機会になればと思います。「知っていますか」という

設問もありますし、詳しくここに盛り込むことはできないとは思いま

すが、アンケートに答える方に具体的なことを知って頂けたらと思い

ます。できれば「つくば市の子育て支援の情報のべんり帳があります

よ」とか、子育て支援情報システムの案内とか、設問ごとに「ここを参

照してくださいね」と「べんり帳」のページがあると良いと思いまし

た。一つひとつ拾い出していくのも大変でしょうから、最後にまとめ

て情報の窓口のようなものを提示して差し上げられると良いと思いま

した。 

浅野委員：今の中井委員の、情報を出していくという意見はすばらしい

と思います。確かに全部に注釈を付けたらとんでもなくなるので、目

についたところだけ、例えば就学前の 16 ページ問 39「子育て支援セン

ターや集いの広場」と書いてあります。つくば市では「けやき広場」を

指しているそうです。そのように具体的な名称があれば答えられます

し「そういうのがあるね」ということを、どこをピックアップするか

は難しい話とは思いますが、全部でなくていいので、具体名を入れて

頂けるとわかりやすいのではと思います。 

飯田会長：例示するなり、答えやすい形で修正していただければと思い

ます。 

浅野委員：【小学生】の 10 ページ問 33「放課後子ども教室を利用してい
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ますか」の１は何のことだろうと思いました。現在の子ども教室とい

うのは、文科省が言っているような形にはなっていなくて「これから

進めていく」という段階なので、お母さんたちは、「これは何を言って

いるのか」わからないと思います。保護者として答えられなくなると、

問 33－１、33－２も、それから問 34 の「問 33 の１に〇をつけた方に

伺います」そして、問 35 で「一体的な」と関連する質問をしています

が、このイメージが全然無くて知らないお母さんが本当に多いと思い

ます。この辺は質問に工夫が必要だと思います。 

飯田会長：これはつくば市の実情に合致していますか。担当課に見解を

お伺いしたいですが。 

事務局（こども育成課）：つくば市の放課後子ども教室につきましては、

スポット体制で、年に２～３回、各学校の平均値でございますが行っ

ています。そういった現状でございます。ご意見のようにつくば市に

適合していないような設問になっていると思うので、これから修正を

したいと思います。 

飯田会長：週に何日利用とはならないですね。それぞれのご担当で、つ

くば市の実情に合わないところについては合わせる、或いは必要が無

いのであれば削除するようご検討頂ければと思います。 

松本委員：放課後子ども教室はうちの学校では毎週実施しております。

実質つくば市では無い訳ではありません。週に一回です。 

飯田会長：小学校によって事情が異なりますか。毎週実施は秀峰だけで

すか。それですと、実情にあっていないですね。秀峰は施設がありま

すので開けますが、秀峰以外のところは開いていないと思いますので、

実情に合う形でご検討をお願いします。 

千代原委員：誤字脱字等はチェックしていますか。何か所かありますの

で。 
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飯田会長：誤字脱字につきましてもこれも検討が必要ですね。誤字脱字

については、ここで議論するのは時間がかかるので、ゼロにするよう

に、事務局でご努力頂きたいと思います。できるだけ分量を減らして

頂きたいということと、それでいながら、つくば市の計画を立てる時

に必須の項目は必ずいれて頂きたいとお願いしておきたいと思いま

す。回収について督促のはがきは出すことになっておりますでしょう

か。 

事務局（こども政策課）：督促のはがきは一度だけ出す予定にしており

ます。 

飯田会長：効果が上がることを祈りたいと思います。ではこの議題につ

きましては２～３日の猶予を頂きまして、お気づきの点がございまし

たら事務局にお知らせ頂ければと思います。 

松本委員：さっきの放課後子ども教室についてですが、この質問がなか

ったら、来年度に放課後子ども教室を更に利用したいという意見が挙

げられていかなくなるのではないでしょうか。先ほど現状に合ってい

ないと言っていましたけども、自校では毎週やっています。就学前、

就学児もつくば市民なんですよね。その保護者の声はどうなるのか。

来年度に放課後子ども教室を実施される予定があるのでしょうか。 

飯田会長：この調査の中に個別の学校についてのことを入れるのは、か

なり難しいことだと思いますが。いかがでしょうか。話を戻して申し

訳ございませんが、秀峰に限っての希望を聞くという事になりますか。 

事務局（こども育成課）：それも含めて検討しますよということです。秀

峰につきましては、通常ですと市内の学校全体では、先ほど申し上げ

ましたように年に３回程度ですが、統合によって年に 60 回程度行って

いる背景があります。秀峰筑波児童クラブができて、児童施設内にお

いて、学校じゃなくて、そこで、児童クラブと放課後子ども教室をや
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っているという事です。厚労省の流れを汲んで、こども育成課から年

度ごとに学校に希望調査を行って、その結果、秀峰では、週３～４に

なっているということです。希望調査はこのアンケートに関わらず毎

年実施したうえで行っています。学校の希望に沿う形で実施を進める、

或いは拡充に向かいたいということです。 

松本委員：放課後子ども教室が、市の他の学校に広がることは無いとい

うことですか。 

事務局（こども育成課）：市の放課後子ども教室については拡充に向け

て尽力していきたいということですし、市内どこの学校でも実施して

まいります。 

飯田会長：放課後子ども教室と児童クラブの一体的な運用というのが、

アンケートの課題になっておりますね。 

事務局（こども育成課）：国の示すところでは児童クラブと放課後子ど

も教室の一体化、或いは連携した形での充実を目指してほしいという

事を踏まえたアンケートです。放課後子ども教室の事業自体の運用と

は、システムが異なるということです。 

飯田会長：どうぞご理解ください。 

 

(３) 平成 29 年度つくば市子ども・子育て支援プラン進捗状況評価について 

 ア 事務局説明 

   配布資料に基づき説明。 

 イ 発言 

飯田会長：前回の会議でご審議頂いたものでございます。皆様のご意見

を精査致しまして、原課評価の修正をお願いしたところもあります。

個別の案件に関わることや質問に類するものについては削除して、会

議の意見として整理いたしました。同時に議事録を参照しながらここ
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での議論が反映されているかどうかを確認させて頂きました。その上

でこの資料をまとめて頂きました。今日お配りした資料を公表に向け

て、その前に答申もございますけれども、公表していく予定でござい

ます。特に進め方に関わるご意見はございますでしょうか。この評価

につきましてはよろしいでしょうか。 

他委員：異議なし。 

 

(４) その他について 

 ア 事務局説明 

  小規模保育事業所の民間事業者の募集状況について説明。 

 イ 発言 

飯田会長：何かご質問はございますでしょうか。 

橋本（佳）委員：募集をかけているのは、「この地域で」とかではなく、

市全体でどこでも募集しているのでしょうか。 

飯田会長：プランとの整合性を教えてくださいということになると思い

ます。 

事務局（幼児保育課）：以前に量の見込み等をご検討頂いたと思います

が、ご審議いただいた「子ども・子育て支援プラン」を基に地域を定め

て、需要のある地域で募集をしている状況です。 

飯田会長：プランに従いながらのことでございます。保育の施設の誘致

にあたってはこの会議で検討いただいているガイドラインを活用して

いただきたいと思います。策定中のガイドラインですので、そのまま

適合するわけにはいかないと思いますが、ガイドラインに書かれてい

ることをきちっと守っていただける事業者を選定をしていただきたい

と思います。また公正に選定していただきたいという意見もあったと

思います。この会議における議論も踏まえて選定していただければと
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思います。他に無ければ会議を終了したいと思います。 
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つく ば市 にお いて は、県内 各地 で人 口が 減 少す る中 で、つ く ばエ クス プレ ス沿 線開

発地 区を 中心 に人 口 が増 加し、保 育需 要が 増大 して いま す。また 、家族 形態 や 就労状

況の 変容 など を背 景 に、 保護 者の 保育 ニ ーズ もま すま す多 様 化し てい ます 。  

つく ば市 では、多 様な 保育 ニー ズに 対応 し てい くた め、バ ラ ンス の良 い施 設等 の整

備を 行う と同 時に 、 保育 人材 の確 保を 支 援し て、 待機 児童 解 消を 目指 して いま す 。  

こ う し た 子 ど も ・ 子 育 て を 支 え る 基 盤 の 量 的 確 保 に よ り 新 規 施 設 が 増 加 し て い る

中で 、保 育の 質の 確 保・ 向上 にも 取り 組 んで いく 必要 があ り ます 。  

その ため に、市内 全て の保 育所（園 ）、幼稚 園及 び認 定こ ども 園 など（ 以 下「 保育

施設」とい う。）に お いて、子ど もた ちの 育 ちに 十分 配慮 しな が ら、質 の高 い保 育・

幼児 教育（以 下「保 育」とい う 。）を 計画 的か つ確 実に 子ど も たち に提 供す るた め、

保育 に関 わる 全て の 職員 や、事 業者 、保 護 者、地 域、行政 など（ 以下「 保育 関係 者」）

が共 通理 解を 深め 、 相互 に連 携・ 協力 し てい く必 要が あり ま す。  

こう した こと から 、つ くば 市で は、保育 現場 の保 育士 や教 諭、有識 者や 市民 の方 々

にも 議論 いた だき 、 本ガ イド ライ ンを 策 定し まし た。  

本ガ イド ライ ンで は、保育 の質 の確 保・向 上 を図 るた めの ６つ の 柱（Ｐ ３）や、行

政や 事業 者な どの 果 たす べき 責任 や役 割 、保護 者の 参加・協力 の 推進 など につ いて記

述し てい ます 。  

つく ば市 では 、保 育関 係者 が本 ガイ ドラ イ ンを 活用 し、また 、つ くば らし さや 地域 

の資 源も 生か しな が ら子 ども たち の育 ち を支 え、 市内 のど の 保育 施設 にお いて も 、  

保育 の質 の確 保が さ れる よう な、「安 心の 子育 てが でき るつ く ば」を 目指 して いき ま 

す。     

 

 

 

 

本 ガ イ ド ラ イ ン は 、 保 育 の 具 体 的 な 確 認 項 目 を 、 チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス 形 式 で 挙 げ て

いま す。全 ての 保 育関 係者 や各 保育 施設 は、日々 の保 育の 振り 返 りや 保育 現場 での環

境構 成や 検証 、研 修 など に活 用し てく だ さい 。  

 

 

 

つくばらしさ  

 （※P23 参照） 
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【 権 利 の 保 障 】  

子 ど も の 権 利 に つ い て 、職 員 全 体 で 理 解 し 、十 分 配 慮 し ま し ょ う 。 
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自然  国際性  科学  文化  
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本ガ イド ライ ンは、国 が定 める 保育 所保 育 指針 等を 踏ま え、「安 心の 子育 てが でき る  

つく ば」 を目 指し て いく ため に策 定す る もの です 。  

今後 も保 育を 取り 巻 く環 境や 状況 の変 化 に合 わせ 、更 新し て いく こと とし ます 。  

 

※ 位 置 付 け イ メ ー ジ  

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                         

                          

                

                                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 福 祉 法 、 学 校 教 育 法  等  

保 育 所 保 育 指 針 、 幼 稚 園 教 育 要 領  

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 教 育 ・ 保 育 要 領  

つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 

保育目標・保育課程 等  

指導計画・保育マニュアル 等  

保 育 実 践 

つくば市戦略プラン 

子ども・子育て

支援法 

つくば市子ども・子育て支援プラン 

各保育施設独自の保育理念 

３  ガ イ ド ラ イ ン の位 置 づ け 

つ く ば 市 未 来 構 想  
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安心の子育てができるつくば 

保育の質

の

向上

子どもの
権利

職員に求
められる

資質

保育環境

保育内容

安全管理

支 援

～安心の子育てができるつくばを実現するために～  
  

つくば市では、保育の質の向上を図るために６つの柱を掲げています。
子どもに関わる一人ひとりが、この柱に掲げる各確認項目の留意・向上に
努め、安心の子育てができるつくばを目指していきます。 

自然  科学  

保 護 者 ・ 地 域 と 連 携
し た 子 育 て 支 援  

安 心 ・ 安 全  
・ 危 機 管 理  

子 ど も 一 人 ひ と り に
寄 り 添 い 、 発 達 課 程
に 応 じ た 必 要 な 保 育

や 援 助  

子 ど も が 安 全 に 生 活
で き る 保 育 環 境  

明 日 の 保 育 に つ な が
る 保 育 計 画  

生 活 と 遊 び の 中 で 生

命 の 保 持 ・ 情 緒 の 安

定 ・ 健 康 な 心 と 体 ・

社 会 性 を 身 に つ け る

た め の 基 礎 を 培 う  

安 全 で 安 心 な 食 事  
の 提 供 お い し く 楽  
し く 食 べ ら れ る  

環 境 づ く り  

全 て の 子 ど も が 安 心
し て 、 心 身 共 に の び
の び と 生 活 で き る  

保 育  

子 ど も た ち が 元 気 に
健 康 な 生 活 を 送 る た

め の 配 慮 ・ 援 助  

４  つ く ば 市 の 保 育の 目 指 す も の  
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(1) 子ど も の 権 利                                    

    全 て の 子 ど もが 安 心 し て 、 心 身 共に の び の び と 生 活 でき る 保 育 を 行 い ま す。  

 

子ど もの 権利 とは 、全 ての 子ど もが 心身 共 に健 康に、自分 ら しく 育つ ため の権 利で

す。子 ども の権 利 条約 では、「生 きる 権利 」、「育 つ権 利」、「 守 られ る権 利」、「参

加す る権 利」の ４ つの 権利 が記 され てい ま す。子 ども が置 か れて いる 環境 はそ れぞれ

違っ ても 、子 ども た ちに は、 最善 の保 育 を受 ける 権利 があ り ます 。  

子ど もの 気持 ちに 寄 り添 い、子 ど もの 尊厳 を尊 重し、健 やか な成 長を 見守 り、支え

なが ら、 保育 を行 っ てい く必 要が あり ま す。  

ま た 、 子 ど も の 人 権 を 著 し く 傷 つ け る 虐 待 の 防 止 や 予 防 に つ い て も 努 め て い き ま

す。  

①  人 権 の 尊 重 

【 権 利 の 保 障 】 

 子 ども の権 利に つ いて 、職 員全 体で 理 解し 、十 分配 慮し ま しょ う。  
 

 

【 保 育 の 権 利 】 

 子ど もが 何を 求め て いる かを 把握 し、 子 ども にと って 最善 の 保育 を心 がけ ま  

しょ う。  

 

 

【 子 ど も へ の 配 慮 】 

子ど もの 良さ を積 極 的に 見つ け、 誉め た り、 励ま しま しょ う 。  
 

 

【 個 人 情 報 の 保 護 】 

 個人 情報 保護 につ い て、 職員 全体 で理 解 し、 守り まし ょう 。  
 

 

【 差 別 の 禁 止 】 

子ど もの 生活 習慣 や 文化 の違 いを 知り 、 認め 合う 心を 育て ま しょ う。  
 

 

【 性 的 差 別 の 禁 止 】 

子ど もの 服装 、遊 び 方、 役割 など 、性 の 違い に対 して 、固 定 的な 概念 を植 え  

付け ない 配慮 をし ま しょ う。  

 

 

【 子 ど も の 養 護 】 

 特別 な支 援を 必要 と する 子ど もの 保育 に つい て配 慮を しま し ょう 。  
 

 

  

②  虐 待 な ど の 防 止 と 早期 発 見  

【 日 常 生 活 で の 気 づき 】  

 常 に子 ども の身 体 的・ 心理 的状 態を 把 握す るよ う心 掛け ま しょ う。  
 

 

【 虐 待 の 防 止 】 

 子ど もに 対し、威圧 的、命 令的、否定 的な 言葉 遣い や叩 く、つ ねる など の体 罰 

は絶 対に やめ まし ょ う。  

 

 

【 虐 待 の 早 期 発 見 】 

子ど もの 受け 入れ・見 送り 時に 保護 者と の 対話 の中 で、子ど もや 保護 者の 様子 

を把 握し まし ょう 。  

 

 

  ★ 子 ど も の 様 子 に 異 変 を 感 じ た と き 、 傷 や 痣 を 発 見 し た と き 、 子 育 て に 関 す る 悩 み が あ る  

保 護 者 が い た と き な ど 、 つ く ば 市 子 育 て 相 談 室 に ご 相 談 く だ さ い 。 ☎029-883-1149、1150 
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(2) 職員 に 求 め ら れる 資 質                               

子 ど も 一 人 ひ と り に寄 り 添 い 、 発 達 過 程に 応 じ た 必 要 な 保 育や 援 助 を 行 い ま す 。 

 

保育 の質 の確 保・向上 を実 現す る基 本は 、保 育施 設に 勤務 する 職 員一 人ひ とり の資

質で す。  

保育 施設 は、質の 高い 保育 を展 開す るた め、絶え ず、一 人 ひと りの 職員 につ いて の

資質 向上 及び 職員 全 体の 専門 性の 向上 を 図る よう 努め なく て はな りま せん 。  

また、全て の 職員 は、子ど も一 人ひ とり の 違い を認 めら れる 価 値観 及び 倫理 観、か

つ 保 育 者 と し て の 責 任 を 持 っ て 保 育 に 当 た り 、 常 に 自 己 評 価 に 基 づ く 課 題 な ど を 踏

まえ 、保 育技 術や 知 識を 高め る意 欲が な くて はな りま せん 。  

つく ば市 の保 育施 設 では、全て の職 員 が職 務へ の責 任感 を持 ち、子ど も一 人ひ とり

を大 切に 思う 、温 かい 心を 持つ 人間 性と 専 門性 の向 上に 努め 、保 護者 と寄 り添 い、子

ども や保 護者 から 信 頼さ れ尊 敬さ れる 職 員で ある こと を目 指 しま す。  

 

【 全 て の 職 員 の 倫 理観 】     

保育 所保 育指 針、 幼 稚園 要領 など の理 解 、職 員間 での 助言 指 導な どを し、 保

育者 ・教 育者 の自 覚 （命 を守 る仕 事の 意 識） を持 ち保 育に 取 り組 みま しょ う  

常に 危機 管理 意識 を 持ち 行動 をし まし ょ う。  

 

 

【 自 身 の ス キ ル ア ップ 】  

職務 内容 に応 じた 研 修受 講、 他園 など と の交 流等 、自 身の 保 育の 振り 返り を  

行い まし ょう 。  

 

 

【 職 員 間 の コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ン 】 

 様々 な事 項を 理解 で きる よう 、信 頼関 係 を築 き組 織と して 保 育の 質の 向上 を  

図り まし ょう 。  

 

 

【 保 育 の 中 で の 自 然体 験 】  

 自然 をい かし て楽 し むこ とに より 、子 ど もが 豊か な心 を育 ん でい ける よう 自  

然と 関わ る取 組を し まし ょう 。  

 

 

【 子 ど も に 寄 り 添 う保 育 】  

 積極 的に 子ど もに 関 わり 、子 ども と関 わ るこ とを 喜び 、一 緒 に楽 しみ 保育 を  

行い まし ょう 。  

 

【 子 ど も の 個 性 に 合わ せ た 保 育 】 

 一人 ひと りの 発達 過 程を 理解 し、 個々 の 成長 ・発 達に 合わ せ 、先 を見 通し た  

援助 をし まし ょう 。  

 

【 保 護 者 と の 信 頼 関係 】  

 保護 者の 気持 ちに 寄 り添 い、 共に 子ど も の成 長を 喜び 、発 達 を支 援し 、保 護

者か らの 相談 、保 護 者へ の助 言を 行い ま しょ う。  
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(3) 保育 環 境                                       

    子 ど も が安 全 に生 活 で き る 保 育 環 境を 整 え ま す 。 
  

   保育 施設 は 、人 、物、場な ど の環 境が 相 互に 関連 し合 い 、子 ど もの 生活 が豊 かなも

のと なる よう に、 計 画的 に環 境を 構成 し 工夫 して 保育 を行 い ます 。  

子 ど も た ち は 、 適 切 に 整 え ら れ た 環 境 の 下 、 生 活 や 遊 び を 通 し て 様 々 な 力 を 身 に

付 け て い き ま す 。 自 ら を 取 り 巻 く 環 境 に 主 体 的 に 関 わ り 遊 ぶ こ と で 心 身 の 発 達 が 促

され 、人 間と して 尊 重さ れ愛 され るこ と によ り人 への 信頼 感 が育 まれ てい きま す 。  

職 員 は 子 ど も の た め の 保 育 環 境 を 構 成 す る と と も に 、 常 に 確 認 を 怠 ら ず 、 子 ど も

の健 康に 気を 配り 、 子ど もが 安心 して 安 全に 過ご せる 環境 を 整え ます 。  

つ く ば 市 で は 、 子 ど も た ち の 安 全 な 生 活 と 、 成 長 に 合 わ せ た 環 境 の 整 備 を 行 っ て

いき ます 。   

【 安 全 ・ 安 心 な 室 内の 環 境 】 

施設 内（ 保育 室・ 調 理室 ・ト イレ など ） の清 掃、 おも ちゃ な どの 子ど もた ち

が使 用す る備 品類 を 常に 消毒 する こと で 、い つも 清潔 が保 た れる よう にし ま

しょ う。  

 

 

【 適 切 な 室 内 の 環 境】  

室内 の温 度、 湿度 、 換気 、音 など の環 境 は、 常に 適切 な状 態 に保 持を しま し  

ょう 。  

 

【 施 設 内 外 の 死 角 を作 ら な い 配 慮 】 

子ど もた ちの 安全 の ため 保育 者か らの 死 角を 作ら ない よう に 配慮 しま しょ う。 

 

 

【 子 ど も の 成 長 に 合わ せ た 配 慮 】 

 子 ども の成 長に 合 わせ た玩 具、 遊具 、 絵本 を子 ども の手 の 届く 場所 に適 切な  

量で 用意 し、 子ど も が自 由に 遊び 、主 体 的に 遊び を展 開で き るよ う配 慮を し  

まし ょう 。  

 

 

【 人 的 配 置 に よ る 保育 環 境 の 整 備 】 

適正 な保 育士 の配 置 と、 特別 な支 援を 必 要と する 子ど もが い れば 加配 保育 を  

配置 する など して 、 集団 保育 が安 全で 情 緒の 安定 した 生活 と なる よう に保 育  

環境 を整 えて いき ま しょ う。  

 

【 労 働 環 境 の 整 備 】 

地域 の保 育や 子育 て 支援 を担 う子 育て 支 援員 （※ 注１ ）の 育 成を 図り 、保 育  

者の 労働 環境 を整 え てい きま しょ う。   

 

【 外 遊 の 取 組 】 

 園 庭や 園外 での 活 動に より 、の びの び と体 を動 かす 楽し さ や自 然物 との 関わ  

りを 通し 、季 節を 感 じら れる よう に環 境 を整 えて いき まし ょ う。  

 

【 乳 幼 児 に 必 要 な 保育 環 境 】 

はい はい や、 つた い 歩き がで きる 安全 な 空間 を、 保育 室の 広 さや 間取 りを 考  

慮し て確 保し まし ょ う。 （０ ・１ 歳）  

 

【 遊 び に 適 し た 空 間作 り 】  

 友 だち と好 きな 遊 びが でき る空 間や 、 一人 でじ っく りと 遊 びを 楽し むこ とが  

でき る空 間の 設定 を しま しょ う。  

 

 

 （ ※ 注 １ ）  

子 育 て 支 援 員 と は・・・「 子 育 て 支 援 員 研 修 」の 全 科 目 を 修 了 し 、「 子 育 て 支 援 員 研 修 修 了 証 書 」    

の 交 付 を 受 け た こ と に よ り 、 子 育 て 支 援 員 と し て 子 育 て 支 援 分 野 の 各 事  

業 に 従 事 す る 上 で 必 要 な 知 識 や 技 術 等 を 習 得 し た と 認 め ら れ る 者 。  
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 (4) 保 育 内 容                                    

 ①  保 育 計 画 

   保 育 の 全 体 的な 計 画 を 実 践 し 、 日々 の 保 育 を 振 り 返 り、 子 ど も の 生 涯 に 渡る 生 き  

る 力 の 基 礎 を 培 い 、社 会 や 世 界 の 状 況 を視 野 に 入 れ 、 社 会 に求 め ら れ る 資 質 や 能力

を 育 み 、 明 日 の 保 育に つ な が る よ う 努 めま す 。  

 

保 育 施 設 に お け る 保 育 の 特 性 は 、 子 ど も の 生 命 の 保 持 及 び 情 緒 の 安 定 を 図 る た め

に保 育者 など が行 う 援助 や関 わり であ る「 養護」と子 ど もが 健や かに 成長 し、その活

動が より 豊か に展 開 され るた めの 発達 の 援助 であ る「 教育」と の「養 護と 教 育の 一体

的な 展開」で あり、子 ども の気 持ち をし っ かり と受 け止 め、子ど もの 育ち を踏 まえ援

助し てい くこ とが 大 切で す。保 育 者は、子 ども と生 活を 共に し なが ら、子 ど もの 全て

を 受 け 止 め 、 そ の 心 身 の 状 態 に 応 じ た き め 細 や か な 援 助 や 関 わ り を し て い く こ と を

基礎 とし、子 ども 一人 ひと りが 生き る力 の 基礎 とな る心 情、意欲 、態度 を身 に 付けて

いけ るよ うに 保育 を 展開 しま す。  

保育 の内 容は、０ 歳か ら６ 歳ま での 子ど も の年 齢に 応じ た発 達 の特 徴を 見通 し、各

保 育 施 設 の 保 育 理 念 や 保 育 方 針 、 つ く ば ら し い 地 域 性 等 を 反 映 さ せ な が ら 保 育 計 画

を立 て、計 画 に基 づく 保育 を展 開し 、日 々の 保育 を振 り返 り評 価 する こと によ り、明

日の 保育 に反 映さ れ るこ とを 繰り 返す こ とが 、保 育の 質の 向 上に つな がり ます 。  

計画 され た保 育は 、子 ども の主 体性 を尊 重 し、そ の時 々の 子 ども の状 態に 応じ た応

答的 な環 境の 構成 や 援助 を行 うこ とが 重 要で す。職 員の 適 切な 援助 によ って、子 ども

が自 らや って みよ う とす る意 欲や 興味 関 心、好 奇心 、探 究心 等 の心 情、考 え る力 や認

識力 が培 われ 、自 信 や自 己肯 定感 が育 ま れて いき ます 。  

つく ば市 では、こ れら を踏 まえ、子ど も が生 涯に わた る生 きる 力 の基 礎を 培う 保育

を実 践で きる よう 、 保育 施設 の職 員自 ら が保 育の 質を 高め て いく こと が目 標で す 。  

   

【 「 子 ど も の 最 善 の利 益 」 の 考 慮 】 

保育 施設 の理 念、 保 育の 方針 や目 標、 指 導計 画な どに 基づ い て保 育に 当た り

まし ょう 。  

 

 

【 子 ど も の 成 長 の 道筋 の 計 画 】 

 各保 育施 設の 独自 性 や創 意工 夫さ れた 保 育内 容で の保 育計 画 を立 て、 応答 的  

な援 助を 行い まし ょ う。  

 

【 様 々 な 環 境 の 子 ども へ の 保 育 】 

 子ど もの 個々 の発 達 や地 域の 特性 、年 齢 別、 家庭 環境 をも と に計 画を 立て 、

保育 に反 映し まし ょ う。  

 

 

【 子 ど も の 成 長 過 程の 見 守 り 】 

 児 童票 、保 育日 誌 、施 設日 誌、 保健 日 誌、 幼稚 園指 導要 録 など で子 ども の成  

長を 記録 しま しょ う 。  

 

 

【 異 年 齢 児 と の 交 流の 場 】  

 相互 作用 を通 して の 体験 とし て、 異年 齢 児と の触 れ合 いや 交 流の 場を 計画 し  

まし ょう 。  
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②  生 活 と 遊 びの 中 の保 育  

生 活 と 遊 び の 中 で 、生命 の 保 持・情 緒 の 安 定、健 康 な 心 と 体・社 会性 を 身 に つ ける  

た め の 基 礎 を 培 い ます 。  

 

 保育 施設 の子 ども たち は、日 々の 遊び を 通し 言葉 や数、自然 現 象や 科学 に対 する興

味関 心、 表現 する 力 を身 に付 けて いき ま す。  

子ど もの 表現 は、遊び や生 活の 様々 な場 面 で表 出さ れて いる も ので ある こと から、

そ れ ら を 積 極 的 に 受 け 止 め る こ と が 、 様 々 な 表 現 の 仕 方 や 感 性 を 豊 か に す る 経 験 と

なり ます 。  

また 、「(仮称)つく ば 保育 の質 ガイ ドラ イ ン」アン ケー ト調 査結 果で は、「保 育の

中で 望む もの 」の 項目 につ いて、職 員及 び保 護者 共に「 自 然体 験を 多く 取り 入れ てい

る」 が多 い回 答と な りま した 。（ ※P20 参照 ）  

つく ば市 では 、保育 の 中で「つ く ばら しさ 」をい かし 、豊か な自 然 を日 常的 に感じ

なが ら、職 員の 適 切な 援助 のも とで 様々 な 体験 をし、子ど も の好 奇心 や探 究心 を育て

てい きま す。  

また、保育 者や 家 族、周囲 の大 人と の温 か い言 葉や スキ ンシ ッ プな どの 触れ 合いに

よっ て、子 ども が 人に 対し 慈し みを 持ち 、未 来に 向か って 生き る 力の 基礎 を培 うこと

を援 助し てい きま す 。  

 

     ア   1 歳未 満児  

 乳 児 期 の 発 達 に つ い て は 、 視 覚 、 聴 覚 等 の 感 覚 や 運 動 機 能 が 著 し く 発 達 し 、 特 定   

の 大 人 と の 愛 情 豊 か な 応 答 的 な 関 わ り を 通 じ 、 情 緒 的 な 絆 が 形 成 さ れ る 特 徴 が あ り

ます 。  

また、この 時期 の保 育 につ いて は、心 身の 機 能の 未熟 さに 伴う 疾 病の 発生 が多 いこ

と か ら 、 一 人 ひ と り の 発 育 及 び 発 達 状 態 や 健 康 状 態 に つ い て の 適 切 な 判 断 に 基 づ く

保健 的な 対応 も必 要 であ り、養護 にお ける「生 命の 保持 」及 び「 情緒 の安 定」に関 わ

る保 育の 内容 との 一 体性 をよ り強 く意 識 し、 保育 を行 うこ と が重 要で す。  

つく ば市 では 、保 護者 との 信頼 関係 を築 き なが ら、保育 士、看護 師、栄養 士、調理

員、嘱 託医 など の専 門 性を いか した 素早 い 対応 をし、子ど もが 健 やか に伸 び伸 びと育

つ基 盤を 培い ます 。  

 

【 保 育 士 、 看 護 師 、栄 養 士 、 調 理 員 、 嘱託 医 等 と の 連 携 】 

専門 性を いか した 素 早い 対応 をし まし ょ う。  
 

 

【 生 命 の 保 持 、 情 緒の 安 定 】 

一人 ひと りの 発育 及 び健 康状 態を 把握 し 、表 情豊 かに 優し く 語り かけ 、保 育

にあ たり まし ょう 。  

 

【 視 覚 、 聴 覚 の 発 達の 支 援 】   

玩具 の種 類や 色、 大 きさ を工 夫し 、音 の 大き さ、 採光 に配 慮 をし まし ょう 。  
 

 

【 健 康 に 伸 び 伸 び と育 つ 】  

 発育 に応 じて の体 を 動か す機 会の 確保 や 工夫 をし 、子 ども が 自ら 体を 動か す  

意欲 を育 てる 様々 な 取組 をし まし ょう 。  

 

 

【 保 護 者 と の 信 頼 関係 】   

保護 者か らの 相談 な どに 対し 、助 言及 び 支援 に努 めま しょ う 。  
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イ  １ 歳 以 上 ３歳 未 満児  

     １歳以上 ３歳 未満 児に つい ては、歩 き始 めか ら、歩 く、走 る、跳 ぶな どへ と基 本 的  

な運 動機 能が 次第 に 発達 し、 排泄 の自 立 のた めの 身体 的機 能 も整 うよ うに なり ます。 

また 、指 先の 機能 も発 達し 、食 事 、衣 類の 着 脱も 保育 士な どの 援 助の 下、自分 で行

うよ うに なり 、発 声も 明瞭 にな って くる た め、語彙 も増 加し 、自 分の 意思 や欲 求を言

葉で 表出 でき るよ う にな りま す。  

この よう に、自分 でで きる こと が増 え、自我 が形 成さ れ、子ど もが 自分 の感 情や 気

持ち に気 付く よう に なる 重要 な時 期で あ り 、保 育士 など は 、子 ども の生 活の 安定を図

りな がら 、生 活と 遊び の中 で、自発 的な 活動 を尊 重し 、温 かく 見守 ると とも に、愛情

豊か に、 優し く応 答 的に 関わ るこ とが 必 要と なっ てき ます 。  

つく ば市 では 、個別 の 対応 を大 切に 子ど も が他 の友 だち や保 護 者、保 育士 など の温

かい 関わ りに より 、豊 かな 感性 や表 現す る 力を 養い 、明る く伸 び 伸び と生 活で きるよ

う援 助し ます 。  

 

【 保 育 士 、 教 諭 、 看護 師 、 嘱 託 医 等 と の連 携 】  

専門 性を いか した 対 応に 努め 、子 ども の 健康 な成 長の 見守 り をし まし ょう 。  
 

 

【 身 近 な 人 と の 触 れ合 い 】    

 保育 士等 や他 の友 達 との 関わ り、 周囲 の 大人 との 関係 等、 人 と関 わる 力が  

養わ れる よう 援助 を しま しょ う。  

 

【 健 康 な 心 と 体 】 

 子 ども が明 るく 伸 び伸 びと 生活 し、 自 ら体 を動 かす こと を 楽し める よう 取組  

をし まし ょう 。ま た 、子 ども の気 持ち に 配慮 した 触れ 合い を 行い まし ょう 。  

 

 

【 自 然 環 境 と の 触 れ合 い 】  

 身近 な生 物や 自然 と の日 常的 な関 わり を もち 、生 命の 尊さ に 気付 く経 験に つ  

なが る様 なや りと り をし 、周 囲の 様々 な 環境 に好 奇心 や探 究 心を もっ て関 わ  

り、 生活 に取 り入 れ てい こう とす る力 を 養う 取り 組み をし ま しょ う。  

 

 

【 言 葉 表 現 の 重 要 性】  

保育 士等 の言 葉の 役 割の 重要 性に 留意 し 、子 ども の気 持ち や 経験 等の 言語 化  

の援 助を 行い まし ょ う。  
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     ウ  ３ 歳 以 上 児  

 ３歳以 上児 につ い ては、運動 機能 の発 達 によ り、基 本的 な動 作 が一 通り でき るよう

にな ると とも に、基本 的生 活習 慣の 自立 、語 彙の 増加、知 的興 味や 関心 の高 まり に加

え、仲 間と 遊 び、仲 間 の一 人と いう 自覚 が 生じ、集団 的 な遊 びや 協同 的な 活動 も見ら

れる よう にな りま す 。３歳 以上 児の 保育 にお いて は、こ れら の発 達の 特徴 を踏 ま え、

個の 成長 と集 団と し ての 活動 の充 実を 図 るこ とが 大切 です 。  

また 、「幼 児期 の終 わ りま でに 育っ てほ し い姿 」（健 康な 心と 体 、自 立心 、協同 性、

道徳 性、規 範意 識の 芽 生え、社会 生活 との 関 わり、思考 力の 芽生 え 、自然 との 関わ り・

生命 尊重 、数 量・図形 、文字 等 への 関心・感 覚、言葉 によ る伝 え合 い、豊 か な感 性と

表現 ）を 念 頭に おき 、幼児 教育 から 小学 校 教育 への「 学び の接 続 」を 円滑 に 行う ため

に策 定す る接 続カ リ キュ ラム を意 識し な がら、生活 と遊 び の中 で、主 体的 で協 同 的な

活動 の充 実を 図っ て いき ます 。  

子 ど も は 環 境 を 通 し て 遊 び の 中 で 様 々 な 体 験 を し 、 自 身 の 体 や 気 持 ち を コ ン ト ロ

ール する 力や 挑戦 す る力、豊か な感 性 を表 現す る力 など、生 涯に 渡る 生き る力 の基礎

を培 い、人 と して 成長 して いき ます 。子 ども にと って の遊 びと は、意欲 や想 像力 を身

に付 け、 学び の基 礎 を培 うも ので す。  

つく ば市 では、保育 施 設内 外の 人材、行事 、施設 等の 地域 の資 源 を積 極的 に活 用し、

豊か な体 験・経 験 を通 して 保育 内容 が充 実 し、子 ども の社 会 性を 培う 援助 をし ていき

ます 。  

 

【 家 族 と の つ な が りを 育 む 】 

家庭 での 生活 を通 し て親 や祖 父母 等の 家 族の 愛情 に気 付き 、 家族 を大 切に し

よう とす る気 持ち が 育つ よう に努 めま し ょう 。  

 

 

 

【 地 域 と の 関 わ り と社 会 性 】 

積極 的に 散歩 や保 育 施設 外保 育を 実施 し 、地 域の 環境 や、 様 々な 行事 を通 し

て社 会性 を育 む取 組 をし まし ょう 。  

 

【 健 康 な 心 と 体 】  

様々 な遊 びを 通し て 、心 と体 の発 達を 促 進し 、体 を動 かす こ とへ の楽 しさ や

体の 大切 さを 子ど も たち が知 る工 夫を し まし ょう 。  

 

 

【 協 働 へ の 意 識 】  

友達 と協 力し やり 遂 げる 活動 を通 し、 子 ども 同士 が互 いに 思 いを 伝え 合い 、  

折り 合い を付 ける 経 験か ら規 範意 識の 芽 生え を育 て、 個の 成 長と 集団 とし て  

の活 動が 充実 する よ う取 り組 みま しょ う 。  

 

 

 

【 自 然 環 境 へ の 好 奇心 や 探 究 心 】   

園内 外で の様 々な 形 態で の自 然体 験を 行 い、 自然 に触 れ合 う こと で五 感で の  

様々 な体 験を 通し 、 自然 の性 質や 仕組 み 、不 思議 さな どを 子 ども たち が気 付

く様 にし まし ょう 。  
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【 自 ら 健 康 な 生 活 をつ く る 力 】    

 子 ども が明 るく 伸 び伸 びと 行動 し、 健 康や 安全 に必 要な 習 慣や 態度 を身 に付  

け、 見通 しを もっ て 行動 でき るよ う援 助 をし まし ょう 。  

 

【 自 立 心 、 人 と 関 わる 力 】  

自ら 行動 する 力を 育 て、 自分 の力 で行 動 する 充実 感を 味わ い 、保 育士 等や 友

達と 共に 過ご す喜 び を持 てる 保育 を行 い まし ょう 。  

 

 

【 日 本 文 化 の 理 解 】 

日本 の文 化や 伝統 行 事、 伝統 的な 遊び に 親し み、 日本 文化 を 理解 する とと も

に異 なる 文化 に触 れ 、文 化の 比較 をし な がら 国際 理解 の意 識 の芽 生え とな る

活動 の取 組を 行い ま しょ う。  

 

 

【 豊 か な 感 性 や 表 現す る 力 】 

身近 な環 境の 中で 出 会う 感動 を共 有し 表 現す る力 を養 い、 言 葉で 表現 する 力  

や自 己表 現を 楽し め るよ う工 夫を しま し ょう 。  

 

 

【 状 況 に 即 し た 保 育】  

幼児 教育 にお いて 育 みた い資 質・ 能力 に つい て、 子ど もの 実 態や 取り 巻く 状  

況の 変化 など に即 し て展 開で きる よう 、 保育 など の計 画や 評 価の 在り 方に つ

いて 、職 員間 で検 討 しな がら 進め まし ょ う。  

 

【 就 学 を 意 識 し た 保育 】  

友達 と学 ぶた めの 社 会性 を培 い、 知る 楽 しみ や好 奇心 、学 び に向 かう 基礎 で  

ある 自尊 感情 を育 む 工夫 をし まし ょう 。  

 

 

【 小 学 校 、 義 務 教 育学 校 （ ※ １ ） と の 交流 】  

小学 校を 訪問 した り 、小 学生 と交 流す る 機会 を設 け、 子ど も が小 学校 の生 活  

に対 する 見通 しを 持 てる よう にし まし ょ う。  

 

 

【 小 学 校 、 義 務 教 育学 校 （ ※ １ ） と の 連携 】  

子ど もの 生活 や育 ち につ いて 小学 校、 義 務教 育学 校へ の接 続 が円 滑に でき る

よう 、小 学校 と連 携 を持 ち、 情報 交換 を する 場な どを 設け る 工夫 をし まし ょ

う。  

 

【 小 学 校 、 義 務 教 育学 校 （ ※ １ ） へ の 接続 】  

保幼 小接 続カ リキ ュ ラム （※ ２） を作 成 し、 就学 を見 通し て 、学 びに 向か う

基礎 であ る自 尊感 情 を育 むこ と、 友達 と 一緒 に学 ぶた めの 社 会性 を培 うこ と

、知 る楽 しみ や好 奇 心を 大切 にす るこ と など を基 本と して 保 育を 行い まし ょ

う。  

 

 

 

（ ※ １ ） 義 務 教 育 学 校 と は 、 小 学 校 課 程 か ら 中 学 校 課 程 ま で 義 務 教 育 を 一 貫 し て 行 う 学 校  

（ ※ ２ ） 接 続 カ リ キ ュ ラ ム と は 、 幼 児 教 育 か ら 小 学 校 教 育 へ の 円 滑 な 接 続 を 図 る た め に 作 ら れ    

る カ リ キ ュ ラ ム の こ と で す 。 小 学 校 教 育 に 向 か う 幼 児 期 の 全 体 的 な 計 画 （ 教 育 課 程 を  

含 む ）【 ア プ ロ ー チ カ リ キ ュ ラ ム 】と 、幼 児 教 育 と の 円 滑 な 接 続 を 意 識 し た 小 学 校 入 学  

時 の 教 育 課 程【 ス タ ー ト カ リ キ ュ ラ ム 】を 合 わ せ 、幼 児 期 と 児 童 期 の「 学 び 」を つ な ぎ  

ま す 。  
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③  食 育  

安 全 で 安 心 な 食 事 を提 供 し 、 お い し く 楽し く 食 べ ら れ る 環 境を 整 え ま す 。 

 

食べ るこ とは 、生 きる こと の源 であ り、保育 施設 にお ける 食育 は、健康 な生 活の 基

本と して の「食 を営 む 力」の 育成 に向 け、そ の基 礎を 培う こと が 目標 とな って いま す。

「食 」を 通 して 健康 な 心と 体、い のち を大 切 にし てい く力 、人と 関 わる 力、様 々な伝

統 や 文 化 、 食 の 素 材 に 関 わ り 作 物 の 栽 培 や 調 理 に 関 心 を 持 つ 力 を 育 て て い く こ と を

食育 の視 点に 盛り 込 むこ とが 必要 です 。  

保育 施設 での 給食 は、「大量 調理 施設 衛生 マ ニュ アル」（厚 生労 働 省）に 基づ き施

設の 規模 や設 備に あ った 衛生 管理 を行 い、鮮度 の良 い衛 生的 な 食材 を選 定し、旬 の食

材も 取り 入れ なが ら 、栄 養価 を考 え献 立 を作 成し てい ます 。  

また 同時 に、保育 施設 での 食事 は、食事 をす る環 境を 整え 、保 育者 が子 ども 一人 ひ

とり に合 わせ て丁 寧 に関 わる こと が大 切 です 。  

つく ば市 では、保育 施 設が 食育 計画 など に 基づ き、「つ くば らし さ」を いか した 食

育を 推進 し、子ど もが「食 」に 対し ての 興味・関心や 食事 のマ ナー 、感 謝の 気持 ちな

ど様 々な こと を学 ぶ 環境 を整 えて いき ま す。  

 

【 食 を 育 む 力 の 育 成】   

 食 育に 関す る方 針 や目 標の 計画 を立 て 、栄 養士 、調 理員 、 保育 士の 情報 交換

を行 いま しょ う。  

 

 

【 食 の 安 全 確 保 】 

衛生 管理 マニ ュア ル や給 食業 務マ ニュ ア ルな どを 作成 し、 衛 生点 検表 によ る  

毎日 の点 検や 衛生 管 理な どを 徹底 しま し ょう 。  

 

【 ゆ と り の あ る 食 事空 間 】    

 ゆと りの ある 食事 時 間を 確保 し、 採光 等 の環 境の ほか 、子 ど もが 扱い やす い  

食器 を準 備す るな ど 、食 事に ふさ わし い 環境 を整 えま しょ う 。  

 

 

【 食 育 環 境 】 

子ど もた ちが 友達 や 職員 との 食事 中の 会 話を 楽し み、 一緒 に 食べ る喜 びを 感  

じな がら 食事 がで き る環 境を 作り まし ょ う。  

 

 

【 食 育 活 動 】 

 低年齢 児か ら、 発 達に 合わ せて 子ど も が主 体的 に参 加で き るよ うな 計画 を作  

成し 、計 画に 基づ い た食 育活 動（ 栽培 ・ 作物 の収 穫及 び調 理 ・食 文化 への 関  

心な ど） を行 いま し ょう 。  

 

【 地 産 地 消 ・ 季 節 の食 事 内 容 等 へ の 工 夫】  

 つくばで 収穫 され た 食材 での 食事 の提 供 や季 節に あっ た食 材 での 食事 の提 供  

に努 めま しょ う。  

 

【 個 々 に 合 っ た 食 事の 提 供 】    

アレ ルギ ー対 応に つ いて は、 「保 育所 に おけ るア レル ギー 対 応ガ イド ライ ン

」（ 厚生 労働 省） な どに 基づ き、 アレ ル ゲン 食品 の確 認、 献 立の 確認 、食 事

提供 時の 留意 点誤 食 した 場合 の対 応方 法 など 、医 師の 診断 に 基づ いた 保護 者

との 定期 的な 話合 い を行 い確 認し まし ょ う。  

 

【 家 庭 と の 連 携 】 

 子ど もの 食事 の様 子 や、 食育 への 取組 に つい て保 護者 へ伝 え たり 、家 庭か ら  

の食 生活 に関 する 相 談に も応 じ、 家庭 と 連携 ・協 力し 食育 を 進め まし ょう 。  
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④  健 康  

子 ど も た ち が 元 気 に健 康 な 生 活 を 送 る ため に 配 慮 ・ 援 助 を 行い ま す 。 

 

保育 施設 では 、一 人 ひと りの 子ど もの 健 康の 保持 及び 増進 が 重要 とな りま す。  

特に 乳幼 児期 は、抵抗 力が 弱く 様々 な病 気 にか かり やす い時 期 です。その ため 日々

健康 観察 を行 い、衛生 管理 に気 を配 り、子ど もた ちが 快適 かつ 元 気に 過ご せる よう援

助し なけ れば なり ま せん 。  

同時 に、保 育施 設 は集 団の 生活 の場 であ る ため、感染 症の 早 期発 見と 早期 対応 に努

めな くて はな りま せ ん。健 康診 断の 結 果や 予防 接種 の予 定、流行 して いる 感染 症状況

等 を 保 護 者 に 知 ら せ る な ど 、 日 頃 か ら 保 護 者 と と も に 子 ど も の 健 康 管 理 を 行 う 必 要

があ りま す。  

また、子ど も が、自 ら の体 や健 康に 関心 を もち、心身 の 機能 を高 めて いく こと も大

切で す。  

つく ば市 では 、嘱託 医（園 医 ）と の連 絡 体制 を確 立し 、子ど もた ち 一人 ひと りが健

や か に 成 長 し 、 健 康 に 過 ご せ る よ う 安 全 な 環 境 の 下 で 心 と 体 を 十 分 に 動 か し 生 活 で

きる 基盤 づく りに 努 めま す。  

 

【 保 健 マ ニ ュ ア ル など の 徹 底 】 

職員 全員 に保 健マ ニ ュア ルな どの 周知 を 徹底 しま しょ う。 ま た、 保菌 検査 な

どを 実施 し、 結果 を 適切 に管 理し まし ょ う。   

 

 

【 子 ど も の 健 康 管 理】  

既往 歴、 予防 接種 の 把握 など 、保 護者 と の情 報共 有を 行い ま しょ う。  
 

【 日 常 の 健 康 管 理 】 

一日 の子 ども の生 活 リズ ムを 把握 し、 一 人ひ とり のペ ース や 体調 に合 わせ 、

健康 に過 ごす こと が でき るよ う配 慮を し まし ょう 。  

 

 

【 健 康 ・ 安 全 習 慣 】 

健康 、安 全な 生活 に 必要 な習 慣や 態度 を 身に つけ られ るよ う 、年 齢や 発達 に

応じ 、子 ども が理 解 でき るよ うに 工夫 し 援助 をし まし ょう 。  

 

 

【 特 別 な 支 援 を 必 要と す る 子 の 保 育 】 

 子ど もの 状況 に応 じ た環 境の 整備 を行 い 、保 護者 や医 療機 関 と連 携し 、保 護

者と 共に 考え る姿 勢 に努 めま しょ う。  
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 (5) 安 全 管 理                                       

    安 心 ・ 安全 ・ 危機 管 理 に 努 め ま す 。 

 

保育 に関 わる 全て の 職員 は、常 に危 機 管理 意識 を持 って、子 ども の健 やか な育 ちを

支援 する 安全 な環 境 を整 備し てい く責 務 があ りま す。  

職 員 は 子 ど も 一 人 ひ と り を 十 分 に 理 解 し 、 発 達 の 段 階 で 起 こ り う る 事 故 な ど の 可

能性 を念 頭に おき 、 職員 全員 で施 設内 外 での 事故 の予 防に 努 めま す。  

つく ば市 では 、危 機管 理、日常 の教 育・保育 にお ける 安全 管理 、防 災、防犯 など へ

の 取 組 を 強 化 し 、 子 ど も た ち を 皆 で 守 る と い う 意 識 の 下 、 安 全 管 理 を 行 っ て い き ま

す。  

 

【 事 故 や 災 害 な ど への 適 切 な 対 応 】   

事故 や災 害、 不審 者 など に対 応す る危 機 管理 マニ ュア ルを 作 成し 、全 職員 で

共有 し理 解を しま し ょう 。  

 

 

【 個 人 情 報 の 管 理 】 

個人 情報 の管 理に つ いて 、全 職員 で共 通 認識 し適 切な 管理 を 行い まし ょう 。  
 

【 事 故 等 の 情 報 共 有と 再 発 防 止 】 

事故 報告 、ヒ ヤリ ハ ット 報告 があ った 際 には 、職 員間 で情 報 共有 し、 再発 防  

止に 向け て話 し合 い を行 い迅 速な 対処 を しま しょ う。  

 

 

【 定 期 的 な 防 災 訓 練と 新 た な 危 機 へ の 対応 】  

  定 期的 な防 災訓 練 に加 え、 Ｊア ラー ト など に対 応し た訓 練 も定 期的 に行 いま

しょ う。  

 

 

【 研 修 の 取 組 】 

救急 救命 訓練 （Ａ Ｅ Ｄ） 、ア レル ギー 対 応研 修な どに も積 極 的に 参加 しま し  

ょう 。  

 

【 乳 幼 児 突 然 死 症 候群 （ SIDS） の 防止 】 

午睡 の際 は、 睡眠 チ ェッ クを 行い 、う つ ぶせ で寝 てい る時 は 体位 を変 える な

ど乳 幼児 突然 死症 候 群（SIDS） 防 止の 取 組を 行い まし ょう 。  

 

【 室 内 外 の 安 全 確 認】  

室内 の安 全確 認と 園 庭の 遊具 の点 検、 園 庭の 害虫 駆除 も定 期 的に 行い 、安 心  

して 保育 が行 える 環 境整 備に 努め まし ょ う。  
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(6) 支援                                        

  保 護 者 に 寄り 添 いな が ら 、 保 護 者 ・ 地域 と 協 力 し て 保 育 を行 い ま す 。 

 

核家 族化 の進 行や 就 労形 態の 多様 化、地域 の子 育て 力の 低下 に より、子育 てを 取り

巻く 環境 は大 きく 変 化し てお り、多 く の家 庭で 子育 てに つい て の不 安や 負担、孤 立感

が高 まっ てい ます 。特 につ くば 市で は、近年 、子育 て家 庭 を中 心に 他市 町村 から の転

入が 増加 して おり 、 その 傾向 が高 いと 推 測さ れま す。  

この よう な状 況の な か、保 育施 設 は、日 常 の保 育に 加え て、保護 者自 身の 子育 てを

組織 とし て支 援す る こと が重 要で ある と 考え ます 。  

つ く ば 市 の 保 育 施 設 は 、 保 育 の 意 図 や 子 ど も の 状 況 な ど に つ い て の 情 報 を 保 護 者

に積 極的 に提 供す る とと もに、子ど も の成 長の 喜び を保 護者 と 共有 し、悩 みや 不 安の

解消 に努 め、 保護 者 の子 育て の意 欲向 上 の一 助と なる よう 支 援し てい きま す。  

また、保育 施 設の 入所（園）児童 以外 の子 ど もに 対す る地 域の 子 育て 支援 の拠 点と

なる よう、園庭 の 開放 や相 談な どの 事業 を 実施 する とと もに 、地 域の 方々 との 交流を

推進 し、 地域 全体 で 子育 てを 支援 する 環 境づ くり に務 めま す 。  

 

①  保 護 者 支 援 

【 保 護 者 へ の 情 報 提供 】  

 施 設だ より 、保 健 ・給 食だ より など を 定期 的に 発行 する ほ か、 ホー ムペ ージ  

など によ り、 保育 方 針や 日々 の様 子等 を 保護 者に 提供 しま し ょう 。  

 

 

【 保 護 者 と の コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン 】 

 送 迎時 の会 話、 連 絡帳 のや り取 り、 保 護者 面談 など によ り 、日 頃か ら子 ども  

の状 況に つい て保 護 者と のコ ミュ ニケ ー ショ ンを 図り まし ょ う。  

 

【 課 題 の 共 有 】 

 保 護者 から の要 望 ・御 意見 等に 誠実 に 対応 する とと もに 、 保護 者ア ンケ ート  

 等 を実 施す るこ と によ り、 保護 者と 課 題を 共有 し、 改善 に 努め まし ょう 。  

 

 

【 保 護 者 同 士 の 交 流、 連 携 の 機 会 の 提 供】  

 保 護者 懇談 会の 開 催や 行事 運営 への 保 護者 の参 加等 によ り 、保 護者 同士 の交  

流や 協働 活動 の機 会 を提 供し 、親 睦を 深 める 取組 を行 いま し ょう 。  

 

 

【 支 援 が 必 要 な 家 庭へ の 配 慮 】 

 経 済的 困窮 、養 育 困難 、育 児不 安な ど を有 する 保護 者の 情 報を 把握 し、 対応  

に配 慮す ると とも に 、必 要な 助言 や支 援 を行 いま しょ う。  

 

【 保 護 者 支 援 に お ける 役 割 分 担 】 

 施 設の 長や 担任 そ の他 の職 員そ れぞ れ が保 護者 支援 にお け る役 割を 分担 し、  

情報 を共 有し なが ら 、組 織と して 対応 し まし ょう 。  

 

【 行 政 と の 連 携 】 

  特 別な 支援 を必 要 とす る子 ども など 、 養育 困難 家庭 に対 す る支 援・ 就学 制度

を理 解す ると とも に 、必 要に 応じ て行 政 へつ なげ たり 、助 言 をす るな どの 支

援を しま しょ う。  
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② 地 域 と 連 携 し た 子育 て 支 援 

【 地 域 に お け る 子 育て 支 援 の 拠 点 】 

  地 域の 子育 て家 庭 を対 象に 、行 事、 相 談、 講座 、施 設や 園 庭の 開放 など に積

極的 に取 組を 行い ま しょ う。  

 

 

【 地 域 住 民 と の 交 流】  

  昔 あそ びや 農業 体 験等 幅広 い世 代の 住 民参 加型 の行 事を 実 施し 、地 域住 民と  

子ど もと の交 流の 推 進を しま しょ う。  
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     市 は 、事 業 者、 保 護 者 、 地 域 、 行政 な ど と と も に 、 保育 の 質 の 向 上 に 取 り組 ん  

で い き ま す 。 

 

(1) 事 業 者 の役 割 と運 営 体 制                               

保育 の質 を確 保し 、 日々 の保 育を 支え て いる のは 人材 です 。  

保育 の質 を確 保す る ため には 、保 育者 の 確保 や保 育者 の育 成 、社 会保 障や 雇用

条件 など の労 働条 件 が整 備さ れて いる こ とが 重要 です 。ま た 、保 育施 設の 職員が

安心 して 保育 に従 事 する には 、運 営事 業 者の 健全 な運 営が 不 可欠 です 。  

「（仮 称）つ くば 保育 の質 ガイ ドラ イン」ア ンケ ート 調査 結果 に おい ても、「 保

育の 質」 にと って 重 要だ と思 われ る項 目 につ いて 、保 育施 設 の保 育士 及び 教諭か

らの 回答 は「 保育 者 の人 数」 が一 番多 く 、そ れに 次い で「 保 育者 の資 質」 、「保

育内 容の 質」 が多 い 結果 とな りま した 。 （※P19 参 照）  

 

① 保 育者 の確 保  

アン ケー トの 結果 か らも 、職 員の 経験 年 数や 年齢 に応 じて バ ラン ス良 く、 必   

要な 人数 を配 置す る こと は、 職員 の保 育 への 意欲 や自 己啓 発 への 取組 を支 え、  

保育 の質 の向 上に つ なが りま す。 これ ら を踏 まえ 、質 の高 い 保育 を展 開す るた  

め、 月齢 や状 況に 応 じた 保育 士配 置な ど の保 育体 制の 整備 な どに 努め てい くこ  

とが 必要 です 。  

 

② 保 育者 の質 の向 上  

事業 者は 、絶 えず 一 人ひ とり の職 員に つ いて の資 質向 上や 職 員全 体の 専門 性  

の向 上を 図る よう 努 めて いく こと が重 要 です 。ま た、 職員 の キャ リア パス を見  

据え 、そ れぞ れの 職 位や 職務 内容 に応 じ た体 系的 な研 修機 会 の充 実と 、組 織的  

な実 施体 制の 構築 な どを 図っ てい くこ と が必 要で す。  

 

③ 労 働条 件の 整備  

事業 者は 、保 育施 設 の役 割や 社会 的責 任 を遂 行す るた めに 、 法令 を遵 守し 、職  

員の 雇用 条件 や、 就 労規 則等 を明 確に し ます 。職 員が 安定 し て働 き続 ける こと が  

でき る労 働条 件（ 給 与水 準・ 休暇 制度 ・ 休憩 時間 等） を整 備 し、 保育 士が 働き や  

すい 職場 にし てい く こと が必 要で す。  

 

 

 

 

 

5 保 育 の 質 の 向 上のた め に 求 め ら れ る もの  
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(2) 保 護 者 の役 割                                    

       家庭と保育 施設 の相 互理 解は、子 ども の家 庭で の生 活 と保 育施 設で の生 活 の連 続    

性を 確保 し、育ち を支 える ため に欠 かせ な いも ので す。家庭 と保 育施 設が お互 いに 

理解 し合 い、子ど もに 関す る情 報の 交換 を 細や かに 行う こと や、子ど もへ の愛 情や  

成長 を喜 ぶ気 持ち を 伝え 合う こと など が 必要 です 。  

保護 者は 、保 育施 設に おけ る子 ども のた め の保 育や 保育 の専 門 性を 理解 し、保育 

施設 職員 と子 ども の 育ち を共 有し 、子 育て に見 通し や希 望を 持 ち、保育 施設 の保 育  

に、 積極 的に 参加 、 協力 しま しょ う。  

 

(3) 地 域 の 役割                                     

子ど もを 中心 にし て、保育 施設 や保 護者 と 一緒 に地 域全 体で 、充 実し た子 育て の 

    環 境づ くり に 努め まし ょう 。  

 

(4) 市 の 役 割                                     

市は 、子 ども の安 全 と適 正な 施設 の運 営 を担 保し 、全 ての 利 用者 が保 育施 設を  

安心 して 利用 でき る よう 努め ます 。  

現在 、市 内に は様 々 な保 育施 設が あり 、 それ ぞれ の特 性や 特 色を いか した 保育  

を提 供し てい ます 。 市は 、数 多く の子 ど もた ちが 保育 を受 け 、多 くの 家庭 が安 心   

して 子育 てが でき る 環境 を確 保す るた め に、 全て の保 育施 設 でよ り良 い保 育が 展  

開さ れる よう 、保 育 に関 わる 専門 職の 巡 回指 導相 談や 監査 、 人材 育成 のた めの 研    

修の 開催 など 、様 々 な支 援を 行っ てい き ます 。  

 ま た、 認可 保育 園 など の整 備及 び運 営 事業 者の 決定 に当 た って は、「 保育 所保   

育指 針」 や市 の地 域 性を 理解 した 上で 、 保育 の質 の向 上に 取 組む 事業 者で ある こ  

とを 基本 とし 評価 ・ 審査 を行 って いき ま す。  

この 本ガ イド ライ ン の策 定に よっ て、 更 なる 保育 の質 の向 上 の契 機と なり 、保  

育に 関わ る全 ての 職 員や 、事 業者 、保 護 者、 地域 の方 々と と もに 連携 ・協 力し 、  

子ど もを 中心 とし た 「保 育の 質の 向上 」 を図 るこ とが でき る 保育 環境 を提 供し て  

いき ます 。  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

本ガ イド ライ ンは、平 成 29 年 ６月 に「（仮 称）つ くば 保育 の質 ガ イド ライ ン策 定

会議 開催 要項」を施 行 し、７ 月か ら「（仮 称 ）つく ば保 育の 質ガ イ ドラ イン 策定 会議」

を開 催し 、「（ 仮称 ）つく ば保 育の 質ガ イ ドラ イン ワー キン グ 会議 」で の現 場の 保育

士や 教諭 の方 の意 見 や、保育 事業 者、保育 士、教 諭、保 護者 など を対 象と した「（仮

称）つく ば 保育 の質 ガ イド ライ ン 」ア ンケ ー ト結 果、ワ ーク ショ ッ プ「 つく ば の保育

を考 えよ う」 での 意 見な どを 踏ま えて 議 論し 、作 り上 げた も ので す。  

つく ば市 は、 保育 施 設で 本ガ イド ライ ン を活 用し た保 育が さ れて いる かを 確認 し  

てい くと とも に、 新 規の 保育 事業 者の 選 定に あた って は、 本 ガイ ドラ イン を十 分 に  

理解 し、 市の 保育 事 業に つい て積 極的 に 協力 いた だけ るよ う 指導 して いき ます 。  

また 、市 は 、保 育の 実 施責 任の ある 自治 体 とし て、保育 施設 との 連携 を密 にし 、保 

育の 質の 向上 への 取 組を 支援 しま す。 そ して 、保 育に 関わ る 全て の方 をつ なぎ 、 保    

育の 質の 向上 を図 り 、「 安心 の子 育て が でき るつ くば 」を 目 指し てい きま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お わ り に 
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【 資 料 １ 】 
（ 仮 称 ） 「 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 」 ア ン ケ ー ト に つ い て  

 
１  目 的  

国 が 定 め る 保 育 所 保 育 指 針 等 に 基 づ き 、 市 の 目 指 す 「 安 心 し て 子 育 て が で き る  
    つ く ば 」 の 実 現 に 向 け た 基 本 的 な 指 針 と な る ガ イ ド ラ イ ン 策 定 の た め 、 ア ン ケ ー ト  

を 実 施 。  
 
 

２  対 象  
    (1) 市 内 保 育 園 、 市 内 幼 稚 園 、 市 内 認 定 こ ど も 園 、 市 内 小 規 模 保 育 事 業 所  85 カ 所  
     （ 全 て 公 立 ・ 民 間 ）  
  (2) 各 保 育 施 設 等 ・ 幼 稚 園 の 保 育 士 等 及 び 教 諭  各 ５ 名  
    各 保 育 施 設 等 ・ 幼 稚 園 の 保 護 者  各 ５ 名  
  (3) 保 護 者 対 象 者 に つ い て は 、 抽 出 に よ る 。  
 
 
３  ア ン ケ ー ト 実 施 期 間   平 成 29 年 ８ 月 １ 日 か ら ８ 月 21 日 ま で （ 21 日 間 ）  
 
 
４  ア ン ケ ー ト 回 答 率  

対 象 者  総 数 (人 ) 回 答 者 (人 ) 回 答 率 (%) 

保 育 士 等 及 び 教 諭  421 383 91.0% 

保 護 者  425 276 64.9% 

計  846 659 77.9% 

 
 
  ５  ア ン ケ ー ト 内 容  

① 保 育 の 質 に と っ て 重 要 な も の  

  
保 育 者 の

人 数  

保 育 室 の

面 積 ・ 園

庭 の 面 積  

遊 具 等 施

設 ・ 設 備  
保 育 時 間  

保 育 者 の

資 質  

保 育 内 容

の 質  

保 育 サ ー

ビ ス の 種

類  

家 庭 や 地 域

と の 連 携 ・

交 流  

そ の 他  

保 育 士 及

び 教 諭  
27% 3% 5% 2% 26% 26% 2% 8% 1% 

保 護 者  22% 6% 4% 6% 24% 25% 3% 9% 1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他

1%

家庭や地域との

連携・交流

9%

保育サービス

の種類

3%

保育内容の質

25%

保育者の

資質

24%
保育時間

6%

遊具等施設・

設備

4%

保育室の面積・

園庭の面積

6%

保育者の人

数・配置

22%

保護者

その他

1%

家庭や地域との

連携・交流

8%

保育サービス

の種類

2%

保育内容の質

26%

保育者

の資質

26%
保育時間

2%

遊具等施

設・設備

5%

保育室の面積・

園庭の面積

3%

保育者の人

数・配置

27%

保育士等・教諭
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② 保 育 の 中 で 望 む も の   

  

自 然 体 験 を

多 く と り い

れ て い る  

伝 統 文 化 の

体 験 を 多 く

取 り 入 れ る  

知 的 な 教 育

を 取 り 入 れ

る  

ス ポ ー ツ 等

を 取 り 入 れ

る な ど 体 力

向 上  

幼 児 自 ら が

遊 び を つ く

り 出 す こ と  

そ の 他  

保 育 士 及

び 教 諭  
37% 6% 6% 11% 37% 3% 

保 護 者  33% 6% 12% 22% 22% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ あ な た の 園 、 お 子 さ ん が 通 っ て い る 園 で は 、 小 学 校 に 就 学 し て か ら の こ と を 意 識 し た
保 育 を 行 っ て い る と 思 い ま す か 。  
(保 護 者 )  

民 間 保 育 所 等 (注 １  公 立 保 育 所  民 間 幼 稚 園  公 立 幼 稚 園  そ の 他 (注 2 

思 う  61％  45％  82％  50％  50％  

思 わ な い  ４ ％  ７ ％  ０ ％  4％  17％  

ど ち ら と も  

い え な い  
35％  48％  18％  46％  33％  

注 １ ) 民 間 保 育 園 、 認 定 こ ど も 園 、 小 規 模 保 育 事 業 所  
注 ２ ) 保 育 所 及 び 幼 稚 園 が 不 明 な 保 護 者  
 
 
 
(保 育 士 等 ・ 教 諭 )  

民 間 保 育 所 等  公 立 保 育 所  民 間 幼 稚 園  公 立 幼 稚 園  

思 う  80％  47％  68％  93％  

思 わ な い  0％  ６ ％  4％  ０ ％  

ど ち ら と も  

い え な い  
20％  47％  28％  ７ ％  

その他

3%

幼児自らが遊びをつ

くり出すこと

37%

スポーツ等を取

り入れるなど体

力向上

11%

知的な教育

を取り入れ

る

6%

伝統文化の体

験を多く取り

入れる

6%

自然体験を多く取

り入れている

37%

保育士等・教諭

その他

5%

幼児自らが遊びを

つくり出すこと

22%

スポーツ等を取

り入れるなど体

力向上

22%

知的な教育を取り入れる

12%

伝統文化の

体験を多く

取り入れる

6%

自然体験を多く取り

入れている

33%

保護者
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④ 小 学 校 と の 連 携 ・ 接 続 の あ り 方 に つ い て の 考 え   

  

幼 児 が 運 動

会 等 の 小 学

校 主 体 行 事

に 参 加 す る  

幼 児 が 小 学

校 の 日 常 活

動 や 授 業 に

参 加 す る  

小 学 生 が 保

育 所 ・ 幼 稚

園 等 主 体 の

行 事 に 参 加

す る  

教 員 と 保 育

者 と の 日 常

的 な 総 合 交

流  

小 学 校 入 学

後 の 指 導 に

い か す た め

の 情 報 交 換

の 機 会 を 増

や す  

小 学 校 教 員

が 保 育 所 ・

幼 稚 園 等 の

保 育 を 参 観

す る  

そ の 他  

保 育 士 及

び 教 諭  
16％  17％  4％  18％  28％  15％  2％  

保 護 者  44％  15％  7％  ８ ％  19％  5％  ２ ％  

             

 
⑤  あ な た は「 保 育 の ガ イ ド ラ イ ン 」は 、幼 稚 園 、保 育 園 等 で ど の よ う に 活 用 で き る と  
 思 い ま す か 。 （ 一 部 抜 粋 ）  
 

・つ く ば 市 の 保 育 理 念 、保 育 方 針 を 知 る こ と が で き る 。そ の こ と か ら 保 育 者 一 人 ひ と り  

の 資 質 等 も 向 上 し 、 保 護 者 も 安 心 し て 子 ど も を 預 け る こ と が で き る 。  

 

・ 保 育 の 質 や 子 ど も の 安 全 が よ り 確 保 さ れ る の で は な い か と 思 う 。  

 

・ 園 ご と の 特 色 は 残 し つ つ 、 最 低 限 の レ ベ ル が 確 保 さ れ る こ と を 内 外 に ア ピ ー ル で き  

る 。 他 市 、 他 県 に 在 住 の 保 護 者 へ の 移 住 の き っ か け に す る こ と も で き る の で は 。  

 

・ 研 修 や 勉 強 会 等 に 役 立 つ 。  

 

・各 園 の 研 修 、認 可・認 可 外 を 問 わ ず 保 育 施 設 の 監 査 、保 護 者・地 域 の 方 に 向 け 保 育 施  

設 へ の 理 解 資 料 に 活 用 。                   
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【 資 料 ２ 】 
 
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 つ く ば の 保 育 を 考 え よ う 」 に つ い て   

                         
１  目 的  

（ 仮 称 ）つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 に あ た り 、「 つ く ば ら し さ 」や 、「 つ く ば の 特  
徴 」 を い か し た 保 育 を 盛 り 込 ん で い く た め 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 開 催 。  

 
 

２  参 加 者  
ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加 者 数 60 人  

   （ 保 育 士 34 人 、保 護 者 ６ 人 、保 育 事 業 者 ４ 人 、市 議 会 議 員 ３ 人 、一 般 市 民 ９ 人 、そ の   
他 オ ブ ザ ー バ ー ４ 人 ）  

        
        

３  内 容  
ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加 申 込 の 際 に「 つ く ば ら し さ 」に つ い て 出 さ れ た 意 見 を 、４ つ の テ  

ー マ（「 自 然 」、「 科 学 」、「 文 化 」、「 国 際 性 」）に ま と め 、こ れ に つ い て 、「 つ く ば ら し さ を  
い か し た 保 育 」 を 考 え て も ら う グ ル ー プ ワ ー ク を 実 施 し ま し た 。  

 
（ 1） 開 催 日 時 ： 平 成 30 年 8 月 9 日 （ 木 ） 19： 00 か ら 21： 00 ま で   
（ 2） 開 催 場 所 ： 市 庁 舎 ２ 階  201 会 議 室  

 

【 ワ ー ク シ ョ ッ プ で の ア イ デ ア や 意 見 】  

「 つ く ば ら し さ 」 に つ い て ４ つ の テ ー マ （「 自 然 」、「 科 学 」、「 文 化 」、「 国 際 性 」） に ま と     
め 、「 つ く ば ら し さ を い か し た 保 育 」 に つ い て 話 し 合 い ま し た 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資源

本物の自然、豊かな自然、筑波山、宝鏡山、多くの公園、田園、森林、草花、
木の実、落ち葉、どんぐり、まつぼっくり、四季の植物、でこぼこ道、季節の
移り変わりを感じる、動物、クワガタや多くの昆虫、風、空気がいい、おいし
い野菜、畑の野菜、田んぼ、ザリガニ、どろんこ遊び、登山、川遊び、沢ガニ
採りなど。

つくばらしさを
いかした保育例

「近所の水辺でザリガニつりをして観察」、「どろんこに触れて、土の感触を
楽しむ」、「散歩での、草花つみ、虫とりで季節を感じる」、「どんぐり、し
いのみなどの木の実を集めて制作する」、「虫や多くの生き物とふれあい、命
の大切さや観察心を養う」、「虫や植物などが集まる場所づくり」、「草花を
使った遊びの提案」、「土の感触を感じ、その中の生き物を見つける」、「野
菜作りやその成長を楽しみに世話をしたり、収穫して味わう」「五感を磨く
（感じる）」、「感性を磨く（感動）」、「危険を知る」、「生命を大切にす
ることを知る」、「自分の命を守る」、「丈夫な身体をつくる」、「昔と今の
違いを知る」、「季節を感じる」、「農業体験（米作り）をする」、「伝承あ
そびをする」など。

資源

JAXA筑波宇宙センター、実験植物園及び防災科学技術研修所など多くの研究
機関や大学があり小さな頃から身近に見学や体験ができる、最先端の研究があ
る、研究所が歩いて行ける場所にある、博士が多く直接話を聞けるチャンスが
多い、研究者が多い、お父さん、お母さんに科学者がたくさんいる、宇宙飛行
士の話が聞ける、ロボットに触れ合える、セグウェイが走っている、エキスポ
センターで科学や宇宙を身近に感じ、体験することができるなど。

つくばらしさを
いかした保育例

「身近な研究施設を体験する」、「初めての体験や出会いを大切にする」「本
物に触れられる環境を作る」、「子どもの発見を大切にする」、「本物を見た
り、聞いたり、体験して、考える力や好奇心を育てる。」、「紙飛行機作り、
遠くに飛ばすためには？」、「目の前の不思議を探求して経験に」、「身近な
ものから、科学を考える」、「科学は生活、保育の中に密着したもの」、「保
護者と一緒に科学を共有」、「出前授業」、「工夫や経験をいかし探求心を育
てる」など。

自然

科学

自然  国際性  科学  文化  
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ワ ー ク シ ョ ッ プ 全 体 の 様 子          各 グ ル ー プ の 発 表 の 様 子  

資源

地域の祭りや伝統文化、地域との関わり、地域とのつながり、つくば古来の言
葉、方言、和太鼓などの文化、筑波の歴史、平沢官衙遺跡、小田城、筑波山の
がまの口上、昔話、民話、言葉、わらべうた、和太鼓、竹細工、大学などの文
化・芸術活動、農業、まち探検など。

つくばらしさを
いかした保育例

「地域の昔話を伝える」、「地域のまつりを保育に取り入れる」、「つくばの
歴史や伝統文化を知る」「つくばの歴史、伝統文化、音楽、芸術を知る」、
「昔の遊びを知る」、「心を豊かにする」、「心を育てる」、「社会とのつな
がりを意識する」、「人材を活用する」、「つくばへの愛着心を育てる」な
ど。

資源

身近なお友達に色々な国籍の外国人※がいる、（※各国の研究に携わっている
研究者やその家族、留学生などが多い）、自分と言葉や文化が違う人がいるこ
とを知る、コミュニケーションの取り方を知る、色々な言葉や歌が聞ける、文
化の違いや生活スタイルを知ることができるなど。

つくばらしさを
いかした保育例

「身近な外国人のお友達の国や言葉、文化について知る機会を作る」、「外国
の歌などを歌う」、「外国の食事を体験する」、「世界地図を貼る」、「外国
の言葉や文化を知る」、「コミュニケーションを上手にとる」、「グローバル
な視点を育てる」など。

文化

国際性

市は 、「 つく ばら し さ 」の 資源 や環 境が 保育 内容 にい かさ れ、子ど もの 将来 の 

可能 性を 広げ る一 助 にな って 欲し いと 考 えま す。  
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【 資 料 ３ 】 

つ く ば 保 育 の ガ イ ドラ イ ン ワ ー キ ン グ 会議 及 び 策 定 会 議 経 過 

 

  

年  月  日  

 

主な 内容  

１  平 成 29 年 ６ 月 １ 日 つ く ば 市 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議 開 催 要 項 施 行  

２  平 成 29 年 ７ 月 ３ 日 第 １ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

３  平 成 29 年 ７ 月 ７ 日 第 １ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

４  平 成 29 年 ７ 月 10 日  第 １ 回 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

５  平 成 29 年 ７ 月 20 日  先 進 地 視 察 （ 千 葉 県 松 戸 市 ）  

６  平 成 29 年 ７ 月 27 日  先 進 地 視 察 （ 東 京 都 世 田 谷 区 ）  

７  
平 成 29 年 ８ 月 1 日 ～

21 日  
(仮 称 )つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ア ン ケ ー ト 調 査 実 施  

８  平 成 29 年 ９ 月 14 日  第 ２ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

９  平 成 29 年 ９ 月 19 日  第 ２ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

10 平 成 29 年 ９ 月 20 日  第 ２ 回 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

11 平成 29 年 10 月 19 日 第 ３ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

12 平成 29 年 10 月 23 日 第 ３ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

13 平成 29 年 10 月 26 日 第 ３ 回 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

14 平成 29 年 10 月 29 日 「 つ な げ よ う ！ つ く ば de 外 遊 び 」 参 加  

15 平成 29 年 11 月 15 日 第 ４ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

16 平成 29 年 11 月 17 日 第 ４ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

17 平成 29 年 12 月 18 日 第 ５ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  
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18 平成 29 年 12 月 22 日 第 ５ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

19 平 成 30 年 １ 月 29 日 第 ６ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

20 平 成 30 年 ２ 月 ７ 日 第 ６ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

21 平 成 30 年 ２ 月 20 日 第 ４ 回 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

22 平 成 30 年 ３ 月 19 日 第 ７ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

23 平 成 30 年 ３ 月 23 日 第 ７ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

24 平成 30 年 5 月 11 日 第 8 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

25 平成 30 年 5 月 17 日 第 8 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

26 平 成 30 年 6 月 1 日 平 成 30 年 度 第 １ 回 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

27 平 成 30 年 ７ 月 ２ 日 第 ９ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

28 平 成 30 年 ７ 月 11 日 第 ９ 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

29 平 成 30 年 8 月 7 日 平 成 30 年 度 第 2 回 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

30 平 成 30 年 8 月 ９ 日 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 つ く ば の 保 育 を 考 え よ う 」  

31 平 成 30 年 ９ 月 14 日 第 10 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

32 平 成 30 年 ９ 月 21 日 第 10 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

 平成 30 年 10 月 25 日 平 成 30 年 度 第 ３ 回 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

 平 成 30 年 12 月  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

 平 成 31 年 １ 月 16 日 第 11 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ 会 議  

 平 成 31 年 １ 月 24 日 第 11 回 つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 会 議  

 平 成 31 年 ２ 月  日 平 成 30 年 度 第 ４ 回 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

 
平 成 31 年 ３ 月  日  ガ イ ド ラ イ ン 策 定  
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【 資 料 ４ 】 

 

 

（ 仮 称 ） つ く ば 保 育の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策定 会 議 メ ン バ ー （ 平成 29 年 度） 

 

議 長   ：こ ど も部 長（ 飯泉 省三 ）  

副議 長   ：教 育 局長 （新 井隆 男）  

会 員   ：こ ども 部次 長（ 中山 由美 ）、こど も部 幼児 保育 課 長（ 松浦 智恵 子 ）、こ  

ども 部こ ども 政策 課 長（安 曽貞 夫）、こど も部 こど も育 成課 長（ 鳴海 秀 

秋）、教育 局次 長（木 村徳 一）、教育 局学 務 課長（間 中和 美 ）、教 育局  

教育 指導 課長 （中 山 猛）  

 

 

 

（ 仮 称 ） つ く ば 保 育の 質 ガ イ ド ラ イ ン 策定 会 議 メ ン バ ー （ 平成 30 年 度） 

議 長   ：こ ど も部 長（ 中山 由美 ）  

副議 長   ：教 育 局長 （森 田充 ）  

会 員   ：こ ど も部 次長 （松 本茂 ） 、こ ども 部幼 児保 育 課長 （松 浦智 恵子 ） 、こ  

ども 部こ ども 政策 課 長（ 安曽 貞夫 ）、 こ ども 部こ ども 育成 課 長（ 鳴海  

秀秋 ）、教 育局 次長（ 大久 保克 己）、教育 局 学務 課長（間 中和 美 ）、教  

育局 教育 指導 課長 （ 根本 智）  

 

 

 

 

（ 仮 称 ） つ く ば 保 育の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワー キ ン グ メ ン バ ー （平 成 29 年度 ） 

リー ダー   ：こ ど も部 幼児 保育 課長 補 佐（ 柳町 優子 ）  

サブ リー ダー：こ ど も部 こど も政 策課 長 補佐（岡 田健 一）、こ ども 部こ ども 育成 課 長補  

佐（ 冨田 克江）、こ ど も部 子育 て相 談室 長 （町 井浩 美）  

メン バー     ：教 育 局学 務課 長補 佐（ 株 木文 男）、 教育 局教 育 指導 課長 補佐 （伊 藤 直  

哉）、 こど も部 上郷 保 育所 (公立 )主 任主 査 （諸 岡幸 江）、 つく ば こど も  

の森 保育 園（ 民間 ） 主任 保育 士（ 益子 暁 子）、 松代 幼稚 園（ 公 立） 教  

頭（ 藤ケ 崎郁 子）、 栄 幼稚 園（ 民間 ）副 主 任（ 橋本 睦子 ）  

 

 

 

（ 仮 称 ） つ く ば 保 育の 質 ガ イ ド ラ イ ン ワー キ ン グ メ ン バ ー （平 成 30 年度 ） 

 

リー ダー   ：こ ど も部 幼児 保育 課長 補 佐（ 中村 銀華 ）  

サブ リー ダー：統 括 保 育 士（ 鈴 木晴 代）、こ ども 部こ ども 政策 課 長補 佐（ 柳町 優子 ）、こ  

ども 部こ ども 政策 課 長補 佐（飯 村 修 ）、こ ども 部子 育て 相談 室 長（鈴 木  

加代 子）、 こど も部 こ ども 育成 課長 補佐 （ 冨田 克江 ）  

メン バー     ：教 育 局学 務課 長補 佐（ 大 口勝 也）、 教育 局教 育 指導 課長 補佐 （大 久 保  

文子）、こ ども 部作 岡 保育 所  (公立 ) 所 長 （諸 岡幸 江）、 つく ば こど も  

の森 保育 園（ 民間 ） 主任 保育 士（ 益子 暁 子）、 松代 幼稚 園（ 公 立） 園  

長（ 藤ケ 崎郁 子）、 栄 幼稚 園（ 民間 ）副 主 任（ 橋本 睦子 ）  



第二期つくば市子ども・子育て支援事業計画策定に伴う 

ニーズ調査について 
 

1. 第二期子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援法第 61 条において、市町村は、国が示す基本指針（※1）に即して、５

年を１期とする市町村子ども・子育て支援事業計画（以下「支援事業計画」という。）を定める

ものとされており、各市町村においては、平成 27 年度を始期とする支援事業計画の計画期間

の終期が平成 31 年度（2019 年度）であることから、2020 年度を始期とする第二期の支援事

業計画を改めて作成する必要がある。 

つくば市は、支援事業計画と次世代育成支援対策推進法の市町村行動計画を一体的に策定し

た「子ども・子育て支援プラン」としており、第二期についても同様の方針で策定する。 

※１：「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域

子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平

成 26年内閣府告示第 159号） 

 

2. 調査を行う趣旨 

市町村は、支援事業計画の作成にあたり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現

在の利用状況を把握するとともに、保護者に対する調査等を行い、これらを踏まえて教育・保

育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うことが求

められていることから、市内の保護者に対して調査を行う。 

 

3. 調査概要 

調査概要は、以下のとおりである。 

調査方法 アンケート調査用紙による郵送配布・回収方式 

調査対象及び件数 平成 30年 10月 1日時点で市内に住所がある以下の家庭 

・就学前の子どもがいる家庭 2,000件 

・就学児童がいる家庭  2,000件 

抽出方法 無作為抽出（年齢及び住居地区を考慮） 

調査項目の 

主なポイント 

・国が示す第一期手引き（参考資料 1）をもとに作成した前回アンケ

ートをベースとし、第二期手引き（参考資料 2）の内容を反映 

・就学児童向けアンケートは、「新・放課後子ども総合プラン」に示

される「量の見込み」等の算出に必要な内容を追加 

 

4. 今年度のスケジュール（予定） 

11月中旬 アンケート調査票 発送 

12月中旬 アンケート調査票 回収締切 

（1月中） アンケート調査結果 集計・分析 

2月 14日（予定） 第４回子ども・子育て会議  



 

 
 

 
 

 
 

 

【 ご 協 力 の お 願 い 】 

 

市民のみなさまには、日ごろより市政につきましてご協力をいただき、感謝申し上げます。  

つくば市では、すべての子どもの幸せを願い、子どもの育ちと子育て支援について、各種の事

業のさらなる充実を目指して、平成 27 年に、つくば市子ども・子育て支援事業計画を策定し、

取り組みを進めてまいりました。この度、近年の社会動向の変化などを踏まえて、 これまでの

計画を見直し、新たなつくば市子ども・子育て支援事業計画を策定することとなりました。 

つきましては、計画策定に向けて、子育てに伴う市民のみなさまの実情や今後のご意向を把握

するため、就学前のお子さんのいるご家庭から無作為抽出して、アンケートを実施します。  

アンケートは統計的に処理するため、ご回答をいただいた個人を特定することはありません。

また、調査結果は、この「計画」以外のことには使用しませんので、ご協力をいただけますよう

お願い申し上げます。 

 

平成 30年●月 

つくば市長 五十嵐 立青  

 

 

◇調査票の記入について 

・回答は、宛名のお子さんについて、保護者の方が、ご記入ください。 

・この調査は無記名で実施するものであり、住所・氏名等をご記入いただく必要はあ

りません。 

・設問に選択肢のあるものは、あてはまる番号に○をつけてください。お答えが「そ

の他」にあてはまる場合は、（ ）内に具体的にご記入ください。 

・設問によって、○をつけていただく数を（ ）内に指定していますので、ご注意く

ださい。 

◇調査票の回収について 

ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れ、●月●日（●）までに

ポストに投函してくださいますようお願いいたします。（切手は不要です） 

 

◇調査についてのご質問などは、下記までお問い合わせください。 

つくば市 こども部 こども政策課 子育て支援係 

電話 029-883-1111（代表） Ｆax 029-828-5624 

 

◎次のような事情で保護者が回答できない場合、あてはまる番号に○をつけて、ご返送ください。 

１．転居  ２．病院等に入院中 ３．遠方に単身赴任 ４．その他（       ） 

  

つくば市子育てアンケート 
～調査の趣旨とご協力のお願い～ 

就学前児童の保護者の方へ 

【ご記入に当たってのお願い】 



 

 



 

 

1 

 
 

お住まいの地域やご家族の状況について 

問１ お住まいの地区（小学校区）は、次のどれですか。（あてはまる番号１つに○） 

地区 該当小学校区 

筑波地区  １．秀峰筑波 

大穂地区  ２．大曽根小 ３．前野小 ４．要小  ５．吉沼小 

豊里地区  ６．沼崎小  ７．今鹿島小  ８．上郷小 

谷田部地区  

９．谷田部小  10．谷田部南小 11．真瀬小 12．島名小 

13．葛城小  14．柳橋小 15．小野川小 16．手代木南小 

17．二の宮小 18．松代小  19．東小 20．春日学園 

21．学園の森 22．みどりの学園 

桜地区  
23．栄小  24．九重小 25．桜南小 26．栗原小 

27．竹園東小  28．竹園西小  29．吾妻小  30．並木小 

茎崎地区  31．茎崎第一小  32．茎崎第二小  33．茎崎第三小 

問２ 宛名のお子さんの生年月をご記入ください。 

 平成（   ）年（   ）月生まれ 

問３ きょうだいは何人いますか。２人以上いる場合は、末子のお子さんの生年月日をご記入ください。 
※宛名のお子さんを含めた人数をご記入ください。 

 きょうだい数（   ）人  末子の生年月  平成（   ）年（   ）月生まれ 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答えください。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．母親   ２．父親   ３．その他（                ） 

問５ この調査票にご回答いただいている方に、配偶者はいますか。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．配偶者がいる  ２．配偶者はいない 

問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。 

１．父母ともに   ２．主に母親   ３．主に父親 

４．主に祖父母   ５．その他（                       ） 
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子育てをめぐる環境について 
 

 

問７ 父親は、子育てに積極的に関わっていますか。 

1．子育てに積極的に関わっている  2．比較的、積極的である 

3．あまり積極的とはいえない  4．積極的ではない 

5．その他（              ） 6．該当なし 

問８ 子育てに関して不安や負担などはお感じですか。 

1．非常に不安や負担を感じる  2．なんとなく不安や負担を感じる 

3．あまり不安や負担などは感じない  4．まったく不安や負担などは感じない 

5．なんともいえない 

問９ 子育てに関して、日常悩んでいることや気になることはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

1．子どもの健康や発育・発達に関すること 

2．育児の方法や子どもとの接し方が分からないこと 

3．子育てによる精神的・身体的な疲れが激しいこと 

4．子育てで出費がかさむこと 

5．自分自身や夫婦で楽しむ時間が持てないこと 

6．仕事と子育ての両立が難しいこと 

7．子育てに関して配偶者や家族の協力・理解が不十分なこと 

8．配偶者や家族以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと 

9．緊急の場合に子どもを預かってくれる場所がないこと 

10．子どもをしかりすぎているような気がすること 

11．ストレスなどで子どもに手をあげたり、世話をしなかったりしてしまうこと 

12．身近に話し相手や相談相手がいないこと 

13．地域の子育て支援サービスの内容や利用方法がわからないこと 

14．その他（                                       ） 

15．特にない 

問９で「11.」に○をつけた方にうかがいます。 

問９-1 思わずたたいたり、子どもの心を傷つけてしまうような言動をしたり、子どもの相手や世話を
しないことがある原因はどこにあると思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．子どもの言動にいつもイライラする ２．しかられたときの反応が腹立たしい 

３．子どもがかわいいと思えない  ４．子どもが親の言うことを聞かない 

５．自分の感情を抑えられない  ６．しつけとして必要だから 

７．子ども以外のことでいつもストレスがある ８．その他（                ） 

問 10 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 

３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

４．緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

５．いずれもいない  ⇒ 問 11へ 
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問 10で「１．」または「２．」に○をつけた方にうかがいます。 

問 10-1 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 
（あてはまる番号すべてに○） 

１．祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる 

２．祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 

３．祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

４．自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

５．子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 

６．その他（                                        ） 

問 10で「３．」または「４．」に○をつけた方にうかがいます。 

問 10-2 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 
（あてはまる番号すべてに○） 

１．友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる 

２．友人・知人の身体的負担が大きく心配である 

３．友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

４．自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

５．子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 

６．その他（                                         ） 

問 11 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。（あてはまる
番号１つに○） 

１．いる／ある ⇒ 問 11－1 へ  ２．いない／ない   ⇒ 問 12 へ 

問 11で「１．いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

問 11-1 お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。 
（あてはまる番号すべてに○） 

１．配偶者・パートナー    ２．親・祖父母等の親族  

３．友人や知人・近所の人    ４．保育所  

５．幼稚園     ６．認定こども園 

７．家庭的保育    ８．保健所・保健センター 

９．医師・看護師     10．子育て支援センター・児童館等  

11．市のこども課等    12．市社会福祉協議会の相談窓口  

13．民生委員・児童委員   14．その他（                  ） 

問 12 子育てに関する情報をどのように入手していますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．親族（親、きょうだいなど）  ２．隣近所の人、知人、友人 

３．学校・保育所・幼稚園・こども園  ４．役所や市の機関 

５．市の広報やパンフレット   ６．テレビ、ラジオ、新聞 

７．子育て雑誌・育児書   ８．インターネット   

９．コミュニティー誌    10．その他（                  ） 

11．情報の入手先がない   12．情報の入手手段がわからない 
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問 13 子育て支援サービスの情報に関する満足度をお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

  満足度が低い         満足度が高い  

   １  ２  ３  ４  ５ 

問 13で「１．」または「２．」に○をつけた方にうかがいます。 

問 14 子育て支援サービスの情報に満足していない理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．子育て支援サービスの情報量が少ない ２．どこに情報があるかわからない 

３．サービス内容の詳細までわからない ５．役立つ情報が少ない 

６．情報が古い    ７．情報に誤っていことがある 

８．情報媒体が少ない   ９．利用したいサービスの情報がない 

10．その他（                                       ） 

問 15 子育てに関してどのような地域情報を知りたいですか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．親子で交流できる場や催しについて ２．親同士が交流できる場や催しについて 

３．子育て相談や講座   ４．保育園・幼稚園について 

５．一時預かり・送り迎え等の保育サービスについて 

６．子育てサークルや団体の活動内容について 

７．同じ立場の親の会    ８．医療機関について 

９．公園や遊び場について   10．子育て仲間で集うために使える場について 

11．親子で行けるコンサート等について 12．子連れで行けるお店について 

13．その他（                                       ） 

問 16 子育てに関する相談窓口を知っていますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．家庭児童相談    ２．土浦児童相談所 

３．つくば市子育て総合支援センター  ４．保健センター すこやか健康相談 

５．保健センター 発達相談   ６．つくば市女性のための相談室 

７．福祉相談     ８．発達障害に関する相談 

９．つくば市教育相談センター  10．ホームスタート 

11．いばらき虐待ホットライン  12．いばらき子どもの虐待防止ネットワークあい 

13．その他（                                       ） 

問 17 子育てに関する相談窓口に関する満足度をお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

  満足度が低い         満足度が高い  

   １  ２  ３  ４  ５ 

問 18 子育てに関する相談で充実してほしいことは何ですか。（あてはまる番号２つに○） 

１．身近な場での窓口   ２．専門的な情報  

３．職員の対応スキル   ４．地域機関等へのつなぎ   

５．安心して相談できる環境（子どもの預かり、プライバシーの配慮等） 

６．その他（                                       ） 
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保護者の就労状況について 

についてうかがいます 

問 19 あなたの近所とのおつきあいはどうですか。（あてはまる番号１つに○） 

１．あいさつをする程度   ２．ときどき道で話をする  

３．相手の家に行って話をする  ４．食事に一緒に行ったり、家族ぐるみでつきあっている  

５．困っているときに、相談したり助けあったりしている ６．ほとんどつきあいはない 

問 20 あなたの子育ては、地域の人や社会に支えられていると思いますか。あてはまる番号１つに○） 

1．かなり、支えられていると思う  2．少しは支えられていると思う  

3．あまり、支えられているとは思わない 4．まったく、支えられているとは思わない  

5．わからない    6．子育ては地域の人や社会とは関係がない 

問 21 日常生活において孤立感を感じますか。（あてはまる番号１つに○） 

１．強く感じる   ２．やや感じる  ３．あまり感じない 

４．全く感じない   ５．わからない 

問 22 子育てをするにあたって、地域に求めることはありますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．子育ての相談や情報交換をしたい 

２．危険な遊びやいじめを見つけたら注意してほしい 

３．遊びの相手やスポーツを一緒にしてほしい 

４．子ども会やお祭りなど、子どもの参加できる活動や行事がほしい 

５．緊急時に子どもを預かってほしい 

６．地域で子どもを見守り育てるという気持ちを持ってほしい 

７．ともに子育てできるグループやサークルなどがほしい 

８．単なる子育て仲間や友人 

９．その他（                              ） 

10．特に求めることはない 

 

 

  

      【父子家庭の場合は記載不要】⇒問 24へ 

問 23 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

４．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

⇒ 問 23-1へ 

⇒ 問 23-5へ 

母親についてうかがいます 
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問 23で「１．」または「２．」（フルタイムで就労している）、「３．」または「４．」（パート・アルバイト等
で就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

問 23-1 １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。 
※就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。 
※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

        １週当たり（   ）日   １日当たり（   ）時間 

問 23-2 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。 
※時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。 
※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

        家を出る時刻（   ）時   帰宅時刻（   ）時間 

問 23-3 日常生活の移動手段をお答えください。（あてはまる番号すべてに○） 

１．徒歩   ２．自転車  ３．自動車 

４．電車   ５．バス   ６．その他（             ） 

問 23 で「３．」または「４．」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にうかがいます。                         
⇒ 該当しない方は、問 24へ 

問 23-4 フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 
 

 

 

問 23で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６．これまで就労したことがない」
に○をつけた方にうかがいます。          ⇒ 該当しない方は、問 24へ 

問 23-5 就労したいという希望はありますか。（あてはまる番号・記号それぞれ１つに○） 
※該当する（ ）内に数字をご記入ください。 

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．1 年より先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態 

 

 

問 23-6 日常生活の移動手段をお答えください。（あてはまる番号すべてに○） 

１．徒歩   ２．自転車  ３．自動車 

４．電車   ５．バス   ６．その他（             ） 

 
  

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある  

２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない  

３．パート・アルバイト等（フルタイム以外）の就労を続けることを希望  

４．パート・アルバイト等（フルタイム以外）をやめて子育てや家事に専念したい 

ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

 →１週当たり（  ）日 １日当たり（  ）時間 



 

 

7 

父親 についてうかがいます      【母子家庭の場合は記載不要】 

 

問 24 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 

育休・介護休業中である 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

４．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 

育休・介護休業中である 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

問 24で「１．」または「２．」（フルタイムで就労している）、「３．」または「４．」（パート・アルバイト等
で就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

問 24-1 １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。 
※就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。 
※育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

 

問 24-2 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。 
※時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。 
※育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

 

問 24-3 日常生活の移動手段をお答えください。（あてはまる番号すべてに○） 

１．徒歩   ２．自転車  ３．自動車 

４．電車   ５．バス   ６．その他（             ） 

問 24で「３．」または「４．」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にうかがいます。
       ⇒該当しない方は、問 25へ 

問 24-4 フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある 

２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない  

３．パート・アルバイト等（フルタイム以外）の就労を続けることを希望 

４．パート・アルバイト等（フルタイム以外）をやめて子育てや家事に専念したい 

   １週当たり（   ）日   １日当たり（   ）時間 

   家を出る時刻（   ）時   帰宅時刻（   ）時間 

 

 

父親についてうかがいます 

⇒ 問 24-1へ 

 ⇒ 問 24-5 へ 
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問 24で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６．これまで就労したことがない」
に○をつけた方にうかがいます。          ⇒該当しない方は、問 25へ 

問 24-5 就労したいという希望はありますか。（あてはまる番号・記号それぞれ１つに○） 
※該当する（ ）内に数字をご記入ください。 

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態 

 

 

問 24-6 日常生活の移動手段をお答えください。（あてはまる番号すべてに○） 

１．徒歩   ２．自転車  ３．自動車 

４．電車   ５．バス   ６．その他（             ） 

問 25 宛名のお子さんが生まれた時、お母さまは退職しましたか。（あてはまる番号１つに○） 

1．出産（予定）を機に退職した  2．継続的に働いた 

3．出産１年前にすでに働いていなかった 

問 25で「1．出産（予定）を機に退職した」に○をつけた方にうかがいます。 

問 25-1 退職した理由は、主にどのようなことですか。（あてはまる番号１つに○） 

1．育児に専念したいので退職した  2．妻の就労に家族の理解が十分ではない 

3．保育サービスが利用できなかった  4．子育てと両立できる職場環境ではなかった 

5．その他（               ） 6．わからない 

問 26 働く者には性別にかかわらず、育児休業を取得できる制度があることを知っていますか。 
（あてはまる番号１つに○） 

1．よく知っている    2．一応は知っている  

3．知らなかった     ４．関心がない 

注：育児休業制度とは、育児・介護休業法により、夫婦いずれでも子どもが原則 1 歳になるまで、
育児休暇を取得できる等の制度のことです（1年以上の雇用期間がある等の条件があります）。 

ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

 →１週当たり（  ）日 １日当たり（  ）時間 
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問 27 宛名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。 （母
親、父親それぞれについて、あてはまる番号１つに○） 
※取得していない方はその理由をご記入ください。 

母親（いずれかに○） 父親（いずれかに○） 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である） 

３．取得していない 

⇒ 

 

 

 

 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である） 

３．取得していない 

⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 27で「２．取得した（取得中である）」に○をつけた方にうかがいます。 

問 27-1 （取得した人）育児休業明けに、希望する保育サービス等をすぐに利用できましたか。 
（あてはまる番号１つに○） 

1．育児休業期間を調整せずに保育サービスを利用できた 

2．育児休業期間を調整したので保育サービスを利用できた 

3．できなかった 

4．希望しなかった 

問 27-2 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（あてはまる番号１つに○） 

①母親 

１．育児休業取得後、職場に復帰した    

２．現在も育児休業中である  ⇒問 27-3へ 

３．育児休業中に離職した  ⇒問 28へ 

②父親 

１．育児休業取得後、職場に復帰した    

２．現在も育児休業中である  ⇒問 27-3へ 

３．育児休業中に離職した  ⇒問 28へ 

  

取得していない理由（下から番号を選んで

ご記入ください）（いくつでも） 

取得していない理由（下から番号を選んで

ご記入ください）（いくつでも） 

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった ２．仕事が忙しかった  

３．（産休後に）仕事に早く復帰したかった  ４．仕事に戻るのが難しそうだった   

５．昇給・昇格などが遅れそうだった  ６．収入減となり、経済的に苦しくなる 

７．保育所などに預けることができた  ８．配偶者が育児休業制度を利用した  

９．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった  

10．子育てや家事に専念するため退職した  

11．職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）  

12．有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった  

13．育児休業を取得できることを知らなかった  

14．産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らず、退職した  

15．その他（                                        ) 
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保育園や幼稚園などの利用状況について 

問 27-2で「２．現在も育児休業中である」に○をつけた方にうかがいます。 

問 27-3 宛名のお子さんが１歳になったときに必ず預けられる（利用できる）事業があれば、１歳になる
まで育児休業を取得しますか。または、預けられる事業があっても１歳になる前に復帰しますか。
（あてはまる番号１つに○） 

①母親 

１．１歳になるまで育児休業を取得したい ２．１歳になる前に復帰したい 

②父親 

１．１歳になるまで育児休業を取得したい ２．１歳になる前に復帰したい 

問 28 母親が働くことと子育てとは両立していますか。（あてはまる番号１つに○） 

1．問題なく両立している   2．多少の困難はあるが両立している 

3．かなり困難だが、両立している  4．両立は困難なため、母親が仕事をやめた 

5．出産前から母親は働いていない  6．わからない 

7．その他（                                     ） 

 

 

 

 

※ここでいう「定期的な教育・保育事業」とは、月単位で定期的に利用している事業を指します。
具体的には、幼稚園や保育所など、問 29－１に示した事業が含まれます。 

問 29 宛名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用していますか。
（あてはまる番号１つに○） 

１．利用している⇒問 29-1 へ   ２．利用していない⇒問 29-4 へ 

問 29-1 平日、保育園や幼稚園など年間を通じて「定期的に」利用している事業はどれですか。 
（あてはまる番号すべてに○） 
※年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。 

１．幼稚園  

２．幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）  

３．認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で都道府県等の認可を受けたもの）  

４．認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）  

５．小規模保育施設（国が定める最低基準に適合した施設で市町村の認可を受けた定員が概ね６～１９人のもの） 

６．家庭的保育（保育者の家庭等で子どもを保育する事業）  

７．事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）  

８．自治体の認証・認定保育施設（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）  

９．その他認可外の保育施設  

10．居宅訪問型保育（ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業）  

11．つくば子育てサポートサービス（地域住民が子どもを預かる会員制事業、市社会福祉協議会で実施）  

12．その他（                                       ） 
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問 29-2 平日に定期的に利用している教育・保育事業について、どのくらい利用していますか。また、希
望としてはどのくらい利用したいですか。 
※問 29-1で複数の事業に〇をつけた方は、若い番号の事業についてお答えください。 
※１週当たり何日、１日当たり何時間（何時～何時まで）かをご記入ください。 

（１）現在 

   １週当たり（  ）日    １日当たり（  ）時間（  ）時～（  ）時 

（２）希望 

   １週当たり（  ）日    １日当たり（  ）時間（  ）時～（  ）時 

問 29-3 現在、利用している教育・保育事業の実施場所はどこにありますか。（あてはまる番号１つに○） 

1．つくば市内   2．その他（具体的な市町村名             ） 

問 29で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 29-4 利用していない理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 
※「８．」に○をつけた場合は、年齢をご記入ください。 

１．利用する必要がない  

２．子どもの祖父母や親戚の人がみている  

３．近所の人や父母の友人・知人がみている  

４．利用したいが、教育・保育の事業に空きがない  

５．利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない  

６．利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない  

７．利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない 

８．子どもがまだ小さいため（  ）歳くらいになったら利用しようと考えている 

９．その他（                                       ） 

すべての方にうかがいます。 

問 30 現在、利用している、利用していないにかかわらず、今後、定期的に利用したいと考える事業は、 
次のどれですか。（あてはまる番号すべてに○） 
※これらの事業の利用には、一定の利用料がかかります。 

１．幼稚園（通常の就園時間の利用）  

２．幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）  

３．認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で都道府県等の認可を受けた定員 20 人以上のもの）  

４．認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）  

５．小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施設で市町村の認可を受けた定員概ね６～19人のもの）  

６．家庭的保育（保育者の家庭等で 5 人以下の子どもを保育する事業）  

７．事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）  

８．自治体の認証・認定保育施設（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）  

９．その他認可外の保育施設 

10．居宅訪問型保育（保育者が子どもの家庭で保育する事業）  

11．つくば子育てサポートサービス（地域の住民が子どもを預かる会員制事業、市社会福祉協議会で実施）  

12．その他（                                         ） 

13．特にない 
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問 30-1 利用したい保育所や幼稚園の実施場所はどこですか。（あてはまる番号１つに○） 

1．つくば市内   2．その他（具体的な市町村名             ） 

問 30で「１．幼稚園（通常の就園時間の利用）」に○をつけた方にうかがいます。 

問 30-2 「２歳児の４月から通園」の利用希望はありますか。 

1．利用したい   ⇒利用したい日数は 1 週当たり（ ）日程度 

2．利用しない 

問 30-2で「２．利用しない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 30-3 「３歳児の４月から通園」の利用希望はありますか。 

1．利用したい   ⇒利用したい日数は 1 週当たり（ ）日程度 

2．利用しない 

問 30 で「１．幼稚園（通常の就園時間の利用）」または「２．幼稚園の預かり保育」に○をつけ、かつ３
～12にも○をつけた方にうかがいます。 

問 30-4 特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強く希望しますか。
（あてはまる番号すべてに○） 

１．はい     ２．いいえ 

問 31 保育・教育施設を選ぶ基準を教えてください。（あてはまる番号すべてに○） 

１．家からの距離が近い    ２．勤務先からの距離が近い 

３．通勤経路にある     ４．保育・教育の方針がよい 

５．施設が充実している    ６．職員の対応がよい 

７．兄弟姉妹が利用している    ８．子どもの友だちが利用している 

９．その他（             ） 

問 32 2019 年 10 月から幼児教育・保育の無償化を全面的に実施することが予定されていますが、無償化
が実施された場合、お子さんの平日の教育・保育事業の利用について、最も考えに近いものをお答
えください。（あてはまる番号１つに○） 

（１）通常の就園時間の利用 

１．無償化に関わらず幼稚園を利用したい  ２．無償化されるなら幼稚園を利用したい 

３．無償化に関わらず認可保育所を利用したい  ４．無償化されるなら認可保育所を利用したい 

５．無償化に関わらず認定こども園を利用したい  ６．無償化されるなら認定こども園を利用したい 

７．無償化に関わらず利用するつもりはない 

（２）時間外保育や預かり保育などの利用 

１．無償化に関わらず利用したい   ２．無償化されるなら利用したい 

３．無償化に関わらず利用するつもりはない 
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土曜・休日や長期休暇中の教育・保育事業の利用希望について 

 

 

問 33 土曜と日曜・祝日に、定期的な教育・保育事業の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。
（（１）（２）それぞれについて、あてはまる番号１つに○） 
※一時的な利用は除きます。  
※これらの事業の利用には、一定の利用料がかかります。  
※教育・保育事業とは、幼稚園、保育所、認可外保育施設などの事業を指しますが、親族・知人に
よる預かりは含みません。 

（１）土曜日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい 

３．月に１～２回は利用したい 

（２）日曜日・祝日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい 

３．月に１～２回は利用したい 

「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。  ⇒該当しない方は、問 35へ 

問 34 夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の利用を希望しますか。 

１．利用する必要はない 

２．休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 

３．休みの期間中、週に数日利用したい 

  

利用したい時間帯 

（  ）時（  ）分から（  ）時（  ）分まで 

利用したい時間帯 

（  ）時（  ）分から（  ）時（  ）分まで 

利用したい時間帯 

（  ）時（  ）分から（  ）時（  ）分まで 
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不定期の教育・保育事業や一時預かり事業等の利用について 

病気の際の対応について（平日の教育・保育事業を利用する方のみ） 
 

平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問 29 で「１．」に○をつけた方）
にうかがいます。 

問 35 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガにより、通常の事業が利用できなかったことはありま
すか。（あてはまる番号１つに○） 

１．あった  ⇒ 問 35－１へ  ２．なかった  ⇒ 問 36 へ 

問 35-1 宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合に、
この１年間に行った対処方法はどれになりますか。（あてはまる記号すべてに○） 
それぞれの日数も（ ）内に数字でご記入ください（半日程度の場合は、１日とカウント）。 

１年間の対処方法 日数 

１．父親が休んだ （    ）日 

２．母親が休んだ （    ）日 

３．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった （    ）日 

４．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた （    ）日 

５．病児・病後児の保育を利用した （    ）日 

６．ベビーシッターを利用した （    ）日 

７．つくば子育てサポ－トサービスを利用した （    ）日 

８．仕方なく子どもだけで留守番をさせた （    ）日 

９．その他（                         ） （    ）日 

問 35-1で「１」「２」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

問 35-2 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。 
（あてはまる番号１つに○） 
※日数についてもご記入ください。 
※病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診
が必要となります。 

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい⇒（   ）日 

２．利用したいとは思わない 

 

 

問 36 私用や親の通院、就労等の際に、不定期に利用している事業はありますか。（あてはまる番号すべてに○） 

※１年間の利用日数（おおよそ）もご記入ください。 

利用している事業 日数（年間） 

１．一時預かり 

（私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを保育する事業） 
（    ）日 

２．幼稚園の預かり保育 

（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち不定期に利用する場合のみ） 
（    ）日 

３．つくば子育てサポートサービス（地域の住民が子どもを預かる会員制事業） （    ）日 

４．夜間養護等事業：トワイライトステイ（児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保

護する事業 
（    ）日 

５．ベビーシッター （    ）日 

６．その他（                             ） （    ）日 

７．利用していない 
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問 37 宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を利用
する必要があると思いますか。利用希望の有無・日数をお答えください。 
（あてはまる番号・記号すべてに○） 
※事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 
※利用したい日数の合計と、目的別「ア．」から「エ．」の内訳の日数をご記入ください。 

１．利用したい 計（   ）

日 

 ア 私用(買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、リフレッシュ目的) （   ）日 

イ 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等 （   ）日 

ウ 不定期の就労 （   ）日 

エ その他（                         ） （   ）日 

２．利用する必要はない      ⇒ 問 38へ 

問 38 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛名のお子さんを泊
りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか（預け先が見つからなかった
場合も含みます）。（あてはまる番号・記号すべてに○） 
※それぞれの宿泊数もご記入ください。 

 １年間の対処方法 宿泊数 

１．あった ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった （    ）泊 

イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した（児童養護施設等で一
定期間、子どもを保護する事業） 

（    ）泊 

ウ．認可外保育施設、ベビーシッター等を利用した （    ）泊 

エ．仕方なく子どもを同行させた （    ）泊 

オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた  （    ）泊 

カ．その他（                                       ）  （    ）泊 

２．なかった 

 
問 38で「１．あった ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」に○をつけた方にうかがいます。

       ⇒「ア．」以外を選択した方は、問 39へ 

問 38-1 その場合の困難度はどの程度でしたか。（あてはまる番号１つに○） 

１．非常に困難  2．どちらかというと困難  3．特に困難ではない 
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地域の子育て支援拠点事業の利用状況について 
 

 

問 39 現在、子育て支援拠点事業（子育て支援センター等）を利用していますか。 
（あてはまる番号すべてに○） 
※おおよその利用回数（頻度）をご記入ください。 

１．子育て支援センターやつどいの広場（親子が集まって過ごしたり、相談をする場） 

  １週当たり （   ）回 もしくは １ヶ月当たり （   ）回程度 

２．その他類似の子育て支援事業（出張子育て広場） 

  １週当たり （   ）回 もしくは １ヶ月当たり （   ）回程度 

３．利用していない 

４．子育て支援センターやつどいの広場を知らなかった 

問 40 子育て支援拠点事業について、今後の利用希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 
※おおよその利用回数（頻度）をご記入ください。 

１．利用していないが、今後利用したい 

  １週当たり（  ）回   もしくは   １か月当たり（  ）回程度 

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 

  １週当たり更に（  ）回   もしくは   １か月当たり更に（  ）回程度 

３．新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 

問 41 下記の事業について、知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したい
と 思うものを、質問項目ごとにお答えください。 
※①～⑨の事業ごと、Ａ～Ｃのそれぞれに「はい」「いいえ」のいずれかに○をつけてください。 
※事業によっては、お住まいの地域で実施されていないものもあります。 

 

Ａ 

知っている 

Ｂ 

これまでに利用
したことがある 

Ｃ 

今後利用したい 

①保健センターへの相談や教室 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

②一時預かり事業 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

③家庭児童相談 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

④子育て電話相談事業 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

⑤子育て支援情報システム 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

⑥つくば子育てサポートサービス 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

⑦保育所の園庭開放・親子登園 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

⑧幼稚園の園庭開放・親子登園 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

⑨児童館 
１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 

１．は

い 

２．いい

え 
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小学校就学後の放課後の過ごし方について 

利用を希望する 

時間を記入 

利用を希望する 

時間を記入 

 

 

 

問 42・問 43は、宛名のお子さんが５歳以上である方が、お答えください。 
⇒５歳未満の方は、問 48へ 

問 42 小学校１～３年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたい
と思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 
※それぞれ該当する１週当たりの日数をご記入ください。 

１．自宅      週（  ）日くらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅    週（  ）日くらい 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週（  ）日くらい 

４．児童館※１     週（  ）日くらい 

５．放課後子ども教室※２    週（  ）日くらい 

６．児童クラブ（児童館や小学校で就学児童を預かる事業）※３ 週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

７．児童クラブ（保育所や幼稚園で就学児童を預かる事業） 週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

８．つくば子育てサポートサービス   週（  ）日くらい     （   ）分まで 

９．その他（地域交流センター、公園など）  週（  ）日くらい 

※１児童館・・・       市内 18館設置されており、安全で健全な遊びを提供し、心身ともに健

やかな児童を育成する施設です。 

※２「放課後子ども教室」・・・地域の方々の協力を得て放課後や週末に小学校や地域交流センターで学

習・スポーツ・文化芸術活動等を体験する取組です。保護者の就労に

関わらず全ての小学生が利用できます。 

※３「児童クラブ」・・・   児童館や小学校等で実施しており、保護者が就労等により昼間家庭にい

ない場合などに、指導員の下、子どもの生活の場を提供します。事業

の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

 

問 43 小学校４～６年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたい
と思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 
※それぞれ該当する１週当たりの日数をご記入ください。 

※だいぶ先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

１．自宅      週（  ）日くらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅    週（  ）日くらい 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週（  ）日くらい 

４．児童館      週（  ）日くらい 

５．放課後子ども教室    週（  ）日くらい 

６．児童クラブ（児童館や小学校で就学児童を預かる事業） 週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

７．児童クラブ（保育所や幼稚園で就学児童を預かる事業） 週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

８．つくば子育てサポートサービス   週（  ）日くらい     （   ）分まで 

９．その他（地域交流センター、公園など）  週（  ）日くらい 
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問 42または問 43で「６．」「７．」に○をつけた方にうかがいます。 

問 44 土曜、休日、長期休暇時の利用について、それぞれの質問項目にお答えいただき、必要な時間帯を
ご記入ください。（（１）（２）（３）それぞれについて、あてはまる番号１つに○） 
※事業の利用には、一定の利用料がかかります。 

（１）土曜日 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

３．利用する必要はない 

（２）日曜日・祝日 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

3．利用する必要はない 

（３）長期休暇の時の利用 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

３．利用する必要はない 

問 45 お子様の小学校で放課後子ども教室と学童保育の一体的な運営が行われるとしたら、利用を希
望する頻度は次のうちどれですか。（あてはまる番号１つに○） 

１．ほぼ毎日（日・祝・年末年始を除く） ２．週３～４回程度 

３．週１～２回程度    ４．月１～２回程度 

５．夏休みなど長期休暇のみ   ６．利用しない 

問 45で「６．」以外に○をつけた方にうかがいます。 

問 45-１ 放課後子ども教室と学童保育の一体的な運営を利用する場合、何時までの利用を希望されま
すか。（あてはまる番号１つに○） 

１．16 時まで   ２．17 時まで   ３．18 時まで 

４．19 時まで   ５．20 時まで   ６．20 時以降まで 

問 46 お子様の放課後に必要と思うものは次のうちどれですか（あてはまる番号３つまでに○） 

１．大人の見守りによる安全・安心な居場所 

２．学びのきっかけとなる体験活動（スポーツや文化芸術活動など） 

３．自由遊び 

４．宿題の支援 

５．学力を高めるための学習支援 （算数や英語など。宿題は除く） 

６．運動系の習い事 

７．音楽系の習い事 

８．将来の職業の参考になる体験活動 

９．その他（                                    ） 

利用したい時間帯 

（   ）時（   ）分から 

（   ）時（   ）分まで 

 

利用したい時間帯 

（   ）時（   ）分から 

（   ）時（   ）分まで 

 

利用したい時間帯 

（   ）時（   ）分から 

（   ）時（   ）分まで 
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つくば市の子育て環境や支援対策について 

問 47 放課後子ども教室や学童保育に期待することは何ですか。（あてはまる番号３つまでに○） 

１．安全・安心な居場所であること 

２．安心して預けられるスタッフの見守りがあること 

３．子どもが、多くの友達や異なる学年の子どもと交流できること 

４．子どもが、工作・料理・スポーツなどのいろいろな体験活動に参加できること 

５．子どもや保護者が、地域の人とふれ合うことで、地域とつながりができること 

６．子どもが、広い場所で思いきり体を動かして活動できること 

７．子どもが、あいさつや後片付けなどの基本的な生活習慣や、勉強（宿題等）の習慣を身につけることが

できること 

８．保護者が、安心して仕事や自分の時間の確保をできること 

９．経済的負担が少ないこと 

10．その他（                                    ） 

 

 

問 48 つくば市の子育てや教育の事業について、どのように思いますか。項目ごとに選んでください。 
（それぞれあてはまる番号１つに○） 

 良い 
まあ 
良い 

あまり
良くな
い 

良く 
ない 

わから
ない 

①保育所・幼稚園等を含めて保育サービス全般 １ ２ ３ ４ ５ 

②子どもの健康や医療に関わる事業 １ ２ ３ ４ ５ 

③教育や子育てについての相談・情報提供 １ ２ ３ ４ ５ 

④子どもを交通事故や犯罪の危険から守る事業 １ ２ ３ ４ ５ 

⑤子育ち・子育てしやすい地域コミュニティづくり １ ２ ３ ４ ５ 

⑥子育てと働くことが両立できる職場環境づくり １ ２ ３ ４ ５ 

問 49 子どもたちの安全・安心な学校や幼稚園・保育所（園）・認定こども園での生活の充実のために、
どのような取組が必要だと思いますか 

１．一人ひとりに応じた教育・保育を行ってほしい 

２．集団で行動できる力を育ててほしい 

３．友だちとのびのびと遊ぶ機会を提供してほしい 

４．自然体験など多様な体験をする機会を提供してほしい 

５．異年齢の子どもやいろいろな人とかかわる機会を提供してほしい 

６．文字や数などに興味・関心を持つような取り組みをしてほしい 

７．特色のある取り組み（絵や音楽・運動など）をしてほしい 

８．生活習慣を身につけさせてほしい 

９．自分の思いが言える力を育ててほしい 

10．友だちとの関わりを深め、思いやりの気持ちを持つような取り組みをしてほしい 

11．良いこと悪いことに気づき、考えながら行動ができる力を育ててほしい 

12．保護者同士が交流する機会の提供や支援をしてほしい 

13．保護者が子育てについて情報交換・相談できる体制を整えてほしい 

14．その他（                             ） 

15．特に希望はない 
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問 50 つくば市は幼稚園や保育園などの教育保育の事業や一時預かり事業や家庭児童相談など様々な
子育て支援サービスをしていますが、これらの子育て支援サービスを利用していますか。 

1．はい    ２．いいえ 

問 50で「２．」に○をつけた方にうかがいます。 

問 51 子育て支援サービスを利用していない理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

 
公立の子育て 
支援サービス 

私立の子育て 
支援サービス 

①利用料が高いから １ １ 

②子どもを預かる時間が短いから ２ ２ 

③保育や教育の内容に満足していないから ３ ３ 

④スタッフの対応に満足していないから ４ ４ 

⑤利用したい時に利用できないから 

（一時的に預けたいのに預けられないから） 
５ ５ 

⑥スタッフの人員が十分でないから ６ ６ 

⑦その他（                ） ７ ７ 

問 52 子育て支援サービスを利用するために必要な条件は何ですか（あてはまる番号すべてに○） 

 
公立の子育て 
支援サービス 

私立の子育て 
支援サービス 

①人材の確保 １ １ 

②場所・施設の充実 ２ ２ 

③支援者への情報提供 ３ ３ 

④支援者への相談と指導 ４ ４ 

⑤関係機関との連携強化 ５ ５ 

⑥その他（                ） ６ ６ 

問 53 今後、つくば市では、特にどのような事業や対策に力を入れてほしいですか。（○はいくつでも） 

1．児童館など、親子が安心して集まれる場所  2．子連れで出かけやすく楽しめる場所づくり 

3．子育て支援のサークルなどの充実   4．保育所・幼稚園などの子どもを預かる施設の充実 

5．一時保育などの一時的な預かりサービスの充実 6．妊娠・出産に対する支援 

7．母親・乳幼児の健康に対する支援   8．子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 

9．育児休暇の取得促進など企業に対する職場環境改善の働きかけ 

10．子どもを対象にした犯罪・事故の防止対策の充実 11．子育てに困ったときに相談できる体制の充実 

12．幼児教育の内容・環境等全般的な充実  13．子育て情報を入手しやすい体制づくり 

14．その他（                   ）15．特にない 
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問 54 あなたにとってつくば市は総合的にみて、子育てしやすいまちですか。 

1．子育てしやすい    2．どちらかといえば子育てしやすい 

3．どちらともいえない   4．どちらかといえば子育てしやすくない 

5．子育てしやすくない 

問 55 日頃の子育て全体を通して、どのような感じをお持ちですか。 

1．楽しいと感じることのほうが多い  2．つらいと感じることのほうが多い 

3．どちらともいえない   4．その他（                   ） 

5．わからない 

問 56 子育て支援について、ご要望やご意見がありましたら自由にご記入ください。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

同封の返信用封筒（切手不要）に入れ●月●日（●）までに 

ご返送いただけますようお願いいたします。 



 

 

 

 
 

 
 

 

【 ご 協 力 の お 願 い 】 

 

市民のみなさまには、日ごろより市政につきましてご協力をいただき、感謝申し上げます。  

つくば市では、すべての子どもの幸せを願い、子どもの育ちと子育て支援について、各種の事

業のさらなる充実を目指して、平成 27 年に、つくば市子ども・子育て支援事業計画を策定し、

取り組みを進めてまいりました。この度、近年の社会動向の変化などを踏まえて、 これまでの

計画を見直し、新たなつくば市子ども・子育て支援事業計画を策定することとなりました。 

つきましては、計画策定に向けて、子育てに伴う市民のみなさまの実情や今後のご意向を把握

するため、就学児のお子さんのいるご家庭から無作為抽出して、アンケートを実施します。  

アンケートは統計的に処理するため、ご回答をいただいた個人を特定することはありません。

また、調査結果は、この「計画」以外のことには使用しませんので、ご協力をいただけますよう

お願い申し上げます。 

 

平成 30年●月 

つくば市長 五十嵐 立青  

 

 

◇調査票の記入について 

・回答は、宛名のお子さんについて、保護者の方が、ご記入ください。 

・この調査は無記名で実施するものであり、住所・氏名等をご記入いただく必要はあ

りません。 

・設問に選択肢のあるものは、あてはまる番号に○をつけてください。お答えが「そ

の他」にあてはまる場合は、（ ）内に具体的にご記入ください。 

・設問によって、○をつけていただく数を（ ）内に指定していますので、ご注意く

ださい。 

◇調査票の回収について 

ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れ、●月●日（●）までに

ポストに投函してくださいますようお願いいたします。（切手は不要です） 

 

◇調査についてのご質問などは、下記までお問い合わせください。 

つくば市 こども部 こども政策課 子育て支援係 

電話 029-883-1111（代表） Ｆax 029-828-5624 

 

◎次のような事情で保護者が回答できない場合、あてはまる番号に○をつけて、ご返送ください。 

１．転居  ２．病院等に入院中 ３．遠方に単身赴任 ４．その他（       ） 

 

小学生の保護者の方へ 

つくば市子育てアンケート 
～調査の趣旨とご協力のお願い～ 

【ご記入に当たってのお願い】 



 1 

 
 

お住まいの地域やご家族の状況について 

問１ お住まいの地区（小学校区）は、次のどれですか。（あてはまる番号１つに○） 

地区 該当小学校区 

筑波地区  １．秀峰筑波 

大穂地区  ２．大曽根小 ３．前野小 ４．要小  ５．吉沼小 

豊里地区  ６．沼崎小  ７．今鹿島小  ８．上郷小 

谷田部地区  

９．谷田部小  10．谷田部南小 11．真瀬小 12．島名小 

13．葛城小  14．柳橋小 15．小野川小 16．手代木南小 

17．二の宮小 18．松代小  19．東小  20．春日学園 

21．学園の森 22．みどりの学園 

桜地区  
23．栄小  24．九重小 25．桜南小 26．栗原小 

27．竹園東小  28．竹園西小  29．吾妻小  30．並木小 

茎崎地区  31．茎崎第一小  32．茎崎第二小  33．茎崎第三小 

問２ 宛名のお子さんは何年生ですか。（あてはまる番号１つに○） 

１．１年生    ２．２年生   ３．３年生  

４．４年生    ５．５年生   ６．６年生 

問３ きょうだいは何人いらっしゃいますか。 
※宛名のお子さんを含めた人数をご記入ください。 
※お子さんが２人以上の場合は、末子の生年月をご記入ください。 

 きょうだい数（   ）人  末子の生年月  平成（   ）年（   ）月生まれ 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答えください。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．母親    ２．父親    ３．その他（       ） 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．配偶者がいる    ２．配偶者はいない 

問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。宛名のお子さんから
みた関係でお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

１．父母ともに   ２．主に母親   ３．主に父親 

４．主に祖父母   ５．その他（                       ） 
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子育てをめぐる環境について 
 

 

問７ 子育てに関して不安や負担などはお感じですか。 

1．非常に不安や負担を感じる  2．なんとなく不安や負担を感じる 

3．あまり不安や負担などは感じない  4．まったく不安や負担などは感じない 

5．なんともいえない 

問８ 子育てに関して、日常悩んでいることや気になることはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

1．子どもの健康や発育・発達に関すること 

2．育児の方法や子どもとの接し方が分からないこと 

3．子育てによる精神的・身体的な疲れが激しいこと 

4．子育てで出費がかさむこと 

5．自分自身や夫婦で楽しむ時間が持てないこと 

6．仕事と子育ての両立が難しいこと 

7．子育てに関して配偶者や家族の協力・理解が不十分なこと 

8．配偶者や家族以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと 

9．緊急の場合に子どもを預かってくれる場所がないこと 

10．子どもをしかりすぎているような気がすること 

11．ストレスなどで子どもに手をあげたり、世話をしなかったりしてしまうこと 

12．身近に話し相手や相談相手がいないこと 

13．地域の子育て支援サービスの内容や利用方法がわからないこと 

14．その他（                                   ） 

15．特にない 

問８で「11．」に○をつけた方にうかがいます。 

問８-1 思わずたたいたり、子どもの心を傷つけてしまうような言動をしたり、子どもの相手や世話を
しないことがある原因はどこにあると思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．子どもの言動にいつもイライラする ２．しかられたときの反応が腹立たしい 

３．子どもがかわいいと思えない  ４．子どもが親の言うことを聞かない 

５．自分の感情を抑えられない  ６．しつけとして必要だから 

７．子ども以外のことでいつもストレスがある ８．その他（                ） 

問９ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．いる／ある ⇒ 問９－１へ  ２．いない／ない   ⇒ 問 10 へ 

問９で「１．いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

問９-1 お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。 
（あてはまる番号すべてに○） 

１．配偶者・パートナー    ２．親・祖父母等の親族  

３．友人や知人・近所の人    ４．サークル・グループ等の仲間  

５．学校の先生     ６．保健所・保健センター 

７．医師・看護師     ８．子育て支援センター・児童館等  

９．市のこども課等    10．市社会福祉協議会の相談窓口  

11．民生委員・児童委員   12．その他（                    ） 
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問 10 子育てに関する情報をどのように入手していますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．親族（親、きょうだいなど）  ２．隣近所の人、知人、友人 

３．学校・保育所・幼稚園・こども園  ４．役所や市の機関 

５．市の広報やパンフレット   ６．テレビ、ラジオ、新聞 

７．子育て雑誌・育児書   ８．インターネット 

９．コミュニティー誌    10．その他（                  ） 

11．情報の入手先がない   12．情報の入手手段がわからない 

問 11 子育て支援サービスの情報に関する満足度をお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

  満足度が低い         満足度が高い  

   １  ２  ３  ４  ５ 

問 12 子育て支援サービスの情報に満足していない理由は何ですか 

1．子育て支援サービスの情報量が少ない 2．どこに情報があるかわからない 

3．サービス内容の詳細までわからない  5．役立つ情報が少ない 

6．情報媒体が少ない   7．その他（                   ） 

問 13 子育てに関してどのような地域情報を知りたいですか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．親子で交流できる場や催しについて ２．親同士が交流できる場や催しについて 

３．子育て相談や講座   ４．保育園・幼稚園について 

５．一時預かり・送り迎え等の保育サービスについて 

６．子育てサークルや団体の活動内容について 

７．同じ立場の親の会    ８．医療機関について 

９．公園や遊び場について   10．子育て仲間で集うために使える場について 

11．親子で行けるコンサート等について 12．子連れで行けるお店について 

13．その他（                                        ） 

問 14 子育てに関する相談窓口を知っていますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．家庭児童相談    ２．土浦児童相談所 

３．つくば市子育て総合支援センター  ４．つくば市女性のための相談室 

５．福祉相談    ６．発達障害に関する相談 

７．つくば市教育相談センター   ８．ホームスタート  

９．いばらき虐待ホットライン  10．いばらき子どもの虐待防止ネットワークあい  

11．その他（                                        ） 

問 15 子育てに関する相談窓口に関する満足度をお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

  満足度が低い         満足度が高い  

   １  ２  ３  ４  ５ 

問 16 子育てに関する相談で充実してほしいことは何ですか。（あてはまる番号２つに○） 

１．身近な場での窓口   ２．専門的な情報  

３．職員の対応スキル   ４．地域機関等へのつなぎ   

５．安心して相談できる環境（子どもの預かり、プライバシーの配慮等） 

６．その他（                              ） 
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問 17 日常生活において孤立感を感じますか。（あてはまる番号１つに○） 

１．強く感じる   ２．やや感じる   ３．あまり感じない 

４．全く感じない   ５．わからない 

問 18 あなたの近所とのおつきあいはどうですか。（あてはまる番号１つに○） 

１．あいさつをする程度   ２．ときどき道で話をする  

３．相手の家に行って話をする  ４．食事に一緒に行ったり、家族ぐるみでつきあっている  

５．困っているときに、相談したり助けあったりしている ６．ほとんどつきあいはない 

問 19 子育てをするにあたって、地域に求めることはありますか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．子育ての相談や情報交換をしたい  ２．危険な遊びやいじめを見つけたら注意してほしい 

３．遊びの相手やスポーツを一緒にしてほしい ４．子ども会やお祭りなど、子どもの参加できる活動や行事がほしい 

５．緊急時に子どもを預かってほしい  ６．地域で子どもを見守り育てるという気持ちを持ってほしい 

７．ともに子育てできるグループやサークルなどがほしい ８．単なる子育て仲間や友人 

９．その他（                                         ） 

10．特に求めることはない 

問 20 お子さんの授業参観やＰＴＡ活動など、子どものための活動に参加していますか。 

１．積極的に参加している   ２．授業参観など必要最低限は参加している 

３．仕事が休めたときだけ参加している ４．あまり参加できていない 

５．その他（                                     ） 

問 21 父親は、子育てに積極的に関わっていますか。 

1．子育てに積極的に関わっている  2．比較的、積極的である 

3．あまり積極的とはいえない  4．積極的ではない 

5．その他（              ） 6．該当なし 

問 22 下記の事業について、知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したい
と 思うものを、質問項目ごとにお答えください。 
※①～⑦の事業ごと、Ａ～Ｃのそれぞれに「はい」「いいえ」のいずれかに○をつけてください。 
※事業によっては、お住まいの地域で実施されていないものもあります。 

 

Ａ 

知っている 

Ｂ 

これまでに利用し
たことがある 

Ｃ 

今後利用したい 

①家庭教育学級 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ 
３．わか

らない 

②児童クラブ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ 
３．わか

らない 

③家庭児童相談 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ 
３．わか

らない 

④子育て電話相談 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ 
３．わか

らない 

⑤子育てサポートサービス １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ 
３．わか

らない 

⑥子育て支援情報システム １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ 
３．わか

らない 

⑦放課後子ども教室 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ 
３．わか

らない 
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お子さんの生活の状況について 
 

 

問 23 お子さんは、平日の場合、放課後から夕食時あたりまで主にどのように過ごすことが多いですか。 
（あてはまる番号に○はいくつでも） 

１．学校でクラブ活動や学級活動  ２．児童クラブ 

３．児童館     ４．地域のスポーツ活動 

５．学習塾や習い事    ６．自宅学習 

７．友だちと遊ぶ    ８．家で子どもだけで過ごす 

9．家で家族と過ごす   10．その他（                  ） 

11．特に決まってない 

問 24 お子さんは学校以外の地域活動やグループ活動などに参加したことはありますか。 

１．参加したことがある（現在、参加している） 

２．参加したことはないが、今後は参加させたいと思っている 

３．参加したことがなく、今後も予定はない 

問 24で「１．」「２．」に○をつけた方にうかがいます。 

問 24-1 その地域活動やグループ活動の種類は何ですか。（○はいくつでも） 

１．スポーツ少年団などの活動  ２．文化・音楽活動 

３．キャンプ等の野外活動   ４．高齢者訪問等の社会福祉活動 

５．ホームステイ等の国際交流活動  ６．子ども会活動 

７．リサイクルなど環境分野の社会活動 

８．その他（                                     ） 

問 25 ご家庭では、親子の話・おしゃべり、遊び等コミュニケーションは多いほうですか。 

１．多いほうだと思う   ２．どちらかといえば多いほうだと思う 

３．どちらかといえば少ないほうだと思う ４．少ないほうだと思う 

問 25で「１．」「２．」に○をつけた方にうかがいます。 

問 25-1 しいていえば、主にコミュニケーションをとる方はどなたですか。 

１．主として父親   ２．主として母親   ３．父親・母親の両方 

４．祖父母    ５．その他（                       ） 

６．家族全員が必要に応じて 
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保護者の就労状況について 

についてうかがいます 

  

      【父子家庭の場合は記載不要】⇒問 27へ 

 

問 26 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

４．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

問 26で「１．」または「２．」（フルタイムで就労している）、「３．」または「４．」（パート・アルバイト等
で就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

問 26-1 １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。 
※就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。 
※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

        １週当たり（   ）日   １日当たり（   ）時間 

問 26-2 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。 
※時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。 
※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

        家を出る時刻（   ）時   帰宅時刻（   ）時間 

問 26 で「３．」または「４．」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にうかがいます。
⇒ 該当しない方は、問 27へ 

問 26-3 フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある  

２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない  

３．パート・アルバイト等（フルタイム以外）の就労を続けることを希望  

４．パート・アルバイト等（フルタイム以外）をやめて子育てや家事に専念したい 

問 26で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６．これまで就労したことがない」
に○をつけた方にうかがいます。          ⇒ 該当しない方は、問 17へ 

問 26-4 就労したいという希望はありますか。（あてはまる番号・記号それぞれ１つに○） 
※該当する（ ）内に数字をご記入ください。 

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．1年より先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態 

 

 

⇒ 問 26-1へ 

⇒ 問 26-4へ 

母親についてうかがいます 

ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

 →１週当たり（  ）日 １日当たり（  ）時間 



 7 

父親 についてうかがいます      【母子家庭の場合は記載不要】 

 

問 27 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 

育休・介護休業中である 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

４．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 

育休・介護休業中である 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

問 27で「１．」または「２．」（フルタイムで就労している）、「３．」または「４．」（パート・アルバイト等
で就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

問 27-1 １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。 
※就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。 
※育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

 

問 27-2 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。 
※時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。 
※育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

 

問 27で「３．」または「４．」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にうかがいます。
       ⇒該当しない方は、問 18へ 

問 27-3 フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある 

２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない  

３．パート・アルバイト等（フルタイム以外）の就労を続けることを希望 

４．パート・アルバイト等（フルタイム以外）をやめて子育てや家事に専念したい 

問 27で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６．これまで就労したことがない」
に○をつけた方にうかがいます。          ⇒該当しない方は、問 18へ 

問 27-4 就労したいという希望はありますか。（あてはまる番号・記号それぞれ１つに○） 
※該当する（ ）内に数字をご記入ください。 

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．1年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態 

 

 

  

ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

 →１週当たり（  ）日 １日当たり（  ）時間 

   １週当たり（   ）日   １日当たり（   ）時間 

   家を出る時刻（   ）時   帰宅時刻（   ）時間 

 

 

父親についてうかがいます 

⇒ 問 27-1へ 

 ⇒ 問 27-4 へ 
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お子さんの放課後の過ごし方について 

利用を希望する 

時間を記入 

利用を希望する 

時間を記入 

 

 

宛名のお子さんが小学校１～３年生の方にうかがいます。    ⇒小学校４～６年生の方は、問 29へ 

問 28 小学校１～３年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたい
と思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 
※それぞれ該当する１週当たりの日数をご記入ください。 

１．自宅      週（  ）日くらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅    週（  ）日くらい 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週（  ）日くらい 

４．児童館※１     週（  ）日くらい 

５．公立の放課後子ども教室※２   週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

６．私立の放課後子ども教室※２   週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

７．公立の児童クラブ※３    週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

８．私立の児童クラブ※３    週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

９．つくば子育てサポートサービス   週（  ）日くらい     （   ）分まで 

10．その他（地域交流センター、公園など）  週（  ）日くらい 

※１児童館・・・       市内 18館設置されており、安全で健全な遊びを提供し、心身ともに健

やかな児童を育成する施設です。 

※２「放課後子ども教室」・・・地域の方々の協力を得て放課後や週末に小学校や地域交流センターで学

習・スポーツ・文化芸術活動等を体験する取組です。保護者の就労に

関わらず全ての小学生が利用できます。 

※３「児童クラブ」・・・   児童館や小学校の余裕教室、または専用施設等で実施しており、保護者

が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、子どもの

生活の場を提供します。事業の利用にあたっては、一定の利用料がか

かります。 

小学校１～３年生は、だいぶ先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

問 29 小学校４～６年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたい
と思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 
※それぞれ該当する１週当たりの日数をご記入ください。 

１．自宅      週（  ）日くらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅    週（  ）日くらい 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週（  ）日くらい 

４．児童館※１     週（  ）日くらい 

５．公立の放課後子ども教室    週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

６．私立の放課後子ども教室    週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

７．公立の児童クラブ※３    週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

８．私立の児童クラブ※３    週（  ）日くらい→下校時から（   ）時 

９．つくば子育てサポートサービス   週（  ）日くらい     （   ）分まで 

10．その他（地域交流センター、公園など）  週（  ）日くらい 
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問 30 お子さんは、現在、児童クラブを利用していますか。 

１．公立の児童クラブを利用している   →週に（ ）日利用 

２．私立の児童クラブを利用している   →週に（ ）日利用 

３．利用していない 

問 30で「１」または「２」に○をつけた方にうかがいます。 

問 30-1 現在通っている児童クラブに対してどのように感じていますか。（○はいくつでも） 

１．利用時間を延長してほしい  →（  ）時ごろまで 

２．利用できる学年を延長してほしい →（  ）年生まで 

３．土曜日も開いてほしい 

４．日曜日・祝日も開いてほしい 

５．長期休暇時も開いてほしい 

６．施設設備を改善してほし 

７．指導内容を工夫してほしい 

８．その他（                                     ） 

9．現在のままでよい 

問 31 現在、児童クラブの利用の有無にかかわらず、今後、児童クラブを利用したいですか。 

１．公立の児童クラブを利用したい  ２．私立の児童クラブを利用したい 

３．利用しない 

問 31で「１」または「２」に○をつけた方にうかがいます。 

問 31-1 具体的な利用希望はありますか。 

①週当たりの希望日数は 

（  ）日くらい 

②土曜・日曜・祝日の利用希望は 

１．ある     ２．ない 

③長期休業日（夏休み等）の利用希望は 

１．ある     ２．ない 

問 31-2 （今後とも）、児童クラブを利用したい主な理由は何ですか。 

１．現在就労している   ２．就労予定がある／求職中である 

３．そのうち就職したいと考えている  ４．病気や障害を持っている 

５．家族・親族などを介護しなければならない ６．学生である／就学したい 

７．就労していないが、子どもの教育などのため 

８．その他（                                     ） 

問 32 児童クラブを新設する場合、どのような運営形態がよいと思いますか。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．公設公営（公立）   ２．公設父母会運営 

３．民設民営（私立）   ４．わからない 
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問 33 お子さんは、現在、放課後子ども教室を利用していますか。 

１．公立の放課後子ども教室を利用している  →週に（ ）日利用 

２．利用していない 

問 33で「１」に○をつけた方にうかがいます。 

問 33-1 現在通っている放課後子ども教室に対してどのように感じていますか。（○はいくつでも） 

１．利用時間を延長してほしい   →（  ）時ごろまで 

２．土曜日も開いてほしい 

３．日曜日・祝日も開いてほしい 

４．長期休暇時も開いてほしい 

５．施設設備を改善してほし 

６．指導内容を工夫してほしい 

７．その他（                                     ） 

８．現在のままでよい 

問 33-2 現在通っている放課後子ども教室を利用している理由は何ですか。（○はいくつでも） 

１．現在就労している   ２．プログラムの内容が充実している 

３．病気や障害を持っている   ４．まわりの子が通っているから 

５．子ども自身が教室に興味を持っているから 

６．その他（                                     ） 

問 34 現在、放課後子ども教室の利用の有無にかかわらず、今後、放課後子ども教室を利用したいですか。 

１．公立の放課後子ども教室を利用したい ２．利用しない 

問 34で「１」に○をつけた方にうかがいます。 

問 34-1 具体的な利用希望はありますか。 

①週当たりの希望日数と希望時間は 

（  ）日くらい  放課後～（  ）時まで 

②土曜・日曜・祝日の利用希望は 

１．ある     ２．ない 

③長期休暇時の利用希望は 

１．ある     ２．ない 

問 35 お子様の小学校で放課後子ども教室と児童クラブの一体的な運営が行われるとしたら、利用を
希望する頻度は次のうちどれですか。（あてはまる番号１つに○） 

１．ほぼ毎日（日・祝・年末年始を除く） ２．週３～４回程度 

３．週１～２回程度    ４．月１～２回程度 

５．夏休みなど長期休暇のみ   ６．利用しない 

問 35で「６．利用しない」以外に○をつけた方にうかがいます。 

問 35-1 放課後子ども教室と児童クラブの一体的な運営を利用する場合、何時までの利用を希望され
ますか。（あてはまる番号１つに○） 

１．16時まで   ２．17時まで   ３．18時まで 

４．19時まで   ５．20時まで   ６．20時以降まで 
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病気の際の対応について 

問 36 お子様の放課後に必要と思うものは次のうちどれですか（あてはまる番号３つまでに○） 

１．大人の見守りによる安全・安心な居場所 ２．学びのきっかけとなる体験活動（スポーツや文化芸術活動など） 

３．自由遊び    ４．宿題の支援 

５．学力を高めるための学習支援 （算数や英語など。宿題は除く） 

６．運動系の習い事    ７．音楽系の習い事 

８．将来の職業の参考になる体験活動 

９．その他（                                    ） 

問 37 放課後子ども教室や児童クラブに期待することは何ですか。（あてはまる番号３つまでに○） 

１．安全・安心な居場所であること 

２．安心して預けられるスタッフの見守りがあること 

３．子どもが、多くの友達や異なる学年の子どもと交流できること 

４．子どもが、工作・料理・スポーツなどのいろいろな体験活動に参加できること 

５．子どもや保護者が、地域の人とふれ合うことで、地域とつながりができること 

６．子どもが、広い場所で思いきり体を動かして活動できること 

７．子どもが、あいさつや後片付けなどの基本的な生活習慣や、勉強（宿題等）の習慣を身につけることが

できること 

８．保護者が、安心して仕事や自分の時間の確保をできること 

９．経済的負担が少ないこと 

10．その他（                                    ） 

 

 

問 38 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガにより、平日、小学校へ行けなかったことはあり
ますか。（あてはまる番号１つに○） 

１．あった     ２．なかった  ⇒ 問 23 へ 

問 38-1 宛名のお子さんが病気やけがで小学校へ行けなかった場合に、この１年間に行った対処方法はど
れになりますか。（あてはまる記号すべてに○） 
※それぞれの日数もご記入ください（半日程度の場合も１日と数えます。） 

１年間の対処方法 日数 

１．父親が休んだ （    ）日 

２．母親が休んだ （    ）日 

３．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった （    ）日 

４．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた （    ）日 

５．病児・病後児の保育を利用した （    ）日 

６．ベビーシッターを利用した （    ）日 

７．つくば子育てサポ－トサービスを利用した （    ）日 

８．仕方なく子どもだけで留守番をさせた （    ）日 

９．その他（                         ） （    ）日 

問 38-1で「１」「２」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

問 38-2 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。 
（あてはまる番号１つに○） 
※日数についてもご記入ください。 
※病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診
が必要となります。 

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい ⇒（   ）日 

２．利用したいとは思わない  
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つくば市の子育て環境や支援対策について 

 

 

問 39 私用や親の通院、就労等の際に、不定期に利用している事業はありますか。（あてはまる番号すべてに○） 

※１年間の利用日数（おおよそ）もご記入ください。 

利用している事業 日数（年間） 

１．つくば子育てサポートサービス（地域の住民が子どもを預かる会員制事業） （    ）日 

２．夜間養護等事業：トワイライトステイ（児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保

護する事業 
（    ）日 

３．ベビーシッター （    ）日 

４．その他（                             ） （    ）日 

５．利用していない 
 

問 40 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛名のお子さんを泊
りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか（預け先が見つからなかった
場合も含みます）。（あてはまる番号・記号すべてに○） 
※それぞれの宿泊数もご記入ください。 

 １年間の対処方法 宿泊数 

１．あった ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった （    ）泊 

イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した（児童養護施設等で 

一定期間、子どもを保護する事業） 
（    ）泊 

ウ．イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した （    ）泊 

エ．仕方なく子どもを同行させた （    ）泊 

オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた  （    ）泊 

カ．その他（                                       ）  （    ）泊 

２．なかった 

 

 

 

問 41 これまでに自宅以外でお子さんが何らかの犯罪などの危険にあったことはありますか。 
（○はいくつでも、また、何歳ごろか、ご記入ください）。 

１．ものを盗まれた    ２．暴力をふるわれた 

３．いやがらせを受けた   ４．不審者・痴漢にあった 

５．その他（                                     ） 

６．特に危険な目にあったことはない 

問 42 お子さんのふだんの行動範囲内に、事故や非行・犯罪等にまきこまれる危険はありますか。 

１．かなりある    ２．すこしある   ３．特にない 

問 42で「１．かなりある」に○をつけた方にうかがいます。 

問 42-1 それはどんなことですか。（○はいくつでも） 

１．交通事故    ２．水の事故 

３．転倒・転落事故    ４．不審者にあう 

５．いやがらせを受ける   ６．非行・犯罪等にまきこまれる 

７．その他（                                     ） 

一時預かり事業等の利用について 
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問 43 事故や非行・犯罪等の危険を防止するために、どうすべきと思いますか。（○はいくつでも） 

１．危険な場所等の実態調査   ２．学校や市・警察等の危険情報の提供 

３．防犯パトロール等の強化   ４．危険な場所等に近づかないように啓発の強化 

５．児童自身が身を守るための方法を身につける ６．110番の家の増加 

７．学校や児童館等施設の危険防止対策の充実 

８．その他（                                     ） 

問 44 子どもの事故や犯罪の危険を防止するため、パトロール等の活動参加についてどう思いますか。 

１．積極的に参加したい   ２．できれば参加したい 

３．参加したいが、時間や身体的に参加できない ４．参加したくない 

５．その他（                                     ） 

６．わからない 

問 45 つくば市の子育てや教育の事業について、どのように思いますか。項目ごとに選んでください。 
（それぞれあてはまる番号１つに○） 

 良い 
まあ 
良い 

あまり
良くな
い 

良く 
ない 

わから
ない 

①保育所・幼稚園等を含めて保育サービス全般 １ ２ ３ ４ ５ 

②子どもの健康や医療に関わる事業 １ ２ ３ ４ ５ 

③教育や子育てについての相談・情報提供 １ ２ ３ ４ ５ 

④子どもを交通事故や犯罪の危険から守る事業 １ ２ ３ ４ ５ 

⑤子育ち・子育てしやすい地域コミュニティづくり １ ２ ３ ４ ５ 

⑥子育てと働くことが両立できる職場環境づくり １ ２ ３ ４ ５ 

問 46 あなたにとってつくば市は総合的にみて、子育てしやすいまちですか。 

1．子育てしやすい    2．どちらかといえば子育てしやすい 

3．どちらともいえない   4．どちらかといえば子育てしやすくない 

5．子育てしやすくない 

問 47 今後、つくば市では、特にどのような事業や対策に力を入れてほしいですか。（○はいくつでも） 

１．放課後の子どもの居場所づくり  ２．児童クラブの充実 

３．安心してすごせる公園や遊び場の整備 ４．地域や学校からいじめをなくす環境の整備 

５．教育について気軽に相談できる場の充実 ６．教育について正しい知識と情報の提供 

７．子どもの健康・医療に対する安心の確保 ８．子育て家庭への経済的支援対策の充実 

9．子どもが自然を理解し、ふれあえる環境づくり 10．子どもが優れた芸術や文化にふれる機会の充実 

11．子どもを交通事故や犯罪の危険から守る体制の整備 

12．その他（                                     ） 

13．特にない 

問 48 あなたの子育ては、地域の人や社会に支えられていると思いますか。あてはまる番号１つに○） 

1．かなり、支えられていると思う  2．少しは支えられていると思う 

3．あまり、支えられているとは思わない 4．まったく、支えられているとは思わない 

5．わからない    6．子育ては地域の人や社会とは関係がない 



 14 

問 49 お子さんは、毎日、生き生きと学校に行きますか。 

１．生き生きしている   ２．どちらかといえば、生き生きしている 

３．どちらかといえば、生き生きしていない ４．生き生きしていない 

５．その他（                                       ） 

問 50 日頃の子育て全体を通して、どのような感じをお持ちですか。 

1．楽しいと感じることのほうが多い  2．つらいと感じることのほうが多い 

3．どちらともいえない   4．その他（                    ） 

5．わからない 

問 51 子育て支援について、ご要望やご意見がありましたら自由にご記入ください。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

同封の返信用封筒（切手不要）に入れ●月●日（●）までに 

ご返送いただけますようお願いいたします。 

 



 資料 ３  

 

平成 29年度子ども・子育て支援プラン進捗状況 

（点検・評価結果）の公表について 

 

 

１ 評価結果のフィードバック 

 平成 30 年８月７日に開催した第２回子ども・子育て会議において出された評価結

果について，事業を所管する担当課へフィードバックを行いました。 

今後，各担当課において評価結果を参考に事業の見直しを図り，必要に応じて次年度

予算への反映等を行います。 

（所管課の対応方針・意見等は別紙のとおり） 

 

２ 事業評価の公表  

 『つくば市子ども・子育て支援プラン平成 29年度進捗状況（点検・評価結果）』を

市民に公表します。 

 公表は市のホームページ等により行います。 

 



平成29年度つくば市子ども・子育て支援プラン進捗状況に係る所管課の対応方針・意見等

要改善

現在ある人的物的資源を有効に活用することを検討し、それが困難であ
るときは、保育施設の新設を考えるべき。
今後、つくば市の子どもは沿線開発で増加するのは十数年位で、これから
は、少子高齢化社会になりますので、新設はできるかぎり避けるべき。
保育所で０歳児から２歳児までを保育して、３歳児から幼稚園で保育する
形にすれば、単純に考えると倍の乳幼児枠を確保することができ、待機児
童の解消になる。
利用ニーズの実態調査を求める。

適正（付帯意見あり）
情報公開と業者選定方法の透明性を高めるなど保育業者が安心してつく
ば市に参入できる環境づくりが必要。

適正（付帯意見あり）
施設の整備に見合う保育士の確保策を具体的に考案する必要がある。保
育士あっての保育所ということを忘れてはならない。

適正（付帯意見あり）
・公立保育所も待機児童解消のために乳児枠の拡充をして欲しい。
・保育施設の誘致は「保育の質ガイドライン」を活用しホームページで公募
し保育環境を守る

要改善

中長期的な将来推計を行い、施設の適正配置に関する方針を示していく
ことが、必要である。幼稚園教育要領等が改訂され、これら要領に基づ
き、各園の方針や特色を大切にしながら、子供の豊かな育ちを支援してい
くことが求められ、さらに幼稚園教諭の質の向上を図るための研修が求め
られる。
公立幼稚園の基本運営形態が、今の利用ニーズと反逆している為、利用
者が激減している。
早朝、延長保育等の実施により、待機児童が減らせる。

要改善
認定こども園が設置され始めていることから、公立幼稚園のあり方を早急
に検討するべき。

要改善

公立幼稚園の３年保育を希望する声は根強い。
充足率を上げるためにも実現してほしい。
幼少連携・育児困難家庭への支援に期待.
幼稚園教諭・保護者の意見は集約しているのか

適正（付帯意見あり）

　公立幼稚園の役割の再検討、教育・保育形態・定員・配置等の見直しに
関して、より積極的な検討が必要であると思われる。定員の充足状況も、
ほぼ、これまで通りであり、改善の効果があまり認められない。「新制度」
のもとで、公立幼稚園においてなすべきことは何か。待機児童解消のため
に公立幼稚園が果たせる役割は何か等々、早急な検討が必要であると考
えられる。

保育士等処遇改善助成金につき
ましては、現在効果の検証を行っ
ており、その結果を基に、今後よ
り良い制度作りに反映させて行き
たいと考えております。また、公
立保育所の乳幼児枠の拡充につ
きましては、職員配置に関わるこ
とですので、人事部門とも協議し
ながら検討してまいります。

2 幼稚園 学務課

適正
（付帯意見あり）

３年保育実施に向
けて、ニーズの把握
と公立幼稚園の在り
方の検討が急務で
ある。

適正
（付帯意見あり）

つくば市学校等適正配置計画の
見直しについては、業者が決定
し、業務を進めているところです。
また、３年保育につきましては、
幼稚園教諭・保護者へのアン
ケートを実施し、検証を行ってま
いります。

事業
№

計画記載事業名 担当課

1

2

保育所1 幼児保育課

所管課の対応方針・意見等

H29進捗
状況掲
載ペー

ジ 委員からの意見

平成30年度第２回子ども・子育て会議における評価

審議結果

保育士処遇改善助
成金の効果・あり方
の検証と待機児童
解消のためにも保
育士の確保策及び
公立保育所の乳幼
児枠の拡充を考案
する必要がある。



事業
№

計画記載事業名 担当課 所管課の対応方針・意見等

H29進捗
状況掲
載ペー

ジ 委員からの意見

平成30年度第２回子ども・子育て会議における評価

審議結果

要改善

認定こども園は、保護者が働いているいないに関わらず、利用でき、保護
者の就労状況が変化した場合でも通い慣れた園を維持して利用できると
いう大きな特徴がある。保育需用が増大する中で、既存の幼稚園から認
定こども園への移行を促進することは、低年齢児の待機児童対策又は３
歳児以降の入所対策としては、有効であると考えている。

適正（付帯意見あり） 保育所との違いを明確にし、市民へ周知する努力が必要

適正（付帯意見あり）
・新しい制度であり乳児保育についての検証、現場の声を聴くなどが必要
・教育ニーズの充足を図り幼児教育の充実をはかることが出来たのか、現
場の声や保護者の反応はどうか。

適正（付帯意見あり） 市立保育園も対象とするなど連携先の確保に市の支援が必要。

要改善
・3歳児の受け入れ先に課題が残る。
・待機児童解消の効果も含め新しい制度であり検証も必要
・必要性を見極め適宜、設置をしてほしい

適正（付帯意見あり）

　連携施設の確保に関して、市としての見守り・支援が、引き続き、必要で
ある。
　「更なる整備が必要」とされている通り、次期計画において前向きに検討
することが必要な事業ではないかと思われる。

5
その他の地域型保
育事業

幼児保育課 5 適正（付帯意見あり）
自治体の関与・責任から外れる施設なので慎重にして欲しい。基本は自
治体の責任である保育所で対応してほしい

適正
（付帯意見あり）

小規模保育以外の地域型保育事
業につきましては、今後の市民
ニーズの高まり等を勘案して、適
宜、育成を図ってまいります。

要改善

 公立幼稚園と同様、公立保育所の延長保育時間が短い為、共働き家族
のニーズにあっていない。特に市内中央にある公立保育所は、20時くらい
までの開所が必要。無理なのであれば、民間委託し、多様なニーズにこた
えられる施設にするべき。

適正（付帯意見あり）
時間外保育事業に対する県の補助金は、保育士の時間外労働ありきの
補助金であり、容認できない。県が是正しないのであれば、市の単独事業
とすべきである。

適正（付帯意見あり）
・受け入れ側の負担軽減、保育士の確保のために市の支援が求められ
る。

適正（付帯意見あり）
　進捗の遅れに対応すべく、既存の園での実施の可能性を探ったり、必要
となる保育士の確保に努力したり、なお、一層の取組みが必要。

3 認定こども園 幼児保育課

認定こども園には、保育所型認
定こども園、幼稚園型認定こども
園、幼保連携型認定こども園の３
つの形態があります。保育機能と
教育機能を備えた教育・保育施
設ですので、今後、次期計画にお
いても検討してまいります。

現在も小規模保育施設と保育所
との連携ができていない現状を踏
まえ、市立保育所を連携先とする
ことも検討してまいります。

適正
（付帯意見あり）

6

時間外保育事業につきましては、
地域ごとのニーズを踏まえて、実
施箇所の増加促進を図ってまい
ります。また、公立保育所につき
ましては、職員配置に関わること
ですので、人事部門とも協議しな
がら検討してまいります。

時間外保育事業

3

4

5

4 小規模保育事業 幼児保育課

幼児保育課

適正
（付帯意見あり）

連携施設の確保とし
て、市立保育所も連
携先として検討し、
次期計画に渡して
いく。

公立においても、民
間と同等の20時ま
での延長保育につ
いて、必要性を検討
する。

適正
（付帯意見あり）

認定こども園の成果
及び課題を検討し、
今後、次期計画に
議論していきたい。



事業
№

計画記載事業名 担当課 所管課の対応方針・意見等

H29進捗
状況掲
載ペー

ジ 委員からの意見

平成30年度第２回子ども・子育て会議における評価

審議結果

要改善

子供が安心して遊べる所づくりが必要。
共働き家庭などを対象に放課後施策の状況は保護者が就労などにより昼
間家庭にいない児童を対象にした児童クラブを各小学校に設置してほし
い。共働きの増加によりH24年の児童福祉法の改正により対象が概ね１０
歳未満の児童から小学６年生まで引き上げられたことに伴う高学年の受
入れなどが課題です。
放課後、既存の学校を開放し、民間児童クラブが運営することが他市町
村にできて、なぜつくば市はできないのか。待機児童を早急に解消する方
法は、規制緩和でいくらでもできるはず。改善を求める。

適正（付帯意見あり）
民間事業者に対する国・県の補助金を拡充して、事業者の負担軽減を図
るべきである。

要改善 公営化の後に保護者の負担が軽くなったとは言いづらい状況である。

要改善

・計画そのものが実態にそっているのか、計画通りでよいのかの検証が必
要
・指導員の確保に対する市の積極的な支援・事業内容の点検、質の向上
に市が責任を持ってほしい

要改善

①潜在的な待機児童を含めて現状の把握・調査をするとともに、待機児童
の解消を行うべき。昨年度の総合プランの付帯意見から、引き続き「待機
児童」を減らす方向の「拡充」に努めるとともに、「充実」のための公設民営
の児童クラブの公営化が必要。
②平成32年度改正に対応できるように公設公営の児童館の新築改修を
するべき。ＴＸ沿線沿いでは人口増加に伴い、公共施設が不足している。
他の施設との均衡を検討し、適正配備を検討するべき。
③小学校の教室を有効利用するべき。人口増加に伴う問題と相まって、
空き教室の不足も懸念されるが、積極的に利用できるものは利用するとい
うスタンスで検討してほしい。
④児童館の環境改善。指導員の適正な配置および処遇改善。長期休み
の際の早朝からの受け入れも検討をすべき。
⑤ 児童クラブ申請方法の改善。児童館間の審査の公平化。申請書の提
出先はこども課にすべき。

適正（付帯意見あり）

　待機児童の解消、施設の改修等、改善に向けた努力が引き続きなされ
ることに期待する。
　民間児童クラブの誘致に関しては、積極的に進めると同時に、事業者の
選定をより適切に行うことが重要だと思われる。

適正（付帯意見あり） 実態に合わせた、職員配置と基準緩和をする必要がある。

適正（付帯意見あり）
子育て総合支援センターのような「誰でもいつでも」という施設をTX沿線の
若いファミリーが多い場所にあればと思う。予約制だったり、週１～２回開
場では利用しづらい。

適正（付帯意見あり）
　既に目標値を達成しているものの、研究学園、万博記念公園、みどり野
など、ＴＸ沿線における親子の居場所の不足を補うべく、次期計画を前倒
しして、新規拠点の設置を検討することも必要であるように思われる。

放課後児童健全育
成事業

こども育成課

9
地域子育て支援拠
点事業

こども政策課

利用状況を踏まえて平成30年度
から、TX沿線（研究学園地区）
に、出張広場を開設した。今後も
引き続き、各拠点の利用状況や
地域のニーズの把握、多様化す
る子育て家庭へのきめ細やかな
対応に努めます。

・待機児童解消については、今年
度、吾妻小学校の余裕教室を吾
妻西児童館の児童クラブ室として
利用を開始しました。今後も教育
局と協議し、余裕教室利用の拡
充に努めていきます。

・来年度以降の公営化について
は、保護者会との協議を早い段
階から行い、課題解決を図ってい
きます。

・ＴＸ沿線の待機児童解消対策に
ついては、みどりの学園児童クラ
ブ及び学園の森児童クラブでクラ
ブ室の増設を進めています。

・児童館の職員配置については、
児童厚生員の資格を有する正規
職員を１館につき２人以上配置す
るとともに、児童クラブ専任の放
課後児童支援員等の配置基準を
併せて満たすことを目指していき
ます。

・児童クラブ申請の受付について
は、統一した審査基準を設け、全
児童館で基準に基づき公平な審
査をしています。また、利用者の
利便性を考慮し、平成31年度の
利用申請から電子申請による受
付も開始する予定です。

7 6

8

公営化された施設
の運営体制の整備
と民設民営の運営
状況の課題の洗い
出しが必要。

要改善

今後の方針
ⅱ→ⅲ

適正
（付帯意見あり）



事業
№

計画記載事業名 担当課 所管課の対応方針・意見等

H29進捗
状況掲
載ペー

ジ 委員からの意見

平成30年度第２回子ども・子育て会議における評価

審議結果

適正（付帯意見あり）

一時預かり事業は、待機児童数を減らすことができる事業の一つ。保育士
以外の子育て支援員等を増やす取り組みを行政が積極的に取り組み、待
機児童を一人でも減らせる必要性がある。東京都等は充実しているので
参考にして欲しい。

適正（付帯意見あり）
・保育所に入所できない定期の利用で埋まるというのは本来の事業の目
的が果たせないということ。施設の整備、保育士の確保に公立が積極的
に取り組む必要がある。

適正（付帯意見あり）
　公立保育園・幼稚園における受入れの可能性を、引き続き、検討してい
ただきたい。

適正（付帯意見あり）
共働きが増え、核家族が多いつくば市では、この事業は必須。本事業が
普及しない理由は、看護師不足や看護師給与水準が高い為雇用に結び
つかない所にある。市独自の補助等が必要。

適正（付帯意見あり）
訪問型病児病後児保育について市民ニーズ調査や検討を進めてはどう
か

適正（付帯意見あり）
保育コンシェルジュには、保育情報提供だけでなく、施設利用調整中の保
護者と保育施設の橋渡し役となることが必要。

適正（付帯意見あり） 電子メールでの相談も受け付けるべき

適正（付帯意見あり）

　「利用者支援」と「地域連携」の２つに柱からなる「基本型」での実施も視
野に更なる充実が求められる。「基本型」での実施においては、「地域連
携」を視野に、「子育て総合支援センター」のあり方を再検討することが必
要だと考えられる。

適正（付帯意見あり） 訪問達成率を100%にするには産院との連携が必要。

適正（付帯意見あり）
訪問した家庭と職員がその後も連絡を取り、何かあれば対応できるような
関係づくりが理想。

適正（付帯意見あり） 　引き続き、100％の訪問率達成を目指していただきたい。

乳児家庭全戸訪問
事業

健康増進課
適正

（付帯意見あり）

・関係機関との連携等を行いなが
ら訪問率100㌫を目指します。訪
問時の保護者のSOSを把握し、
必要な対象者に継続支援を行い
ます。また、その時、不安や心配
がなくても必要な時に保健セン
ター等行政に相談できることを引
き続周知して参ります。

14

10
一時預かり事業
（保育所等・幼稚
園）

幼児保育課

一時預かり事業につきましては、
利用者増加に伴い、対応する施
設も増加しております。公立保育
所では現在1施設のみ実施してい
ますが、拡大するに当たっては、
空きスペースや職員配置等を考
慮しながら、引き続き検討してま
いります。

病児・病後児保育事業の普及に
つきましては、事業の周知も必要
であると考えており、わかりやす
いチラシの作成を行っておりま
す。市独自の補助や訪問型病児
保育事業につきましては、実施の
検討を行って参ります。

（こども政策課）
現在、「特定型」と「母子保健型」
で事業を実施している中、子育て
総合支援センターを含む地域子
育て支援拠点や関係機関との連
携を図り、利用者支援を行ってい
けるよう努めます。
電子メールでの相談は現在も受
け付けていて、今後も引き続き対
応していきます。
（幼児保育課）
保育コンシェルジュは１名の配置
で予約制にしています。年々相談
が増加しています。相談者１名に
対し１時間を設けていますが、施
設利用調整中の保護者と保育施
設の橋渡しをする場合、１名増や
す必要があるので、検討を行って
参ります。

病児・病後児保育
事業

幼児保育課11

13 利用者支援事業

こども政策課

幼児保育課

健康増進課

9

11

12

9
適正

（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）
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№
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審議結果

適正（付帯意見あり）
訪問した家庭と職員がその後も連絡を取り、何かあれば対応できるような
関係づくりが理想。

適正（付帯意見あり）

　母子保健型利用者支援事業（母子健康包括支援センター事業）、乳幼
児全戸訪問事業、妊婦検診事業等、関係する事業を一体的に実施するこ
とで、「切れ目のない支援」が実現することを期待する。そのためにも、関
係職種との連携、既存の社会資源の活用に努められたい。

適正（付帯意見あり）
障害児保育事業は、どの保育施設にも該当する事業。しかし、医師の診
断書がない理由や看護師又は専門職員の雇用に繋げられない賃金問題
の理由で、受け入れられないことが多い。

適正（付帯意見あり）
市の単独事業である民間保育園の加配保育士補助金が月額10万円で
は、人件費をカバーできないので増額が必要。

適正（付帯意見あり）
加配保育士に限らず、全職員に研修を。園によって障害児への理解に差
があるように思う。

適正（付帯意見あり）

・障がいを持つ子供の対応は一定の資格が必要と考える。正規職員を増
やす努力や民間への支援が求められる。
・医療的ケアー児の訪問保育への補助が新設されている。検討をされた
い

適正（付帯意見あり）
　変動するニーズに対応できるよう、介助員の確保も含めて、余裕のある
支援体制の整備が必要であると考えられる。

適正（付帯意見あり）
実施回数180回は、各学校で180回実施したという意味なのか、延べ180回
なのかわかりにくい。延べ180回なら1校あたり6回程度であり、放課後の
居場所づくりという目的はほとんど達成できていないことになる。

適正（付帯意見あり）
児童館のない地域に住む子どもの居場所づくりの整備をすすめる必要が
ある。学校図書室の開放や空き教室にて遊びの場の開催など。

適正（付帯意見あり）

・放課後子供教室と放課後児童クラブは目的が異なっている。居場所とし
ての活用は否定しないが連携型が望ましい。
・ボランティア頼みでは継続性が心配。児童館のないところでの良い活用
方法に期待したい

適正（付帯意見あり）
　秀峰筑波児童クラブの専用施設での一体的な取組みを継続すると同時
に、他の教室のあり方についても継続して検討していただきたい。

実施回数180回は、市内全小学
校（特別支援学校含む）の延べ回
数です。
事業実施については、年度当初
に各学校に実施希望調査を行
い、学校の希望に沿った年間計
画を作成しています。
今後は、多様な行事を考案し、学
校と密に連携しながら事業拡充
に努めていきます。
放課後の居場所づくりについて
は、引き続き整備を進めていきま
す。

適正
（付帯意見あり）

幼児保育課

特別支援教育
推進室

・母子健康手帳発行面接から妊
娠期の電話連絡や家庭訪問、出
生後のあかちゃん訪問という流れ
の中で保護者の不安や心配等を
把握し、対象者の状況によって支
援頻度や支援方法（家庭訪問や
それ以外の事業）を、保護者と相
談しながら選択し、継続的な支援
を実施して参ります。また、子育
て相談室、子育て支援センター等
関係機関との連携や社会資源の
活用を図っていきます。

(幼児保育課）
市の単独補助事業である障害児
保育事業につきましては、対象障
害児の数が増加していることも踏
まえ、補助金額の検討を行って参
ります。
（特別支援教育推進室）
　障害児介助員の安定的な確保
については、当室が公立小中学
校に配属する臨時職員（特別支
援教育支援員：教員の指導の
下、障害児等の支援を行う）に関
する応募者が随時存在すること
から、任用に関する資格要件の
緩和がひとつの有効な対応策で
あると考えております。
　今後も、平成32年度の会計年
度任用職員制度導入に伴い、臨
時的任用職員に関する大幅な制
度改正が行われる可能性等を踏
まえ、安定的な確保に資する方
法を検討するとともに、各公立幼
稚園への現地調査等の実施を通
じて随時実態に即した配置に努
めていく予定です。

20
放課後子ども教室
事業

こども育成課

15 養育支援訪問事業 健康増進課

19 障害児保育事業

13

16

17
適正

（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）



事業
№

計画記載事業名 担当課 所管課の対応方針・意見等
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要改善

・児童館の職員体制の改善を望む。正規職員での保育士配置が崩れてい
る。
・児童館事業や児童クラブの事業の内容を目的に照らして点検・指導ので
きる正規職員の配置が必至

適正（付帯意見あり）
研究学園など児童館が設置されていない地域での児童館にかわる活動
が必要。

適正（付帯意見あり）

①昨年度の付帯意見と同様に、引き続き職員の質の向上を図る必要があ
る。また、放課後児童指導員の確保をしっかり行っていただきたい。
②職員のメンタルチェックをしっかり取り入れる必要がある。労働時間に関
係なく、チェックを実施するよう検討していただきたい。

適正（付帯意見あり）
　児童クラブ室の増築を契機に、施設を有効活用すべく、つくば市におけ
る児童館のあり方や果たすべき役割を再検討することが必要であると思
われる。

22
教育・保育施設で
の体験保育・地域
交流事業

幼児保育課

学務課
19 適正（付帯意見あり）

　事業推進のためには、施設職員が、関連施設・諸機関、さらには地域に
目を向け、その現状を理解していることが求められる。施設職員の意識変
革、理解の促進を図るような研修機会の充実に努められたい。施設職員
の過剰負担にならないようにすることも重要。

適正
（付帯意見あり）

（幼児保育課）
地域交流事業につきましては、各
保育所において、２年間計画を立
てて事業を行っています。また、
ポータルサイトで地域の方への参
加呼びかけを行い、保育所の子
どもたちと触れ合えるようにして
います。
（学務課）
研修は主に夏休みに行っており
ます。平日は、勤務の関係上受
講したい研修を受けられないとい
う意見もありますが、各園で職員
のやりくりをしながら研修を受講さ
せ、幼児教育を充実させていきた
い。

要改善
共働き家庭や核家族などで、休日などの勤務をやむを得ず働く家庭を対
象とした保育サービスは、最低でも中央地区に3カ所くらい配備する必要
がある。利用者ニーズの把握に努め、実態調査を求める。

適正（付帯意見あり）
公立保育園で土日開園、平日休園(園ごとに休園日をずらす)など、サービ
ス業に対応した保育を実施すれば、民間保育園との役割分担が可能とな
る。

適正（付帯意見あり） 非常に重要な事業である。体制強化が必要。

適正（付帯意見あり）
　重要な事業であり、件数や内容に応じた相談体制が取れているかどう
か、常に見守っていくことが重要だと考えられる。

26
つくば市教育相談
センター

教育相談センター 21 適正（付帯意見あり） 非常に重要な事業である。体制強化が必要。
適正

（付帯意見あり）
＿

教育相談員を1人増員し、体制強
化が図れるように検討していきま
す。

27
スクールカウンセ
ラー・スクールサ
ポーターの配置

教育相談センター 21 適正（付帯意見あり） 常勤職員を各校に最低１名配置してほしい。現状では予約が取りづらい。
適正

（付帯意見あり）
ニーズと予算を含めて、今後も要
望・検討を続けていきます。

児童館の職員配置については、
児童厚生員の資格を有する正規
職員を１館につき２人以上配置す
るとともに、児童クラブ専任の放
課後児童支援員等の配置基準を
併せて満たすことを目指していき
ます。

休日保育につきましては、雇用・
就労状況の多様化な時代背景を
鑑み、市民ニーズを把握する必
要があると考えます。

引き続き、きめ細やかな相談体制
の構築及び虐待対応の体制強化
に努めていきます。

19

20

21 児童館の活用事業 こども育成課

休日保育事業 幼児保育課23

25 家庭児童相談員 子育て相談室

18

No7の事業と絡めな
がら良い活用ができ
るよう検討が必要。

進捗状況
B→C
（担当課で変更）

適正
（付帯意見あり）

時代に即応するよう
な対応が必要にな
る。

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）
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29
つくば子育てべん
り帳

こども政策課 23 適正（付帯意見あり） ホームページからのダウンロードによる配布もおこなうべき
適正

（付帯意見あり）

現在、インターネット上で「子育て
べんり帳」を閲覧できるようになっ
ています。今後も子育て家庭に対
して、多様な情報を提供できるよ
う内容を見直していきます。

30 乳幼児の健康診査 健康増進課 24 適正（付帯意見あり）
今年からの健診時の臨床心理士同席の試みは大変よいと思います。障
害福祉課とも連携して保護者がより相談しやすい、ハードルが下がる対応
をしていただきたい。

適正
（付帯意見あり）

・8月までの3歳健診受診者のうち
16人が、健診会場で臨床心理士
相談を利用しています。
今後、担当課と協議しながら、よ
り良い相談体系を工夫していきた
いと考えています。

31 予防接種 健康増進課 25 適正（付帯意見あり）

医学的には抗体価を正しく知ることが必要。特に麻疹など、生年によって
接種状況が異なる疾患、また今後助成を検討するおたふく風邪のような
不顕性感染も多くみられる疾患については、抗体検査の助成を行うのは
どうか。つくば市としても状況が適切に把握できると思います。

適正
（付帯意見あり）

・MR（麻しん風しん）ワクチンの接
種による抗体陽転率は95％であ
り、接種を受けた殆どの人が抗体
を獲得できます。平成17年からは
2回接種制度が導入され、抗体陽
転率は、更に99％まで上がってい
ます。このことから、抗体検査より
も、抗体を確保するために、2回
接種をすることが重要と考えま
す。
おたふくかぜに関しては、現在、
任意接種であることから、抗体検
査の費用助成より、ワクチン接種
の費用助成が優先と考えます。
　また、両者とも、抗体検査をせ
ずにワクチンを接種しても、医学
的には問題はないとされていま
す。

34
母子健康手帳の交
付・妊婦健診の実
施

健康増進課 27 適正（付帯意見あり）
　母子健康包括支援センターの設置、母子保健コーディネーターの配置に
よる、切れ目のない、きめ細かな事業の展開に期待する。

適正
（付帯意見あり）

・母子健康手帳発行時面接を母
子保健コーディネーター、保健師
など専門職が行い、、妊婦の不安
や心配等を把握し、相談を行うと
ともに必要な支援につなげること
により、切れ目のない支援を行っ
ていきます。

35
保健師によるハイ
リスク妊婦への支
援事業

健康増進課 28 適正（付帯意見あり）
実際どのようなケースがあり、支援が行われたかを医療機関にフィード
バックし、医療機関への周知の徹底を図るとよいのではないかと思う。

適正
（付帯意見あり）

・現在、医療機関等と、必要な
ケースに関する連携を、文書や
電話にて実施しています。今後も
継続して実施してきます。
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適正（付帯意見あり）
平成28年度の活動実績に民間14園実施とあるが、ほぼ全園が食育活動
を行っているので、調査方法の明確化が必要。また、37番事業と類似し、
無駄な為、いずれかに簡素化することを求める。

適正（付帯意見あり）

幼稚園に関しては私立幼稚園についての実態調査を行うこと。
学校に関しては、子供達のあまり好きではない「ゴーヤ」を決まり切った形
で植えても、「食の大切さ」を体験させることにはあまりつながらないので
はないかと思う。何を植えるか、それをどう料理するかまでを生徒に考えさ
せ、体験させることができるはずだと思う。それは本当の意味での総合学
習であり、単に「食育」ではない。理科や社会の時間でもあり、算数にもな
る。もちろん家庭科も含む。

41
つくば市バースセ
ンター事業の整備

健康増進課 32 適正（付帯意見あり）
バースセンターでの出産件数が少ないように思う。あらゆるリスクを排除
できた妊婦のみに認められると聞いていますが、もう少しひろめられない
かと思う。

適正
（付帯意見あり）

・引き続き、バースセンターの周
知を行っていきます。

42 科学教育推進事業 教育指導課 33
適正

（付帯意見あり）

昨年指摘されている科学フェスティバルのマンネリ化について今年も改善
が見られない点が要改善。児童生徒が自ら考える要素が少ない。完全に
イベント化しており、中学生科学部の一部の生徒以外は単発参加にとど
まっている。小中一貫のプログラムなのでしょうが、このような交流イベント
の多さがつくば市の教職員の多忙化に拍車をかけている一因ではないで
しょうか。再考を要すると思う。

適正
（付帯意見あり）

各ブースの企画が毎年違ってい
るため内容に変化がある。。中学
校の科学部は、活動報告の場が
少ないため、よい機会になってい
る。自ら考える活動は、同課にお
けるサイエンスキッズリーグで
補っている。

44
多文化理解を深め
る体験活動

教育指導課 35
適正

（付帯意見あり）

集会ではなく、つくば市においてはどこの小学校でも必ず在籍している外
国籍の児童生徒の保護者、知人などに直接暮らしのことを聞いたり、通年
カリキュラムでないと児童生徒には響かない。一例を挙げると今年、某市
内の小学校では修学旅行前の６年生を対象に「鎌倉で外国人と話そう」と
いうテーマでAET３名を招いての集会（この事業にあたるかは不明）が行
われたが、観光地で不用意に「外国人」に話かけることの安全性も含め、
疑問である。

適正
（付帯意見あり）

保護者や知人を通年を通して学
校に招く機会をもち，計画的に多
文化理解を深める時間を設定で
きれば理想的だが，学校の現状
によりそれが難しい場合もあるた
め，集会を開くことで，外国語活
動の他にも多文化にふれる機会
をもてるようにしている。各校から
児童が興味をもって集会に参加し
た様子が報告されている。「外国
人と話そう」のテーマで行われた
学習は，国際理解集会の活動と
は別のものと把握している。安全
性について考える必要がある活
動であることは確かである。

45
子どもの読書活動
推進

教育指導課 36 要改善

読書を推進するのであれば、中学校に司書教諭補助員を配置してほし
い。また小学校への配置も全校全日を実現してほしい。各校の司書教諭
はベテランの先生で知識はあっても他業務で忙殺されて図書館での指導
を行える状況にない。この事業においては、隣接の土浦、牛久両市に大き
く遅れをとっていることを自覚し、進めるべきであると考える。

読書活動推進につ
いてより積極的に進
めていく必要があ
る。

要改善

今後の方針
ⅱ→ⅰ

中学校への学校図書館司書教諭
補助員の配置に関しては，課内
で検討を行う予定である。小学校
の配置に関しては，30年度は，児
童数に応じて業務日数を拡大し
た。今後も各校の図書館の状況
を確認し，31年度の業務日数拡
充を検討していく。

（幼児保育課）
保育施設においては、子どもたち
が楽しみながら土に触れて畑を
耕し、野菜を育て、収穫していま
す。そして、それをクッキング保育
へとつなげることで、食の大切さ
を知らせています。
（学務課）
野菜の苗植えから収穫までの体
験や、給食を通して園児が興味を
持つことができ、今後も各家庭に
職の情報提供を行っていきたい。

38
幼児の食育体験活
動の推進

幼児保育課

学務課
30

適正
（付帯意見あり）



事業
№

計画記載事業名 担当課 所管課の対応方針・意見等

H29進捗
状況掲
載ペー

ジ 委員からの意見

平成30年度第２回子ども・子育て会議における評価

審議結果

46
子どものための読
み聞かせ事業

中央図書館 36 適正（付帯意見あり）

子どもの通う学校では毎年子ども向け（小４）ブックトーク、また保護者向
けのブックトークもあって充実しているが、学校差が大きいように思う。そ
れは学校側にも情報が届いていないのではないかと思う。できる人員に
限りがあるのは確かであるが、若い司書を養成し、さらに活動を広げて
いってほしい。

適正
（付帯意見あり）

学校訪問ブックトークについて
は、全小・中・義務教育学校に実
施の通知を行い、各校からの申
込に基づき、全ての申込校を訪
問し、実施しています。
　保護者向けについては、つくば
市出前講座の「ファーストブック講
座」「子どもの本の楽しみ講座」と
して、申込に基づき実施していま
す。
　司書の養成については、中央図
書館としても課題と考えており、
有資格者の採用を、引き続き要
望していきます。

要改善

　すべての子どもの放課後の居場所作りの施策として文部科学省が推進
している事業の性質から考察して現在のつくば市の同事業のあり方は全
面的に再考すべきと考える。
現在のイベント形式は、時間など制約が多く子どもには「放課後」ではなく
「６時間目の特別授業」であり、回数が少ないことで保護者、学校の認知
度が低く、一方市職員とコーディネーター、講師陣の負担が多い。
すべての学校が同じ条件ではないのだから、同じような事業を同じ回数実
施することが「公平」ではなく、家庭の条件などを勘案せずとも、子どもが
望む場所に居られることがこの事業の根幹であることを念頭に改善に取り
組んでいただきたい。

要改善
①前年度と同様の付帯意見だが、基本的な考えを確立し行動計画策定に
おいて進捗が見られない。
②行動計画の策定と制度設計を進めてほしい。

適正（付帯意見あり）

　全体に、進行の遅れが見て取れる。次期「子ども・子育て支援プラン」に
盛りこむ予定の「放課後子ども総合プランに係る行動計画」を見据えて、
現状の把握、課題の洗い出し、ノウ・ハウの蓄積等を行っておくことが必要
であると思われる。

適正（付帯意見あり）

公設公営が増えていることを評価します。本来親の働き方改革が先かと
思いますが、現に「放課後の保育に欠ける児童」は私たち大人が作り出し
たわけですから希望者全入が理想。また事業４８との連携を深めることも
必要。

適正（付帯意見あり）

こども部の取り組みに関して、一定の評価が見出せたと判断する。待機児
童問題に関して、適正に対応をしていると判断する。特にＴＸ沿線沿いの
人口問題増加は、今後公的施設の不足の問題を露呈するも、適正予算の
中で対処していると判断する。

放課後児童健全育
成事業※1-2-1(№
7)再掲

こども育成課

秀峰筑波児童クラブ専用施設で
の放課後子供教室の一体的な実
施は、初の試みですので、今後、
十分な検証を行っていく中で、行
動計画の策定等を進めていきま
す。

公営児童クラブの拡充や民間児
童クラブの誘致により、待機児童
の解消を図るとともに、放課後子
供教室との連携を深めていきま
す。

48
放課後子ども教室
推進事業（放課後
子ども総合プラン）

こども育成課

49

38

秀峰筑波児童クラブ
と放課後交流ひろ
ばの施設が1階と２
階ということで、連
携、あるいは一体的
にどうやっていくか
期待する。

適正
（付帯意見あり）

39
適正

（付帯意見あり）
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適正（付帯意見あり）

先日中学生対象に「居場所をつくろう」という会の申し込みが配布されまし
たが、当事者である中学生には響きにくい呼びかけのようでした。夕方、
土日などにはセンター地区のフードコートは中学生がかなりたくさんいま
す。がっつり食べているわけでもなさそうですので、そこが彼らの居場所な
のでしょう。そうした当事者の声をまず聞き、どういう場所にいつ行けたら
よいかを考えてもらうのはどうか。

適正（付帯意見あり）

　事業実施上の課題も大きいものと思われる。
　「青少年の居場所づくり」については、地域交流センターの事業として行
うのが適切であるのかどうかも含めて、抜本的に検討し直すことが必要で
あると思われる。次期「子ども・子育て支援プラン」における位置づけも視
野に、対象となる青少年、支援者、市民の意見を聴取するなどして、調査・
研究を進めておくことが求められている。

適正（付帯意見あり）

中学校における家庭教育学級は保護者の参加者数が小学校に比べ激減
するため、７年生保護者だけではなく、（内容的には、8,9年生の親こそ受
けてほしい内容のものもあるため）8,9年生保護者も参加可としてはどう
か。

要改善

　全地域の保護者対象の「家庭教育セミナー」は一定の参加者があり、継
続すべきと考える。ただし、開催日を土日を加えるなどの工夫がほしい。
現状小中学校での参加率が非常に低く、学級生全体の５％に満たない学
校もある。この形で続けるのであれば開催を土日にしなければ、現在の保
護者の参加増は見込めない。保護者同士のつながりを作るのであれば、
もっと別の形で考えることもできるのではないか。

適正（付帯意見あり）

　各学校において組織されている家庭教育学級への参加者が限られてい
る（特に中学校）。現「家庭教育学級」が、家庭の教育力の向上のための
方策として、実質、どのように機能しているのか、家庭の教育力向上の方
策としての是非や可否も含めて、改めて見直すことが求められているよう
に思われる。
　乳幼児家庭教育学級については、つくば市独自の展開を遂げてきたこと
を踏まえて、今後のあり方を検討することが重要。

青少年の居場所づ
くり

生涯学習推進
課

・児童生徒の年齢に相応しい内
容の家庭教育学級については、
その学年の保護者も対象とし、学
校の状況に応じて参加の枠を広
げていきます。
・土曜授業日を活用しながら、学
校側の負担にならない家庭教育
学級の開催を検討したいと思い
ます。また、家庭教育学級の学習
機会により、学びながら保護者同
士のつながりを作っていくことを
考えております。
・趣味的な講座に偏る傾向がある
ため、これまでの内容を見直し、
保護者の学びを主とした内容で、
学びながら交流が図れる家庭教
育学級となるよう改善したいと考
えております。

今年度、初の取り組みとして「こ
の指とーまれ！」と銘打ち、、市内
の中学生・高校生自身の企画を
募集しました。自分自身がやりた
いこと、興味があること、実現した
いことなど、数名の応募があり、
企画実現に向け、中高校生自ら
が、目標達成のために会議を重
ねています。
また、青少年居場所づくりとして、
場所の提供はすでに地域交流セ
ンターと連携し実施しているところ
ですが、企画計画力・コミュニ
ケーション力・チームワークを育
み、社会力の育成と心の成長に
つながる居場所としてスタートし
ているところです。

51
家庭の教育力の向
上

生涯学習推進
課

50 40

41

適正
（付帯意見あり）

家庭教育学級の内
容の見直しも必要。

適正
（付帯意見あり）
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52
ボランティア活動の
推進

社会福祉課
生涯学習推進
課
教育総務課

42 適正（付帯意見あり）
ボランティアの世代交代がうまくいっていないとの見方がある。子育て・子
育て支援を支えるサークル・団体、人々のネットワークの構築・充実が求
められる。

適正
（付帯意見あり）

（社会福祉課）
今後もボランティア入門講座や小
学生を対象とした青少年ボラン
ティア体験講座等を実施し、人材
の育成や発掘を行っていく。ま
た、ボランティアフェスタを開催
し、一般の方へ活動を発表を行う
ほか、団体同士の交流を図って
いく。
(教育総務課）
教育総務課では、児童・生徒のボ
ランティア活動を行う方々の保険
に加入することで、活動を支援し
ている。引き続き、本事業を通じ
て、ボランティアが活動しやすい
体制を整備していく。
（生涯学習推進課）
青少年の居場所事業を通して、
中高生のボランティア参加も進め
ています。

53
子育て支援員の活
用

こども政策課
幼児保育課
こども育成課

43 要改善

どのような場面でどのようにこうした人材を活用していくのか、というビジョ
ンが先にあって、そのための養成であるべきではないでしょうか。県に制
度があるからやってみる、というのではなく、昨年の課題にもあったとお
り、まずニーズ調査から始め、必要な人材を育成する、という順序ではな
いかと思います。

どのような研修の仕
組みが必要か引き
続き検討すること。

適正
（付帯意見あり）

（こども政策課）
必要な人材を育成するため、どの
ような研修が必要か引き続き検
討していきます。
（幼児保育課）
保育士不足が続く現状において、
子育て支援員は、保育所等の朝
夕の時間帯におけるサポートや
地域型保育事業の保育従事者と
して活躍の場が見込まれると考え
ます。

54
子どもや子育て支
援サークルの支援

こども政策課 44 適正（付帯意見あり）
　子育て総合支援センターが、地域の子育て支援ネットワークの拠点にな
り得ているかどうか、現体制においてなり得るかどうか、センターの在り方
の再検討が必要であると考えられる。

適正
（付帯意見あり）

子育て総合支援センターが地域
の子育て支援ネットワークの拠点
となるよう事業内容を検討してい
きます。

要改善

目的効果をしっかり検証してほしい。子育てのコミュニティーがしっかりで
きていれば、待機児童問題や各種保育園・幼稚園の職員の処遇改善にも
大きく影響が出てくるはず。児童クラブの先生方の募集をしてもなかなか
来ないことや、保育園・幼稚園の雇用確保等もあわせて検証を望む。

適正（付帯意見あり）

　「くすのき会」を一つのモデルとしながらも、それとは別の形での「コミュニ
ティづくり」を模索することが課題。市民から提案や活動を引き出すため
に、また、市民の提案や活動を具体化するために、行政としてなすべきこ
とを市民とともに考えることが大切であると思われる。

子育て支援団体等から子育て環
境の課題や提案を受けたことに
ついて、地域へ発信し、情報を共
有することにより、子育て支援が
コミュニティ活動として普及してい
けるよう支援していきます。

55
子育てしやすいコ
ミュニティづくりの
推進

こども政策課 45
適正

（付帯意見あり）
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適正（付帯意見あり） フォロー基準が適正であったかの検証はされているか

・フォロー基準が適正であったか
の検証は、健診実施後に専門職
が集まるカンファレンスを開催し、
その保護者と児にとって、よりよ
いフォロー方法であったかを確認
しています。また、年度末には、
年間の実施状況を踏まえ、健診
全体としてのフォロー基準が適正
であったかの、見直しを行ってい
ます。

適正（付帯意見あり）
5歳児健診の早期導入をお願いしたい。
事業No61の5歳児健診との連携を検討して欲しい

・5歳健診に関しては、近隣町村
の実施状況の情報収集を行って
います。実施にあたっては、特別
支援教育推進室との情報連携を
検討していきたいと考えていま
す。

適正（付帯意見あり） 啓発活動について、他の事業と連帯を検討してはどうか。

適正（付帯意見あり） 親・子ども・学校への発達障がいの啓蒙活動を行ってほしい。

適正（付帯意見あり） 啓発活動について、他の事業と連帯を検討してはどうか。

要改善

①放課後児童デイの申し込みの方法に関して、わかりにくいという声が聞
こえてきている。エントリーの方法を他の自治体も参考にしながら、改善を
してほしい。
②放課後児童デイの職員に対する研修制度に関して、市独自に充実した
ものにしたほうがいい。全国的に様々な問題が発出している今、制度の抜
けているところを洗い出し、安全と質の向上を検討するべき。

適正（付帯意見あり）
　支援件数の増加に見合う質の確保がなされているかどうか。支援の質
に目を向ける段階に至っているように思われる。

障害福祉課

（健康増進課）
・1歳6か月健診や3歳健診におい
て相談窓口の周知を実施してい
ます。また、H30年度から、2歳歯
科検診の勧奨通知に発達の目安
と相談場所について掲載、H30
年10月から3歳健診において、臨
床心理士による精神発達につい
ての話を予定しており、他の事業
とも連携して啓発を図っていき
す。

引き続き、障害福祉サービス内容
全般について、ガイドブックやHP
を活用して周知を行っていくととも
に、子育て支援情報システムを活
用して各種事業内容の周知を
行っていく。

56
乳幼児のための健
康診査

健康増進課

58
障害児通所支援事
業

57
乳幼児のための発

達支援
健康増進課
障害福祉課

46

48

47

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）

障害児通所支援事
業のエントリーに関
してわかりやすくし
てほしい。

適正
（付帯意見あり）
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適正（付帯意見あり） 事業所不足の改善策はあるのか。又その改善の課題はあるのか。

適正（付帯意見あり） 緊急時利用のニーズが具体的にどれくらいあったか調査しているか。

適正（付帯意見あり） 事業所不足解消の早期実現をしてほしい

適正（付帯意見あり） 事業所不足の改善策はあるのか。又その改善の課題はあるのか。

適正（付帯意見あり）
身体障害児と重度心身障害児のニーズが具体的にどれくらいあったか調
査しているか。

61 障害児就学指導
特別支援教育
推進室

50 適正（付帯意見あり） 事業No56の5歳児健診との連携を検討してほしい。
適正

（付帯意見あり）

今後、当市において５歳児健康
相談（健診）事業が実施される場
合には、担当部局と本事業との
連携について検討してまいりま
す。

適正（付帯意見あり）
人材確保は、どこの職種でもむずかしいが、どのような抜本的な改善策が
図られたのか。

適正（付帯意見あり）

募集要項の緩和で募集が増えると期待する理由は何か。
つくば市で保育士、幼稚園教諭が集まらない理由を調査し具体的な対策
をとるべきでは。また、都内とはまた違った問題やニーズがあるのではな
いか。

適正（付帯意見あり）
支援を必要とする児の、支援の必要ない兄弟の受け入れ優先を検討して
ほしい。

64 障害児福祉手当 障害福祉課 52 適正（付帯意見あり）
事務手引きが十分でないならば、つくば市内の解釈を文書化して一律の
審査ができるようにすべきと考えます。

適正
（付帯意見あり）

手当等の支給に関して、疑義が
生じる場合には県に照会し、必要
に応じて、国への確認を依頼して
いく。

（特別支援教育推進室）
　障害児介助員と同じく、教員の
指導の下、障害児等の支援を行
う臨時職員（特別支援教育支援
員：当室が任用し、公立小中学校
に配属。資格要件なし）について
は随時応募者がいる状況である
ことから、任用に関する資格要件
の緩和がひとつの有効な改善策
であると考えております。
　また、平成32年度の会計年度
任用職員制度導入に伴い、臨時
的任用職員に関する大幅な制度
改正が行われる可能性も踏ま
え、今後の具体的な方向性につ
いて検討を進めていく予定です。
（幼児保育課）
市内の私立保育所等に勤務する
保育士及び幼稚園教諭で交付対
象者に対し月額３万円の助成金
を交付して処遇を改善し、保育士
等の確保及び離職防止を図って
います

障害児の短期入所事業及び日中
一時支援事業については県と連
携して新規事業所の参入促進を
行っていくとともに、既存の事業
所に対し、様々な情報提供等を
行い、開設に向けた支援を行って
いく。

59
障害児短期入所事
業

障害福祉課

60
障害児日中一時支
援事業

障害福祉課

63

特別な支援を必要
とする幼児の教育・
保育施設での受入
れ

特別支援教育
推進室

幼児保育課

49

49

51

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）
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65 特別児童扶養手当 障害福祉課 53 適正（付帯意見あり） 周知方法について、他の事業と連帯を検討してはどうか。
適正

（付帯意見あり）

引き続き、障害福祉サービス内容
全般について、ガイドブックやHP
を活用して周知を行っていくととも
に、子育て支援情報システムを活
用して各種事業内容の周知を
行っていく。

適正（付帯意見あり） 課題に対する改善案に期待します。

適正（付帯意見あり）
妊産婦健診と連携して要注意妊婦の抽出と経過観察の制度化を実現して
欲しい。

適正（付帯意見あり）

子どもを市政策の中心に置いているつくばとしては、全国標準よりも手厚
い初動体制（相談対応）とフォローアップを期待したい。相談室へのアクセ
スのしやすさ（SNS,メールなどの活用）、子どもがアクセスしやすい環境を
ご検討する必要がある。

適正（付帯意見あり）
　事業番号25と同様、件数や内容に応じた相談体制がとれているかどう
か、常に見守っていくことが重要であり、体制の強化・充実について、更に
検討を重ねることが大切である。

適正（付帯意見あり） 啓発活動が課題である事業が多いので、連帯を検討する。

適正（付帯意見あり）
啓発の深化を図るために、人の集まりやすい場所にて、（市役所や駅、
ショッピングモールなど）人目に付きやすい場でのポスター掲示を行って
はどうか。

適正（付帯意見あり）
情報共有の態勢を構築されたのは良かったと思うが、事例から学んだこと
を改善案としてフィードバックしたり、過去事例を関係者で共有できるよう
なシステムができたらなおよい

適正（付帯意見あり）
　個別のケースに多方面から対応できるよう、関係諸機関が日常的に情
報交換したり、連絡調整したりするなかで、連携体制の維持・強化に努め
られたい。

71 児童手当 こども政策課 57 適正（付帯意見あり）
かなりの高確率で開封されているはずなので、現況届の送付封筒に各種
手当のリストや啓発が必要な事業のリストを同封してはどうか。

適正
（付帯意見あり）

現在、児童手当の受給者に市等
の施策や支援を周知するため、
現況届の受付会場に、施策のチ
ラシ等を配置し、情報提供を行っ
ています。今後、送付封筒に啓発
チラシを同封することについても
慎重に検討していきます。

69
児童虐待防止啓発
事業

子育て相談室

68 相談事業 子育て相談室

70
要保護児童に対す
る関係機関の連携

子育て相談室

・あかちゃん訪問の結果、社会資
源の活用が必要とされる対象者
に対して速やかなに導入ができる
よう支援して参ります。妊婦健
診、産後健診事業担当が、医療
機関からの連絡ケースと、健診結
果から要支援者を抽出し地区担
当に連絡し、地区担当が対象者
支援を行います。要支援者を見
逃さないよう支援を実施していき
ます。

11月の広報つくばにおける児童
虐待特集において、虐待の予防
の観点から、子育てに悩む親の
相談窓口として、子育て支援団体
の案内や各関係団体との連携を
充実し、ポスターやチラシを各学
校や保育所、窓口センター等出
先機関にも配布しています。

相談窓口部署を定期的に広報
し、児童からの声が聴けるような
体制に努めていきたい。また、教
育局との連携体制をより強化した
い。

要保護児童対策協議会を通し、
各関係機関との連携を図りなが
ら、定期的に事例研究しケース検
討をしています。

67
あかちゃん訪問事
業

健康増進課 54

55

56

56

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）
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73
幼稚園就園奨励事
業

幼児保育課 59 適正（付帯意見あり） 事業No７１と連帯して周知してはどうか。
適正

（付帯意見あり）
事業No７１と連帯して周知するこ
とは慎重に検討していきます。

適正（付帯意見あり）
財源が寄附頼りなのが疑問。貧困からの脱却に一番重要な教育機会の
提供を是非市主導で検討いただきたい。選定項目を明確にし、勉学意欲
が明確であれば市民の賛同を得やすいのではないか。

適正（付帯意見あり） つくば市として、原資を予算化する必要がある。

適正（付帯意見あり）
財源の確保ができ、事業の継続が図れるようになったことを評価したい。
引き続き、財源の確保に努められたい。

75
要保護等児童就学
援助事業

学務課 61 適正（付帯意見あり）
「子どもの貧困」が社会問題化するなかで、経済的支援以外の支援にも目
を配りながら、漏れのない支援に留意されたい。

適正
（付帯意見あり）

引き続き、関係各課と連携し、漏
れのないように支援していきた
い。

76
母子・父子家庭に
対する手当等の支
給

こども政策課 61 適正（付帯意見あり）
事業番号75と同様、「子どもの貧困」が社会問題化するなかで、経済的支
援以外の支援にも目を配りながら、漏れのない支援に留意されたい。

適正
（付帯意見あり）

ひとり親家庭に関する施策等を
周知するため、児童手当等の受
付会場に施策のチラシ等を配置
し、情報提供を引き続き行ってい
きます。また、学習支援事業等の
担当課と情報共有しながら、連携
を図っていきます。

78
ひとり親家庭への
相談事業

こども政策課 63 適正（付帯意見あり）

具体的に成果が上がってる事業なので、更に資源を追加することで更なる
成果を期待したい。家庭訪問事業、赤ちゃん訪問事業とは連帯しているの
か。
事業７１と連帯して周知してはどうか。

適正
（付帯意見あり）

相談内容により関係各課・他団体
と連携を図り、円滑に進めていき
ます。７１事業と連帯して周知す
ることは、慎重に検討します。

適正（付帯意見あり）
事業所単位の開催を検討してはどうか。上司と共に参加し共通言語を持
つことでより高い効果が期待できると考える。

適正（付帯意見あり）
参加人数の増加を図るため、開催後の報告を行うことで興味喚起を行っ
てもよいのではないか。

80

一般事業主行動計
画の普及促進及び
子育てしやすい職
場づくりのための
啓発

産業振興課 65 適正（付帯意見あり）

実際に育児休業等の整備されている事業所リストや紹介を市のウェブ・広
報誌等で紹介などすることで事業所側が競って育児休業を整備する・促
すようなメリットを提供し、同時に育児休業を取得しても良い環境やマイン
ドセットを市民に醸成する事でつくば独自の育児文化を構築し、つくば市
のイメージアップにもつながるのではないか。

適正
（付帯意見あり）

御意見いただきました先進事例
の紹介という視点を加え、更なる
啓発に取り組んでいきます。

適正（付帯意見あり）
普及啓発活動に関し、サロン開催後の報告や配布された父子手帳の内容
に関する案内など周知を図っていただきたい。

適正（付帯意見あり） 父子手帳のホームページでの公開と定期的見直しが必要。

79
仕事と家庭の両立
を促進するための
啓発

男女共同参画
室
こども政策課

74 奨学金支給事業 教育総務課

事業者向けのセミナーは、県で実
施しており、重複するため、市とし
ての実施は考えていません。
セミナーの実施状況については、
「男女共同参画だより」を年４回発
行し、市内公共機関に掲示した
り、ＨＰに掲載するなどして、報告
を行っております。

・父子手帳は市独自で作成してお
りませんので、著作権の問題から
ホームページでの公開は難しい
状況です。より適切なものを配布
できるよう見直しを行っていきま
す。

本事業は、寄附金を活用して始
まった事業であり、平成29年度か
ら、市内の企業等から寄附金を
募り、資金源を確保しているとこ
ろである。今後もさらなる財源の
確保に努めながら本事業を継続
していきたい。

健康増進課81 父子手帳の配布

60

64

66

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）
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適正（付帯意見あり）
参加者を更に増すには、父親の参加しやすい日時や条件を検討する必要
あり。

適正（付帯意見あり）

参加人数の記載がなく、参加促進が課題のように見受けられるが、元々
の課題（正しい知識の普及と意識の醸成）に対する事業の有効性を検討
し、有効でないとなった場合は課題解決方法を見直すべき。有効であるな
らば継続を。

適正（付帯意見あり）
「子どもを守る110番の家」のタクシー版があり、茨城も参画しているようで
す。https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a01_safety/child/110house.html
つくば市内のタクシー事業者に積極的に協力していただいてはどうか。

適正（付帯意見あり） ステッカーの劣化現象が見られるので、２年に１度は交換の必要あり

適正（付帯意見あり） 事業内容の文言で、「幼児教育・保育施設」とした方がいい。

適正（付帯意見あり） 自転車利用時のヘルメット着用の広報も必要。

87
幼児２人同乗用自
動車購入費の補助

こども政策課 70 適正（付帯意見あり） 事業No７１と連帯して周知してはどうか。
適正

（付帯意見あり）

今後も児童手当の受給者に市等
の施策や支援を周知するため、
現況届の受付会場に、施策のチ
ラシ等を配置し、情報提供を行っ
ていきます。

適正（付帯意見あり） 事業内容の文言で、「幼児教育・保育施設」とした方がいい。

適正（付帯意見あり） 救急救命訓練は検討されているか。

82
父親の育児参加の
ための各種講座の
実施

こども政策課

88
子どもの防災訓
練・防災教育

幼児保育課
学務課

83
子どもを守る110番
の家

生涯学習推進課

子育て総合支援センターにおい
て、父親向けの各種講座を毎月２
回（土曜日）に実施しました。
（H29年度参加者数延べ1,350名）
今後も引き続き事業の有効性を
検証し実施していきます。

事業内容の「教育・保育施設」に
関しては、子ども・子育てプランの
用語としている。自転車利用時の
ヘルメット着用に関しては、幼稚
園・保育所・小学校等での交通安
全教室や、自転車シミュレーター
教室などを通して、ヘルメット着用
の重要性について周知に努めて
いる。

（幼児保育課）
子ども・子育て支援新制度におい
て、用語の定義がされており、
「教育・保育施設」と記載していま
す。また、救急救命訓練は各施
設から消防署に派遣依頼し、年1
回程度実施しております。
（学務課）
幼稚園ではまだ行っておりません
が、今年度中にBLS（一次救命処
置）教育研修会に参加し、幼稚園
教諭と園児の危機管理意識を高
めていきたい。

・「こどもを守る110番の家」につ
いては、児童生徒の安全を確保
する事業として、青少年を育てる
つくば市民の会が主体となり、
市・学校・警察（PTA）が連携し活
動を推進しています。また、「子ど
もを守る１１０番の家」のタクシー
版については、直接、タクシーハ
イヤー協会が茨城県警に登録申
請し、活動しています。なお、市
HPでも「子どもを守る110番の家」
について、掲載し御案内ていると
ころです。

86
交通安全教育指導
員による交通安全
教室の開催

防犯交通安全
課

67

68

69

70
適正

（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）
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89
つくば市あかちゃ
んの駅事業

こども政策課 71 適正（付帯意見あり） あかちゃんの駅を知らせるステッカーがわかりずらいとの声を聞く
適正

（付帯意見あり）

昨年までのあかちゃんの駅ステッ
カーを改良したもの（ガラスの内
側から貼れるタイプのもの）を作
成し、登録施設に配布しました。
今後も利用者があかちゃんの駅
を利用しやすいよう課題解決に努
めていきます。

適正（付帯意見あり）
周知対象が区会なのであれば、区長経由で周知すれば済むのではない
か。

適正（付帯意見あり）
事業の周知方法の一つに、各地区自治会でのお知らせ、報告の配布を提
案する。

適正（付帯意見あり） 事業No91とほぼ同一事業なので連携して環境整備に当たってほしい。

適正（付帯意見あり）
プレーパークの活動は「つくば市民活動のひろば」で拝見し、とても良いと
思っていました。是非継続してください。

適正（付帯意見あり）
遊具の点検・整備の他、樹木の剪定も防犯や事故の防止の為、定期的な
実施を願う。

適正（付帯意見あり） 事業No90とほぼ同一事業なので連携して環境整備に当たって欲しい。

適正（付帯意見あり）
　公園・遊び場については、安全・安心の観点からの管理に留意するとと
もに、子どもの遊び、子どもの発達等の観点からの有効活用についても検
討することが望まれる。

91
公園・遊び場の点
検・整備事業

公園・施設課

こども育成課
周知方法については、区長経由
での周知も検討していきます。

公園利用者の安全、安心が図れ
るよう、有資格者による遊具の点
検や植栽の管理を継続して実施
いたします。

90
子どもの遊び場整
備事業

71

72

適正
（付帯意見あり）

適正
（付帯意見あり）



つくば市子ども・子育て支援プラン

平成29年度進捗状況（点検・評価結果）

こども部こども政策課



１　評価の基準                                                            

①進捗状況

プランに目標値がある事業 プランに目標値がない事業

A：計画を先行して進んでいる A：例年より拡充している

B：計画どおりに進んでいる 　（新たな取組を追加等）

C：計画から遅れが生じている B：例年どおり継続している

D：計画の見直し等の必要性が C：例年より縮小して実施している

　 生じている D：未実施

②今後の方針

プランに目標値がある事業 プランに目標値がない事業

ⅰ：計画を前倒ししていく ⅰ：例年より拡充していく

ⅱ：計画どおりにすすめていく 　（新たな取組を追加等）

ⅲ：計画の変更を行う ⅱ：例年どおり継続していく

　　（計画の拡充or縮小） ⅲ：例年より縮小して実施していく

ⅳ：事業の中止・廃止 ⅳ：事業の中止・廃止

　　（目的の達成等） 　　（目的の達成等）



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 1

1

1

1

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 教育・保育の一体的整備

【目標値】
保育所創設5園、認定こども園創
設2園（2･3号定員510人増）
【実績値】
学園の森どろんこ保育園創設（90
人）
つくばきらり保育園創設（90人）
学園の森こども園（90人）
みどり流星こども園（90人）
前年度までの前倒整備分（40人）
計　400人増

保育の受け皿の拡充を図る
ことができたが、保育所建設
に中止や遅延が生じたた
め、目標値を下回った。

計画の中間年度見直しによ
り、教育・保育の見込量が増
え、更なる整備が必要。
また、保育士の確保策につ
いても検証が必要。

事業
内容

保育を必要とするすべての子どもの入所希望に対応して，待機児童の解消を図ると共に，集団
保育を通した心身共に健全な児童の育成を目指して保育所整備を推進します。地域における
子育て支援施設として，公立・私立のそれぞれの特徴をいかした役割分担を勘案して整備を図
ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

事業名 保育所
計画記載
ページ

Ｐ.43

担当課 幼児保育課 - -

※重点事業

C

今後の方針

ⅱ

基本施策 教育・保育施設の整備

会議の意
見

・保育の供給量を増やすためにまず検討することは、保育施設の新設ではなく、現在ある資源
（例：潜在保育士、保育士処遇改善助成金）の有効活用である。
・保育所で０歳児から２歳児までを保育して、３歳児から幼稚園で保育する形にすれば、待機児
童の解消になる。
・利用ニーズの実態調査を求める。
・情報公開と業者選定方法の透明性を高めるなど保育業者が安心してつくば市に参入できる
環境づくりが必要。
・施設の整備に見合う保育士の確保策を具体的に考案する必要がある。
・公立保育所も待機児童解消のために乳児枠の拡充をして欲しい。
・保育施設の誘致にあたっては「保育の質ガイドライン」を活用し保育環境を守る。

1



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 2

1

1

1

毎年、希望者が多い谷田部幼稚
園の定員を年少１クラス分増やし
た。.

公立幼稚園を希望する保護
者のニーズに応えることがで
きた。

公立幼稚園の園児数が減少
傾向にあり、私立幼稚園の
園児数とのバランスが図れて
いない。また、公立幼稚園の
３年保育実施に向けて、幼
稚園教諭と保護者の意見を
把握する必要がある。実施に
あたっては、認定こども園・私
立幼稚園との調整も必要で
ある。

B

今後の方針

ⅱ

活動実績 成果 課題 進捗状況

事業名 幼稚園
計画記載
ページ

Ｐ.43

担当課 学務課 - -

会議の意
見

・中長期的な将来推計を行い、施設の適正配置に関する方針を示していくことが、必要である。
・改訂された幼稚園教育要領等に基づき、子供の豊かな育ちの支援、さらに幼稚園教諭の質
の向上が求められる。
・早朝、延長保育等の実施により、待機児童が減らせる。
・認定こども園が設置され始めていることから、公立幼稚園のあり方を早急に検討するべき。
・公立幼稚園の３年保育を希望する声は根強い。
・幼少連携・育児困難家庭への支援に期待。
・公立幼稚園の役割の再検討、教育・保育形態・定員・配置等の見直しに関して、より積極的な
検討が必要であると思われる。定員の充足状況も、ほぼ、これまで通りであり、改善の効果があ
まり認められない。「新制度」のもとで、公立幼稚園においてなすべきことは何か。待機児童解消
のために公立幼稚園が果たせる役割は何か等々、早急な検討が必要であると考えられる。

基本施策 教育・保育施設の整備

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 教育・保育の一体的整備

事業
内容

幼児教育に対する多様化した市民ニーズに対応するため，公立・私立の特徴をいかし，保護者
が選択できるよう，それぞれの役割分担を図ります。

※重点事業

2



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 3

1

1

1

・既存の幼稚園から認定こども園への移行を促進することは、低年齢児の待機児童対策又は３
歳児以降の入所対策としては、有効であると考えている。
・保育所との違いを明確にし、市民へ周知する努力が必要。
・新しい制度であり乳児保育についての検証、現場の声を聴くなどが必要。
・現場の声や保護者の反応を聞いた上で、安心して預けられる施設に成長させなければならな
い。

ⅱ

会議の意
見

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 教育・保育の一体的整備

基本施策 教育・保育施設の整備

事業名 認定こども園
計画記載
ページ

Ｐ.43

事業
内容

当市の認定こども園には，保育所型認定こども園，幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認
定こども園の３つの形態があります。保育機能と教育機能を備えた教育・保育施設として，いず
れの形態においても充実を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

担当課 幼児保育課 - -

【目標値】
認定こども園創設2園（1号定員60
人増）
【実績値】
学園の森こども園（30人）
みどり流星こども園（45人）
計　75人増

認定こども園を創設すること
で、待機児童解消だけでな
く、教育ニーズの充足を図
り、幼児教育の充実を図るこ
とができる。

計画の中間年度見直しによ
り、教育・保育の見込量増に
よる整備が必要。

B

今後の方針

※重点事業

3



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 4

1

1

2

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 5

1

1

2

・市立保育所も対象とするなど連携先の確保に市の支援が必要。
・3歳児の受け入れ先に課題が残る。
・待機児童解消の効果も含め新しい制度であり検証も必要。
　「更なる整備が必要」とされている通り、次期計画において前向きに検討することが必要な事
業ではないかと思われる。

基本施策 地域型保育事業の整備

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 教育・保育の一体的整備

【目標値】
小規模保育事業　40人増
【実績値】
しいの木保育園創設（18人）
前年度までの前倒整備分（56人）
計　74人増

待機児童の内訳は3歳未満
児のみのため、待機児童対
策に貢献している。

計画の中間年度見直しによ
り、教育・保育の見込量が増
え、更なる整備が必要。

A

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

会議の意
見

地域型保育事業についても、適宜
相談に応じた。

小規模保育事業以外の地域
型保育事業所の認可申請は
なかった。

企業主導型保育施設の普及
状況や県や他市町村の動向
を見守る必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

小規模保育事業以外の地域型保育事業については，今後の市民ニーズの高まり等を勘案し
て，適宜，育成を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.43

担当課 幼児保育課 - -

事業名 その他の地域型保育事業
計画記載
ページ

基本は地域型保育事業ではなく、自治体の責任である保育所で対応してほしい。

※重点事業

※重点事業

事業
内容

小規模保育事業は，定員19人以下の保育事業を行う事業所で，市の条例に基づき，適正な設
置・運営が行われるように図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.43

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 地域型保育事業の整備

事業名 小規模保育事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 教育・保育の一体的整備

4



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 6

1

2

1

・延長保育について、共働き家族のニーズに対応するため、特に市内中央にある公立保育所
は、20時くらいまでの開所が必要。無理なのであれば、民間委託し、多様なニーズにこたえられ
る施設にするべき。
・時間外保育事業に対する県の補助金は、保育士の時間外労働ありきの補助金であり、容認で
きない。県が是正しないのであれば、市の単独事業とすべきである。
・受け入れ側の負担軽減、保育士の確保のために市の支援が求められる。
・進捗の遅れに対応すべく、既存の園での実施の可能性を探ったり、必要となる保育士の確保
に努力したり、なお、一層の取組みが必要。

会議の意
見

【目標値】63箇所
【実績値】
民間保育園・認定こども園　41箇
所
公立保育所　16箇所
計57箇所

延長保育実施施設に対して
補助金を交付することによ
り、サービスが拡大し、保護
者の就労状況に合わせた支
援を行うことができた。

ニーズに即したサービスを行
うためにも、新設の園での延
長保育事業の実施と安全な
受け入れを行っていく態勢
作りが必要。

C

今後の方針

ⅱ

事業
内容

保育認定を受けた子どもについて，通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において，
認定こども園，保育所等で保育を実施する事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.45

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 時間外保育事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業

5



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 7

1

2

1

・共働き家庭などの児童を対象にした児童クラブを各小学校に設置してほしい。
・H24年の児童福祉法の改正により対象が概ね１０歳未満の児童から小学６年生まで引き上げられたことに
伴う高学年の受入れなどが課題である。
・放課後、既存の学校を開放し、民間児童クラブが運営することが他市町村にできて、なぜつくば市はできな
いのか。待機児童を早急に解消する方法は、規制緩和でいくらでもできるはず。改善を求める。
・民間事業者に対する国・県の補助金を拡充して、事業者の負担軽減を図るべきである。
・公営化の後に保護者の負担が軽くなったとは言いづらい状況である。
・計画そのものが実態にそっているのか、計画通りでよいのかの検証が必要。
・指導員の確保に対する市の積極的な支援・事業内容の点検、質の向上に市が責任を持ってほしい。
・潜在的な待機児童を含めて現状の把握・調査をするとともに、待機児童の解消を行うべき。昨年度の総合
プランの付帯意見から、引き続き「待機児童」を減らす方向の「拡充」に努めるとともに、「充実」のための公設
民営の児童クラブの公営化が必要。
・平成32年度改正に対応できるように公設公営の児童館の新築改修をするべき。ＴＸ沿線沿いでは人口増
加に伴い、公共施設が不足している。他の施設との均衡を検討し、適正配備を検討するべき。
・児童館の環境改善。指導員の適正な配置および処遇改善。長期休みの際の早朝からの受け入れも検討を
すべき。
・ 児童クラブ申請方法の改善。児童館間の審査の公平化。申請書の提出先はこども育成課にすべき。
・民間児童クラブの誘致に関しては、積極的に進めると同時に、事業者の選定をより適切に行うことが重要だ
と思われる。

会議の意見

◎待機児童解消について
[目標値] 63クラブ
[実績値] 68クラブ
クラブ員3,090人（前年比247人増）
（公設公営20クラブ、指定管理者2クラ
ブ、公設民営16クラブ、民設民営30ク
ラブ）
◎公営化について
H29年度当初に父母会運営の茎崎第
一・第二児童クラブを公営化
春日学園第一・第二、谷田部南児童
クラブを新設小学校の分割に合わせ
て公営化準備を進めた。（H30年度当
初公営化予定）
◎施設改修について
3市内17児童館のトイレを30年度及び
31年度に改修（洋式化）する計画を作
成した。

◎待機児童解消について
前年比６クラブ増加、247名のクラ
ブ員の増加となった。
教育局との協議については、学
園の森・みどりの学園の開校に
合わせて多目的室の借用（H30
年度のみ）を受け定員を拡大し
た。
また、児童クラブの待機児童が
多い児童館やクラブ室が不足し
ている児童館について、児童クラ
ブ室の増築を行うため、30年度
当初予算で設計委託を計上し
た。（5か所）
◎公営化について
茎崎第一・第二児童クラブは公
営化第一号として運営の検証を
実施し、次年度公営化予定の春
日第一・第二及び谷田部南児童
クラブの切り替え準備に備えるこ
とができた。
◎施設改修について
30年度に実施する児童館につい
て当初予算に計上した。

◎待機児童解消について
つくばエクスプレス沿線の人口急
増地区については、想定を上回
るクラブ利用希望者がおり、待機
児童解消の重点地区として公営
児童クラブ室の拡充や、民間誘
致が急務である。
なお、市全体としては、Ｈ31年度
末までに面積要件を満たしてい
ない児童クラブの解消が急務と
なっている。
◎公営化について
父母会役員の負担軽減を図るこ
とができたが、運営形態の変更
に伴い生じた課題を調整していく
必要がある。
◎施設改修について
個々の利便性を図ることは急務
であるが、施設全体の老朽化も
進んでおり、優先順位の高い施
設から順次、改修していく必要が
ある。

C

今後の方針

ⅲ

事業
内容

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している子どもに対し，授業の終了後
に小学校の余裕教室，児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて，その健全な育
成を図る事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.45

担当課 こども育成課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 放課後児童健全育成事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業

6



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 8

1

2

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 9

1

2

1

―

・実態に合わせた、職員配置と基準緩和をする必要がある。
・子育て総合支援センターのような「誰でもいつでも」という施設をTX沿線の若いファミリーが多
い場所にあればと思う。予約制だったり、週１～２回開場では利用しづらい。
・既に目標値を達成しているものの、ＴＸ沿線における親子の居場所の不足を補うべく、次期計
画を前倒しして、新規拠点の設置を検討することも必要であるように思われる。

【目標値】8箇所【実績値】8箇所
（H30年度から1箇所増）
子育て総合支援センターのほか民
間保育園等への委託により８箇所
実施するとともに、その他地域交流
センター等で出張広場を実施し
た。また、各拠点からの聞き取り
や、利用者の推移から地域のニー
ズ把握に努め研究学園での出張
広場の実施に向け調整した。
総利用者数140,214人
（子ども　73,691人、大人　66,523
人）

親子の交流の場の提供や子
育て相談、情報提供を行うこ
とで、子育てへの不安感や
負担感の緩和に繋げること
ができた。また、定期的に連
絡会議を開催し、情報交換
等を行いながら各拠点が連
携を深めることで、サービス
の質の向上が図れた。

地域のニーズの把握に努め
るとともに、誰もが身近な場
所で子育て支援を受けられ
るよう、地域ごとに子育て支
援拠点や出張広場を適正に
配置していく必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し，子育てについての相談，情報の提
供，助言その他の援助を行う事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.45

担当課 こども政策課 - -

会議の意
見

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 地域子育て支援拠点事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

平成29年度実績
延べ利用人数　26人
延べ利用日数　67日

児童を安全に養育できる場
所があるということで、保護者
の安心につながっている。

児童を預けるために5か所の
養護施設等と委託契約を結
んでいるが、施設の状況によ
り日程等の調整が必要な場
合がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

保護者の疾病等の理由により家庭において養育をうけることが一時的に困難となった子どもに
ついて，児童養護施設等に入所させ，必要な保護を行う事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

※重点事業

会議の意見

Ｐ.45

担当課 子育て相談室 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 子育て短期支援事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 10

1

2

1

・一時預かり事業は、待機児童数を減らすことができる事業の一つ。保育士以外の子育て支援
員等を増やす取り組みを行政が積極的に行う必要がある。東京都等は充実しているので参考
にして欲しい。
・保育所に入所できない定期の利用で埋まるというのは本来の事業の目的が果たせないという
こと。施設の整備、保育士の確保に公立が積極的に取り組む必要がある。
・公立保育園・幼稚園における受入れの可能性を、引き続き、検討していただきたい。

【目標値】（一般型）27園、（幼稚園
型）12園
【実績値】
一時預かり（一般型）　24園
一時預かり（幼稚園型）　10園（私
学助成含む）
この他、認可外保育所、子育て支
援センター、きずなで実施。

一時預かり実施施設に対し
て補助金を交付することによ
り、サービスが拡大しつつあ
る。公立保育所も１園で実
施。

実施園数は増えているが、
利用定員が保育所に入所で
きない定期の利用者で埋
まってしまうことが多くなって
いるため、保育施設の整備
が必要。

C

今後の方針

ⅱ

事業
内容

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について，主として昼間，認定
こども園，幼稚園，保育所，地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり，必要な保護
を行う事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

Ｐ.45

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 一時預かり事業（保育所等・幼稚園）
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 11

1

2

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 12

1

2

1

・共働きが増え、核家族が多いつくば市では、この事業は必須。本事業が普及しない理由は、
看護師不足や看護師給与水準が高い為雇用に結びつかない所にある。市独自の補助等が必
要。
・訪問型病児病後児保育について市民ニーズ調査や検討を進めてはどうか。

―

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.45

事業
内容

乳幼児や小学生等の子育て中の保護者を会員として，児童の預かり等の援助を受けることを希
望する者と，当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡，調整を行う事
業です。

会議の意
見

会議の意
見

【目標値】　利用会員1,700人　協
力会員303人
【実績値】
つくば市社会福祉協議会に委託
し、会員の募集、登録、相互援助
活動の調整、会員に対する研修等
を実施した。
利用会員1,165人(11人増）、協力
会員202人(7人減)、両方会員47
人、活動回数2,978回(530回増）

子育てを助け合える相互援
助組織として、コーディネー
ターが調整を行うことで、子
育て家庭へのきめ細かい支
援を行うことができた。

急な依頼が増えてきており、
それに対応可能な協力会員
の確保が必要である。

B

今後の方針

ⅱ

担当課 こども政策課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 ファミリーサポートセンター事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

【目標値】4箇所（子育てサポート含
む）
【実績値】
病児対応型　3園
体調不良時型　7園
子育てサポートサービス（病児対
応） 1箇所

病児対応型を実施する保育
園が前年度より１園増えたこ
とで利用枠が増え、保護者
支援に繋げることが出来た。

今後、保育所だけでなく病院
への病児病後児保育事業の
働きかけを含め、多様な事業
展開の検討が必要。また、利
用者のキャンセルが多いこと
も課題。

A

今後の方針

ⅱ

※重点事業

事業
内容

病児について，病院・保育所等に付設された専用スペース等で看護師等が一時的に保育する
事業です。また，保育中に体調不良となった児童を保育所の医務室等で看護師等が緊急的に
対応する事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.45

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 病児・病後児保育事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 13

1

2

1

・保育コンシェルジュには、保育情報提供だけでなく、施設利用調整中の保護者と保育施設の
橋渡し役となることが必要。
・電子メールでの相談も受け付けるべき。
・「利用者支援」と「地域連携」の２つに柱からなる「基本型」での実施も視野に更なる充実が求
められる。「基本型」での実施においては、「地域連携」を視野に、「子育て総合支援センター」
のあり方を再検討することが必要だと考えられる。

○保育コンシェルジュ実績
【相談件数】
窓口　450件　電話　22件　合計
472件
【主な相談内容】
・保育所等について　218件
・一時預かり保育等　77件

○つくば市母子健康包括支援セン
ター（母子保健型）を健康増進課、
桜、大穂、谷田部保健センターに
設置した。

相談者としては、育児休業中
や、求職活動中で今後保育
所等を利用予定の保護者が
ほとんどであり、不安の多い
そのような保護者に対し、広
く相談に乗りながら家庭の状
況に合った施設や保育方法
を一緒に探ることで、不安や
悩みの解消に繋がった。ま
た、子育て世代包括支援とし
て、保健師等の専門職が、
妊娠期から子育て期にわた
るまでの様々な相談に応じ、
きめ細かい支援を実施した。

より多様で、繊細な相談内容
も増えており、それらに対応
できるよう、保護者の幅広い
ニーズに応えられるよう、更
なる情報の収集や、知識の
習得が必要である。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

子ども又はその保護者の身近な場所で，教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提
供及び必要に応じて相談・助言等を行うと共に，関係機関との連絡調整等を実施する事業で
す。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

Ｐ.45

担当課 こども政策課 幼児保育課 健康増進課

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 利用者支援事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 14

1

2

1

・訪問達成率を100%にするには産院との連携が必要。
・訪問した家庭と職員がその後も連絡を取り、何かあれば対応できるような関係づくりが理想。
・引き続き、100％の訪問率達成を目指していただきたい。

対象者　2,298人（実）
実施数　2,258人（実）
あかちゃん訪問達成率　98.3％
あかちゃんの状況把握率　100％

・出生新生児および乳幼児
の状況の把握率は100％、訪
問率は98.3％だった。
・家庭訪問等で子育て支援
に関する情報提供を行った。

・保健サービス登録票（あか
ちゃん訪問の申し込みハガ
キ）の提出がない場合は、予
約なしにて家庭訪問を実
施。全体の1.7％が面接に至
らない。その場合関係機関
に照会し保育所、児童手
当、丸福の利用等の状況把
握を行っている。引き続き訪
問で把握できない乳児等が
発生した場合は、照会による
状況把握を行う必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

事業
内容

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供や養育環
境等を把握し，必要な支援を行う事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.45

担当課 健康増進課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 乳児家庭全戸訪問事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 15

1

2

1

・訪問した家庭と職員がその後も連絡を取り、何かあれば対応できるような関係づくりが理想。
・母子保健型利用者支援事業（母子健康包括支援センター事業）、乳幼児全戸訪問事業、妊
婦検診事業等、関係する事業を一体的に実施することで、「切れ目のない支援」が実現すること
を期待する。そのためにも、関係職種との連携、既存の社会資源の活用に努められたい。

養育支援訪問及び電話相談実施
数　626人（延）

（内訳）
訪問126人（妊婦1人、産婦55人、
新生児2人、低出生体重児14人、
乳児43人、幼児11人）
電話相談484人（内初妊婦429人）
来所面接等16人

・支援が必要な妊婦、産婦、
乳幼児に対して早期に支援
を実施した。
・育児不安等の強い保護者
に対し指導助言し、継続した
支援を実施した。

・支援が必要な対象者に対
して、産院からの産後健診結
果（平成30年4月から実施）
等を踏まえた支援を行なって
いく必要がある。
・その際、切れ目のない支援
を行なうため、関係職種との
連携、スムーズな社会資源
の活用等の支援体制の構築
が必要である。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

養育支援が必要な家庭の居宅を訪問し，指導・助言等を行い，適切な養育を支援する事業で
す。また，要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図る事業で
す。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

Ｐ.45

担当課 健康増進課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 養育支援訪問事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 16

1

2

1

―

妊娠週数に応じ14回分の健診料
を一部助成する（県医師会委託）

・妊婦健診対象者数：2,368人
・妊婦健診受診者数：延22,125人
　　（Ｈ30年２月分まで）

・妊婦健診の費用助成を行う
ことで妊婦の健康の保持及
び増進を図ることができた。
また、妊婦健診実施医療機
関等と連携をすることで、出
産の前から要支援が必要な
妊婦に対し、対応をした。

※要支援妊婦
経済面、身体面、精神面、環
境等により、出産後の育児に
支援が必要だと思われる妊
婦。

・要支援妊婦についての支
援方法（面接方法、スクリー
ニングの条件等）について、
住民のニーズに合わせ検討
を重ねていく。

・Ｈ30年度からは、産婦健康
診査が始まるので、より切れ
目のない支援が出来るように
関係機関との連携を密にし
てく必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

事業
内容

妊婦の健康の保持及び増進を図るため，妊婦に対する健康診査を行い，疾病の早期発見・妊
娠中の不安の軽減を図る事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.45

担当課 健康増進課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 妊婦検診事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 17

1

2

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 18

1

2

1

―

―

一時預かりや病児・病後児保育の
相談に応じた。

新設園での事業実施予定あ
り。

株式会社や法人からの保育
所建設の相談は多いが、事
業のニーズとしては低い。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

事業
内容

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究や，その他の多様な
事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.45

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

実績なし
生活保護の生活扶助で対応
が図れた。

社会福祉課において、代替
の制度があるため未実施。

B

今後の方針

ⅳ

※重点事業

事業
内容

特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品，文房具その他の教育・保育に必
要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成する事業です。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

Ｐ.45

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 地域・子ども子育て支援事業

事業名 実費徴収に係る補足給付を行う事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実

※重点事業
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 19

1

2

2

・市の単独事業である民間保育園の加配保育士補助金が月額10万円では、人件費をカバーで
きないので増額が必要。
・加配保育士に限らず、全職員に研修を。園によって障害児への理解に差があるように思う。
・障がいを持つ子供の対応は一定の資格が必要と考える。正規職員を増やす努力や民間への
支援が求められる。
・医療的ケアー児の訪問保育への補助が新設されている。検討をされたい。
・変動するニーズに対応できるよう、介助員の確保も含めて、余裕のある支援体制の整備が必
要であると考えられる。

<幼児保育課>
公立保育所では配慮を必要とする
児童の受け入れを行うために、加
配保育士を配置し保育を行った。
民間保育園では16園が障害児保
育事業委託を実施し受け入れを
行った。
<特別支援教育推進室>
従前に引続き、当市公式ウェブサ
イトや公共職業安定所での求人情
報掲載を行うとともに、臨時職員希
望登録者に対して定期的に勤務
意向を確認するなど人員確保に努
めた。また、30年度当初の人員配
置に際しては、限られた人員を効
果的に配置できるよう、29年度下
半期に介助員配置に関する詳細
な要望を各園から聴取するととも
に、複数の園において保育状況の
現地調査を実施し、配置数の見直
しを行った。

<幼児保育課>
加配が必要な児童の受け入
れ体制を整えることで保護者
の就労等の支援を行うことが
できた。
<特別支援教育推進室>
30年度当初は、市内16公立
幼稚園に対し、計38名の介
助員を配置した。29年度に
引続き、各園1名以上の介助
員を配置し、入園を希望する
障害児全員について受入れ
を行うことができた。

<幼児保育課>
民間保育園への補助金を活
用し、受入体制をより充実さ
せていくことが必要。
<特別支援教育推進室>
本年度当初は、左記のとおり
各園の運営に支障が出ない
よう適正配置を図った。今後
も随時各園から要望を聴取
し、現地調査等を実施するな
どして必要配置数の調査を
行い、実態に即した配置に
努めていく。
人員確保の方法について
は、現在幼稚園教諭資格を
求めている募集要件の緩和
等の変更を引続き検討して
いく。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

市内の教育・保育施設において，障害のある乳幼児のニーズに対応して，受入体制を充実しま
す。保育所での適正な人員配置の確保及び幼稚園や認定こども園での介助員確保のための
事業の充実を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

Ｐ.46

担当課 幼児保育課 特別支援教育推進室 -

基本施策 多様なニーズに応える子育て支援事業

事業名 障害児保育事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 20

1

2

2

・実施回数延べ180回は、１校あたり６回程度であり、放課後の居場所づくりという目的はほとん
ど達成できていないことになる。
・児童館のない地域に住む子どもの居場所づくりの整備をすすめる必要がある。学校図書室の
開放や空き教室にて遊びの場の開催など。
・放課後子供教室と放課後児童クラブは目的が異なっている。居場所としての活用は否定しな
いが連携型が望ましい。
・ボランティア頼みでは継続性が心配。児童館のないところでの良い活用方法に期待したい。
・秀峰筑波児童クラブの専用施設での一体的な取組みを継続すると同時に、他の教室のあり方
についても継続して検討していただきたい。

[目標値]実施回数　170回
[実績値]　180回
市内37小学校及び特別支援学校
の全３８校で放課後子供教室を180
回実施（前年度比　１０回増）

放課後子供教室実施回数が
10回増になり、ボランティア・
サポーターの協力者が増加
傾向にある（前年度比７３
人）。また、放課後等児童の
居場所づくりとして、平成30
年度運用開始となる「秀峰筑
波放課後交流ひろば」を秀
峰筑波児童クラブ施設２階
に設置し、放課後児童の居
場所づくりとして利用できるよ
う準備した。

放課後子供教室の実施の充
実を図るためには、ボラン
ティア・サポーター等のスタッ
フ確保は今後も課題である。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

事業
内容

市内小学校等の余裕教室を活用して，市民のボランティアの協力を得ながら，放課後等の児童
の安全・安心な居場所づくりを放課後児童クラブと連携して推進します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.46

担当課 こども育成課 - -

基本施策 多様なニーズに応える子育て支援事業

事業名 放課後子ども教室事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 21

1

2

2

◎平成29年度18児童館総来館者
実績
486,529人
内訳
一般来館185,443人
児童クラブ延べ利用人数209,529
人
幼児・中高生・大人91,557人
◎児童館職員研修
　「子どもの食物アレルギー対応研
修」を実施

放課後児童クラブ員の増加
に対しては、29年度に民間
児童クラブを新たに7クラブ
誘致し、受け入れ枠を拡大し
たことで、児童館のクラブ員
の分散を図った。
また、谷田部、竹園西、栄、
吉沼、上郷児童館では児童
クラブ室増築を計画し、30年
度当初予算で、設計業務委
託料を計上し、31年度の完
成を目指す。

放課後時間帯の児童指導員
の確保が難しく、どの児童館
でも雇用確保に追われてい
る。児童クラブの拡充を図る
上で、質のいい児童指導員
を雇用することが課題であ
る。

C

今後の方針

ⅱ

事業
内容

市内に18館ある児童館では，放課後児童クラブが実施されると共に，地域のすべての子どもの
安全・安心な遊びや交流事業の拠点として，また，母親クラブなどの親子サークル活動などに
活発に利用されており，今後も引き続き，活動内容の充実を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・児童館の職員体制の改善を望む。正規職員での保育士配置が崩れている。
・児童館事業や児童クラブの事業の内容を目的に照らして点検・指導のできる正規職員の配置
が必至。
・研究学園など児童館が設置されていない地域での児童館にかわる活動が必要。
・昨年度の付帯意見と同様に、引き続き職員の質の向上を図る必要がある。また、放課後児童
指導員の確保をしっかり行っていただきたい。
・職員のメンタルチェックをしっかり取り入れる必要がある。労働時間に関係なく、チェックを実施
するよう検討していただきたい。
・児童クラブ室の増築を契機に、施設を有効活用すべく、つくば市における児童館のあり方や
果たすべき役割を再検討することが必要であると思われる。

Ｐ.46

担当課 こども育成課 - -

基本施策 多様なニーズに応える子育て支援事業

事業名 児童館の活用事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 22

1

2

2

<幼児保育課>
市内保育所（幼稚園）で様々な地
域交流事業や世代間交流事業を
実施。
＜学務課＞
小学校と幼稚園・保育所等で、連
携教育推進事業を行い、幼稚園
児・保育所児と小学生が交流事業
をとおして相互の様子を確認した
り、教師間で保育や教育の違いを
理解し就学後の教育に繋がった。
また、各幼稚園で年　１０回程度、
未就園児体験保育を実施した。

<幼児保育課>
地域交流で園庭の解放、行事
を開催した。幼保小やグループ
ホームへの訪問等も行い、世代
間の交流を図ることができた。
＜学務課＞
就園への意欲向上が図られ、
スムーズな就園に繋げることが
できた。

<幼児保育課>
保育所（幼稚園）での役割を
考え、より保護者支援につな
がる事業としていくことが必
要である。
＜学務課＞
子どもが家庭や地域との関
わりの中で育つ環境が弱
まっていくと予想される。今
後さらに家庭や地域社会と
の連携を強化していく必要が
ある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・事業推進のためには、施設職員が、関連施設・諸機関、さらには地域に目を向け、その現状
を理解していることが求められる。施設職員の意識変革、理解の促進を図るような研修機会の
充実に努められたい。施設職員の過剰負担にならないようにすることも重要。

事業
内容

教育・保育についての専門的機能を持つ地域に開かれた子ども・子育て支援拠点として，園庭
の地域への開放や施設での体験教育・体験保育を実施すると共に，異年齢児交流・世代間交
流事業等を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.46

担当課 幼児保育課 学務課 -

基本施策 多様なニーズに応える子育て支援事業

事業名 教育・保育施設での体験保育・地域交流事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 23

1

2

2

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 24

1

3

1

公立、民間共に利用園児の保護
者からの相談には随時担任や所
長が対応した。利用園児以外の保
護者から相談があれば同様に対応
をした。また、8箇所の地域子育て
支援拠点で子育て相談を実施し
た。

保護者からの様々な相談を
保育士や幼稚園教諭、栄養
士、看護師が受けることで、
保護者支援ができた。

保育所（幼稚園）で受けた相
談を、次にどの様に何処に
繋げていくか、検討していく
必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

―

事業
内容

教育・保育施設等での利用園児の保護者から随時必要な相談を受付けて対応すると共に，在
園児以外でも地域の子育て支援の一環として，子育て相談に応じます。また，子育て総合支援
センターをはじめ市内各地の「地域子育て支援拠点事業」の実施場所において，情報提供を
行うと共に，子育てに伴う相談を受付けて対応します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.48

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 相談事業

事業名 教育・保育施設等での相談事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 相談事業・情報提供の充実

民間保育園1園で実施。

土日、祝祭日に仕事がある
保護者が安心して預けること
ができる場所を提供すること
ができた。

休日保育の実施について
は、どの程度利用者がいる
のか、施設の負担も大きいた
め慎重な検討が必要であ
る。

A

今後の方針

ⅱ

事業
内容

教育・保育施設での休日保育については，雇用・就労状況の多様化に伴い，市民ニーズの高
まりもあることから，本計画期間中において，適宜，実施を検討します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・休日などの勤務がある家庭を対象とした保育サービスは、最低でも中央地区に3カ所くらい配
備する必要がある。利用者ニーズの把握に努め、実態調査を求める。
・公立保育園で土日開園、平日休園(園ごとに休園日をずらす)など、サービス業に対応した保
育を実施すれば、民間保育園との役割分担が可能となる。

Ｐ.46

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 多様なニーズに応える子育て支援事業

事業名 休日保育事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 地域子育て支援事業の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 25

1

3

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 26

1

3

1

　相談の内訳として、約７割が「不
登校」に関する相談であり、３割が
「学校生活や情緒の不安定」に関
する相談であった。

　面接相談、適応指導教室と
ともに各種セラピーや構成的
グループエンカウンター、心
理検査を取り入れ、相談者
の特徴理解、社会的スキル
の獲得などを実施した結果、
部分的ではあるが、学校生
活を果たすことのできた児童
生徒が見られ、同時に保護
者の不安を軽減することがで
きた。

　近年、ますます複雑化そし
て多様化する相談事業につ
いて、教育相談員の更なるス
キルアップ及びスーパーバイ
ザー研修における内容のポ
イントを更に絞り込む必要が
ある。
　また、子育て相談室の家庭
相談員との更なる協働・連携
を図ってゆく。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

非常に重要な事業である。体制強化が必要。

事業
内容

小中学生や保護者等から，不登校や学校生活不適応，いじめなどにかかわる悩みや不安など
について，電話相談及び面接相談により，楽しい学校生活を送れるように支援します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.48

担当課 教育相談センター - -

基本施策 相談事業

事業名 つくば市教育相談センター
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 相談事業・情報提供の充実

平成29年度においては、新規459
件、延べ2,955件の相談に対応し
た。相談件数の増加に伴い、家庭
相談員4名から５名体制に増強し
た。

児童相談所をはじめとした関
係機関と連携しながら対応
することによって、効果的な
援助を行うことができた。

相談内容が複雑化するな
か、短期間で効果的な対応
をすることが難しくなってい
る。

B
今後の方針

ⅱ

事業
内容

子どもと家庭における悩みや相談事に専任の相談員が対応する事業で，相談件数の増加や多
様化する相談内容に適切に対処できるように，充実を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・非常に重要な事業である。体制強化が必要。
・重要な事業であり、件数や内容に応じた相談体制が取れているかどうか、常に見守っていくこ
とが重要だと考えられる。

Ｐ.48

担当課 子育て相談室 - -

基本施策 相談事業

事業名 家庭児童相談員
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 相談事業・情報提供の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 27

1

3

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 28

1

3

2

「子育て支援情報システム」、「保
育所ポータルサイト」、「児童館
ポータルサイト」の管理運営を行っ
たほか、民間情報を中心とした「み
んなでつくるつくば子育てポータル
サイト」への運営協力を行った。ま
た、ケータイ端末に向けたフルブラ
ウザ化を行った。
アクセス数278,716件（市管理3サイ
ト合計）

子育て家庭に対して、迅速
かつ多様な情報を提供する
ことができた。子育てに必要
な情報を提供することで、子
育てに関する不安感の軽
減、子育てに関する知識の
醸成に繋がった。

最新の子育て支援情報を把
握し、常時サイトを更新しな
がら、より閲覧しやすく、子育
て家庭が知りたい情報を提
供していく必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

―

事業
内容

つくば市子育て支援情報システムは子育てにかかわる総合的な情報提供の専門サイトとして認
知度の向上に努めると共に，情報交流の場としての充実を検討します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.48

担当課 こども政策課 - -

基本施策 情報提供事業

事業名 つくば市子育て支援情報システム
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 相談事業・情報提供の充実

　学校生活サポーターは、各中学
校及び義務教育学校へ２名配置
し、450時間を目安に中学生の学
習や学校生活におけるサポートを
行った。また、毎月の勤務状況報
告書により、活動状況の把握に努
めるとともに、年3回の研修会（講義
及びワークショップ等）を実施した。

　中学生の学習や学校生活
の悩み等を聞き、教員と協力
しながら支援を行うことによ
り、学校生活における学習上
の悩みや友人関係の悩みな
ど、さまざまな悩みに対応す
ることで問題行動の未然防
止に役立つことができた。

学校生活サポーターの職務
に関する研修を深め、十分
な活動ができるように支援を
していく必要がある。また、中
学校との連携を強化し、中学
生のより良い学校生活のた
めに、更なる支援が必要であ
る。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

小学生の不登校，登校しぶり，いじめなどの未然防止，早期発見及び解決を図るため，市内４
小学校にスクールカウンセラーを２名配置し，児童の学校生活を支援します。また，全市立中学
校15校にスクールサポーターを２名ずつ配置し，生徒の学習上の悩みや友人関係など学校生
活上の悩み，不安などの相談に対応し，学校生活の充実を支援します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

常勤職員を各校に最低１名配置してほしい。現状では予約が取りづらい。

Ｐ.48

担当課 教育相談センター - -

基本施策 相談事業

事業名 スクールカウンセラー・スクールサポーターの配置
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 相談事業・情報提供の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 29

1

3

2

平成29年度配布分について、配布
先及び配布部数の再検討を行い、
地域交流センター及び転入者へ
の配布を行った。

子育て家庭に対して、多様
な情報を提供することができ
た。子育てに必要な情報を
提供することで、子育てに関
する不安感の軽減、子育て
に関する知識の醸成に繋
がった。

子育て家庭が知りたい情報
を把握し、より手にとって読
みやすい内容に改善してい
く必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

市内の子育てに関する情報が総合的に提供されるように編集しており，定期的に内容の充実を
図り，継続して発行します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

ホームページからのダウンロードによる配布もおこなうべき。

Ｐ.48

担当課 こども政策課 - -

基本施策 情報提供事業

事業名 つくば子育てべんり帳
計画記載
ページ

事業№

基本目標 子ども・子育て支援の総合的な推進

施策の方向性 相談事業・情報提供の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 30

2

1

1

・乳児健診受診者数　（個別）
　前期（3～7か月未満） 　1,767人
　後期（9～11か月未満）　1,584人
・1歳6か月健診受診者数　（集団）
　　　2,311人（受診率　95.9％）
・2歳歯科検診受診者数　（個別）
　　　1,126人（受診率　45.7％）
・3歳健診受診者数　（集団）
　　　2,396人（受診率　96.2％）
【未受診者対策】
・乳幼児健診（前期・後期）
　未受診者：96人
　訪問数：　 16人居所確認
・１歳６か月健診未受診者
　受診勧奨通知発送数：127人
　訪問数：　２人
・３歳健診未受診者
　受診勧奨通知発送数：　197人
　訪問数：110　人

・発育、発達の遅れがみられ
る児に対し適切にフォローし
ていく必要があるため、３歳
健診に試験的に、臨床心理
士をスタッフに加え、健診を
実施し、障害福祉課と次年
度に向けた内容の検討を
行った。

・未受診者対策として、家庭
訪問を行い状況把握に努め
た。また他課（医療年金課・
幼児保育課）の協力も得な
がら体制整備に努めた。

・1歳6か月・3歳健診の未受
診者対策を子育て相談室や
地域の児童委員とも連携し
ながら対応していく必要があ
る。

・発育、発達の遅れがみられ
る児に対し適切にフォローし
ていく必要があるため、Ｈ３０
年度は３歳健診に、臨床心
理士をスタッフに加え、健診
の充実を図る必要がある。

・5歳健診に関して、他市町
村の実施状況を把握し、関
係部署と情報共有をする必
要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

今年からの健診時の臨床心理士同席の試みは大変よいと思う。障害福祉課とも連携して保護
者がより相談しやすい、ハードルが下がる対応をしていただきたい。

事業
内容

乳児健診，１歳６か月健診，２歳児歯科検診，３歳健診を実施し，疾病や障害の早期発見・早期
対応に努めると共に，受診後のフォローや未受診者対策の強化を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.52

担当課 健康増進課 - -

基本施策 乳幼児の健康管理のための支援

事業名 乳幼児の健康診査
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 31

2

1

1

【実績】
[延べ接種人数]　H30.2月末現在
　・ヒブ 8,349人
　・小児肺炎球菌 8,372人
　・四種混合 8,418人
  ・ポリオ 105人・ＢＣＧ 2,059人
　・麻しん風しん4,258人
　・水痘 4,196人
　・日本脳炎7,759人（特例）1,575
人
　・二種混合 1,822人
　・子宮頸がん 22人
　・Ｂ型肝炎 7,031人（任意）650人
　・インフルエンザ（任意）29,266人

・4歳未満で定期接種の該当にな
らなかった児を対象に、B型肝炎の
任意接種をH29年10月1日から1年
限定で開始した。対象者には、個
人通知を送付した。

・小児インフルエンザ予防接種（任
意）：ライフプランすこやか、広報、
HP・各医療機関でのポスター掲示
等で市民に周知を行った。

・母子健康手帳発行時に予防接種
について年間予定表を使って情報
提供を行っている。

・対象者に対象月齢に個人
通知を行い、望ましい時期で
の接種機会を与えることがで
きた。

・おたふくかぜや小児インフ
ルエンザ予防接種に関する
助成について検討する必要
がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

乳幼児や小中学生・高校生等の感染症予防のための予防接種を実施し，接種もれのないよう
に周知に努めます。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

医学的には抗体価を正しく知ることが必要。特に麻疹など、生年によって接種状況が異なる疾
患、また今後助成を検討するおたふく風邪のような不顕性感染も多くみられる疾患について
は、抗体検査の助成を行うのはどうか。つくば市としても状況が適切に把握できると思う。

Ｐ.52

担当課 健康増進課 - -

基本施策 乳幼児の健康管理のための支援

事業名 予防接種
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり

24



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 32

2

1

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 33

2

1

1

･すこやか健康相談
定期相談37回
延べ1,794人（随時相談含む）
相談者の65％は乳児で離乳食や
授乳に関する相談が多い。

･各月齢、年齢に見合った発
育・発達、子育て・栄養につ
いての相談を定期相談及び
随時相談にて対応し、保護
者の育児不安の軽減を図る
ことができた。

・谷田部、大穂保健センター
で相談者が増加しており、地
域のニーズを把握しながら、
相談会場の検討等、相談体
制について検討していく必
要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

保健センターにおいて，保健師や栄養士による乳幼児の発育・発達や子育て，栄養について
の相談を定期的に開催し，子育てを支援します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

―

Ｐ.52

担当課 健康増進課 - -

基本施策 乳幼児の健康管理のための支援

事業名 乳幼児の発育・栄養相談
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり

・あかちゃんランド(離乳食教室)36
回（桜・谷田部保健センター）
参加者数604人

・出前健康講座　34回　784人

・あかちゃんランドでは、離乳
食や発達に伴う事故予防を
学ぶだけでなく、同月齢児を
持つ保護者同士が交流でき
る場となった。
・出前健康講座については、
大幅に受講者が増加し、適
切な情報提供及び知識の伝
達が達成できた。

・あかちゃんランドについて
は、地域のニーズを考慮し、
市民が参加しやすい会場を
検討していく必要がある。
・出前健康講座の内容充実
を図るため、スタッフの体制
を整えていく必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

―

事業
内容

子育てに関しての適切な情報提供を目的として，子育て中の保護者等を対象にした各種の講
座・教室を開催し，子育て支援を行います。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.52

担当課 健康増進課 - -

基本施策 乳幼児の健康管理のための支援

事業名 子育てにかかわる各種講座・教室の開催
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり

25



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 34

2

1

2

・母子健康手帳交付数　2,493人
妊娠届出数　2,319人
・妊婦健診費用助成事業（1人に対
し最大14回）延べ件数　22,125件
（H30年2月分まで）
・平成２９年度より、妊娠届出を提
出した妊婦に対し、保健師による
面接を実施した。

・妊娠届出時に保健師が面
接することで、妊婦の状況、
家庭環境等も把握し、妊婦
の相談に対応することができ
た。支援を必要とする妊婦を
把握し、継続支援につなげ
ることができた。

・H30年度からは、産婦健康
診査補助、産後ケア事業が
開始されるため、妊産婦への
周知を図るとともに、母子保
健コーディネーターを配置
し、より切れ目のない支援に
つなげていく必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

母子健康包括支援センターの設置、母子保健コーディネーターの配置による、切れ目のないき
め細かな事業の展開に期待する。

事業
内容

妊娠期の健康管理と安全で快適な出産のために母子健康手帳を交付時に，パンフレットを用
いて相談・指導を行い，妊婦健診の費用助成・受診の啓発を行います。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.52

担当課 健康増進課 - -

基本施策 妊婦の健康管理のための支援

事業名 母子健康手帳の交付・妊婦健診の実施
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 35

2

1

2

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 36

2

1

2

マタニティサロン参加数（延）
妊婦編　12回　139人
育児編　21回　656人
講演会　4回　133人

・妊婦やその夫等が育児に
関する正しい知識や技術を
身に着けることができた。沐
浴や妊婦体験、先輩母親と
の交流等を通して、育児へ
の不安を軽減できた。

多様化する対象者の要望等
に対応するため、アンケート
等により意見、要望を把握
し、必要に応じて内容を検討
し変更していく必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

―

事業
内容

妊娠・出産・育児に関する正しい知識の普及と親としての意識の醸成を図ることを目的に，マタ
ニティサロンを実施します。親同士の交流・仲間作りの場としても位置付け，充実を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.52

担当課 健康増進課 - -

基本施策 妊婦の健康管理のための支援

事業名 妊婦のための各種講座の開催
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり

特定妊婦（若年者、43歳以上の初
妊婦、シングルマザー、精神疾患
等）に対し電話や訪問による支援
56件（延）

妊娠届出時に保健師が面接
することで支援を必要とする
特定妊婦等を把握した。そ
の結果、早期からかかわるこ
とで、妊婦の不安の軽減や
社会資源等の利用につなげ
る等支援を実施した。

・医療機関から連絡ケースが
増加している。市が把握した
情報とあわせ関係機関と連
携しながら、対象者に応じた
支援を実施していく必要があ
る。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

母子健康手帳交付時や健診事業等で把握されたハイリスク者に対して保健師の家庭訪問によ
り相談・助言等の支援を行います。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

実際どのようなケースがあり、支援が行われたかを医療機関にフィードバックし、医療機関への
周知の徹底を図るとよいのではないかと思う。

Ｐ.52

担当課 健康増進課 - -

基本施策 妊婦の健康管理のための支援

事業名 保健師によるハイリスク妊婦への支援事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり

27



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 37

2

1

3

マタニティサロン 126人、あかちゃ
んランド574人、１歳6か月健診(集
団667人/個別188人）、３歳健診
106人、すこやか健康相談548人、
母子出前健康講座107人

乳幼児の食生活に関する正
しい知識を普及することがで
きた。個別相談では、母親の
不安を解消でき、食事状況
に問題を抱えているケースに
対し、対応することができた。

多様化する参加者のニーズ
に対応するため、対象者の
意見・要望を聞きながら内容
を検討していく。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

マタニティサロンや健診事業，地域子育て支援拠点事業を通して，栄養や職に関する相談，正
しい知識や情報提供のために，食育に関する各種の講座・教室を開催します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

―

Ｐ.53

担当課 健康増進課 - -

基本施策 食育の推進

事業名 各種子育て支援事業を通した食育の推進
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 38

2

1

3

<幼児保育課>
保護者に幼児期の食の大切さに
ついて、給食便りや保護者会等で
お知らせした。
＜学務課＞
野菜の苗植えから収穫まで携わら
せ、園児が食の大切さを学ぶこと
ができた。（苗はきゅうり、トマト、か
ぼちゃ、ゴーヤ等）

<幼児保育課>
野菜の種まきから収穫までを
体験し、給食に使用するなど
して、食の大切さを学ぶこと
ができた。
＜学務課＞
野菜の苗植えから収穫まで
の体験や、給食等を通して
園児が興味・関心を持つこと
ができた。また、各家庭に食
に対する情報提供を行い、
保護者と共通理解を図ること
ができた。

<幼児保育課>
保育所で行っている食育に
関する取り組みを家庭でも参
考にしていただけるように、
保護者への啓発が必要であ
る。
＜学務課＞
今後もさらに各家庭に食の
情報提供を行い、食育事業
を実施していきたい。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・37番事業と類似し、無駄な為、いずれかに統合することを求める。
・幼稚園に関しては私立幼稚園についての実態調査を行うこと。
・学校に関しては、子供達のあまり好きではない「ゴーヤ」を植えても、「食の大切さ」を体験させ
ることにはつながらないと思う。何を植えるか、それをどう料理するかまでを生徒に考えさせ、体
験させることが本当の意味での総合学習であり、単に「食育」ではない。理科や社会の時間でも
あり、算数にもなる。もちろん家庭科も含む。

事業
内容

教育・保育施設等において，幼児の野菜栽培・収穫等の体験活動を実施して食に対しての関
心を高めると共に，家庭への食についての情報提供を行います。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.53

担当課 幼児保育課 学務課 -

基本施策 食育の推進

事業名 幼児の食育体験活動の推進
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 39

2

1

3

献立表や給食便りによる情報提供
や、食材・栄養に関する放送資料
の作成、生産者との交流給食を実
施した。
生産者との交流給食実施回数
（H29）…12回（健康教育課主催の
授業）

生産者の思いを直接聞くこと
で、「野菜を残さない」などと
感想を述べる児童生徒が多
くみられ、地産地消を通じて
の食育の充実を図ることがで
きた。また、献立表や給食だ
よりによる情報提供により、児
童生徒だけでなく、保護者へ
の食育も行うことができた。

全小・中学校に栄養教諭が
配置されていない事もあり、
学校によって食育授業の実
施回数等に差がある。

B

今後の方針

ⅰ

事業
内容

学校給食を通して子どもの正しい食についての理解を深めると共に，保護者への食育につい
ての情報提供を行うなど家庭と連携して食育を推進します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

―

Ｐ.53

担当課 健康教育課 - -

基本施策 食育の推進

事業名 小中学校児童の食育の推進
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 40

2

1

4

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 41

2

1

4

バースセンターでの分娩件数
（H29年１月～12月）：119人

・バースセンターについて周
知を図り、前年並みの分娩
件数を維持することができ
た。

・引き続き、バースセンター
の利用者数増加に向けて広
報をしていく。
・H30年度から産婦人科開設
費用の一部補助を行い、更
に出産環境の充実を図る必
要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

筑波大学との連携でつくば市バースセンターを開設しており，安心して快適な出産ができるよう
に，今後とも出産環境の整備を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

バースセンターでの出産件数が少ないように思う。あらゆるリスクを排除できた妊婦のみに認め
られると聞いているが、もう少し広められないかと思う。

Ｐ.53

担当課 健康増進課 - -

基本施策 出産・小児医療の充実

事業名 つくば市バースセンター事業の整備
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり

・休日緊急診療小児科実施1,304
人　病院輪番制当番小児科実施
3,938人、合計5,242人の診療がで
きた。
・あかちゃん訪問や健診時にパン
フレットを配布し、受診目安の参考
となるよう周知に努めた。また、ライ
フプランすこやか等で、県内の小
児救急電話や救急医療について
のお知らせを掲載し周知に努め
た。

休日緊急診療において小児
科や病院群輪番制当番病院
による小児科の診療が実施
できた。

休日当番医の新たな協力医
療機関の確保のために、新
規開業医療機関の情報を得
る目的からも医師会との情報
共有は必須である。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

―

事業
内容

夜間・休日などの小児救急医療体制の充実を図ると共に，事業の周知と適切な利用方法の普
及を行います。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.53

担当課 健康増進課 - -

基本施策 出産・小児医療の充実

事業名 小児救急医療体制の充実
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 次世代の健康づくり
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 42

2

2

1

●つくばちびっ子博士
　延べ見学者数：106,295人
●つくば科学出前レクチャー事業
　23回の実施：1,287人参加
●科学フェスティバル事業
　来場者数：12,127人

●つくばちびっ子博士
　夏休みの期間に大学や研
究機関の協力のもと、39の見
学施設を指定でき、児童生
徒へ各分野の科学や先端技
術に触れる機会を提供でき
関心を高めることができた。
また、他市町村からの来場
者にはつくば市が「科学都
市」である印象を与えること
ができた。
●つくば科学出前レクチャー
事業
　市内児童生徒が研究機関
の研究員等から最先端の科
学技術や環境問題等に関す
る講義を受講し、科学に対
する関心を更に高める効果
があった。
●科学フェスティバル事業
　各学園児童生徒・高校や
大学・研究機関が出展した
ブースは、簡単な実験を体
験でき子供はもちろん来場し
た大人も興味を示す事業と
なった。更に、参加団体との
交流も図ることができた。ま
た、研究機関と年間を通して
交流をしてきた中学校科学
部２校が交流成果を発表す
る場ともなり、生徒の満足度
を高める効果があった。

●つくばちびっ子博士
　来場者・見学者数が増加し
ている一方で、パスポートの
提出数が増えていない。
●つくば科学出前レクチャー
事業
　15の研究機関登録がある
が、受講申込の実績がない
機関がある。
　活用する学校に偏りがあ
る。
●科学フェスティバル事業
　会場である「つくばカピオ」
の許容量に限界があり、事業
拡大や安全面での工夫改善
が必要である。一部マンネリ
化が見受けられ、来場者数
の伸び悩みがみられる。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

昨年指摘されている科学フェスティバルのマンネリ化について今年も改善が見られない。児童
生徒が自ら考える要素が少なく、中学生科学部の一部の生徒以外は単発参加にとどまってい
る。完全にイベント化しており、このような交流イベントの多さがつくば市の教職員の多忙化に拍
車をかけていると思われるので、再考を要する。

事業
内容

国際科学技術最先端都市としての特色を生かして，大学や研究機関と連携して青少年を対象
に，楽しみながら科学技術を体験し，科学に対する興味関心を喚起します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.55

担当課 教育指導課 - -

基本施策 体験活動の機会の充実

事業名 科学教育推進事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 43

2

2

1

つくば市の地域資源である科学や
自然を生かした体験活動を実施。
・全４コース開催
・参加者数：142人
・六斗わくわく農園でつくばの新鮮
野菜を収穫したピザ作り、筑波山
登山
・小田城歴史ひろばにて戦国時代
の小田城を体感した歴史学習

・小学4～6年生コース及び
親子コースを対象に取り組
み、科学への興味や関心を
向上させることができた。ま
た、筑波山登山では、ボラン
ティアを活用し市民参画促
進も図ることができた。
・小田城歴史ひろばを見学し
歴史について知った。

申込数（344人）が多く、抽選
となってしまったので、参加
数の枠を広げるなどの内容
を検討する。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

自然豊かなつくば市の特性を生かした体験活動を実施します。市民や研究機関と連携して，自
然や環境への理解とこころの成長を支援します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

―

Ｐ.55

担当課 生涯学習推進課 - -

基本施策 体験活動の機会の充実

事業名 自然体験活動の推進
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 44

2

2

1

　平成29年度においては、市内全
ての小学校（小学校36校、義務教
育学校１校の合計37校）において
国際理解集会を実施。年度末に、
国際理解教育推進事業活動報告
書を教育局ライブラリーに掲載し
た。

　各小学校・義務教育学校
において、特に文化理解と
いう視点で多くの国の文化に
触れる機会をもった。JICAや
県事業ワールドキャラバン等
から講師を招くことでグロー
バルな視点を身に付けるた
めの一助となった。

　集会や活動がマンネリ化し
ている傾向がある。国際理解
活動を系統的に展開できる
よう計画的に進める必要があ
る。AETやJICA、ワールド
キャラバン等多様な人材の
積極的な活用を促したい。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

集会ではなく、外国籍の児童生徒の保護者、知人などに直接暮らしのことを聞いたり、通年カリ
キュラムでないと児童生徒には響かない。

事業
内容

小中学生に対して多種多様な外国文化にふれる機会をつくるため，国際理解集会を開催し，
多文化・異文化を理解する意識を醸成します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.55

担当課 教育指導課 - -

基本施策 体験活動の機会の充実

事業名 多文化理解を深める体験活動
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 45

2

2

2

　平成29年度においても市内全て
の小学校、義務教育学校前期課
程に学校図書館司書教諭補助員
を配置、市内全中学校及び義務
教育学校後期課程に学校図書館
司書協力員を配置し、学校図書館
司書教諭と連携した学校図書館整
備や活用を行った。

　小学校においては、補助
員が図書室の整理、整頓や
新書の選定の相談のみなら
ず、環境整備や授業使用に
必要な図書の準備など、学
習センターとしての図書室の
機能向上に寄与した。中学
校では、協力員と司書教諭と
の連携により、新書の選定を
行うなど情報活用支援に寄
与した。

学校図書館司書補助員の研
修では中央図書館と連携
し、年1回系統的な活動を
行っている。この研修を生か
した各校での司書教諭と司
書教諭補助員、協力員が連
携し読書活動がさらに活性
化するよう働きかけをしていく
必要がある。

B

今後の方針

ⅰ

事業
内容

児童生徒の読書環境を整備し，読書活動を推進します。特に，小学校では学校図書館司書教
諭補助員，中学校図書館には協力員を配置して学校図書館の活性化を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

中学校に司書教諭補助員を配置し、また小学校への配置も全校全日を実現してほしい。各校
の司書教諭は他業務で忙殺されて図書館での指導を行える状況にない。この事業において
は、隣接の土浦、牛久両市に大きく遅れをとっていることを自覚し、進めるべきであると考える。

Ｐ.55

担当課 教育指導課 - -

基本施策 子どもの文化・スポーツ活動の振興

事業名 子どもの読書活動推進
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 46

2

2

2

・おはなし会
　延べ81回開催　1,583名参加
・学校訪問ブックトーク事業
　33小学校（うち１義務教育学校）、
８中学校で実施

　様々な行事を通じて本と出
会う機会を提供し、本への興
味を促すことができた。

　図書館の通常業務を行い
ながらの事業であるため、職
員の配置や時間の確保など
が課題となっている。

B

今後の方針

ⅲ

会議の意
見

活動実績については、学校差が大きいように思う。それは学校側にも情報が届いていないので
はないかと思う。若い司書を養成し、さらに活動を広げていってほしい。

事業
内容

子どもが本と出会い，読書に親しむために，教育・保育施設等や図書館で保護者や乳幼児に
対して，絵本や紙芝居の読み聞かせを体験する機会を提供します。また，中央図書館では，つ
くば市の小学校と中学校を訪問し，図書館職員がブックトークを行い，児童生徒の読書活動を
推進します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.55

担当課 中央図書館 - -

基本施策 子どもの文化・スポーツ活動の振興

事業名 子どものための読み聞かせ事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 47

2

2

2

・ストリートダンス教室（小学生対
象）：全４回（延べ75人参加）
・スポーツ鬼ごっこ体験会（小学生
対象）：１回（22人参加）
・子どものラート教室（小学生対象
身長制限あり）：１回（12人参加）
・バレーボール教室（小学４年生～
中学生対象）：１回（小学生16人参
加）
・子どものスキー教室2泊3日（小学
６年生対象）：120人参加
・補助金を交付し、つくば市体育協
会の活動を支援した。
・体育協会スポーツ少年団数：97
団体

・スポーツ教室開催や団体
が行うスポーツ活動を支援す
ることにより、子どもたちにス
ポーツを楽しみ、親しむ機会
を提供できた。

・スポーツ教室については、
参加者の感想などを参考に
した教室や2019年の茨城国
体に向けてつくば市で開催
される種目の教室などを開
催し、引き続き、子どもたち
にスポーツをする機会を提
供する。
・スポーツ少年団の活動につ
いては、引き続き、つくば市
体育協会と連携協力するとと
もに、補助金を交付し活動を
支援する。
・市外のプールにおける子ど
もに対する割引制度の有無
等について情報収集を行っ
ていく。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

市民を対象にした各種のスポーツ教室のうち，幼児・児童生徒などを対象にしたスポーツ教室
（幼児・学童水泳教室，チビッコスキー教室等）を開催します。また，スポーツ少年団活動の振
興を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

―

Ｐ.56

担当課 スポーツ振興課 - -

基本施策 子どもの文化・スポーツ活動の振興

事業名 スポーツ活動の充実
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 48

2

2

3

30年度より「秀峰筑波児童クラブ」
施設2階に児童の放課後活動拠点
として活用できる「放課後交流ひろ
ば」の施設整備ができた。（交流室
92.43㎡・図書室41.12㎡）これによ
り、放課後の子どもの居場所づくり
としての事業実施が可能になる。

旧筑波地区小学校７校が統
合され、登下校に多くスクー
ルバスが利用されることで、
放課後に児童が交流する活
動拠点を設けることに課題が
あった。筑波児童クラブ施設
（2階）に「放課後交流ひろ
ば」を整備し、児童の交流が
可能になる施設整備ができ、
今後は放課後子供教室の実
施にも活用できる。

放課後子ども総合プランに
係る行動計画は、31年度に
策定予定の「第2期つくば市
子ども・子育て支援プラン」で
新たに盛り込む予定である。
また、放課後交流ひろばの
利用充実を図るためには、ス
タッフ確保は今後も課題であ
る。

C

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・すべての子どもの放課後の居場所作りの施策として文部科学省が推進している事業の性質か
ら考察して現在のつくば市の同事業のあり方は全面的に再考すべきと考える。
現在のイベント形式は、時間など制約が多く子どもには「放課後」ではなく「６時間目の特別授
業」であり、回数が少ないことで保護者、学校の認知度が低く、一方市職員とコーディネーター、
講師陣の負担が多い。
すべての学校が同じ条件ではないのだから、同じような事業を同じ回数実施することが「公平」
ではなく、家庭の条件などを勘案せずとも、子どもが望む場所に居られることがこの事業の根幹
であることを念頭に改善に取り組んでいただきたい。
・前年度と同様の付帯意見だが、基本的な考えを確立し行動計画策定において進捗が見られ
ない。
・行動計画の策定と制度設計を進めてほしい。
・全体に、進行の遅れが見て取れる。次期「子ども・子育て支援プラン」に盛りこむ予定の「放課
後子ども総合プランに係る行動計画」を見据えて、現状の把握、課題の洗い出し、ノウ・ハウの
蓄積等を行っておくことが必要であると思われる。

事業
内容

放課後子ども総合プランに基づき，放課後児童クラブ事業と連携して放課後子ども教室事業を
推進し，放課後等の時間に児童が安心・安全に過ごすことができる活動拠点として，小学校等
の余裕教室等を活用した居場所づくりを図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.56

担当課 こども育成課 - -

基本施策 放課後の居場所づくり

事業名
放課後子ども教室推進事業
（放課後子ども総合プラン）

計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 49

2

2

3

[目標値] 63クラブ
[実績値] 68クラブ
クラブ員3,090人（前年比247人増）
（公設公営20クラブ、指定管理者2
クラブ、公設民営16クラブ、民設民
営30クラブ）

前年比６クラブ増加、247名
のクラブ員の増加となった。
また、30年度開校の３小学校
区については、出来るだけ
多くのクラブ員の受け入れが
できるように、クラブ室のみな
らず教育局と協議し学校施
設の借用を受けて定員枠の
拡大を図った。

つくばエクスプレス沿線の人
口急増地区については、想
定を上回るクラブ利用希望
者がおり、待機児童解消の
重点地区として公営児童クラ
ブ室の拡充や、民間誘致が
急務である。

B

今後の方針

ⅲ

事業
内容

就労等により保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に，児童館・学校の余裕教室等で指導
員を配置して，適切な遊びや生活の場を提供します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・公設公営が増えていることを評価する。本来親の働き方改革が先かと思うが、「放課後の保育
に欠ける児童」は大人が作り出したのであり、希望者全入が理想。また事業４８との連携を深め
ることも必要。
・待機児童問題に関して、適正に対応をしていると判断する。特にＴＸ沿線沿いの人口問題増
加は、今後公的施設の不足の問題を露呈するも、適正予算の中で対処していると判断する。

Ｐ.56

担当課 こども育成課 - -

基本施策 放課後の居場所づくり

事業名
放課後児童健全育成事業
※1-2-1(№7）再掲

計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 50

2

2

3

・対象者：市内在住在学の中学
生、高校生
・活動場：地域交流センター（筑
波、大穂、豊里、竹園、松代、吾
妻、茎崎）７館
参加者数：4,070人

・竹園交流センターで、居場
所事業として、竹園高等学
校吹奏学部・合唱部が出演
し、地域ふれあいコンサート
を開催し参加者が満足した
内容で取り組めた。（258人）

長期休業日などに青少年の
意向に沿ったプログラムを提
供していくために、計画を見
直す。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・夕方、土日などにはセンター地区のフードコートに中学生がかなりたくさんいて、そこが彼らの居場所
のようである。そうした当事者の声をまず聞き、どういう場所にいつ行けたらよいかを研究すべき。
　「青少年の居場所づくり」については、地域交流センターの事業として行うのが適切であるのかどうかも
含めて、抜本的に検討し直すことが必要であると思われる。次期「子ども・子育て支援プラン」における位
置づけも視野に、対象となる青少年、支援者、市民の意見を聴取するなどして、調査・研究を進めておく
ことが求められている。

事業
内容

地域交流センター等を拠点として，中高生等が放課後の居場所として主体的に学習や文化・ス
ポーツ活動等ができる場を提供します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.56

担当課 生涯学習推進課 - -

基本施策 放課後の居場所づくり

事業名 青少年の居場所づくり
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 健やかな育ちのための学習の機会の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 51

2

3

1

すべての保護者を対象に就学時
健康診断・入学説明会を利用し、
家庭教育セミナーを開催し、家庭
教育の重要性を伝え、家庭教育学
級への参加を促した。
家庭教育学級（77学級、学級生数
12,256人）を開設。また、学級の枠
を超えた学習の機会として講演会
（全３回、参加者数670人）を開催し
た。
16人の社会教育指導員により、家
庭教育学級の運営に際し助言・指
導を行った。

参加者が自ら学級運営に参
加し、活動を通じて仲間づく
りをすることが出来た。また、
講演会・学習会を通じて家
庭における教育の重要性を
再確認することができた。

家庭教育学級の運営に際
し、助言・指導を行なってい
るが、講座が趣味や交流に
偏りがちである。また、平日
の開催が多いため、働いて
いる保護者が参加できない
状況がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

子どもの健全育成を目指して家庭における教育力の向上を図るため，乳幼児家庭教育学級，
小中学校家庭教育学級を開催します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・中学校における家庭教育学級は保護者の参加者数が小学校に比べ激減するため、７年生保
護者だけではなく、（内容的には、8,9年生の親こそ受けてほしい内容のものもあるため）8,9年
生保護者も参加可としてはどうか。
・全地域の保護者対象の「家庭教育セミナー」は一定の参加者があり、継続すべきと考える。た
だし、開催日を土日を加えるなどの工夫がほしい。
一方、保護者同士のつながりを作るのであれば、もっと別の形で考えることもできるのではない
か。
・各学校において組織されている家庭教育学級への参加者が限られている（特に中学校）。現
「家庭教育学級」が、家庭の教育力の向上のための方策として、実質、どのように機能している
のか、家庭の教育力向上の方策としての是非や可否も含めて、改めて見直すことが求められて
いるように思われる。
・乳幼児家庭教育学級については、つくば市独自の展開を遂げてきたことを踏まえて、今後の
あり方を検討することが重要。
・家庭教育学級の運営には、社会教育指導員の役割が大きいと思う。
・参加者が減少傾向にある中で、学校単位ではなく、広域で講演会等を実施する形と、保護者
同士の情報交換やネットワーク作りを重視して地域の学校を核にして実施する形がある。

Ｐ.57

担当課 生涯学習推進課 - -

基本施策 家庭の教育力の向上

事業名 家庭の教育力の向上
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 家庭や地域連携による教育・子育て支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 52

2

3

2

<社会福祉課>
ボランティアコーディネーターを配
置し，ボランティア相談や登録並び
に需給調整を行い，また，ボラン
ティア活動の拠点としてボランティ
アセンターを開所し，ボランティア
相談受付や各種養成講座を実施
した。

<教育総務課>
ボランティア活動保険加入者数
1,334人

<社会福祉課>
ボランティアセンターの開所
により，ボランティア活動の支
援を行うことができた。平成
29年度ボランティア登録団体
数：183，登録人数：7,020人

<教育総務課>
多くの方がボランティア活動
に参加し、教育環境の充実
が図られた。
ボランティアとして、図書の整
理、本の読み聞かせ（小学
校）、登下校のサポート、校
外学習時の引率、学校等の
環境整備、英会話指導、クラ
ブ活動補助、学習支援等。

<社会福祉課>
ボランティアセンターの開所
により，ボランティア活動の支
援を行うことができた。平成
29年度ボランティア登録団体
数：183，登録人数：7,020人

<教育総務課>
ボランティア活動がさらに広
がるよう、保険加入時に学校
への詳しい説明を行う。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

ボランティアの世代交代がうまくいっていないとの見方がある。子育て・子育て支援を支える
サークル・団体、人々のネットワークの構築・充実が求められる。

事業
内容

ボランティアセンター登録団体をはじめ，子育て，障害児，青少年関係ボランティア団体の活動の情報
提供，交流事業を支援します。また，学校支援ボランティアや図書館ボランティア，放課後子ども教室ボ
ランティアなど，様々な機会，場所においてボランティアの力を活用していきます。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.58

担当課 社会福祉課 生涯学習推進課 教育総務課

基本施策 地域の連携による子育て支援

事業名 ボランティア活動の推進
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 家庭や地域連携による教育・子育て支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 53

2

3

2

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 54

2

3

2

子育て総合支援センターにおい
て、子育てサークル等の情報提供
を行った。
子育て支援団体のネットワークであ
る「かるがも・ねっと」が作成した子
育てカレンダーの配布協力の他、
支援センターを中心に子育て支援
団体との地域子育て支援会議を実
施した。

子育てサークル等の活動内
容を子育て家庭に情報提供
するとともに、活動を支援す
ることによって、市民による子
育て支援を推進することがで
きた。

子育て総合支援センターが
連携交流の拠点となるよう、
事業内容の強化を図ってい
く。

B

今後の方針

ⅰ

会議の意
見

　子育て総合支援センターが、地域の子育て支援ネットワークの拠点になり得ているかどうか、
現体制においてなり得るかどうか、センターの在り方の再検討が必要であると考えられる。

事業
内容

地域で活動をする子どもや子育て関係サークルの活動に関する情報の提供や，交流を支援し
ます。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.58

担当課 こども政策課 - -

基本施策 地域の連携による子育て支援

事業名 子どもや子育て支援サークルの支援
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 家庭や地域連携による教育・子育て支援

子育て支援員の制度の周知を図る
とともに、県の社会福祉協議会で
実施される研修事業について広報
を行った。また、中間年度見直しを
行った。

県単独での広報に比べ、効
果的に子育て支援員制度を
周知することができた。

子育て支援員制度の周知を
行うとともに、茨城県で実施
する研修の広報を行う。ま
た、関係機関等へニーズ調
査を実施し、市独自の研修
導入や支援員の活用方法等
について検討する。

B

今後の方針

ⅰ

事業
内容

育児経験豊かな主婦等を対象とした子育て支援分野に従事するために必要な研修を提供し，
子育て支援員として認定する制度の導入を検討します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・どのような場面でどのようにこうした人材を活用していくのか、というビジョンが先にあって、その
ための養成であるべき。まずニーズ調査から始め、次に必要な人材を育成する、という順序にな
ると思う。
・子育て支援員は、保育所において、大変大事なワンパワーだと思っている。

Ｐ.58

担当課 こども政策課 幼児保育課 こども育成課

基本施策 地域の連携による子育て支援

事業名 子育て支援員の活用
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 家庭や地域連携による教育・子育て支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 55

2

3

2

大穂地区子育て応援「くすのき会」
の活動を協働事業により支援する
とともに、他地域への拡大を検討し
た。
【内容】くすのきだよりの発行、くす
のきフォーラム、小中学生交流会、
小中学生絵画展

その他市民活動協働型事業として
「つくば子育てコミュニティワーク」
事業等を支援した。

くすのきフォーラムでは参加
者も年々増加し地域の方が
集まる場として定着し、地域
主体で子育てしやすいまち
づくりを推進できた。

「子育てコミュニティワーク」
では、テーマを決めてワーク
ショップを行い、子育て環境
の課題や現状を共有し、課
題解決に向けて地域の子育
て支援の強化が図られた。

他の地域へも同じような活動
が自然な形で普及していくこ
とが望ましいと考えるが、行
政の関わり、支援のあり方に
ついては、検討していく必要
がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

安心して出産，子育てしやすい環境を整備するために，地域主体で子育てしやすいまちづくり
を推進します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・目的効果をしっかり検証してほしい。子育てのコミュニティーがしっかりできていれば、待機児
童問題や各種保育園・幼稚園の職員の処遇改善にも大きく影響が出てくるはず。児童クラブの
指導員の確保が難しいことや、保育園・幼稚園の雇用確保等もあわせて検証を望む。
・「くすのき会」を一つのモデルとしながらも、それとは別の形での「コミュニティづくり」を模索する
ことが課題。市民から提案や活動を引き出すために、また、市民の提案や活動を具体化するた
めに、行政としてなすべきことを市民とともに考えることが大切であると思われる。

Ｐ.58

担当課 こども政策課 - -

基本施策 地域の連携による子育て支援

事業名 子育てしやすいコミュニティづくりの推進
計画記載
ページ

事業№

基本目標 すべての子どもの健やかな育成・教育環境の整備

施策の方向性 家庭や地域連携による教育・子育て支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 56

3

1

1

・乳児健診前期：1,767人（2月末）
・乳児健診後期：1,584人（2月末）

・1歳6か月健診：2,311人
　　ﾌｫﾛｰ者：精神面201人
　　　　　　　　身体面36人

・2歳歯科検診：1,126人（2月末）

・3歳健診：2,395人
　　　ﾌｫﾛｰ者：精神面239人
　　　　　　　　　身体面132人

・健診では、問診でのチェッ
ク、内科・歯科医師診察を
し、疾病の早期発見に努め
た。フォロー基準を設け適切
に保護者に指導することがで
きた。専門職による健診に
て、発達面で心配がある保
護者やフォローが必要な児
に対し、臨床心理士、言語
聴覚士による個別発達相談
や小規模集団での遊びの教
室の案内を実施することがで
きた。
・3歳健診のスタッフに臨床
心理士を加え、療育の必要
な児への早期介入を図れる
ように、障害福祉課と検討を
行った。

・関係機関とフォロー基準及
び情報共有について、さらに
検討していく。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・フォロー基準が適正であったかの検証をしてほしい。
・5歳児健診の早期導入をお願いしたい。
・事業No61の5歳児健診との連携を検討してほしい。

事業
内容

乳幼児の疾病や障害の早期発見及び健やかな成長を見守り，支援するために総合的な健康
診査を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.62

担当課 健康増進課 - -

基本施策 障害の早期発見・早期療育

事業名 乳幼児のための健康診査
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 57

3

1

1

〈健康増進課〉
のびのび子育て教室　48回実施
実49人　延484人
（参加後の状況）療育14人　保育
所等の集団生活10人など
発達相談　心理36回　言語12回
実142人　延209人
（相談後の状況）療育（民間含）44
人
医療機関20人　再相談37人など

（障害福祉課担当分）
発達障害相談支援事業において、
実人数699人、延べ人数1421人の
相談及び巡回、213件の検査を
行った。また、福祉支援センター３
か所でペアレント・トレーニングを実
施し、実16名、延べ87回の受講が
あった。

〈健康増進課〉
谷田部・大穂保健センター2
か所で相談、教室を実施し
児の発達を促し、必要に応じ
医療機関や療育（民間含）に
紹介することができた。障害
福祉課の発達相談担当と連
携を図り、早期に相談支援
に繋げることができた。

(障害福祉課）
正職員１名を10月に増員し、
より多くの発達の気になるこ
の早期発見や療育の紹介、
保護者支援ができた。また、
保健センターでの３歳児健
康診査に試行的に参加し、
今後の早期発見の質の向上
について検討した。

〈健康増進課〉
のびのび子育て教室では年
度途中より待機者が出てしま
うため、参加待機者への支
援方法や参加回数の検討が
必要である。
（障害福祉課）
平成30年度は３歳児健康診
査や保健センターでの発達
相談に参加するため、情報
共有のあり方について検討
が必要である。また、民間療
育機関（児童発達支援事業
所）についての情報収集や
利用希望者への提供の仕方
についても課題である。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

ことば・行動等全体的な発達の要観察児と保護者に対して，発達を促すための集団遊びや相
談を実施し，必要に応じて療育支援等につなげます。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・啓発活動について、他の事業と連帯を検討してほしい。
・親、子ども、学校への発達障がいの啓蒙活動を行ってほしい。

Ｐ.62

担当課 健康増進課 障害福祉課 -

基本施策 障害の早期発見・早期療育

事業名 乳幼児のための発達支援
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 58

3

1

2

障害児通所費
児童発達支援（支給決定件数：227
件）
放課後デイサービス（支給決定件
数：457件）
障害児相談支援（支給決定件数：
88件）

障害児通所支援の利用を希
望する障害児の申請に基づ
き、必要とする障害児通所支
援を支給決定することで、自
立に向けた社会参加の実現
を図ることができた。障害児
通所支援給付決定者684名
の計画相談支援計画書（セ
ルフプランを含む）を作成す
ることができた。

障害児の全ての方に対し、
計画相談支援（セルフプラ
ン）の必要性について理解を
求める必要がある。また、相
談支援専門員の質の向上に
努めることで、計画相談支援
の効果的な利用を促し、
個々の利用者に合ったサー
ビス利用とその適切な利用
の管理をする必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・啓発活動について、他の事業と連帯を検討してほしい。
・放課後児童デイの申し込みの方法に関して、わかりにくいという声が聞こえてきている。エント
リーの方法を他の自治体も参考にしながら、改善をしてほしい。
・放課後児童デイの職員に対する研修制度に関して、市独自に充実したものにしたほうがい
い。全国的に様々な問題が発出している今、制度の抜けているところを洗い出し、安全と質の向
上を検討するべき。
・支援件数の増加に見合う質の確保がなされているかどうか。支援の質に目を向ける段階に
至っているように思われる。

事業
内容

就学前の障害のある子どもが通所して日常的基本動作訓練等を受ける児童発達支援，保育所等にお
ける集団生活の適応のため専門的な支援を受ける保育所等訪問支援，就学期の障害のある子どもが
放課後等通所する放課後等デイサービス事業を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.62

担当課 障害福祉課 - -

基本施策 障害のある子どもの福祉サービス

事業名 障害児通所支援事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 59

3

1

2

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 60

3

1

2

介護対象者が18歳未満である受
給者231名のうち実利用者164名に
対し、述べ20,172時間分の助成金
14,308,815円を支給し、介護者の
負担を軽減した。
新たに2事業所と協定を締結し、
サービス提供事業所を全61事業所
に増やした。

在宅で介護する家族の一時
的休息等を図り、身体的、精
神的及び経済的負担の軽減
を図ることができた。

知的障害児に対応した事業
所の充実は年々図られてい
るが、身体障害児や重度心
身障害児に対応した事業所
が不足している。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・事業所不足の改善策はあるのか。又その改善の課題はあるのか。
・身体障害児と重度心身障害児のニーズが具体的にどれくらいあったか調査してほしい。

事業
内容

障害児を介護する家族の負担を軽減するために，日中において障害児を一時預かる事業の費
用を助成します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.62

担当課 障害福祉課 - -

基本施策 障害のある子どもの福祉サービス

事業名 障害児日中一時支援事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援

障害福祉サービス（※18歳未満）
短期入所(支給決定件数：89件)

短期入所サービスを提供す
ることで、保護者の介護負担
の軽減を図る。冠婚葬祭や
急病等で保護者が介護でき
なくなる状況に対応すること
ができた。

支給決定者が緊急時にすぐ
利用できるように障害児を受
け入れてくれる事業所が不
足している。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

在宅で障害児を介護する保護者が，病気などの理由で，介護することが一時的に困難になっ
た場合に，短期の施設入所サービスを提供します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・事業所不足の改善策はあるのか。又その改善の課題はあるのか。
・緊急時利用のニーズが具体的にどれくらいあったか調査してほしい。
・事業所不足解消の早期実現をしてほしい。

Ｐ.62

担当課 障害福祉課 - -

基本施策 障害のある子どもの福祉サービス

事業名 障害児短期入所事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 61

3

1

3

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 62

3

1

3

小学生208人の保護者に6,592,099
円中学生90人の保護者に
4,172,593円の奨励費補助金を支
給した。支給項目は、学用品・通学
用品・校外学習費・新入学学用品・
修学旅行費・給食費

保護者の経済的負担を軽減
し、児童生徒の就学を奨励し
た。

特になし

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

―

事業
内容

特別支援学級に在籍及び通級する児童・生徒の保護者に奨励費を支給し，保護者の経済的
負担の軽減を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.63

担当課 学務課 - -

基本施策 就学等の支援

事業名 特別支援教育就学奨励事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援

教育支援委員会　8回開催
審議件数　279件

新学齢児及び在学児の就学
及び進級に際し、障害がある
各児童の実情に応じた適切
な支援を実施した。

30年度から特別支援教育指
導員（29年度まで「就学相談
員」の名称）が3名から7名に
増員され、相談体制の充実
が図られている。今後も適正
かつ継続した就学指導を実
施していく。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

障害のある子どもに対して，就学相談員が就学に関する相談に応じ，円滑な就学が図れるよう
に支援します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

事業No56の5歳児健診との連携を検討してほしい。

Ｐ.63

担当課 特別支援教育推進室 - -

基本施策 就学等の支援

事業名 障害児就学指導
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 63

3

1

3

（特別支援教育推進室）
従前に引続き、当市公式ウェブサ
イトや公共職業安定所での求人情
報掲載を行うとともに、臨時職員希
望登録者に対して定期的に勤務
意向を確認するなど人員確保に努
めた。また、30年度当初の人員配
置に際しては、限られた人員を効
果的に配置できるよう、29年度下
半期に介助員配置に関する詳細
な要望を各園から聴取するととも
に、複数の園において保育状況の
現地調査を実施し、配置数の見直
しを行った。

（特別支援教育推進室）
30年度当初は、市内16公立
幼稚園に対し、計38名の介
助員を配置した。29年度に
引続き、各園1名以上の介助
員を配置し、入園を希望する
障害児全員について受入れ
を行うことができた。

（特別支援教育推進室）
本年度当初は、左記のとおり
各園の運営に支障が出ない
よう適正配置を図った。今後
も随時各園から要望を聴取
し、現地調査等を実施するな
どして必要配置数の調査を
行い、実態に即した配置に
努めていく。
人員確保の方法について
は、現在幼稚園教諭資格を
求めている募集要件の緩和
等の変更を引続き検討して
いく。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

特別な支援が必要な幼児の教育・保育施設での受入れ，障害児保育を実施するため，職員配
置等の体制整備を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・人材確保は、どこの職種でもむずかしいが、どのような抜本的な改善策が図られたのか。
・募集要項の緩和で募集が増えると期待する理由は何か。
・つくば市で保育士、幼稚園教諭が集まらない理由を調査し具体的な対策をとるべきでは。ま
た、都内とはまた違った問題やニーズがあるのではないか。
・支援を必要とする児の、支援の必要ない兄弟の受け入れ優先を検討してほしい。

Ｐ.63

担当課 特別支援教育推進室 幼児保育課 -

基本施策 就学等の支援

事業名 特別な支援を必要とする幼児の教育・保育施設での受入れ
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 64

3

1

4

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 65

3

1

4

手当月額：1級 51,500円、　２級
34,430円、　支給月：4・8・11月、
受給者数：387名、
・各種障害者手帳の交付時及び等
級変更時の案内を適宜実施
・所得状況届提出の案内（8月）
・有期更新の案内（7・11・3月）
・市報・HPへの記事掲載（4月）

20歳未満の在宅障害児の保
護者等へ手当を支給するこ
とで、経済的負担の一助とす
ることができた。

各種障害者手帳所有の有無
を問わず、問い合わせが増
加傾向にある。周知方法の
検討が必要である。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

20歳未満の障害のある児童を養育している保護者に，手当を支給することで，福祉の増進を図
ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

周知方法について、他の事業と連帯を検討してほしい。

Ｐ.63

担当課 障害福祉課 - -

基本施策 経済的支援

事業名 特別児童扶養手当
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援

手当月額：14,650円、　支給月：5・8・
11・2月、　支給総額：19,833,160円、
受給者数：125名
・各種障害者手帳の交付時及び等級
変更時の案内を適宜実施
・現況届提出の案内（8月）
・有期更新の案内（4・7・10・1月）
・市報・HPへの記事掲載（4月）
・認定審査

20歳未満の在宅重度障害児
に手当を支給することで、本
人及び保護者等への経済的
負担軽減の一助とすることが
できた。

根拠法である特別児童扶養
手当等の支給に関する法律
や事務手引のみでの認定審
査が困難なケースがある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

事務手引きが十分でないならば、つくば市内の解釈を文書化して一律の審査ができるようにす
べきと考えます。

事業
内容

20歳未満の在宅の重度障害児に対して，その重度障害のために生じる特別の負担の一助とし
て手当を支給します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.63

担当課 障害福祉課 - -

基本施策 経済的支援

事業名 障害児福祉手当
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 66

3

1

4

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 67

3

2

1

あかちゃん訪問実施数　2,258人
（実）
＊全員にエジンバラ質問票を実施
し、産後うつの早期発見を行った。

養育支援訪問　126人（延）
来所面接　15人（延）

・あかちゃん訪問の際、エジ
ンバラ質問票により産後のう
つ状況を早期に把握し、必
要に応じ支援を行った。
・対象者に対して、養育支援
訪問者や保健師が家庭訪問
等により継続的な支援を行っ
た。

・対象者に対して、適切なケ
アマネジメントを行い、社会
資源の導入等、切れ目のな
い支援を行っていく必要があ
る。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

育児不安の軽減のために，生後４か月までのすべての乳児家庭を保健師等の専門職が訪問
し，要支援者には継続して助言・指導等を行う養育支援事業を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・妊産婦健診と連携して要注意妊婦の抽出と経過観察の制度化を実現してほしい。

Ｐ.65

担当課 健康増進課 - -

基本施策 児童虐待の発生予防

事業名 あかちゃん訪問事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 児童虐待防止対策の充実

手当月額：1級 51,500円、　２級
34,430円、　支給月：4・8・11月、
受給者数：387名、
・各種障害者手帳の交付時及び等
級変更時の案内を適宜実施
・所得状況届提出の案内（8月）
・有期更新の案内（7・11・3月）
・市報・HPへの記事掲載（4月）

20歳未満の在宅障害児の保
護者等へ手当を支給するこ
とで、経済的負担の一助とす
ることができた。

各種障害者手帳所有の有無
を問わず、問い合わせが増
加傾向にある。周知方法の
検討が必要である。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

―

事業
内容

20歳未満の障害のある児童を在宅で養育している保護者に，手当を支給することで，福祉の増
進を図ります。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.63

担当課 障害福祉課 - -

基本施策 経済的支援

事業名 在宅障害児福祉手当
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 障害のある子どもへの支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 68

3

2

1

平成29年度においては、新規459
件、延べ2,955件の相談に対応（う
ち、虐待対応151件）するとともに、
児童福祉法改正に伴い、専門職
員配置を行った。

児童相談所を始めとした関
係機関と連携しながら対応
することによって、効果的な
援助を行うことができた。ま
た、組織体制の充実につい
て検討を行った。

相談件数の増加及び内容が
複雑化するなか、短期間で
効果的な対応をすることが難
しくなっているので、体制強
化及び研修の充実を図る必
要がある。

B

今後の方針

ⅰ

会議の意
見

・子どもを市政策の中心に置いているつくばとしては、全国標準よりも手厚い初動体制（相談対
応）とフォローアップを期待したい。相談室へのアクセスのしやすさ（SNS、メールなどの活用）子
どもがアクセスしやすい環境を検討する必要がある。
・事業番号25と同様、件数や内容に応じた相談体制がとれているかどうか、常に見守っていくこ
とが重要であり、体制の強化・充実について、更に検討を重ねることが大切である。

事業
内容

家庭相談員や民生委員・児童委員は，子どもと家庭における悩みや不安の相談に応じ，児童
虐待や育児不安等の軽減，早期解決に努めます。また，児童相談所等の関係機関と連携し，
すべての子どもの健やかな育ちを支援します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.65

担当課 子育て相談室 - -

基本施策 児童虐待の発生予防

事業名 相談事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 児童虐待防止対策の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 69

3

2

2

児童虐待防止月間である11月の
広報つくばに記事掲載の他、虐待
相談窓口の番号を記載したポケッ
トティッシュを窓口で配布するなど
の、普及啓発活動を行った。

多くの市民に児童虐待防止
に関する啓発を行い、児童
相談所全国共通３桁ダイヤ
ルを周知することができた。

引き続き、関係機関との連携
強化を行い、児童虐待の未
然防止や早期発見の取り組
みを行う必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

児童虐待の発生予防・防止や早期発見を図るために，市民に対して啓発活動を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・啓発活動が課題である事業なので、連帯を検討する。
・啓発の深化を図るために、人の集まりやすい場所にて、（市役所や駅、ショッピングモールな
ど）人目に付きやすい場でのポスター掲示を行ってほしい。

Ｐ.65

担当課 子育て相談室 - -

基本施策 児童虐待防止の啓発

事業名 児童虐待防止啓発事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 児童虐待防止対策の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 70

3

2

2

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 71

3

3

1

６月、10月、２月に定期支給を行っ
た。
受給者数 20,863人

次代の社会を担う児童の健
全な育成が図れた。

今後、児童手当受給者に市
等の施策や支援を周知する
ため、現況届の受理会場
に、施策のチラシ等を配置
し、情報提供を行っていく。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

児童手当法に基づき，中学校修了までの子どもを養育している保護者等に児童手当を支給し
ます。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

現況届の送付封筒に各種手当のリストや啓発が必要な事業のリストを同封してほしい。

Ｐ.67

担当課 こども政策課 - -

基本施策 子育て家庭への経済的な支援

事業名 児童手当
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 子どもと子育て家庭のための経済的な支援

要保護児童対策地域協議会を開
催し、関係各課と連携し支援した。
・代表者会議　1回（つくば市虐待
防止ネットワーク運営委員会）
・実務者会議開催　3回
・個別ケース検討会議開催　16回

関係機関が情報を共有して
役割分担をすることで、要保
護児童の効果的で計画的な
支援を行うことができ、主訴
の改善や解消をすることがで
きた。

相談内容が複雑・長期化す
ることで、継続した支援を行う
ための、体制強化や関係機
関との連携強化を行う必要
がある。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・情報共有の態勢を構築したのは良かったと思うが、事例から学んだことを改善案としてフィード
バックしたり、過去事例を関係者で共有できるようなシステムができたらなおよい。
・個別のケースに多方面から対応できるよう、関係諸機関が日常的に情報交換したり、連絡調
整したりするなかで、連携体制の維持・強化に努められたい。

事業
内容

児童虐待の発生予防・防止や早期発見，早期対応に向けて効果的で円滑な支援を行うため
に，関係機関でネットワークを構築し，情報の共有，ケース検討会議などを実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.65

担当課 子育て相談室 - -

基本施策 児童虐待防止の啓発

事業名 要保護児童に対する関係機関の連携
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 児童虐待防止対策の充実
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 72

3

3

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 73

3

3

2

私立幼稚園に通う園児889人の保
護者に122,990,600円の補助金を
交付した。

保護者の所得状況に応じた
補助金を交付することによ
り、保護者の経済的負担を
軽減し、幼児教育の振興が
図られた。

つくば市に住所を有し、市外
の私立幼稚園に通っている
園児の把握が難しい。近隣
市町村には通知を出して報
告を受けているが、それ以外
特に県外は把握が困難であ
る。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

幼児教育の振興を図るために，幼稚園の保育料の一部を助成し，幼稚園児の保護者の経済的
負担を軽減します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

事業No７１と連帯して周知してほしい。

Ｐ.67

担当課 幼児保育課 - -

基本施策 児童の就学に対する援助

事業名 幼稚園就園奨励事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 子どもと子育て家庭のための経済的な支援

小児医療費助成制度受給者
39,889人　扶助費　781,968千円

妊産婦医療費助成制度受給者
1,474人　扶助費80,237千円

医療福祉費受給者証を交付
し、保険適用となる医療費の
一部を負担することにより、
保護者の経済的負担の軽減
を図り、疾病の早期発見・治
療を促進し、健康の保持及
び生活の安定を図ることで、
子育てのしやすい環境づくり
の一助となっている。

小児に関しては県制度の所
得制限を超えた０歳～中学
校3年生までに市独自の制
度を適用して助成を行って
いる。
　H30年10月より県制度によ
る高校生の入院（所得制限
内）を対象に助成が始まる。
　国・県や他の自治体の動
向を踏まえ、必要があれば
検討を行う。

B

今後の方針

ⅰ

会議の意
見

―

事業
内容

母子保健手帳を交付された妊産婦や出生から中学３年生までの子どもの医療費の助成を行い
ます。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.67

担当課 医療年金課 - -

基本施策 子育て家庭への経済的な支援

事業名 子どもの医療費助成制度
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 子どもと子育て家庭のための経済的な支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 74

3

3

2

奨学生選考委員会において選考
し、教育委員会において決定した
奨学生25名に対し一人あたり月額
6.000円を１年間支給した。

勉学の意欲がありながら、経
済的な理由により修学が困
難なものに対して奨学金を
給付することで、 教育の機
会均等や有用な人材育成を
図れた。
また、原資である「つくば市
奨学金基金」が平成29年度
末には残額がなくなったが、
寄付を募り、平成30年度も存
続できる運びになった。

引き続き、継続的な原資の
財源確保のため、寄附金の
募集を行う。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・財源が寄附頼りなのが疑問。貧困からの脱却に一番重要な教育機会の提供を是非市主導で
検討いただきたい。選定基準を明確にし、勉学意欲のある生徒に支給するのであれば、事業を
市主導で行っても市民の賛同を得られると思う。
・つくば市として、原資を予算化する必要がある。
・財源の確保ができ、事業の継続が図れるようになったことを評価したい。引き続き、財源の確
保に努められたい。

事業
内容

勉学の意欲がありながら経済的な理由により就学が困難な高校生に奨学金を給付します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.67

担当課 教育総務課 - -

基本施策 児童の就学に対する援助

事業名 就学金支給事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 子どもと子育て家庭のための経済的な支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 75

3

3

2

小学生761人の保護者に
54,983,005円中学生597人の保護
者に60,299,311円の就学援助費を
支給した。支給項目は、学用品・通
学用品・校外学習費・新入学学用
品・修学旅行費・給食費・トレシャツ
費

経済的理由により、児童生
徒の就学に支障をきたして
いる保護者に、就学援助費
を支給したことにより、円滑に
就学することができた。

特になし

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難な家庭に対して，その費用の一部を支給しま
す。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

「子どもの貧困」が社会問題化するなかで、経済的支援以外の支援にも目を配りながら、漏れの
ない支援に留意されたい。

Ｐ.67

担当課 学務課 - -

基本施策 児童の就学に対する援助

事業名 要保護等児童就学援助事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 子どもと子育て家庭のための経済的な支援

58



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 76

3

3

3

児童扶養手当の認定請求により、
ひとり親家庭に児童扶養手当を支
給した。
また、支給に当たり、状況確認が必
要な世帯については、訪問調査を
行った。
児童扶養手当新規認定　178人
支給対象者　1,665人
全部支給停止者数 264人
支給金額　684,897千円
母子家庭等児童福祉会新規認定
者　262人
支給対象者　1,821人
支給金額　69,255千円

経済的支援により、ひとり親
家庭の生活の安定と自立の
促進に寄与した。

自立支援の助けとなるため
の手当であるが、同時に自
立に対する意識付けが必要
である。今後、ひとり親家庭
に関する施策等を周知する
ため、児童扶養手当現況届
の受理会場に、施策のチラ
シ等を配置し、情報提供を
行っていく。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

事業番号75と同様、「子どもの貧困」が社会問題化するなかで、経済的支援以外の支援にも目
を配りながら、漏れのない支援に留意されたい。

事業
内容

母子・父子家庭等の生活の安定と自立を助け，児童の福祉の増進を図ることを目的として，児
童を監護する母，父又は養育者に，手当等を支給します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.67

担当課 こども政策課 - -

基本施策 ひとり親家庭への支援

事業名 母子・父子家庭に対する手当等の支給
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 子どもと子育て家庭のための経済的な支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 77

3

3

3

ひとり親家庭医療費助成制度受給
者　4,695人　扶助費127,642千円

医療福祉費受給者証を交付
し、保険適用となる医療費の
一部を負担することにより、
保護者の経済的負担の軽減
を図り、疾病の早期発見・治
療を促進し、健康の保持及
び生活の安定を図ることで、
子育てのしやすい環境づくり
の一助となっている。
H29年10月より、ひとり親家
庭に対する外来自己負担金
の助成が始まった。

小児に関しては県制度の所
得制限を超えた０歳～中学
校3年生までに市独自の制
度を適用して助成を行って
いる。
　H30年10月より県制度によ
る高校生の入院（所得制限
内）を対象に助成が始まる。
　国・県や他の自治体の動
向を踏まえ、必要があれば
検討を行う。

A

今後の方針

ⅰ

事業
内容

ひとり親家庭の親と子に対し，医療費負担の軽減及び健康の保持と増進を図ることを目的に医
療費の一部を助成します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

―

Ｐ.68

担当課 医療年金課 - -

基本施策 ひとり親家庭への支援

事業名 ひとり親家庭への医療費助成制度
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 子どもと子育て家庭のための経済的な支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 78

3

3

3

平成29年度新規２名、継続７名の
高等職業訓練促進費を支給した。
正看護師２名
准看護師５名
美容師１名
保育士１名

高等職業訓練促進費を支給
することで、ひとり親家庭の
修学期間中の生活の負担軽
減につながった。
また、児童扶養手当現況届
の受理会場に、作成したチラ
シを配置し、より周知を図るこ
とができた。

現在、HP及び年２回の市
報、児童扶養手当現況届の
際にチラシ配置のみである
ため、より多くの方に周知す
るめ、周知方法を検討してい
く必要がある。
また、高等職業訓練促進費
等事業において、対象資格
に保育士があり、市内保育
所において、保育士不足で
あるため、併せて周知方法を
検討していく。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・具体的に成果が上がってる事業なので、更に資源を追加することで更なる成果を期待したい。
家庭訪問事業、赤ちゃん訪問事業とは連帯しているのか。
・事業７１と連帯して周知してほしい。

事業
内容

ひとり親家庭のみなさんの日頃の悩みごとや心配ごとについての相談や経済的な自立を促進
するため，就職に有利な資格取得等に関する相談を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.68

担当課 こども政策課 - -

基本施策 ひとり親家庭への支援

事業名 ひとり親家庭への相談事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 どの子もかがやくきめこまかな事業の充実

施策の方向性 子どもと子育て家庭のための経済的な支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 79

4

1

1

<男女共同参画室>
女性活躍やワーク・ライフ・バラン
ス、再チャレンジなどをテーマに、
男・女（ひとひと）セミナーを15講座
開催し、延べ423人(うち男性65人)
が受講した。

<男女共同参画室>
参加者アンケートでは、セミ
ナーの内容に対して「良かっ
た」や「とても良かった」の回
答が98.5％であったことか
ら、仕事と家庭の両立のため
に必要な知識を習得する機
会の提供及び意識改革のた
めの啓発を行うことができ
た。

<男女共同参画室>
参加者は、423人中、男性65
人であった。前年度は42人
であったので、男性参加者を
増やすことができたが、さら
に多くの男性にも参加しても
らえるよう、内容・日程を考慮
する必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

男女を問わず仕事と家庭の両立を促進するための啓発事業や講座等を実施するとともに，ライ
フステージにあわせた働き方について啓発活動を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・事業所単位の開催を検討してほしい。上司と共に参加し共通言語を持つことでより高い効果
が期待できると考える。
・参加人数の増加を図るため、開催後の報告を行うことで興味喚起を行ってもよいのではない
か。

Ｐ.72

担当課 男女共同参画室 こども政策課 -

基本施策 働き方の見直しと意識啓発

事業名 仕事と家庭の両立を促進するための啓発
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 仕事と家庭が両立できる働き方の支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 80

4

1

2

厚生労働省のイクメンプロジェクト
や茨城労働局の両立支援助成金
について、啓発を行いながら、企
業訪問時に男性の育休取得に関
するヒアリングを実施した。

国が推進する「働き方改革」
ワークライフバランスの促進
に関する認識を深めることが
できた。

事業所ヒアリングでは、育児
休業等の申出があれば、 原
則取得できる環境であるが、
申出自体が少ない現状にあ
る。家庭の両立、育児・介護
休暇制度の利用しやすい職
場環境作りが重要である。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

育児休業等が整備されている事業所を市のウェブ・広報誌等で紹介することで、事業所側が
競って育児休業を整備するよう促す。同時に育児休業を取得しても良い環境やマインドセットを
市民に醸成し、つくば独自の育児文化を構築することがつくば市のイメージアップにもつなが
る。

事業
内容

仕事と出産・育児の両立が可能な職場環境づくりに向けて，次世代育成支援対策推進法に基
づく一般事業主行動計画の策定促進や育児休業・短時間勤務等の普及啓発活動を実施する
と共に，子育て支援へ積極的に取組む事業等を応援します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.72

担当課 産業振興課 - -

基本施策 子育てにやさしい職場づくりの支援

事業名
一般事業主行動計画の普及促進及び子育てしやすい職場づくりのた
めの啓発

計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 仕事と家庭が両立できる働き方の支援

63



つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 81

4

1

3

マタニティサロン（育児編）、マタニ
ティ講演会への夫およびパート
ナーの参加数　337人（延）

＊マタニティサロン（育児編）にて
父子健康手帳を配布し啓発を実
施。

＊母子健康手帳発行時、『パパに
なるあなたへ』を配布。

・マタニティサロン参加者に
よるアンケート結果は育児編
『満足』は99.4％、マタニティ
講演会『満足』は98.4％だっ
た。
・父子健康手帳を発行し、育
児参加の啓発を実施した。
・母子健康手帳発行時、パン
フレットによる父親への育児
参加の啓発を行った。

・マタニティサロンやその他
の母子事業等（母子健康手
帳発行、あかちゃん訪問、育
児相談、乳幼児教室、幼児
健診等）のあらゆる機会に、
父親の育児参加を促す啓発
を行っていく必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

父親に対して出産，育児に対する知識の普及と親としての意識の醸成を図るため，父親参加型
のマタニティサロンを開催し，父子手帳の配布等により，普及啓発活動を推進します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・普及啓発活動に関し、サロン開催後の報告や配布された父子手帳の内容に関する案内など
周知を図っていただきたい。
・父子手帳のホームページでの公開と定期的見直しが必要。

Ｐ.72

担当課 健康増進課 - -

基本施策 父親の子育て参加促進

事業名 父子手帳の配布
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 仕事と家庭が両立できる働き方の支援
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1

3

子育て総合支援センターにおい
て、父親向け事業を実施するととも
に、地域子育て支援拠点でも同様
の事業を実施するよう働きかけを
行った。
・パパのベビーマッサージ12回
・パパと作ろう12回
・パパと遊ぼう12回

イベントや講座を通して、父
親に対し、妊娠、出産、育児
に関する知識の提供と、子
育てへの参加意識を醸成す
ることができた。

多くの父親に参加してもらえ
るよう、情報の収集と提供の
場の検討をしていく必要があ
る。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・参加者を更に増すには、父親の参加しやすい日時や条件を検討する必要あり。
・参加人数の記載がなく、参加促進が課題のように見受けられるが、本来の課題（正しい知識の
普及と意識の醸成）に対する事業の有効性を検証し、課題解決方法を検討してほしい。

事業
内容

妊娠，出産，育児に対する正しい知識の普及と親としての意識の醸成を図るために，各種講座
や交流会を開催します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.72

担当課 こども政策課 - -

基本施策 父親の子育て参加促進

事業名 父親の育児参加のための各種講座の実施
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 仕事と家庭が両立できる働き方の支援
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 84

4

2

1

市内全域の防犯パトロール
(28,355ヶ所)を実施。

パトロールを行い、犯罪の抑
止に寄与した。

犯罪に対する予防の必要性
について関係機関と連携を
図り、市民の防犯意識の向
上を図る。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

―

事業
内容

地域の不審者対策及び市民や子どもが犯罪の被害にあわないようにするために，サポーター
が市内全域をパトロールし，子どもたちを見守る事業を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.74

担当課 防犯交通安全課 - -

基本施策 子どもを犯罪の被害から守る活動の推進

事業名 防犯・環境美化サポーター活動の推進
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子どもの安全を守る地域づくり

各市内小学校の協力により「子ども
を守る110番の家」のステッカーを
配布
・登録箇所：2,879

一般家庭や商店等を緊急避
難場所として登録し、児童生
徒の安全を確保することがで
きた。

今後も、継続して児童生徒
の安全確保する事業として
実施していく。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

「児童の緊急避難場所」として，通学路に面した一般家庭や商店等を緊急避難場所として登録
し，児童生徒の安全を確保する事業を実施します。（平成25年度3,019箇所）

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・「子どもを守る110番の家」のタクシー版があり、茨城も参画しているようである。
・つくば市内のタクシー事業者に積極的に協力していただいてはどうか。
・ステッカーの劣化現象が見られるので、２年に１度は交換の必要あり。

Ｐ.74

担当課 生涯学習推進課 - -

基本施策 子どもを犯罪の被害から守る活動の推進

事業名 子どもを守る110の家
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子どもの安全を守る地域づくり
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 85
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2

1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 86

4

2

2

交通安全教室を430回開催し
27,247人が参加した。

交通安全意識の向上が図れ
た。

自転車シミュレーター、歩行
者シミュレーターの有効活
用。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・事業内容の文言で、「幼児教育・保育施設」とした方がいい。
・自転車利用時のヘルメット着用の広報も必要。

事業
内容

交通安全教育指導員により，交通安全教室を実施し，教育・保育施設や小学校等での実地指
導を行います。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.74

担当課 防犯交通安全課 - -

基本施策 交通安全の推進

事業名 交通安全教育指導員による交通安全教室の開催
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子どもの安全を守る地域づくり

学校訪問（36校）学校の状況や要
望の把握
まつりつくばでの啓発活動
地区巡回パトロール
「青少年の健全育成に協力する
店」登録活動（61店舗）

・あいさつ・声かけ運動を実
施することにより、児童があ
いさつをするようになってき
た。
・閉店店舗数と新規店舗数
が８店舗と同数であったが、
活動により青少年健全育成
に意識を高めることができ
た。

青少年への声かけや社会環
境浄化活動をはじめととする
諸活動をさらに効果的に行う
ために、若い世代の人材を
青少年相談員として確保す
る必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

青少年の非行防止や健全育成を図るために，地域の見守り活動や保護者に対する情報提供，
意識啓発等を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

―

Ｐ.74

担当課 生涯学習推進課 - -

基本施策 子どもを犯罪の被害から守る活動の推進

事業名 青少年相談員
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子どもの安全を守る地域づくり
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2

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 88

4

2

3

<幼児保育課>
市内の認可保育所（公立保育所・
民間保育園で毎月避難訓練を実
施した。
＜学務課＞
公立・私立幼稚園、認定こども園で
火災・地震・竜巻・不審者を想定し
た避難訓練、防災訓練を消防計画
に基づき行っている。

<幼児保育課>
あらゆる災害等に対応できる
よう、各園で工夫をした避難
訓練を行うことで、意識改革
にも繋がった。
＜学務課＞
消防計画に基づき訓練を行
うことで、防災に対する教育
の大切さを再確認できた。

<幼児保育課>
各園と主管課との連携につ
いても再度確認を行うことが
必要である。
＜学務課＞
災害時における園児の安全
を確保するため、避難訓練
及び防災訓練を定期的に実
施する。

B

今後の方針

ⅱ

会議の意
見

・事業内容の文言で、「幼児教育・保育施設」とした方がいい。

事業
内容

災害が起こった時子どもの安全を確保するために，教育・保育施設等における防災訓練・防災
教育を実施します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.74

担当課 幼児保育課 学務課 -

基本施策 子どもを災害から守る防災活動の推進

事業名 子どもの防災訓練・防災教育
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子どもの安全を守る地域づくり

幼児2人同乗用自転車の購入者に
対し、2万円を補助した。
交付件数49件

子育て家庭への経済的負担
の軽減、安全基準に適合し
た自転車の普及による交通
の安全確保が図れた。

事業の周知がされないと申
請件数が減少するため、多
様な方法での周知を図って
いく。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

安全に配慮された幼児２人同乗用自転車を購入する保護者に対し，購入費用を補助します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

・事業No７１と連帯して周知してほしい。

Ｐ.74

担当課 こども政策課 - -

基本施策 交通安全の推進

事業名 幼児２人同乗用自転車購入費の補助
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子どもの安全を守る地域づくり
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1

つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 90
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2

会議の意
見

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

Ｐ.76

担当課 こども育成課 - -

基本施策 地域の身近な遊び場・公園の整備

事業名 子どもの遊び場整備事業

活動実績 成果 課題

計画記載
ページ

[実績]
上長高野区会（遊具の修繕及び塗
装）、土田区会（遊具の修繕及び
塗装）、高見原４丁目区会（ブラン
コ修繕）、上高良田区会（遊具塗
装）

これまで年１回だった広報つ
くばでの周知を年２回に増や
したことにより、前年度は１件
だった子供の遊び場設置事
業の申請が４件に増加した。

子供の遊び場整備事業をよ
り広く周知する方法を検討す
る必要がある。

進捗状況

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子育てしやすい子育てしやすい生活環境の整備

子どもたちにとっての身近な遊び場所の遊具等を，区会を通して整備します。子どもたちが安
心して安全に遊ぶことができる環境を提供します。

Ｐ.75

担当課 こども政策課 - -

基本施策

・周知対象が区会なのであれば、区長経由で周知すれば済むのではないか。
・事業の周知方法の一つに、各地区自治会でのお知らせ、報告の配布を提案する。
・事業No91とほぼ同一事業なので連携して環境整備に当たってほしい。

あかちゃんの駅として計52箇所整
備した。また、おむつ替え用テント
一式を購入し、市のイベント開催時
に使用できるよう整備した。

子育て家庭が外出しやすい
環境を整備した。

これまでにあかちゃんの駅と
して整備し登録してきた施設
を子育て支援情報システム
等で分かりやすく、あかちゃ
んの駅マップとして掲載し、
子育て家庭への認知度を高
め、市民ニーズに対応してい
く必要がある。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

子育て家庭が外出しやすい環境を整備するため，授乳やおむつ替えスペースを設置した施設
をあかちゃんの駅として登録し，子育て家庭に情報提供を行います。今後は民間施設等におい
ても拡充を図ります。（平成25年度公共施設43箇所，民間企業5箇所）

活動実績 成果 課題 進捗状況

会議の意
見

あかちゃんの駅を知らせるステッカーがわかりずらいとの声を聞く。

子育て中でも外出しやすい環境の整備

事業名 つくば市あかちゃんの駅事業
計画記載
ページ

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子育てしやすい子育てしやすい生活環境の整備
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つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート 91

4

3

2

・プレイパークの活動は「つくば市民活動のひろば」で拝見し、とても良いと思っていた。是非継
続してください。
・遊具の点検・整備の他、樹木の剪定も防犯や事故の防止の為、定期的な実施を願う。
・事業No90とほぼ同一事業なので連携して環境整備に当たって欲しい。
・公園・遊び場については、安全・安心の観点からの管理に留意するとともに、子どもの遊び、
子どもの発達等の観点からの有効活用についても検討することが望まれる。

会議の意
見

基本施策 地域の身近な遊び場・公園の整備

事業№

基本目標 安心して子育てできる地域の環境づくり

施策の方向性 子育てしやすい子育てしやすい生活環境の整備

遊具等は、長寿命化計画に基づき
40公園363施設の内13施設を更新
した。

子育て家庭が利用しやすい
公園づくりを目標に、財政状
況を考慮し、安全・安心を確
保しつつ、重点的・効率的な
維持管理を行っていくため、
公園施設長寿命化計画を策
定し、計画に基づいて点検・
整備を行うことにより安全性
の確保、機能や効用の確保
することができた。

326公園が現存し、沿線開発
で設置した公園がこれからも
つくば市に移管され、公園数
が増えることは明らかであ
る。総合的な管理計画が必
要となる。

B

今後の方針

ⅱ

事業
内容

子どもや子育て家庭が安心して安全に過ごすことができる公園の整備と管理を実施するととも
に，段差解消，多目的トイレの設置，おむつ替えスペースの確保など，子育て家庭が利用しや
すい公園づくりの視点から，遊具等の点検，整備を推進します。

活動実績 成果 課題 進捗状況

Ｐ.76

担当課 公園・施設課 - -

公園・遊び場の点検・整備事業
計画記載
ページ

事業名
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平成 30年度第４回つくば市子ども・子育て会議 

                                                                                 

   

日 時  平成 31年２月 14日（木） 

                    午後１時 30分から３時 30分まで 

場 所  つくば市役所 ２階 防災会議室 

 

 

＜次 第＞ 

 

 １ 開   会 

 

 ２ 挨   拶 

 

 ３ 協議事項 

（1）小規模保育事業者認可に関する意見の聴取について 

 

 ４ 報告事項 

（1）平成 32年４月の保育所創設について 

（2）平成 32年度の教育・保育施設の利用定員変更について 

  （3）平成 31年度の教育・保育施設の利用定員変更について 

  （4）第二期つくば市子ども・子育て支援事業計画策定に伴うニーズ調査の

結果について 

（5）つくば保育の質ガイドライン（案）のパブリックコメント手続の実施

結果について 

   

 

 ５ そ の 他 

 

 ６ 閉   会 

 



№ 組織等 氏　名 役職等 ※選出区分

1 議会 橋本　佳子 市議会議員 (1)

2 保育園保護者会 岡野　玲子 つくば市保育所・園父母の会連絡協議会 会長 (2)

3 幼稚園PTA 鈴木　美穂 つくば市立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 会長 (2)

4 小・中学校PTA 中嶋　信美 つくば市ＰＴＡ連絡協議会 会長 (2)

5 児童クラブ 千代原　義文 つくば市学童保育連絡協議会 会長 (2)

6 小児医療 江原　孝郎 つくば市医師会 (3)

7 学識経験者 飯田　浩之 筑波大学人間系 准教授 (3)

8 学識経験者 土井　隆義（新） 筑波大学人文社会系 教授 (3)

9 民間保育園 舘野　正弘 つくば市民間保育協議会 会長 (4)

10 民間幼稚園 橋本　幸雄 つくば市私立幼稚園・認定こども園協議会 会長 (4)

11 浦里　晴美 つくば市地域活動連絡協議会 会長 (5)

12 中井　聖 特定非営利活動法人ままとーん 代表理事 (5)

13 主任児童委員 河村　和恵 つくば市主任児童委員連絡会 会長 (5)

14 公立中学校長 松本　義明 つくば市立小中学校長会 副会長 (6)

15 公立小学校長 遠藤　知昭 つくば市立小中学校長会 会長 (6)

16 ヘイズ　紀子 こどもの保護者，子育て支援に関心がある市民等 (7)

17 栗栖　和恵 〃 (7)

18 浅野　英公子 〃 (7)

19 折本　ちはる 〃 (7)

20 髙橋　晃雄 〃 (7)

計20名

※選出区分（条例第3条第2項の規定に基づく次の各号に掲げる委員の分類）

　(1) 市議会議員，　(2) 子どもの保護者，　(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者，
　(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者，　(5) 子ども・子育て支援に関する各種団体の代表者
　(6) 関係行政機関の職員，　(7) その他市長が必要と認める者

　つくば市子ども・子育て会議委員

任期：平成30年２月20日～平成32年２月19日

子育て支援団体

公募



 資料 No１  

 

協議事項 小規模保育事業者認可に関する意見の聴取について 

 

 

 下記の案件につきまして事前相談がありましたので、つくば市家庭的保育事業等

の認可等に関する規則第３条の規定により委員の皆様の意見を求めます。 

 御審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

                                       記 

                                        

１ （仮称）ソシエルみどりの保育園（小規模Ａ型）の創設【資料№1-1】 

設 置 者  社会福祉法人向陽会 

 設置予定地   つくば市みどりの２－５－７０ 

 定   員  定員 19 名（０～２歳児） 

 設置予定日  平成 32 年４月１日 

 

２ （仮称）すてっぷ保育園研究学園（小規模Ａ型）の創設【資料№1-2】 

設 置 者  株式会社アマヤ 

 設置予定地   つくば市研究学園２－２１ 

 定   員  定員 19 名（０～２歳児） 

 設置予定日  平成 31 年６月１日 

 

 

① 

② 



 

 資料 No３  

 

報告事項（２）平成 32 年度の教育・保育施設の利用定員変更について 

 

 下記の案件につきまして、既存施設から整備を伴う定員変更の要望がありました

ので、御報告いたします。なお、いずれの施設も平成 32 年度中の定員増を予定して

います。 

 

                                       記 

 

 名称 変更内容 

１ アイリス保育園 増築 

[西部エリア] 

場所：保育園の敷地内 

定員：120 人→141 人（０～２歳 15 人増） 

 

２ フラワーチャイルド保育園 

増改築 

[北西部エリア] 

場所：花畑の園舎を約 80ｍ移転し整備 

定員：70 人→90 人（０～２歳７人増） 

その他：旧園舎は一時預かり等で利用予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 No４  

 

報告事項（３）平成 31 年度の教育・保育施設の利用定員変更について 

 

 下記の案件につきまして茨城県に定員変更の手続きを行うため、御報告いたしま

す。なお、いずれの施設も平成 31 年４月１日付けで変更を予定しています。 

 

                                       記 

[中央部エリア] 

①みどり流星こども園【１～３号増】      ②にじいろ保育園【２・３号増】 

柴崎 818-1（幼保連携型認定こども園）     大角豆 961-1（保育所） 

 

 

 

 

 

③つくば中央保育園【１号減、２・３号増】 

 赤塚 480-7（幼保連携型認定こども園） 

定員 １号 ２号 ３号 合計 

旧 30 30 30 90 

新 21 60 43 124 

差 -9 +30 +13 +34 

 

[南部エリア] 

①成蹊幼稚園【１号減、２号増】 

 天宝喜字宮窪 663（幼稚園型認定こども園） 

定員 １号 ２号 ３号 合計 

旧 230 40 - 270 

新 220 50 - 270 

差 -10 +10 - ±0 

 

 

 

定員 １号 ２号 ３号 合計 

旧 10 28 22 60 

新 35 31 39 105 

差 +25 +3 +17 +45 

定員 ２号 ３号 合計 

旧 36 34 70 

新 44 36 80 

差 +8 +2 +10 

１号…保育を必要としない３～５歳児 

幼稚園・認定こども園を利用 

２号…保育を必要とする３～５歳児 

保育所・認定こども園を利用 

３号…保育を必要とする０～２歳児 

保育所・認定こども園、小規模保育事業を利用 



参考 平成 32 年度の定員充足数について 

 

平成 30 年度から平成 32 年度にかけての施設整備及び定員増により、利用定員は

以下のようになる見込みです。 

 

定員充足見込 
      

西部 
H30.4.1 H30 以降の

定員増 

H32 

定員 利用見込 過不足 定員見込 利用見込 過不足 

０歳 174 205 -31 90 264 242 22 

１・２歳 433 654 -221 208 641 759 -118 

合計 607 859 -252 298 905 1,001 -96 

        

中央部 
H30.4.1 H30 以降の

定員増 

H32 

定員 利用見込 過不足 定員見込 利用見込 過不足 

０歳 355 377 -22 19 374 400 -26 

１・２歳 1,098 1,069 29 78 1,176 1,116 60 

合計 1,453 1,446 7 97 1,550 1,516 34 

        
        

 



 

資料 No５  

 

 

 

 

 

 

 

 

つくば市 

子育てアンケート調査 

調査結果報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年１月 

つ く ば 市 
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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

「つくば市子ども・子育て支援プラン」の改訂に向けた基礎資料とし、国が提示する基本指針

に沿って、子ども・子育て支援施策に関する利用ニーズの把握のための調査を実施するものです。 

 

２ 調査対象 

つくば市在住の「就学前の子ども」及び「就学児童」各 2,000人の保護者を無作為抽出 

 

３ 調査期間 

平成 30年 11月 22日から平成 30年 12月 14日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童の保護者 2,000 通 1,128 通 56.4％ 

小学生児童の保護者 2,000 通 1,144 通 57.2％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 
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Ⅱ 調査結果 

１ 就学前児童の保護者 

（１）お住まいの地域やご家族の状況について 

問１ お住まいの地区（小学校区）は、次のどれですか。（あてはまる番号１つに○） 

「谷田部南」で 83.3％と最も高くなっています。また、「小野川」で 34.0％と最も低くなって

います。 

 

地区 配布数 回収数 回収率 

秀峰筑波 270通 128通 47.4％ 

大曽根 151通 75 通 49.7％ 

前野 18 通 10 通 55.6％ 

要 17 通 10 通 58.8％ 

吉沼 26 通 11 通 42.3％ 

沼崎 92 通 43 通 46.7％ 

今鹿島 19 通 9 通 47.4％ 

上郷 37 通 19 通 51.4％ 

谷田部 59 通 33 通 55.9％ 

谷田部南 6 通 5 通 83.3％ 

真瀬 18 通 11 通 61.1％ 

島名 80 通 42 通 52.5％ 

葛城 74 通 46 通 62.2％ 

柳橋 4 通 3 通 75.0％ 

小野川 47 通 16 通 34.0％ 

手代木南 25 通 14 通 56.0％ 

二の宮 83 通 41 通 49.4％ 

松代 32 通 17 通 53.1％ 

東 42 通 18 通 42.9％ 

春日学園 51 通 33 通 64.7％ 

学園の森 177通 105通 59.3％ 

みどりの学園 146通 97 通 66.4％ 

栄 18 通 10 通 55.6％ 

九重 15 通 11 通 73.3％ 

桜南 25 通 14 通 56.0％ 

栗原 25 通 17 通 68.0％ 

竹園東 56 通 34 通 60.7％ 

竹園西 62 通 48 通 77.4％ 

吾妻 44 通 28 通 63.6％ 

並木 11 通 8 通 72.7％ 

茎崎第一 156通 85 通 54.5％ 

茎崎第二 58 通 30 通 51.7％ 

茎崎第三 56 通 34 通 60.7％ 

不明 ‐通 23 通 ‐ 

計 2,000 通 1,128 通 56.4％ 
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問２ 宛名のお子さんの生年月をご記入ください。 

「０歳」の割合が 17.9％と最も高く、次いで

「１歳」の割合が 17.6％、「５歳」の割合が 16.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ きょうだいは何人いますか。２人以上いる場合は、末子のお子さんの生年月日を

ご記入ください。 

きょうだい数 

「２人」の割合が 44.0％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 21.9％、「３人」の割合が 17.8％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「２人」「３人」

の割合が増加しています。一方、「１人」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

末子の年齢 

 

「０歳」の割合が 29.7％と最も高く、次いで

「１歳」の割合が 19.6％、「２歳」の割合が 15.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

21.9

44.0

17.8

4.3

0.4

11.5

29.1

30.0

11.5

2.2

0.1

5.6

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,128 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

17.9

17.6

15.7

15.7

13.7

16.2

3.2

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 751 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

29.7

19.6

15.3

12.9

5.9

7.7

8.9

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 
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問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係で

お答えください。（あてはまる番号１つに○） 

「母親」の割合が 89.2％、「父親」の割合が

9.8％となっています。 

 

 

 

 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方に、配偶者はいますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「配偶者がいる」の割合が 95.6％、「配偶者は

いない」の割合が 3.0％となっています。 

 

 

 

 

問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「父母ともに」の割合が 55.1％と最も高く、次

いで「主に母親」の割合が 42.5％、「主に父親」、

「主に祖父母」の割合が 0.4％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

問７ 宛名のお子さんが生まれた時、つくば市内に住所がありましたか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「市内に居住」の割合が 81.6％と最も高く、次

いで「県外に居住」の割合が 9.8％、「県内の他市

町村に居住」の割合が 8.1％となっています。 

 

 

  

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

55.1

42.5

0.4

0.4

0.8

0.8

52.7

45.8

0.2

0.4

0.3

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 1,128 ％

母親

父親

その他

無回答

89.2

9.8

0.2

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 1,128 ％

市内に居住

県内の他市町村に居住

県外に居住

無回答

81.6

8.1

9.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 1,128 ％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

95.6

3.0

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 
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（２）子育てをめぐる環境について 

問８ 子育てに関して不安や負担などはお感じですか。（あてはまる番号１つに○） 

「なんとなく不安や負担を感じる」の割合が

45.0％と最も高く、次いで「あまり不安や負担な

どは感じない」の割合が 33.5％、「非常に不安や

負担を感じる」の割合が 9.2％となっています。 

 

 

 

 

 

問９ 子育てに関して、日常悩んでいることや気になることはどのようなことですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「子育てで出費がかさむこと」の割合が 44.1％

と最も高く、次いで「子どもの健康や発育・発達

に関すること」の割合が 37.9％、「仕事と子育て

の両立が難しいこと」の割合が 35.4％となってい

ます。 

平成 25年度調査と比較すると、「子育てで出費

がかさむこと」の割合が増加しています。一方、

「子どもをしかりすぎているような気がするこ

と」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子どもの健康や発育・発達に関

すること

育児の方法や子どもとの接し方

が分からないこと

子育てによる精神的・身体的な

疲れが激しいこと

子育てで出費がかさむこと

自分自身や夫婦で楽しむ時間

が持てないこと

仕事と子育ての両立が難しいこ

と

子育てに関して配偶者や家族

の協力・理解が不十分なこと

配偶者や家族以外に子育てを

手伝ってくれる人がいないこと

緊急の場合に子どもを預かって

くれる場所がないこと

子どもをしかりすぎているような

気がすること

ストレスなどで子どもに手をあ

げたり、世話をしなかったりして

しまうこと

身近に気軽に相談できる人や

場所がないこと

地域の子育て支援サービスの

内容や利用方法がわからない

こと

その他

特にない

無回答

37.9

13.0

23.7

44.1

26.2

35.4

8.2

13.0

27.1

28.6

5.1

5.6

7.5

5.7

7.0

1.3

34.5

14.9

24.1

35.1

23.7

32.3

8.3

15.7

27.5

36.8

6.0

5.3

8.0

4.5

7.2

1.1

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,128 ％

非常に不安や負担を感じる

なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などは感じな
い

まったく不安や負担などは感じ
ない

なんともいえない

無回答

9.2

45.0

33.5

3.9

6.7

1.6

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 
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問 10 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が 57.0％と最も高く、

次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」

の割合が 23.1％、「いずれもいない」の割合が

18.0％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「緊急時もしく

は用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人

がいる」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10-1 問 10で「１．」または「２．」に○をつけた方にうかがいます。 

祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。

（あてはまる番号すべてに○） 

「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時

間的制約を心配することなく、安心して子どもを

みてもらえる」の割合が 36.8％と最も高く、次い

で「自分たち親の立場として、負担をかけている

ことが心苦しい」の割合が 28.5％、「祖父母等の

親族の身体的負担が大きく心配である」の割合が

27.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

日常的に祖父母等の親族にみ
てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖
父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子
どもをみてもらえる友人・知人

がいる

いずれもいない

無回答

23.1

57.0

2.0

9.8

18.0

0.6

20.1

55.7

1.8

16.1

21.0

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 854 ％

祖父母等の親族の身体的・精
神的な負担や時間的制約を心
配することなく、安心して子ども
をみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担
が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約
や精神的な負担が大きく心配で
ある

自分たち親の立場として、負担
をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふ
さわしい環境であるか、少し不
安がある

その他

無回答

36.8

27.9

26.2

28.5

9.8

6.8

0.7

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 
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問 11 子育てに関する情報をどのように入手していますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「隣近所の人、知人、友人」の割合が 62.4％と

最も高く、次いで「インターネット」の割合が

62.1％、「学校・保育所・幼稚園・認定こども園」

の割合が 60.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 子育て支援サービス（親子で交流できる場や催し、子育て相談講座など）の情報

に対する満足度をお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

「3 普通」の割合が 53.3％と最も高く、次い

で「2 満足度がやや低い」の割合が 20.0％、「1 

満足度が低い」の割合が 12.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

5　満足度が高い

4　満足度がやや高い

3　普通

2　満足度がやや低い

1　満足度が低い

無回答

1.9

10.3

53.3

20.0

12.7

1.9

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,128 ％

親族（親、きょうだいなど）

隣近所の人、知人、友人

学校・保育所・幼稚園・認定こど
も園

市役所や市の機関

広報つくばやパンフレット

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌・育児書

インターネット

コミュニティー誌

その他

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

40.4

62.4

60.0

11.8

34.4

21.2

18.9

62.1

4.3

2.7

0.4

0.4

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70
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問 12-1 問 12で「１」または「２」に○をつけた方にうかがいます。 

子育て支援サービスの情報に満足していない理由は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「どこに情報があるかわからない」の割合が

53.4％と最も高く、次いで「サービス内容の詳細

までわからない」の割合が 43.4％、「子育て支援

サービスの情報量が少ない」の割合が 36.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 子育てに関してどのような地域情報を知りたいですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「公園や遊び場について」の割合が 56.4％と最

も高く、次いで「子連れで行けるお店について」

の割合が 52.0％、「親子で交流できる場や催しに

ついて」の割合が 42.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 369 ％

子育て支援サービスの情報量
が少ない

どこに情報があるかわからない

サービス内容の詳細までわか
らない

役立つ情報が少ない

情報が古い

情報が誤っていることがある

情報媒体が少ない

利用したいサービスの情報がな
い

その他

無回答

36.6

53.4

43.4

19.5

4.3

0.5

13.3

26.8

15.2

0.0

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,128 ％

親子で交流できる場や催しにつ
いて

親同士が交流できる場や催しに
ついて

子育て相談や講座

保育園・幼稚園について

子育てサークルや団体の活動
内容について

一時預かり・送り迎え等の保育
サービスについて

同じ立場の親の会

医療機関について

公園や遊び場について

子育て仲間で集うために使える
場について

親子で行けるコンサート等につ
いて

子連れで行けるお店について

その他

無回答

42.9

14.4

20.7

38.3

11.3

40.3

13.6

40.8

56.4

17.2

27.5

52.0

2.4

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70
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問 14 子育てに関する相談窓口について知っているものは何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「つくば市子育て総合支援センター」の割合が

66.1％と最も高く、次いで「つくば市の保健セン

ター」の割合が 59.9％、「いばらき虐待ホットラ

イン」の割合が 16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 子育てに関する相談窓口に対する満足度をお答えください。 

（あてはまる番号１つに○） 

「3 普通」の割合が 63.5％と最も高く、次い

で「2 満足度がやや低い」の割合が 15.1％、「1 

満足度が低い」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

5　満足度が高い

4　満足度がやや高い

3　普通

2　満足度がやや低い

1　満足度が低い

無回答

1.5

6.7

63.5

15.1

10.0

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 1,128 ％

つくば市家庭児童相談

土浦児童相談所

つくば市子育て総合支援セン
ター

つくば市の保健センター

つくば市女性のための相談室

つくば市障害福祉課への発達
障害に関する相談

つくば市教育相談センター

家庭訪問型子育て支援「ホーム
スタートつくば」

茨城県福祉相談センターへの
福祉相談

いばらき子どもの虐待防止ネッ
トワークあい

いばらき虐待ホットライン

その他

無回答

14.0

7.3

66.1

59.9

5.1

6.1

5.3

3.2

1.7

3.8

16.4

1.3

9.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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問 16 子育てに関する相談で充実してほしいことは何ですか。 

（あてはまる番号２つに○） 

「身近な場での窓口」の割合が 42.6％と最も高

く、次いで「安心して相談できる環境（子どもの

預かり、プライバシーの配慮等）」の割合が 39.9％、

「職員の対応スキル」の割合が 26.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 あなたの近所とのおつきあいはどうですか。（あてはまる番号１つに○） 

「あいさつをする程度」の割合が 44.1％と最も

高く、次いで「ときどき道で話をする」の割合が

32.2％、「ほとんどつきあいはない」の割合が

6.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 あなたの子育ては、地域の人や社会に支えられていると思いますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「少しは支えられていると思う」の割合が

50.4％と最も高く、次いで「あまり支えられてい

るとは思わない」の割合が 19.1％、「かなり支え

られていると思う」の割合が 16.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

身近な場での窓口

専門的な情報

職員の対応スキル

地域機関等へのつなぎ

安心して相談できる環境（子ど
もの預かり、プライバシーの配
慮等）

その他

無回答

42.6

25.2

26.0

10.6

39.9

2.0

13.7

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,128 ％

あいさつをする程度

ときどき道で話をする

相手の家に行って話をする

食事に一緒に行ったり、家族ぐ
るみでつきあっている

困っているときに、相談したり助
けあったりしている

ほとんどつきあいはない

無回答

44.1

32.2

4.0

4.7

4.1

6.0

5.0

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,128 ％

かなり支えられていると思う

少しは支えられていると思う

あまり支えられているとは思わ

ない

まったく支えられているとは思
わない

わからない

子育ては地域の人や社会とは
関係がない

無回答

16.0

50.4

19.1

5.2

7.4

1.2

0.6

0 10 20 30 40 50 60
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問 19 子育てをするにあたって、地域に求めることはありますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「危険な遊びやいじめを見つけたら注意して

ほしい」の割合が 53.9％と最も高く、次いで「地

域で子どもを見守り育てるという気持ちを持っ

てほしい」の割合が 45.3％、「子ども会やお祭り

など、子どもの参加できる活動や行事がほしい」

の割合が 34.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 母親が働くことと子育てとは両立していますか。（あてはまる番号１つに○） 

「多少の困難はあるが両立している」の割合が

40.9％と最も高く、次いで「出産前から母親は働

いていない」の割合が 19.4％、「かなり困難だが、

両立している」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

子育ての相談や情報交換をし
たい

危険な遊びやいじめを見つけた
ら注意してほしい

遊びの相手やスポーツを一緒
にしてほしい

子ども会やお祭りなど、子ども
の参加できる活動や行事がほし
い

緊急時に子どもを預かってほし
い

地域で子どもを見守り育てると
いう気持ちを持ってほしい

ともに子育てできるグループや
サークルなどがほしい

単なる子育て仲間や友人がほ
しい

その他

特に求めることはない

無回答

24.4

53.9

18.4

34.1

27.0

45.3

8.6

13.7

3.8

7.4

0.7

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,128 ％

問題なく両立している

多少の困難はあるが両立してい
る

かなり困難だが、両立している

両立は困難なため、母親が仕
事をやめた

出産前から母親は働いていな
い

わからない

その他

無回答

5.2

40.9

14.5

10.5

19.4

3.8

4.5

1.2

0 10 20 30 40 50
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（３）保護者の就労状況について 

問 21 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかが

います。（あてはまる番号１つに○） 

母親では、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 32.9％と最も高く、次

いで「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、産休・育休・介護

休業中ではない」の割合が 32.4％、「フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業中

ではない」の割合が 21.3％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労

しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が増加しています。一方、「以前は就労して

いたが、現在は就労していない」の割合が減少しています。 

父親では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、育休・介護

休業中ではない」の割合が 90.6％と最も高く、次いで「フルタイム以外で就労しており、育休・

介護休業中ではない」の割合が 1.1％、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合

が 0.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してお
り、産休・育休・介護休業中では
ない

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい
るが、産休・育休・介護休業中
である

フルタイム以外で就労しており、
産休・育休・介護休業中ではな
い

フルタイム以外で就労している
が、産休・育休・介護休業中で
ある

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

32.4

7.7

21.3

3.0

32.9

1.0

1.7

22.3

7.9

20.5

1.3

42.7

3.8

1.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,097 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してお
り、育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい
るが、育休・介護休業中である

フルタイム以外で就労しており、
育休・介護休業中ではない

フルタイム以外で就労している
が、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

90.6

0.3

1.1

0.4

0.8

0.0

6.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

【母親】 【父親】 

平成30年度調査

（N = 1,126）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 



13 

問 21-1 問 21で「１．」または「２．」（フルタイムで就労している）、「３．」または

「４．」（フルタイム以外で就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお

答えください。 

１週あたりの就労日数 

母親では、「５日」の割合が 67.4％と最も高く、次いで「４日」の割合が 15.3％、「６日以上」

の割合が 6.6％となっています。 

父親では、「５日」の割合が 65.0％と最も高く、次いで「６日以上」の割合が 20.1％、「４日」

の割合が 0.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 726 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.8

4.0

3.7

15.3

67.4

6.6

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

【母親】 【父親】 

回答者数 = 1,013 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.1

0.4

0.4

0.5

65.0

20.1

13.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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１日あたりの就労時間 

母親では、「８時間～９時間未満」の割合が 31.7％と最も高く、次いで「７時間～８時間未満」

の割合が 21.5％、「６時間～７時間未満」の割合が 14.3％となっています。 

父親では、「８時間～９時間未満」の割合が 26.2％と最も高く、次いで「10時間～11時間未満」

の割合が 18.8％、「９時間～10時間未満」の割合が 15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,013 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.3

0.0

0.2

0.3

3.6

26.2

15.5

18.8

6.5

14.7

14.0

0 10 20 30 40 50
回答者数 = 726 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

2.6

5.5

8.7

14.3

21.5

31.7

6.6

3.3

1.2

1.5

3.0

0 10 20 30 40 50

【母親】 【父親】 
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問 21-2 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。 

家を出る時刻 

母親では、「８時台」の割合が 41.9％と最も高く、次いで「７時台」の割合が 39.9％、「９時

台」の割合が 8.4％となっています。 

父親では、「７時台」の割合が 38.4％と最も高く、次いで「８時台」の割合が 24.0％、「６時

台」の割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 726 ％

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.6

3.2

39.9

41.9

8.4

1.4

1.0

3.7

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,013 ％

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

4.8

13.5

38.4

24.0

3.5

0.8

1.3

13.7

0 10 20 30 40 50

【母親】 【父親】 
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帰宅時刻 

母親では、「18時台」の割合が 37.9％と最も高く、次いで「17時台」の割合が 21.8％、「19時

台」の割合が 12.4％となっています。 

父親では、「19時台」の割合が 22.1％と最も高く、次いで「20時台」の割合が 18.2％、「18時

台」、「22時以降」の割合が 13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 726 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時以降

無回答

0.6

0.3

2.1

1.9

4.8

10.5

21.8

37.9

12.4

2.5

0.8

0.7

3.9

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,013 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時以降

無回答

1.2

0.0

0.1

0.3

0.3

0.3

3.3

13.6

22.1

18.2

13.0

13.6

14.0

0 5 10 15 20 25 30

【母親】 【父親】 
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【家を出る時間と帰宅時間の散布図（母親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

時 

時 

家を出る時刻 

帰
宅
時
刻 
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【家を出る時間と帰宅時間の散布図（父親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

時 

時 

家を出る時刻 

帰
宅
時
刻 
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問 21-3 問 21で「３．」または「４．」（フルタイム以外で就労している）に○をつけた

方にうかがいます。 

フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

母親では、「フルタイム以外の就労を続けることを希望」の割合が 42.3％と最も高く、次いで

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込

みはない」の割合が 37.2％、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希

望があり、実現できる見込みがある」の割合が 9.1％となっています。 

父親では、「フルタイム以外の就労を続けることを希望」の割合が 43.8％と最も高く、次いで

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込み

がある」の割合が 18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 274 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）への転換希
望があり、実現できる見込みが

ある

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）への転換希
望はあるが、実現できる見込み

はない

フルタイム以外の就労を続ける

ことを希望

フルタイム以外の就労をやめて

子育てや家事に専念したい

無回答

9.1

37.2

42.3

4.0

7.3

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 16 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）への転換希
望があり、実現できる見込みが

ある

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）への転換希
望はあるが、実現できる見込み

はない

フルタイム以外の就労を続ける

ことを希望

フルタイム以外の就労をやめて

子育てや家事に専念したい

無回答

18.8

0.0

43.8

0.0

37.5

0 10 20 30 40 50

【母親】 【父親】 
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問 21-4 問 21で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６．

これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。 

就労したいという希望はありますか｡(あてはまる番号･記号それぞれ１つに○) 

母親では、「１年より先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい」の割合が

47.8％と最も高く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が 27.0％、「子

育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」の割合が 18.1％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が増加

しています。一方、「１年より先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい」の

割合が減少しています。 

父親では、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 6件、「子育てや家事などに専念

したい（就労の予定はない）」が 1件なっています。 

 

 

  
％

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが
（　　　）歳になったころに就労し
たい

すぐにでも、もしくは１年以内に
就労したい

無回答

18.1

47.8

27.0

7.1

19.4

57.6

20.9

2.1

0 10 20 30 40 50 60
回答者数 = 9 ％

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが（
）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

11.1

0.0

66.7

22.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

【母親】 【父親】 

平成30年度調査

（N = 381）

平成26年度調査

（N = 752）

平成 25 年度調査 
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就労希望時の末子の年齢 

母親では、「３歳」の割合が 20.3％と最も高く、次いで「４歳」の割合が 17.0％、「７歳」の割

合が 15.9％となっています。 

父親では、有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する就労形態 

母親では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」の割合が 18.4％、「フルタ

イム以外」の割合が 77.7％となっています。 

父親では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」が 6件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 103 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）

フルタイム以外

無回答

18.4

77.7

3.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

【母親】 

回答者数 = 6 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）

フルタイム以外

無回答

100.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

【母親】 【父親】 

回答者数 = 182 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳以上

無回答

0.0

4.4

8.8

20.3

17.0

6.0

12.1

15.9

3.3

1.1

4.4

0.0

2.2

4.4

0 5 10 15 20 25 30
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パート・アルバイト １週あたり希望就労日数 

母親では、「３日」の割合が 43.8％と最も高く、次いで「４日」の割合が 28.8％、「５日」の割

合が 16.3％となっています。 

父親では、有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日あたり希望就労時間 

母親では、「５時間～６時間未満」の割合が 33.8％と最も高く、次いで「６時間～７時間未満」

の割合が 26.3％、「４時間～５時間未満」の割合が 18.8％となっています。 

父親では、有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 80 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.0

8.8

43.8

28.8

16.3

0.0

2.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 80 ％

３時間未満

３時間～４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.0

6.3

18.8

33.8

26.3

3.8

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0 10 20 30 40 50

【母親】 

【母親】 
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（４）保護者の育児休業について 

問 22 宛名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得し

ましたか。（母親、父親それぞれについて、あてはまる番号１つに○） 

母親では、「働いていなかった」の割合が 42.6％と最も高く、次いで「取得後、職場に復帰し

た」の割合が 35.2％、「取得していない」の割合が 9.0％となっています。 

父親では、「取得していない」の割合が 86.3％と最も高く、次いで「取得後、職場に復帰した」

の割合が 2.7％、「働いていなかった」の割合が 0.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

働いていなかった

取得後、職場に復帰した

取得中である

取得中に離職した

取得していない

無回答

42.6

35.2

6.8

3.9

9.0

2.4

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,128 ％

働いていなかった

取得後、職場に復帰した

取得中である

取得中に離職した

取得していない

無回答

0.9

2.7

0.2

0.2

86.3

9.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

【母親】 【父親】 
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取得中に離職した理由・取得していない理由（母親） 

取得中に離職した理由では、「仕事に戻るのが難しそうだった」の割合が 40.9％と最も高く、

次いで「子育てや家事に専念するため」の割合が 38.6％、「保育所などに預けることができなか

った」「その他」の割合が 15.9％となっています。 

取得していない理由では、「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」

の割合が 20.6％と最も高く、次いで「その他」の割合が 16.7％、「有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった」の割合が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【取得中に離職した】 【取得していない】 

回答者数＝44
％

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した
かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ
た

収入減となり、経済的に苦しくな
る

保育所などに預けることができ

た

配偶者が育児休業制度を利用
した

配偶者が無職、祖父母等の親

族にみてもらえるなど、制度を
利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

保育所などに預けることができ

なかった

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな
かった）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを
知らず、退職した

その他

無回答

4.5

6.8

2.3

40.9

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

38.6

15.9

9.1

2.3

2.3

2.3

15.9

20.5

0 10 20 30 40 50

回答者数＝102
％

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した
かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ
た

収入減となり、経済的に苦しくな
る

保育所などに預けることができ

た

配偶者が育児休業制度を利用
した

配偶者が無職、祖父母等の親

族にみてもらえるなど、制度を
利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

保育所などに預けることができ

なかった

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな
かった）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを
知らず、退職した

その他

無回答

8.8

9.8

1.0

8.8

0.0

3.9

5.9

1.0

2.0

8.8

1.0

20.6

13.7

0.0

1.0

16.7

24.5

0 10 20 30 40 50
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取得中に離職した理由・取得していない理由（父親） 

取得中に離職したでは、「仕事に戻るのが難しそうだった」の割合が 50.0％となっています。 

取得していないでは、「仕事が忙しかった」の割合が 21.1％と最も高く、次いで「職場に育児

休業を取りにくい雰囲気があった」の割合が 16.9％、「配偶者が育児休業制度を利用した」の割

合が 15.5％、となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【取得中に離職した】 【取得していない】 

回答者数＝2
％

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した

かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな

る

保育所などに預けることができ

た

配偶者が育児休業制度を利用

した

配偶者が無職、祖父母等の親

族にみてもらえるなど、制度を

利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

保育所などに預けることができ

なかった

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した

その他

無回答

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0 10 20 30 40 50 60
回答者数＝974

％

職場に育児休業を取りにくい雰
囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した

かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな
る

保育所などに預けることができ
た

配偶者が育児休業制度を利用

した

配偶者が無職、祖父母等の親
族にみてもらえるなど、制度を

利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

保育所などに預けることができ

なかった

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、
産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した

その他

無回答

16.9

21.1

0.0

1.4

3.8

14.6

0.6

15.5

14.7

0.1

0.4

5.7

0.4

1.1

0.0

3.4

44.8

0 10 20 30 40 50 60
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【子どもが生まれた時の住所別（母親）】（問 22×問７） 

子どもが生まれた時の住所別でみると、市内に居住で「仕事に戻るのが難しそうだった」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

職
場
に
育
児
休
業
を
取
り
に
く

い
雰
囲
気
が
あ
っ
た 

仕
事
が
忙
し
か
っ
た 

（
産
休
後
に
）
仕
事
に
早
く
復
帰

し
た
か
っ
た 

仕
事
に
戻
る
の
が
難
し
そ
う
だ

っ
た 

昇
給
・
昇
格
な
ど
が
遅
れ
そ
う
だ

っ
た 

収
入
減
と
な
り
、
経
済
的
に
苦
し

く
な
る 

保
育
所
な
ど
に
預
け
る
こ
と
が

で
き
た 

配
偶
者
が
育
児
休
業
制
度
を
利

用
し
た 

市内に居住 128  7.0  10.2  1.6  17.2  － 3.9  4.7  0.8  

県内の 他市 町村
に居住 

10  － － － 30.0  － － － － 

県外に居住 7  28.6  － － 28.6  － － － － 

 

区分 

配
偶
者
が
無
職
、
祖
父
母
等
の
親

族
に
み
て
も
ら
え
る
な
ど
、
制
度

を
利
用
す
る
必
要
が
な
か
っ
た 

子
育
て
や
家
事
に
専
念
す
る
た

め 保
育
所
な
ど
に
預
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た 

職
場
に
育
児
休
業
の
制
度
が
な

か
っ
た
（
就
業
規
則
に
定
め
が
な

か
っ
た
） 

有
期
雇
用
の
た
め
育
児
休
業
の

取
得
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た 

育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た 

産
前
産
後
の
休
暇
（
産
前
６
週

間
、
産
後
８
週
間
）
を
取
得
で
き

る
こ
と
を
知
ら
ず
、
退
職
し
た 

そ
の
他 

無
回
答 

市内に居住 1.6  15.6  5.5  15.6  10.2  0.8  1.6  18.8  24.2  

県内の 他市 町村
に居住 

－ 30.0  10.0  40.0  10.0  － － － 20.0  

県外に居住 － 42.9  － － 14.3  － － － 14.3  
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【育児休業取得中に離職した理由別（母親）】（問７×問 22） 

育児休業取得中に離職した理由別でみると、保育所に預けることができなかったで「市内に居

住」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

市
内
に
居
住 

県
内
の
他
市
町
村
に

居
住 

県
外
に
居
住 

無
回
答 

保育所に預けることができなかった 
7人 

100.0％  

6人 

85.7％  

1人 

14.3％ 

0人 

－ 

0人 

－ 

非該当 
1,121人 

100.0％  

914人 

81.5％  

90人 

8.0％  

110人 

9.8％  

7人 

0.6％  

 

 

 

【育児休業取得中に離職した理由別（父親）】（問７×問 22） 

育児休業取得中に離職した理由別でみると、保育所に預けることができなかったの該当者はあ

りません。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

市
内
に
居
住 

県
内
の
他
市
町
村
に

居
住 

県
外
に
居
住 

無
回
答 

保育所に預けることができなかった 
0人 

－ 

0人 

－ 

0人 

－ 

0人 

－ 

0人 

－ 

非該当 
1,128人 

100.0％  

920人 

81.6％  

91人 

8.1％  

110人 

9.8％  

7人 

0.6％  
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問 22-1 問 22で「２．取得後、職場に復帰した」に○をつけた方にうかがいます。 

育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミン

グでしたか。（あてはまる番号１つに○） 

母親では、「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」の割合が 55.4％、「それ以外だった」

の割合が 42.3％となっています。 

父親では、「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」の割合が 9.7％、「それ以外だった」

の割合が 87.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22-2 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何か月のときに職場復帰しました

か。また、お勤め先の育児休業の制度の期間内で、何歳何か月のときまで取り

たかったですか。（  ）内に数字でご記入ください。 

実際の取得期間 

母親では、「７か月～12か月」の割合が 48.9％と最も高く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 21.4％、「１か月～６か月」の割合が 16.9％となっています。 

父親では、「１か月～６か月」の割合が 45.2％と最も高く、次いで「７か月～12か月」の割合

が 16.1％、「１歳１か月～１歳６か月」の割合が 3.2％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 397 ％

年度初めの入所に合わせたタ
イミングだった

それ以外だった

無回答

55.4

42.3

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 31 ％

年度初めの入所に合わせたタ
イミングだった

それ以外だった

無回答

9.7

87.1

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 397 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

16.9

48.9

21.4

4.3

4.5

4.0

0 10 20 30 40 50 60

【母親】 【父親】 

回答者数 = 31 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

45.2

16.1

3.2

0.0

0.0

35.5

0 10 20 30 40 50 60

【母親】 【父親】 
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希望の取得期間 

母親では、「７か月～12か月」の割合が 41.6％と最も高く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 18.6％、「２歳１か月以上」の割合が 11.6％となっています。 

父親では、「７か月～12か月」の割合が 38.7％と最も高く、次いで「１か月～６か月」の割合

が 22.6％、「１歳１か月～１歳６か月」、「１歳７か月～２歳」の割合が 3.2％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 397 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

6.5

41.6

18.6

10.1

11.6

11.6

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 31 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

22.6

38.7

3.2

3.2

0.0

32.3

0 10 20 30 40 50

【母親】 【父親】 
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【育児休業の希望と実際の取得期間の散布図（母親）】 
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5.0
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歳 

育児休業の実際の取得期間 

育
児
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取
得
期
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【育児休業の希望と実際の取得期間の散布図（父親）】 
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児
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取
得
期
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問 22-3 問 22-2で「希望」より早く復帰した方にうかがいます。 

希望の時期に職場復帰できなかった理由は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

 

母親では、「希望する保育所に入るため」の割合が 41.3％と最も高く、次いで「人事異動や業

務の節目の時期に合わせるため」の割合が 22.7％、「経済的な理由で早く復帰する必要があった」

の割合が 19.0％となっています。 

父親では、「経済的な理由で早く復帰する必要があった」の割合が 21.7％と最も高く、次いで

「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」の割合が 13.0％、「希望する保育所に入るため」、

「配偶者や家族の希望があったため」の割合が 8.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 247 ％

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があった
ため

経済的な理由で早く復帰する必
要があった

人事異動や業務の節目の時期
に合わせるため

その他

無回答

41.3

2.8

19.0

22.7

13.4

27.9

0 10 20 30 40 50
回答者数 = 23 ％

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があった
ため

経済的な理由で早く復帰する必
要があった

人事異動や業務の節目の時期
に合わせるため

その他

無回答

8.7

8.7

21.7

13.0

21.7

43.5

0 10 20 30 40 50

【母親】 【父親】 
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（５）保育園や幼稚園などの利用状況について 

問 23 宛名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を

利用していますか。（あてはまる番号１つに○） 

「利用している」の割合が 71.3％、「利用して

いない」の割合が 27.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 23-1 平日、保育園や幼稚園など年間を通じて「定期的に」利用している事業はどれ

ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「認可保育所  （国が定める最低基準に適合し

た施設で都道府県等の認可を受けた定員 20 人以

上のもの）」の割合が 54.1％と最も高く、次いで

「幼稚園  （通常の就園時間の利用）」の割合が

23.1％、「認定こども園  （幼稚園と保育施設の

機能を併せ持つ施設）」の割合が 13.9％となって

います。 

平成 25 年度調査と比較すると、「認可保育所  

（国が定める最低基準に適合した施設で都道府

県等の認可を受けた定員 20 人以上のもの）」「認

定こども園  （幼稚園と保育施設の機能を併せ持

つ施設）」の割合が増加しています。一方、「幼稚

園  （通常の就園時間の利用）」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園

 （通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育  （通常の

就園時間を延長して預かる事業
のうち定期的な利用のみ）

認可保育所  （国が定める最低

基準に適合した施設で都道府
県等の認可を受けた定員20人

以上のもの）

認定こども園  （幼稚園と保育
施設の機能を併せ持つ施設）

小規模保育施設  （国が定める
最低基準に適合した施設で市

町村の認可を受けた定員が概
ね６～１９人のもの）

家庭的保育  （保育者の家庭等
で５人以下の子どもを保育する

事業）

事業所内保育施設  （企業が主

に従業員用に運営する施設）

自治体の認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治
体が認証・認定した施設）

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育  （ベビーシッ
ターのような保育者が子どもの

家庭で保育する事業）

つくば子育てサポートサービス

（地域住民が子どもを預かる会

員制事業、市社会福祉協議会

で実施）

その他

無回答

23.1

3.2

54.1

13.9

0.7

0.1

2.9

0.7

4.0

0.6

0.4

1.5

0.1

33.3

6.8

47.7

2.4

-

0.4

5.4

1.3

5.1

0.4

1.8

1.8

6.7

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,128 ％

利用している

利用していない

無回答

71.3

27.9

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

平成30年度調査

（N = 804）

平成26年度調査

（N = 1,014）

平成 25 年度調査 
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【地区別】（問 23-1×問１） 

地区別でみると、他に比べ、谷田部南小と茎崎第三小を除く全ての地区で「認可保育所」の割

合が最も高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で
都
道

府
県
等
の
認
可
を
受
け
た
定
員
20
人
以
上
の
も
の
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

小
規
模
保
育
施
設
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で

市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
５
人
以
下
の
子
ど
も
を
保
育

す
る
事
業
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設
（
認
可
保
育
所
で
は
な
い
が
、

自
治
体
が
認
証
・
認
定
し
た
施
設
） 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど

も
の
家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預

か
る
会
員
制
事
業
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
実
施
） 

そ
の
他 

無
回
答 

秀峰筑波 81  27.2  1.2  58.0  4.9  － － 3.7  2.5  1.2  － － 2.5  － 

大曽根小 50  22.0  － 66.0  4.0  － － 4.0  － 2.0  － － 2.0  － 

前野小 9  － － 100.0  － － － － － － － － － － 

要小 8  12.5  － 87.5  － － － － － － － － － － 

吉沼小 10  10.0  － 80.0  10.0  － － － － － － － － － 

沼崎小 37  18.9  － 56.8  13.5  2.7  － － － 2.7  2.7  2.7  2.7  － 

今鹿島小 8  － － 87.5  12.5  － － － － － － － － － 

上郷小 12  8.3  － 83.3  8.3  － － － － － － － － － 

谷田部小 25  20.0  － 72.0  4.0  － － － － 4.0  － － － － 

谷田部南小 3  － － 33.3  66.7  － － － － － － － － － 

真瀬小 7  14.3  － 57.1  28.6  － － － － － － － － － 

島名小 35  42.9  8.6  48.6  2.9  － － － － 2.9  － － 2.9  － 

葛城小 34  23.5  － 55.9  11.8  － － － 2.9  2.9  5.9  － 5.9  2.9  

柳橋小 3  33.3  － 33.3  － － － 33.3  － － － － － － 

小野川小 10  20.0  － 50.0  30.0  － － － － － － － － － 

手代木南小 9  － － 66.7  22.2  － － － － 11.1  － － － － 

二の宮小 23  26.1  4.3  56.5  4.3  － － 4.3  4.3  4.3  － － － － 
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【地区別（つづき）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で
都
道

府
県
等
の
認
可
を
受
け
た
定
員
20
人
以
上
の
も
の
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

小
規
模
保
育
施
設
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で

市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
５
人
以
下
の
子
ど
も
を
保
育

す
る
事
業
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設
（
認
可
保
育
所
で
は
な
い
が
、

自
治
体
が
認
証
・
認
定
し
た
施
設
） 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど

も
の
家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預

か
る
会
員
制
事
業
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
実
施
） 

そ
の
他 

無
回
答 

松代小 12  16.7  8.3  83.3  － － － － － － － － － － 

東小 14  42.9  7.1  50.0  7.1  － － － － － － － － － 

春日学園 24  20.8  － 41.7  25.0  － － 8.3  － 12.5  － － － － 

学園の森 77  22.1  3.9  39.0  26.0  3.9  － 3.9  － 5.2  － － － － 

みどりの学園 69  24.6  5.8  49.3  14.5  － 1.4  4.3  － 4.3  － 1.4  － － 

栄小 5  20.0  － 60.0  20.0  － － － － － － － － － 

九重小 9  44.4  33.3  44.4  － － － － － － 11.1  － － － 

桜南小 10  20.0  － 50.0  10.0  － － － － 10.0  － 10.0  10.0  － 

栗原小 13  38.5  7.7  53.8  7.7  － － － － － － － － － 

竹園東小 27  29.6  3.7  48.1  3.7  3.7  － 3.7  － 7.4  － － 7.4  － 

竹園西小 35  34.3  11.4  45.7  8.6  － － 2.9  2.9  14.3  2.9  － 2.9  － 

吾妻小 19  21.1  － 52.6  10.5  － － 5.3  － 10.5  － － － － 

並木小 7  14.3  － 71.4  － － － － － 14.3  － － － － 

茎崎第一小 64  15.6  3.1  45.3  31.3  － － 6.3  1.6  1.6  － － 1.6  － 

茎崎第二小 26  30.8  3.8  53.8  15.4  3.8  － － － － － － － － 

茎崎第三小 18  11.1  － 22.2  61.1  － － － － 5.6  － － － － 
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【子どもの年齢別】（問 23-1×問２） 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、１歳、２歳で「認可保育所」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利

用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の

就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の

み
） 

認
可
保
育
所
（
国
が
定
め
る
最
低

基
準
に
適
合
し
た
施
設
で
都
道

府
県
等
の
認
可
を
受
け
た
定
員

20
人
以
上
の
も
の
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
と
保
育

施
設
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

小
規
模
保
育
施
設
（
国
が
定
め
る

最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で

市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員

が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等

で
５
人
以
下
の
子
ど
も
を
保
育

す
る
事
業
） 

０歳 73  2.7  － 64.4  11.0  1.4  － 

１歳 108  0.9  1.9  71.3  7.4  2.8  0.9  

２歳 115  13.0  0.9  70.4  6.1  0.9  － 

３歳 148  24.3  4.1  51.4  16.9  0.7  － 

４歳 154  38.3  4.5  41.6  19.5  － － 

５歳 181  36.5  4.4  42.0  17.1  － － 

 

区分 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主

に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設 

 

（
認
可
保
育
所
で
は
な
い
が
、
自

治
体
が
認
証
・
認
定
し
た
施
設
） 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ

タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど

も
の
家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー

ビ
ス
（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預

か
る
会
員
制
事
業
、
市
社
会
福
祉

協
議
会
で
実
施
） 

そ
の
他 

無
回
答 

０歳 11.0  － 9.6  － 1.4  1.4  － 

１歳 6.5  1.9  5.6  － 0.9  0.9  － 

２歳 4.3  0.9  4.3  0.9  0.9  3.5  － 

３歳 1.4  1.4  2.7  0.7  － 2.0  － 

４歳 0.6  － 0.6  － － 0.6  － 

５歳 － 0.6  4.4  1.1  － 1.1  0.6  
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【事業の実施場所別】（問 23-1×問 23-3） 

事業の実施場所別でみると、他に比べ、つくば市内で「認可保育所」の割合が高くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利

用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の

就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の

み
） 

認
可
保
育
所
（
国
が
定
め
る
最
低

基
準
に
適
合
し
た
施
設
で
都
道

府
県
等
の
認
可
を
受
け
た
定
員

20
人
以
上
の
も
の
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
と
保
育

施
設
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

小
規
模
保
育
施
設
（
国
が
定
め
る

最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で

市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員

が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等

で
５
人
以
下
の
子
ど
も
を
保
育

す
る
事
業
） 

つくば市内 742  22.4  3.0  56.5  13.3  0.8  － 

その他 46  39.1  8.7  13.0  21.7  － － 

 

区分 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主

に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設 

 

（
認
可
保
育
所
で
は
な
い
が
、
自

治
体
が
認
証
・
認
定
し
た
施
設
） 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ

タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど

も
の
家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー

ビ
ス
（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預

か
る
会
員
制
事
業
、
市
社
会
福
祉

協
議
会
で
実
施
） 

そ
の
他 

無
回
答 

つくば市内 1.6  0.8  4.0  0.4  0.4  1.6  0.1  

その他 21.7  － 4.3  4.3  － － － 
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問 23-2 平日に定期的に利用している教育・保育事業について、どのくらい利用してい

ますか。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。 

現在  

週あたり利用日数 

 

「５日」の割合が 88.3％と最も高く、次いで

「６日以上」の割合が 2.9％、「４日」の割合が

2.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日あたり利用時間 

 

「８時間～９時間未満」の割合が 20.3％と最も

高く、次いで「10 時間～11 時間未満」の割合が

19.7％、「９時間～10時間未満」の割合が 14.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 804 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

1.7

1.5

1.2

2.0

88.3

2.9

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 804 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

1.5

1.9

7.8

13.2

10.0

20.3

14.7

19.7

7.1

0.1

3.9

0 5 10 15 20 25 30
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利用開始時刻 

 

「８時台」の割合が 43.5％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 34.8％、「７時台」の割合が

10.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 25.4％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 21.6％、「16時台」の割合

が 17.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 804 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

10.6

43.5

34.8

5.6

0.6

4.9

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 804 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

2.9

0.4

0.6

7.7

14.8

17.2

21.6

25.4

4.0

0.2

5.2

0 10 20 30 40 50
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希望 週あたり利用日数 

 

「５日」の割合が 52.2％と最も高く、次いで

「６日以上」の割合が 4.2％、「３日」の割合が

1.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日あたり利用時間 

 

「８時間～９時間未満」の割合が 15.5％と最も

高く、次いで「10 時間～11 時間未満」の割合が

12.6％、「９時間～10 時間未満」の割合が 8.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 804 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.2

0.7

1.5

1.1

52.2

4.2

39.9

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 804 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.5

0.7

1.7

4.7

7.0

15.5

8.7

12.6

4.7

2.1

41.7

0 10 20 30 40 50
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利用開始時刻 

 

「８時台」の割合が 28.4％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 19.4％、「７時台」の割合が

7.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 

 

「17 時台」の割合が 16.5％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 13.8％、「16時台」の割合

が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 804 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

7.2

28.4

19.4

1.6

0.4

43.0

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 804 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

2.0

0.0

0.4

1.0

6.5

10.8

16.5

13.8

5.1

0.7

43.2

0 10 20 30 40 50
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問 23-3 現在、利用している教育・保育事業の実施場所はどこにありますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「つくば市内」の割合が 92.3％と最も高く、次

いで「その他」の割合が 5.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 23-4 問 23で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 

利用していない理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「子どもがまだ小さいため（  ）歳くらいに

なったら利用しようと考えている」の割合が

41.6％と最も高く、次いで「利用する必要がない」

の割合が 25.7％、「利用したいが、教育・保育の

事業に空きがない」の割合が 16.5％となっていま

す。 

平成 25年度調査と比較すると、「利用したいが、

教育・保育の事業に空きがない」の割合が増加し

ています。一方、「利用する必要がない」「子ども

がまだ小さいため（  ）歳くらいになったら利

用しようと考えている」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人が
みている

近所の人や父母の友人・知人
がみている

利用したいが、教育・保育の事
業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で
事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の
時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所
など、納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため（　　）
歳くらいになったら利用しようと
考えている

その他

無回答

25.7

8.6

0.3

16.5

7.0

1.0

3.2

41.6

11.4

6.3

35.5

6.7

0.3

7.7

9.7

1.7

1.3

56.9

10.4

2.7

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 804 ％

つくば市内

その他

無回答

92.3

5.7

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成30年度調査

（N = 315）

平成26年度調査

（N = 598）

平成 25 年度調査 
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【子どもの年齢別】（問 23-4×問２） 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳から２歳で「子どもがまだ小さいため（  ）歳く

らいになったら利用しようと考えている」の割合が、３歳で「利用する必要がない」の割合が高

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

利
用
す
る
必
要
が
な
い 

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
戚

の
人
が
み
て
い
る 

近
所
の
人
や
父
母
の
友

人
・
知
人
が
み
て
い
る 

利
用
し
た
い
が
、
教
育
・
保

育
の
事
業
に
空
き
が
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
経
済
的

な
理
由
で
事
業
を
利
用
で

き
な
い 

０歳 127  26.0  7.1  0.8  20.5  3.9  

１歳 90  24.4  10.0  － 13.3  6.7  

２歳 61  19.7  8.2  － 14.8  13.1  

３歳 29  48.3  6.9  － 13.8  6.9  

４歳 1  － 100.0  － － － 

５歳 1  － － － － － 

 

区分 

利
用
し
た
い
が
、
延
長
・
夜

間
等
の
時
間
帯
の
条
件
が

合
わ
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
事
業
の

質
や
場
所
な
ど
、
納
得
で

き
る
事
業
が
な
い 

子
ど
も
が
ま
だ
小
さ
い
た

め
（ 

 

）
歳
く
ら
い
に
な

っ
た
ら
利
用
し
よ
う
と
考

え
て
い
る 

そ
の
他 

無
回
答 

０歳 2.4  1.6  46.5  10.2  3.1  

１歳 － 4.4  41.1  13.3  10.0  

２歳 － 3.3  41.0  11.5  4.9  

３歳 － 6.9  27.6  10.3  10.3  

４歳 － － － － － 

５歳 － － － 100.0  － 
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【母親の就労状況別】（問 23-4×問 21） 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、以前は就労していたが、現在は就労していない人で「子

どもがまだ小さいため（  ）歳くらいになったら利用しようと考えている」の割合が高くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

利
用
す
る
必
要
が
な
い 

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
戚
の
人
が
み
て
い
る 

近
所
の
人
や
父
母
の
友
人
・
知
人
が
み
て
い

る 利
用
し
た
い
が
、
教
育
・
保
育
の
事
業
に
空
き

が
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
経
済
的
な
理
由
で 

事
業
を
利
用
で
き
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
延
長
・
夜
間
等
の
時
間
帯
の

条
件
が
合
わ
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
事
業
の
質
や
場
所
な
ど
、
納

得
で
き
る
事
業
が
な
い 

子
ど
も
が
ま
だ
小
さ
い
た
め
（ 

 

）
歳
く
ら

い
に
な
っ
た
ら
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る 

そ
の
他 

無
回
答 

フルタイム（１週５日程度・１日８時
間程度の就労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない 

15  20.0  46.7  － 20.0  － － － 6.7  6.7  20.0  

フルタイム（１週５日程度・１日８時
間程度の就労）で就労しているが、
産休・育休・介護休業中である 

46  17.4  － － 28.3  － 2.2  4.3  32.6  21.7  4.3  

フルタイム以外で就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない 

28  25.0  32.1  － 14.3  7.1  － － 42.9  10.7  － 

フルタイム以外で就労しているが、
産休・育休・介護休業中である 

13  23.1  7.7  － 46.2  7.7  － － 15.4  15.4  7.7  

以前は就労していたが、現在は就
労していない 

204  27.9  4.9  0.5  12.3  8.8  0.5  3.9  47.5  9.8  6.9  

これまで就労したことがない 3  66.7  － － － － － － 33.3  － － 
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教育・保育事業を利用したいときの子どもの年齢 

「３歳」の割合が 40.5％と最も高く、次いで

「４歳」の割合が 22.1％、「１歳」の割合が 15.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定期的に利用したい事業別】（問 23-4×問 23-1） 

定期的に利用したい事業別でみると、他に比べ、幼稚園、幼稚園の預かり保育、認定こども園

で「３歳」の割合が、認可保育所で「１歳」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

（
件
） 

１
歳
未
満 

１
歳 

２
歳 

３
歳 

４
歳 

５
歳
以
上 

無
回
答 

幼稚園（通常の就園時間の利用） 101  － 4.0  13.9  46.5  24.8  7.9  3.0  

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預か
る事業のうち定期的な利用のみ） 

28  － 17.9  25.0  46.4  7.1  3.6  － 

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で都
道府県等の認可を受けた定員 20 人以上のもの） 

44  － 40.9  29.5  18.2  9.1  2.3  － 

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施
設） 

36  － 19.4  22.2  47.2  11.1  － － 

小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施
設で市町村の認可を受けた定員概ね６～19 人のもの） 

9  － 33.3  44.4  22.2  － － － 

家庭的保育（保育者の家庭等で５人以下の子どもを保
育する事業） 

1  － 100.0  － － － － － 

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施
設） 

3  － － － 66.7  33.3  － － 

自治体の認証・認定保育施設（認可保育所ではない
が、自治体が認証・認定した施設） 

2  － 50.0  50.0  － － － － 

その他認可外の保育施設 3  － 33.3  33.3  33.3  － － － 

居宅訪問型保育（ベビーシッターのような保育者が子ど
もの家庭で保育する事業） 

1  － － 100.0  － － － － 

つくば子育てサポートサービス（地域の住民が子どもを
預かる会員制事業、市社会福祉協議会で実施） 

1  － － 100.0  － － － － 

その他 2  － － － 100.0  － － － 

特にない 2  － － － 50.0  50.0  － － 

  

回答者数 = 131 ％

１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

0.0

15.3

13.0

40.5

22.1

6.9

2.3

0 10 20 30 40 50



46 

問 24 現在、利用している、利用していないにかかわらず、今後、定期的に利用したい

と考える事業は、次のどれですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「認可保育所（国が定める最低基準に適合した

施設で都道府県等の認可を受けた定員 20 人以上

のもの）」の割合が 48.2％と最も高く、次いで「幼

稚園  （通常の就園時間の利用）」の割合が 47.2％、

「認定こども園  （幼稚園と保育施設の機能を併

せ持つ施設）」の割合が 22.0％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「認可保育所

（国が定める最低基準に適合した施設で都道府

県等の認可を受けた定員 20 人以上のもの）」「認

定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ

施設）」の割合が増加しています。一方、「つくば

子育てサポートサービス（地域の住民が子どもを

預かる会員制事業、市社会福祉協議会で実施）」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園

 （通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育  （通常の

就園時間を延長して預かる事業

のうち定期的な利用のみ）

認可保育所  （国が定める最低

基準に適合した施設で都道府

県等の認可を受けた定員20人

以上のもの）

認定こども園  （幼稚園と保育

施設の機能を併せ持つ施設）

小規模な保育施設  （国が定め
る最低基準に適合した施設で市

町村の認可を受けた定員概ね６
～19人のもの）

家庭的保育  （保育者の家庭等

で5 人以下の子どもを保育する

事業）

事業所内保育施設  （企業が主

に従業員用に運営する施設）

自治体の認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治

体が認証・認定した施設）

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育  （ベビーシッ

ターのような保育者が子どもの
家庭で保育する事業）

つくば子育てサポートサービス

（地域の住民が子どもを預かる

会員制事業、市社会福祉協議

会で実施）

その他

特にない

無回答

47.2

16.2

48.2

22.0

2.8

1.0

2.7

2.1

2.1

3.1

4.4

1.9

5.7

3.0

49.4

19.3

41.3

11.3

5.0

2.4

4.5

3.0

2.8

3.6

10.3

1.8

6.4

2.7

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 
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【子どもの年齢別】（問 24×問２） 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳から２歳で「認可保育所」の割合が、３歳から５歳

で「幼稚園」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利

用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の

就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の

み
） 

認
可
保
育
所
（
国
が
定
め
る
最
低

基
準
に
適
合
し
た
施
設
で
都
道

府
県
等
の
認
可
を
受
け
た
定
員

20
人
以
上
の
も
の
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
と
保
育

施
設
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

小
規
模
な
保
育
施
設
（
国
が
定
め

る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設

で
市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定

員
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等

で
５
人
以
下
の
子
ど
も
を
保
育

す
る
事
業
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主

に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

０歳 202  41.1  14.9  59.4  25.7  5.4  1.0  3.0  

１歳 198  51.0  16.2  53.0  25.8  3.0  1.5  4.0  

２歳 177  46.9  19.2  53.1  22.0  1.7  0.6  4.5  

３歳 177  46.3  14.7  44.6  19.8  2.8  1.1  1.7  

４歳 155  50.3  12.3  41.9  19.4  1.3  0.6  1.3  

５歳 183  46.4  18.0  38.3  18.0  2.7  0.5  1.6  

 

区分 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設 

 
（
認
可
保
育
所
で
は
な
い
が
、
自

治
体
が
認
証
・
認
定
し
た
施
設
） 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ

タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど

も
の
家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー

ビ
ス
（
地
域
の
住
民
が
子
ど
も
を

預
か
る
会
員
制
事
業
、
市
社
会
福

祉
協
議
会
で
実
施
） 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

０歳 1.5  3.5  2.0  5.9  3.0  5.4  4.0  

１歳 1.5  2.5  4.0  6.1  1.5  3.5  1.5  

２歳 2.3  2.3  3.4  2.8  0.6  4.5  2.3  

３歳 6.2  1.7  3.4  5.6  1.7  5.1  2.3  

４歳 － 0.6  0.6  1.9  0.6  3.2  1.3  

５歳 1.6  2.2  4.4  3.8  3.8  13.1  3.8  
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【母親の就労状況別】（問 24×問 21） 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、産休・育休・介護休業中ではないフルタイム就労者・

フルタイム以外就労者で「認可保育所」の割合が、現在は就労していない人で「幼稚園」の割合

が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

 

（
通
常
の
就
園
時

間
を
延
長
し
て
預
か
る
事
業
の
う
ち
定
期

的
な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所 

 

（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に

適
合
し
た
施
設
で
都
道
府
県
等
の
認
可
を

受
け
た
定
員2

0
人
以
上
の
も
の
） 

認
定
こ
ど
も
園 

 

（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の

機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

小
規
模
な
保
育
施
設 

 

（
国
が
定
め
る
最
低

基
準
に
適
合
し
た
施
設
で
市
町
村
の
認
可

を
受
け
た
定
員
概
ね
６
～1

9

人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育 

 

（
保
育
者
の
家
庭
等
で5

 

人

以
下
の
子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業
） 

事
業
所
内
保
育
施
設 

 

（
企
業
が
主
に
従
業

員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

フルタイム（１週５日程度・１日８時
間程度の就労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない 

365  17.5  6.8  67.1  16.2  1.1  1.1  4.1  

フルタイム（１週５日程度・１日８時
間程度の就労）で就労しているが、
産休・育休・介護休業中である 

87  17.2  9.2  74.7  26.4  9.2  1.1  1.1  

フルタイム以外で就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない 

240  42.5  16.7  47.9  22.9  1.7  0.4  1.3  

フルタイム以外で就労しているが、
産休・育休・介護休業中である 

34  44.1  29.4  70.6  32.4  － － 5.9  

以前は就労していたが、現在は就
労していない 

370  86.5  25.9  23.5  25.9  4.3  1.4  2.7  

これまで就労したことがない 11  72.7  18.2  － 27.3  － － － 

  



49 

 

【母親の就労状況別（つづき）】 

単位：％ 

区分 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設 

 

（
認
可

保
育
所
で
は
な
い
が
、
自
治
体
が
認
証
・
認

定
し
た
施
設
） 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

 

（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の

よ
う
な
保
育
者
が
子
ど
も
の
家
庭
で
保
育

す
る
事
業
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス 

 

（
地

域
の
住
民
が
子
ど
も
を
預
か
る
会
員
制
事

業
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
実
施
） 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

フルタイム（１週５日程度・１日８時
間程度の就労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない 

1.4  1.4  4.9  5.8  2.2  9.0  3.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８時
間程度の就労）で就労しているが、
産休・育休・介護休業中である 

3.4  3.4  2.3  4.6  2.3  4.6  1.1  

フルタイム以外で就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない 

2.1  1.7  1.7  3.3  1.3  5.8  4.2  

フルタイム以外で就労しているが、
産休・育休・介護休業中である 

5.9  2.9  8.8  2.9  2.9  － － 

以前は就労していたが、現在は就
労していない 

2.2  3.0  2.2  3.5  1.9  3.2  0.8  

これまで就労したことがない 9.1  － － 9.1  － 9.1  － 
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【母親の就労希望別】（問 24×問 21-4） 

母親の就労希望別でみると、いずれにおいても「幼稚園」の割合が高くなっています。また、

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したいで「幼稚園の預かり保育」「認可保育所」「認定こど

も園」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園
時
間

を
延
長
し
て
預
か
る
事
業
の
う
ち
定
期
的

な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適

合
し
た
施
設
で
都
道
府
県
等
の
認
可
を
受

け
た
定
員
20
人
以
上
の
も
の
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機

能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

小
規
模
な
保
育
施
設
（
国
が
定
め
る
最
低
基

準
に
適
合
し
た
施
設
で
市
町
村
の
認
可
を

受
け
た
定
員
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
５
人
以

下
の
子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主
に
従
業
員

用
に
運
営
す
る
施
設
） 

子育てや家事などに専念し
たい（就労の予定はない） 

69  82.6  11.6  2.9  8.7  1.4  1.4  1.4  

１年より先、一番下の子ども
が（   ）歳になったころに
就労したい 

182  89.6  23.1  20.9  25.8  4.9  － 2.7  

すぐにでも、もしくは１年以
内に就労したい 

103  82.5  40.8  42.7  36.9  4.9  3.9  3.9  

 

 
区分 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設
（
認
可
保

育
所
で
は
な
い
が
、
自
治
体
が
認
証
・
認
定

し
た
施
設
） 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ

う
な
保
育
者
が
子
ど
も
の
家
庭
で
保
育
す

る
事
業
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
（
地
域

の
住
民
が
子
ど
も
を
預
か
る
会
員
制
事
業
、

市
社
会
福
祉
協
議
会
で
実
施
） 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

子育てや家事などに専念し
たい（就労の予定はない） 

1.4  2.9  － 4.3  2.9  5.8  1.4  

１年より先、一番下の子ども
が（   ）歳になったころに
就労したい 

0.5  1.6  1.6  4.4  2.2  1.6  1.1  

すぐにでも、もしくは１年以
内に就労したい 

4.9  3.9  4.9  2.9  1.0  3.9  － 
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問 24-1 問 24で「１．幼稚園」または「２．幼稚園の預かり保育」に○をつけ、かつ

「３.認可保育所」～「12．その他」にも○をつけた方にうかがいます。 

特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強

く希望しますか。（あてはまる番号１つに○） 

「はい」の割合が 64.1％、「いいえ」の割合が

16.4％となっています。 

 

 

 

 

問 24-2 問 24で「１．幼稚園（通常の就園時間の利用）」に○をつけた方にうかがいま

す。何歳から幼稚園を利用したいですか。（あてはまる番号１つに○） 

「３歳児から」の割合が 41.0％と最も高く、次

いで「満３歳（２歳児）から」の割合が 34.2％、

「４歳児から」の割合が 16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 24-3 利用したい幼稚園はどちらですか。（あてはまる番号１つに○） 

「公立幼稚園」の割合が 42.1％、「私立幼稚園」

の割合が 54.7％となっています。 

 

 

 

 

問 24-4 問 24-3で「２．私立幼稚園」に○をつけた方にうかがいます。 

もし公立幼稚園が３年保育になった場合、公立幼稚園を利用したいですか。

（あてはまる番号１つに○） 

「公立幼稚園を利用したい」の割合が 52.9％、

「私立幼稚園を利用したい（変わらない）」の割

合が 44.3％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 256 ％

はい

いいえ

無回答

64.1

16.4

19.5

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 532 ％

満３歳（２歳児）から

３歳児から

４歳児から

５歳児から

無回答

34.2

41.0

16.4

2.8

5.6

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 532 ％

公立幼稚園

私立幼稚園

無回答

42.1

54.7

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 291 ％

公立幼稚園を利用したい

私立幼稚園を利用したい（変わ

らない）

無回答

52.9

44.3

2.7

0 10 20 30 40 50 60
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問 25 教育・保育事業を選ぶ（選んだ）基準は何ですか。（あてはまる番号３つに○） 

「家からの距離が近い」の割合が 44.9％と最も

高く、次いで「保育・教育の方針や内容がよい」

の割合が 34.2％、「職員の対応がよい」の割合が

20.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

家からの距離が近い

勤務先からの距離が近い

通勤経路（家から駅まで）にある

通勤経路（家から勤務先）にあ
る

保育・教育の方針や内容がよい

希望する時間帯で利用できる

施設が充実している

職員の対応がよい

兄弟姉妹が利用している

子どもの友だちが利用している

徒歩、自転車で送迎が出来る

自動車で送迎ができる

バス送迎がある

利用料が安い

その他

無回答

44.9

8.9

4.9

11.3

34.2

17.0

9.3

20.4

15.3

1.2

2.6

3.1

13.7

9.9

4.2

25.3

0 10 20 30 40 50 60
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【定期的に利用している事業別】（問 25×問 23-1） 

定期的に利用している事業別でみると、他に比べ、認可保育所、事業所内保育施設で「家から

の距離が近い」の割合が、幼稚園の預かり保育で「保育・教育の方針や内容がよい」の割合が高

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

家
か
ら
の
距
離
が
近

い 勤
務
先
か
ら
の
距
離

が
近
い 

通
勤
経
路
（
家
か
ら
駅

ま
で
）
に
あ
る 

通
勤
経
路
（
家
か
ら
勤

務
先
）
に
あ
る 

保
育
・
教
育
の
方
針
や

内
容
が
よ
い 

希
望
す
る
時
間
帯
で

利
用
で
き
る 

施
設
が
充
実
し
て
い

る 職
員
の
対
応
が
よ
い 

幼稚園  （通常の就園時間の利
用） 

186  36.6  1.1  0.5  2.2  43.5  9.7  10.2  21.0  

幼稚園の預かり保育  （通常の就
園時間を延長して預かる事業のう
ち定期的な利用のみ） 

26  26.9  3.8  － 7.7  50.0  23.1  15.4  19.2  

認可保育所  （国が定める最低基
準に適合した施設で都道府県等の
認可を受けた定員 20 人以上のも
の） 

435  47.1  16.1  7.4  17.5  25.7  20.2  8.0  17.0  

認定こども園  （幼稚園と保育施
設の機能を併せ持つ施設） 

112  43.8  8.0  4.5  7.1  44.6  19.6  2.7  24.1  

小規模保育施設  （国が定める最
低基準に適合した施設で市町村の
認可を受けた定員が概ね６～１９
人のもの） 

6  50.0  － 50.0  16.7  16.7  50.0  － 66.7  

家庭的保育  （保育者の家庭等で
５人以下の子どもを保育する事業） 

1  100.0  － － － 100.0  － － 100.0  

事業所内保育施設  （企業が主に
従業員用に運営する施設） 

23  47.8  26.1  13.0  21.7  17.4  21.7  4.3  8.7  

自 治 体 の 認 証 ・ 認 定 保 育 施 設  
（認可保育所ではないが、自治体
が認証・認定した施設） 

6  50.0  － － 33.3  33.3  16.7  － 16.7  

その他認可外の保育施設 32  31.3  9.4  － 12.5  43.8  25.0  15.6  12.5  

居宅訪問型保育  （ベビーシッター
のような保育者が子どもの家庭で
保育する事業） 

5  40.0  － － － 40.0  20.0  － 20.0  

つくば子育てサポートサー ビス  
（地域住民が子どもを預かる会員
制事業、市社会福祉協議会で実
施） 

3  66.7  － － － － 33.3  － － 

その他 12  25.0  － － － 25.0  － 8.3  8.3  
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【定期的に利用している事業別（つづき）】 

 

単位：％ 

区分 

兄
弟
姉
妹
が
利
用
し

て
い
る 

子
ど
も
の
友
だ
ち
が

利
用
し
て
い
る 

徒
歩
、
自
転
車
で
送
迎

が
出
来
る 

自
動
車
で
送
迎
が
で

き
る 

バ
ス
送
迎
が
あ
る 

利
用
料
が
安
い 

そ
の
他 

無
回
答 

幼稚園  （通常の就園時間の利
用） 

12.4  2.7  2.7  1.6  30.6  19.4  7.0  25.3  

幼稚園の預かり保育  （通常の就
園時間を延長して預かる事業のう
ち定期的な利用のみ） 

3.8  － － － 30.8  11.5  － 26.9  

認可保育所  （国が定める最低基
準に適合した施設で都道府県等の
認可を受けた定員 20 人以上のも
の） 

16.8  0.7  1.6  3.4  2.3  2.1  4.8  27.8  

認定こども園  （幼稚園と保育施
設の機能を併せ持つ施設） 

25.9  0.9  3.6  0.9  13.4  3.6  1.8  28.6  

小規模保育施設  （国が定める最
低基準に適合した施設で市町村の
認可を受けた定員が概ね６～１９
人のもの） 

－ － － － － － － 16.7  

家庭的保育  （保育者の家庭等で
５人以下の子どもを保育する事業） 

－ － － － － － － － 

事業所内保育施設  （企業が主に
従業員用に運営する施設） 

13.0  4.3  － 4.3  4.3  － 4.3  34.8  

自 治 体 の 認 証 ・ 認 定 保 育 施 設  
（認可保育所ではないが、自治体
が認証・認定した施設） 

－ － － 16.7  16.7  － 16.7  33.3  

その他認可外の保育施設 15.6  － 3.1  6.3  12.5  3.1  6.3  28.1  

居宅訪問型保育  （ベビーシッタ
ーのような保育者が子どもの家庭
で保育する事業） 

－ － － － － － － 60.0  

つくば子育てサポートサービス  
（地域住民が子どもを預かる会員
制事業、市社会福祉協議会で実
施） 

33.3  － － － － － － 33.3  

その他 25.0  － 8.3  25.0  8.3  － 16.7  41.7  
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問 26 2019年 10月から幼児教育の無償化を全面的に実施することが予定されています

が、無償化が実施された場合、お子さんの平日の教育・保育事業の利用につい

て、最も考えに近いものをお答えください。 

（１）保育園や幼稚園などの利用（あてはまる番号１つに○） 

 

「利用にあたって無償化は関係しない」の割合

が 45.3％と最も高く、次いで「無償化されるなら

認可保育所を利用したい」の割合が 18.1％、「無

償化されるなら私立幼稚園を利用したい」の割合

が 17.5％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

無償化されるなら公立幼稚園を

利用したい

無償化されるなら私立幼稚園を
利用したい

無償化されるなら認可保育所を

利用したい

無償化されるなら認定こども園
を利用したい

無償化されるなら認可外保育施
設を利用したい

利用にあたって無償化は関係し
ない

無回答

6.8

17.5

18.1

7.8

0.8

45.3

3.7

0 10 20 30 40 50 60
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【定期的に利用している事業別】（問 26×問 23-1） 

定期的に利用している事業別でみると、他に比べ、事業所内保育施設で「利用にあたって無償

化は関係しない」の割合が、幼稚園で「無償化されるなら公立幼稚園を利用したい」の割合が高

くなっています。また、認定こども園で「無償化されるなら認定こども園を利用したい」の割合

が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

無
償
化
さ
れ
る
な
ら
公
立
幼
稚

園
を
利
用
し
た
い 

無
償
化
さ
れ
る
な
ら
私
立
幼
稚

園
を
利
用
し
た
い 

無
償
化
さ
れ
る
な
ら
認
可
保
育

所
を
利
用
し
た
い 

無
償
化
さ
れ
る
な
ら
認
定
こ
ど

も
園
を
利
用
し
た
い 

無
償
化
さ
れ
る
な
ら
認
可
外
保

育
施
設
を
利
用
し
た
い 

利
用
に
あ
た
っ
て
無
償
化
は
関

係
し
な
い 

無
回
答 

幼稚園（通常の就園時間の利用） 186  11.8  43.5  4.8  3.8  0.5  33.9  1.6  

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間
を延長して預かる事業のうち定期的な利
用のみ） 

26  － 42.3  － 7.7  3.8  46.2  － 

認可保育所（国が定める最低基準に適
合した施設で都道府県等の認可を受け
た定員 20 人以上のもの） 

435  2.5  4.8  32.6  1.8  0.2  54.7  3.2  

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能
を併せ持つ施設） 

112  1.8  8.9  4.5  42.0  － 39.3  3.6  

小規模保育施設（国が定める最低基準
に適合した施設で市町村の認可を受け
た定員が概ね６～19 人のもの） 

6  － － 50.0  16.7  － 33.3  － 

家庭的保育（保育者の家庭等で５人以
下の子どもを保育する事業） 

1  － 100.0  － － － － － 

事業所内保育施設（企業が主に従業員
用に運営する施設） 

23  8.7  8.7  21.7  － － 60.9  － 

自治体の認証・認定保育施設（認可保
育所ではないが、自治体が認証・認定し
た施設） 

6  － 33.3  － 16.7  16.7  33.3  － 

その他認可外の保育施設 32  3.1  15.6  9.4  3.1  9.4  53.1  6.3  

居宅訪問型保育（ベビーシッターのよう
な保育者が子どもの家庭で保育する事
業） 

5  － － 20.0  － － 80.0  － 

つくば子育てサポートサービス（地域住
民が子どもを預かる会員制事業、市社
会福祉協議会で実施） 

3  － 33.3  33.3  － － 33.3  － 

その他 12  － 41.7  － － － 58.3  － 
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（２）幼稚園の預かり保育（最大月額 1.13万円まで無償化）などの利用(あてはまる番号１つに○) 

 

「無償化に関わらず利用するつもりはない」の

割合が 39.7％と最も高く、次いで「無償化される

なら利用したい」の割合が 34.8％、「無償化に関

わらず利用したい」の割合が 16.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

【定期的に利用している事業別】（問 26×問 23-1） 

定期的に利用している事業別でみると、他に比べ、認可保育所で「無償化に関わらず利用する

つもりはない」の割合が、幼稚園・認定こども園で「無償化されるなら利用したい」の割合が高

くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

無
償
化
に
関
わ
ら
ず
利

用
し
た
い 

無
償
化
さ
れ
る
な
ら
利

用
し
た
い 

無
償
化
に
関
わ
ら
ず
利

用
す
る
つ
も
り
は
な
い 

無
回
答 

幼稚園（通常の就園時間の利用） 186  28.5  47.3  21.0  3.2  

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事
業のうち定期的な利用のみ） 

26  69.2  26.9  3.8  － 

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で都道府
県等の認可を受けた定員 20 人以上のもの） 

435  8.5  18.9  58.2  14.5  

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設） 112  17.9  49.1  25.0  8.0  

小規模保育施設（国が定める最低基準に適合した施設で市
町村の認可を受けた定員が概ね６～19 人のもの） 

6  － 50.0  50.0  － 

家庭的保育（保育者の家庭等で５人以下の子どもを保育す
る事業） 

1  － 100.0  － － 

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 23  13.0  43.5  43.5  － 

自治体の認証・認定保育施設（認可保育所ではないが、自
治体が認証・認定した施設） 

6  － 33.3  50.0  16.7  

その他認可外の保育施設 32  28.1  31.3  34.4  6.3  

居宅訪問型保育（ベビーシッターのような保育者が子どもの
家庭で保育する事業） 

5  40.0  － 60.0  － 

つくば子育てサポートサービス（地域住民が子どもを預かる
会員制事業、市社会福祉協議会で実施） 

3  66.7  － 33.3  － 

その他 12  50.0  16.7  33.3  － 

  

回答者数 = 1,128 ％

無償化に関わらず利用したい

無償化されるなら利用したい

無償化に関わらず利用するつも
りはない

無回答

16.2

34.8

39.7

9.3

0 10 20 30 40 50
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（６）土曜・休日や長期休暇中の教育・保育事業の利用希望について 

問 27 土曜と日曜・祝日に、定期的な教育・保育事業の利用希望はありますか（一時的

な利用は除きます）。（（１）（２）それぞれについて、あてはまる番号１つに○） 

（１）土曜日 

「利用する必要はない」の割合が 67.6％と最も

高く、次いで「月に１～２回は利用したい」の割

合が 23.0％、「ほぼ毎週利用したい」の割合が

7.2％となっています。 

 

 

 

 

希望利用開始時刻 

「８時台」の割合が 49.3％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 26.1％、「７時台」の割合が

13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 

「17 時台」の割合が 32.6％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 22.3％、「16時台」の割合

が 14.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

67.6

7.2

23.0

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 341 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

13.2

49.3

26.1

3.8

0.0

7.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 341 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

2.9

2.6

2.9

8.5

14.7

32.6

22.3

5.6

0.0

7.9

0 10 20 30 40 50
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（２）日曜日・祝日 

「利用する必要はない」の割合が 83.2％と最も

高く、次いで「月に１～２回は利用したい」の割

合が 12.8％、「ほぼ毎週利用したい」の割合が

1.3％となっています。 

 

 

 

 

希望利用開始時刻 

「８時台」の割合が 46.5％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 27.7％、「７時台」の割合が

13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 

「18 時台」の割合が 27.7％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 27.0％、「16時台」の割合

が 20.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

83.2

1.3

12.8

2.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 159 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

13.2

46.5

27.7

4.4

0.0

8.2

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 159 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

1.9

0.6

1.9

4.4

20.8

27.0

27.7

6.9

0.0

8.8

0 10 20 30 40 50
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問 28 「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。 

夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の利用を希望しますか。 

「休みの期間中、週に数日利用したい」の割合

が 43.5％と最も高く、次いで「利用する必要はな

い」の割合が 33.3％、「休みの期間中、ほぼ毎日

利用したい」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

希望利用開始時刻 

 

「９時台」の割合が 60.7％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 25.9％、「10時台」の割合が

8.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 

 

「15 時台」の割合が 36.6％と最も高く、次い

で「16時台」の割合が 25.9％、「17時台」の割合

が 24.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 186 ％

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利用
したい

休みの期間中、週に数日利用し
たい

無回答

33.3

16.7

43.5

6.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 112 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

0.9

25.9

60.7

8.9

0.9

2.7

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 112 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.9

5.4

36.6

25.9

24.1

3.6

0.9

0.0

2.7

0 10 20 30 40 50
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（７）病気の際の対応について（平日の教育・保育事業を利用する方のみ） 

問 29 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問 23で

「１．利用している」に○をつけた方）にうかがいます。 

この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガにより、通常の事業が利用できなか

ったことはありますか。（あてはまる番号１つに○） 

「あった」の割合が 81.0％、「なかった」の割

合が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

【地区別】（問 29×問１） 

地区別でみると、いずれの地区においても「あった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

秀峰筑波 81  74.1  23.5  2.5  

大曽根小 50  84.0  14.0  2.0  

前野小 9  88.9  11.1  － 

要小 8  62.5  37.5  － 

吉沼小 10  90.0  10.0  － 

沼崎小 37  78.4  16.2  5.4  

今鹿島小 8  50.0  50.0  － 

上郷小 12  66.7  33.3  － 

谷田部小 25  72.0  28.0  － 

谷田部南小 3  66.7  － 33.3  

真瀬小 7  100.0  － － 

島名小 35  85.7  14.3  － 

葛城小 34  79.4  17.6  2.9  

柳橋小 3  66.7  33.3  － 

小野川小 10  80.0  20.0  － 

手代木南小 9  88.9  11.1  － 

二の宮小 23  87.0  13.0  － 

  

回答者数 = 804 ％

あった

なかった

無回答

81.0

17.7

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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【地区別（つづき）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

松代小 12  83.3  16.7  － 

東小 14  78.6  21.4  － 

春日学園 24  83.3  12.5  4.2  

学園の森 77  83.1  15.6  1.3  

みどりの学園 69  89.9  8.7  1.4  

栄小 5  80.0  20.0  － 

九重小 9  100.0  － － 

桜南小 10  70.0  30.0  － 

栗原小 13  69.2  30.8  － 

竹園東小 27  77.8  22.2  － 

竹園西小 35  80.0  20.0  － 

吾妻小 19  89.5  10.5  － 

並木小 7  100.0  － － 

茎崎第一小 64  79.7  20.3  － 

茎崎第二小 26  88.5  11.5  － 

茎崎第三小 18  72.2  22.2  5.6  
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【子どもの年齢別】（問 29×問 2） 

子どもの年齢別でみると、他に比べ０歳、１歳で「あった」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

０歳 73  91.8  6.8  1.4  

１歳 108  91.7  7.4  0.9  

２歳 115  80.9  17.4  1.7  

３歳 148  81.1  15.5  3.4  

４歳 154  72.7  27.3  － 

５歳 181  77.3  22.1  0.6  

 

 

 

【母親の就労状況別】（問 29×問 21） 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない、フルタイム以外で就労しており、産休・育

休・介護休業中ではないで「あった」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で
就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

349  86.8  12.3  0.9  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で
就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

41  78.0  22.0  － 

フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業
中ではない 

210  86.2  13.3  0.5  

フルタイム以外で就労しているが、産休・育休・介護休
業中である 

21  85.7  9.5  4.8  

以前は就労していたが、現在は就労していない 165  61.8  35.8  2.4  

これまで就労したことがない 8  62.5  12.5  25.0  
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問 29-1 問 29で「１．あった」に○をつけた方にうかがいます。 

宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用でき

なかった場合に、この１年間に行った対処方法はどれになりますか。 

（あてはまる番号すべてに○）それぞれの日数も（  ）内に数字でご記入く

ださい（半日程度の場合は、１日とカウント）。 

「母親が休んだ」の割合が 77.1％と最も高く、

次いで「父親が休んだ」の割合が 33.9％、「（同居

者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」

の割合が 30.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間日数  

１．父親が休んだ 

 

「１日」の割合が 21.7％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 18.1％、「３日」の割合が 17.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 651 ％

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子
どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労してい
ない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

つくば子育てサポ－トサービス
を利用した

仕方なく子どもだけで留守番を
させた

その他

無回答

33.9

77.1

30.7

18.3

3.8

1.1

0.0

0.8

2.0

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 221 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

21.7

18.1

17.6

5.0

17.2

9.5

3.2

0.5

7.2

0 5 10 15 20 25 30
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２．母親が休んだ 

 

「６日～10 日」の割合が 29.3％と最も高く、

次いで「５日」の割合が 13.1％、「11日～20日」

の割合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 

 

「６日～10 日」の割合が 21.5％と最も高く、

次いで「５日」の割合が 20.0％、「２日」の割合

が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 502 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

4.8

10.4

12.0

3.6

13.1

29.3

12.2

5.6

9.2

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 200 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

6.5

14.5

11.5

5.5

20.0

21.5

7.0

2.5

11.0

0 5 10 15 20 25 30
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４．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 

 

「６日～10 日」の割合が 23.5％と最も高く、

次いで「11日～20日」の割合が 14.3％、「３日」

の割合が 12.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．病児・病後児の保育を利用した 

 

「３日」の割合が 24.0％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 20.0％、「１日」、「５日」の割

合が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 119 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

6.7

7.6

12.6

5.9

10.9

23.5

14.3

5.0

13.4

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 25 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

12.0

20.0

24.0

8.0

12.0

12.0

4.0

0.0

8.0

0 5 10 15 20 25 30
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６．ベビーシッターを利用した 

 

「１日」が 5 件、「３日」、「５日」が 1 件とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．つくば子育てサポ－トサービスを利用した 

 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

８．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

 

「１日」、「５日」が 2 件、「３日」が 1 件とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 7 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

71.4

0.0

14.3

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 5 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

40.0

0.0

20.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50
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９．その他 

 

「１日」、「２日」、「４日」の割合が 15.4％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 29-2 問 29-1で「１．」または「２．」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われ

ましたか。（あてはまる番号１つに○） 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

い」の割合が 43.6％、「利用したいとは思わない」

の割合が 52.7％となっています。 

 

 

 

病児・病後児保育施設等を利用したい年間日数 

 

「５日」の割合が 29.5％と最も高く、次いで

「６日～10日」の割合が 28.1％、「11日～20日」

の割合が 12.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 13 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

15.4

15.4

7.7

15.4

7.7

0.0

7.7

0.0

30.8

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 514 ％

できれば病児・病後児保育施設
等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

43.6

52.7

3.7

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 224 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

1.3

5.4

7.6

1.8

29.5

28.1

12.1

3.6

10.7

0 10 20 30 40 50
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（８）不定期の教育・保育事業や一時預かり事業等の利用について 

問 30 私用や親の通院、就労等の際に、不定期に利用している事業はありますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「利用していない」の割合が 81.2％と最も高

く、次いで「一時預かり（私用など理由を問わず

に保育所などで一時的に子どもを保育する事業）」

の割合が 7.2％、「幼稚園の預かり保育（通常の就

園時間を延長して預かる事業のうち不定期に利

用する場合のみ）」の割合が 5.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】（問 30×問２） 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、１歳で「一時預かり（私用など理由を問わずに保育所な

どで一時的に子どもを保育する事業）」の割合が、３歳で「幼稚園の預かり保育（通常の就園時間

を延長して預かる事業のうち不定期に利用する場合のみ）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

一
時
預
か
り
（
私
用
な
ど
理
由
を
問

わ
ず
に
保
育
所
な
ど
で
一
時
的
に

子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園

時
間
を
延
長
し
て
預
か
る
事
業
の
う
ち

不
定
期
に
利
用
す
る
場
合
の
み
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ

ス
（
地
域
の
住
民
が
子
ど
も
を
預
か

る
会
員
制
事
業
） 

夜
間
養
護
等
事
業
：
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス

テ
イ
（
児
童
養
護
施
設
等
で
休
日
・
夜

間
、
子
ど
も
を
保
護
す
る
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

そ
の
他 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

０歳 202  6.4  0.5  2.0  － － 1.5  86.1  4.5  

１歳 198  15.7  1.0  2.5  － 0.5  0.5  80.3  2.5  

２歳 177  9.6  3.4  1.1  － 1.1  2.3  81.4  2.8  

３歳 177  3.4  11.3  0.6  － 2.8  － 78.5  5.1  

４歳 155  4.5  9.0  － － 0.6  1.9  80.0  5.8  

５歳 183  2.7  7.7  1.6  － 1.1  1.1  83.1  4.9  
  

回答者数 = 1,128 ％

一時預かり（私用など理由を問
わずに保育所などで一時的に
子どもを保育する事業）

幼稚園の預かり保育（通常の就
園時間を延長して預かる事業の
うち不定期に利用する場合の
み）

つくば子育てサポートサービス
（地域の住民が子どもを預かる
会員制事業）

夜間養護等事業：トワイライトス
テイ（児童養護施設等で休日・
夜間、子どもを保護する事業

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

7.2

5.2

1.3

0.0

1.1

1.2

81.2

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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【母親の就労状況別】（問 30×問 21） 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労

しており、産休・育休・介護休業中ではない、フルタイム以外で就労しているが、産休・育休・介

護休業中である、以前は就労していたが、現在は就労していないで「一時預かり（私用など理由を

問わずに保育所などで一時的に子どもを保育する事業）」の割合が低くなっています。また、フルタ

イム以外で就労しているが、産休・育休・介護休業中である、以前は就労していたが、現在は就労

していないで「幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち不定期に利用す

る場合のみ）」の割合が高くなっています。 

 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

一
時
預
か
り
（
私
用
な
ど
理
由
を
問
わ

ず
に
保
育
所
な
ど
で
一
時
的
に
子
ど
も

を
保
育
す
る
事
業
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園

時
間
を
延
長
し
て
預
か
る
事
業
の
う
ち

不
定
期
に
利
用
す
る
場
合
の
み
） 

つ
く
ば
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス

（
地
域
の
住
民
が
子
ど
も
を
預
か
る
会

員
制
事
業
） 

夜
間
養
護
等
事
業
：
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス

テ
イ
（
児
童
養
護
施
設
等
で
休
日
・
夜

間
、
子
ど
も
を
保
護
す
る
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

そ
の
他 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）で就
労しており、産休・育休・介
護休業中ではない 

365  3.3  1.9  1.1  － 2.7  0.3  86.6  5.2  

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）で就
労しているが、産休・育休・
介護休業中である 

87  8.0  1.1  2.3  － 1.1  3.4  83.9  1.1  

フルタイム以外で就労して
おり、産休・育休・介護休業
中ではない 

240  9.2  7.9  0.4  － 0.4  1.7  78.3  5.0  

フルタイム以外で就労して
いるが、産休・育休・介護
休業中である 

34  2.9  2.9  2.9  － － － 85.3  5.9  

以前は就労していたが、現
在は就労していない 

370  9.5  8.1  1.9  － － 1.4  78.1  3.8  

これまで就労したことがな
い 

11  9.1  9.1  － － － － 81.8  － 
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年間日数  

１．一時預かり（私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを保育する事業） 

 

「21 日以上」の割合が 42.0％と最も高く、次

いで「３日」、「５日」の割合が 11.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち不定期に利用する場合のみ） 

 

「21 日以上」の割合が 28.8％と最も高く、次

いで「６日～10日」の割合が 13.6％、「11日～20

日」の割合が 11.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 81 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

2.5

9.9

11.1

2.5

11.1

7.4

6.2

42.0

7.4

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 59 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

6.8

8.5

5.1

5.1

10.2

13.6

11.9

28.8

10.2

0 10 20 30 40 50
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３．つくば子育てサポートサービス（地域の住民が子どもを預かる会員制事業） 

 

「21 日以上」の割合が 26.7％と最も高く、次

いで「１日」、「２日」の割合が 20.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．夜間養護等事業：トワイライトステイ（児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保護する事業 

 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

５．ベビーシッター 

 

「６日～10 日」の割合が 33.3％と最も高く、

次いで「５日」、「11日～20日」、「21日以上」の

割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 15 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

13.3

13.3

26.7

6.7

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 12 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.0

8.3

0.0

8.3

16.7

33.3

16.7

16.7

0.0

0 10 20 30 40 50
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６．その他 

 

「21 日以上」の割合が 46.2％と最も高く、次

いで「６日～10 日」の割合が 23.1％、「１日」、

「３日」の割合が 7.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい上記の事業を利用す

る必要があると思いますか。利用希望の有無・日数をお答えください。 

（あてはまる番号・記号すべてに○） 

「利用したい」の割合が 44.1％、「利用する必

要はない」の割合が 50.4％となっています。 

 

 

 

 

 

１．利用したい 

 

「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含

む）や親の通院等」の割合が 71.4％と最も高く、

次いで「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）

や親の習い事等、リフレッシュ目的）」の割合が

68.2％、「不定期の就労」の割合が 26.4％となっ

ています。 

 

 

 

  

回答者数 = 13 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

7.7

0.0

7.7

0.0

7.7

23.1

0.0

46.2

7.7

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,128 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

44.1

50.4

5.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 497 ％

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を
含む）や親の習い事等、リフレッ

シュ目的）

冠婚葬祭、学校行事、子ども

（兄弟姉妹を含む）や親の通院
等

不定期の就労

その他

無回答

68.2

71.4

26.4

3.8

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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合計日数 

 

「21 日以上」の割合が 20.7％と最も高く、次

いで「11日～20日」の割合が 15.5％、「６日～10

日」の割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間日数  

ア 私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、リフレッシュ目的） 

 

「６日～10 日」の割合が 22.4％と最も高く、

次いで「11 日～20 日」の割合が 18.6％、「21 日

以上」の割合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 497 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.4

1.4

2.8

0.8

7.0

13.5

15.5

20.7

37.8

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 339 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

3.2

5.6

8.3

0.6

16.8

22.4

18.6

18.0

6.5

0 5 10 15 20 25 30
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イ 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院 

 

「６日～10 日」の割合が 24.5％と最も高く、

次いで「５日」の割合が 22.0％、「11日～20日」

の割合が 15.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 不定期の就労 

 

「21 日以上」の割合が 29.0％と最も高く、次

いで「６日～10日」の割合が 18.3％、「11日～20

日」の割合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 355 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

3.7

9.3

12.4

2.5

22.0

24.5

15.2

4.8

5.6

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 131 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

2.3

1.5

10.7

3.1

11.5

18.3

12.2

29.0

11.5

0 10 20 30 40 50
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エ その他 

 

「６日～10 日」の割合が 21.1％と最も高く、

次いで「11日～20日」の割合が 15.8％、「１日」、

「２日」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 32 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛

名のお子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありま

したか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。 

（あてはまる番号・記号すべてに○） 

「あった」の割合が 15.9％、「なかった」の割

合が 81.8％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 19 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

10.5

10.5

5.3

0.0

5.3

21.1

15.8

10.5

21.1

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 1,128 ％

あった

なかった

無回答

15.9

81.8

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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１．あった 

 

「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」

の割合が 75.4％と最も高く、次いで「仕方なく子

どもを同行させた」の割合が 25.7％、「仕方なく

子どもだけで留守番をさせた」の割合が 1.1％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間泊数  

ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった 

 

「１泊」の割合が 20.7％と最も高く、次いで

「６泊～10泊」の割合が 20.0％、「３泊」の割合

が 17.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 

（児童養護施設等で一定期間、子どもを保護する事業） 

 

有効回答がありませんでした。  

回答者数 = 179 ％

（同居者を含む）親族・知人にみ
てもらった

短期入所生活援助事業（ショー
トステイ）を利用した（児童養護
施設等で一定期間、子どもを保
護する事業）

認可外保育施設、ベビーシッ
ター等を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番を
させた

その他

無回答

75.4

0.0

0.6

25.7

1.1

2.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 135 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

20.7

12.6

17.0

4.4

11.1

20.0

3.7

5.2

5.2

0 5 10 15 20 25 30
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ウ．認可外保育施設、ベビーシッター等を利用した 

 

「４泊」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ．仕方なく子どもを同行させた 

 

「１泊」の割合が 19.6％と最も高く、次いで

「３泊」の割合が 17.4％、「２泊」の割合が 15.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 46 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

19.6

15.2

17.4

4.3

4.3

10.9

4.3

0.0

23.9

0 5 10 15 20 25 30
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オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

 

「２泊」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．その他 

 

「１泊」、「６泊～10 泊」が 2 件となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 5 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

0.0

20.0

0 10 20 30 40 50
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（９）地域の子育て支援拠点事業の利用状況について 

問 33 現在、子育て支援拠点事業（子育て支援センター等）を利用していますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「利用していない」の割合が 74.1％と最も高

く、次いで「子育て支援センターやつどいの広場・

けやき広場（親子が集まって過ごしたり、相談を

する場）」の割合が 20.1％、「その他類似の子育て

支援事業（出張子育て広場）」の割合が 3.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】（問 33×問２） 

子どもの年齢別でみると、他に比べて、０歳で「子育て支援センターやつどいの広場・けやき

広場（親子が集まって過ごしたり、相談をする場）」の割合が、０歳、１歳で「その他類似の子育

て支援事業（出張子育て広場）」の割合が、３歳で「子育て支援センターやつどいの広場・けやき

広場を知らなかった」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や

つ
ど
い
の
広
場
・
け
や
き
広

場
（
親
子
が
集
ま
っ
て
過
ご

し
た
り
、
相
談
を
す
る
場
） 

そ
の
他
類
似
の
子
育
て
支

援
事
業
（
出
張
子
育
て
広

場
） 

利
用
し
て
い
な
い 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や

つ
ど
い
の
広
場
・
け
や
き
広

場
を
知
ら
な
か
っ
た 

無
回
答 

０歳 202  40.1  7.9  55.0  4.0  0.5  

１歳 198  28.3  7.6  65.2  2.5  1.5  

２歳 177  21.5  2.8  74.0  2.8  － 

３歳 177  13.0  2.3  77.4  6.8  2.3  

４歳 155  9.7  0.6  88.4  1.3  0.6  

５歳 183  6.0  1.1  90.7  1.1  2.2  

 

  

回答者数 = 1,128 ％

子育て支援センターやつどいの
広場・けやき広場（親子が集
まって過ごしたり、相談をする

場）

その他類似の子育て支援事業
（出張子育て広場）

利用していない

子育て支援センターやつどいの
広場・けやき広場を知らなかっ
た

無回答

20.1

3.9

74.1

3.1

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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【幼稚園や保育所などの利用状況別】（問 33×問 23） 

幼稚園や保育所などの利用状況別でみると、他に比べ、利用していないで「子育て支援センタ

ーやつどいの広場・けやき広場（親子が集まって過ごしたり、相談をする場）」「その他類似の子

育て支援事業（出張子育て広場）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や

つ
ど
い
の
広
場
・
け
や
き
広

場
（
親
子
が
集
ま
っ
て
過
ご

し
た
り
、
相
談
を
す
る
場
） 

そ
の
他
類
似
の
子
育
て
支

援
事
業
（
出
張
子
育
て
広

場
） 

利
用
し
て
い
な
い 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や

つ
ど
い
の
広
場
・
け
や
き
広

場
を
知
ら
な
か
っ
た 

無
回
答 

利用している 804  10.9  1.1  84.8  2.9  1.2  

利用していない 315  44.1  11.1  47.9  3.8  1.0  

 

１．子育て支援センターやつどいの広場・けやき広場  

１か月当たりでの利用回数 

「１回」の割合が 36.1％と最も高く、次いで

「４回」の割合が 17.6％、「７回以上」の割合が

11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他類似の子育て支援事業（出張子育て広場）  

１か月当たりでの利用回数 

「４回」の割合が 50.0％と最も高く、次いで

「１回」の割合が 29.5％、「２回」の割合が 11.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 227 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

36.1

10.6

7.5

17.6

1.8

1.3

11.5

13.7

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 44 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

29.5

11.4

2.3

50.0

0.0

0.0

6.8

0.0

0 10 20 30 40 50 60
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問 34 子育て支援拠点事業について、今後の利用希望はありますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「新たに利用したり、利用日数を増やしたいと

は思わない」の割合が 65.6％と最も高く、次いで

「利用していないが、今後利用したい」の割合が

20.3％、「すでに利用しているが、今後利用日数

を増やしたい」の割合が 9.5％となっています。 

 

 

 

 

１．利用していないが、今後利用したい  

１か月当たりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 43.2％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 19.7％、「４回」の割合が 14.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい  

１か月当たりでの利用回数 

 

「４回」の割合が 29.0％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 27.1％、「７回以上」の割合が

15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,128 ％

利用していないが、今後利用し
たい

すでに利用しているが、今後利
用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を

増やしたいとは思わない

無回答

20.3

9.5

65.6

4.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 229 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

43.2

19.7

4.8

14.4

1.3

0.9

3.5

12.2

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 107 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

13.1

27.1

7.5

29.0

1.9

1.9

15.0

4.7

0 10 20 30 40 50



83 

（10）小学校就学後の放課後の過ごし方について 

問 35 問 35・問 36は、宛名のお子さんが５歳以上である方が、お答えください。 

小学校１～３年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場

所で過ごさせたいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「自宅」の割合が 45.9％と最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾

など）」の割合が 42.1％、「公営の児童クラブ」の

割合が 26.2％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「自宅」「習い

事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 １．自宅 

「３日」の割合が 25.0％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 17.9％、「２日」の割合が 15.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ２．祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 50.0％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 27.3％、「５日」の割合が 9.1％

となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 22 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

50.0

27.3

0.0

0.0

9.1

13.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 84 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

14.3

15.5

25.0

8.3

17.9

19.0

0 10 20 30 40 50

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカーク
ラブ、学習塾など）

児童館

放課後子供教室

公営の児童クラブ

民営の児童クラブ

父母会運営の児童クラブ

つくば子育てサポートサービス

その他

無回答

45.9

12.0

42.1

24.0

16.9

26.2

23.0

1.6

0.5

7.7

8.7

52.2

11.6

47.8

26.9

19.7

-

-

-

0.6

11.9

6.0

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 183）

平成26年度調査

（N = 335）

平成 25 年度調査 
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週あたり利用日数 ３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

 

「１日」の割合が 45.5％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 40.3％、「３日」の割合が 5.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ４．児童館 

 

「５日」の割合が 36.4％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 20.5％、「２日」、「３日」の割

合が 9.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ５．放課後子供教室 

 

「１日」の割合が 35.5％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 22.6％、「３日」、「５日」の割

合が 12.9％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 31 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

35.5

22.6

12.9

0.0

12.9

16.1

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 44 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

20.5

9.1

9.1

4.5

36.4

20.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 77 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

45.5

40.3

5.2

1.3

2.6

5.2

0 10 20 30 40 50 60
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週あたり利用日数 ６．公営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 58.3％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 14.6％、「３日」の割合が 10.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 ６．公営の児童クラブ 

 

「18 時台」の割合が 35.4％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 27.1％、「19時以降」の割

合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ７．民営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 64.3％と最も高く、次いで

「３日」、「４日」の割合が 11.9％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 42 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

2.4

4.8

11.9

11.9

64.3

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 48 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

0.0

6.3

10.4

14.6

58.3

10.4

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 48 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

10.4

27.1

35.4

12.5

14.6

0 10 20 30 40 50
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利用終了時刻 ７．民営の児童クラブ 

 

「18 時台」の割合が 38.1％と最も高く、次い

で「17時台」、「19時以降」の割合が 21.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ８．父母会運営の児童クラブ 

 

「５日」が 3件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 ８．父母会運営の児童クラブ 

 

「18 時台」、「19 時以降」が 1 件となっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 3 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 42 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

4.8

4.8

21.4

38.1

21.4

9.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 3 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

33.3

33.3

33.3

0 10 20 30 40 50
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週あたり利用日数 ９．つくば子育てサポートサービス 

「５日」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 10．その他 

「１日」の割合が 42.9％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 28.6％、「２日」の割合が 21.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 36 だいぶ先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

小学校４～６年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場

所で過ごさせたいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 62.8％と最も高く、次いで「自

宅」の割合が 53.6％、「児童館」、「公営の児童ク

ラブ」の割合が 21.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「自宅」「放課

後子供教室」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 14 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

42.9

21.4

7.1

0.0

28.6

0.0

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカーク
ラブ、学習塾など）

児童館

放課後子供教室

公営の児童クラブ

民営の児童クラブ

父母会運営の児童クラブ

つくば子育てサポートサービス

その他

無回答

53.6

11.5

62.8

21.9

14.8

21.9

20.2

2.2

0.5

7.7

8.2

60.9

15.8

60.0

23.0

21.2

-

-

-

1.2

13.7

7.5

0 10 20 30 40 50 60 70

平成30年度調査

（N = 183）

平成26年度調査

（N = 335）

平成 25 年度調査 
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週あたり利用日数 １．自宅 

 

「２日」の割合が 24.5％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 19.4％、「３日」の割合が 17.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ２．祖父母宅や友人・知人宅 

 

「１日」の割合が 38.1％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 14.3％、「３日」の割合が 9.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

 

「２日」の割合が 39.1％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 22.6％、「１日」の割合が 21.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 115 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

21.7

39.1

22.6

3.5

0.9

12.2

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 21 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

38.1

14.3

9.5

4.8

4.8

28.6

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 98 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

19.4

24.5

17.3

6.1

16.3

16.3

0 5 10 15 20 25 30
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週あたり利用日数 ４．児童館 

 

「５日」の割合が 32.5％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 22.5％、「１日」の割合が 20.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ５．放課後子供教室 

 

「１日」、「２日」の割合が 25.9％と最も高く、

次いで「５日」の割合が 14.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ６．公営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 32.5％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 20.0％、「４日」の割合が 17.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 40 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

2.5

20.0

15.0

17.5

32.5

12.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 27 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

25.9

25.9

11.1

11.1

14.8

11.1

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 40 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

20.0

22.5

10.0

2.5

32.5

12.5

0 10 20 30 40 50
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利用終了時刻 ６．公営の児童クラブ 

 

「18 時台」の割合が 45.0％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 22.5％、「19時以降」の割

合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ７．民営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 45.9％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 18.9％、「３日」の割合が 16.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 ７．民営の児童クラブ 

 

「18 時台」の割合が 40.5％と最も高く、次い

で「19時以降」の割合が 24.3％、「17時台」の割

合が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 37 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

0.0

10.8

16.2

18.9

45.9

8.1

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 40 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

2.5

22.5

45.0

15.0

15.0

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 37 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

5.4

0.0

21.6

40.5

24.3

8.1

0 10 20 30 40 50
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週あたり利用日数 ８．父母会運営の児童クラブ 

 

「５日」が 3 件、「４日」が 1 件となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用終了時刻 ８．父母会運営の児童クラブ 

 

「19時以降」が 2件、「18時台」が 1件となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週あたり利用日数 ９．つくば子育てサポートサービス 

 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

週あたり利用日数 10．その他 

 

有効回答がありませんでした。 

  

回答者数 = 4 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

0.0

0.0

0.0

25.0

75.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 4 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

25.0

50.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60
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（11）つくば市の子育て環境や支援対策について 

問 37 つくば市の子育てや教育の事業について、どのように思いますか。 

項目ごとに選んでください。（それぞれあてはまる番号１つに○） 

『①保育所・幼稚園を含めた保育サービス全般』『②子どもの健康や医療に関わる事業』で「良

い」の割合が高くなっています。また、『⑥子育てと働くことが両立できる職場環境づくり』で

「良くない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①保育所・幼稚園を含めた保育サービス全般 

 

「まあ良い」の割合が 49.4％と最も高く、次い

で「あまり良くない」の割合が 16.4％、「良い」

の割合が 14.3％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

  

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

14.3

49.4

16.4

8.8

9.8

1.3

15.4

48.9

15.6

6.0

13.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,128

①保育所・幼稚園を含めた保育サー
ビス全般

②子どもの健康や医療に関わる事
業

③教育や子育てについての相談・
情報提供

④子どもを交通事故や犯罪の危険
から守る事業

⑤子育ち・子育てしやすい地域コ
ミュニティづくり

⑥子育てと働くことが両立できる職
場環境づくり

14.3

14.4

6.4

3.2

4.8

2.7

49.4

52.5

42.1

25.3

32.4

19.7

16.4

15.4

23.7

23.3

24.6

23.3

8.8

8.9

8.6

13.3

11.5

22.3

9.8

7.4

17.9

33.2

24.9

30.6

1.3

1.5

1.3

1.7

1.7

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

良い まあ良い あまり良くない 良くない わからない 無回答

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 



93 

 

②子どもの健康や医療に関わる事業 

 

「まあ良い」の割合が 52.5％と最も高く、次い

で「あまり良くない」の割合が 15.4％、「良い」

の割合が 14.4％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

③教育や子育てについての相談・情報提供 

 

「まあ良い」の割合が 42.1％と最も高く、次い

で「あまり良くない」の割合が 23.7％、「わから

ない」の割合が 17.9％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「あまり良くな

い」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

④子どもを交通事故や犯罪の危険から守る事業 

 

「わからない」の割合が 33.2％と最も高く、次

いで「まあ良い」の割合が 25.3％、「あまり良く

ない」の割合が 23.3％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

  

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

3.2

25.3

23.3

13.3

33.2

1.7

4.8

26.2

21.3

11.2

35.7

0.7

0 10 20 30 40 50

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

6.4

42.1

23.7

8.6

17.9

1.3

10.0

43.6

17.6

6.4

21.7

0.6

0 10 20 30 40 50

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

14.4

52.5

15.4

8.9

7.4

1.5

17.8

50.9

15.6

7.2

8.0

0.5

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 
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⑤子育ち・子育てしやすい地域コミュニティづくり 

 

「まあ良い」の割合が 32.4％と最も高く、次い

で「わからない」の割合が 24.9％、「あまり良く

ない」の割合が 24.6％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「あまり良くな

い」の割合が増加しています。一方、「まあ良い」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

⑥子育てと働くことが両立できる職場環境づくり 

 

「わからない」の割合が 30.6％と最も高く、次

いで「あまり良くない」の割合が 23.3％、「良く

ない」の割合が 22.3％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

問 38 日頃の子育て全体を通して、どのような感じをお持ちですか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「楽しいと感じることのほうが多い」の割合が

61.2％と最も高く、次いで「どちらともいえない」

の割合が 30.1％、「つらいと感じることのほうが

多い」の割合が 5.4％となっています。 

 

 

 

  

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

2.7

19.7

23.3

22.3

30.6

1.5

3.8

19.8

23.6

19.0

33.1

0.6

0 10 20 30 40 50

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

4.8

32.4

24.6

11.5

24.9

1.7

9.3

37.6

19.0

9.3

24.2

0.7

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,128 ％

楽しいと感じることのほうが多い

つらいと感じることのほうが多い

どちらともいえない

その他

わからない

無回答

61.2

5.4

30.1

0.9

1.3

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 
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問 39 あなたにとってつくば市は総合的にみて、子育てしやすいまちですか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「どちらかといえば子育てしやすい」の割合が

47.0％と最も高く、次いで「どちらともいえない」

の割合が 24.0％、「子育てしやすい」の割合が

12.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 40 今後、つくば市では、特にどのような事業や対策に力を入れてほしいですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「子連れで出かけやすく楽しめる場所づくり」

の割合が 59.6％と最も高く、次いで「保育所・幼

稚園などの子どもを預かる施設の充実」の割合が

52.1％、「子どもを対象にした犯罪・事故の防止

対策の充実」の割合が 45.7％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「子育て支援の

サークルなどの充実」「保育所・幼稚園などの子

どもを預かる施設の充実」「一時保育などの一時

的な預かりサービスの充実」「母親・乳幼児の健

康に対する支援」「子育てしやすい住居・まちの

環境面での充実」「子どもを対象にした犯罪・事

故の防止対策の充実」「子育て情報を入手しやす

い体制づくり」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

児童館など、親子が安心して集

まれる場所

子連れで出かけやすく楽しめる

場所づくり

子育て支援のサークルなどの

充実

保育所・幼稚園などの子どもを

預かる施設の充実

一時保育などの一時的な預か

りサービスの充実

妊娠・出産に対する支援

母親・乳幼児の健康に対する支

援

子育てしやすい住居・まちの環

境面での充実

育児休暇の取得促進など企業

に対する職場環境改善の働き

かけ

子どもを対象にした犯罪・事故

の防止対策の充実

子育てに困ったときに相談でき

る体制の充実

幼児教育の内容・環境等全般

的な充実

子育て情報を入手しやすい体

制づくり

その他

特にない

無回答

34.9

59.6

6.6

52.1

36.1

39.5

21.1

43.3

25.6

45.7

21.6

25.3

25.6

9.5

1.1

1.6

36.0

57.3

14.6

57.6

44.5

39.5

29.5

51.5

29.8

54.7

22.4

27.5

31.0

8.8

1.2

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 1,128 ％

子育てしやすい

どちらかといえば子育てしやす
い

どちらともいえない

どちらかといえば子育てしやす
くない

子育てしやすくない

無回答

12.9

47.0

24.0

9.6

5.3

1.2

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 1,128）

平成26年度調査

（N = 1,617）

平成 25 年度調査 
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２ 小学生児童の保護者 

（１）お住まいの地域やご家族の状況について 

問１ お住まいの地区（小学校区）は、次のどれですか。（あてはまる番号１つに○） 

「並木」で 93.3％と最も高くなっています。また、「谷田部南」で 35.3％と最も低くなってい

ます。 

 

地区 配布数 回収数 回収率 

秀峰筑波 270通 143通 53.0％ 

大曽根 117通 57 通 48.7％ 

前野 24 通 12 通 50.0％ 

要 20 通 13 通 65.0％ 

吉沼 33 通 19 通 57.6％ 

沼崎 105通 59 通 56.2％ 

今鹿島 22 通 9 通 40.9％ 

上郷 39 通 17 通 43.6％ 

谷田部 86 通 47 通 54.7％ 

谷田部南 17 通 6 通 35.3％ 

真瀬 20 通 10 通 50.0％ 

島名 100通 46 通 46.0％ 

葛城 46 通 26 通 56.5％ 

柳橋 12 通 10 通 83.3％ 

小野川 54 通 25 通 46.3％ 

手代木南 34 通 18 通 52.9％ 

二の宮 69 通 35 通 50.7％ 

松代 50 通 30 通 60.0％ 

東 41 通 27 通 65.9％ 

春日学園 70 通 54 通 77.1％ 

学園の森 98 通 65 通 66.3％ 

みどりの学園 71 通 45 通 63.4％ 

栄 34 通 19 通 55.9％ 

九重 33 通 20 通 60.6％ 

桜南 48 通 25 通 52.1％ 

栗原 21 通 13 通 61.9％ 

竹園東 63 通 38 通 60.3％ 

竹園西 72 通 52 通 72.2％ 

吾妻 31 通 26 通 83.9％ 

並木 30 通 28 通 93.3％ 

茎崎第一 173通 83 通 48.0％ 

茎崎第二 39 通 21 通 53.8％ 

茎崎第三 58 通 32 通 55.2％ 

不明 － 14 通 － 

計 2,000 通 1,144 通 57.2％ 
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問２ 宛名のお子さんは何年生ですか。（あてはまる番号１つに○） 

「１年生」の割合が 18.4％と最も高く、次いで

「４年生」の割合が 16.8％、「２年生」の割合が

16.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ きょうだいは何人いらっしゃいますか。 

きょうだい数 

 

「２人」の割合が 50.3％と最も高く、次いで

「３人」の割合が 23.7％、「１人」の割合が 15.3％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「２人」の割合

が増加しています。一方、「１人」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

15.3

50.3

23.7

4.7

0.9

5.1

26.0

37.9

18.8

4.6

0.2

2.1

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,144 ％

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

18.4

16.5

15.7

16.8

16.3

14.9

1.3

0 5 10 15 20 25 30

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）

平成 25 年度調査 
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末子の年齢 

 

「６歳」の割合が 14.1％と最も高く、次いで

「７歳」の割合が 11.2％、「８歳」の割合が 10.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係で

お答えください。（あてはまる番号１つに○） 

「母親」の割合が 87.3％、「父親」の割合が

11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 

（あてはまる番号１つに○） 

「配偶者がいる」の割合が 92.6％、「配偶者は

いない」の割合が 6.7％となっています。 

 

 

  

回答者数 = 911 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

無回答

5.2

3.0

4.5

6.8

8.8

6.7

14.1

11.2

10.8

8.2

5.5

5.3

10.1

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 1,144 ％

母親

父親

その他

無回答

87.3

11.5

0.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 1,144 ％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

92.6

6.7

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。 

宛名のお子さんからみた関係でお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

「父母ともに」の割合が 54.6％と最も高く、次

いで「主に母親」の割合が 41.3％、「主に祖父母」

の割合が 1.3％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子育てをめぐる環境について 

問７ 子育てに関して不安や負担などはお感じですか。（あてはまる番号１つに○） 

「なんとなく不安や負担を感じる」の割合が

45.8％と最も高く、次いで「あまり不安や負担な

どは感じない」の割合が 30.9％、「非常に不安や

負担を感じる」の割合が 13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

  

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

54.6

41.3

0.2

1.3

1.3

1.2

58.8

37.9

1.0

1.3

0.6

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 1,144 ％

非常に不安や負担を感じる

なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などは感じな
い

まったく不安や負担などは感じ
ない

なんともいえない

無回答

13.6

45.8

30.9

3.0

5.1

1.7

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）

平成 25 年度調査 



100 

問８ 子育てに関して、日常悩んでいることや気になることはどのようなことですか。

（あてはまる番号すべてに○） 

「子育てで出費がかさむこと」の割合が 46.9％

と最も高く、次いで「子どもの学力が心配」の割

合が 32.8％、「子どもをしかりすぎているような

気がすること」の割合が 31.7％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「育児の方法や

子どもとの接し方が分からないこと」「仕事と子

育ての両立が難しいこと」の割合が増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子どもの健康や発育・発達に関
すること

育児の方法や子どもとの接し方

が分からないこと

子育てによる精神的・身体的な
疲れが激しいこと

子育てで出費がかさむこと

自分自身や夫婦で楽しむ時間
が持てないこと

仕事と子育ての両立が難しいこ
と

子育てに関して配偶者や家族

の協力・理解が不十分なこと

配偶者や家族以外に子育てを
手伝ってくれる人がいないこと

緊急の場合に子どもを預かって

くれる場所がないこと

子どもをしかりすぎているような
気がすること

ストレスなどで子どもに手をあ
げたり、世話をしなかったりして

しまうこと

身近に気軽に相談できる人や

場所がないこと

子どもの学力が心配

こどものいじめや友人関係が心

配

保護者同士のつきあいや関係

地域の子育て支援サービスの
内容や利用方法がわからない

こと

その他

特にない

無回答

31.4

11.8

14.8

46.9

13.5

30.9

10.9

12.1

21.7

31.7

5.2

5.9

32.8

30.1

16.0

4.8

6.8

7.4

1.1

28.7

5.2

11.3

43.8

9.4

25.0

8.8

14.4

25.2

34.6

3.8

4.2

34.2

32.1

16.0

0.0

6.5

6.9

1.2

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）

平成 25 年度調査 
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問９ 子育てに関する情報をどのように入手していますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「隣近所の人、知人、友人」の割合が 72.6％と

最も高く、次いで「学校・保育所・幼稚園・認定

こども園」の割合が 61.1％、「インターネット」

の割合が 51.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 子育て支援サービスの情報に関する満足度をお答えください。 

（あてはまる番号１つに○） 

「3 普通」の割合が 52.2％と最も高く、次い

で「2 満足度がやや低い」の割合が 26.8％、「1 

満足度が低い」の割合が 11.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

5　満足度が高い

4　満足度がやや高い

3　普通

2　満足度がやや低い

1　満足度が低い

無回答

1.3

6.0

52.2

26.8

11.0

2.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,144 ％

親族（親、きょうだいなど）

隣近所の人、知人、友人

学校・保育所・幼稚園・認定こど
も園

市役所や市の機関

広報つくばやパンフレット

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌・育児書

インターネット

コミュニティー誌

その他

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

37.2

72.6

61.1

8.7

27.4

22.7

9.3

51.9

4.0

2.7

0.6

0.4

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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問 10-1 問 10で「１」または「２」に○をつけた方にうかがいます。 

子育て支援サービスの情報に満足していない理由は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「どこに情報があるかわからない」の割合が

58.2％と最も高く、次いで「サービス内容の詳細

までわからない」の割合が 41.1％、「子育て支援

サービスの情報量が少ない」の割合が 37.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 子育てに関してどのような地域情報を知りたいですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「児童クラブ・放課後子供教室について」の割

合が 35.9％と最も高く、次いで「公園や遊び場に

ついて」の割合が 34.6％、「医療機関について」

の割合が 34.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 433 ％

子育て支援サービスの情報量
が少ない

どこに情報があるかわからない

サービス内容の詳細までわか
らない

役立つ情報が少ない

情報が古い

情報が誤っていることがある

情報媒体が少ない

利用したいサービスの情報がな
い

その他

無回答

37.9

58.2

41.1

24.9

2.8

1.6

11.8

21.9

6.5

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 1,144 ％

親子で交流できる場や催しにつ
いて

親同士が交流できる場や催しに
ついて

子育て相談や講座

児童クラブ・放課後子供教室に
ついて

子育てサークルや団体の活動
内容について

一時預かり・送り迎え等の保育
サービスについて

同じ立場の親の会

医療機関について

公園や遊び場について

子育て仲間で集うために使える
場について

親子で行けるコンサート等につ
いて

子連れで行けるお店について

その他

無回答

27.4

7.8

14.2

35.9

6.3

27.3

10.7

34.4

34.6

11.5

18.5

21.7

4.7

5.1

0 10 20 30 40 50
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問 12 子育てに関する相談窓口を知っていますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「つくば市子育て総合支援センター」の割合が

46.6％と最も高く、次いで「つくば市の保健セン

ター」の割合が 46.2％、「いばらき虐待ホットラ

イン」の割合が 25.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 子育てに関する相談窓口に関する満足度をお答えください。 

（あてはまる番号１つに○） 

「3 普通」の割合が 59.5％と最も高く、次い

で「2 満足度がやや低い」の割合が 19.7％、「1 

満足度が低い」の割合が 10.7％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

5　満足度が高い

4　満足度がやや高い

3　普通

2　満足度がやや低い

1　満足度が低い

無回答

1.0

3.6

59.5

19.7

10.7

5.5

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 1,144 ％

つくば市家庭児童相談

土浦児童相談所

つくば市子育て総合支援セン
ター

つくば市の保健センター

つくば市女性のための相談室

つくば市障害福祉課への発達
障害に関する相談

つくば市教育相談センター

家庭訪問型子育て支援「ホーム
スタートつくば」

茨城県福祉相談センターへの
福祉相談

いばらき子どもの虐待防止ネッ
トワークあい

いばらき虐待ホットライン

その他

無回答

19.8

12.1

46.6

46.2

10.9

8.0

14.6

3.0

3.1

6.1

25.1

3.9

16.9

0 10 20 30 40 50 60
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問 14 子育てに関する相談で充実してほしいことは何ですか。 

（あてはまる番号２つに○） 

「身近な場での窓口」の割合が 35.1％と最も高

く、次いで「安心して相談できる環境（子どもの

預かり、プライバシーの配慮等）」の割合が 32.4％、

「専門的な情報」の割合が 30.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 あなたの近所とのおつきあいはどうですか。（あてはまる番号１つに○） 

「ときどき道で話をする」の割合が 36.8％と最

も高く、次いで「あいさつをする程度」の割合が

34.7％、「困っているときに、相談したり助けあ

ったりしている」の割合が 10.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

身近な場での窓口

専門的な情報

職員の対応スキル

地域機関等へのつなぎ

安心して相談できる環境（子ど
もの預かり、プライバシーの配
慮等）

その他

無回答

35.1

30.1

26.0

12.7

32.4

3.6

15.2

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,144 ％

あいさつをする程度

ときどき道で話をする

相手の家に行って話をする

食事に一緒に行ったり、家族ぐ
るみでつきあっている

困っているときに、相談したり助
けあったりしている

ほとんどつきあいはない

無回答

34.7

36.8

3.9

6.6

10.6

3.0

4.5

0 10 20 30 40 50
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問 16 子育てをするにあたって、地域に求めることはありますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「危険な遊びやいじめを見つけたら注意して

ほしい」の割合が 60.8％と最も高く、次いで「地

域で子どもを見守り育てるという気持ちを持っ

てほしい」の割合が 46.6％、「子ども会やお祭り

など、子どもの参加できる活動や行事がほしい」、

「緊急時に子どもを預かってほしい」の割合が

21.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 お子さんの授業参観やＰＴＡ活動など、子どものための活動に参加しています

か。（あてはまる番号１つに○） 

「授業参観など必要最低限は参加している」の

割合が 47.4％と最も高く、次いで「積極的に参加

している」の割合が 43.4％、「仕事が休めたとき

だけ参加している」の割合が 6.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

子育ての相談や情報交換をし
たい

危険な遊びやいじめを見つけた
ら注意してほしい

遊びの相手やスポーツを一緒
にしてほしい

子ども会やお祭りなど、子ども
の参加できる活動や行事がほし
い

緊急時に子どもを預かってほし
い

地域で子どもを見守り育てると
いう気持ちを持ってほしい

ともに子育てできるグループや
サークルなどがほしい

単なる子育て仲間や友人がほ
しい

その他

特に求めることはない

無回答

17.6

60.8

15.2

21.0

21.0

46.6

3.6

5.9

3.9

10.0

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 1,144 ％

積極的に参加している

授業参観など必要最低限は参
加している

仕事が休めたときだけ参加して
いる

あまり参加できていない

その他

無回答

43.4

47.4

6.6

1.2

0.3

1.1

0 10 20 30 40 50 60
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問 18 父親は、子育てに積極的に関わっていますか。（あてはまる番号１つに○） 

「比較的、積極的である」の割合が 44.1％と最

も高く、次いで「子育てに積極的に関わっている」

の割合が 25.9％、「あまり積極的とはいえない」

の割合が 16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 下記の事業について、知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、

今後、利用したいと思うものを、質問項目ごとにお答えください。 

Ａ 知っている 

『②児童クラブ』『⑧児童館』で「はい」の割合が高くなっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

子育てに積極的に関わっている

比較的、積極的である

あまり積極的とはいえない

積極的ではない

その他

該当なし

無回答

25.9

44.1

16.0

6.5

1.7

4.7

1.0

0 10 20 30 40 50

N = 1,144

①家庭教育学級

②児童クラブ

③家庭児童相談

④子育て電話相談

⑤子育てサポートサービス

⑥子育て支援情報システム

⑦放課後子供教室

⑧児童館

81.1

96.3

50.3

52.6

42.4

39.0

72.5

92.3

17.4

2.8

47.9

45.6

55.8

59.1

26.0

6.3

1.5

0.9

1.7

1.7

1.8

1.9

1.6

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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Ｂ これまでに利用したことがある 

『①家庭教育学級』『②児童クラブ』『⑧児童館』で「はい」の割合が高くなっています。 

 

  

N = 1,144

①家庭教育学級

②児童クラブ

③家庭児童相談

④子育て電話相談

⑤子育てサポートサービス

⑥子育て支援情報システム

⑦放課後子供教室

⑧児童館

53.7

51.9

3.2

3.1

7.3

16.6

45.9

51.8

42.5

44.9

90.9

91.1

86.5

77.4

49.7

44.4

3.8

3.1

5.9

5.8

6.1

6.0

4.5

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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Ｃ 今後利用したい 

『⑦放課後子供教室』で「はい」の割合が高くなっています。 

 

  

N = 1,144

①家庭教育学級

②児童クラブ

③家庭児童相談

④子育て電話相談

⑤子育てサポートサービス

⑥子育て支援情報システム

⑦放課後子供教室

⑧児童館

45.4

50.4

28.8

23.7

24.6

42.3

66.8

59.4

47.0

42.3

63.9

69.0

68.4

50.8

27.1

34.5

7.6

7.3

7.3

7.3

7.0

6.9

6.1

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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（３）保護者の就労状況について 

問 20 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかが

います。（あてはまる番号１つに○） 

 

母親では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」の割合が 39.2％と最も高く、次いで「フルタイム以外で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない」の割合が 39.0％、「以前は就労していたが、現在は就労してい

ない」の割合が 16.9％となっています。 

父親では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、育休・介護

休業中ではない」の割合が 94.2％と最も高く、次いで「フルタイム以外で就労しており、育休・

介護休業中ではない」の割合が 0.9％、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しているが、育休・介護休業中である」の割合が 0.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,139 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してお
り、産休・育休・介護休業中では
ない

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい
るが、産休・育休・介護休業中
である

フルタイム以外で就労しており、
産休・育休・介護休業中ではな
い

フルタイム以外で就労している
が、産休・育休・介護休業中で
ある

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

39.2

1.1

39.0

1.0

16.9

1.8

1.1

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,074 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してお
り、育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい
るが、育休・介護休業中である

フルタイム以外で就労しており、
育休・介護休業中ではない

フルタイム以外で就労している
が、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

94.2

0.3

0.9

0.0

0.2

0.0

4.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

【母親】 【父親】 
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問 20-1 問 20で「１．」または「２．」（フルタイムで就労している）、「３．」または

「４．」（フルタイム以外で就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお

答えください。 

１週あたりの就労日数  

 

母親では、「５日」の割合が 57.7％と最も高く、次いで「４日」の割合が 17.5％、「３日」の割

合が 10.5％となっています。 

父親では、「５日」の割合が 71.5％と最も高く、次いで「６日以上」の割合が 20.0％、「４日」

の割合が 0.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 913 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.9

3.9

10.5

17.5

57.7

6.5

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70
回答者数 = 1,025 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.0

0.1

0.2

0.7

71.5

20.0

7.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

【母親】 【父親】 
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１日あたりの就労時間 

 

母親では、「８時間～９時間未満」の割合が 26.2％と最も高く、次いで「７時間～８時間未満」

の割合が 17.1％、「５時間～６時間未満」の割合が 14.6％となっています。 

父親では、「８時間～９時間未満」の割合が 29.4％と最も高く、次いで「10時間～11時間未満」

の割合が 21.8％、「９時間～10時間未満」の割合が 15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 913 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

4.5

9.3

14.6

12.9

17.1

26.2

6.4

3.7

0.7

1.3

3.4

0 10 20 30 40 50
回答者数 = 1,025 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.6

0.0

0.3

0.1

4.5

29.4

15.1

21.8

5.0

13.4

10.0

0 10 20 30 40 50

【母親】 【父親】 
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問 20-2 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。 

家を出る時刻  

母親では、「８時台」の割合が 48.5％と最も高く、次いで「７時台」の割合が 30.4％、「９時

台」の割合が 11.3％となっています。 

父親では、「７時台」の割合が 43.0％と最も高く、次いで「８時台」の割合が 20.8％、「６時

台」の割合が 15.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 913 ％

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.3

1.9

30.4

48.5

11.3

1.5

2.2

3.8

0 10 20 30 40 50 60
回答者数 = 1,025 ％

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

4.8

15.9

43.0

20.8

3.9

0.2

1.6

9.9

0 10 20 30 40 50

【母親】 【父親】 
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帰宅時刻 

母親では、「18時台」の割合が 26.9％と最も高く、次いで「17時台」の割合が 14.8％、「16時

台」の割合が 13.6％となっています。 

父親では、「19時台」の割合が 20.7％と最も高く、次いで「20時台」の割合が 18.4％、「21時

台」の割合が 15.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 913 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時以降

無回答

1.0

1.6

3.3

7.0

11.6

13.6

14.8

26.9

11.3

3.0

0.8

1.0

4.2

0 10 20 30 40 50
回答者数 = 1,025 ％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時以降

無回答

1.8

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

4.1

14.8

20.7

18.4

15.3

13.8

10.5

0 5 10 15 20 25 30

【母親】 【父親】 
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問 20-3 問 20で「３．」または「４．」（フルタイム以外で就労している）に○をつけた

方にうかがいます。 

フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

母親では、「フルタイム以外の就労を続けることを希望」の割合が 57.4％と最も高く、次いで

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込

みはない」の割合が 24.6％、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希

望があり、実現できる見込みがある」の割合が 9.5％となっています。 

父親では、「フルタイム以外の就労を続けることを希望」の割合が 50.0％と最も高く、次いで

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込

みはない」の割合が 20.0％、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希

望があり、実現できる見込みがある」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20-4 問 20で「５．」または「６．」（これまで就労したことがない）に○をつけた方

にうかがいます。 

就労したいという希望はありますか｡(あてはまる番号･記号それぞれ１つに○) 

母親では、「１年より先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい」の割合が

34.7％と最も高く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が 31.0％、「子

育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」の割合が 26.8％となっています。 

父親では、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 455 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）への転換希
望があり、実現できる見込みが
ある
フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）への転換希
望はあるが、実現できる見込み
はない

フルタイム以外の就労を続ける
ことを希望

フルタイム以外の就労をやめて
子育てや家事に専念したい

無回答

9.5

24.6

57.4

3.7

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 213 ％

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが（
）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

26.8

34.7

31.0

7.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 10 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）への転換希

望があり、実現できる見込みが
ある
フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）への転換希

望はあるが、実現できる見込み
はない

フルタイム以外の就労を続ける

ことを希望

フルタイム以外の就労をやめて

子育てや家事に専念したい

無回答

10.0

20.0

50.0

0.0

20.0

0 10 20 30 40 50 60

【母親】 【父親】 

回答者数 = 2 ％

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが（
）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

0.0

0.0

50.0

50.0

0 10 20 30 40 50 60

【母親】 【父親】 
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就労希望時の末子の年齢 

母親では、「６歳」の割合が 23.0％と最も高く、次いで「３歳」、「５歳」の割合が 12.2％とな

っています。 

父親では、有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する就労形態 

母親では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」の割合が 6.1％、「フルタイ

ム以外」の割合が 90.9％となっています。 

父親では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）

フルタイム以外

無回答

100.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100回答者数 = 66 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）

フルタイム以外

無回答

6.1

90.9

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

【母親】 

【母親】 【父親】 

回答者数 = 74 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳以上

無回答

1.4

4.1

8.1

12.2

5.4

12.2

23.0

4.1

4.1

8.1

0.0

5.4

6.8

5.4

0 5 10 15 20 25 30
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パート・アルバイト １週あたり希望就労日数 

母親では、「３日」の割合が 56.7％と最も高く、次いで「４日」の割合が 26.7％、「５日」の割

合が 6.7％となっています。 

父親では、有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パート・アルバイト １日あたり希望就労時間 

 

母親では、「５時間～６時間未満」の割合が 46.7％と最も高く、次いで「４時間～５時間未満」

の割合が 31.7％、「６時間～７時間未満」の割合が 13.3％となっています。 

父親では、有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 60 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.0

5.0

56.7

26.7

6.7

0.0

5.0

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 60 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

5.0

31.7

46.7

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

0 10 20 30 40 50 60

【母親】 

【母親】 
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（４）お子さんの生活の状況について 

問 21 お子さんは、平日の場合、放課後から夕食時あたりまで主にどのように過ごすこ

とが多いですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「学習塾や習い事」の割合が 46.8％と最も高

く、次いで「家で家族と過ごす」の割合が 45.9％、

「友だちと遊ぶ」の割合が 40.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22 お子さんは学校以外の地域活動やグループ活動などに参加したことはあります

か。（あてはまる番号１つに○） 

「参加したことがある（現在、参加している）」

の割合が 51.8％と最も高く、次いで「参加したこ

とがなく、今後も予定はない」の割合が 30.2％、

「参加したことはないが、今後は参加させたいと

思っている」の割合が 16.8％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

学校でクラブ活動や学級活動

児童クラブ

児童館

地域のスポーツ活動

学習塾や習い事

自宅学習

友だちと遊ぶ

家で子どもだけで過ごす

家で家族と過ごす

その他

特に決まってない

無回答

1.8

26.3

10.8

4.7

46.8

33.9

40.3

14.2

45.9

4.7

0.3

0.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,144 ％

参加したことがある（現在、参加
している）

参加したことはないが、今後は
参加させたいと思っている

参加したことがなく、今後も予定

はない

無回答

51.8

16.8

30.2

1.2

0 10 20 30 40 50 60
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問 22-1 問 22で「１．」または「２．」に○をつけた方にうかがいます。 

その地域活動やグループ活動の種類は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「スポーツ少年団などの活動」の割合が 46.4％

と最も高く、次いで「子ども会活動」の割合が

40.5％、「キャンプ等の野外活動」の割合が 19.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23 ご家庭では、親子の話・おしゃべり、遊び等コミュニケーションは多いほうです

か。（あてはまる番号１つに○） 

「多いほうだと思う」の割合が 47.3％と最も高

く、次いで「どちらかといえば多いほうだと思う」

の割合が 42.3％、「どちらかといえば少ないほう

だと思う」の割合が 8.4％となっています。 

 

 

 

 

 

問 23-1 問 23で「１．」または「２．」に○をつけた方にうかがいます。 

主にコミュニケーションをとる方はどなたですか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「父親・母親の両方」の割合が 39.4％と最も高

く、次いで「主として母親」の割合が 33.5％、「家

族全員が必要に応じて」の割合が 21.3％となって

います。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 785 ％

スポーツ少年団などの活動

文化・音楽活動

キャンプ等の野外活動

高齢者訪問等の社会福祉活動

ホームステイ等の国際交流活
動

子ども会活動

リサイクルなど環境分野の社会

活動

その他

無回答

46.4

16.9

19.5

2.7

6.5

40.5

5.0

4.6

2.5

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,144 ％

多いほうだと思う

どちらかといえば多いほうだと
思う

どちらかといえば少ないほうだと

思う

少ないほうだと思う

無回答

47.3

42.3

8.4

1.0

1.0

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,025 ％

主として父親

主として母親

父親・母親の両方

祖父母

家族全員が必要に応じて

その他

無回答

0.9

33.5

39.4

1.1

21.3

0.6

3.3

0 10 20 30 40 50
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（５）お子さんの放課後の過ごし方について 

問 24 宛名のお子さんが小学校１～３年生の方にうかがいます。 

小学校１～３年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場

所で過ごさせたいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 58.4％と最も高く、次いで「自

宅」の割合が 54.3％、「公営の児童クラブ」の割

合が 24.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自宅 

 

「２日」の割合が 26.7％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 21.9％、「３日」の割合が 21.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 580 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカーク
ラブ、学習塾など）

児童館

放課後子供教室

公営の児童クラブ

民営の児童クラブ

父母会運営の児童クラブ

つくば子育てサポートサービス

その他

無回答

54.3

10.2

58.4

17.9

14.0

24.0

19.1

1.0

1.2

10.5

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 315 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

21.9

26.7

21.6

10.2

16.8

2.9

0 10 20 30 40 50

５日
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２．祖父母宅や友人・知人宅 

 

「１日」の割合が 49.2％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 22.0％、「３日」の割合が 10.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

 

「２日」の割合が 42.2％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 29.5％、「３日」の割合が 16.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

４．児童館 

 

「１日」の割合が 26.9％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 24.0％、「３日」の割合が 22.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 59 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

49.2

22.0

10.2

1.7

6.8

10.2

0 10 20 30 40 50 60

５日

回答者数 = 339 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

29.5

42.2

16.8

6.2

2.4

2.9

0 10 20 30 40 50

５日

回答者数 = 104 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

26.9

24.0

22.1

10.6

13.5

2.9

0 10 20 30 40 50

５日
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５．放課後子供教室 

 

「１日」の割合が 53.1％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 17.3％、「３日」の割合が 8.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

６．公営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 58.3％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 15.1％、「３日」の割合が 11.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．公営の児童クラブ 利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 36.7％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 36.0％、「19時以降」の割

合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 81 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

53.1

17.3

8.6

4.9

7.4

8.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 139 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

3.6

8.6

11.5

15.1

58.3

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 139 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

1.4

7.9

36.0

36.7

12.2

5.8

0 10 20 30 40 50

５日

５日
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７．民営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 57.7％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 15.3％、「４日」の割合が 12.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．民営の児童クラブ 利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 49.5％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 27.9％、「19時以降」の割

合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．父母会運営の児童クラブ 

 

「５日」が 3件、「１日」、「３日」、「４日」が 1

件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 111 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.9

2.7

27.9

49.5

13.5

5.4

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 111 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

3.6

7.2

15.3

12.6

57.7

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70

５日

回答者数 = 6 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

16.7

0.0

16.7

16.7

50.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

５日
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８．父母会運営の児童クラブ 利用終了時刻 

 

「17時台」が 3件、「18時台」が 2件となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．つくば子育てサポートサービス 

 

「１日」が 3 件、「２日」、「３日」が 1 件とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10．その他 

 

「２日」の割合が 34.4％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 26.2％、「３日」の割合が 19.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 6 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

0.0

50.0

33.3

0.0

16.7

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 7 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

42.9

14.3

14.3

0.0

0.0

28.6

0 10 20 30 40 50

５日

回答者数 = 61 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

26.2

34.4

19.7

1.6

11.5

6.6

0 10 20 30 40 50

５日
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問 25 小学校１～３年生は、先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えく

ださい。 

小学校４～６年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場

所で過ごさせたいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 64.2％と最も高く、次いで「自

宅」の割合が 61.6％、「公営の児童クラブ」の割

合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自宅 

 

「２日」の割合が 31.1％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 22.4％、「３日」の割合が 19.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

２．祖父母宅や友人・知人宅 

 

「１日」の割合が 46.9％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 28.8％、「５日」の割合が 10.6％

となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカーク
ラブ、学習塾など）

児童館

放課後子供教室

公営の児童クラブ

民営の児童クラブ

父母会運営の児童クラブ

つくば子育てサポートサービス

その他

無回答

61.6

14.0

64.2

13.9

10.8

15.0

12.2

1.7

1.3

10.7

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 705 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

15.3

31.1

19.6

6.4

22.4

5.2

0 10 20 30 40 50

５日

回答者数 = 160 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

46.9

28.8

6.3

2.5

10.6

5.0

0 10 20 30 40 50 60

５日
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３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

 

「２日」の割合が 39.4％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 29.6％、「１日」の割合が 16.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

４．児童館 

 

「１日」の割合が 32.1％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 24.5％、「５日」の割合が 17.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．放課後子供教室 

 

「１日」の割合が 46.0％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 22.6％、「５日」の割合が 12.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 734 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

16.9

39.4

29.6

6.1

4.9

3.1

0 10 20 30 40 50

５日

回答者数 = 159 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

32.1

24.5

17.0

3.1

17.6

5.7

0 10 20 30 40 50

５日

回答者数 = 124 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

46.0

22.6

10.5

2.4

12.1

6.5

0 10 20 30 40 50 60

５日
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６．公営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 49.4％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 14.0％、「２日」の割合が 12.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．公営の児童クラブ 利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 41.3％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 26.2％、「19時以降」の割

合が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

７．民営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 42.1％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 21.4％、「２日」の割合が 16.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 172 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

2.9

26.2

41.3

18.6

11.0

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 172 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

7.6

12.8

14.0

8.7

49.4

7.6

0 10 20 30 40 50 60

５日

回答者数 = 140 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

7.9

16.4

21.4

9.3

42.1

2.9

0 10 20 30 40 50

５日
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７．民営の児童クラブ 利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 49.3％と最も高く、次い

で「17時台」、「19時以降」の割合が 21.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．父母会運営の児童クラブ 

 

「５日」の割合が 60.0％と最も高く、次いで

「１日」、「３日」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

８．父母会運営の児童クラブ 利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 40.0％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 35.0％、「19時以降」の割

合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 140 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.7

0.7

21.4

49.3

21.4

6.4

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 20 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

0.0

35.0

40.0

15.0

10.0

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 20 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

10.0

5.0

10.0

5.0

60.0

10.0

0 10 20 30 40 50 60 70

５日
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９．つくば子育てサポートサービス 

 

「２日」の割合が 26.7％と最も高く、次いで

「１日」、「５日」の割合が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．その他 

 

「２日」の割合が 32.0％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 27.0％、「３日」の割合が 15.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 26 お子さんは、現在、児童クラブを利用していますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「利用していない」の割合が 68.4％と最も高

く、次いで「公営の児童クラブを利用している」

の割合が 15.2％、「民営の児童クラブを利用して

いる」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 122 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

27.0

32.0

15.6

8.2

9.8

7.4

0 10 20 30 40 50

５日

回答者数 = 1,144 ％

公営の児童クラブを利用してい

る

民営の児童クラブを利用してい
る

父母会運営の児童クラブを利

用している

利用していない

無回答

15.2

13.2

1.9

68.4

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 15 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

20.0

26.7

6.7

0.0

20.0

26.7

0 10 20 30 40 50

５日
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【子どもの学年別】（問 26×問２） 

子どもの学年別でみると、学年が上がるにつれて、「公営の児童クラブを利用している」の割合

が低くなっています。また、１年生、２年生で「民営の児童クラブを利用している」の割合が高

くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

公
営
の
児
童
ク
ラ
ブ

を
利
用
し
て
い
る 

民
営
の
児
童
ク
ラ
ブ

を
利
用
し
て
い
る 

父
母
会
運
営
の
児
童

ク
ラ
ブ
を
利
用
し
て

い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

１年生 211  29.4  19.9  0.9  48.8  0.9  

２年生 189  21.2  20.1  1.1  57.1  0.5  

３年生 180  17.8  17.2  2.2  60.0  2.8  

４年生 192  10.9  13.5  3.1  71.9  0.5  

５年生 186  8.1  5.4  3.8  81.7  1.1  

６年生 171  1.8  1.8  0.6  93.6  2.3  

 

 

【母親の就労状況別】（問 26×問 20） 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で就労しており、産休・育休・介護休業中ではないで「公営の児童クラブを利用している」の割

合が、フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介

護休業中であるで「民営の児童クラブを利用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

公
営
の
児
童
ク
ラ
ブ

を
利
用
し
て
い
る 

民
営
の
児
童
ク
ラ
ブ

を
利
用
し
て
い
る 

父
母
会
運
営
の
児
童

ク
ラ
ブ
を
利
用
し
て

い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就
労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

446  24.0  22.2  2.7  50.0  1.1  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就
労しているが、産休・育休・介護休業中である 

12  8.3  41.7  － 50.0  － 

フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業
中ではない 

444  12.8  9.2  2.0  74.3  1.6  

フルタイム以外で就労しているが、産休・育休・介護休
業中である 

11  18.2  18.2  9.1  54.5  － 

以前は就労していたが、現在は就労していない 192  2.1  0.5  － 96.4  1.0  

これまで就労したことがない 21  － － － 95.2  4.8  
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【児童クラブの利用意向別】（問 26×問 27） 

児童クラブの利用意向別でみると、他に比べ、民営の児童クラブを利用したいで「公営の児童

クラブを利用している」「父母会運営の児童クラブを利用している」の割合が、公営の児童クラブ

を利用したいで「民営の児童クラブを利用している」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

公
営
の
児
童
ク
ラ
ブ

を
利
用
し
て
い
る 

民
営
の
児
童
ク
ラ
ブ

を
利
用
し
て
い
る 

父
母
会
運
営
の
児
童

ク
ラ
ブ
を
利
用
し
て

い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

公営の児童クラブを利用したい 338  45.0  7.7  3.8  43.2  0.3  

民営の児童クラブを利用したい 165  4.2  69.1  1.2  24.8  0.6  

父母会運営の児童クラブを利用
したい 

9  22.2  － 44.4  33.3  － 

利用しない 583  1.5  0.7  0.2  96.7  0.9  

 

 

１．公営の児童クラブを利用している 週あたり利用日数 

 

「５日以上」の割合が 64.9％と最も高く、次い

で「４日」の割合が 13.2％、「３日」の割合が 8.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

２．民営の児童クラブを利用している 週あたり利用日数 

 

「５日以上」の割合が 67.5％と最も高く、次い

で「３日」、「４日」の割合が 10.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 174 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

4.0

6.9

8.0

13.2

64.9

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 151 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

3.3

4.0

10.6

10.6

67.5

4.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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３．父母会運営の児童クラブを利用している 週あたり利用日数 

 

「５日以上」の割合が 72.7％と最も高く、次い

で「２日」、「４日」の割合が 9.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

問 26-1 問 26で「１．」、「２．」、「３．」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

現在通っている児童クラブに対してどのように感じていますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「現在のままでよい」の割合が 40.6％と最も高

く、次いで「施設設備を改善してほしい」の割合

が 20.5％、「土曜日も開いてほしい」の割合が

19.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．利用時間を延長してほしい 

 

「19 時台」の割合が 54.3％と最も高く、次い

で「20時台」の割合が 23.9％、「18時台」の割合

が 8.7％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 22 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

4.5

9.1

4.5

9.1

72.7

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 347 ％

利用時間を延長してほしい

土曜日も開いてほしい

日曜日・祝日も開いてほしい

施設設備を改善してほしい

指導内容を工夫してほしい

その他

現在のままでよい

無回答

13.3

19.9

11.8

20.5

18.7

15.3

40.6

2.3

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 46 ％

18時より前

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

4.3

8.7

54.3

23.9

0.0

8.7

0 10 20 30 40 50 60
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問 27 現在、児童クラブの利用の有無にかかわらず、今後、児童クラブを利用したいで

すか。（あてはまる番号１つに○） 

「利用しない」の割合が 51.0％と最も高く、次

いで「公営の児童クラブを利用したい」の割合が

29.5％、「民営の児童クラブを利用したい」の割

合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

問 27-1 問 27で「１．」、「２．」、「３．」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

具体的な利用希望はありますか。 

①週当たりの希望日数 

 

「５日以上」の割合が 56.1％と最も高く、次い

で「３日」の割合が 16.2％、「２日」の割合が

10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

②土曜・日曜・祝日の利用希望（あてはまる番号１つに○） 

 

「ある」の割合が 33.4％、「ない」の割合が

64.5％となっています。 

 

 

 

 

③長期休業日（夏休み等）の利用希望（あてはまる番号１つに○） 

 

「ある」の割合が 95.3％、「ない」の割合が

4.1％となっています。 

 

  

回答者数 = 512 ％

ある

ない

無回答

95.3

4.1

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 1,144 ％

公営の児童クラブを利用したい

民営の児童クラブを利用したい

父母会運営の児童クラブを利

用したい

利用しない

無回答

29.5

14.4

0.8

51.0

4.3

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 512 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

4.7

10.2

16.2

9.0

56.1

3.9

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 512 ％

ある

ない

無回答

33.4

64.5

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70
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問 27-2 （今後）、児童クラブを利用したい主な理由は何ですか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「現在就労している」の割合が 80.7％と最も高

く、次いで「そのうち就職したいと考えている」

の割合が 8.8％、「就労予定がある／求職中であ

る」の割合が 2.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 28 お子さんは、現在、放課後子供教室に参加していますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「放課後子供教室に参加している」の割合が

21.9％、「参加していない」の割合が 76.7％とな

っています。 

 

 

 

 

問 28-1 問 28で「１．」に○をつけた方にうかがいます。 

放課後子供教室に対してどのように感じていますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「開催日数を増やしてほしい」の割合が 55.8％

と最も高く、次いで「現在のままでよい」の割合

が 29.9％、「長期休暇時も開いてほしい」の割合

が 28.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 512 ％

現在就労している

就労予定がある／求職中であ
る

そのうち就職したいと考えている

病気や障害を持っている

家族・親族などを介護しなけれ
ばならない

学生である／就学したい

その他

無回答

80.7

2.3

8.8

1.0

0.4

0.0

4.3

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 1,144 ％

放課後子供教室に参加している

参加していない

無回答

21.9

76.7

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 251 ％

開催日数を増やしてほしい

土曜日も開いてほしい

日曜日・祝日も開いてほしい

長期休暇時も開いてほしい

施設設備を改善してほしい

その他

現在のままでよい

無回答

55.8

9.2

6.0

28.3

1.6

7.6

29.9

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70
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問 28-2 放課後子供教室に参加している理由は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「子ども自身が教室に興味を持っているから」

の割合が 55.8％と最も高く、次いで「プログラム

の内容が充実している」の割合が 29.9％、「放課

後に過ごす場所がないから」の割合が 15.1％とな

っています。 

 

 

 

 

 

問 29 現在、放課後子供教室の参加の有無にかかわらず、今後、放課後子供教室に参加

したいですか。（あてはまる番号１つに○） 

「放課後子供教室に参加したい」の割合が

54.5％、「参加しない」の割合が 43.4％となって

います。 

 

 

 

問 29-1 問 29で「１．」に○をつけた方にうかがいます。 

具体的な参加希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

①参加日数 

 

「週１～２回程度」の割合が 35.4％と最も高

く、次いで「月１～２回程度」の割合が 23.2％、

「夏休みなど長期休暇」の割合が 16.5％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 251 ％

放課後に過ごす場所がないか

ら

プログラムの内容が充実してい

る

友達が通っているから

子ども自身が教室に興味を持っ
ているから

その他

無回答

15.1

29.9

9.6

55.8

15.9

2.4

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,144 ％

放課後子供教室に参加したい

参加しない

無回答

54.5

43.4

2.0

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 624 ％

ほぼ毎日（日・祝・年末年始を除

く）

週３～４回程度

週１～２回程度

月１～２回程度

年１～２回程度

夏休みなど長期休暇

無回答

5.3

8.0

35.4

23.2

8.2

16.5

3.4

0 10 20 30 40 50
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②希望時間 

 

「16時まで」の割合が 28.7％、「17時まで」の

割合が 68.8％となっています。 

 

 

 

 

③土曜・日曜・祝日の参加希望 

 

「ある」の割合が 31.9％、「ない」の割合が

67.0％となっています。 

 

 

 

④長期休暇時の参加希望 

 

「ある」の割合が 80.0％、「ない」の割合が

19.4％となっています。 

 

 

 

問 30 お子さんの放課後に必要と思うものは次のうちどれですか。 

（あてはまる番号３つまでに○） 

「大人の見守りによる安全・安心な居場所」の

割合が 56.3％と最も高く、次いで「学びのきっか

けとなる体験活動（スポーツや文化芸術活動な

ど）」の割合が 44.7％、「自由遊び」の割合が

35.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 624 ％

16時まで

17時まで

無回答

28.7

68.8

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 624 ％

ある

ない

無回答

31.9

67.0

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 624 ％

ある

ない

無回答

80.0

19.4

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 1,144 ％

大人の見守りによる安全・安心
な居場所

学びのきっかけとなる体験活動
（スポーツや文化芸術活動な
ど）

自由遊び

宿題の支援

学力を高めるための学習支援
（算数や英語など。宿題は除く）

運動系の習い事

音楽系の習い事

将来の職業の参考になる体験
活動

その他

無回答

56.3

44.7

35.6

29.3

29.0

21.9

5.8

16.5

1.1

9.7

0 10 20 30 40 50 60 70
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問 31 放課後子供教室や児童クラブに期待することは何ですか。 

（あてはまる番号３つまでに○） 

「安全・安心な居場所であること」の割合が

63.5％と最も高く、次いで「安心して預けられる

スタッフの見守りがあること」の割合が 49.5％、

「子どもが、多くの友達や異なる学年の子どもと

交流できること」の割合が 27.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）一時預かり事業等の利用について 

問 32 私用や親の通院、就労等の際に、不定期に利用している事業はありますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「利用していない」の割合が 91.1％と最も高

く、次いで「つくば子育てサポートサービス（地

域の住民が子どもを預かる会員制事業）」の割合

が 1.6％、「ベビーシッター」の割合が 0.5％とな

っています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

安全・安心な居場所であること

安心して預けられるスタッフの
見守りがあること

子どもが、多くの友達や異なる
学年の子どもと交流できること

子どもが、工作・料理・スポーツ
などのいろいろな体験活動に参
加できること

子どもや保護者が、地域の人と
ふれ合うことで、地域とつながり
ができること

子どもが、広い場所で思いきり
体を動かして活動できること

子どもが、あいさつや後片付け
などの基本的な生活習慣や、
勉強（宿題等）の習慣を身につ
けることができること

保護者が、安心して仕事や自分
の時間の確保をできること

経済的負担が少ないこと

その他

無回答

63.5

49.5

27.0

25.7

6.5

20.9

25.2

15.1

20.8

1.6

9.4

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 1,144 ％

つくば子育てサポートサービス

（地域の住民が子どもを預かる
会員制事業）

夜間養護等事業：トワイライトス
テイ（児童養護施設等で休日・

夜間、子どもを保護する事業）

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

1.6

0.2

0.5

1.6

91.1

5.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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年間日数  

１．つくば子育てサポートサービス（地域の住民が子どもを預かる会員制事業） 

 

「２日」、「11日～20日」の割合が 22.2％と最

も高く、次いで「１日」の割合が 16.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．夜間養護等事業：トワイライトステイ（児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保護する事業） 

 

「21日以上」が 2件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 18 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

16.7

22.2

11.1

0.0

11.1

5.6

22.2

0.0

11.1

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 2 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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３．ベビーシッター 

 

「21日以上」が 2件、「１日」、「３日」が 1件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他 
 

「21 日以上」の割合が 22.2％と最も高く、次

いで「２日」、「５日」の割合が 16.7％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 6 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

16.7

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

33.3

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 18 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

5.6

16.7

5.6

0.0

16.7

11.1

5.6

22.2

16.7

0 5 10 15 20 25 30
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問 33 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛

名のお子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありまし

たか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。 

「あった」の割合が 16.6％、「なかった」の割

合が 81.5％となっています。 

 

 

 

 

１．あった 
 

「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」

の割合が 80.0％と最も高く、次いで「仕方なく子

どもを同行させた」の割合が 18.9％、「仕方なく

子どもだけで留守番をさせた」の割合が 8.9％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間泊数  

ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった 

 

「１泊」の割合が 46.1％と最も高く、次いで

「２泊」の割合が 19.7％、「６泊～10泊」の割合

が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 190 ％

（同居者を含む）親族・知人にみ
てもらった

短期入所生活援助事業（ショー
トステイ）を利用した（児童養護
施設等で一定期間、子どもを保
護する事業）

イ以外の保育事業（認可外保育
施設、ベビーシッター等）を利用
した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番を
させた

その他

無回答

80.0

1.1

0.5

18.9

8.9

2.1

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 1,144 ％

あった

なかった

無回答

16.6

81.5

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 152 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

46.1

19.7

7.9

3.9

2.6

12.5

0.7

2.0

4.6

0 10 20 30 40 50 60
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イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した（児童養護施設等で一定期間、子どもを

保護する事業） 

 

「２泊」、「６泊～10 泊」が 1 件となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した 

 

「１泊」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



141 

 

エ．仕方なく子どもを同行させた 

 

「１泊」の割合が 33.3％と最も高く、次いで

「２泊」の割合が 13.9％、「３泊」の割合が 8.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

 

「１泊」の割合が 35.3％と最も高く、次いで

「２泊」の割合が 11.8％、「３泊」の割合が 5.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．その他 

 

有効回答がありませんでした。 

 

 

  

回答者数 = 36 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

33.3

13.9

8.3

2.8

5.6

5.6

0.0

0.0

30.6

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 17 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

35.3

11.8

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47.1

0 10 20 30 40 50 60
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（７）病気の際の対応について 

問 34 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガにより、平日、小学校へ行けなかっ

たことはありますか。（あてはまる番号１つに○） 

「あった」の割合が 64.2％、「なかった」の割

合が 35.2％となっています。 

 

 

 

 

 

【子どもの学年別】（問 34×問２） 

子どもの学年別でみると、他に比べ、２年生、３年生で「あった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

１年生 211  58.3  41.7  － 

２年生 189  73.5  25.9  0.5  

３年生 180  72.8  26.7  0.6  

４年生 192  59.9  39.6  0.5  

５年生 186  61.8  37.1  1.1  

６年生 171  57.3  41.5  1.2  

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

あった

なかった

無回答

64.2

35.2

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70



143 

【地区別】（問 34×問１） 

地区別でみると、他に比べ、二の宮小で「あった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効 

回
答
数 

（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

秀峰筑波 143  62.9  37.1  － 

大曽根小 57  61.4  36.8  1.8  

前野小 12  66.7  33.3  － 

要小 13  61.5  38.5  － 

吉沼小 19  63.2  36.8  － 

沼崎小 59  64.4  35.6  － 

今鹿島小 9  44.4  55.6  － 

上郷小 17  52.9  47.1  － 

谷田部小 47  61.7  36.2  2.1  

谷田部南小 6  66.7  33.3  － 

真瀬小 10  40.0  60.0  － 

島名小 46  60.9  39.1  － 

葛城小 26  76.9  23.1  － 

柳橋小 10  50.0  50.0  － 

小野川小 25  56.0  44.0  － 

手代木南小 18  72.2  27.8  － 

二の宮小 35  80.0  20.0  － 

松代小 30  63.3  36.7  － 

東小 27  66.7  33.3  － 

春日学園 54  68.5  31.5  － 

学園の森 65  60.0  38.5  1.5  

みどりの学園 45  71.1  28.9  － 

栄小 19  47.4  52.6  － 

九重小 20  70.0  25.0  5.0  

桜南小 25  64.0  32.0  4.0  

栗原小 13  46.2  53.8  － 

竹園東小 38  63.2  34.2  2.6  

竹園西小 52  71.2  28.8  － 

吾妻小 26  65.4  34.6  － 

並木小 28  50.0  50.0  － 

茎崎第一小 83  66.3  32.5  1.2  

茎崎第二小 21  71.4  28.6  － 

茎崎第三小 32  65.6  34.4  － 
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問 34-1 問 34で「１．」に○をつけた方にうかがいます。 

宛名のお子さんが病気やけがで小学校へ行けなかった場合に、この１年間に行

った対処方法はどれになりますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「母親が休んだ」の割合が 66.1％と最も高く、

次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみ

てもらった」の割合が 21.8％、「父親又は母親の

うち就労していない方が子どもをみた」の割合が

20.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間日数  

１．父親が休んだ 

 

「１日」の割合が 41.2％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 28.7％、「３日」、「５日」の割

合が 6.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 734 ％

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子
どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労してい
ない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

つくば子育てサポ－トサービス
を利用した

仕方なく子どもだけで留守番を
させた

その他

無回答

18.5

66.1

21.8

20.2

1.2

0.0

0.0

11.2

3.1

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 136 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

41.2

28.7

6.6

1.5

6.6

3.7

0.0

0.0

11.8

0 10 20 30 40 50
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２．母親が休んだ 

 

「１日」の割合が 19.2％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 18.8％、「３日」の割合が 18.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 

 

「１日」、「２日」の割合が 22.5％と最も高く、

次いで「３日」の割合が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 485 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

19.2

18.8

18.4

4.9

11.1

9.1

0.8

0.8

16.9

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 160 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

22.5

22.5

16.3

4.4

8.1

8.8

1.3

0.0

16.3

0 5 10 15 20 25 30
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４．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 

 

「１日」の割合が 20.9％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 19.6％、「３日」の割合が 12.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．病児・病後児の保育を利用した 

 

「３日」が 3 件、「１日」、「６日～10 日」が 2

件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．ベビーシッターを利用した 

 

有効回答がありませんでした。 

 

  

回答者数 = 148 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

20.9

19.6

12.8

5.4

12.2

10.1

1.4

0.7

16.9

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 9 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

22.2

11.1

33.3

0.0

0.0

22.2

0.0

0.0

11.1

0 10 20 30 40 50



147 

７．つくば子育てサポ－トサービスを利用した 

 

有効回答がありませんでした。 

 

 

８．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

 

「１日」の割合が 32.9％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 23.2％、「３日」の割合が 15.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他 

 

「１日」の割合が 34.8％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 21.7％、「３日」、「５日」、「６

日～10日」の割合が 4.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 82 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

32.9

23.2

15.9

0.0

4.9

3.7

0.0

0.0

19.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 23 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

34.8

21.7

4.3

0.0

4.3

4.3

0.0

0.0

30.4

0 10 20 30 40 50
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問 34-2 問 34-1で「１.」または「２.」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われ

ましたか。（あてはまる番号１つに○） 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

い」の割合が 27.6％、「利用したいとは思わない」

の割合が 70.0％となっています。 

 

 

 

 

病児・病後児保育施設等を利用したい年間日数 

 

「５日」の割合が 29.5％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 25.2％、「６日～10日」の割合

が 23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）つくば市の子育て環境や支援対策について 

問 35 これまでに自宅以外でお子さんが何らかの犯罪などの危険にあったことはありま

すか。（あてはまる番号すべてに○） 

「特に危険な目にあったことはない」の割合が

84.2％と最も高く、次いで「いやがらせを受けた」

の割合が 5.2％、「不審者・痴漢にあった」の割合

が 4.8％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

ものを盗まれた

暴力をふるわれた

いやがらせを受けた

不審者・痴漢にあった

その他

特に危険な目にあったことはな
い

無回答

2.9

1.7

5.2

4.8

1.9

84.2

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 503 ％

できれば病児・病後児保育施設
等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

27.6

70.0

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 139 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

2.2

7.2

25.2

0.7

29.5

23.0

2.9

0.7

8.6

0 10 20 30 40 50
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問 36 お子さんの普段の行動範囲内に、事故や非行・犯罪等にまきこまれる危険はあり

ますか。（あてはまる番号１つに○） 

「特にない」の割合が 44.1％と最も高く、次い

で「すこしある」の割合が 43.7％、「かなりある」

の割合が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

問 36-1 問 36で「１．」に○をつけた方にうかがいます。 

それはどんなことですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「交通事故」の割合が 93.9％と最も高く、次い

で「不審者にあう」の割合が 73.3％、「転倒・転

落事故」の割合が 22.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 37 事故や非行・犯罪等の危険を防止するために、どうすべきと思いますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「防犯パトロール等の強化」の割合が 68.1％と

最も高く、次いで「児童自身が身を守るための方

法を身につける」の割合が 62.5％、「学校や市・

警察等の危険情報の提供」の割合が 56.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

かなりある

すこしある

特にない

無回答

11.5

43.7

44.1

0.7

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 131 ％

交通事故

水の事故

転倒・転落事故

不審者にあう

いやがらせを受ける

非行・犯罪等にまきこまれる

その他

無回答

93.9

9.9

22.1

73.3

16.8

16.8

5.3

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 1,144 ％

危険な場所等の実態調査

学校や市・警察等の危険情報
の提供

防犯パトロール等の強化

危険な場所等に近づかないよう
に啓発の強化

児童自身が身を守るための方
法を身につける

110 番の家の増加

学校や児童館等施設の危険防

止対策の充実

その他

無回答

53.3

56.9

68.1

47.7

62.5

17.4

23.7

5.7

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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問 38 子どもの事故や犯罪の危険を防止するため、パトロール等の活動参加についてど

う思いますか。（あてはまる番号１つに○） 

「参加したいが、時間や身体的に参加できない」

の割合が 53.2％と最も高く、次いで「できれば参

加したい」の割合が 22.2％、「わからない」の割

合が 10.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 39 つくば市の子育てや教育の事業について、どのように思いますか。 

項目ごとに選んでください。（それぞれあてはまる番号１つに○） 

①放課後の子どもの生活を豊かにする事業 

「まあ良い」の割合が 36.1％と最も高く、次い

で「あまり良くない」、「わからない」の割合が

20.0％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「良い」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

②子どもの健康や医療に関わる事業 

「まあ良い」の割合が 48.8％と最も高く、次い

で「良い」の割合が 18.4％、「あまり良くない」、

「わからない」の割合が 12.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「わからない」

の割合が増加しています。一方、「良い」の割合が

減少しています。 

 

  

回答者数 = 1,144 ％

積極的に参加したい

できれば参加したい

参加したいが、時間や身体的に

参加できない

参加したくない

その他

わからない

無回答

5.7

22.2

53.2

5.9

2.1

10.1

0.9

0 10 20 30 40 50 60

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

12.2

36.1

20.0

10.9

20.0

0.7

18.1

32.5

18.1

10.2

20.2

1.0

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

18.4

48.8

12.9

6.2

12.9

0.7

26.0

50.6

10.0

6.5

6.2

0.8

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）
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③教育や子育てについての相談・情報提供 

「まあ良い」の割合が 42.1％と最も高く、次い

で「わからない」の割合が 20.5％、「あまり良く

ない」の割合が 18.6％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

④子どもを交通事故や犯罪の危険から守る事業 

「まあ良い」の割合が 34.2％と最も高く、次い

で「あまり良くない」の割合が 22.3％、「わから

ない」の割合が 22.1％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「良い」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

⑤子育ち・子育てしやすい地域コミュニティづくり 

「まあ良い」の割合が 39.0％と最も高く、次い

で「わからない」の割合が 21.7％、「あまり良く

ない」の割合が 20.0％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「良い」の割合

が減少しています。 

 

 

 

  

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

10.2

42.1

18.6

7.4

20.5

1.0

12.7

46.5

14.6

6.3

18.8

1.0

0 10 20 30 40 50 60

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

10.4

34.2

22.3

10.0

22.1

1.0

16.5

31.2

21.5

12.9

17.1

0.8

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

8.8

39.0

20.0

9.7

21.7

0.8

16.3

38.3

18.3

7.9

18.3

1.0

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）
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⑥子育てと働くことが両立できる職場環境づくり 

「まあ良い」の割合が 25.7％と最も高く、次い

で「わからない」の割合が 23.2％、「あまり良く

ない」の割合が 22.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 40 あなたにとってつくば市は総合的にみて、子育てしやすいまちですか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「どちらかといえば子育てしやすい」の割合が

44.1％と最も高く、次いで「どちらともいえない」

の割合が 28.8％、「子育てしやすい」の割合が

14.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

良い

まあ良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

9.9

25.7

22.9

17.5

23.2

0.9

14.8

23.5

18.7

14.8

27.5

0.8

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）

回答者数 = 1,144 ％

子育てしやすい

どちらかといえば子育てしやす
い

どちらともいえない

どちらかといえば子育てしやす
くない

子育てしやすくない

無回答

14.0

44.1

28.8

8.2

4.0

0.8

0 10 20 30 40 50
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問 41 今後、つくば市では、特にどのような事業や対策に力を入れてほしいですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「安心してすごせる公園や遊び場の整備」の割

合が 58.9％と最も高く、次いで「子どもを交通事

故や犯罪の危険から守る体制の整備」の割合が

53.5％、「放課後の子どもの居場所づくり」の割

合が 44.5％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「児童クラブの

充実」の割合が増加しています。一方、「子どもの

健康・医療に対する安心の確保」「子育て家庭へ

の経済的支援対策の充実」「子どもが優れた芸術

や文化にふれる機会の充実」「子どもを交通事故

や犯罪の危険から守る体制の整備」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 43 あなたの子育ては、地域の人や社会に支えられていると思いますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「少しは支えられていると思う」の割合が

55.0％と最も高く、次いで「かなり支えられてい

ると思う」の割合が 24.1％、「あまり支えられて

いるとは思わない」の割合が 12.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

％

放課後の子どもの居場所づくり

児童クラブの充実

安心してすごせる公園や遊び
場の整備

地域や学校からいじめをなくす
環境の整備

教育について気軽に相談できる
場の充実

教育について正しい知識と情報
の提供

子どもの健康・医療に対する安
心の確保

子育て家庭への経済的支援対
策の充実

子どもが自然を理解し、ふれあ
える環境づくり

子どもが優れた芸術や文化に
ふれる機会の充実

子どもを交通事故や犯罪の危
険から守る体制の整備

その他

特にない

無回答

44.5

29.9

58.9

37.3

14.9

20.2

35.7

37.5

23.7

25.5

53.5

7.5

1.8

1.0

45.2

24.8

62.9

38.3

11.2

18.8

47.7

53.3

26.2

31.3

60.8

7.9

0.4

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70

平成30年度調査

（N = 1,144）

平成26年度調査

（N = 520）

回答者数 = 1,144 ％

かなり支えられていると思う

少しは支えられていると思う

あまり支えられているとは思わ

ない

まったく支えられているとは思
わない

わからない

子育ては地域の人や社会とは
関係がない

無回答

24.1

55.0

12.3

2.9

4.4

0.3

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70
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問 44 お子さんは、毎日、生き生きと学校に行きますか。（あてはまる番号１つに○） 

「どちらかといえば、生き生きしている」の割

合が 48.4％と最も高く、次いで「生き生きしてい

る」の割合が 44.7％、「どちらかといえば、生き

生きしていない」の割合が 3.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 45 日頃の子育て全体を通して、どのような感じをお持ちですか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「楽しいと感じることのほうが多い」の割合が

60.1％と最も高く、次いで「どちらともいえない」

の割合が 29.3％、「つらいと感じることのほうが

多い」の割合が 7.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 1,144 ％

生き生きしている

どちらかといえば、生き生きして
いる

どちらかといえば、生き生きして
いない

生き生きしていない

その他

無回答

44.7

48.4

3.8

1.7

0.9

0.4

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 1,144 ％

楽しいと感じることのほうが多い

つらいと感じることのほうが多い

どちらともいえない

その他

わからない

無回答

60.1

7.3

29.3

1.3

1.0

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70
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つくばの子どもたちを社会全体で育むために   

 

社会情勢の変化に伴い、保育を社会全体で支えることが求められ

ています。  

つくば市では、平成 17 年（2005 年）のつくばエクスプレス開業

後、子育て世代の転入増により保育需要は増え続けています。しか

し、全国的な保育士不足も重なり、近年、本市の待機児童数は県内で

最多となっています。そこで、待機児童の解消を喫緊の課題とし、平

成 29 年（2017 年）以降、保育所等の定員を増やすためのさまざま

な取り組みを進めています。まずは保育士の働く環境を整えるため

に、全国的にも事例がほぼなかった民間保育士等の処遇改善にいち

早く取り組むとともに、家賃補助も実施しています。これらは、保育

士の仕事が子どもの命と成長を守る尊くも大変に責任が重い仕事で

ありながら、他産業と比べて低水準にある報酬を改善し、よりよい保

育につなげるための取り組みです。  

待機児童の解消は喫緊の課題ですが、数字ばかりに主眼が置かれ

保育の「質」が置き去りにされることはあってはなりません。保育に

関わる事業者、保育士、保護者、地域、行政などがともに理解を深め、

相互に連携・協力し、つくばの子どもたちを社会全体で育むために、

本ガイドラインを策定しました。  

本ガイドラインが、つくばらしい子どもの育ちを実現するための

羅針盤となれば幸いです。  

 

 

 

平成 31 年３月  

        つくば市長  五  十  嵐  立  青  
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つくば市においては、県内各地で人口が減少する中で、つくばエクスプレス沿線開

発地区を中心に人口が増加し、保育需要が増大しています。また、家族形態や就労状

況の変容などを背景に、保護者の保育ニーズもますます多様化しています。  

つくば市では、多様な保育ニーズに対応していくために、施設を適正に整備すると

同時に、保育人材の確保を支援して、待機児童解消を目指しています。また、こうし

た子ども・子育てを支える基盤の量的確保により新規施設が増加している中で、量的

な拡充だけでなく、保育の質の確保・向上にも取り組んでいます。  

質の高い保育・幼児教育（以下「保育」という。）を計画的かつ確実に子どもたち

に提供するためには、市内全ての保育所（園）、幼稚園及び認定こども園など（以下

「保育施設」という。）において、子どもたちの育ちに十分配慮しながら、保育に関

わる全ての職員や、事業者、保護者、地域、行政など（以下「保育関係者」という。）

が共通理解を深め、相互に連携・協力していく必要があります。  

こうしたことから、つくば市では、保育現場の保育士や幼稚園教諭、有識者や市民

の方々にも議論いただき、本ガイドラインを策定しました。  

本ガイドラインでは、保育の質の確保・向上を図るための６つの柱（Ｐ３参照）や、行

政や事業者などの果たすべき責任や役割、保護者の参加・協力の推進などについて記

述しています。  

つくば市では、保育関係者が本ガイドラインを活用し、また、つくばらしさや地域

の資源もいかしながら、子どもたちの育ちを支え、市内のどの保育施設においても、

質の高い保育を行い、「安心の子育てができるつくば」を目指していきます。  

 

 

本ガイドラインは、保育の具体的な確認項目を、チェックボックス形式で挙げてい

ます。全ての保育関係者や各保育施設は、日々の保育の振り返りや保育現場での環境

構成や検証、研修などに活用してください。  

  

１  ガイドライン策定の趣旨  

 

つくばらしさ  

（※ P23 参照）  

国際性  自然  科学  文化  

2 ガイドラインの活用方法  

 

 

 
✓ 

【権利の保障】  

子どもの権利について、職員全体で理解し、十分配慮しましょう。 

 

チ
ェ
ッ

ク
！ 
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本ガイドラインは、国が定める保育所保育指針などを踏まえ、「安心の子育てがで

きるつくば」を目指していくために策定するものです。  

今後も保育を取り巻く環境や状況の変化に合わせ、更新していくこととします。  

 

 

 

  

３  ガイドラインの位置づけ  

 

※位置づけイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法、学校教育法  等  

保育所保育指針、幼稚園教育要領  

幼保連携型認定こども園教育・保育要領  

つ く ば 保 育 の 質 ガ イ ド ラ イ ン 

保育目標・保育課程  等  

指導計画・保育マニュアル  等  

保 育 実 践 

つくば市戦略プラン 

子ども・子育て

支援法 

つくば市子ども・子育て支援プラン 

各保育施設独自の保育理念 

つくば市未来構想  
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４  つくば市の保育の目指すもの  

安心の子育てができるつくば 

保育の質の

向上

子どもの

権利

職員に

求められる

資質

保育環境

保育内容

安全管理

支 援

保護者・地域と連携
した子育て支援  

安心・安全・危機管理  

子ども一人ひとりに寄
り添い、発達過程に応
じた必要な保育や援助  

子どもが安全に生活
できる保育環境  

明日の保育につながる
保育計画  

生活 と 遊 びの 中 で 生命

の保持・情緒の安定・健

康な心と体・社会性を身

につ け る ため の 基 礎を

培う保育  

安全で安心な食事の提
供・おいしく楽しく食
べられる環境づくり  

全ての子どもが安心し
て、心身共に伸び伸び
と生活できる保育  

子 ど もた ち が 元 気 に
健 康 な生 活 を 送 る た
めの配慮・援助  

～安心の子育てができるつくばを実現するために～  
 
つくば市では、保育の質の向上を図るために６つの柱を掲げています。

子どもに関わる一人ひとりが、この柱に掲げる各確認項目の留意・向上に
努め、安心の子育てができるつくばを目指していきます。  
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(1) 子どもの権利                                  

全ての子どもが安心して、心身共に伸び伸びと生活できる保育を行います。  

 

子どもの権利とは、全ての子どもが心身共に健康に、自分らしく育つための権利

です。子どもの権利条約では、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、

「参加する権利」の４つの権利（※）が記されています。置かれている環境はそれぞ

れ違っても、子どもたちには、最善の保育を受ける権利があります。  

子どもの気持ちに寄り添い、子どもの尊厳を尊重し、健やかな成長を見守り、支

えながら、保育を行っていく必要があります。  

また、子どもの人権を著しく傷つける虐待の防止や早期発見についても努めてい

きます。  

※外務省  児童の権利に関する条約参考  

https://www.mofa.go. jp/mofaj/gaiko/jido/  

①  人権の尊重  

【権利の保障】  

子どもの権利について、職員全体で理解し、十分配慮しましょう。  
□  

【保育の権利】  

子どもが何を求めているかを把握し、子どもにとって最善の保育を心がけまし

ょう。  
□  

【子どもへの配慮】  

子どもの良さを積極的に見つけ、誉めたり、励ましましょう。  
□  

【個人情報の保護】  

個人情報保護について、職員全体で理解し、順守しましょう。  
□  

【差別の禁止】  

子どもの生活習慣や文化の違いを知り、認め合う心を育てましょう。  
□  

【性的差別の禁止】  

子どもの服装、遊び方、役割など、性の違いに対して、固定的な概念を植え付

けない配慮をしましょう。  
□  

【子どもの養護】  

特別な支援を必要とする子どもの保育について配慮をしましょう。  
□  

  

②  虐待の防止と早期発見  

【虐待の禁止】  

子どもに対し、威圧的、命令的、否定的な言葉遣いや叩く、つねるなどの体罰

は絶対にやめましょう。  
□  

【日常生活での気づき】  

常に子どもの身体的・心理的状態を把握するよう心掛けましょう。  
□  

【虐待の早期発見】  

子どもの受け入れ・見送り時に保護者との対話の中で、子どもや保護者の様子

を把握しましょう。  
□  

★子どもの様子に異変を感じたとき、傷や痣を発見したとき、子育てに関する悩みがある保護者がい

たときなど、つくば市子育て相談室にご相談ください。☎029-883-1149、1150  
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(2) 職員に求められる資質                               

子ども一人ひとりに寄り添い、発達過程に応じた保育や援助を行います。  

 

保育の質の確保・向上を実現する基本は、保育施設に勤務する職員一人ひとりの

資質です。  

保育施設は、質の高い保育を展開するため、一人ひとりの職員の資質向上及び職

員全体の専門性の向上を図るよう絶えず努めなくてはなりません。  

また、全ての職員は、子ども一人ひとりの違いを認められる価値観及び倫理観、

保育者としての責任を持って保育に当たるとともに、自身の実践を振り返り、課題

を踏まえて、保育技術や知識を高める意欲がなくてはなりません。  

つくば市の保育施設では、全ての職員が職務への責任感を持ち、子ども一人ひと

りを大切に思う、温かい心を持つ人間性と専門性の向上に努め、保護者と寄り添い、

子どもや保護者から信頼され尊敬される職員であることを目指します。  

 

【全ての職員の倫理観】     

保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領な

どの理解を深め、互いに助言、指導し合える職員関係を目指しましょう。  

常に危機管理意識を持ち、子どもの命を守る保育者・教育者としての自覚を持

って保育に取り組みましょう。  

□  

【自身のスキルアップ】  

職務内容に応じた研修や他施設との交流などを通して、自身の保育を振り返り

、スキルアップに努めましょう。  
□  

【職員間のコミュニケーション】  

信頼関係を築き、保育に関する情報共有をはじめとするコミュニケーションを

大切にしましょう。  
□  

【保育の中での自然体験】  

自然をいかして楽しむことにより、子どもが豊かな心を育んでいけるよう自然

と関わる取組をしましょう。  
□  

【子どもに寄り添う保育】  

積極的に子どもに関わり、子どもの思いを受け止めて、保育を一緒に楽しみま

しょう。  
□  

【子どもの個性に合わせた保育】  

一人ひとりの発達過程を理解し、個々の成長・発達に合わせ、先を見通した援

助をしましょう。  
□  

【保護者との信頼関係】  

保護者の気持ちに寄り添いながら子どもの発達を支援し、共に子どもの成長

を喜べる関係を築きましょう。また、保育者としての専門性をいかし、保護者

からの相談を受けたり、保護者への助言を行ったりしましょう。  

□  
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(3) 保育環境                                       

子どもが豊かで安全に生活を送れる保育環境を整えます。  
  

子どもたちは、適切に整えられた環境の下、生活や遊びを通して様々な力を身に

つけていきます。自らを取り巻く環境に主体的に関わり遊ぶことで心身の発達が促

され、人間として尊重され愛されることにより人への信頼感が育まれていきます。

保育施設は、人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊かなも

のとなるように、計画的に環境を構成し工夫して保育を行います。  

職員は子どものための保育環境を構成するとともに、常に子どもの健康に気を配

り、子どもが安心して安全に過ごせる環境を整えます。  

 

【安全・安心な室内の環境】  

施設内（保育室・調理室・トイレなど）の清掃、玩具などの備品類の点検を行

い、いつも安全・安心、清潔が保たれるようにしましょう。  
□  

【適切な室内の環境】  

室内の温度、湿度、音などの環境を常に適切な状態に保持しましょう。  □  

【施設内外の死角を作らない配慮】  

子どもたちの安全のため保育者からの死角を作らないように配慮しましょう。 □  

【子どもの成長に合わせた配慮】  

子どもの成長に合わせた玩具、遊具、絵本を子どもの手の届く場所に適切な量

で用意し、子どもが主体的に遊びを展開できるよう配慮しましょう。  
□  

【外遊びの取組】  

戸外での活動では、豊かな自然の中で季節を感じ、伸び伸びと体を動かすこと

の楽しさを味わえるような取組をしましょう。  
□  

【乳幼児に必要な保育環境】  

はいはいや、つたい歩きができる安全な空間を、保育室の広さや間取りを考慮

して確保しましょう。（０・１歳）  
□  

【遊びに適した空間作り】  

友達と好きな遊びができる空間や、一人でじっくりと遊びを楽しむことができ

る空間の設定をしましょう。  
□  

【人的配置による保育環境の整備】  
適正な保育士の配置に加え、特別な支援を要する子どもへの加配保育を行うな
どして、子どもが安全で情緒の安定した生活を送れるように保育環境を整えま
しょう。  

□  

【労働環境の整備】  
地域の保育や子育て支援を担う子育て支援員（※注１）の育成や保育人材の確
保を図り、保育者の労働環境を整えていきましょう。  

□  

（※注１）  

子育て支援員とは・・・「子育て支援員研修」の全科目を修了し、「子育て支援員研修修了証

書」の交付を受けたことにより、子育て支援分野の各事業に従事する

上で必要な知識や技術などを習得したと認められる者。   



7 

 (4) 保育内容                                     

①保育計画  

子どもが生涯にわたる生きる力の基礎を培い、社会に求められる資質能力を身

につけるための保育計画を作成し、計画に基づいた保育を実践します。また、日

々の保育を振り返り、明日のより良い保育につながるよう努めます。  

 

保育施設における保育は、「養護」（子どもの生命の保持及び情緒の安定を図る

ために保育者が行う援助や関わり）と「教育」（子どもが健やかに成長し、その活

動がより豊かに展開されるための発達の援助）の一体的な展開を特性としていま

す。  

保育者は、子どもと生活を共にしながら、子どもの全てを受け止め、その心身の

状態に応じたきめ細やかな援助や関わりをしていくことを基礎とし、子ども一人ひ

とりが生きる力の基礎となる心情、意欲、態度を身につけていけるように保育を展

開します。  

保育計画の作成に当たっては、０歳から６歳までの子どもの年齢に応じた発達の

特徴を見通し、各保育施設の保育理念や保育方針、つくばらしい地域特性などを反

映させながら具体的な内容を考えていくことが大切です。また、計画に基づく保育

を展開し、日々の保育を振り返って評価し、明日の保育への反映を繰り返していく

ことが、保育の質の向上につながります。  

計画的な保育の中でも、子どもの主体性を尊重し、子どもの状態に応じた応答的

な環境を構成しながら援助を行うことが重要です。保育者の適切な援助によって、

子どもの意欲や興味関心、好奇心や探求心、考える力や認識力、自信や自己肯定感

が育まれていきます。  

つくば市では、これらを踏まえ、子どもが生涯にわたる生きる力の基礎を培うた

めの保育を実践できるよう、保育施設の職員自らが保育の質を高めていくことを目

標としています。  

   

【「子どもの最善の利益」の考慮】  

保育施設の理念、保育の方針や目標、指導計画などに基づいて保育に当たりま

しょう。  
□  

【子どもの成長の道筋の計画】  

各保育施設の独自性や創意工夫された保育内容での保育計画を立て、応答的な

援助を行いましょう。  
□  

【様々な環境の子どもへの保育】  

子どもの個々の発達や地域の特性、年齢、家庭環境をもとに計画を立て、保育

に反映しましょう。  
□  

【子どもの成長過程の記録】  

児童票、保育日誌、施設日誌、保健日誌、幼稚園指導要録などで、子どもの成

長を記録しましょう。  
□  

【異年齢児との交流の場】  

子どもの体験をより豊かなものにするために、相互作用を通しての体験として

、異年齢児との触れ合いや交流の場を計画しましょう。  
□  
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②生活と遊びの中の保育  

生活と遊びの中で、生命の保持や情緒の安定を図り、健康な心と体を培い、社会

性を身につけるための基礎を培います。  

 

保育施設の子どもたちは、日々の遊びを通し言葉や数、自然現象や科学に対する

興味関心、表現する力を身につけていきます。  

子どもの表現は、遊びや生活の様々な場面で表出されているものであることか

ら、それらを積極的に受け止めることが、様々な表現方法や感性を豊かにする経験

となります。  

また、「 (仮称 )つくば保育の質ガイドライン」アンケート調査結果では、「保育の

中で望むもの」の項目について、職員及び保護者共に「自然体験を多く取り入れて

いる」が多い回答となりました。（※P20 参照）  

つくば市では、保育の中で「つくばらしさ」をいかし、豊かな自然を日常的に感

じながら、職員の適切な援助のもとで様々な体験をし、子どもの好奇心や探究心を

育てていきます。  

また、保育者や家族、周囲の大人との温かい言葉やスキンシップなどの触れ合い

によって、子どもが人に対し慈しみを持ち、未来に向かって生きる力の基礎を培う

ことを援助していきます。  

 

ア  1 歳未満児  

乳児期には、視覚、聴覚などの感覚や運動機能が著しく発達するとともに、特定

の大人との愛情豊かで応答的な関わりを通じ、情緒的な絆が形成される特徴があり

ます。  

また、この時期の保育については、心身の機能の未熟さに伴う疾病の発生が多い

ことから、一人ひとりの発育及び発達状態や健康状態についての適切な判断に基づ

く保健的な対応も必要となります。養護における「生命の保持」及び「情緒の安定」

と教育における「子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるため

の発達の援助」との一体性をより強く意識し、保育を行うことが重要です。  

つくば市では、保護者との信頼関係を築きながら、保育士、看護師、栄養士、調

理員、嘱託医などがそれぞれの専門性をいかした素早い対応をし、子どもが健やか

に伸び伸びと育つ基盤を培います。  

 

【保育士、看護師、栄養士、調理員、嘱託医などとの連携】  

専門性をいかした素早い対応をしましょう。  
□  

【生命の保持、情緒の安定】  

一人ひとりの発育及び健康状態を把握し、表情豊かに優しく語りかけ、丁寧な

保育を心がけましょう。  
□  

【視覚、聴覚の発達の支援】   

玩具の種類や色、大きさなど安全面に十分に配慮しながら、音の大きさ、採光

を工夫しましょう。  
□  

【健康に伸び伸びと育つ視点】  

発育に応じての体を動かす機会を確保し、子どもが自ら体を動かす意欲を育て

る工夫をして、様々な取組をしましょう。  
□  

【保護者との信頼関係】   

保護者からの相談などに対し、助言及び支援に努めましょう。  
□  
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イ  １歳以上３歳未満児  

１歳以上３歳未満児については、歩き始めから、歩く、走る、跳ぶなどへと基本

的な運動機能が次第に発達し、排泄の自立のための身体的機能も整うようになりま

す。  

また、指先の機能も発達し、食事や衣類の着脱も徐々に自分で行えるようになり

ます。発声も明瞭になり、語彙も増加し、自分の意思や欲求を言葉で表出できるよ

うになります。  

このように、自分でできることが増え、自我が形成され、子どもが自分の感情や

気持ちに気付くようになる重要な時期であると言えます。保育士などは、子どもの

生活の安定を図ること、自発的な活動を尊重して温かく見守ること、愛情豊かで応

答的に関わることなどが必要となってきます。  

つくば市では、一人ひとりの子どもがほかの友達や保護者、保育士などとの温か

い関わりを通して、豊かな感性や表現する力を培い、明るく伸び伸びと生活できる

よう援助します。  

 

【保育士、教諭、看護師、嘱託医などとの連携】  

専門性をいかした対応に努め、子どもの健康な成長を見守りましょう。  
□  

【身近な人との触れ合い】    

保育士などや周囲の大人、他の友達との関わりを通して、人と関わる力が養わ

れるよう援助をしましょう。  
□  

【健康な心と体】  

子どもが明るく伸び伸びと生活し、自ら体を動かすことを楽しめるような取組

をしましょう。また、子どもの気持ちに配慮した温かい触れ合いを行いましょ

う。  

□  

【自然環境との触れ合い】  

身近な生物や自然と日常的に関わりを持ち、生命の尊さへの気付きを促しまし

ょう。また、子どもが周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持って関わり、自

身の生活に取り入れていこうとする力を養いましょう  

□  

【言語表現の重要性】  

子どもの言語発達において保育士などの言葉が重要な役割を果たすことに留

意して、子どもの気持ちや経験などの言語化を援助しましょう。  
□  
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ウ  ３歳以上児  

３歳以上児については、運動機能の発達により、基本的な動作が一通りできるよ

うになると共に、基本的生活習慣の自立、語彙の増加、知的興味や関心の高まりが

見られます。また、仲間と遊び、仲間の一人という自覚が生じ、集団的な遊びや協

同的な活動も見られるようになります。３歳以上児の保育においては、これらの発

達の特徴を踏まえ、個の成長と集団としての活動の充実を図ることが大切です。  

また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（健康な心と体、自立心、協同

性、道徳性・規範意識の芽生え、社会生活との関わり、思考力の芽生え、自然との

関わり・生命尊重、数量や図形、文字などへの関心・感覚、言葉による伝え合い、

豊かな感性と表現）や、幼児教育から小学校教育への「学びの接続」の円滑化のた

めの接続カリキュラムを意識しながら、主体的で協同的な活動の充実を図っていき

ます。  

子どもは環境を通して遊びの中で様々な体験をし、自身の体や気持ちをコントロ

ールする力や挑戦する力、豊かな感性を表現する力など、生涯にわたる生きる力の

基礎を培い、人として成長していきます。子どもにとっての遊びとは、意欲や想像

力を身につけ、学びの基礎を培うものです。  

つくば市では、保育施設内外の人材、行事、施設など地域の資源を積極的に活用

することで豊かな体験・経験を促し、充実した保育内容により子どもの社会性を育

んでいきます。  

 

【家族とのつながりを育む】  

家庭生活の中で親や祖父母にとって自分は大切な存在であることに気付かせ、

自分も家族を大切に思う気持ちが育つように努めましょう。  
□  

【地域との関わりと社会性】  

積極的に散歩や保育施設外での活動を行い、地域資源の活用や、様々な行事を

通して社会性を育む取組をしましょう。  
□  

【健康な心と体】  

様々な遊びを通して、心と体の発達を促進し、体を動かすことの楽しさや体の

大切さを子どもたちが知る工夫をしましょう。  
□  

【協同への意識】  

友達と協力しやり遂げる活動の中で、子ども同士が互いに思いを伝え合い、折

り合いを付ける経験を促すなど、個の成長と集団としての活動の充実を図り、

規範意識の芽生えを育てましょう。  

□  

【自然環境への好奇心や探究心】  

施設内外で様々な自然体験を行い、五感を使って自然と触れ合う中で、自然の

性質や仕組み、不思議さなどに子どもたちが気付くようにしましょう。  
□  

【自ら健康な生活をつくる力】  

子どもが明るく伸び伸びと行動し、健康で安全な生活に必要な習慣や態度を身

につけ、見通しをもって行動できるよう援助をしましょう。  
□  
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【自立心、人と関わる力】  

自ら行動する力を育て、子どもが自分の力で行動する充実感を味わい、保育士

などや友達と共に過ごす喜びを持てる保育を行いましょう。  
□  

【日本文化の理解】  

日本の文化や伝統行事、伝統的な遊びに親しむ活動により日本文化への理解を

促すとともに、異なる文化に触れ、文化の比較ができるような活動を取り入れ

て国際理解の意識の芽生えを促しましょう。  

□  

【豊かな感性や表現する力】  

身近な環境の中で出会う感動を共有し表現する力を養い、言葉で表現すること

や自己表現を楽しめるよう工夫をしましょう。  
□  

【状況に即した保育】  

幼児教育において育みたい資質・能力について、子どもの実態やそれを取り巻

く状況の変化などに即した保育を展開できるよう、日頃から保育などの計画や

評価の在り方について職員間で検討し、改善を図りましょう。  

□  

【小学校、義務教育学校（※１）との交流】  

小学校を訪問したり、小学生と交流したりする機会を設け、子どもが小学校の

生活に対する見通しを持てるようにしましょう。  
□  

【小学校、義務教育学校（※１）との連携】  

子どもの生活や育ちについて小学校、義務教育学校への接続が円滑にできるよ

う、小学校と連携を持ち、情報交換をする場などを設ける工夫をしましょう。 
□  

【小学校、義務教育学校（※１）への接続】  

保幼小接続カリキュラム（※２）を作成し、就学を見通して、学びに向かう基

礎である自尊感情を育むこと、友達と一緒に学ぶための社会性を培うこと、知

る楽しみや好奇心を大切にすることなどを基本として保育を行いましょう。  

□ 

 

（※１）義務教育学校とは、小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して行う学校のこ

とです。  

 

（※２）接続カリキュラムとは、幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るために作られ

るカリキュラムのことです。小学校教育に向かう幼児期の全体的な計画（教育課程を

含む）である【アプローチカリキュラム】と、幼児教育との円滑な接続を意識した小

学校入学時の教育課程である【スタートカリキュラム】を合わせ、幼児期と児童期の

「学び」をつなぎます。  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

③食育  

安全で安心な食事を提供し、おいしく楽しく食べられる環境を整えます。  

 

食べることは生きることの源であり、心と体の発達に密接に関係しています。保

育施設における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、

その基礎を培うことが目標となっています。「食」を通して健康な心と体、命を大

切にしていく力、人と関わる力、様々な伝統や文化を理解する力や、食の素材に関

わり作物の栽培や調理に関心を持つ力を育てていくことを食育の視点に盛り込む

ことが必要です。  

保育施設での給食は、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（厚生労働省）を踏

まえ、施設の規模や設備にあった衛生管理を行い、鮮度の良い衛生的な食材を選定

し、旬の食材も取り入れながら、栄養価を考え献立を作成しています。  

また同時に、保育施設での食事は、食事をする環境を整え、保育者が子ども一人

ひとりに合わせて丁寧に関わることが大切です。  

つくば市では、保育施設が食育計画などに基づき、「つくばらしさ」をいかした

食育を推進し、子どもが「食」に対しての興味・関心や食事のマナー、感謝の気持

ちなど様々なことを学ぶための環境も整えていきます。  

 

【食を営む力の育成】  

食育に関する方針や目標及び計画を立て、栄養士、調理員、保育士などの情報

交換を行い、それぞれの職員の専門性を生かしながら、創意工夫しましょう。 
□  

【食の安全確保】  

衛生管理マニュアルや給食業務マニュアルなどを作成し、衛生点検表による毎

日の点検や衛生管理などを徹底しましょう。  
□  

【ゆとりのある食事空間】  

ゆとりのある食事時間を確保し、採光などの環境のほか、子どもが扱いやすい

食器を準備するなど、食事にふさわしい環境を整えましょう。  
□  

【食育環境】  

子どもたちが友達や職員との食事中の会話を楽しみ、一緒に食べる喜びを感じ

ながら食事ができる環境を作りましょう。  
□  

【食育活動】  

低年齢児から、発達に合わせて子どもが主体的に参加できるような計画を作成

し、計画に基づいた食育活動（作物の栽培や収穫、食材の調理体験や食文化な

どの理解を深める活動）を行いましょう。  

□  

【地産地消・季節の食事】  

つくばで収穫された食材での食事の提供や季節にあった食材での食事の提供

に努めましょう。  
□  

【個々に合った食事の提供】  

アレルギー対応については、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」

（厚生労働省）や「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」な

どに基づき、アレルゲン食品の確認、献立の確認、食事提供時の留意点、誤食

した場合の対応方法など、医師の診断に基づいた保護者との定期的な話合いを

行い確認しましょう。  

□  

【家庭との連携】  

子どもの食事の様子や、食育への取組について保護者へ伝えたり、家庭からの

食生活に関する相談に応じたりしながら、家庭と連携・協力し食育を進めまし

ょう。  

□  
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④健康  

子どもたちが元気に健康な生活を送るために配慮・援助を行います。  

 

保育施設では、一人ひとりの子どもの健康の保持及び増進が重要となります。  

特に乳幼児期は、抵抗力が弱く様々な病気にかかりやすい時期です。そのため

日々健康観察を行い、衛生管理に気を配り、子どもたちが快適かつ元気に過ごせる

よう援助しなければなりません。  

同時に、保育施設は集団の生活の場であるため、感染症の予防及び早期発見と早

期対応に努めなくてはなりません。健康診断の結果や予防接種の予定、流行してい

る感染症の状況を保護者に知らせるなど、日頃から保護者と共に子どもの健康管理

を行う必要があります。  

また、子どもが、自らの体や健康に関心をもち、心身の機能を高めていくことも

大切です。  

つくば市では、嘱託医（園医）との連絡体制を確立し、子どもたち一人ひとりが

健やかに成長し、健康に過ごせるよう安全な環境の下で心と体を十分に動かし生活

できる基盤づくりに努めます。  

 

【保健マニュアルなどの徹底】  

職員全員に保健マニュアルなどの周知を徹底しましょう。また、保菌検査など

を実施し、結果を適切に管理しましょう。   
□  

【子どもの健康管理】  

既往歴、予防接種の把握など、保護者との情報共有を行いましょう。  
□  

【日常の健康管理】  

一日の子どもの生活リズムを把握し、一人ひとりのペースや体調に合わせ、健

康に過ごすことができるよう配慮をしましょう。  
□  

【健康・安全習慣】  

健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身につけられるよう、年齢や発達に応

じ、子どもが理解できるように工夫し援助をしましょう。  
□  

【特別な支援を必要とする子の保育】  

子どもの状況に応じた環境の整備を行い、保護者や医療機関と連携し、保護者

と共に考える姿勢に努めましょう。  
□  
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 (5) 安全管理                                       

危機管理意識を持ち、安全対策のための共通理解や体制づくりに努めます。  

 

保育に関わる全ての職員は、常に危機管理意識を持って、子どもの健やかな育ち

を支援する安全な環境を整備していく責務があります。  

職員は、子ども一人ひとりを十分に理解し、子どもの発達の特性と事故との関わ

りに留意した上で、職員全員で施設内外での事故の予防に努めます。  

つくば市では、危機管理、日常の教育・保育における安全管理、防災、防犯など

への取組を強化し、子どもたちを皆で守るという意識の下、安全管理を行っていき

ます。  

 

【事故や災害などへの適切な対応】   

事故や災害、不審者などに対応する危機管理マニュアルを作成し、全職員で共

有し理解をしましょう。  
□  

【個人情報の管理】  

個人情報の管理について、全職員で共通認識を持ち適切な管理を行いましょう

。  
□  

【事故などの情報共有と再発防止】  

事故報告、ヒヤリハット報告があった際には、職員間で情報を共有し、再発防

止に向けて話し合いを行い迅速な対処をしましょう。  
□  

【定期的な防災訓練と新たな危機への対応】  

定期的な防災訓練に加え、Ｊアラートなどに対応した訓練も定期的に行いまし

ょう。  
□  

【研修の取組】  

救急救命訓練や、ＡＥＤ講習、アレルギー対応研修などにも積極的に参加しま

しょう。  
□  

【乳幼児突然死症候群（SIDS）の防止】  

午睡の際は、睡眠チェックを行い、うつぶせで寝ている時は体位を変えるなど

乳幼児突然死症候群（SIDS）防止の取組を行いましょう。  
□  

【室内外の安全確認】  

室内の安全確認と庭の遊具の点検や害虫駆除も定期的に行い、安心して保育を

行える環境整備に努めましょう。  
□  
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(6) 支援                                         

保護者に寄り添いながら、保護者・地域と協力して保育を行います。  

 

核家族化の進行や就労形態の多様化、地域の子育て力の低下により、子育てを取

り巻く環境は大きく変化しており、多くの家庭で子育てについての不安や負担、孤

立感が高まっています。特につくば市では、近年、子育て家庭を中心に他市町村か

らの転入が増加しており、その傾向が高いと推測されます。  

このような状況のなか、保育施設は、日常の保育に加えて、保護者自身の子育て

を組織として支援することが重要であると考えます。  

つくば市の保育施設は、保育の意図や子どもの状況などについての情報を保護者

に積極的に提供するとともに、子どもの成長の喜びを保護者と共有し、悩みや不安

の解消に努め、保護者の子育ての意欲向上の一助となるよう支援していきます。  

また、保育施設の入所（園）児童以外の子どもも含めた地域の子育て支援の拠点

となるよう、園庭の開放や相談などの事業を実施するとともに、地域の方々との交

流を推進し、地域全体で子育てを支援する環境づくりに務めます。  

 

①保護者支援  

【保護者への情報提供】  

施設だより、保健・給食だよりなどを定期的に発行するほか、ホームページな

どにより、保育方針や日々の様子を保護者に提供しましょう。  
□  

【保護者とのコミュニケーション】  

送迎時の会話、連絡帳のやり取り、保護者面談などにより、日頃から子どもの

状況について保護者とのコミュニケーションを図りましょう。  
□  

【課題の共有】  

保護者からの要望や御意見などに誠実に対応するとともに、保護者アンケート

などにより課題を共有し、改善に努めましょう。  
□  

【保護者同士の交流、連携の機会の提供】  

保護者懇談会の開催や行事運営への保護者の参加などにより、保護者同士の交

流や協働の機会を提供し、親睦を深める取組を行いましょう。  
□  

【支援が必要な家庭への配慮】  

経済的困窮、養育困難、育児不安などを有する保護者の情報を把握して適正に

管理し、対応に配慮するとともに、必要な助言や支援を行いましょう。  
□  

【保護者支援における役割分担】  

施設の長や担任その他の職員それぞれが保護者支援における役割を分担し、情

報を共有しながら、組織として支援に取り組みましょう。  
□  

【行政との連携】  

特別な支援を必要とする家庭や子どもなどに対する支援・就学制度を理解する

とともに、必要に応じて行政へつなげたり、助言をしたりするなどの支援をし

ましょう。  

□  
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②地域と連携した子育て支援  

【地域における子育て支援の拠点】  

地域の子育て家庭を対象に、行事、相談、講座、施設や園庭の開放などの取組

を積極的に行いましょう。  
□  

【地域住民との交流】  

昔遊びや農業体験など幅広い世代による住民参加型の行事を実施し、地域住民

と子どもとの交流の推進をしましょう。  
□  
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市は、事業者、保護者、地域、行政などと共に、保育の質の向上に取り組んでい

きます。  

 

(1) 事業者の役割と運営体制                                

保育の質を確保し、日々の保育を支えているのは一人ひとりの人材です。  

保育の質を確保するためには、保育者の確保、育成、社会保障や雇用条件といっ

た労働条件の整備が図られていることが重要です。また、保育施設の職員が安心し

て保育に従事するには、事業者による健全な施設運営が不可欠です。  

「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」アンケート調査では、保育士及び教諭

が考える「保育の質にとって重要なもの」として、「保育者の人数」が最も多く挙

げられました。2 番目には「保育者の資質」が、3 番目には「保育内容の質」が挙

げられたことから、十分な数の保育者を確保したうえで一人ひとりの資質向上に取

り組み、保育内容を充実したものにしていくことが重要であると考えられます。

（※P20 参照）  

 

①保育者の確保  

職員の経験年数や年齢に応じてバランス良く、必要な人数を配置することは、職

員の保育への意欲や自己啓発への取組を支えます。これらを踏まえ、質の高い保育

を展開するため、月齢や状況に応じた保育士配置などの保育体制の整備に努めてい

くことが必要です。  

 

②保育者の質の向上  

事業者は、絶えず一人ひとりの職員についての資質向上や職員全体の専門性の向

上を図るよう努めていくことが重要です。また、職員のキャリアパスを見据え、そ

れぞれの職位や職務内容に応じた体系的な研修機会の充実と、組織的な実施体制の

構築などを図っていくことが必要です。  

 

③労働条件の整備  

事業者は、保育施設の役割や社会的責任を果たすために、法令を遵守し、職員

の雇用条件や、就労規則などを明確にします。職員が安定して働き続けることが

できる労働条件（給与水準・休暇制度・休憩時間等）を整備し、保育士が働きや

すい職場にしていくことが必要です。  

 

  

5 保育の質の向上のために求められるもの  

 



18 

(2) 保護者の役割                                    

家庭と保育施設の相互理解は、子どもの家庭での生活と保育施設での生活の連続

性を確保し、育ちを支えるために欠かせないものです。家庭と保育施設がお互いに

理解し合い、子どもに関する情報の交換を細やかに行うことや、子どもへの愛情や

成長を喜ぶ気持ちを伝え合うことなどが必要です。  

保護者は、子どもが集団生活の中で味わう様々な体験や経験を理解し、保育施設

職員と子どもの育ちを共有し、連絡帳の活用や送迎時の対話、保育行事や保護者会

などへの参加・協力を通して、保育施設職員との関係を深めていきましょう。  

 

(3) 地域の役割                                     

子どもを中心にして、地域全体で充実した子育て環境を作り上げていきましょ

う。  

 

(4) 市の役割                                      

市は、子どもの安全と適正な施設の運営を担保し、全ての利用者が保育施設を

安心して利用できるよう努めます。  

現在、市内には様々な保育施設があり、それぞれの特性や特色をいかした保育

を提供しています。市は、数多くの子どもたちが保育を受け、多くの家庭が安心

して子育てができる環境を確保するために、全ての保育施設でより良い保育が展

開されるよう、保育に関わる専門職の巡回指導相談や監査、人材育成のための研

修の開催など、様々な支援を行っていきます。  

また、認可保育園などの整備及び運営事業者の決定に当たっては、「保育所保育

指針」等や市の地域性を理解した上で、保育の質の向上に取り組む事業者である

ことを基本とし評価・審査を行っていきます。  

本ガイドラインの策定によって、全ての保育関係者とともに連携・協力し、子ども

を中心とした更なる「保育の質の向上」を図ることができる保育環境を提供していき

ます。  
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本ガイドラインは、平成 29 年 6 月に「（仮称）つくば保育の質ガイドライン策

定会議開催要項」が施行され、7 月から開催された「（仮称）つくば保育の質ガイ

ドライン策定会議」によって策定されたものです。内容の構成に当たっては、「（仮

称）つくば保育の質ガイドラインワーキング会議」における現場の保育士・教諭の

方々の意見や、保育事業者、保育士、幼稚園教諭、保育教諭、保護者などを対象と

した「『（仮称）つくば保育の質ガイドライン』アンケート」の結果、「ワークシ

ョップ『つくばの保育を考えよう』」で出された意見などを踏まえて議論を行いま

した。  

つくば市は、保育施設で本ガイドラインを活用した保育がされているかを確認し

ていくとともに、新規の保育事業者については、本ガイドラインを十分に理解し、

市の保育事業について積極的に協力いただけるよう指導していきます。  

また、市は、保育の実施責任のある自治体として、保育施設との連携を密にし、

保育の質の向上への取組を支援します。そして、保育に関わる全ての方をつなぎ、

保育の質の向上を図り、「安心の子育てができるつくば」を目指していきます。  

 

  

おわりに  
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【資料１】  
（仮称）「つくば保育の質ガイドライン」アンケートについて  

 
１  目的  

国が定める保育所保育指針などを踏まえ、市の目指す「安心して子育てができるつくば」
の実現に向けた基本的な指針となるガイドライン策定のため、アンケートを実施。  

 
 

２  対象  
(1) 市内保育園、市内幼稚園、市内認定こども園、市内小規模保育事業所  85 カ所  
 
(2) 各保育施設の保育士及び教諭  各５名  
(2) 各保育施設の保護者  各５名  
(3) 保護者対象者については、無作為抽出による。  

 
 
３  アンケート実施期間   平成 29 年８月１日から８月 21 日まで（21 日間）  
 
 
４  アンケート回答率  

対象者  総数 (人 ) 回答者 (人 ) 回答率 (%) 

保育士及び教諭  421 383 91.0% 

保護者  425 276 64.9% 

計  846 659 77.9% 

 
 

５  アンケート内容  
 

①保育の質にとって重要なもの  

  
保育者の

人数  

保育室の

面積・園

庭の面積  

遊具等施

設・設備  
保育時間  

保育者の

資質  

保育内容

の質  

保育サー

ビスの種

類  

家庭や地域

との連携・

交流  

その他  

保育士  

及び教諭  
27% 3% 5% 2% 26% 26% 2% 8% 1% 

保護者  22% 6% 4% 6% 24% 25% 3% 9% 1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

その他

1%

家庭や地域との

連携・交流

9%

保育サービス

の種類

3%

保育内容の質

25%

保育者の

資質

24%
保育時間

6%

遊具等施設・

設備

4%

保育室の面積・

園庭の面積

6%

保育者の人

数・配置

22%

保護者

その他

1%

家庭や地域との

連携・交流

8%

保育サービス

の種類

2%

保育内容の質

26%

保育者

の資質

26%
保育時間

2%

遊具等施

設・設備

5%

保育室の面積・

園庭の面積

3%

保育者の人

数・配置

27%

保育士・教諭
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②保育の中で望むもの  

  

自然体験を

多くとりい

れている  

伝統文化の

体験を多く

取り入れる  

知的な教育

を取り入れ

る  

スポーツ等

を取り入れ

るなど体力

向上  

幼児自らが

遊びをつく

り出すこと  

その他  

保育士  

及び教諭  
37% 6% 6% 11% 37% 3% 

保護者  33% 6% 12% 22% 22% 5% 

 
 

 
 
 
 

③  あなたの園、お子さんが通っている園では、小学校に就学してからのことを意識した保育
を行っていると思いますか。  
(保護者 )  

民間保育所等 (注１  公立保育所  民間幼稚園  公立幼稚園  その他 (注 2 

思う  61％  45％  82％  50％  50％  

思わない  ４％  ７％  ０％  4％  17％  

どちらとも  

いえない  
35％  48％  18％  46％  33％  

注１ ) 民間保育園、認定こども園、小規模保育事業所  
注２ ) 保育所及び幼稚園が不明な保護者  

 
 

(保育士・教諭 )   

民間保育所等  公立保育所  民間幼稚園  公立幼稚園  

思う  80％  47％  68％  93％  

思わない  0％  ６％  4％  ０％  

どちらとも  

いえない  
20％  47％  28％  ７％  

  

その他

3%

幼児自らが遊びをつ

くり出すこと

37%

スポーツ等を取

り入れるなど体

力向上

11%

知的な教育

を取り入れ

る

6%

伝統文化の体

験を多く取り

入れる

6%

自然体験を多く取

り入れている

37%

保育士・教諭

その他

5%

幼児自らが遊びを

つくり出すこと

22%

スポーツ等を取

り入れるなど体

力向上

22%

知的な教育を取り入れる

12%

伝統文化の

体験を多く

取り入れる

6%

自然体験を多く取り

入れている

33%

保護者
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④小学校との連携・接続のあり方についての考え   

  

幼児が運動

会等の小学

校主体行事

に参加する  

幼児が小学

校の日常活

動や授業に

参加する  

小学生が保

育所・幼稚

園等主体の

行事に参加

する  

教員と保育

者との日常

的な総合交

流  

小学校入学

後の指導に

いかすため

の情報交換

の機会を増

やす  

小学校教員

が保育所・

幼稚園等の

保育を参観

する  

その他  

保育士  

及び教諭  
16％  17％  4％  18％  28％  15％  2％  

保護者  44％  15％  7％  ８％  19％  5％  ２％  

 

 
⑤  あなたは「保育のガイドライン」は、幼稚園、保育園等でどのように活用できると思いま
すか。（一部抜粋）  

 

・つくば市の保育理念、保育方針を知ることができる。そのことから保育者一人ひとりの資

質等も向上し、保護者も安心して子どもを預けることができる。  

 

・保育の質や子どもの安全がより確保されるのではないかと思う。  

 

・園ごとの特色は残しつつ、最低限のレベルが確保されることを内外にアピールできる。他

市、他県に在住の保護者への移住のきっかけにすることもできるのでは。  

 

・研修や勉強会等に役立つ。  

 

・各園の研修、認可・認可外を問わず保育施設の監査、保護者・地域の方に向け保育施設へ

の理解資料に活用。  
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【資料２】  

 
ワークショップ「つくばの保育を考えよう」について   

 
１  目的  

（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定に当たり、「つくばらしさ」や、「つくばの特
徴」をいかした保育を盛り込んでいくため、ワークショップを開催。  

 
 

２  参加者  
ワークショップ参加者数 60 人  

（保育士 34 人、保護者６人、保育事業者４人、市議会議員３人、一般市民９人、その他
オブザーバー４人）  

 
 

３  内容  
ワークショップ参加申込の際に「つくばらしさ」について出された意見を、４つのテー

マ（「自然」、「科学」、「文化」、「国際性」）にまとめ、これについて、「つくばらしさをいか
した保育」を考えてもらうグループワークを実施しました。  

 
（1）開催日時：平成 30 年 8 月 9 日（木）19：00 から 21：00 まで  
（2）開催場所：市庁舎２階  201 会議室  

 

【ワークショップでのアイデアや意見】  

「つくばらしさ」について４つのテーマ（「自然」、「科学」、「文化」、「国際性」）にまと
め、「つくばらしさをいかした保育」について話し合いました。  

 

 

  

資源

本物の自然、豊かな自然、筑波山、宝篋山、多くの公園、田園、森林、草花、
木の実、落ち葉、どんぐり、まつぼっくり、四季の植物、でこぼこ道、季節の
移り変わりを感じる、動物、クワガタや多くの昆虫、風、空気がいい、おいし
い野菜、畑の野菜、田んぼ、ザリガニ、どろんこ遊び、登山、川遊び、沢ガニ
採りなど。

つくばらしさを
いかした保育例

「近所の水辺でザリガニつりをして観察」、「どろんこに触れて、土の感触を
楽しむ」、「散歩での、草花つみ、虫とりで季節を感じる」、「どんぐり、し
いのみなどの木の実を集めて制作する」、「虫や多くの生き物とふれあい、命
の大切さや観察心を養う」、「虫や植物などが集まる場所づくり」、「草花を
使った遊びの提案」、「土の感触を感じ、その中の生き物を見つける」、「野
菜作りやその成長を楽しみに世話をしたり、収穫して味わう」「五感を磨く
（感じる）」、「感性を磨く（感動）」、「危険を知る」、「生命を大切にす
ることを知る」、「自分の命を守る」、「丈夫な身体をつくる」、「昔と今の
違いを知る」、「季節を感じる」、「農業体験（米作り）をする」、「伝承あ
そびをする」など。

資源

JAXA筑波宇宙センター、実験植物園及び防災科学技術研修所など多くの研究
機関や大学があり小さな頃から身近に見学や体験ができる、最先端の研究があ
る、研究所が歩いて行ける場所にある、博士が多く直接話を聞けるチャンスが
多い、研究者が多い、お父さん、お母さんに科学者がたくさんいる、宇宙飛行
士の話が聞ける、ロボットに触れ合える、セグウェイが走っている、エキスポ
センターで科学や宇宙を身近に感じ、体験することができるなど。

つくばらしさを
いかした保育例

「身近な研究施設を体験する」、「初めての体験や出会いを大切にする」「本
物に触れられる環境を作る」、「子どもの発見を大切にする」、「本物を見た
り、聞いたり、体験して、考える力や好奇心を育てる。」、「紙飛行機作り、
遠くに飛ばすためには？」、「目の前の不思議を探求して経験に」、「身近な
ものから、科学を考える」、「科学は生活、保育の中に密着したもの」、「保
護者と一緒に科学を共有」、「出前授業」、「工夫や経験をいかし探求心を育
てる」など。

自然

科学

自然  国際性  科学  文化  
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ワークショップ全体の様子  

 

各グループの発表の様子  

資源

地域の祭りや伝統文化、地域との関わり、地域とのつながり、つくば古来の言
葉、方言、和太鼓などの文化、筑波の歴史、平沢官衙遺跡、小田城、筑波山の
がまの口上、昔話、民話、言葉、わらべうた、和太鼓、竹細工、大学などの文
化・芸術活動、農業、まち探検など。

つくばらしさを
いかした保育例

「地域の昔話を伝える」、「地域のまつりを保育に取り入れる」、「つくばの
歴史や伝統文化を知る」「つくばの歴史、伝統文化、音楽、芸術を知る」、
「昔の遊びを知る」、「心を豊かにする」、「心を育てる」、「社会とのつな
がりを意識する」、「人材を活用する」、「つくばへの愛着心を育てる」な
ど。

資源

身近なお友達に色々な国籍の外国人※がいる、（※各国の研究に携わっている
研究者やその家族、留学生などが多い）、自分と言葉や文化が違う人がいるこ
とを知る、コミュニケーションの取り方を知る、色々な言葉や歌が聞ける、文
化の違いや生活スタイルを知ることができるなど。

つくばらしさを
いかした保育例

「身近な外国人のお友達の国や言葉、文化について知る機会を作る」、「外国
の歌などを歌う」、「外国の食事を体験する」、「世界地図を貼る」、「外国
の言葉や文化を知る」、「コミュニケーションを上手にとる」、「グローバル
な視点を育てる」など。

文化

国際性

 市は、「つくばらしさ」の資源や環境が保育内容にいかされ、子どもの将来の可

能性を広げる一助になって欲しいと考えます。  
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【資料３】  

つくば保育のガイドラインワーキング会議及び策定会議経過  

 

 年月日  主な内容  

1 平成 29 年 6 月 1 日  つくば市つくば保育の質ガイドライン策定会議開催要項施行  

2 平成 29 年 7 月 3 日  第 1 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

3 平成 29 年 7 月 7 日  第 1 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

4 平成 29 年 7 月 10 日  平成 29 年度  第 1 回つくば市子ども・子育て会議  

5 平成 29 年 7 月 20 日  先進地視察（千葉県松戸市）  

6 平成 29 年 7 月 27 日  先進地視察（東京都世田谷区）  

7 
平成 29 年 8 月 1 日  

～21 日  
（仮称）つくば保育の質ガイドラインアンケート調査実施  

8 平成 29 年 9 月 14 日  第 2 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

9 平成 29 年 9 月 19 日  第 2 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

10 平成 29 年 9 月 20 日  平成 29 年度  第 2 回つくば市子ども・子育て会議  

11 平成 29 年 10 月 19 日  第 3 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

12 平成 29 年 10 月 23 日  第 3 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

13 平成 29 年 10 月 26 日  平成 29 年度  第 3 回つくば市子ども・子育て会議  

14 平成 29 年 10 月 29 日  「つなげよう！つくば de 外遊び」参加  

15 平成 29 年 11 月 15 日  第 4 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

16 平成 29 年 11 月 17 日  第 4 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

17 平成 29 年 12 月 18 日  第 5 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  
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18 平成 29 年 12 月 22 日  第 5 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

19 平成 30 年 1 月 29 日  第 6 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

20 平成 30 年 2 月 7 日  第 6 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

21 平成 30 年 2 月 20 日  平成 29 年度  第 4 回つくば市子ども・子育て会議  

22 平成 30 年 3 月 19 日  第 7 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

23 平成 30 年 3 月 23 日  第 7 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

24 平成 30 年 5 月 11 日  第 8 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

25 平成 30 年 5 月 17 日  第 8 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

26 平成 30 年 6 月 1 日  平成 30 年度  第 1 回子ども・子育て会議  

27 平成 30 年 7 月 2 日  第 9 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

28 平成 30 年 7 月 11 日  第 9 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

29 平成 30 年 8 月 7 日  平成 30 年度  第 2 回子ども・子育て会議  

30 平成 30 年 8 月 9 日  ワークショップ「つくばの保育を考えよう」  

31 平成 30 年 9 月 14 日  第 10 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

32 平成 30 年 9 月 21 日  第 10 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

33 平成 30 年 10 月 25 日  平成 30 年度  第 3 回子ども・子育て会議  

34 平成 30 年 12 月、1 月  パブリックコメント（12/7～1/7）  

35 平成 31 年 1 月 16 日  第 11 回つくば保育の質ガイドラインワーキング会議  

36 平成 31 年 1 月 25 日  第 11 回つくば保育の質ガイドライン策定会議  

37 平成 31 年 2 月 14 日  平成 30 年度  第 4 回子ども・子育て会議  

38 平成 31 年 3 月  ガイドライン策定  
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【資料４】  

（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議メンバー（平成 29 年度）  

 

議  長：  こども部長（飯泉省三）  

副議長：  教育局長（新井隆男）  

会  員：  こども部次長（中山由美）、こども部幼児保育課長（松浦智恵子）、

こども部こども政策課長（安曽貞夫）、こども部こども育成課長（鳴

海秀秋）、教育局次長（木村徳一）、教育局学務課長（間中和美）、

教育局教育指導課長（中山猛）  

 

 

 

（仮称）つくば保育の質ガイドライン策定会議メンバー（平成 30 年度）  

 

議  長：  こども部長（中山由美）  

副議長：  教育局長（森田充）  

会  員：  こども部次長（松本茂）、こども部幼児保育課長（松浦智恵子）、こ

ども部こども政策課長（安曽貞夫）、こども部こども育成課長（鳴海

秀秋）、教育局次長（大久保克己）、教育局学務課長（間中和美）、

教育局教育指導課長（根本智）  

 

 

 

（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキングメンバー（平成 29 年度）  

 

リーダー：  こども部幼児保育課長補佐（柳町優子）  

サブリーダー：  こども部こども政策課長補佐（岡田健一）、こども部こども育成課長

補佐（冨田克江）、こども部子育て相談室長（町井浩美）  

メンバー：  教育局学務課長補佐（株木文男）、教育局教育指導課長補佐（伊藤直

哉）、こども部上郷保育所 (公立 )主任主査（諸岡幸江）、つくばこども

の森保育園（民間）主任保育士（益子暁子）、松代幼稚園（公立）教

頭（藤ケ崎郁子）、栄幼稚園（民間）副主任（橋本睦子）  

 

 

 

（仮称）つくば保育の質ガイドラインワーキングメンバー（平成 30 年度）  

 

リーダー：  こども部幼児保育課長補佐（中村銀華）  

サブリーダー：  統括保育士（鈴木晴代）、こども部こども政策課長補佐（柳町優子）、
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■ 意見集計結果 

 

 平成 30年 12月７日から平成 31年１月７日までの間，つくば保育の質ガイドライン 

(案)について，意見募集を行った結果，６人（団体を含む）から 36 件の意見の提出が

ありました。これらの意見について，適宜要約した上，項目ごとに整理し，それに対す

る市の考え方をまとめましたので，公表します。     

 

 提出方法別の人数は，以下のとおりです。 

提出方法 人数（含む団体） 

  直接持参             １人 

  郵便              人 

  電子メール             ３人 

  ファクシミリ             ２人 

  電子申請              人 

     合 計             ６人 

 

 

 

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方 

 

 

○  つくば市の保育の目指すもの について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

１ 

 

外国人児童、障碍者児童、さらに

は外国人障碍者児童などの対策

もこれから重要になると思う、そ

の対策は? 

 

 

 

   １件 

 

特別な配慮を必要とする子どもや家

庭への対応については、担当課と連携

して支援しています。今後も制度の理

解を深め支援していきます。その旨を

p.4 (1)子どもの権利 ①人権の尊重、

p.13 (4)保育内容 ④健康、p.15 (6)

支援 ①保護者支援に記載していま

す。 

 

２ 

 

乳児見守りIoT、栄養管理人工知

能こういうものの導入支援や導

入相談がほしい 

IoTや人工知能を使った栄養管理

や体重、健康管理などの推進を 

 

   １件 

 

今後の参考にさせていただきたいと

思います。 

 

３ 

障害なども先天性や後発性のも

ので家族でも高齢、事故、病気な

 

 １件 

特別な配慮を必要とする子どもや家

庭への対応については、担当課と連携
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どでも誰でも起こり得てそうい

うのを助け合っていくことの大

切さやバリアフリーの大切さ、ど

ういう風なことが困ってどうす

れば助けられるのか、そして特別

なことじゃないのか、教育でも教

えてほしい 

して支援しています。今後も制度の理

解を深め支援していきます。その旨を

p.4 (1)子どもの権利 ①人権の尊重、

p.13 (4)保育内容 ④健康、p.15 (6)

支援 ①保護者支援に記載していま

す。 

 

４ 

海外からきて言語のわからない

ことや、いろいろな言語や会話以

外でもコミュニケーションの実

践などを教育でも教えてほしい 

 

 １件 

子どもは環境を通して遊びの中で様

々な体験をし、豊かな感性を表現する

力をなど生きる力の基礎を培ってい

きます。保育施設内外の地域資源を積

極的に活用して子どもの成長を支援

していきます。その旨を p.11 (4)保育

内容 ①保育計画ウ３歳以上児に記載

しています。 

 

５ 

職員の配置に関して、保育士不足

が究極の状況にある昨今、園長裁

量による（人格・学歴職歴等々）

人材育成の独自性をご理解頂き

ながら、職員としてのカウントが

でき、職員不足を緩和できるよう

なご判断を頂ける時代が来れば

と願います。 

 

 １件 

職員の配置に関しては、児童福祉法に

基づき定められた基準に沿った配置

を厳守することとされています。保育

士確保については、保育士等処遇改善

助成金などにより保育士確保に取り

組んでいます。 

 

６ 

「子育て」のサポートは「長時間

の預かり時間」だけの問題ではな

くなっています。また在園家族も

子育て相談事ばかりではなく、現

実には家庭内のさまざまな相談

事、よろず相談の話し相手になる

こともあれば、保護者自身の精神

状態をフォローすることが多い

ものです。そればかりか、さらに

シビアな問題と直面することも

多々あります。保育士達も重大な

問題への介入を余儀なくされる

こともあります。 

このような時代の変遷を鑑みて、

保育園への「臨床心理士」等、精

 

 １件 

今後、他市の状況等も踏まえ、研究し

ていきたいと思います。 
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神的な課題を支えることを学ん

だ方の配置が必要です。 

カウンセリングやレクチャーな

ど家庭問題や子育てへの負担を

軽減するための専門分野でのア

プローチが必要です。 

「保育の質の向上」をめざし、時

代を先駆けて科学の街つくば市

の保育園にぜひ臨床心理士の配

置をお願いし、ともに地域の守護

神となれるよう尽力させて頂け

ればと存じます。 

 

７ 

保育園は紙ベースの書類づくり

が異常に多く、とてつもない時間

を割かなければいけません。児童

の発達記録をつくば市共通ひな

形によって、適切に記録し、さら

に各園の独自性を活かす時間を

捻出できるよう考慮すべきです。 

共通項ができることで、自由な記

録もとりやすくなり、伸び伸びと

した教育内容を自信を持って整

えられます。保育というかけがえ

にない教育は人間教育の基礎で

す、礎を築く日々をさらに豊かな

ものとできるよう皆で忌憚のな

い学びが必要です。 

監査項目にある書類に関する「ひ

な形」づくりと「園の独自性」を

認めたバランスの良い、設定をご

奨励ください。 

 

 １件 

今後、他市の状況等も踏まえ、研究し

ていきたいと思います。 

 

８ 

保育の質を確保するために一番

必要なのは、アンケートにあると

おり、保育者の人数です。国の基

準は最低人数であり、それ以上の

人数を配置することが必要です。

つくば市のガイドラインをつく

るなら、市独自の、子供の人数対

 

 １件 

アンケート結果では、保育の質にとっ

て重要なもののひとつに、「保育者の

人数」があげられましたが、市内の保

育施設においては、児童福祉法に基づ

き定められた基準に沿って職員配置

を行っています。ガイドラインは、国

が定める保育所保育指針などを踏ま
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保育者の人数を書き込むことが

必要ではないでしょうか。 

え策定するものであるため、国の基準

を超えた内容を書き込むことはでき

ない状況です。 

 

９ 

保育内容の質と保育者の資質を

向上させるためには、研修と保育

実践交流会の開催が重要だと思

います。 

 

 １件 

人材育成のための研修の開催など、様

々な支援を行っていきたいと思いま

す。 

 

10 

「虐待の防止」の「子どもに対し

…絶対にやめましょう。」は、保

育者や施設側の虐待だと思いま

す。虐待の防止ではなく、「虐待

の禁止」が適切な表現だと思いま

す。 

 

 １件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ25参照） 

 

11 

保育環境「適切な室内の環境」で

、合成洗剤の柔軟剤や芳香剤など

香りの成分で頭痛や鼻血・発熱な

ど化学物質過敏症で苦しんでい

るお子さんが出ていますので、「

換気」のところで、化学物質過敏

症のお子さんがいる場合の対応

も考慮していただきたいと思い

ました。 

 

 １件 

p.6 (3)保育環境の中で、常に子ども

の健康に気を配り、子どもが安心して

安全に過ごせる環境を整えることを

記入しています。 

 

12 

小学校、義務教育学校との交流、

連携、接続と同じように、“学童

保育”との連携、接続が必要では

ないでしょうか。小学校入学式前

に、学童保育には入所し、新しい

放課後の生活が始まります。学童

保育との連携・接続も１項目加え

て下さい。 

 

 １件 

地域や家庭の状況によって、保育施設

近くの学童保育施設に入るとは限ら

ず、また、一部の児童が利用する施設

であるため、学童保育との連携、接続

について項目を追加することは難し

いと考えます。新しい放課後の生活を

知るための学童保育施設への訪問な

どは、各保育施設において実施してい

ます。 

 

13 

無認可保育所や無認可幼児施設

などへの援助や支援なども市の

役割の中で入れて下さい。 

 

 １件 

p.18 ５ 保育の質の向上のために求め

られるもの (4)市の役割において、

「全ての保育施設でより良い保育が

展開されるよう、保育に関わる専門職

の巡回指導相談や監査、人材育成のた

めの研修の開催など、様々な支援を行

っていきます。」と記載しており、無

認可保育所や無許可幼児施設もこれ
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に含まれると考えます 

 

14 

文言の修正を提案します。 

１ ガイドライン策定の趣旨 

・４行目「バランスの良い施設な

どの整備を行う」→「施設をバラ

ンス良く整備する」 

・５行目「待機児童解消を目指し

ています」→「増大する保育需要

に対応しています」 

・７行目「保育の質の確保・向上

にも」→「量的な拡充だけでなく

、保育の質の確保・向上にも」 

・７行目「取り組んでいく必要が

あります」→「取り組んでいきま

す」 

・８～12行目 語順を変える→「

質の高い保育・幼児教育（以下「

保育」という。）を計画的かつ確

実に子どもたちに提供するため

には、市内全ての保育所（園）、

幼稚園及び認定こども園など（以

下「保育施設」という。）におい

て、子どもたちの育ちに十分配慮

しながら、保育に関わる全ての職

員や、事業者、保護者、地域、行

政など（以下「保育関係者」とい

う。）が共通理解を深め、相互に

連携・協力していく必要がありま

す。」 

・19行目「保育の質の確保がされ

るような」→「質の高い保育が提

供されるような」 

 

 １件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ24参照） 

 

15 

文言の修正を提案します。 

４ つくば市の保育の目指すも

の p.3図 

・「発達課程」→「発達過程」 

・「～食事の提供おいしく楽しく

～」→「～食事の提供・おいしく

 

 １件 

誤字の修正及び「・」を追加します。 
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楽しく～」 

 

16 

文言の修正を提案します。 

(1)子どもの権利 

・３行目「子どもの権利条約では

、「生きる権利」、「育つ権利」

、「守られる権利」、「参加する

権利」の４つの権利が～」の出典

を示したほうが良い 

・４行目「子どもが置かれている

環境」→「置かれている環境」 

・８行目「虐待の防止や予防」→

「虐待の防止や早期発見」 

・①人権の尊重【個人情報の保護

】「守りましょう」→「十分配慮

しましょう」 

 

 １件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ25参照） 

 

17 

文言の修正を提案します。 

(2)職員に求められる資質 

・１行目「発達過程に応じた必要

な保育や援助」→「発達過程に応

じた保育や援助」 

・４～５行目 語順の変更等→「

保育施設は、質の高い保育を展開

するため、一人ひとりの職員の資

質向上及び職員全体の専門性の

向上を図るよう絶えず努めなく

てはなりません。」 

・６行目「かつ保育者としての」

→「保育者としての」 

・７行目「～保育に当たり、常に

自己評価に基づく課題などを踏

まえ、保育技術や～」→「～保育

に当たるとともに、自身の実践を

振り返り、課題を踏まえて、保育

技術や～」 

・【すべての職員の倫理観】「幼

稚園要領」→「幼稚園教育要領」

、「幼保連携型認定こども園教育

・保育要領」追加 

 

 １件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ25、26 参照） 
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・【自身のスキルアップ】「他園

との交流など」→「他施設との交

流などを通して」、「保育の振り

返りを行いましょう」→「保育を

振り返りスキルアップに努めま

しょう」 

・【子どもに寄り添う保育】「子

どもと関わることを喜び、一緒に

楽しみ保育を行いましょう」→「

子どもの思いを受け止めて、保育

を一緒に楽しみましょう」 

・【保護者との信頼関係】２文に

分ける→「保護者の気持ちに寄り

添いながら、子どもの発達を支援

し、共に子どもの成長を喜べる関

係を築きましょう。また、保育者

としての専門性をいかし、保護者

からの相談を受けたり、保護者へ

の助言を行ったりしましょう。」 

18 文言の修正を提案します。 

(3)保育環境 

・１行目「子どもが安全に」→「

子どもが豊かで安全に」 

・２～６行目 文の順序を変える

→「子どもたちは、適切に整えら

れた環境の下、生活や遊びを通し

て様々な力を身につけていきま

す。自らを取り巻く環境に主体的

に関わり遊ぶことで心身の発達

が促され、人間として尊重され愛

されることにより人への信頼感

が育まれていきます。保育施設は

、人、物、場などの環境が相互に

関連し合い、子どもの生活が豊か

なものとなるように、計画的に環

境を構成し工夫して保育を行い

ます。」 

・７行目「～保育環境を構成する

 

１件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ26、27 参照） 
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とともに、常に確認を怠らず、子

どもの健康に～」→「～保育環境

を構成するとともに、常に子ども

の健康に～」 

・９～10行目「つくば市では～行

っていきます」削除 

・【安全・安心な室内の環境】「

おもちゃ」→「玩具」、「備品類

を常に消毒する」→「備品類の点

検をする」、「いつも清潔が保た

れる」→「いつも安全・安心、清

潔が保たれる」 

・【人的配置による保育環境の整

備】「適正な保育士の配置と」→

「適正な保育士の配置に加え」、 

 「特別な支援を必要とする子ど

もがいれば加配保育を配置する」

→「～子どもへの加配保育を行う

」、「集団保育が」→「子どもが

」、「情緒の安定した生活となる

ように」→「情緒が安定して過ご

せるように」 

・【労働環境の整備】順番を一番

下にする、「子育て支援員の育成

を図り」→「子育て支援員の育成

や保育人材の確保を図り」 

・【外遊びの取組】 「園庭や園

外」→「戸外」、「のびのびと～

いきましょう」→「豊かな自然の

中で季節を感じ、伸び伸びと体を

動かすことの楽しさを味わえる

ような取組をしましょう」 

 

19 

 

 (4)保育内容 

・①保育計画１～３行目 文章を

〈計画〉〈実践〉〈振り返り〉の

流れに整理する →「子どもが生

涯にわたる生きる力の基礎を培

い、社会に求められる資質能力を

 

 １件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ27～34 参照） 
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身につけるための保育計画を作

成し、計画に基づいた保育を実践

します。また、日々の保育を振り

返り、明日のより良い保育につな

がるよう努めます。」 

・①保育計画４～８行目 文が長

いので簡潔にする→「保育施設に

おける保育は、「養護」（子ども

の生命の保持及び情緒の安定を

図るために保育者が行う援助や

関わり）と「教育」（子どもが健

やかに成長し、その活動がより豊

かに展開されるための発達の援

助）の一体的な展開を特性として

います。」 

・①保育計画12行目「保育の内容

」→「保育の計画」 

・①保育計画17行目「計画された

保育」→「計画的な保育」 

・①保育計画【様々な環境の子ど

もへの保育】「年齢別」→「年齢

」 

・①保育計画【子どもの成長過程

の見守り】「見守り」→「記録」 

・①保育計画【異年齢児との交流

の場】最初に「子どもの体験をよ

り豊かなものにするために」を挿

入 

・②生活と遊びの中の保育１行目

「生命の保持・情緒の安定、健康

な心と体・社会性を身につける」

→「生命の保持や情緒の安定を図

り、健康な心と体を培い、社会性

を身につける」 

・②生活と遊びの中の保育６行目

「表現の仕方」→「表現方法」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

１行目「乳児期の発達については
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」→「乳児期には」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

１行目「著しく発達し」→「著し

く発達するとともに」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

２行目「愛情豊かな応答的な」→

「愛情豊かで応答的な」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

６行目「～対応も必要であり、」

→「～対応も必要となります。」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

６行目「養護における「生命の保

持」及び「情緒の安定」に関わる

保育の内容との一体性をより強

く意識し」→「養護における「生

命の保持」及び「情緒の安定」と

教育における「子どもが健やかに

成長し、その活動がより豊かに展

開されるための発達の援助」との

一体性をより強く意識し」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

９行目「～嘱託医などの専門性を

いかした」→「～嘱託医などがそ

れぞれの専門性をいかした」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

【生命の保持、情緒の安定】「表

情豊かに」→「愛情豊かに」、 

 「保育にあたりましょう」→「

丁寧な保育を心がけましょう」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

【視覚、聴覚の発達の支援】「～

大きさを工夫し」→「～大きさな

ど安全面に十分に配慮しながら」

、「～に配慮しましょう」→「～

を工夫しましょう」 

・②生活と遊びの中の保育(ア)

【健康に伸び伸びと育つ】「健康

に伸び伸びと育つ」→「健康に伸
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び伸びと育つ視点」、「確保や工

夫をし」→「確保し」、「～意欲

を育てる」→「～意欲を育てる工

夫をして」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)

４～６行目 文を分けて簡潔に

する→「また、指先の機能も発達

し、食事や衣類の着脱も徐々に自

分で行えるようになります。発声

も明瞭になり、語彙も増加し、自

分の意思や欲求を言葉で表出で

きるようになります。」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)

７～10行目 文を分けて簡潔に

する→「このように、自分ででき

ることが増え、自我が形成され、

子どもが自分の感情や気持ちに

気付くようになる重要な時期で

あると言えます。保育士は、子ど

もの生活の安定を図ること、自発

的な活動を尊重して温かく見守

ること、愛情豊かで応答的に関わ

ることなどが必要となってきま

す。」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)1

1行目「個別の対応を大切に子ど

もが～」→「一人ひとりの子ども

が～」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)1

1行目「他の友だちや」→「友だ

ちや」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)1

2行目「温かい関わりにより」→

「温かい関わりを通して」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)1

2行目「表現する力を養い」→「

表現する力を培い」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)
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【身近な人との触れ合い】語順を

変える→「保育士などや周囲の大

人、他の友達との関わりを通して

、人と関わる力が養われるよう援

助をしましょう」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)

【健康な心と体】「～楽しめるよ

う取組を」→「～楽しめるような

取組を」、「触れ合い」→「温か

い触れ合い」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)

【自然環境との触れ合い】２文に

分ける→「身近な生物や自然との

日常的な関わりをもち、生命の尊

さへの気付きを促しましょう。ま

た、子どもが周囲の様々な環境に

好奇心や探究心をもって関わり、

自身の生活に取り入れていこう

とする力を養いましょう。」 

・②生活と遊びの中の保育(イ)

【言葉表現の重要性】最初に「子

どもの言語発達において」を挿入 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)

１～４行目 文を分ける→「～知

的興味や関心の高まりが見られ

ます。また、仲間と遊び～」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)

９～11行目 文を簡潔にする→

「～豊かな感性と表現）や、幼児

教育から小学校教育への「学びの

接続」の円滑化のための接続カリ

キュラムを意識しながら、主体的

で協同的な～」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)1

6行目「活用し」→「活用するこ

とで」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)1

7行目「豊かな体験・経験を通し
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て保育内容が充実し」→「豊かな

体験・経験を促し、充実した保育

内容により」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)1

7行目「社会性を培う援助をして

いきます」→「社会性を育んでい

きます」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)

【家族とのつながりを育む】「家

庭での生活を通して親や祖父母

などの家族の愛情に気付き」→「

家庭生活の中で親や祖父母にと

って自分は大切な存在であるこ

とに気付き」、「家族を大切にし

ようとする気持ちが育つように

努めましょう」→「自分も家族を

大切に思う気持ちを育んでいき

ましょう」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)

【地域との関わりと社会性】「保

育施設外保育を実施し」→「保育

施設外での活動を行い」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)

【協同への意識】 「～経験から

規範意識の芽生えを育て、個の成

長と集団としての活動が充実す

るよう取組ましょう」→「～経験

を促すなど、個の成長と集団とし

ての活動の充実を図り、規範意識

の芽生えを育てましょう」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)

【自然環境への好奇心や探究心】

「園内外」→「施設内外」、 

 「自然に触れ合うことで五感で

の様々な体験を通し」→「五感を

使って自然に触れ合う中で」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)

【日本文化の理解】「～伝統的な
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遊びに親しみ、日本文化を理解す

るとともに」→「～伝統的な遊び

に親しむ活動により日本文化へ

の理解を促すとともに」、 

 「文化の比較をしながら国際理

解の意識の芽生えとなる活動の

取組を行いましょう」→「文化の

比較ができるような活動を取り

入れ、国際理解の意識の芽生えを

促しましょう」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ)

【状況に即した保育】「子どもの

実態や取り巻く状況」→「子ども

の実態やそれを取り巻く状況」、 

 「～に即して展開できるよう」

→「～に即した保育を展開できる

よう」、「保育などの～進めまし

ょう」→「日頃から保育などの計

画や評価の在り方について、職員

間で検討し改善を図りましょう」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ) 

※１「～を一貫して行う学校」→

「～を一貫して行う学校のこと

です。」 

・②生活と遊びの中の保育(ウ) 

※２【アプローチカリキュラム】

、【スタートカリキュラム】の前

に「である」を挿入 

・③食育 2行目「～源であり、

保育施設における食育は～」→「

～源であり、心と体の発達に密接

に関係しています。保育施設にお

ける食育は～」 

・③食育 ５行目「様々な伝統や

文化、食の～」→「様々な伝統や

文化を理解する力や、食の～」 

・③食育 ７行目「「大量調理施

設衛星管理マニュアル」（厚生労
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働省）に基づき」→「「大量調理

施設衛生管理マニュアル」（厚生

労働省）を踏まえ」 

・③食育 14行目「学ぶ環境」→

「学ぶための環境」 

・③食育【食を育む力の育成】「

～の情報交換を行いましょう」→

「～の情報交換を行い、それぞれ

の職員の専門性を生かしながら、

創意工夫しましょう」 

・③食育【食育活動】「（栽培～

関心など）」→「（作物の栽培や

収穫、食材の調理体験や食文化な

どへの理解を深める活動）」 

・③食育【個々に合った食事の提

供】「学校のアレルギー疾患に対

する取り組みガイドライン」を追

加 

・④健康 ６行目「感染症の早期

発見と早期対応」→「感染症の予

防及び早期発見と早期対応」 

・④健康 ７行目「流行している

感染症状況」→「流行している感

染症の状況」 

 

20 

 

文言の修正を提案します。 

(5)安全管理 

・１行目「安心・安全・危機管理

に努めます」→「危機管理意識を

持ち、安全対策のための共通理解

や体制づくりに努めます」 

・４行目「発達の段階で起こりう

る事故などの可能性を念頭にお

き」→「子どもの発達の特性と事

故との関わりに留意した上で」 

・【個人情報の管理】「全職員で

共通認識し」→「全職員で共通認

識を持ち」 

・【事故等の情報共有と再発防止

 

 １件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ34、35 参照） 
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】「情報共有し」→「情報を共有

し」 

 

21 

 

文言の修正を提案します。 

(6)支援 

・11行目「～以外の子どもに対す

る」→「～以外の子どもも含めた

」 

・①保護者支援【課題の共有】「

要望・御意見」→「要望や御意見

」 

・①保護者支援【支援が必要な家

庭への配慮】「保護者」→「保護

者など」、「把握し」→「把握し

て適正に管理し」 

・①保護者支援【行政との連携】

「特別な支援を必要とする子ど

もなど」→「特別な配慮を必要と

する家庭や子どもなど」 

・②地域と連携した子育て支援【

地域における子育て支援の拠点】

「～の開放などに積極的に取組

を行いましょう」→「～の開放な

どの取組を積極的に行いましょ

う」 

・②地域と連携した子育て支援【

地域住民との交流】「昔あそび」

→「昔遊び」、「幅広い世代の」

→「幅広い世代による」 

 

１件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ35、36 参照） 

 

22 

 

文言の修正を提案します。 

５ 保育の質の向上のために求

められるもの 

(1)事業者の役割と運営体制 

・１行目「～支えているのは人材

です」→「～支えているのは一人

ひとりの人材です」 

・３行目「～などの労働条件が整

備されている」→「～といった労

働条件の整備が図られている」 

 

 １件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ36、37 参照） 
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・４行目「運営事業者の健全な運

営」→「事業者による健全な施設

運営」 

・５～８行目 アンケートの結果

だけでなく、そこから分かったこ

と、考察などを入れる 

・①保育者の確保 １行目「アン

ケートの結果からも、」削除 

・①保育者の確保 ２行目「～へ

の取組を支え、保育の質の向上に

つながります」→「～への取組を

支えます」 

・①保育者の確保 ４行目「～保

育士配置などの保育体制の整備

などに」→「～保育士配置などの

保育体制の整備に」 

・③労働条件の整備 １行目「社

会的責任を遂行するために」→「

社会的責任を果たすために」 

(2)保護者の役割 

・５行目「保護者は、保育施設に

おける子どものための保育や保

育の専門性を理解し、保育施設職

員と子どもの育ちを共有し～」→

「保護者は、子どもが集団生活の

中で味わう様々な体験や経験を

理解し、保育施設職員と子どもの

育ちを共有し～」 

・６行目「子育てに見通しや希望

を持ち、」削除 

(3)地域の役割 

・１行目「保育施設や保護者と一

緒に地域全体で、」→「地域全体

で」 

・１行目「充実した子育ての環境

づくりに努めましょう」→「充実

した子育て環境を作り上げてい

きましょう」 
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(4)市の役割 

・11行目「この本ガイドライン」

→「本ガイドライン」 

・11行目「更なる保育の質の向上

の契機となり、」削除 

・11行目「保育に関わる全ての職

員や、事業者、保護者、地域の方

々とともに」→「すべての保育関

係者と共に」 

・13行目「～を中心とした「保育

の質の向上」を～」→「～を中心

とした更なる「保育の質の向上」

を～」 

 

23 

 

文言の修正を提案します。 

おわりに 

・１～６行目 文が長いので分け

て簡潔に→「本ガイドラインは、

平成29年６月に「（仮称）つくば

保育の質ガイドライン策定会議

開催要項」が施行され、７月より

開催された「（仮称）つくば保育

の質ガイドライン策定会議」によ

って策定されたものです。内容の

構成に当たっては、「（仮称）つ

くば保育の質ガイドラインワー

キング会議」における現場の保育

士・教諭の方々の意見や、保育事

業者、保育士、幼稚園教諭、保育

教諭、保護者などを対象とした「

『(仮称）つくば保育の質ガイド

ライン』アンケート」の結果、「

ワークショップ『つくばの保育を

考えよう』」で出された意見など

を踏まえて議論を行いました。」 

 

 １件 

御意見を参考に修正します。 

（修正の内容ｐ37、38 参照） 
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○  【資料２】 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

8月9日つくば市の強みを活かし

た保育についてのワークショッ

プに参加させていただきました。 

時間が細かく区切られていてと

てもスムーズな話し合いで、いろ

いろな園長先生や保育士の方、保

護者の方の話が聞けて勉強にな

りました。保育の現状や子どもの

保育についての話が聞けていい

時間でした。 

 

   １件 

 

ワークショップに御参加いただきあ

りがとうございました。ワークショッ

プで出された「つくばらしさ」の資源

や環境が、保育内容にいかされ、子ど

もの将来の可能性を広げる一助にな

って欲しいと考えます。 

 

 

 

 ２ 

 

8月9日つくば市の強みを活かし

た保育についてのワークショッ

プに参加させていただきました。 

つくばと阿見の比較ができたし、

つくばの環境をどのように保育

に活かしていくべきか知れて、色

々な人と意見交換ができてとて

も勉強になりました！ 

 

   １件 

 

ワークショップに御参加いただきあ

りがとうございました。ワークショッ

プで出された「つくばらしさ」の資源

や環境が、保育内容にいかされ、子ど

もの将来の可能性を広げる一助にな

って欲しいと考えます。 

 

 

 

○  その他 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

子供に学ばせながら談話や食事

ができる施設や飲食店があると

いい。 

 

児童向けの施設で 

・企画展示（ギャラリー的要素） 

定期的、不定期に企画展を開催し

ている 

・ライブラリー（図書館的要素） 

自由に読める図書がある 

・アトラクション（遊園地的要素

） 

施設内に体験遊具がある 

・つくばの魅力(研究施設や大学

、エキスポセンターなどがあるこ

 

   １件 

 

今後の参考にさせていただきたいと

思います。 
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と）を活かし 

先端科学教育などでも教科書内

容のみにとらわれないより発展

教育や事例を小中高の学生や生

徒、児童でも触れられるような環

境やなぜ？どうしてと言うよう

な質問を活かせる環境を作って

ほしい。 

 

音楽や芸術、科学とか味覚、嗅覚

、体育、論理力、計算力、社会性

、発想力など 

子供に学ばせながら談話や食事

ができる施設や飲食店があると

いい 

 

実験室風科学カフェやバー 

サイエンス料理 分子ガストロノ

ミー（モラキュラー・ガストロノ

ミー）こういうこどもも大人も楽

しめる科学レストランも街に欲

しい 

 

 ２ 

 

つくばでももっと舞浜のディズ

ニーランドのワールドバザール

やイクスピアリみたいな感じに

子供も大人も商店街を見て楽し

める要素をできないか、テーマレ

ストランやテーマ民宿、テーマ商

店街、ショッピングコート、パサ

ージュなど 

例 

サイバーパンク 

ジャングル 

スイーツ 

スチームパンク 

スペースオペラ 

ロボット物 

宇宙 

 

   １件 

 

今後の参考にさせていただきたいと

思います。 
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近未来 

空中 

海底都市 

空中都市 

地底など 

こういうテーマパーク的な感じ

の街並み、都市景観、都市テーマ

ゾーン、施設もうまくできるとよ

い 

 

３ 

科学週間の時につくばの研究所

めぐりPR年間スケジュール 

技術週間などや地図の日など一

般公開日程をぜひ載せてくださ

い。 

つくばには先端科学の研究所の

一般公開もあります。 

 

１件 

科学技術週間についての情報や研究

機関の一般公開の情報は、広報つくば

やつくば市ホームページ、つくば市公

式 facebook などでお知らせしていま

す。 

 

４ 

ICT教材を使うということで人工

知能などを使い忘却曲線や達成

度を測ったイーラーニングやゲ

ーミングプレイ法な どを使った

学習や自宅でも学校での勉強を

復習できる環境、もしくは遠距離

の離れた相手との実践的なコミ

ュニケーションや能力の相対的

な学習度把握など既存の民間学

習施設や大学、通信教育、予備校

、塾、語学教室では20年以上前か

ら行われているような学習法も

取り込んでほしい。 

教員にもそれらの民間学習施設

や大学、通信教育、予備校、塾、

語学教室などの学習方法を取り

入れる講習やもしくは受講など

ができるシステムを作ってほし

い。 

  

１件 

今後参考にさせていただきたいと思

います。 

 

５ 

国際的な感性を持った子供を育

てるためにもうまく自動翻訳ア

プリなどを使った多文化コミュ

  

１件 

今後の参考にさせていただきたいと

思います。 
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ニケーションの活用講座が欲し

い 

(技術者にはわかっていても新技

術を導入するのは不安や覚える

のも難しかったりといろいろ難

点が多い。） 

 

６ 

外国語図書館、児童図書館、絵本

図書館、料理書図書館、旅行書図

書館、科学書図書館、スポーツ書

図書館、情報学プログラミング書

図書館、マンガ図書館、宇宙図書

館、）などを誘致したらどうか？ 

またつくばにも立川まんがぱー

くや未来科学館、リスーピア、パ

ナソニックセンター東京、科学技

術館、がすてなーに、ソニー・エ

クスプローラサイエンス、こども

鉱物館、足立区こども未来創造館

、板橋区立教育科学館、多摩六都

科学館、チームラボボーダレス、

チームラボ プラネッツ TOKYOの

ような施設が欲しい 

１件 今後の参考にさせていただきたいと

思います。 

 

 ７ 

つくばにも新書などの雑誌がメ

インで貸し出し前の本を読みな

がらカフェも楽しめる図書館と

公民館、カフェの融合したような

「ALEC」のような施設 

 

本のあるカフェ『ALEC』の地域交

流への取組み（和歌山県有田川町

） 

町内には、子供連れの親が平日の

昼間に集まり、落ち着いて会話を

楽しむ場が少ないことに気づき

ました。そこで、20～30代の子供

連れの主婦層をターゲットに、地

域の憩いの場となるような施設

を目指すこととなり、平成21年4

 １件 今後の参考にさせていただきたいと

思います。 
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月にALECを設立しました。 

開館以降、毎月1万人以上が来館

しています。これは、町民の約3

人に1人が利用している 

こういう施設が欲しい 

8 子供が科学や音楽など専門知識

などにも興味を持った時にいか

にその才能を摘まずに育てられ

るかみたいな支援が欲しい。 

虫好きや魚好きでさかなクンの

ように専門家になったり、そうい

う才能があるのを摘んでしまう

ような環境が多いがつくばでは

うまく伸ばせるようなもの、専門

家の支援が欲しい(例、子供科学

相談室など） 

 １件 つくば市には、身近に子どもたちの興

味関心を育てられる環境があります。

ワークショップで出された「つくばら

しさ」の資源や環境が、保育内容にい

かされ、子どもの将来の可能性を広げ

る一助になって欲しいと考えます。 

 

 ９ 

子供のアートや音楽などの感性

育成支援や多様性などに触れる

機会をこういうようなのもうま

く市を挙げて取り組んでほしい 

 １件 つくば市には、身近に子どもたちの興

味関心を育てられる環境があります。

ワークショップで出された「つくばら

しさ」の資源や環境が、保育内容にい

かされ、子どもの将来の可能性を広げ

る一助になって欲しいと考えます。 

 

10 

近年、少子化が進み、保護者の働

き方が多様化する中で、子どもた

ちをとりまく環境が大きく変化

していることはだれもが感じて

いるところではないでしょうか。

つくば市には国立の大学もあり、

教育の専門家が大勢いらっしゃ

るのですから、保育士・保護者・

専門家含めて、「つくばの子ども

たちをどう育てるのか」「今の時

代に求められる保育・幼児教育施

設のあり方」等について市民公開

で、是非開催していただきたいと

思っています。 

 １件 今後の参考にさせていただきたいと

思います。 

  

11 

 

「子どもの権利」を最初に掲げ、

職員全体で理解し、十分配慮する

ことは良いことだと思います。つ

 １件 今後、他市の状況等も踏まえ、研究し

ていきたいと思います。 



 - 24 - 

くば市もつくば保育の質ガイド

ラインを策定するならば「つくば

市子ども権利条例」を制定し、保

育者や保護者のみならず、全市的

に理解と施策を深めていって欲

しいと思います。 

 

 

■ 修正の内容 

 

○  p１ ガイドライン策定の趣旨 について 

修正前 修正後 

つくば市では、多様な保育ニーズに対応し

ていくため、バランスの良い施設などの  

整備を行うと同時に、保育人材の確保を支

援して、待機児童解消を目指しています。 

こうした子ども・子育てを支える基盤の量

的確保により新規施設が増加している中 

で、保育の質の確保・向上にも取り組んで

いく必要があります。 

そのために、市内全ての保育所（園）、幼

稚園及び認定こども園など（以下「保育施

設」という。）において、子どもたちの育

ちに十分配慮しながら、質の高い保育・幼

児教育（以下「保育」という。）を計画的

かつ確実に子どもたちに提供するため、保

育に関わる全ての職員や、事業者、保護者、

地域、行政など（以下「保育関係者」とい

う。）が共通理解を深め、相互に連携・協

力していく必要があります。 

つくば市では、多様な保育ニーズに対応し

ていくために、施設を適正に整備すると同

時に、保育人材の確保を支援して、待機児

童解消を目指しています。また、こうした

子ども・子育てを支える基盤の量的確保に

より新規施設が増加している中で、量的な

拡充だけでなく、保育の質の確保・向上に

も取り組んでいます。 

質の高い保育・幼児教育（以下「保育」と

いう。）を計画的かつ確実に子どもたちに

提供するためには、市内全ての保育所

（園）、幼稚園及び認定こども園など（以

下「保育施設」という。）において、子ど

もたちの育ちに十分配慮しながら、保育に

関わる全ての職員や、事業者、保護者、地

域、行政など（以下「保育関係者」という。）

が共通理解を深め、相互に連携・協力して

いく必要があります。 

つくば市では、保育関係者が本ガイドライ

ンを活用し、また、つくばらしさや地域の

資源もいかしながら子どもたちの育ちを

支え、市内のどの保育施設においても、保

育の質の確保がされるような、「安心の子

育てができるつくば」を目指していきま

す。 

つくば市では、保育関係者が本ガイドライ

ンを活用し、また、つくばらしさや地域の

資源もいかしながら、子どもたちの育ちを

支え、市内のどの保育施設においても、質

の高い保育を行い、「安心の子育てができ

るつくば」を目指していきます。 
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○  ｐ4 (１）子どもの権利 について 

修正前 修正後 

子どもの権利とは、全ての子どもが心身共

に健康に、自分らしく育つための権利 

です。子どもの権利条約では、「生きる権

利」、「育つ権利」、「守られる権利」、

「参加する権利」の４つの権利が記されて

います。子どもが置かれている環境はそれ 

ぞれ違っても、子どもたちには、最善の保

育を受ける権利があります。 

子どもの気持ちに寄り添い、子どもの尊厳

を尊重し、健やかな成長を見守り、支えな

がら、保育を行っていく必要があります。 

また、子どもの人権を著しく傷つける虐待

の防止や予防についても努めていきます。 

 

 

 

子どもの権利とは、全ての子どもが心身共

に健康に、自分らしく育つための権利で

す。子どもの権利条約では、「生きる権

利」、「育つ権利」、「守られる権利」、

「参加する権利」の４つの権利（※）が記

されています。置かれている環境はそれぞ

れ違っても、子どもたちには、最善の保育

を受ける権利があります。 

子どもの気持ちに寄り添い、子どもの尊厳

を尊重し、健やかな成長を見守り、支えな

がら、保育を行っていく必要があります。 

また、子どもの人権を著しく傷つける虐待

の防止や早期発見についても努めていき

ます。 

※外務省 児童の権利に関する条約参考 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ji

do/ 

【個人情報の保護】 

個人情報保護について、職員全体で理解

し、守りましょう。 

【個人情報の保護】 

個人情報保護について、職員全体で理解

し、順守しましょう。 

【虐待の防止】 

子どもに対し、威圧的、命令的、否定的な

言葉遣いや叩く、つねるなどの体罰は絶対

にやめましょう。 

【虐待の禁止】 

子どもに対し、威圧的、命令的、否定的な

言葉遣いや叩く、つねるなどの体罰は絶対

にやめましょう。 

 

 

○  ｐ5 (２）職員に求められる資質 について 

修正前 修正後 

(2) 職員に求められる資質 

子ども一人ひとりに寄り添い、発達過程に

応じた必要な保育や援助を行います。 

(2) 職員に求められる資質 

子ども一人ひとりに寄り添い、発達過程に

応じた保育や援助を行います。 

保育施設は、質の高い保育を展開するた

め、絶えず、一人ひとりの職員についての 

資質向上及び職員全体の専門性の向上を

図るよう努めなくてはなりません。 

また、全ての職員は、子ども一人ひとりの

違いを認められる価値観及び倫理観、か 

保育施設は、質の高い保育を展開するた

め、一人ひとりの職員の資質向上及び職員

全体の専門性の向上を図るよう絶えず努

めなくてはなりません。 

また、全ての職員は、子ども一人ひとりの

違いを認められる価値観及び倫理観、保育
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つ保育者としての責任を持って保育に当

たり、常に自己評価に基づく課題などを踏 

まえ、保育技術や知識を高める意欲がなく

てはなりません。 

者としての責任を持って保育に当たると

ともに、自身の実践を振り返り、課題を踏

まえて、保育技術や知識を高める意欲がな

くてはなりません。 

【全ての職員の倫理観】 

保育所保育指針、幼稚園教育要領などの理

解、職員間での助言指導などをし、保育者

・教育者の自覚（命を守る仕事の意識）を

持ち保育に取り組みましょう。常に危機管

理意識を持ち行動をしましょう。 

【全ての職員の倫理観】    

保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連

携型認定こども園教育・保育要領などの理

解を深め、互いに助言、指導し合える職員

関係を目指しましょう。 

常に危機管理意識を持ち、子どもの命を守

る保育者・教育者としての自覚を持って保

育に取り組みましょう。 

【自身のスキルアップ】 

職務内容に応じた研修受講、他園との交流

など、自身の保育の振り返りを行いましょ

う。 

【自身のスキルアップ】 

職務内容に応じた研修や他施設との交流

などを通して、自身の保育を振り返り、ス

キルアップに努めましょう。 

【子どもに寄り添う保育】 

積極的に子どもに関わり、子どもと関わる

ことを喜び、一緒に楽しみ保育を行いまし

ょう。 

【子どもに寄り添う保育】 

積極的に子どもに関わり、子どもの思いを

受け止めて、保育を一緒に楽しみましょ

う。 

【保護者との信頼関係】 

保護者の気持ちに寄り添い、共に子どもの

成長を喜び、発達を支援し、保護者からの

相談、保護者への助言を行いましょう。 

 

【保護者との信頼関係】 

保護者の気持ちに寄り添いながら子ども

の発達を支援し、共に子どもの成長を喜べ

る関係を築きましょう。また、保育者とし

ての専門性をいかし、保護者からの相談を

受けたり、保護者への助言を行ったりしま

しょう。 

 

 

○  ｐ6 (３）保育環境 について 

修正前 修正後 

(3) 保育環境 

子どもが安全に生活できる保育環境を整

えます。 

(3) 保育環境 

子どもが豊かで安全に生活を送れる保育

環境を整えます。 

保育施設は、人、物、場などの環境が相互

に関連し合い、子どもの生活が豊かなもの

となるように、計画的に環境を構成し工夫

して保育を行います。 

子どもたちは、適切に整えられた環境の

子どもたちは、適切に整えられた環境の

下、生活や遊びを通して様々な力を身につ

けていきます。自らを取り巻く環境に主体

的に関わり遊ぶことで心身の発達が促さ

れ、人間として尊重され愛されることによ
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下、生活や遊びを通して様々な力を身に付

けていきます。自らを取り巻く環境に主体

的に関わり遊ぶことで心身の発達が促さ

れ、人間として尊重され愛されることによ

り人への信頼感が育まれていきます。 

職員は子どものための保育環境を構成す

るとともに、常に確認を怠らず、子どもの

健康に気を配り、子どもが安心して安全に

過ごせる環境を整えます。 

つくば市では、子どもたちの安全な生活

と、成長に合わせた環境の整備を行ってい

きます。 

り人への信頼感が育まれていきます。保育

施設は、人、物、場などの環境が相互に関

連し合い、子どもの生活が豊かなものとな

るように、計画的に環境を構成し工夫して

保育を行います。 

職員は子どものための保育環境を構成す

るとともに、常に子どもの健康に気を配

り、子どもが安心して安全に過ごせる環境

を整えます。 

【安全・安心な室内の環境】 

施設内（保育室・調理室・トイレなど）の

清掃、おもちゃなどの子どもたちが使用す

る備品類を常に消毒することで、いつも清

潔さが保たれるようにしましょう。 

【安全・安心な室内の環境】 

施設内（保育室・調理室・トイレなど）の

清掃、玩具などの備品類の点検を行い、い

つも安全・安心、清潔が保たれるようにし

ましょう。 

【外遊びの取組】 

園庭や園外での活動により、のびのびと体

を動かす楽しさや自然物との関わりを通

し、季節を感じられるように環境を整えて

いきましょう。 

【外遊びの取組】 

戸外での活動では、豊かな自然の中で季節

を感じ、伸び伸びと体を動かすことの楽し

さを味わえるような取組をしましょう。 

【人的配置による保育環境の整備】 

適正な保育士の配置と、特別な支援を必要

とする子どもがいれば加配保育を配置す

るなどして、集団保育が安全で情緒の安定

した生活となるように保育環境を整えて

いきましょう。 

【人的配置による保育環境の整備】 

適正な保育士の配置に加え、特別な支援を

要する子どもへの加配保育を行うなどし

て、子どもが安全で情緒の安定した生活を

送れるように保育環境を整えましょう。 

【労働環境の整備】 

地域の保育や子育て支援を担う子育て支

援員（※注１）の育成を図り、保育者の労

働環境を整えていきましょう。 

【労働環境の整備】 

地域の保育や子育て支援を担う子育て支

援員（※注１）の育成や保育人材の確保を

図り、保育者の労働環境を整えていきまし

ょう。 

 

○  ｐ7 (４）保育内容 ①保育計画 について 

修正前 修正後 

①保育計画 

保育の全体的な計画を実践し、日々の保育

を振り返り、子どもの生涯に渡る生きる力

①保育計画 

子どもが生涯にわたる生きる力の基礎を

培い、社会に求められる資質能力を身につ
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の基礎を培い、社会や世界の状況を視野に

入れ、社会に求められる資質や能力を育

み、明日の保育につながるよう努めます。 

 

保育施設における保育の特性は、子どもの

生命の保持及び情緒の安定を図るために

保育者などが行う援助や関わりである「養

護」と子どもが健やかに成長し、その活動

がより豊かに展開されるための発達の援

助である「教育」との「養護と教育の一体

的な展開」であり、子どもの気持ちをしっ

かりと受け止め、子どもの育ちを踏まえ援

助していくことが大切です。 

けるための保育計画を作成し、計画に基づ

いた保育を実践します。また、日々の保育

を振り返り、明日のより良い保育につなが

るよう努めます。 

 

保育施設における保育は、「養護」（子ど

もの生命の保持及び情緒の安定を図るた

めに保育者が行う援助や関わり）と「教育」

（子どもが健やかに成長し、その活動がよ

り豊かに展開されるための発達の援助）の

一体的な展開を特性としています。 

保育の内容は、０歳から６歳までの子ども

の年齢に応じた発達の特徴を見通し、各保

育施設の保育理念や保育方針、つくばらし

い地域性などを反映させながら保育計画

を立て、計画に基づく保育を展開し、日々

の保育を振り返り評価することにより、明

日の保育に反映されることを繰り返すこ

とが、保育の質の向上につながります。 

保育計画の作成に当たっては、０歳から６

歳までの子どもの年齢に応じた発達の特

徴を見通し、各保育施設の保育理念や保育

方針、つくばらしい地域特性などを反映さ

せながら具体的な内容を考えていくこと

が大切です。また、計画に基づく保育を展

開し、日々の保育を振り返って評価し、明

日の保育への反映を繰り返していくこと

が、保育の質の向上につながります。 

計画された保育は、子どもの主体性を尊重

し、その時々の子どもの状態に応じた応答

的な環境の構成や援助を行うことが重要

です。職員の適切な援助によって、子ども

が自らやってみようとする意欲や興味関

心、好奇心、探究心などの心情、考える力

や認識力が培われ、自信や自己肯定感が育

まれていきます。 

計画的な保育の中でも、子どもの主体性を

尊重し、子どもの状態に応じた応答的な環

境を構成しながら援助を行うことが重要

です。保育者の適切な援助によって、子ど

もの意欲や興味関心、好奇心や探求心、考

える力や認識力、自信や自己肯定感が育ま

れていきます。 

【様々な環境の子どもへの保育】 

子どもの個々の発達や地域の特性、年齢

別、家庭環境をもとに計画を立て、保育に

反映しましょう。 

【様々な環境の子どもへの保育】 

子どもの個々の発達や地域の特性、年齢、

家庭環境をもとに計画を立て、保育に反映

しましょう。 

【異年齢児との交流の場】 

相互作用を通しての体験として、異年齢児

との触れ合いや交流の場を計画しましょ

う。 

【異年齢児との交流の場】 

子どもの体験をより豊かなものにするた

めに、相互作用を通しての体験として、異

年齢児との触れ合いや交流の場を計画し

ましょう。 
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○  ｐ8 (４）保育内容 ②生活と遊びの中の保育 について 

修正前 修正後 

②生活と遊びの中の保育 

生活と遊びの中で、生命の保持・情緒の安

定、健康な心と体・社会性を身につけるた

めの基礎を培います。 

②生活と遊びの中の保育 

生活と遊びの中で、生命の保持や情緒の安

定を図り、健康な心と体を培い、社会性を

身につけるための基礎を培います。 

子どもの表現は、遊びや生活の様々な場面

で表出されているものであることから、そ

れらを積極的に受け止めることが、様々な

表現の仕方や感性を豊かにする経験とな

ります。 

子どもの表現は、遊びや生活の様々な場面

で表出されているものであることから、そ

れらを積極的に受け止めることが、様々な

表現方法や感性を豊かにする経験となり

ます。 

ア 1歳未満児 

乳児期の発達については、視覚、聴覚など

の感覚や運動機能が著しく発達し、特定の

大人との愛情豊かな応答的な関わりを通

じ、情緒的な絆が形成される特徴がありま

す。 

また、この時期の保育については、心身の

機能の未熟さに伴う疾病の発生が多いこ

とから、一人ひとりの発育及び発達状態や

健康状態についての適切な判断に基づく

保健的な対応も必要であり、養護における

「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わ

る保育の内容との一体性をより強く意識

し、保育を行うことが重要です。 

つくば市では、保護者との信頼関係を築き

ながら、保育士、看護師、栄養士、調理員、

嘱託医などの専門性をいかした素早い対

応をし、子どもが健やかに伸び伸びと育つ

基盤を培います。 

ア 1歳未満児 

乳児期には、視覚、聴覚などの感覚や運動

機能が著しく発達するとともに、特定の大

人との愛情豊かで応答的な関わりを通じ、

情緒的な絆が形成される特徴があります。 

また、この時期の保育については、心身の

機能の未熟さに伴う疾病の発生が多いこ

とから、一人ひとりの発育及び発達状態や

健康状態についての適切な判断に基づく

保健的な対応も必要となります。養護にお

ける「生命の保持」及び「情緒の安定」と

教育における「子どもが健やかに成長し、

その活動がより豊かに展開されるための

発達の援助」との一体性をより強く意識

し、保育を行うことが重要です。 

つくば市では、保護者との信頼関係を築き

ながら、保育士、看護師、栄養士、調理員、

嘱託医などがそれぞれの専門性をいかし

た素早い対応をし、子どもが健やかに伸び

伸びと育つ基盤を培います。 

【生命の保持、情緒の安定】 

一人ひとりの発育及び健康状態を把握し、

表情豊かに優しく語りかけ、保育にあたり

ましょう。 

【生命の保持、情緒の安定】 

一人ひとりの発育及び健康状態を把握し、

表情豊かに優しく語りかけ、丁寧な保育を

心がけましょう。 

【視覚、聴覚の発達の支援】  

玩具の種類や色、大きさを工夫し、音の大

きさ、採光に配慮をしましょう。 

【視覚、聴覚の発達の支援】  

玩具の種類や色、大きさなど安全面に十分

に配慮しながら、音の大きさ、採光を工夫

しましょう。 
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【健康に伸び伸びと育つ】 

発育に応じての体を動かす機会の確保や

工夫をし、子どもが自ら体を動かす意欲を

育てる様々な取組をしましょう。 

【健康に伸び伸びと育つ視点】 

発育に応じての体を動かす機会を確保し、

子どもが自ら体を動かす意欲を育てる工

夫をして、様々な取組をしましょう。 

 

○  ｐ9 (４）保育内容 ②生活と遊びの中の保育 について 

修正前 修正後 

また、指先の機能も発達し、食事、衣類の

着脱も保育士などの援助の下、自分で行う

ようになり、発声も明瞭になってくるた

め、語彙も増加し、自分の意思や欲求を言

葉で表出できるようになります。 

このように、自分でできることが増え、自

我が形成され、子どもが自分の感情や気持

ちに気付くようになる重要な時期であり、

保育士などは、子どもの生活の安定を図り

ながら、生活と遊びの中で、自発的な活動

を尊重し、温かく見守るとともに、愛情豊

かに、優しく応答的に関わることが必要と

なってきます。 

つくば市では、個別の対応を大切に子ども

が他の友だちや保護者、保育士などの温か

い関わりにより、豊かな感性や表現する力

を養い、明るく伸び伸びと生活できるよう

援助します。 

また、指先の機能も発達し、食事や衣類の

着脱も徐々に自分で行えるようになりま

す。発声も明瞭になり、語彙も増加し、自

分の意思や欲求を言葉で表出できるよう

になります。 

このように、自分でできることが増え、自

我が形成され、子どもが自分の感情や気持

ちに気付くようになる重要な時期である

と言えます。保育士などは、子どもの生活

の安定を図ること、自発的な活動を尊重し

て温かく見守ること、愛情豊かで応答的に

関わることなどが必要となってきます。 

つくば市では、一人ひとりの子どもがほか

の友達や保護者、保育士などとの温かい関

わりを通して、豊かな感性や表現する力を

培い、明るく伸び伸びと生活できるよう援

助します 

【身近な人との触れ合い】   

保育士などや他の友達との関わり、周囲の

大人との関係など、人と関わる力が養われ

るよう援助をしましょう。 

【身近な人との触れ合い】   

保育士などや周囲の大人、他の友達との関

わりを通して、人と関わる力が養われるよ

う援助をしましょう。 

【健康な心と体】 

子どもが明るく伸び伸びと生活し、自ら体

を動かすことを楽しめるよう取組をしま

しょう。また、子どもの気持ちに配慮した

触れ合いを行いましょう。 

【健康な心と体】 

子どもが明るく伸び伸びと生活し、自ら体

を動かすことを楽しめるような取組をし

ましょう。また、子どもの気持ちに配慮し

た温かい触れ合いを行いましょう。 

【自然環境との触れ合い】 

身近な生物や自然との日常的な関わりを

もち、生命の尊さに気付く経験につながる

様なやりとりをし、周囲の様々な環境に好

奇心や探究心をもって関わり、生活に取り

【自然環境との触れ合い】 

身近な生物や自然と日常的に関わりを持

ち、生命の尊さへの気付きを促しましょ

う。また、子どもが周囲の様々な環境に好

奇心や探究心を持って関わり、自身の生活
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入れていこうとする力を養う取組をしま

しょう。 

に取り入れていこうとする力を養いまし

ょう 

【言葉表現の重要性】 

保育士などの言葉の役割の重要性に留意

し、子どもの気持ちや経験の言語化の援助

を行いましょう。 

【言語表現の重要性】 

子どもの言語発達において保育士などの

言葉が重要な役割を果たすことに留意し

て、子どもの気持ちや経験などの言語化を

援助しましょう。 

 

 

○  ｐ10、ｐ11 (４）保育内容 ②生活と遊びの中の保育 について 

修正前 修正後 

ウ ３歳以上児 

３歳以上児については、運動機能の発達に

より、基本的な動作が一通りできるように

なると共に、基本的生活習慣の自立、語彙

の増加、知的興味や関心の高まりに加え、

仲間と遊び、仲間の一人という自覚が生

じ、集団的な遊びや協同的な活動も見られ

るようになります。３歳以上児の保育にお

いては、これらの発達の特徴を踏まえ、個

の成長と集団としての活動の充実を図る

ことが大切です。 

また、「幼児期の終わりまでに育ってほし

い姿」（健康な心と体、自立心、協同性、

道徳性、規範意識の芽生え、社会生活との

関わり、思考力の芽生え、自然との関わり

・生命尊重、数量・図形、文字などへの関

心・感覚、言葉による伝え合い、豊かな感

性と表現）を念頭におき、幼児教育から小

学校教育への「学びの接続」を円滑に行う

ために策定する接続カリキュラムを意識

しながら、生活と遊びの中で、主体的で協

同的な活動の充実を図っていきます。 

ウ ３歳以上児 

３歳以上児については、運動機能の発達に

より、基本的な動作が一通りできるように

なると共に、基本的生活習慣の自立、語彙

の増加、知的興味や関心の高まりが見られ

ます。また、仲間と遊び、仲間の一人とい

う自覚が生じ、集団的な遊びや協同的な活

動も見られるようになります。３歳以上児

の保育においては、これらの発達の特徴を

踏まえ、個の成長と集団としての活動の充

実を図ることが大切です。 

また、「幼児期の終わりまでに育ってほし

い姿」（健康な心と体、自立心、協同性、

道徳性・規範意識の芽生え、社会生活との

関わり、思考力の芽生え、自然との関わり

・生命尊重、数量や図形、文字などへの関

心・感覚、言葉による伝え合い、豊かな感

性と表現）や、幼児教育から小学校教育へ

の「学びの接続」の円滑化のための接続カ

リキュラムを意識しながら、主体的で協同

的な活動の充実を図っていきます。 

つくば市では、保育施設内外の人材、行事、

施設などの地域の資源を積極的に活用し、

豊かな体験・経験を通して保育内容が充実

し、子どもの社会性を培う援助をしていき

ます。 

 

つくば市では、保育施設内外の人材、行事、

施設など地域の資源を積極的に活用する

ことで豊かな体験・経験を促し、充実した

保育内容により子どもの社会性を育んで

いきます。 
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【家族とのつながりを育む】 

家庭での生活を通して親や祖父母などの

家族の愛情に気付き、家族を大切にしよう

とする気持ちが育つように努めましょう。 

 

【家族とのつながりを育む】 

家庭生活の中で親や祖父母にとって自分

は大切な存在であることに気付かせ、自分

も家族を大切に思う気持ちが育つように

努めましょう。 

【地域との関わりと社会性】 

積極的に散歩や保育施設外保育を実施し、

地域の環境や、様々な行事を通して社会性

を育む取組をしましょう。 

【地域との関わりと社会性】 

積極的に散歩や保育施設外での活動を行

い、地域資源の活用や、様々な行事を通し

て社会性を育む取組をしましょう。 

【協同への意識】 

友達と協力しやり遂げる活動を通し、子ど

も同士が互いに思いを伝え合い、折り合い

を付ける経験から規範意識の芽生えを育

て、個の成長と集団としての活動が充実す

るよう取り組みましょう。 

【協同への意識】 

友達と協力しやり遂げる活動の中で、子ど

も同士が互いに思いを伝え合い、折り合い

を付ける経験を促すなど、個の成長と集団

としての活動の充実を図り、規範意識の芽

生えを育てましょう。 

【自然環境への好奇心や探究心】 

園内外での様々な形態での自然体験を行

い、自然に触れ合うことで五感での様々な

体験を通し、自然の性質や仕組み、不思議

さなどを子どもたちが気付くようにしま

しょう。 

【自然環境への好奇心や探究心】 

施設内外で様々な自然体験を行い、五感を

使って自然と触れ合う中で、自然の性質や

仕組み、不思議さなどに子どもたちが気付

くようにしましょう。 

【日本文化の理解】 

日本の文化や伝統行事、伝統的な遊びに親

しみ、日本文化を理解するとともに異なる

文化に触れ、文化の比較をしながら国際理

解の意識の芽生えとなる活動の取組を行

いましょう。 

【日本文化の理解】 

日本の文化や伝統行事、伝統的な遊びに親

しむ活動により日本文化への理解を促す

とともに、異なる文化に触れ、文化の比較

ができるような活動を取り入れて国際理

解の意識の芽生えを促しましょう。 

【状況に即した保育】 

幼児教育において育みたい資質・能力につ

いて、子どもの実態や取り巻く状況の変化

などに即して展開できるよう、保育などの

計画や評価の在り方について、職員間で検

討しながら進めましょう。 

【状況に即した保育】 

幼児教育において育みたい資質・能力につ

いて、子どもの実態やそれを取り巻く状況

の変化などに即した保育を展開できるよ

う、日頃から保育などの計画や評価の在り

方について職員間で検討し、改善を図りま

しょう。 

（※１）義務教育学校とは、小学校課程か

ら中学校課程まで義務教育を一貫して行

う学校 

 

（※２）接続カリキュラムとは、幼児教育

（※１）義務教育学校とは、小学校課程か

ら中学校課程まで義務教育を一貫して行

う学校のことです。 

 

（※２）接続カリキュラムとは、幼児教育
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から小学校教育への円滑な接続を図るた

めに作られるカリキュラムのことです。小

学校教育に向かう幼児期の全体的な計画

（教育課程を含む）【アプローチカリキュ

ラム】と、幼児教育との円滑な接続を意識

した小学校入学時の教育課程【スタートカ

リキュラム】を合わせ、幼児期と児童期の

「学び」をつなぎます。 

から小学校教育への円滑な接続を図るた

めに作られるカリキュラムのことです。小

学校教育に向かう幼児期の全体的な計画

（教育課程を含む）である【アプローチカ

リキュラム】と、幼児教育との円滑な接続

を意識した小学校入学時の教育課程であ

る【スタートカリキュラム】を合わせ、幼

児期と児童期の「学び」をつなぎます。 

 

 

○  ｐ12 (４）保育内容 ③食育 について 

修正前 修正後 

食べることは、生きることの源であり、保

育施設における食育は、健康な生活の基本

としての「食を営む力」の育成に向け、そ

の基礎を培うことが目標となっています。

「食」を通して健康な心と体、いのちを大

切にしていく力、人と関わる力、様々な伝

統や文化、食の素材に関わり作物の栽培や

調理に関心を持つ力を育てていくことを

食育の視点に盛り込むことが必要です。 

 

 

食べることは生きることの源であり、心と

体の発達に密接に関係しています。保育施

設における食育は、健康な生活の基本とし

ての「食を営む力」の育成に向け、その基

礎を培うことが目標となっています。

「食」を通して健康な心と体、命を大切に

していく力、人と関わる力、様々な伝統や

文化を理解する力や、食の素材に関わり作

物の栽培や調理に関心を持つ力を育てて

いくことを食育の視点に盛り込むことが

必要です。 

保育施設での給食は、「大量調理施設衛生

管理マニュアル」（厚生労働省）に基づき

施設の規模や設備にあった衛生管理を行

い、鮮度の良い衛生的な食材を選定し、旬

の食材も取り入れながら、栄養価を考え献

立を作成しています。 

また同時に、保育施設での食事は、食事を

する環境を整え、保育者が子ども一人ひと

りに合わせて丁寧に関わることが大切で

す。 

つくば市では、保育施設が食育計画などに

基づき、「つくばらしさ」をいかした食育

を推進し、子どもが「食」に対しての興味

・関心や食事のマナー、感謝の気持ちなど

様々なことを学ぶ環境を整えていきます。 

保育施設での給食は、「大量調理施設衛生

管理マニュアル」（厚生労働省）を踏まえ、

施設の規模や設備にあった衛生管理を行

い、鮮度の良い衛生的な食材を選定し、旬

の食材も取り入れながら、栄養価を考え献

立を作成しています。 

また同時に、保育施設での食事は、食事を

する環境を整え、保育者が子ども一人ひと

りに合わせて丁寧に関わることが大切で

す。 

つくば市では、保育施設が食育計画などに

基づき、「つくばらしさ」をいかした食育

を推進し、子どもが「食」に対しての興味

・関心や食事のマナー、感謝の気持ちなど

様々なことを学ぶための環境も整えてい

きます。 
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【食を育む力の育成】 

食育に関する方針や目標の計画を立て、栄

養士、調理員、保育士の情報交換を行いま

しょう。 

【食を営む力の育成】 

食育に関する方針や目標及び計画を立て、

栄養士、調理員、保育士などの情報交換を

行い、それぞれの職員の専門性を生かしな

がら、創意工夫しましょう。 

【食育活動】 

低年齢児から、発達に合わせて子どもが主

体的に参加できるような計画を作成し、計

画に基づいた食育活動（栽培・作物の収穫

及び調理・食文化への関心など）を行いま

しょう。 

【食育活動】 

低年齢児から、発達に合わせて子どもが主

体的に参加できるような計画を作成し、計

画に基づいた食育活動（作物の栽培や収

穫、食材の調理体験や食文化などの理解を

深める活動）を行いましょう。 

【個々に合った食事の提供】 

アレルギー対応については、「保育所にお

けるアレルギー対応ガイドライン」（厚生

労働省）などに基づき、アレルゲン食品の

確認、献立の確認、食事提供時の留意点、

誤食した場合の対応方法など、医師の診断

に基づいた保護者との定期的な話合いを

行い確認しましょう。 

【個々に合った食事の提供】 

アレルギー対応については、「保育所にお

けるアレルギー対応ガイドライン」（厚生

労働省）や「学校のアレルギー疾患に対す

る取り組みガイドライン」などに基づき、

アレルゲン食品の確認、献立の確認、食事

提供時の留意点、誤食した場合の対応方法

など、医師の診断に基づいた保護者との定

期的な話合いを行い確認しましょう。 

 

 

○  ｐ13 (４）保育内容 ④健康 について 

修正前 修正後 

同時に、保育施設は集団の生活の場である

ため、感染症の早期発見と早期対応に努め

なくてはなりません。健康診断の結果や予

防接種の予定、流行している感染症状況な

どを保護者に知らせるなど、日頃から保護

者とともに子どもの健康管理を行う必要

があります。 

同時に、保育施設は集団の生活の場である

ため、感染症の予防及び早期発見と早期対

応に努めなくてはなりません。健康診断の

結果や予防接種の予定、流行している感染

症の状況を保護者に知らせるなど、日頃か

ら保護者と共に子どもの健康管理を行う

必要があります。 

 

 

○  ｐ14 (５）安全管理 について 

修正前 修正後 

(５）安全管理 安心・安全・危機管理に

努めます。 

(５）安全管理 危機管理意識を持ち、安

全対策のための共通理解や体制づくりに

努めます。 

職員は子ども一人ひとりを十分に理解し、 職員は、子ども一人ひとりを十分に理解
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発達の段階で起こりうる事故などの可 

能性を念頭におき、職員全員で施設内外で

の事故の予防に努めます。 

し、子どもの発達の特性と事故との関わり

に留意した上で、職員全員で施設内外での

事故の予防に努めます。 

【個人情報の管理】 

個人情報の管理について、全職員で共通認

識し適切な管理を行いましょう。 

【個人情報の管理】 

個人情報の管理について、全職員で共通認

識を持ち適切な管理を行いましょう。 

【事故などの情報共有と再発防止】 

事故報告、ヒヤリハット報告があった際に

は、職員間で情報共有し、再発防止に向け

て話し合いを行い迅速な対処をしましょ

う。 

【事故などの情報共有と再発防止】 

事故報告、ヒヤリハット報告があった際に

は、職員間で情報を共有し、再発防止に向

けて話し合いを行い迅速な対処をしまし

ょう。 

 

 

○  ｐ15 (６）支援 について 

修正前 修正後 

また、保育施設の入所（園）児童以外の子

どもに対する地域の子育て支援の拠点と 

なるよう、園庭の開放や相談などの事業を

実施するとともに、地域の方々との交流 

を推進し、地域全体で子育てを支援する環

境づくりに務めます。 

また、保育施設の入所（園）児童以外の子

どもも含めた地域の子育て支援の拠点と

なるよう、園庭の開放や相談などの事業を

実施するとともに、地域の方々との交流を

推進し、地域全体で子育てを支援する環境

づくりに務めます。 

【課題の共有】 

保護者からの要望・御意見などに誠実に対

応するとともに、保護者アンケートなどを

実施することにより、保護者と課題を共有

し改善に努めましょう。 

【課題の共有】 

保護者からの要望や御意見などに誠実に

対応するとともに、保護者アンケートなど

により課題を共有し、改善に努めましょ

う。 

【支援が必要な家庭への配慮】 

経済的困窮、養育困難、育児不安などを有

する保護者の情報を把握し、対応に配慮す

るとともに、必要な助言や支援を行いまし

ょう。 

【支援が必要な家庭への配慮】 

経済的困窮、養育困難、育児不安などを有

する保護者の情報を把握して適正に管理

し、対応に配慮するとともに、必要な助言

や支援を行いましょう。 

【行政との連携】 

特別な支援を必要とする子どもなど、養育

困難家庭に対する支援・就学制度を理解す

るとともに、必要に応じて行政へつなげた

り、助言をするなどの支援をしましょう。 

【行政との連携】 

特別な支援を必要とする家庭や子どもな

どに対する支援・就学制度を理解するとと

もに、必要に応じて行政へつなげたり、助

言をしたりするなどの支援をしましょう。 
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○  ｐ16  (６）支援 について 

修正前 修正後 

【地域における子育て支援の拠点】 

地域の子育て家庭を対象に、行事、相談、

講座、施設や園庭の開放などに積極的に取

組を行いましょう。 

【地域における子育て支援の拠点】 

地域の子育て家庭を対象に、行事、相談、

講座、施設や園庭の開放などの取組を積極

的に行いましょう。 

【地域住民との交流】 

昔遊びや農業体験など幅広い世代の住民

参加型の行事を実施し、地域住民と子ども

との交流の推進をしましょう。 

【地域住民との交流】 

昔遊びや農業体験など幅広い世代による

住民参加型の行事を実施し、地域住民と子

どもとの交流の推進をしましょう。 

 

 

○  ｐ17 ｐ18 ５保育の質の向上のために求められるもの について 

修正前 修正後 

(1) 事業者の役割と運営体制 

保育の質を確保し、日々の保育を支えてい

るのは人材です。 

保育の質を確保するためには、保育者の確

保や保育者の育成、社会保障や雇用条件   

などの労働条件が整備されていることが

重要です。また、保育施設の職員が安心し

て 

保育に従事するには、運営事業者の健全な

運営が不可欠です。 

「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」

アンケート調査結果においても、「保育 

の質」にとって重要だと思われる項目につ

いて、保育施設の保育士及び教諭からの回 

   

答は「保育者の人数」が一番多く、それに

次いで「保育者の資質」、「保育内容の質」 

が多い結果となりました。（※P20参照） 

(1) 事業者の役割と運営体制 

保育の質を確保し、日々の保育を支えてい

るのは一人ひとりの人材です。 

保育の質を確保するためには、保育者の確

保、育成、社会保障や雇用条件といった労

働条件の整備が図られていることが重要

です。また、保育施設の職員が安心して保

育に従事するには、事業者による健全な施

設運営が不可欠です。 

「（仮称）つくば保育の質ガイドライン」

アンケート調査では、保育士及び教諭が考

える「保育の質にとって重要なもの」とし

て、「保育者の人数」が最も多く挙げられ

ました。2 番目には「保育者の資質」が、3

番目には「保育内容の質」が挙げられたこ

とから、十分な数の保育者を確保したうえ

で一人ひとりの資質向上に取り組み、保育

内容を充実したものにしていくことが重

要であると考えられます。（※P20 参照） 

① 保育者の確保 

アンケートの結果からも、職員の経験年数

や年齢に応じてバランス良く、必要な人  

数を配置することは、職員の保育への意欲

や自己啓発への取組を支え、保育の質の向 

上につながります。これらを踏まえ、質の

①保育者の確保 

職員の経験年数や年齢に応じてバランス

良く、必要な人数を配置することは、職員

の保育への意欲や自己啓発への取組を支

えます。これらを踏まえ、質の高い保育を

展開するため、月齢や状況に応じた保育士
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高い保育を展開するため、月齢や状況に応 

じた保育士配置などの保育体制の整備な

どに努めていくことが必要です。 

配置などの保育体制の整備に努めていく

ことが必要です。 

③ 労働条件の整備 

事業者は、保育施設の役割や社会的責任を

遂行するために、法令を遵守し、職員 

の雇用条件や、就労規則などを明確にしま

す。職員が安定して働き続けることがで 

きる労働条件（給与水準・休暇制度・休憩

時間等）を整備し、保育士が働きやすい 

職場にしていくことが必要です。 

③労働条件の整備 

事業者は、保育施設の役割や社会的責任を

果たすために、法令を遵守し、職員の雇用

条件や、就労規則などを明確にします。職

員が安定して働き続けることができる労

働条件（給与水準・休暇制度・休憩時間等）

を整備し、保育士が働きやすい職場にして

いくことが必要です。 

(2) 保護者の役割 

保護者は、保育施設における子どものため

の保育や保育の専門性を理解し、保育施 

設職員と子どもの育ちを共有し、子育てに

見通しや希望を持ち、保育施設の保育に、 

積極的に参加、協力しましょう。 

 

(2) 保護者の役割 

保護者は、子どもが集団生活の中で味わう

様々な体験や経験を理解し、保育施設職員

と子どもの育ちを共有し、連絡帳の活用や

送迎時の対話、保育行事や保護者会などへ

の参加・協力を通して、保育施設職員との

関係を深めていきましょう。 

(3) 地域の役割 

子どもを中心にして、保育施設や保護者と

一緒に地域全体で、充実した子育ての環  

境づくりに努めましょう。 

(3) 地域の役割 

子どもを中心にして、地域全体で充実した

子育て環境を作り上げていきましょう。 

 

(4) 市の役割 

この本ガイドラインの策定によって、更な

る保育の質の向上の契機となり、保育 

に関わる全ての職員や、事業者、保護者、

地域の方々とともに連携・協力し、子ど 

もを中心とした「保育の質の向上」を図る

ことができる保育環境を提供していきま 

す。 

(4) 市の役割 

本ガイドラインの策定によって、全ての保

育関係者とともに連携・協力し、子どもを

中心とした更なる「保育の質の向上」を図

ることができる保育環境を提供していき

ます。 

 

 

○  ｐ19 おわりに について 

修正前 修正後 

本ガイドラインは、平成 29年６月に「（仮

称）つくば保育の質ガイドライン策定会 

議開催要項」を施行し、７月から「（仮称）

つくば保育の質ガイドライン策定会議」を 

開催し、「（仮称）つくば保育の質ガイド

本ガイドラインは、平成 29 年 6 月に「（仮

称）つくば保育の質ガイドライン策定会議

開催要項」が施行され、7 月から開催され

た「（仮称）つくば保育の質ガイドライン

策定会議」によって策定されたものです。
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ラインワーキング会議」での現場の保育士

や幼稚園教諭の方の意見や、保育事業者、

保育士、幼稚園教諭、保育教諭、保護者な

どを対象とした「（仮称）つくば保育の質

ガイドライン」アンケート結果、ワークシ

ョップ「つくばの保育を考えよう」での意

見などを踏まえて議論し、作り上げたもの

です。 

内容の構成に当たっては、「（仮称）つく

ば保育の質ガイドラインワーキング会議」

における現場の保育士・教諭の方々の意見

や、保育事業者、保育士、幼稚園教諭、保

育教諭、保護者などを対象とした「『（仮

称）つくば保育の質ガイドライン』アンケ

ート」の結果、「ワークショップ『つくば

の保育を考えよう』」で出された意見など

を踏まえて議論を行いました。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 31 年（2019 年）３月  
 

つくば市  
 
 
 
 
 
 

 
            つくば保育の質ガイドライン【概要版】  

 

 



 



1 

 

 

 

つくば市においては、人口が増加し、保育需要が増大しています。また、家族形態

や就労状況の変容などを背景に、保育ニーズも多様化しています。 

こうしたことから、多様な保育ニーズに対応するため、施設を適正に整備すると同

時に、保育人材の確保を支援して、待機児童解消を目指しています。また、つくば市 

では、保育に関わる一人ひとりが共通理解を深め、相互に連携・協力し、保育の質の

確保・向上にも取り組んでいく必要があると考えています。 

本ガイドラインでは、保育の質の確保・向上を図るための６つの柱や、行政や事業 

者などの果たすべき責任や役割、保護者の参加・協力の推進などについて記述してい 

ます。 

保育に関わる一人ひとりが、本ガイドラインを活用し、また、つくばらしさや地 

域の資源もいかしながら、子どもたちの育ちを支え、市内のどの保育施設においても、 

質の高い保育を行い、「安心の子育てができるつくば」を目指していきます。 
 

 

 本ガイドラインは、保育の具体的な確認項目を、チェックボックス形式で挙げてい 

ます。全ての保育関係者や各保育施設は、日々の保育の振り返りや保育現場での環境

構成や検証、研修などに活用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣旨 

 

 

 

活用方法 

つくば保育の質ガイドライン【概要版】 

 

つくば市の保育の目指すもの 

 



2 

 

  

 

(1) 子どもの権利                                                          

全ての子どもが安心して、心身共に伸び伸びと生活できる保育を行います。 

 

①人権の尊重 

【権利の保障】 

子どもの権利について、職員全体で理解し、十分配慮しましょう。 
□ 

【保育の権利】 

子どもが何を求めているかを把握し、子どもにとって最善の保育を心掛けましょう。 
□ 

【子どもへの配慮】 

子どもの良さを積極的に見つけ、褒めたり、励ましたりしましょう。 
□ 

【個人情報の保護】 

個人情報保護について、職員全体で理解し、順守しましょう。 
□ 

【差別の禁止】 

子どもの生活習慣や文化の違いを知り、認め合う心を育てましょう。 
□ 

【性的差別の禁止】 

子どもの服装、遊び方、役割など、性の違いに対して、固定的な概念を植え付けない配慮を

しましょう。 
□ 

【子どもの養護】 

特別な支援を必要とする子どもの保育について配慮をしましょう。 
□ 

 

 

②虐待の防止と早期発見 

【虐待の禁止】 

子どもに対し、威圧的、命令的、否定的な言葉遣いや叩く、つねるなどの体罰は絶対にやめ

ましょう。 
□ 

【日常生活での気づき】 

常に子どもの身体的・心理的状態を把握するよう心掛けましょう。 
□ 

【虐待の早期発見】 

子どもの受け入れ・見送り時に保護者との対話の中で、子どもや保護者の様子を把握しまし

ょう。 
□ 

★子どもの様子に異変を感じたとき、傷や痣を発見したとき、子育てに関する悩みがある保護者がいたときなど、

つくば市子育て相談室に御相談ください。 ☎ 029-883-1111（代表） 

 

 

 つくば保育の質ガイドラインの保育の具体的な確認項目 
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 (2) 職員に求められる資質                                       

子ども一人ひとりに寄り添い、発達過程に応じた保育や援助を行います。 

 

【全ての職員の倫理観】    

保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領などの理解を深

め、互いに助言、指導し合える職員関係を目指しましょう。 

常に危機管理意識を持ち、子どもの命を守る保育者・教育者としての自覚を持って保育に取

り組みましょう。 

□ 

【自身のスキルアップ】 

職務内容に応じた研修や他施設との交流などを通して、自身の保育を振り返り、スキルアッ

プに努めましょう。 
□ 

【職員間のコミュニケーション】 

信頼関係を築き、保育に関する情報共有をはじめとするコミュニケーションを大切にしまし

ょう。 
□ 

【保育の中での自然体験】 

自然をいかして楽しむことにより、子どもが豊かな心を育んでいけるよう、自然と関わる取

組をしましょう。 
□ 

【子どもに寄り添う保育】 

積極的に子どもに関わり、子どもの思いを受け止めて、保育を一緒に楽しみましょう。 
□ 

【子どもの個性に合わせた保育】 

一人ひとりの発達過程を理解し、個々の成長・発達に合わせ、先を見通した援助をしましょ

う。 
□ 

【保護者との信頼関係】 

保護者の気持ちに寄り添いながら子どもの発達を支援し、共に子どもの成長を喜べる関係を

築きましょう。また、保育者としての専門性をいかし、保護者からの相談を受けたり、保護

者への助言を行ったりしましょう。 

□ 

 

  

(3) 保育環境                                      

子どもが豊かで安全に生活を送れる保育環境を整えます。 
 

【安全・安心な室内の環境】 

施設内（保育室・調理室・トイレなど）の清掃、玩具などの備品類の点検を行い、いつも安

全・安心、清潔が保たれるようにしましょう。 
□ 
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【適切な室内の環境】 

室内の温度、湿度、音などの環境を常に適切な状態に保持しましょう。 □ 

【施設内外の死角を作らない配慮】 

子どもたちの安全のため保育者からの死角を作らないように配慮しましょう。 □ 

【子どもの成長に合わせた配慮】 

子どもの成長に合わせた玩具、遊具、絵本を子どもの手の届く場所に適切な量で用意し、子

どもが主体的に遊びを展開できるよう配慮しましょう。 
□ 

【外遊びの取組】 

戸外での活動では、豊かな自然の中で季節を感じ、伸び伸びと体を動かすことの楽しさを味

わえるような取組をしましょう。 
□ 

【乳幼児に必要な保育環境】 

はいはいや、つたい歩きができる安全な空間を、保育室の広さや間取りを考慮して確保しま

しょう。（０・１歳） 
□ 

【遊びに適した空間作り】 

友達と好きな遊びができる空間や、一人でじっくりと遊びを楽しむことができる空間の設定

をしましょう。 
□ 

【人的配置による保育環境の整備】 
適正な保育士の配置に加え、特別な支援を要する子どもへの加配保育を行うなどして、子ど
もが安全で情緒の安定した生活を送れるように保育環境を整えましょう。 

□ 

【労働環境の整備】 
地域の保育や子育て支援を担う子育て支援員（※１）の育成や保育人材の確保を図り、保育
者の労働環境を整えていきましょう。 

□ 

 

（※１）子育て支援員とは、「子育て支援員研修」の全科目を修了し、「子育て支援員研修修了証書」の

交付を受けたことにより、子育て支援分野の各事業に従事する上で必要な知識や技術などを習得

したと認められる者。 

 

 (4) 保育内容                                        

①保育計画 

子どもが生涯にわたる生きる力の基礎を培い、社会に求められる資質能力を身につける 

ための保育計画を作成し、計画に基づいた保育を実践します。また、日々の保育を振り返 

り、明日のより良い保育につながるよう努めます。 

 

【「子どもの最善の利益」の考慮】 

保育施設の理念、保育の方針や目標、指導計画などに基づいて保育に当たりましょう。 
□ 

【子どもの成長の道筋の計画】 

各保育施設の独自性や創意工夫された保育内容での保育計画を立て、応答的な援助を行いま

しょう。 
□ 
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【様々な環境の子どもへの保育】 

子どもの個々の発達や年齢、家庭環境、地域の特性をもとに計画を立て、保育に反映しまし

ょう。 
□ 

【子どもの成長過程の記録】 

児童票、保育日誌、施設日誌、保健日誌、幼稚園指導要録などで、子どもの成長を記録しま

しょう。 
□ 

【異年齢児との交流の場】 

子どもの体験をより豊かなものにするために、相互作用を通しての体験として、異年齢児と

の触れ合いや交流の場を計画しましょう。 
□ 

 

 

②生活と遊びの中の保育 

生活と遊びの中で、生命の保持や情緒の安定を図り、健康な心と体を培い、社会性を身 

につけるための基礎を培います。 

ア  1 歳未満児 

【保育士、看護師、栄養士、調理員、嘱託医などとの連携】 

専門性をいかした素早い対応をしましょう。 
□ 

【生命の保持、情緒の安定】 

一人ひとりの発育及び健康状態を把握し、表情豊かに優しく語りかけ、丁寧な保育を心掛け

ましょう。 
□ 

【視覚、聴覚の発達の支援】  

玩具の種類や色、大きさなど安全面に十分に配慮しながら、音の大きさ、採光を工夫しまし

ょう。 
□ 

【健康に伸び伸びと育つ視点】 

発育に応じて体を動かす機会を確保し、子どもが自ら体を動かす意欲を育てる工夫をして、

様々な取組をしましょう。 
□ 

【保護者との信頼関係】  

保護者からの相談などに対し、助言及び支援に努めましょう。 
□ 

 

 

イ １歳以上３歳未満児 

【保育士、教諭、看護師、嘱託医などとの連携】 

専門性をいかした対応に努め、子どもの健康な成長を見守りましょう。 
□ 

【身近な人との触れ合い】   

保育士などや周囲の大人、他の友達との関わりを通して、人と関わる力が養われるよう援助

をしましょう。 
□ 
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【健康な心と体】 

子どもが明るく伸び伸びと生活し、自ら体を動かすことを楽しめるような取組をしましょ

う。また、子どもの気持ちに配慮した温かい触れ合いを行いましょう。 
□ 

【自然環境との触れ合い】 

身近な生物や自然と日常的に関わりを持ち、生命の尊さへの気付きを促しましょう。また、

子どもが周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持って関わり、自身の生活に取り入れていこ

うとする力を養いましょう。 

□ 

【言語表現の重要性】 

子どもの言語発達において保育士などの言葉が重要な役割を果たすことに留意して、子ども

の気持ちや経験などの言語化を援助しましょう。 
□ 

 

 

ウ ３歳以上児 

【家族とのつながりを育む】 

家庭生活の中で親や祖父母にとって自分は大切な存在であることに気付かせ、自分も家族を

大切に思う気持ちが育つように努めましょう。 
□ 

【地域との関わりと社会性】 

積極的に散歩や保育施設外での活動を行い、地域資源の活用や、様々な行事を通して社会性

を育む取組をしましょう。 
□ 

【健康な心と体】 

様々な遊びを通して、心と体の発達を促進し、体を動かすことの楽しさや体の大切さを子ど

もたちが知る工夫をしましょう。 
□ 

【協同への意識】 

友達と協力しやり遂げる活動の中で、子ども同士が互いに思いを伝え合い、折り合いを付け

る経験を促すなど、個の成長と集団としての活動の充実を図り、規範意識の芽生えを育てま

しょう。 

□ 

【自然環境への好奇心や探究心】 

施設内外で様々な自然体験を行い、五感を使って自然と触れ合う中で、自然の性質や仕組み

、不思議さなどに子どもたちが気付くようにしましょう。 
□ 

【自ら健康な生活をつくる力】 

子どもが明るく伸び伸びと行動し、健康で安全な生活に必要な習慣や態度を身につけ、見通

しをもって行動できるよう援助をしましょう。 
□ 
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【自立心、人と関わる力】 

自ら行動する力を育て、子どもが自分の力で行動する充実感を味わい、保育士などや友達と

共に過ごす喜びを持てる保育を行いましょう。 
□ 

【日本文化の理解】 

日本の文化や伝統行事、伝統的な遊びに親しむ活動により日本文化への理解を促すととも

に、異なる文化に触れ、文化の比較ができるような活動を取り入れて国際理解の意識の芽

生えを促しましょう。 

□ 

【豊かな感性や表現する力】 

身近な環境の中で出会う感動を共有し表現する力を養い、言葉で表現することや自己表現を

楽しめるよう工夫をしましょう。 
□ 

【状況に即した保育】 

幼児教育において育みたい資質・能力について、子どもの実態やそれを取り巻く状況の変化

などに即した保育を展開できるよう、日頃から保育などの計画や評価の在り方について職員

間で検討し、改善を図りましょう。 

□ 

【小学校、義務教育学校（※１）との交流】 

小学校、義務教育学校を訪問したり、小学生と交流したりする機会を設け、子どもが各学校

の生活に対する見通しを持てるようにしましょう。 
□ 

【小学校、義務教育学校（※１）との連携】 

子どもの生活や育ちについて小学校、義務教育学校への接続が円滑にできるよう、各学校と

連携を持ち、情報交換をする場などを設ける工夫をしましょう。 
□ 

【小学校、義務教育学校（※１）への接続】 

保幼小接続カリキュラム（※２）を作成し、就学を見通して、学びに向かう基礎である自尊

感情を育むこと、友達と一緒に学ぶための社会性を培うこと、知る楽しみや好奇心を大切に

することなどを基本として保育を行いましょう。 

□ 

（※１）義務教育学校とは、小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して行う学校のことです。 

（※２）接続カリキュラムとは、幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るために作られるカリ

キュラムのことです。小学校教育に向かう幼児期の全体的な計画（教育課程を含む）である

【アプローチカリキュラム】と、幼児教育との円滑な接続を意識した小学校入学時の教育課

程である【スタートカリキュラム】を合わせ、幼児期と児童期の「学び」をつなぎます。 
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③食育 

安全で安心な食事を提供し、おいしく楽しく食べられる環境を整えます。 

【食を営む力の育成】 

食育に関する方針や目標及び計画を立て、栄養士、調理員、保育士などの情報交換を行い、

それぞれの職員の専門性をいかしながら、創意工夫しましょう。 
□ 

【食の安全確保】 

衛生管理マニュアルや給食業務マニュアルなどを作成し、衛生点検表による毎日の点検や衛

生管理などを徹底しましょう。 
□ 

【ゆとりのある食事空間】 

ゆとりのある食事時間を確保し、採光などの環境のほか、子どもが扱いやすい食器を準備す

るなど、食事にふさわしい環境を整えましょう。 
□ 

【食育環境】 

子どもたちが友達や職員との食事中の会話を楽しみ、一緒に食べる喜びを感じながら食事が

できる環境を作りましょう。 
□ 

【食育活動】 

低年齢児から、発達に合わせて子どもが主体的に参加できるような計画を作成し、計画に基

づいた食育活動（作物の栽培や収穫、食材の調理体験や食文化などの理解を深める活動）を

行いましょう。 

□ 

【地産地消・季節の食事】 

つくばで収穫された食材や季節にあった食材での食事の提供に努めましょう。 □ 

【個々に合った食事の提供】 

アレルギー対応については、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（厚生労働

省）や「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（日本学校保健会）など

に基づき、アレルゲン食品の確認、献立の確認、食事提供時の留意点、誤食した場合の対

応方法など、医師の診断に基づいた保護者との定期的な話合いを行い確認しましょう。 

□ 

【家庭との連携】 

子どもの食事の様子や、食育への取組について保護者へ伝えたり、家庭からの食生活に関す

る相談に応じたりしながら、家庭と連携・協力し食育を進めましょう。 
□ 

 

 

④健康 

子どもたちが元気に健康な生活を送るために配慮・援助を行います。 

【保健マニュアルなどの徹底】 

職員全員に保健マニュアルなどの周知を徹底しましょう。また、保菌検査などを実施し、結

果を適切に管理しましょう。  
□ 
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【子どもの健康管理】 

既往歴、予防接種の把握など、保護者との情報共有を行いましょう。 
□ 

【日常の健康管理】 

一日の子どもの生活リズムを把握し、一人ひとりのペースや体調に合わせ、健康に過ごすこ

とができるよう配慮をしましょう。 
□ 

【健康・安全習慣】 

健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身につけられるよう、年齢や発達に応じ、子どもが

理解できるように工夫し援助をしましょう。 
□ 

【特別な支援を必要とする子の保育】 

子どもの状況に応じた環境の整備を行い、保護者や医療機関と連携し、保護者と共に考える

姿勢に努めましょう。 
□ 

 

 

(5) 安全管理                                        

危機管理意識を持ち、安全対策のための共通理解や体制づくりに努めます。 

【事故や災害などへの適切な対応】  

事故や災害、不審者などに対応する危機管理マニュアルを作成し、全職員で共有し理解をし

ましょう。 
□ 

【個人情報の管理】 

個人情報の管理について、全職員で共通認識を持ち適切な管理を行いましょう。 
□ 

【事故などの情報共有と再発防止】 

事故報告、ヒヤリハット報告があった際には、職員間で情報を共有し、再発防止に向けて話

し合いを行い迅速な対処をしましょう。 
□ 

【定期的な防災訓練と新たな危機への対応】 

定期的な防災訓練に加え、Ｊアラートなどに対応した訓練も定期的に行いましょう。 
□ 

【研修の取組】 

救急救命訓練や、ＡＥＤ講習、アレルギー対応研修などにも積極的に参加しましょう。 
□ 

【乳幼児突然死症候群（SIDS）の防止】 

午睡の際は、睡眠チェックを行い、うつぶせで寝ている時は体位を変えるなど乳幼児突然死

症候群（SIDS）防止の取組を行いましょう。 
□ 

【室内外の安全確認】 

室内の安全確認と庭の遊具の点検や害虫駆除も定期的に行い、安心して保育を行える環境整

備に努めましょう。 
□ 
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(6) 支援                                        

   保護者に寄り添いながら、保護者・地域と協力して保育を行います。 

①保護者支援 

【保護者への情報提供】 

施設だより、保健・給食だよりなどを定期的に発行するほか、ホームページなどにより、保

育方針や日々の様子を保護者に提供しましょう。 
□ 

【保護者とのコミュニケーション】 

送迎時の会話、連絡帳のやり取り、保護者面談などにより、日頃から子どもの状況について

保護者とのコミュニケーションを図りましょう。 
□ 

【課題の共有】 

保護者からの要望や意見などに誠実に対応するとともに、保護者アンケートなどにより課題

を共有し、改善に努めましょう。 
□ 

【保護者同士の交流、連携の機会の提供】 

保護者懇談会の開催や行事運営への保護者の参加などにより、保護者同士の交流や協働の機

会を提供し、親睦を深める取組を行いましょう。 
□ 

【支援が必要な家庭への配慮】 

経済的困窮、養育困難、育児不安などを有する保護者の情報を把握して適正に管理し、対応

に配慮するとともに、必要な助言や支援を行いましょう。 
□ 

【保護者支援における役割分担】 

施設の長や担任その他の職員それぞれが保護者支援における役割を分担し、情報を共有しな

がら、組織として支援に取り組みましょう。 
□ 

【行政との連携】 

特別な支援を必要とする家庭や子どもなどに対する支援・就学制度を理解するとともに、必

要に応じて行政へつなげたり、助言をしたりするなどの支援をしましょう。 
□ 

 

 

②地域と連携した子育て支援 

【地域における子育て支援の拠点】 

地域の子育て家庭を対象に、行事、相談、講座、施設や園庭の開放などの取組を積極的に行

いましょう。 
□ 

【地域住民との交流】 

昔遊びや農業体験など幅広い世代による住民参加型の行事を実施し、地域住民と子どもとの

交流の推進をしましょう。 
□ 
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市は、事業者、保育士、保護者、地域などと共に、保育の質の向上に取り組んでいきま

す。 
 

(1) 事業者の役割と運営体制                              

保育の質を確保し、日々の保育を支えているのは一人ひとりの人材です。 

保育の質を確保するためには、保育者の確保、育成、社会保障や雇用条件といった労働 

条件の整備が図られていることが重要です。また、保育施設の職員が安心して保育に従事 

するには、事業者による健全な施設運営が不可欠です。 

 

(2) 保護者の役割                                   

家庭と保育施設の相互理解は、子どもの家庭での生活と保育施設での生活の連続性を確 

保し、育ちを支えるために欠かせないものです。家庭と保育施設がお互いに理解し合い、 

子どもに関する情報の交換を細やかに行うことや、子どもへの愛情や成長を喜ぶ気持ちを 

伝え合うことなどが必要です。 

保護者は、子どもが集団生活の中で味わう様々な体験や経験を理解し、保育施設職員と 

子どもの育ちを共有し、連絡帳の活用や送迎時の対話、保育行事や保護者会などへの参 

加・協力を通して、保育施設職員との関係を深めていきましょう。 

 

(3) 地域の役割                                    

子どもを中心にして、地域全体で充実した子育て環境を作り上げていきましょう。 

 

(4) 市の役割                                     

市は、子どもの安全と適正な施設の運営を担保し、全ての利用者が保育施設を安心し 

て利用できるよう努めます。 

現在、市内には様々な保育施設があり、それぞれの特性や特色をいかした保育を提供 

しています。市は、数多くの子どもたちが保育を受け、多くの家庭が安心して子育てが 

できる環境を確保するために、全ての保育施設でより良い保育が展開されるよう、保育 

に関わる専門職の巡回指導相談や監査、人材育成のための研修の開催など、様々な支援 

を行っていきます。 

また、認可保育園などの整備及び運営事業者の決定に当たっては、「保育所保育指針」 

等や市の地域性を理解した上で、保育の質の向上に 

取り組む事業者であることを基本と 

し評価・審査を行っていきます。 

本ガイドラインの策定によって、全ての保育関係者とともに連携・協力し、子どもを 

中心とした更なる「保育の質の向上」を図ることができる保育環境を提供していきます。 

 保育の質の向上のために求められるもの 
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